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（注） 

・本文中に「発明」、「特許出願」のように特許出願についてのみ記載しているものであっても実用新

案登録出願について同様に適用されます。 

・法令名等は次のように略記しています。 

特許法 ……………………… 特 

特許法施行法 ……………… 特施法 

特許法等関係手数料令 …… 手数料令 

特許法施行令 ……………… 特施令 

特許法施行規則 …………… 特施規 

特許登録令 ………………… 特登令 

特許登録施行規則 ………… 特登施規 

実用新案法 ………………… 実 

意匠法 ……………………… 意 

商標法 ……………………… 商 

平成5年改正前の特許法 ………………………………………… 旧特 

平成5年改正前の実用新案法 …………………………………… 旧実 

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 ……………… 特例法 

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 ……… 例施令、特例法施行令 

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 …… 例施規 

工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令 …… 現金手続令 
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Ⅰ 特 許 出 願

（特 64） 

１年６月 

公 開 特 許 公 報  

出 願 か ら 権 利 消 滅 ま で 

（特 18の 2(2)）

（特 18 の 2(1)）

（特 50） 

意
見
書
等
不
提
出 

又
は
、 

拒
絶
理
由
解
消
せ
ず 

（特 49） 

（特 121）

（特 51） 

（特 107）

（特 66） 

（特許権消滅後も可) 

（不提出) 

出 願 却 下  

（弁明認めず) 

弁明書提出 

拒絶理由通知 

拒 絶 査 定  

査 定 不 服 審 判 請 求  

出 願 却 下  

（特許料納付なし) 

特 許 無 効 審 判  

３年 

（特 48 の 3）

 ３ 年 間 審 査  

 請 求 な し  

（書面により出願した場合) 

（拒絶理由解消) 

（補正指令に 

応じない場合) 

（特許公報発行 

から６月以内）

特 許 取 消  

権利の存続期間 

： 

出願日から 20 年 

延長登録は最長25年

異 議 申 立  

特 許 維 持  

（特 48 の 3(4)） 

（不適法）

（特17の 2）

（特 17(3)） 

（特38の2(2)）

（特 18(1)）

（特 38 の 2(8)）

注１ 磁気ディスクへの記録の求めは(一財)工業所有権電子情 

報化センターに対して行う手続です。 

 

注２ 外国語書面出願の手続については第二章第十節参照。 

 

注３ 出願公開の例外については第二章第十六節参照。 

（不提出) 

（特 18(1)） 

出 願 公 開 （注３） 

（補正指令に 

応じない場合) 

出 願 取 下  

磁気ディスクへの 

記録の求め（注１） 

なし 

出 願（注２） 

方式審査 

審 査 

出

願

審

査

請

求 

特許査定 

特許料納付 

設定登録 

権利消滅 

（提 出） 

意見書 

手続補正書 

特 許 公 報  

（特例法 7(1)） 

（特例法 7(2)） 

（特例法 7(3)）

３０日 

補 正 指 令  

（補正指令に 

応じた場合) 

出 願 却 下  

補正指令 

補完指令 

出 願 却 下  

（提 出） 

手続補正書 

手続補完書 

磁気ディスクへの 

記録の求め（注１） 

あり 

却下理由通知 
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登録実用新案公報発行 

補正指令 

（不提出）

出願却下 

却下理由通知 

（弁明認めず）

弁明書提出 

 

（書面により出願した場合) 

磁気ディスクへの記録の求め 

（記録の求めなし）

（記録の求めあり）

補正指令 

出願却下 

（記録の求めなし）

出 願 

補正書提出 

（補正書不提出）

Ⅱ 実 用 新 案 登 録 出 願

（基礎的要件不備）

実用新案技術評価書 

（不適法）（方式不備）

分類付与 

要約書確認 

権利消滅 

実用新案技術評価請求 

（存続期間満了） 

基礎的要件審査 

方式審査 

設定登録（注１） 

注１ 設定登録の例外については第三章第一節

参照。 

（実用新案権消滅後も可) 
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（書面により出願した場合) 

Ⅲ 意 匠 登 録 出 願

磁気ディスクへの記録の求め 

（記録の求めなし）

（記録の求めあり）

補正指令 

出願却下 

（記録の求めなし）

（不適法）

（意見書・補正書不提出）

査定不服審判請求 補正却下不服審判請求 

補正却下に基づく新出願 

（登録料納付せず） 出願却下 

意匠公報発行 

（方式不備）

（不提出）

出願却下 

却下理由通知 

（弁明認めず）

弁明書提出 

補正書提出 （補正書不提出）

（拒絶理由あり）

補正指令 

拒絶理由通知 

意見書・補正書提出 

（拒絶理由解消）（拒絶理由解消せず）（要旨変更）

拒絶査定 補正却下決定 

出 願 

方式審査 

審 査 

登録査定 

登録料納付 

設定登録 

権利消滅 

（存続期間満了） 
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（書面により出願した場合) 

Ⅳ 商 標 登 録 出 願

磁気ディスクへの記録の求め 

（記録の求めなし）

（記録の求めあり）

補正指令 

出願却下 

（記録の求めなし）

（不適法）（方式不備）

（補完書不提出）

出願却下 

補完命令 

補完書提出 

補正書提出 （補正書不提出）

補正指令 

方式審査 

（意見書・補正書不提出）

査定不服審判請求 補正却下不服審判請求 

補正却下に基づく新出願 

（拒絶理由あり）

拒絶理由通知 

補正却下決定 

審 査 

（登録料納付せず） 出願却下 

登録査定 

登録料納付 

設定登録 

権利消滅 

（存続期間満了） 

出願公開 

出 願 

（要旨変更）（拒絶理由解消）

意見書・補正書提出 

（拒絶理由解消せず）

拒絶査定 

更新登録 

（更新登録申請なし）

登録異議申立 

（登録維持） （登録取消）

商標公報発行 

更新登録申請 
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電子出願の概要 

 

 

１．手続の体系 

  特許庁への出願等の手続は、自宅や会社等のパソコンからオンラインで行う方法（電子手続）と

書面（特許庁へ提出（持参又は郵送））で行う方法があります。 

 

 

 

 

 

 

 

２．電子手続の現状 

  特許庁では、１９９０年（平成２年）１２月より電子手続を開始し、２００５年（平成１７年）

１０月からインターネット回線を利用した電子手続を開始しました。高速回線を利用することで、

高速な通信、大容量データの送受信が可能になりました。 

 

→ オンラインシステムを使用して行うことができる手続は、第一章第二節 オンラインシステ

ムを使用して行う手続 を御参照ください。 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

電子手続 

申請書類 

申請書類を電子化し、電子通信回線により 
特許庁に申請 

書面手続 
持 参 

郵 送 
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第一章  出 願 の 事 前 手 続 
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第第一一節節  申申請請人人登登録録にに関関すするる手手続続  

 

１１．．識識別別番番号号ととはは  

識別番号とは、手続をする者に対し特許庁長官が付与する９桁のアラビア数字からなるコード

（手続ごとではなく一人の手続者に一つのコード）です。識別番号には申請人登録情報として、

住所(居所）、氏名（名称）等を登録しており、手続者が提出書類に識別番号を記載することに

より本人確認の方法に用いられます。 

識別番号を付与された者の住所、名称等に変更があったときは、住所、名称等の変更届を一通

提出することにより、出願係属中の案件がすべて変更後の情報に変更されます。 

このように識別番号は手続者の負担軽減と特許庁の事務効率を図るためのものです。 

 

２２．．識識別別番番号号のの付付与与及及びび識識別別番番号号のの付付与与のの請請求求  

(1) 識別番号の付与の請求 

識別番号を付与されていない者は、「識別番号付与請求書」を特許庁長官に提出することに

より識別番号の付与を請求することができます。 

特許庁長官は、識別番号の付与の請求があった場合には、その者に識別番号を付与し、その

番号を通知します（例施規３(2)）。 

代理人により手続するときは、代理権を証明する書面の添付が必要です（例施規５(1)）。

この場合、包括委任状を援用して証明することができます（例施規６(1)）。 

(2) 識別番号の付与 

識別番号を付与されていない者が、次のａからｋの手続をしたときは、その者に識別番号を

付与し、その番号を通知します（例施規３(3)）。 

ａ  特許出願・実用新案登録出願・意匠登録出願・商標登録出願・防護標章登録出願・防護標

章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願、重複登録商標に係る商標権の存続期間の

更新登録の出願 

ｂ  書換登録の申請 

ｃ  拒絶査定等不服審判の請求（四法） 

ｄ  国際出願の国内書面の提出（特・実） 

ｅ  出願人名義変更届の提出（四法） 

ｆ  予納届の提出（特例法 14(1)） 

ｇ  予納者の地位の承継届の提出（例施令１(3)） 

ｈ  包括委任状の提出（例施規６(2)） 

ｉ  電子計算機の届出（例施規 15(1)） 

ｊ  現金納付に係る識別番号付与請求書の提出（現金手続令２(1)） 

ｋ  国際意匠登録出願に係る拒絶査定等に対する審判に係る手続であって、国際登録の所有権

の変更があった後最初にされるもの（特許庁に係属している場合にするものに限る。）（意

60 の６(3)） 
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また、ａ～ｅ及びｋの手続をした者の代理人、包括委任状に係る代理人、予納又は口座振替

の代理人届に係る代理人、代理人選任届等（ａ～ｅ）により選任された出願人の代理人につい

ても既に付与されている場合を除き識別番号を付与し、その番号を通知します（例施規３

(3)）。 

(3) 識別番号付与請求書 

識別番号付与請求書の作成要領は、次のとおりです。 

例施規様式第１（第３条関係） 

 

識別番号付与請求書 

（令和  年  月  日） 

特許庁長官 殿 

１ 請求人 

郵便番号 

住所又は居所 

氏名又は名称 

（国籍・地域名） 

２ 代理人 

識別番号 

郵便番号 

住所又は居所 

氏名又は名称                

 

〔備考〕 

１  用紙は、日本産業規格Ａ列４番（横21㎝、縦29.7㎝)の大きさとし、インキがにじまず、

文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を

記載してはならない。 

２  余白は、少なくとも用紙の上に６㎝、左右及び下に各々２㎝をとるものとし、原則として

その左右については各々2.3㎝を超えないものとする。 

３  文字は、タイプ印書等により、黒色で、明瞭にかつ容易に消すことができないように書

く。 

４  「住所又は居所」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記

載する。ただし、識別番号を記載したときは、「郵便番号」及び「住所又は居所」の欄は設

けるには及ばない。 

５  氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく

片仮名で振り仮名を付ける。 

６  「請求人」又は「代理人」の欄の「氏名又は名称」（法人にあっては、「代表者」）の次

に請求人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。 

７  「氏名又は名称」は、法人にあっては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設け

て、その代表者の氏名を記載する。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないもの

であるときは、「代表者」の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて、「○○法の規定に

よる法人｣、外国法人にあっては「○○国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性
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質を記載する。 

８  請求人が外国人であって住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「住所又は居所」

の次に「住所又は居所原語表記」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記載する。

また、請求人が外国人であって氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「氏名又は名

称」の次に「氏名又は名称原語表記」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記載

し、法人にあっては、その次に「代表者」の欄を設けるものとする。 

９  日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「氏

名又は名称」の次に「営業所郵便番号」及び「日本における営業所」の欄を設けて、営業所

の郵便番号及び所在地を記載し、その次に「代表者」の欄を設けるものとする。 

10  請求人がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみな

される者（法人に限る。）のとき（備考９に該当するときを除く。）は、「氏名又は名称」

（名称の原語を記載する場合にあっては、「氏名又は名称原語表記」）の次に「営業所」の

欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。 

11  「（国籍・地域）」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「住

所又は居所」の欄に記載した国・地域と同一であるときは、「（国籍・地域）」の欄は設け

るには及ばない。 

12  第３条第２項又は現金手続省令第２条第２項の規定による識別番号の通知を受けていない

者については、「識別番号」の欄は設けるには及ばない。 

13  代理人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。また、代理人が弁護士・

外国法事務弁護士共同法人のときは、「代表者」の次に「代理関係の特記事項」の欄を設け

て、「業務を執行する社員は○○○○」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。 

14  「(令和 年 月 日)｣には、なるべく提出する日を記載する。 

15  提出書が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数をなるべく記

入する。 

16  各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行ってはならない。 

17  とじ方は、なるべく左とじとし、容易に離脱しないようにとじる。 

 

３３．．識識別別番番号号のの表表示示  

(1) 手続をする者（その者の代理人を含み、識別番号の通知を受けている者に限ります。）は、

特例法施行規則、特許法施行規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則の様式で定めるとこ

ろにより、その手続に係る書類にその者に付与した識別番号を記載しなければなりません(例

施規２(1)）。 

(2) 手続をする者は（その者の代理人を含み、識別番号の通知を受けている者に限ります。）

は、商標法施行規則の様式の定めるところにより、その者に付与した識別番号を記載すること

ができます（例施規２(2)）。 

 

４４．．氏氏名名（（名名称称））、、住住所所（（居居所所））のの変変更更のの届届出出  

(1) 識別番号の付与を受けた者は、氏名若しくは名称又は住所若しくは居所を変更したときは、
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遅滞なくその旨を届け出なければなりません（例施規４(1)）。 

(2) (1)の届出は、識別番号の氏名又は名称及び住所又は居所の変更をそれぞれ一つの手続によ

り特許庁に届け出るものであり、事件ごとに手続を行う必要はありません。 

(3) 特例法施行規則第４条第１項の氏名（名称）変更届及び住所（居所）変更届は、一つの書面

ですることができます（例施規４(3)）。 

(4) 特例法施行規則第４条第１項による住所変更等の届出（代理人に係るものを除きます。）と

登録名義人（特許権者、実用新案権者、意匠権者及び商標権者に限ります。）又は仮専用実施

権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更の登録の申請は、届出をす

る者と登録名義人又は仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者と同一

であって、変更の内容が同一の場合に限り、一つの書面ですることができます（例施規４

(4)）。 

(5) 特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人及び商標登録出願人が届出をするとき

は、提出者（代理人を除く。）の印を押さなければなりません（例施規４(2)）。このときの

印は、本人確認ができる「実印」又は「実印により証明された又は証明することが可能な法人

の代表者印」になります。 

申請書に押された印については、提出者本人の宣誓により本人確認がでるものであることを 

確認できた場合は、本人確認ができる印が押されたものと認めます。 

なお、本人確認ができる印であることの証明は、提出者本人の宣誓によらず、以下ア．又は

イ．に記載の印鑑証明書等の提出による場合も認めます。 

ア．実印の場合 

印鑑証明書（住所地の市町村長（特別区の区長を含むものとし、地方自治法第２５２条の１９

第１項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。）又は登記官が作成す

るものに限る。作成後３箇月以内のもの。（以下同じ。） 

イ．実印により証明された又は証明することが可能な法人の代表者印の場合 

実印による証明書（代表者印を押印し、特許庁に対する手続において実印に代えて当該代表者

印を使用する旨を、証明する日、法人の住所、名称及び代表者名を記載し、さらに実印を押印

し証明するもの。）及び実印の印鑑証明書 

(6) 代理人により手続するときは、代理権を証明する書面の添付が必要です（例施規５(1)）。

この場合、包括委任状を援用して証明することができます（例施規６(1)）。 

なお、特許庁に係属中の出願の代理人である場合は、例えば「○願○○○○－○○○○○○

の出願代理人である。」のように、当該出願の代理人である旨を記載することにより、代理権

を証明する書面の提出を省略することができます（例施規４(4)の手続を除く）。 

(7) (1)の届出書面の作成要領は、次のとおりです。 

ａ 氏名（名称）変更届 

例施規様式第２（第４条関係） 

 

氏名（名称）変更届 

（令和  年  月  日） 
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特許庁長官 殿 

１ 氏名（名称）を変更した者 

識別番号 

住所又は居所 

旧氏名又は旧名称 

新氏名又は新名称              ㊞  

 

２ 代理人 

識別番号 

住所又は居所 

氏名又は名称                 

 

〔備考〕 

１  特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人及び商標登録出願人が届出をするとき

は、提出者(代理人を除く。)の印を押さなければならない。その場合、「新氏名又は新名

称」は、法人にあっては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の

氏名を記載し、代表者の印を押す。 

２ 備考１に記載の者以外の者が届出をする場合は、当該届出人の印を押すことを要しない。

代理人によるときであって本人が法人の場合にあっては、「代表者」の欄は不要とし、代理

人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。また、代理人が弁護士・外国法

事務弁護士共同法人のときは、「代表者」の次に「代理関係の特記事項」の欄を設けて、

「業務を執行する社員は○○○○」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。 

３ 特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人及び商標登録出願人が届出をするとき

は、「その他」の欄を設け、「○願○○○○－○○○○○○」のように出願の番号を少なく

とも一つ記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは「出願番号」を「出願

日」とし、「令和何年何月何日提出の○○願」のように出願の年月日を記載する。 

４  「住所又は居所」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記

載する。ただし、識別番号を記載したときは、「住所又は居所」の欄は設けるには及ばな

い。 

５  日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「新

氏名又は新名称」又は「氏名又は名称」の次に「日本における営業所」の欄を設けて、営業

所の所在地を記載し、その次に「代表者」の欄を設けるものとする。 

６  第４条第３項の規定により氏名若しくは名称の変更の届出及び住所若しくは居所の変更の

届出を一の書面でするときは、次の要領で記載する。 

イ  表題は、「氏名（名称）変更届及び住所（居所）変更届」とする。 

ロ  「１ 氏名（名称）を変更した者」の欄を「１ 氏名（名称）及び住所（居所）を変更し

た者」とする。 

ハ 「住所又は居所」の欄を「旧住所又は旧居所」とし、「旧住所又は旧居所」の欄の次に

「郵便番号」の欄及び「新住所又は新居所」の欄を設けてそれぞれ記載する。 

７  第４条第４項の規定により届出と申請を一の書面でするときは、次の要領で記載する。 
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イ  表題は、第４条第１項の届出と登録名義人の表示変更登録申請を一の書面でするとき

は、「氏名（名称）変更届及び登録名義人の表示変更登録申請書（特例法施行規則第４

条第４項の規定による届出及び申請）」とし、第４条第１項の届出と仮専用実施権に係

る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示変更登録申請を一の書面ですると

きは、「氏名（名称）変更届及び仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利

を有する者の表示変更登録申請書（特例法施行規則第４条第４項の規定による届出及び

申請）」とする。 

ロ  様式中２を３項繰り下げ、「１氏名（名称）を変更した者」の欄を「４氏名（名称）

を変更した者及び申請人」とし、「新氏名（名称）」を「氏名（名称）」とし、「旧氏

名（名称）」の欄は設けるには及ばない。 

ハ  「特許庁長官 殿」の次に、第４条第１項の届出と登録名義人の表示変更登録申請を一

の書面でするときは、「１ 表示変更登録申請に係る特許（登録）番号」、「２ 変更

に係る表示」及び「３ 登録の目的」の欄を設け、「表示変更登録申請に係る特許（登

録）番号」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「（別紙）」と記載し

て、登録名義人の表示変更登録の申請に係る特許番号、実用新案登録番号、意匠登録番

号又は商標登録番号（特許（登録）番号の区切りには読点「、」を付すこと。）を記載

する。「変更に係る表示」の欄には、「変更前の氏名（名称）」及び「変更後の氏名

（名称）」の欄を設けて、それぞれ変更前の氏名（名称）及び変更後の氏名（名称）を

それぞれ記載し、「登録の目的」の欄には、「登録名義人の表示変更」のように記載す

る。第４条第１項の届出と仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有す

る者の表示変更登録申請を一の書面でするときは、「１ 表示変更登録申請に係る出願

の表示」、「２ 変更に係る表示」及び「３ 登録の目的」の欄を設け、「表示変更登

録申請に係る出願の表示」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「（別

紙）」と記載して、仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の

表示変更登録の申請に係る出願の番号（出願の番号の区切りには読点「、」を付すこ

と。）を記載する。「変更に係る表示」の欄には、「変更前の氏名（名称）」及び「変

更後の氏名（名称）」の欄を設けて、それぞれ変更前の氏名（名称）及び変更後の氏名

（名称）をそれぞれ記載し、「登録の目的」の欄には、「仮専用実施権に係る特許出願

に係る特許を受ける権利を有する者の表示変更」のように記載する。 

ニ  登録免許税の納付に係る収入印紙は左上余白部分にはるものとし、その下に収入印紙

の額を括弧をして記載する。 

ホ  特許登録令第36条（実用新案登録令第７条、意匠登録令第７条及び商標登録令第10条

において準用する場合を含む。）の規定により書面の提出を省略するときは、「５ 代

理人」の欄の次に「６ 提出物件の目録」の欄を設けて、当該書面の書類名を記載し、

その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第１項の規定によるときは当該書面が提出

される手続に係る特許（登録）番号又は出願の番号、書類名及びその提出日を、同条第

２項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る特許（登録）番号又は出願の

番号、書類名及びその提出日を記載する。 

― 14 ―



- 15 - 

 

８  その他は、様式第１の備考１から３まで、５、８、12及び14から17までと同様とする。 

 

ｂ 住所（居所）変更届 

例施規様式第３（第４条関係） 

 

住所（居所）変更届 

（令和  年  月  日） 

特許庁長官 殿 

１ 住所（居所）を変更した者 

識別番号 

旧住所又は旧居所 

郵便番号 

新住所又は新居所 

氏名又は名称                ㊞  

 

２ 代理人 

識別番号 

住所又は居所 

氏名又は名称                 

 

〔備考〕 

１  第４条第４項の規定により届出と申請を一の書面でする場合において、その申請が登録免

許税法（昭和42年法律第35号）第５条第４号又は第５号の規定により登録免許税が課されな

いものであるときは、「５ 代理人」の欄の次に「６ 非課税である旨の届出」の欄を設け

て、「住居表示の実施による表示の変更の登録の申請」又は「行政区画の変更による表示の

変更の登録の申請」のように記載する。 

２ 特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人及び商標登録出願人が届出をするとき

は、提出者（代理人を除く。）の印を押さなければならない。その場合、「氏名又は名称」

は、法人にあっては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名

を記載し、代表者の印を押す。 

３ 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「氏

名又は名称」の次に「日本における営業所」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その

次に「代表者」の欄を設けるものとする。 

４  様式第１の備考１から３まで、５、６、８、12及び14から17まで並びに様式第２の備考

２、３、６及び７と同様とする。この場合において、様式第２の備考７中「氏名」とあるの

は「住所」と、「名称」とあるのは「居所」と読み替えるものとする。 

 

参考 (3)の氏名（名称）変更届及び住所（居所）変更届を一つの書面でする場合 

 

氏名（名称）変更届及び住所（居所）変更届 

（令和  年  月  日） 

特許庁長官 殿 
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１ 氏名（名称）及び住所（居所）を変更した者 

識別番号 

旧住所又は旧居所 

郵便番号 

新住所又は新居所 

旧氏名又は旧名称 

新氏名又は新名称              ㊞  

 

２ 代理人 

識別番号 

住所又は居所 

氏名又は名称                 

 

〔備考〕は、様式第２と同様とする。 
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第第二二節節  オオンンラライインンシシスステテムムをを使使用用ししてて行行うう手手続続  

 

１１．．オオンンラライインンシシスステテムムをを使使用用ししてて行行ううここととががででききるる手手続続  

オンラインシステムを使用して行うことができる手続（以下「特定手続」といいます。）の具

体的な範囲については、「経済産業省令で定めるもの」としています（特例法３(1)、例施規

10）。 

なお、ここでいうオンラインシステムとは、特許庁の電子計算機と手続をする者又はその者の

代理人が使用する電子計算機とを電気通信回線（インターネット回線）で接続したものをいいま

す。（特例法２(1)）。 

※ 令和６年１月１日付けの法改正により、従来は書面でしか行えなかった手続についても、イ

ンターネット出願ソフトの電子特殊申請機能にて新たにオンライン手続ができるようになりま

した。この申請を「電子特殊申請」と呼び、従来の特定手続とは区別して経済産業省令（例施

規別表第１の２）に規定されました。 

 

２２．．特特定定手手続続のの効効力力発発生生時時期期  

オンラインシステムにより行われた特定手続は、特許庁の使用に係る電子計算機に備えられた

ファイルへの記録がされた時に特許庁に到達したものとみなされます（特例法３(2)）。 

 

３３．．特特定定手手続続のの法法的的位位置置付付けけ  

オンラインシステムにより行われた特定手続については、当該特定手続を書面の提出により行

うものと規定した特許法、実用新案法、意匠法、商標法、特例法及びこれらの法律に基づく命令

（以下「特許等関係法令」という。）に規定する書面の提出により行われたものとみなして、特

許等関係法令の規定を適用します（特例法３(3)）。 

 

４４．．イインンタターーネネッットト回回線線をを利利用用ししたたオオンンラライインン手手続続のの方方法法  

オンライン手続による特定手続は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定におい

て書面に記載すべきこととされている事項を、当該特定手続を行う者の識別番号等の入力情報を

電子計算機から入力し、それらの入力した事項に係る情報に特許庁長官に届け出た電子証明書を

用いて、電子署名を行い、送信する方法により行います。 

また、インターネット出願ソフトを使用してできる手続は、次のとおりです。 

・電子証明書の届出（例施規15(1)） 

・電子証明書の追加と中止（例施規15(2)） 

 ・オンラインによる特定通知等を受ける旨の届出（例施規10(67)） 

・オンラインによる特定通知等の受領（例施規23の５） 

・オンラインによる閲覧（例施規34の４(1)） 

・予納届（例施規10(59)） 

・現金予納（例施規10(59の２)） 

・氏名又は名称・住所又は居所の変更の届出（例施規４(1)）（例施規10(60)） 
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・その他｢第二節の１．オンラインシステムを使用して行うことができる手続｣と同じです。 

電子出願のオンライン環境設定から、出願書類の作成・電子出願までの手順は概ね次のとおり

です。 

(1) 事前準備 

(a) パソコン等の機器やインターネット環境を準備します。 

インターネット出願ソフトに対応したＯＳのパソコン、インターネット回線を準備しま

す。必要に応じて、ワープロソフト・スキャナ・作図ソフト・プリンタ等をご用意くださ

い。 

(b) 電子証明書の取得（例施規13(1)） 

特許庁への電子出願に利用可能な電子証明書を特定の発行機関や認証局から取得します。

電子証明書にはファイルタイプ、ＩＣカードタイプがあり、個人・法人で利用するものが異

なります。 

インターネット出願では申請人を識別し、かつ提出書類が本人のものであることを検証す

るために「電子証明書」を利用します。 

(c) インターネット出願ソフトの入手 

「インターネット出願ソフト」を電子出願ソフトサポートサイトからダウンロードし、イ

ンストールします。 

(d) 申請人利用登録 

インターネット出願ソフトを起動し、特許庁へ識別番号と電子証明書の組み合わせを登録

します。 

(2) 申請書類の作成 

ワープロソフト等を利用して申請書類を作成します。作成した書類は、インターネット出願

ソフトで入力チェックを行い特許庁提出用の出願フォーマットに変換します。電子特殊申請に

おいては、作成した書類をＰＤＦ変換し、特許庁提出用の出願フォーマットに添付します。各

種申請書類のひな形は電子出願ソフトサポートサイトにて提供しております。 

(3) 出願 

出願フォーマットに変換、添付した出願等の申請書類をインターネット出願ソフトで特許庁

に送信します。 

 

書類作成から電子出願までの操作については、「電子出願ソフトサポートサイト」、「インタ

ーネット出願ソフト操作マニュアル」をご参照ください。 

 

５５．．手手続続のの補補足足  

(1) 手続の補足 

オンライン手続により特定手続を行う場合には、特定手続に際して提出すべきものとされて

いる代理権を証明する書面等の物件は、その特定手続の入力後、所定の期間内に特許庁に提出

しなければなりません（例施規20）。 

(2) 特定手続に際して提出すべきものとされている物件 
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特定手続に際して提出すべきものとされている物件は、次に掲げる物件です（例施規

19(1)、19の2(1)）。 

ａ  意匠のひな形又は見本（意６(2))  

ｂ 音商標を出願する際の商標法第５条第４項に規定する物件（商施規４の８(2)(3)） 

ｃ  商標法第７条第３項に規定する法人であることを証明する書面（商７(3)） 

ｄ  商標法第７条の２第１項に規定する組合等であることを証明する書面及び同条第２項に

規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類（商７の２(4)） 

ｅ 出願審査の請求の手数料等の軽減の申請に添付して提出すべき書面（特許法等関係手数

料令１の３(1)(2)、特施規74、特施規74の２） 

f  代理権を証明する書面（特施規４の３、特例施規５(2)、実施規23(1)、意施規19(1)、商

施規22(1)） 

g  特許・実用新案登録・意匠登録を受ける権利、又は商標登録出願により生じた権利の承継

を証明する書面（特施規５(1)、実施規23(1)、意施規19(1)、商施規22(1)） 

h  第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面（特施規６、実施規23(1)、意施規

19(1)、商施規22(1)） 

i  代表者であることを証明する書面（特施規８(1)、実施規23(1)、意施規19(1)、商施規

22(1)）  

j  特許・実用新案登録・意匠登録を受ける権利、又は商標登録出願により生じた権利の承継

において承継人に持分の定めがあることを証明する書面（特施規27(1)、実施規23(2)、意

施規２の２(12)、意施規19(3)、商施規22(2)、） 

k  特許出願人の権利についての持ち分の定めがあることを証明する書面（特施規27(3)、実

施規23(2)、意施規２の２(12)、意施規19(3)、商22(2)） 

l  微生物の寄託に関する受託証の写し又は微生物を寄託したことを証明する書面（特施規27

の２(1)) 

m  塩基配列又はアミノ酸配列を記録した電磁的記録媒体（特施規27の５(1)(3)(4)(11)、実

施規23(2)） 

n  優先審査に関する発明の実施状況等の根拠となる書面又は物件（特施規31の３(1)） 

o  意見書に添付して提出すべき証拠物件（特施規32(2)、意施規13(2)、商施規９の５(2)） 

p  審判の請求等で提出すべき証拠物件（特施規50(1)、意施規19(8)、商施規22(6)） 

q  指定商品の書換に関する使用権者等の承諾を証明する書面（商施規20(8)）   

r  現金納付に係る「納付済証（特許庁提出用）」（現金手続令６(1)）  

※一部の手続きを除き、電子特殊申請による提出が可能です。詳細につきましては、特許庁

ホームページ「申請手続のデジタル化について」

（https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/shinsei_digitalize.html）をご確認くだ

さい。 

(3) 手続の補足のための期間 

上記(2)に述べた物件は、ａにあってはオンライン手続した日、その他はオンライン手続を

した日から３日以内にしなければなりません（例施規20）。 
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(4) 手続の補足の方法 

上記(1)に述べた手続は、「手続補足書」を提出することにより行います（例施規19(2)、様

式32)。 

代理権を証明する書面等の提出に係る手続補足書は様式第32により作成します。 

手続補足書の作成要領は、次のとおりです。 

 

例施規様式第32（第19条関係） 

 

【書類名】  手続補足書 

（【提出日】  令和  年  月  日） 

【あて先】特許庁長官      殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【補足をする者】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                  

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                  

【補足対象書類名】 

【補足の内容】 

【提出物件の目録】 

 

〔備考〕 

１  意匠法第６条第２項の規定によりひな形又は見本を提出するときは、「【書類名】」の「手

続補足書」を「ひな形又は見本補足書」とする。 

２  「【事件の表示】」の欄は次の要領で記載する。 

イ  「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「特願○○○○－○○○○○○」のよ

うに特許出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願

番号】」の欄を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の特許願」のように特許出願

の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書

に記載した整理番号を記載する。 

ロ 書換登録の申請のものについては、「【出願番号】」を「【申請番号】」とし「書換

○○○○－○○○○○○」のように申請の番号を記載する。ただし、申請の番号が通知され

ていないときは「【申請番号】」の欄を「【申請日】」とし「令和何年何月何日提出の書換

登録申請」のように申請の年月日を記載し、「【申請日】」の次に「【整理番号】」の欄を

設けて、当該申請の申請書に記載した整理番号を記載する。 

ハ  審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄の次に「【審判番号】」の欄を

設けて、「不服○○○○－○○○○○」のように当該審判の番号を記載し、かつ、「【出願

番号】」（書換登録申請に対する拒絶査定不服審判に係属中のものについては「【申請番
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号】」に申請の番号）に出願の番号を記載する。ただし、審判番号が通知されていないとき

は「【審判番号】」を「【審判請求日】」とし、審判請求をした年月日を記載する。 

ニ  商標権存続期間更新登録の申請のものについては、「【出願番号】」を「【商標登録番

号】」とし「商標登録第○○○○○○○号」のように登録の番号を記載する。 

３  「【補足をする者】」の欄に記載すべき者が２人以上あるときは、次のように欄を繰り返し

設けて記載する。 

【補足をする者】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【補足をする者】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

４  「【補足対象書類名】」の欄には、「特許願」、「意匠登録願」、「手続補正書」のように

補足をする書類名を記載する。 

５  特許法第195条第８項ただし書、実用新案法第31条第５項ただし書若しくは第54条第７項た

だし書、意匠法第67条第６項ただし書又は商標法第76条第６項ただし書の規定により、特定手

続に係る手数料等を現金により納付した場合であって、納付書によるときは事務規定別紙４号

12書式の納付済証（特許庁提出用）を別の用紙にはる。 

６  第19条第１項各号に掲げる物件を提出するときは、「【補足の内容】」の欄には、「代理権

を証明する書面」、「代表者であることを証明する書面」のように物件名を記載する。 

７  その他は、様式第１の備考１、２、15及び16並びに様式第７の備考１、２、４から８まで及

び11から15までと同様とする。 

 

６６．．同同時時ににししななけけれればばななららなないいととさされれてていいるる手手続続のの入入力力等等  

(1) 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時の補正等の法令上同時に

しなければならないとされている二の手続について、オンラインにより手続するときは、その

二の手続については、連続して入力しなければなりません（例施規14(1))。 

(2) 上記(1)の二の手続のうち第一の手続をオンラインにより行い、第二の手続を書面の提出に

より行うときは、その第二の手続については、同日に行わなければなりません（例施規

14(2))。 

 

７７．．発発明明のの新新規規性性のの喪喪失失のの例例外外のの規規定定のの適適用用をを受受けけよよううととすするる場場合合のの手手続続等等  

オンライン手続を行う場合にあっては、出願と同時に提出しなければならないこととされてい

る発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面等（前記１.(6)か

ら(10)参照）については、その提出に代えて願書に必要事項を記録します（例施規12)。 
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第第三三節節  書書面面にによよるる手手続続のの特特例例のの定定めめ  

 

１１．．磁磁気気デディィススククへへのの記記録録のの求求めめ  

(1)磁気ディスクへの記録の求めは、次のａからｄの事項を記載した書面を提出することにより

行います（例施規34）。 

ａ  磁気ディスクへの記録を求める者及びその代理人の氏名（名称）、住所（居所）、法人に

あっては代表者の氏名 

ｂ  磁気ディスクへの記録の求めに係る書面の提出の年月日 

ｃ  次のいずれかの番号 

・  特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護

標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の番号（ただし、出願の番号の通知が

されていないときは、その出願の願書に記載した整理番号又は国際出願の番号） 

・  書換登録の申請の番号 

・  審判の番号 

・  実用新案登録の登録番号 

・  意匠登録の登録番号 

・  商標登録の登録番号 

・  意匠法施行規則第二条の二第三項に規定する複数意匠一括出願手続の番号 

ｄ  磁気ディスクへの記録を求める旨 

(2) 磁気ディスクへの記録を求める者は、政令で定める額の手数料（電子化手数料）を登録情報

処理機関に納付します（特例法40(1)①、手数料令５(1)①)。 

１件につき2,400円に書面１枚につき800円を加えた額 

(3) 磁気ディスクへの記録の求めについては、書面による手続が特許庁に受付られた日から２週

間程度で、登録情報処理機関が手続者に送付する電子化手数料の払込用紙を用いて行うことが

できます。 

 

２２．．磁磁気気デディィススククへへのの記記録録のの求求めめのの手手続続にに不不備備等等ががああるる場場合合のの補補正正命命令令等等  

(1) 手続が上記１．(1)の方式に違反しているとき又は上記１．(2)の手数料の納付がないとき若

しくは不足するときは、特許庁長官は、特定手続を書面の提出により行った者に対して磁気デ

ィスクへの記録の求め又は手数料の納付について手続の補正を命じます（特例法７(2)）。 

(2) 補正命令に対し、指定された期間内にその補正手続がなされないときは、当該手続を却下す 

ることになります（特例法７(3)）。 

 

３３．．フファァイイルルにに記記録録さされれたた事事項項がが書書面面にに記記載載さされれたた事事項項とと同同一一ででなないい場場合合ののそそのの旨旨のの申申出出  

書面手続の書面に記載された事項は特許庁の電子計算機に備えられたファイルに記録されます

が（特例法８(1)、例施規32）、何人も、ファイルに記録された事項が書面に記載された事項と

同一でないことを知ったときは、特許庁長官に対し、その旨を申し出ることができます（特例法

８(4)）。上記の申し出を含め特許庁長官は、ファイルに記録された事項が書面に記載された事
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項と同一でないことを知ったときは、直ちに当該ファイルに記録された事項を訂正します（特例

法８(3)）。 
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第第四四節節    包包  括括  委委  任任  状状  

 

１１．．包包括括委委任任状状のの援援用用にによよるる個個別別のの手手続続ににおおけけるる代代理理権権のの証証明明  

包括委任状とは、手続をする者がその者の代理人に対し、特許出願等の手続について事件を特

定せずに包括的な代理権を授与したことを証明する書面です。この包括委任状をあらかじめ特許

庁長官に提出した場合には、代理権を証明する書面の提出を必要とする個別手続において包括委

任状を援用することにより、代理権の証明を行うことができます（例施規６(1)、特施規９の３(1)、

意施規19(1)、商施規22(1)、特登施規13の６(1)、国際出願法施行規則６の４））。 

包括委任状は取り下げる（包括委任状取下書の提出）ことができます（例施規８）。代理人に

より当該包括委任状を取り下げるときは、包括委任状取下書に添付する委任状に、当該包括委任

状番号を特定して「取り下げる旨」を記載します。 

また、特定の事件に係る手続について包括委任状の援用を防ぎたい場合には、包括委任状の援

用の制限の届出（包括委任状援用制限届の提出）をすることができます（例施規７、特施規９の

３(2)、意施規19(1)、商施規22(1)、特登施規13の６(2)）。 

包括委任状取下書を提出したときは、その提出後にその包括委任状の援用をすることができず、

包括委任状援用制限届を提出したときは、その後の手続において制限された事項については包括

委任状の援用をすることができません。 

 

２２．．包包括括委委任任状状のの提提出出のの方方法法  

「包括委任状提出書」に包括委任状を添付し 特許庁長官に提出します（例施規６(2)）。 

※令和６年１月から電子特殊申請による提出が可能となりました。詳細につきましては、特許庁ホーム

ページ「申請手続のデジタル化について」

（https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/shinsei_digitalize.html）をご確認ください。 

 

３３．．包包括括委委任任状状へへのの番番号号のの付付与与及及びびそそのの番番号号のの通通知知  

包括委任状が提出されたときは、特許庁長官はこれに番号を付し、その番号を包括委任状を提

出した者に通知します（例施規６(3)）。 

 

４４．．援援用用のの表表示示方方法法  

包括委任状を援用しようとするときは、省令で定める様式の「【提出物件の目録】」の欄（こ

の欄が様式にないときは設けます。）に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、そこに通知を受

けた包括委任状の番号を記載します（例施規６(4)、例施規様式第９備考29等）。 
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包括委任状提出書の作成要領は、次のとおりです。 

 

例施規様式第６（第６条関係） 

 

包 括 委 任 状 提 出 書 

（令和   年   月   日） 

特許庁長官      殿 

１ 提出者 

識別番号 

郵便番号 

住所又は居所 

氏名又は名称                 

（国籍・地域） 

２ 選任した代理人 

識別番号 

住所又は居所 

氏名又は名称                 

３ 代理人 

識別番号 

住所又は居所 

氏名又は名称                 

４ 提出物件の目録 

(1) 包括委任状         １通 

(2) （              通） 

 

 

〔備 考〕 

１  商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続だけ

を代理権の内容とする包括委任状（この様式において「商標包括委任状」という。）以外の包

括委任状を提出するときは、「識別番号」の欄に識別番号を記載し、商標包括委任状を提出す

るときは、「識別番号」の欄になるべく識別番号を記載する。 

２  「氏名又は名称」は、法人にあっては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、

その代表者の氏名を記載する。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものである

ときは、商標包括委任状以外の包括委任状を提出する場合にあっては、「代表者」の欄の次に

「法人の法的性質」の欄を設けて、「○○法の規定による法人」、外国法人にあっては「○○

国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載し、商標包括委任状を提出する場

合にあっては、なるべく当該法人の法的性質を記載する。 

３  「住所又は居所」（「郵便番号」を含む。）は、商標包括委任状以外の包括委任状を提出す

る場合にあっては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、

商標包括委任状を提出する場合にあっては、なるべく記載する。ただし、識別番号を記載した

ときは、「郵便番号」及び「住所又は居所」の欄は設けるには及ばない。 

４  外国人が、商標包括委任状以外の包括委任状を提出するときは、「（国籍・地域）」の欄に、
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その外国人の国籍・地域を記載する。ただし、その国籍・地域が、「住所又は居所」の欄に記

載した国・地域（第２条第３項の規定によりその記載を省略した場合にあっては、省略した国・

地域）と同一であるときは、「（国籍・地域）」の欄は設けるには及ばない。 

５  外国人が商標包括委任状を提出するときは、「（国籍・地域）」の欄に、なるべくその外国

人の国籍・地域を記載する。 

６  日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、商標包

括委任状以外の包括委任状を提出する場合にあっては、「氏名又は名称」の次に「営業所郵便

番号」及び「日本における営業所」の欄を設けて、営業所の郵便番号及び所在地を記載し、そ

の次に「代表者」の欄を設けるものとし、商標包括委任状を提出する場合にあっては、なるべ

く営業所の郵便番号及び所在地を記載する。 

７  パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者（法

人に限る。）が、商標包括委任状以外の包括委任状を提出するとき（備考６に該当するときを

除く。）は、「氏名又は名称」（名称の原語を記録する場合にあっては、「氏名又は名称原語

表記」）の次に「営業所」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載し、商標包括委

任状を提出するとき（備考６に該当するときを除く。）は、なるべく営業所の所在地の国・地

域名を記載するものとする。 

８  「包括委任状」は、なるべく次の文例により作成する。この場合において、第７条の規定に

より、包括委任状に代理権が及ばない事件に係る手続を記載するときは、「出願をする代理人

又は出願と同時に提出する代理人選任届により選任した代理人以外の者は、この包括委任状を

援用することができません。」のように、代理権の及ばない事件に係る手続を具体的に記載す

る。 
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（文例） 

包 括 委 任 状 

 

令和  年  月  日 

私は、識別番号○○○○○○○○○（弁理士）○○○○氏をもって代理人として下記事項

を委任します。 

記 

１  すべての特許出願、特許権の存続期間の延長登録の出願、実用新案登録出願、意匠登録出

願、商標登録出願及び防護標章登録出願に関する手続並びにこれらの出願に関する出願の放

棄及び出願の取下げ 

１  すべての実用新案登録出願又は意匠登録出願から特許出願への変更 

１  すべての特許出願又は意匠登録出願から実用新案登録出願への変更 

１  すべての特許出願又は実用新案登録出願から意匠登録出願への変更 

１  すべての通常の商標登録出願から団体商標の商標登録出願、地域団体商標の商標登録出願

又は防護標章登録出願への変更 

１  すべての団体商標の商標登録出願から通常の商標登録出願、地域団体商標の商標登録出願

又は防護標章登録出願への変更 

１  すべての地域団体商標の商標登録出願から通常の商標登録出願、団体商標の商標登録出願

又は防護標章登録出願への変更 

１  すべての防護標章登録出願から通常の商標登録出願、団体商標の商標登録出願又は地域団

体商標の商標登録出願への変更 

１  すべての特許出願又は実用新案登録出願に基づく特許法第41条第１項又は実用新案法第８

条第１項の規定による優先権の主張及びその取下げ 

１  すべての実用新案登録に基づく特許法第46条の２第１項の規定による特許出願及び出願の

取下げ 

１  すべての特許権、実用新案権、意匠権及び商標権並びにこれらに関する権利に関する手続

並びにこれらの権利の放棄並びにこれらの手続の取下げ 

１  すべての特許出願に関する出願公開の請求 

１  すべての特許出願、特許権の存続期間の延長登録の出願、意匠登録出願、商標登録出願、

防護標章登録出願及び書換登録の申請に関する拒絶査定に対する審判の請求及びその取下げ 

１  すべての他人の特許出願についての出願審査の請求 

１  すべての他人の特許権、特許権の存続期間の延長登録、実用新案権、意匠権、商標権及び

防護標章登録に基づく権利に関する無効審判の請求及びその取下げ 

１  すべての他人の特許に関する特許異議の申立て及びこれらの取下げ 

１  すべての他人の商標（防護標章）登録に関する登録異議の申立て及びその取下げ 

１  すべての他人の商標権に関する商標登録の取り消しの審判の請求及びこれらの取下げ 

１  上記手続に関する復代理人の選任 

１  すべての国際出願に関する一切の件 

住所（居所） 

氏名（名称）               

 

９  その他は、様式第１の備考１から３まで、５、６、８及び１３から１７までと同様とする。 
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５５．．包包括括委委任任状状援援用用制制限限届届のの作作成成要要領領  

包括委任状援用制限届の作成要領は、次のとおりです。 

 

ａ  例施規様式第７（第７条関係） 

 

【書類名】 包括委任状援用制限届 

（【提出日】 令和  年  月  日） 

【あて先】 特許庁長官     殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【手続をした者】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【届出の内容】 

【援用を制限した代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

 

〔備 考〕 

１  書き方は左横書、１行は40字詰めとし、１ページは50行以内とする。ただし、意匠登録出願

又は商標登録出願に係る場合は、１行は36字詰めとし、各行の間隔は少なくとも４㎜以上をと

り、１ページは29行以内とする。 

２  文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明瞭に

かつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及

び「▼」は用いてはならない（欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。）。 

３  「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「特願○○○○－○○○○○○」のよう

に出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」

を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の特許願」のように出願の年月日を記載し、

「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を

記載する。国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」

を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠法第60条の６第

１項に規定する国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄

を設けて、「－」のようにハイフンを記載し、「（【手数料の表示】）」の欄の次に「【その

他】」の欄を設けて、「国際登録番号ＤＭ／○○○○○○、意匠番号○○○」のように意匠法

第60条の６第１項に規定する国際登録（以下「国際登録」という。）の番号と意匠の番号を記

載する。審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄の次に「【審判番号】」の
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欄を設けて、「不服○○○○－○○○○○」のように当該審判の番号を記載し、かつ、「【出

願番号】」に出願の番号を記載する。ただし、審判の番号が通知されていないときは「【審判

番号】」を「【審判請求日】」とし、審判請求をした年月日を記載する。 

４  識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。 

５  「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく

記載する。国際意匠登録出願に係る国際登録の名義人にあっては、「【住所又は居所】」の次

に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、意匠法第60条の６第３項に規定する国際登録

簿（以下「国際登録簿」という。）に記載された文字と同一の文字を記載する。ただし、識別

番号を記載したときは、「【住所又は居所】」及び「【住所又は居所原語表記】」の欄は設け

るには及ばない。 

６  氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又

は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、片仮名で振り仮名を付ける。 

７  「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記載する。法人にあっては、名称を記

載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載する。

国際意匠登録出願に係る国際登録の名義人にあっては、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名

又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する（法

人にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」）の次に「【代表者】」の欄を設ける。）。 

８  日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏

名又は名称】」の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、

その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。 

９  「【手続をした者】」の欄に記載すべき者が２人以上あるときは、次のように欄を繰り返し

設けて記載する。 

【手続をした者】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【手続をした者】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

10  「【援用を制限した代理人】」の欄に記載すべき者が２人以上あるときは、次のように欄を

繰り返し設けて記載する。 

【援用を制限した代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【援用を制限した代理人】 

【識別番号】 
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【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

11  代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士の

ときは、「【弁護士】」と記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のと

きは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社

員は○○○○」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。 

12  代理人によるときであって本人が法人の場合にあっては、「【代表者】」の欄は不要とし、

代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。 

13  「【代理人】」の欄に記載すべき者が２人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて

記載する。 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

14  （「【提出日】  令和  年  月  日」）は、なるべく提出する日を記載する。 

15  とじ方は左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用

いてとじる。 

16  第61条第１項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略する

ときは、「【代理人】」の欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【物件名】」

の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、更にその次に「【援用の表示】」の欄を設けて、

同条第１項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示（特

許権に係るものにあっては、特許番号、書類名及びその提出日）を、同条第２項の規定による

ときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示（特許権に係るものにあって

は、特許番号、書類名及び提出日）を記載する。また、２以上の証明書の提出を省略するとき

は、次のように欄を繰り返し設けて記載する。 

【提出物件の目録】 

【物件名】 

【援用の表示】 

【物件名】 

【援用の表示】 

17  その他は、様式第１の備考１、２、15及び16と同様とする。 
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６６．．包包括括委委任任状状取取下下書書のの様様式式  

包括委任状取下書の作成要領は、次のとおりです。 

なお、代理人により当該包括委任状を取り下げるときは、包括委任状取下書に添付する委任状

に、当該包括委任状番号を特定して「取り下げる旨」を記載します（例施規５(1)）。 

 

例施規様式第８（第８条関係） 

 

包括委任状取下書 

（令和  年  月  日） 

特許庁長官          殿 

１ 包括委任状番号 

２ 提出者 

識別番号 

住所又は居所 

氏名又は名称                     

 

３ 代理人 

識別番号 

住所又は居所 

氏名又は名称                     

 

〔備 考〕 

１  「氏名又は名称」は、法人にあっては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、

代表者の氏名を記載する。 

２  「住所又は居所」は、何県、何郡、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。

ただし、識別番号を記載したときは、「住所又は居所」の欄は設けるには及ばない。 

３ 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「氏名

又は名称」の次に「日本における営業所」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に

「代表者」の欄を設けるものとする。 

４ 代理人によるときであって本人が法人の場合にあっては、「代表者」の欄は不要とし、代理

人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。 

５ 様式第１の備考１から３まで、５及び12から17までと同様とする。 
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第第五五節節  予予納納にによよるる手手数数料料及及びび特特許許料料等等のの納納付付  

 

１１．．予予納納にによよるる手手数数料料及及びび特特許許料料等等のの納納付付ととはは  

特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願等の所定の手数料及び特許料等

（以下「手数料等」といいます。）の納付については、従来の各手続書面に特許印紙をはり付け

る方法に加え、予納制度を利用する方法によって行うことができます（特例法14、15)。 

この予納制度とは、納付すべき手数料等の額を、あらかじめ特許庁に納めておき、個々の手続

に際しての手数料等について、手続者の申出により特許庁長官が当該手数料等を予納額から引き

落とすという制度であり、手数料等の納付をする者は、オンライン、書面のいずれの手続によっ

ても利用することができるものです。 

手数料等の納付をする者の委任による代理をしようとする者が、その委任事務を処理するため

に自己の名においてする予納にあっても上記と同様に利用することができます(特例法16)。 

なお、納付する手数料等を予納するには、あらかじめ特許庁長官に予納届を提出することが必要

です(特例法14(1)、例施規36)。 

 

２２．．予予納納にによよりり納納付付すするるここととががででききるる手手数数料料等等  

次の①から⑭の手数料等を納付しようとするときは、その手数料等を予納し、個別手続の際に

納付の申出をすることができます（特例法14(1))。 

①  出願手数料(特195(1-3)、実54(1、2)、意67(1、2)、商76(1、2)、国際出願法８(4）、12

（3）、18（2）) 

②  期間延長請求に係る手数料(特195(1)、実54(1)、意67(1)、商76(1)) 

③  出願人名義変更届に係る手数料(特195(1)、実54(1)、意67(1)、商76(1)) 

④  出願審査の請求に係る手数料(特195(2)) 

⑤  実用新案技術評価の請求に係る手数料(実54(2)) 

⑥  特許法、実用新案法、意匠法、商標法に規定する特許料・登録料の納付、割増特許料・割増

登録料の納付(特107(1)、特112(2)、実31(1)、旧実33(2)、意42(1)(2)、意44(2)、商

40(1)(2)、商41の２(1)(2)、商43(1)(2)(3)、商65の７(1)(2)) 

⑦  誤訳訂正書の提出による明細書又は図面の補正に係る手数料（特195(2)） 

⑧  秘密意匠の請求に係る手数料（意67(2)） 

⑨  国際出願の国内書面の提出に係る手数料（特195(2)、実54(2)) 

⑩  ファイル記録事項の証明の請求に係る手数料(特195(1)、実54(1)) 

⑪  磁気原簿記録事項の証明の請求に係る手数料(特195(1)、実54(1)) 

⑫  磁気原簿記録事項の交付の請求に係る手数料(特195(1)、実54(1)、意67(1)、商76(1)) 

⑬  ファイル記録事項・磁気原簿記録事項の請求人側端末における閲覧の請求に係る手数料(特

例法40(1)) 

⑭  ファイル記録事項の交付の請求に係る手数料（特例法40(1)) 
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３３．．予予納納届届のの提提出出  

予納届の作成要領は、次のとおりです。 

 

例施規様式第34（第36条関係） 

 

予     納     届 

（令和   年   月   日） 

特許庁長官      殿 

１ 届出者 

識別番号 

住所又は居所 

氏名又は名称                  

（国籍・地域） 

２ 代理人 

識別番号 

住所又は居所 

氏名又は名称                  

〔備  考〕 

１  予納額の残高証明を必要とする者は、「２代理人」の欄の次に「３決算月」の欄を設けて決

算月を記載する。 

２  その他は、様式第１の備考１から３まで、５から８まで及び10から16まで並びに様式第８の

備考１から４までと同様とする。この場合において、様式第１の備考６中「請求人」とあるの

は「届出者」と、備考13中「及ばない。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人の

ときは、「代表者」の次に「代理関係の特記事項」の欄を設けて、「業務を執行する社員は

○○○○」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。」とあるのは「及ばない」と読み

替えるものとする。 

 

４４．．予予納納台台帳帳番番号号のの通通知知  

予納届を提出したときは、特許庁の予納台帳に必要事項を記録し、その予納台帳番号を届出者

に通知します（例施規37(1)(2))。 

 

５５．．予予納納のの方方法法  

 (1)現金納付による予納 
手数料等の額を振り込んだ「納付済証（特許庁提出用）」を別紙に貼付して添付し、「予納

書」を特許庁長官に提出することにより行います(例施規38)。 
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予納書の作成要領は、次のとおりです。 

 

例施規様式第35（第38条関係） 

 

予     納     書 

（令和   年   月   日） 

特許庁長官      殿 

１  予納台帳番号 

２  予納者 

     識別番号 

     住所又は居所 

     氏名又は居所 

 

３  納付金額      金            円 

 

 ４  納付書番号 

 

 ５  添付書類の目録 

     納付済証      １通 

 

   

 

〔備  考〕 

１  事務規程別紙第４号の12書式の納付済証（特許庁提出用）を別の用紙に貼るものとする。 

２ その他は、様式第１の備考１から３まで、５、９及び12から17まで並びに様式第８の備考１か

ら３までと同様とする。この場合において、様式第１の備考13中「及ばない。また、代理人が弁

護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「代表者」の次に「代理関係の特記事項」の欄を設

けて、「業務を執行する社員は○○○○」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。」と

あるのは「及ばない」と読み替えるものとする。 

 

(2)インターネット出願ソフトを利用した予納（電子現金納付による予納） 

 電子現金納付制度を利用することにより行います。インターネット出願ソフト上にて、「現金

予納」を選択し、納付番号の取得後、インターネットバンキングに画面遷移し、そのまま振込ま

ですることができます（例施規41の９(2)で準用する同規則41の９(1))。 

 

 なお、インターネット出願ソフト上にて事前に納付番号を取得することで、入金手続と予納書

提出手続を分けて個別に処理することも可能です。個別に処理を行う場合の納付手続については

以下となります。 

 

①インターネット出願ソフトを利用して「納付番号」を取得します。 

（注）納付番号は取得した翌日から３０日を経過すると利用できなくなります。 
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②納付番号取得後、その納付番号によりインターネットバンキング又はＡＴＭを利用して手数 

料を振り込みます。 

③インターネット出願ソフトの「現金予納」機能から、予納台帳への入金を申請（予納書を提 

出）します。 

 

※電子現金納付制度の概要は、第六節「５．電子現金納付の概要」の項を参照してください。 

※ＡＴＭを利用した振込の場合は、Pay－easy（ペイジー）が利用できる専用ＡＴＭからのみと 

なります。 

※金融機関の窓口からの支払はできません。 

 

電子現金納付による予納手続の操作は、「電子出願ソフトサポートサイト」の「ユーザガイ

ド」をご参照ください。 

 

６６．．予予納納届届のの失失効効  

予納届をした者が、予納又は手数料等の納付の申出をしない期間が継続して４年に達したとき

は、当該予納届はその効力を失います（特例法14(3))。この場合、予納額に残余があれば予納者

に対して「予納届失効通知」及び「予納額の残余に相当する額の返還請求書（様式）」を送付し

ます。 

 

７７．．予予納納届届ををししたた者者のの地地位位のの承承継継  

(1)  予納届をした者が死亡したときは、その相続人（相続人が２人以上いるときは、協議によ

り定められた１人の相続人）は、当該予納届をした者の地位を承継します（例施令１(1))。 

(2)  予納届をした法人について合併があったとき(予納届をした法人が存続するときを除きま

す｡)は、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、当該予納届をした法人の地位

を承継します(例施令１(2))。 

(3)  予納届をした者の地位を承継した相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立

された法人は、その地位について特許庁長官に届け出なければ予納又は手数料等の納付の申出

をすることができません(例施令１(3))。 

(4)  予納届をした者の地位の承継の届出は「予納者の地位の承継届」を提出することにより行

います。この場合には、予納届をした者の地位を承継したことを証明する書面(相続人が２人

以上いる場合においては、協議が成立したことを証明する書面を含みます。）を提出します

(例施規39(1)(2))。 

 

予納者の地位の承継届の作成要領は、次のとおりです。 

 

例施規様式第36（第39条関係） 
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予納者の地位の承継届 

（令和   年   月   日） 

特許庁長官  殿

１ 予納台帳番号 

２ 承継人 

識別番号 

住所又は居所 

氏名又は名称 

（代表者） 

（国 籍・地域） 

３ 代理人 

識別番号 

住所又は居所 

氏名又は名称 

４ 提出物件の目録 

[備 考] 

１  「承継人であることを証明する書面」は、相続によるときは「戸籍の謄本」及び「住民票」、

法人の合併によるときは「登記事項証明書」とする。 

２  その他は、様式第１の備考１から17まで及び様式第６の備考１と同様とする。この場合におい

て、様式第１の備考６中「請求人」とあるのは「承継人」と、備考13中「及ばない。また、代理人

が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「代表者」の次に「代理関係の特記事項」の欄を

設けて、「業務を執行する社員は○○○○」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。」と

あるのは「及ばない」と読み替えるものとする。 

※備考１に記載の「登記事項証明書」については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する

法律（平成１４年法律第１５１号）第１１条の規定に基づき、特許庁が電子情報処理組織を使用し

て、証明書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合に

は、提出を要しません。詳細はｐ686 をご参照ください。 

８８．．予予納納額額かかららのの手手数数料料等等のの納納付付のの申申出出  

予納をした者が、手数料等の納付の申出をしたときは、予納額から手数料等の納付に充てられ

ます(特例法15(1))。 

手数料等の納付の申出は、各手続に係る様式の「【手数料の表示】」又は「【特許料の表

示】」若しくは「【登録料の表示】」の「【予納台帳番号】」の欄に予納台帳の番号を、「【納

付金額】」の欄に予納額から納付に充てる額(アラビア数字のみを用い、「円」、「，」等は付

しません。）を記載することにより行います（例施規40、例施規様式第９備考20等)。 

― 36 ―



- 37 - 

 

 

９９．．予予納納額額かからら残残余余額額のの返返還還  

(1) 予納額から手数料等の納付に充てた額を控除して残余があるときは、その額の返還を請求す

ることができます(特例法15(3))。 

(2) 残余額の返還の請求は、特許庁長官から予納届の効力を失った旨の通知を受けた日から６月

を経過した後はすることができません（特例法15(4))。 

 

予納額の残余に相当する額の返還請求書の作成要領は、次のとおりです。 

 

（書式第１） 

 

予納額の残余に相当する額の返還請求書 

（令和  年   月   日） 

特許庁長官       殿 

１ 予納台帳番号 

２ 返還請求人 

識別番号 

住所又は居所 

氏名又は名称                     

（代表者） 

（電話番号） 

３ 返還請求金額（残余に相当する額）               円 

 

４ 返還金の振込先 

金融機関名          銀行（金庫）           支店 

口座番号（普通、当座）  

 

フリガナ 

口座名義人 

（５ 提出物件の目録 

（１）予納届をした者の地位を承継したことを証明する書面    通） 

 

（注意） 

１  返還請求人の欄には、予納台帳に係る予納者を記載する。ただし、予納届をした者が死亡又

は予納届をした法人が合併により消滅した場合は、その地位を承継した承継人を返還請求人と

して記載する。 

２  返還請求金額（残余に相当する額）の欄には、予納額の残余に相当する額を記載する。 

３  口座名義人と返還請求人は同一人でなければならない。 

４  口座名義人の欄には、必ず、片仮名で振り仮名を付ける。 

５  予納届をした者の地位を承継した者が返還請求をする場合には、提出物件の目録の欄を設け
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て、添付する書面の書類名及び通数を記載し、地位の承継を証明する書面を添付する。 

 

1100．．予予納納届届のの取取下下げげ  

予納届を自らの都合により取下げする場合は、特許庁に「予納届取下書」及び残余に相当する

額があるときは「予納額の残余に相当する額の返還請求書」を提出します。 

 

予納届取下書の作成要領は、次のとおりです。 

 

（書式第２） 

 

予納届取下書 

（令和  年   月   日） 

特許庁長官         殿 

１．予納台帳番号 

２．予納者 

識別番号 

郵便番号 

住所又は居所 

氏名又は名称                      

（代表者） 

 

 

1111．．予予納納残残高高通通知知  

毎月、予納台帳に入金及び出金の記録（処理日；予納台帳への記録した日を基準）があるもの

については、翌月上旬に、月末の残高及び入金の記録（予納書）及び出金の記録（手続書類名、

事件の番号、手続書面の受付番号、金額等）を予納者に送付します。 

（※ただし、インターネット出願ソフトを利用可能な一部の者を除く） 

予納残高通知の作成日（月初めの開庁日）において、電子証明書の残存期間が１ヶ月以上の者。 

なお、インターネット出願ソフトを利用して、本人の予納台帳の記録（確認をする日から、

前月１日までの記録）を確認することができます。 

 

1122．．予予納納残残高高証証明明書書のの送送付付  

予納届において決算月の申出をしている場合には、予納残高証明書を年一回、申出の決算月の

翌々月の中旬に予納者に送付します。 

証明書は、決算月末日までの１年間に手続された書面（書面の受付日を基準）に係る手数料・

登録料について、残高証明書の出力前までに予納台帳から引き落とした後の残額を証明していま

す。 
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第第六六節節  現現金金納納付付制制度度（（電電子子現現金金納納付付をを含含むむ））  

 

１１．．現現金金納納付付制制度度のの概概要要  

産業財産権制度における特許料又は登録料及び手数料（以下「手数料等」といいます。）の納

付方法は、従来、特許印紙による納付に限定されていたため、申請人にとって、特許印紙を購入 

・貼付し特許庁に持参又は郵送する事務負担が大きく、また、手続を行う際の安全面についても

考慮する必要がありました。これらの点を改善するため、１９９６（平成８）年１０月より、特

許印紙による納付に加えて、金融機関からの現金での料金納付を可能とする、現金納付制度を導

入しました。 

 

２２．．現現金金納納付付のの対対象象ととななるる料料金金  

現金納付制度は、以下の料金を除いた工業所有権に関する全ての料金について利用可能です。 

（現金手続令１(1、2)） 

＜現金納付制度を利用することができない手続＞ 

(1)オンラインシステムを使用して納付手続を行う場合の特許料、実用新案登録料、意匠登録

料、商標登録料の納付手続ができません。 

(2)オンラインシステムを使用して行う手続に関する手数料の納付手続ができません。 

・ファイル記録事項の証明請求 

・ファイル記録事項の閲覧請求 

・ファイル記録事項の交付請求 

・磁気原簿記録事項の証明請求 

・磁気原簿記録事項の閲覧請求 

・磁気原簿記録事項の交付請求 

(3)弁理士試験受験手数料 

(4)特定の手続のうち磁気ディスクへの記録を求めなければならない手続に係る電子化手数料 

(5)特許権等の移転登録等の際に必要な登録免許税 

 

３３．．現現金金納納付付手手続続のの準準備備  

(1)事前手続 

①現金納付の希望者は、特許庁長官に対し現金納付に係る識別番号の付与の請求をします 

（現金手続令２(1)）（識別番号付与請求書の様式に関しては、（参考１）参照） 

②特許庁長官は、当該請求者に対して識別番号を付与し、通知します（現金手続令２(2)）。 

③識別番号を付与された者は、特許庁長官に対し納付書の交付を請求します（現金手続令４ 

(1)（納付書交付請求書の様式に関しては、（参考２）参照））。なお、現金納付に係る識

別番号付与請求書により納付書の交付請求を併せてすることができます。 

④特許庁長官は、当該納付書の請求者に対し、住所・氏名・識別番号・納付書番号等の必要事

項を印刷した４枚綴りの納付書（（参考３）参照）を交付します（現金手続令４(2)）。 
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(2)納付手続 

出願人等の申請者は、特許庁より交付された納付書に納付金額及び納付すべき手続の種類を記

載し、日本銀行（本店、支店、代理店又は歳入代理店）窓口から手数料等を納付して、「納付

書・領収証書」及び「納付済証（特許庁提出用）」を受領します（この際の納付手数料は不要

です。）。 

(3)出願書類等の申請手続 

①書面による手続の場合、「納付済証（特許庁提出用）」を手続書面に添付して特許庁長官に

提出します。 

②オンライン手続の場合、当該手続に係る手数料等を納付した納付書に記載された納付書番号

を記録するとともに、納付済証（特許庁提出用）を手続補足書により、特許庁長官へ提出し

ます。 

③現金納付の場合は、「手数料等の日本銀行への納付」及び「手続書類の特許庁への提出」が

完了した日を、その納付がされた日とします。（現金手続令７(1)） 

(4)手数料等の返還の手続 

①日本銀行へ納付した手数料等に対応する手続を行わなかった場合の納付した手数料等の返還

については、当該手数料等を日本銀行へ納付した日から一年を経過した後は、請求すること

ができません。（特195(12)、特例法40(7)）。 

②上記手数料等の返還の手続は、「既納手数料等返還請求書」に納付書・領収証書及び納付済

証（特許庁提出用）を添付して行います。 
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４４．．現現金金納納付付手手続続フフロローー  

 

⑤現金納付 

 

⑥   領収証書            

納付済証          領収済 

               通知書 

           ① ② ③ ④    ⑦ 納付済証 

     願書等提出 

 

①識別番号付与請求 

②識別番号通知 

③納付書交付請求 

④納付書交付 

 

 

 

 

 

現金納付に係る識別番号付与請求書の作成要領は、次のとおりです。 

（参考１） 

現金手続令様式第１（第２条関係） 

 

現金納付に係る識別番号付与請求書 

（令和   年   月   日） 

 

特許庁長官         殿 

 

１．請求人 

識別番号 

郵便番号 

住所又は居所 

氏名又は名称                   

（国 籍） 

２．代理人 

識別番号 

郵便番号 

住所又は居所 

氏名又は名称                 

（３．納付書交付請求枚数             枚） 

出  願  人 
日 本 銀 行 

（歳入代理店等） 

特 

許 

庁 
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[備 考] 

備考１から17は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則様式第１（識別番号付

与請求書）の備考１から17と同様（12を除く）。 

 

12 第２条、又は、例施規３の規定による識別番号の通知を受けていない者については、「識別

番号」の欄を設けるには及ばない。 

18 第４条第１項ただし書きの規定により識別番号の付与の請求と同時に納付書の交付を請求す

る場合は、「２．代理人」の欄の次に「３．納付書交付請求書枚数」の欄を設けて納付書交付

請求枚数を記載する。 

 

 

納付書交付請求書の作成要領は、次のとおりです。 

（参考２） 

現金手続令様式第２（第４条関係） 

 

納 付 書 交 付 請 求 書 

（令和   年   月   日） 

特許庁長官          殿 

１．請求人 

識別番号 

住所又は居所 

氏名又は名称 

２．納付書交付請求枚数             枚 

 

〔備  考〕 

１ 「住所又は居所」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載

する。ただし、識別番号を記載したときは「住所又は居所」の欄は設けるには及ばない。 

２ 日本に営業所を有する外国法人にあって、日本における代表者が手続を行うときは、「氏名

又は名称」の次に「日本における営業所」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に

「代表者」の欄を設けるものとする。 

３ 請求人がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなさ

れる者（法人に限る。）のとき（備考１に該当するときを除く。）は、「氏名又は名称」（名

称の原語を記載する場合にあっては、「氏名又は名称原語表記」）の次に「営業所」の欄を設

けて、営業所の所在地の国名を記載する。 

４ その他は、様式第１（現金納付に係る識別番号付与請求書）の備考１から３まで、５から 

８まで及び12から16までと同様とする。 
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納付書                                  （参考３） 

 （第１片） 

 

（第２片） 
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（第３片） 

 

 

 

（第４片） 
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（第４片裏面） 

  

５５．．電電子子現現金金納納付付のの概概要要  

インターネット出願ソフトで納付番号を取得し、インターネットバンキングやPay－easy（ペ

イジー）対応ＡＴＭから手数料の納付を行う納付方法です。 

なお、特許庁のインターネット出願システムからインターネットバンキングにリンクしている

ので、納付番号取得から納付金額の支払い処理まですることができます。 

※電子現金納付では、手数料の納付を必要とする書類一件ごとに納付番号の取得手続を行う必要

があります。 

（1）納付手続 

①電子現金納付の希望者は、インターネット出願ソフトを使用して「電子現金納付者カナ氏

名」、「電子現金納付専用パスワード」を登録します。 

②「納付番号」を取得します。 

（注）納付番号は取得した翌日から３０日を経過すると利用できなくなります。 

③納付番号取得後、その納付番号によりインターネットバンキング又はＡＴＭを利用して手

数料を振り込みます。 

※ＡＴＭを利用した振込の場合は、Pay－easy（ペイジー）が利用できる専用ＡＴＭからのみと

なります。 

※金融機関の窓口からの支払はできません。 
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電子現金納付手続の操作は、「電子出願ソフトサポートサイト」の「インターネット出願ソフ

ト」から、「操作マニュアル」をご参照ください。 

(2)出願書類等の申請手続 

料金の必要な各手続に係る様式の「【手数料の表示】」又は「【特許料の表示】」若しくは

「【登録料の表示】」の欄に「【納付番号】」の欄を設け、納付番号を記載します（例施規41の

９）。 

(3)手数料等の返還の手続 

①日本銀行へ納付した手数料等に対応する手続を行わなかった場合、納付した手数料等の返

還については、当該手数料等を日本銀行へ納付した日から一年を経過した後は、請求する

ことができません（特195(12)、特例法40(7)）。 

②上記手数料等の返還の手続は、「既納手数料返還請求書（電子現金納付）」を特許庁長官へ

提出します。 

 

６６．．電電子子現現金金納納付付のの対対象象ととななるる料料金金  

電子現金納付制度は、以下の料金を除いた工業所有権に関する全ての料金について利用可能で

す。 

＜電子現金納付制度を利用することができない手続＞ 

(1)弁理士試験受験手数料 

(2)特定の手続のうち磁気ディスクへの記録を求めなければならない手続に係る電子化手数料 

 

 

特許庁における申請・届出等の手続きに伴う手数料等の電子納付に関する業務フロー 
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第第七七節節  口口座座振振替替納納付付制制度度  

 

１１．．口口座座振振替替納納付付のの概概要要  

国庫金の電子決済インフラの整備に伴って、特許料又は登録料及び手数料（以下「手数料等」

といいます。）の料金納付手続の簡素化を図る観点から、２００９（平成２１）年１月１日より、

従来の納付方法に加え、金融機関の預貯金口座からの振替による納付を可能とする口座振替納付

制度を導入しました。 

この口座振替は、手数料等の納付手続の際の申出により、本人の預貯金口座から当該手数料等

をリアルタイムで引き落とす制度ですが、この制度を利用できるのは、オンラインによる手続を

した場合に限定されます（※書面で手続される場合は利用できません）。 

 

２２．．口口座座振振替替にによよるる納納付付ががででききるる者者  

以下の条件を全て満たす者が対象となります。 

(1) 識別番号が付与されている者 

(2) オンライン手続ができる者 

(3) 下記「４．事前登録」を行い、特許庁から「振替番号登録通知」が通知されている者 

※ 上記要件において、オンライン手続ができない者であっても、手数料等の包括納付、自動

納付による納付について、別途事前の申出により、口座振替納付は可能です。 

 

３３．．口口座座振振替替納納付付のの対対象象ととななるる手手数数料料等等  

口座振替により納付ができる手数料等は、オンライン手続ができるすべての特許料等及び手数

料の納付と、特許料又は登録料の包括納付制度及び自動納付制度（別途事前の手続が必要です）

です。 

※ 具体的な例示は、第五節「２．予納により納付することができる手数料等」の項を参照して

ください。 

 

４４．．事事前前登登録録  

(1) 口座振替による納付をする者は、あらかじめ特許庁長官に必要事項を記載した書面を提出し

ます。 

① 書面（書式）は、特許庁ホームページに掲載の「特許料等手数料ダイレクト方式預金口座

振替納付申出書兼特許料等手数料ダイレクト方式預金口座振替依頼書（新規）（以下「申出

書」といいます。）」（【納付者保管用】【特許庁保管用】【金融機関保管用】の３枚１組）

を利用し、【納付者保管用】に必要事項を入力した後、印刷してください。 

※ 入力方法等の詳細は、特許庁ホームページをご覧ください。 

② 「申出書」には、金融機関に登録されている印鑑を押印し、【特許庁保管用】、【金融機

関保管用】の２枚を特許庁に提出してください。なお、【納付者保管用】は、納付者の方が

大切に保管してください。 

③ 記載内容に不備があった場合には、提出された「申出書」２枚を返却しますので、新たに
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「申出書」を作成するか、訂正を行い（訂正箇所に銀行印による訂正印が必要です。）再度

提出してください。 

(2) 振替番号の通知 

特許庁長官は、申出書を受理したときは、これに「振替番号」を付与し、その番号を提出者

に通知します。 

 

５５．．出出願願書書類類等等のの納納付付手手続続  

(1) 手続者は、手続書類の【手数料の表示】等の欄に、【振替番号】および【納付金額】の項目

を設け、振替番号および手数料等の金額を記載して手続をします。 

(2) 特許庁は、振替番号から振替情報を取得し、財務省会計センターより納付番号を取得します。 

(3) 特許庁は、取得した納付番号を用い、法令および三者間契約に基づき手続者に代わり、金融

機関に対し振替（納付）の要求を行います。 

(4) 手続書類に記載された手数料等の金額より預金残高がある場合は、振替は完了しますが、預

金残高が不足する場合は、振替がでませんので料金に係る補正（補充）指令の対象となります。 

(5) 手続者は、随時、振替番号毎の情報照会や預金通帳の記帳により振替状況を確認することが

できます。 

 

６６．．取取扱扱いい金金融融機機関関名名  

口座振替は、特許庁への口座振替が可能な金融機関に限られます。取扱金融機関の最新情報は、

特許庁ホームページ「口座振替による納付(取扱金融機関一覧)」に掲載しています。 

（注）バーチャル口座等、一部ダイレクト方式の口座振替の取扱いができない口座があります。

取扱いは、金融機関によって異なりますので、各金融機関にご確認ください。 
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７７．．口口座座振振替替納納付付のの手手続続フフロローー  

 

 

８８．．申申出出書書等等のの提提出出先先  

(1) 窓口に提出 

特許庁１階 出願課受付窓口 

(2) 郵送で提出 

〒１００－８９１５ 

東京都千代田区霞が関三丁目４番３号 

特許庁長官 あて 
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９９．．申申出出書書のの提提出出  

申出書は特許庁ホームページからダウンロードして作成できます。 

 

＜書式：作成例＞ 

 

※ 入力方法等の詳細は、特許庁ホームページをご覧ください。 
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１１００．．口口座座振振替替納納付付のの解解約約  

口座振替による納付の届出を解約するときは、「特許料等手数料ダイレクト方式預金口座振替

解約届」を提出してください。 

 

＜書式：作成例＞ 

 

※ 入力方法等の詳細は、特許庁ホームページをご覧ください。 
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第第八八節節  指指定定立立替替納納付付制制度度（（ククレレジジッットトカカーードド納納付付））  

 

１１．．指指定定立立替替納納付付制制度度のの概概要要  

公金の支払いにおける決済方法としてクレジットカードの利用が普及してきている中、特許料

又は登録料及び手数料（以下「手数料等」といいます。）の納付における出願人等の更なる利便

性向上を目的として、料金納付手続の簡素化を図る観点から、平成31年４月１日から、クレジッ

トカードを利用した指定立替納付制度を導入しました。また、令和４年４月１日から、オンライ

ン手続に限定していた指定立替納付について、特許庁窓口においても利用可能となりました。 

この指定立替納付は、出願等の手続をする際に、申出により本人のクレジットカードによる決

済で手数料等を納付する制度です。この制度を利用できるのは、オンライン手続をする場合と、

特許庁窓口において手続する場合に限定されます。以下、オンライン手続で指定立替納付を利用

される場合は＜オンラインの場合＞の項目を、特許庁窓口において指定立替納付を利用される場

合は＜窓口の場合＞の項目を、どちらにも共通する事項は＜共通＞の項目を、それぞれご参照く

ださい。 

 

２２．．指指定定立立替替納納付付者者にによよるる納納付付ががででききるる者者  

以下の条件を全て満たす者が対象となります。 

＜オンラインの場合＞ 

(1) 識別番号が付与されている者 

(2) オンライン手続ができる者 

(3) クレジットカード（3Dセキュア対応）を持っている者 

＜窓口の場合＞ 

(1) 識別番号が付与されている者 

※識別番号をお持ちでない場合、窓口において別途、識別番号付与の申請手続を行っていただ

きます。 

(2) クレジットカード（3Dセキュア対応）を持っている者 

(3) QR コードの読み取りが可能なスマートフォン又はタブレットを持っている者 

  

３３．．指指定定立立替替納納付付者者にによよるる納納付付のの対対象象ととななるる手手数数料料等等  

＜オンラインの場合＞ 

オンライン手続ができる全ての手数料等が納付の対象となります。 

※具体的な例示は、第五節「２．予納により納付することができる手数料等」の項を参照してく

ださい。 

＜窓口の場合＞ 

特許庁窓口において手続ができる全ての手数料等が納付の対象となります。 

 

４４．．事事前前準準備備  

＜共通＞ 
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(1) 指定立替納付者による納付をする者は、クレジットカード発行会社のサイトで「3Dセキュア」

（本人認証サービス）の登録を行ってください。 

・「3Dセキュア」（本人認証サービス）の詳細及び登録方法は、クレジットカード発行会社によ

って異なりますので、発行会社へお問い合わせください。 

(2）指定立替納付者による納付が利用できる環境（ブラウザ）は以下となります。 

・Microsoft Edge 最新安定版 

・Google Chrome 最新安定版 

・Mozilla Firefox 最新安定版 

＜窓口の場合＞ 

(3) 手続を行うためには、以下の３点を準備した上で必ず窓口に持参してください。 

・作成した手続書面 

・ 3Dセキュア登録済みのクレジットカード（又はクレジットカード番号、セキュリティコード

等のクレジットカード情報） 

・QRコードの読み取りが可能なスマートフォン又はタブレット 

 

５５．．出出願願書書類類等等のの納納付付手手続続  

＜オンラインの場合＞ 

(1) 出願タブ、請求タブで行う手続では、手続者は、手続書類の【手数料の表示】等の欄に、【指

定立替納付】及び【納付金額】の項目を設け、【納付金額】の欄に手数料等の金額を記載して

手続をします。 

※【指定立替納付】の欄は空白とし、何も記載しないでください。 

※手続書類を複数件まとめて提出することにより、まとめてクレジットカードで決済をすること

ができます。ただし、1,000万円以上の金額は一度に手続できません。また、与信枠を超える決

済はできませんので御留意ください。 

※手続者とクレジットカード会社間で定められた方法（会員規約）で料金の精算がなされます。 

(2) 国際出願タブで行う申請書類の作成方法は、電子出願ソフトサポートサイト＞申請書類の作

成＞申請書類の書き方ガイド＞ＰＣＴ国際出願手続ガイドラインをご参照ください。 

(3) 特殊申請タブで行う送付票の作成方法は、電子出願ソフトサポートサイト＞申請書類の作成

＞操作マニュアル＞Ⅳ.操作編＞第６章特殊申請をご参照ください。 

 

６６．．特特許許庁庁窓窓口口ににおおけけるる指指定定立立替替納納付付のの流流れれ  

(1) 特許庁に来庁いただき、受付窓口において利用者が作成した手続書面を職員に提示します。 

(2) 特許庁職員が内容を確認し、四法や手続種別、金額等をシステムに入力し、決済画面用QRコ

ードを生成の上、利用者に提示します。 

(3) 利用者は、職員から提示されたQRコードを、ご自身のスマートフォン又はタブレットなどの

端末で読み取ります。 

(4) QRコード読み取り画面からクレジットカード情報入力画面に遷移しますので、セキュリティ

コード等を入力し、決済してください。 
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(5) 決済完了画面が表示されますので、特許庁職員に提示し、書類を提出してください。 

 

７７．．手手数数料料等等のの返返還還のの手手続続  

＜共通＞ 

指定立替納付者による納付をした手続の手数料等の返還は、返還請求書を提出することにより、

特許庁からクレジットカード会社へ返納されます。その後、クレジットカード会社が手続者へ精

算を行います。 

返還請求をする際の返還請求書には【返還金振込先】欄内の各項目に「－（ハイフン）」を記

載してください。 

 

＜記載例＞ 

【返還金振込先】 

【金融機関名】   － 

 【口座種別】   － 

 【口座番号】   － 

 【フリガナ】   － 

 【口座名義人】   － 

 

８８．．利利用用可可能能ななククレレジジッットトカカーードド  

＜共通＞ 

特許庁が指定した指定立替納付者（国際ブランド加盟店契約会社）が扱うことのできるクレジ

ットカードのみ利用できます。利用できるクレジットカードの最新情報は、特許庁ホームページ

「クレジットカード納付（指定立替納付）」に掲載しています。 

 

９９．．利利用用時時間間のの制制限限  

＜オンラインの場合＞ 

書類の送信直前に、クレジットカードで決済を行いますので、以下の時間帯は、クレジットカ

ードで決済が行えないため、指定立替納付での手続きが行えません。 

《決済不可時間帯》 

◆特許庁サーバのメンテナンス時間中（特許庁サーバ稼働状況ページで御確認ください。） 

◆申請人利用登録による電子証明書追加の後、特許庁による証明書の内容確認完了までの期間 

＜窓口の場合＞ 

平日の９時から17時までです。なお、土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29日から翌年の

１月３日まで）は、閉庁となります。 
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１１００．．指指定定立立替替納納付付のの手手続続フフロローー  

＜オンラインの場合＞ 

 

 

＜窓口の場合＞ 

 

 

  

(４)書類
の提出

手続書類が提出
されます。

(1)事前準備 (2)手続書類作成
(3)クレジットカード

情報の入力

【３Dセキュア登録】

３Dセキュア登録とは、
クレジットカードに任意
の暗証番号を付与するも
のです。
クレジットカードによっ
て登録方法は異なります。

※特許庁への事前手続は
不要です。

【手続書類の作成】

電子出願ソフトを用い
て手続書類を作成しま
す。
料金欄には、指定立替
納付（クレジットカー
ド納付）用の文言を記
載します。
書類を選びオンライン
出願を開始します。

※オンライン手続のみ
対象。

【クレカの登録or選択】

支払いに使用するクレジッ
トカード情報を登録し、
カード記載のセキュリティ
コードを入力します。
すでに登録済みの場合は、
カード選択画面へ移行しま
す。

【３Ｄセキュアの暗証番号
の入力】

事前登録した３Dセキュア
の暗証番号を入力します。
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＜処理の流れ＞ 

 

 

 

 

申請人 

①納付手続 

特許庁 

日本銀行／財務省  
（決済代行サービス） 

②与信確認 

金金融融機機関関（（指指定定立立替替納納付付者者預預金金口口座座））  

クレジットカード会社（指定立替納付者） 

事事後後処処理理  都都度度処処理理（（リリアアルルタタイイムム））  

  

 

③承認 

④納付情報 
送信 

⑤国庫へ振替 
振替通知送信 

カード利用料 
の請求 

カード利用料 
の支払 
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第第九九節節  識識別別番番号号付付与与請請求求書書、、氏氏名名（（名名称称））変変更更届届等等のの却却下下  

 

（（識識別別番番号号付付与与請請求求書書等等のの却却下下））  

識別番号付与請求書、氏名（名称）変更届、住所（居所）変更届、包括委任状提出書、包括委任状

取下書、予納届、予納書、予納者の地位の承継届、口座振替による納付の申出、代理人届、包括納

付申出書、包括納付援用制限届、包括納付取下書、自動納付申出書、自動納付取下書、現金納付に

係る識別番号付与請求書及び納付書交付請求書が次に掲げる事項に該当する場合には、当該請求書

又は届出書等は特例法第41条第２項において準用する特許法第18条の２第１項の規定により却下す

るものとする（手続書類に添付した書面全体から特定することができるときを除く。）。 

 

（（却却下下のの事事由由））  

(1) 請求人、氏名（名称）を変更した者、住所（居所）を変更した者、提出者、届出者、予納者、

承継人又は申出人が記載されていない書面をもって手続をしたとき。 

(2) 在外者が、日本国内に住所（居所）を有する代理人によらないで手続したとき（特許管理人を

有する在外者が日本国に滞在している場合にするときを除く。）。 

(3) 一つの書面で、二以上の手続をしたとき（氏名（名称）変更と住所（居所）変更届及び現金納

付に係る識別番号付与請求と納付書交付請求については除く。）。 

(4) 一つの包括委任状提出書に、二以上の包括委任状を添付して手続をしたとき。 

(5) 一つの包括委任状取下書に、二以上の包括委任状番号を記載して手続をしたとき。 

(6) 識別番号を付与されている者が、識別番号付与請求書を提出したとき。 

(7) すでに予納届（予納届の効力を失っているときを除く。）をし、予納台帳番号を有する者が予

納届を提出したとき。 

(8) 新氏名又は新名称が記載されていない書面をもって手続をしたとき（氏名（名称）変更届）。 

(9) 新住所又は新居所が記載されていない書面をもって手続をしたとき（住所（居所）変更届）。 

(10) 包括委任状が添付されていないとき（包括委任状提出書）。 

(11) 納付済証（特許庁提出用）がはられていないとき又は納付済証（特許庁提出用）以外の収入印

紙、切手、証紙、小切手等がはられていたとき（予納書）。 

(12) 予納届の効力を失った後に提出したとき（予納書、予納者の地位の承継届（残余に相当する額

があるときを除く。）、代理人届）。 

(13) 包括納付申出書に記載された特定出願人（及び特定代理人）が、既に提出されている申出書の

記載と重複しているとき。 

(14) 自動納付申出書に記載された特許番号（実用新案登録番号、意匠登録番号）が、既に提出され

ている申出書の記載と重複しているとき。 
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第二章  特 許 出 願 の 手 続 
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第第一一節節    願願書書のの作作成成方方法法  

 

ⅠⅠ    特特許許出出願願のの願願書書のの作作成成にに際際ししててのの留留意意事事項項  

１１．．発発明明者者ににつついいてて  

発明者は、自然人（個人）の氏名及び住所又は居所をもって表示しなければなりません。した

がって、法人や団体が発明者となることは認められません。 

また、発明者は、特許請求の範囲に記載された発明の発明者のみでなく、明細書又は図面に記

載された発明の発明者についても記載しなければなりません。 

なお、【氏名】は、旧氏を併記（括弧書きで記載）することが可能です。外国籍を有する者

も、同様に扱われます。 

 

２２．．出出願願人人ににつついいてて  

(1) 権利能力（権利の主体となることができる資格）を有していること 

①  自然人（個人）又は法人でなければなりません。 

ⅰ 任意に組織された法人格のない団体は出願人となることができません。 

ⅱ 出願人が自然人（個人）の場合には、氏名は戸籍上のものを記載します。ペンネーム、

芸名、雅名等の変名や通称名をもって出願することはできません。なお、【氏名又は名

称】の記載において、旧氏を併記（括弧書きで記載）することが可能です。外国籍を有す

る者も、同様に扱われます。 

ⅲ 個人事業者が、屋号（○○商店）等をもって出願することは認められませんので、この

ような場合は個人名義で出願します。 

ⅳ 出願人が法人の場合には、法人の名称及び住所は登記簿等に登記されている名称及び本

店住所を正確に記載し、その代表者の氏名を併せて記載します。なお、法人の【代表者】

の記載において、旧氏を併記（括弧書きで記載）することが可能です。外国籍を有する者

も、同様に扱われます。 

②  日本国内に住所又は居所（法人にあっては営業所）を有しない外国人は、下記のいずれか

の条件に該当する場合を除き、特許権及びその他の特許に関する権利を享有することができ

ません（特25）。 

ⅰ その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他

の特許に関する権利の享有を認めているとき（相互主義） 

ⅱ その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他の特許に関する権利

の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他の特許

に関する権利の享有を認めることとしているとき（相互主義） 

ⅲ 条約に別段の定めがあるとき（パリ条約（２､３条）、知的所有権の貿易関連の側面に

関する協定（２､３条）又は二国間条約等によって認められる国民） 

 

(2) 手続能力を有していること 

① 未成年者及び成年被後見人並びに被保佐人（特７） 
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ⅰ 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人（親権者、後見人等）によらなければ手続を

することができません。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは

この限りではありません。未成年者は原則父母が共同で親権者となります（民法

818(3)）。 

ⅱ 被保佐人が手続をする場合には、保佐人の同意を得なければなりません。 

ⅲ 法定代理人が手続をする場合で、後見監督人があるときは、その同意を得なければなり

ません。 

ⅳ これら手続能力のない者のした手続は、追認することができます（特16）。 

② 在外者（特８(1)）（日本国内に住所又は居所（法人にあっては営業所）を有しない者） 

在外者は、特許管理人（日本国内に住所又は居所を有する代理人）によらなければ、手続

をし、又は特許法若しくは同法に基づく命令の規定により行政庁のした処分を不服として訴

えを提起することができません。ただし、特許願（特許法第44条第１項の規定による特許出

願の分割に係る新たな特許出願、同法第46条第１項又は第２項の規定による出願の変更に係

る特許出願及び同法第46条の２第１項の規定による実用新案登録に基づく特許出願を除

く。）、先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願における先の特許出願

の認証謄本を提出する物件提出書及び欠落補完における優先権主張基礎出願の写しを提出す

る物件提出書の提出は除きます（特施令１、特施規４の４）。 

 

(3) 特許を受ける権利を有していること 

① 特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないときは、当該出願は拒絶

されます（特49⑦)。 

② 特許を受ける権利は、移転することができます（特33(1)）。 

③ 特許出願前の特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に

対抗することができません（特34(1))。 

④ 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ特許出

願をすることができません（特38）。 

⑤ 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、そ

の持分を譲渡することができません（特33(3)）。 

 

３３．．願願書書中中にに表表示示さされれたた法法律律関関係係又又はは事事実実関関係係をを証証明明すするる書書面面ににつついいてて  

(1) 次のいずれかに該当するときは、それぞれの事項に係る法律関係又は事実関係を証明する書

面を提出しなければなりません。 

① 未成年者が出願するとき：法定代理人であることを証明する書面として未成年者の戸籍謄

本（抄本）、（戸籍謄本（抄本）に表示された本籍地と願書に記載された未成年者及び法定

代理人の住所が異なるときは、その者の住民票（住民票に表示された住所、氏名及び本籍地

又は生年月日から当人の証明書であることを確認します。）） 

② 成年被後見人が出願するとき：法定代理人であることを証明する書面として後見登記に関

する登記事項証明書（後見登記がなされていないときは、成年被後見人の戸籍謄本（抄
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本）、（戸籍謄本（抄本）に表示された本籍地と願書に記載された未成年者及び法定代理人

の住所が異なるときは、その者の住民票） 

③ 被保佐人が出願するとき：保佐人の同意を証明する書面 

④ 法定代理人が手続する場合で、後見監督人があるとき：後見監督人の同意を証明する書面 

⑤ 代表出願人を選定して出願するとき：代表者であることを証明する書面 

⑥ 出願手数料を特許法第195条第５項の規定により国以外の者の持分の割合に乗じて得た額

をもって納付するとき：持分を証明する書面（なお、「【持分の割合】」の欄を設けて、

「○／○」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載したときは、提出を省略できま

す。） 

⑦ 復代理人を選定して出願するとき：出願人から代理人に対しての復任権を記載した代理権

を証明する書面 

⑧ 特許出願の変更、国内優先権の主張及び実用新案登録に基づく特許出願を代理人によりす

るとき：特別な授権に係る代理権を証明する書面 

⑨ 微生物に係る発明について特許出願するとき（その発明の属する技術の分野における通常

の知識を有する者がその微生物を容易に入手することができる場合を除く。）：ブダペスト

条約に基づく受託証のうち最新のものの写し又は特許庁長官の指定する機関にその微生物を

寄託したことを証明する書面 

 

 (2)証明書の提出方法 

① オンライン手続により出願をした場合 

ⅰ  上記(1)の証明書は出願後３日以内に手続補足書をもって提出します（特例施規19(1)、

(2)、20）。 

ⅱ 上記(1)の内①～⑧の証明書を追完する場合は手続補正書をもって提出します。 

なお、この場合、願書の「【提出物件の目録】」の欄には当該証明書名を記載するに及

びません。 

ⅲ 上記(1)の内⑨の証明書を追完する場合は物件提出書をもって提出します。 

なお、この場合、願書の「【提出物件の目録】」の欄には当該証明書名を記載するに及

びません。 

② 書面により出願をする場合 

ⅰ 上記(1)の証明書を出願と同時に提出する場合は、願書の「【提出物件の目録】」の欄

に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書名を記載するとともに添付書類として当該証

明書を提出します。 

ⅱ 上記(1)の内①～⑧の証明書を追完する場合は、手続補正書をもって提出します。 

なお、この場合、願書の「【提出物件の目録】」の欄には当該証明書名を記載するに及

びません。 

ⅲ 上記(1)の内⑨の証明書を追完する場合は物件提出書をもって提出します。 

なお、この場合、願書の「【提出物件の目録】」の欄には当該証明書名を記載するに及

びません。 
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※なお、戸籍謄本等公的な証明書については原本の提出が必要です。 

ただし、日本国内の公的機関が発行する証明書のうち、けん制文字等による偽造防止措置が

施されているものについては、電子特殊申請による提出が可能です。その際は、当該証明書の

原本をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により偽造防止措置が確認できる

電子的記録を添付してください。 

なお、上記の方法により提出された公的証明書の真正性に疑義が生じる場合は当該証明書の

原本（書面）の提出を求めることがあります。 

 

４４．．願願書書のの用用紙紙、、文文字字等等のの物物理理的的要要件件ににつついいてて  

(1) オンライン手続の場合 

① １行は40字詰めとし、１ページは50行とします。 

② 文字は、日本産業規格Ｘ0208号で定められている文字を用います。 

③ 日本産業規格Ｘ0208号で定められている文字のうち次の文字は使用できません。 

ⅰ 半角文字 

ⅱ 「【｣、｢】」（日本産業規格Ｘ0208号区点番号１－58）及び（区点番号１－59） 

ⅲ 「▲」、「▼」（区点番号２－５）及び（区点番号２－７） 

ただし、欄名の前後に「【｣、｢】」又は置き換えた文字の前後に一文字ごとに「▲」、

「▼」を用いるときを除きます。 

 

(2) 書面の場合 

① 用紙は、日本産業規格Ａ列４番（横21㎝、縦29.7㎝）の大きさとし、インキがにじま

ず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい

線等を記載してはなりません。 

② 余白は、少なくとも用紙の上に６㎝、左右及び下に各々２㎝をとるものとし、原則とし

てその左右については各々2.3㎝を超えないものとします。 

③ 書き方は左横書、１行は40字詰めとし、１ページは50行以内とします。 

④ 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明

瞭にかつ容易に消すことができないように書きます。 

⑤ 半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはなりません（欄名の前後

に「【」及び「】」又は置き換えた文字の前後に一文字ごとに「▲」、「▼」を用いると

きを除きます。）。 

 

５５．．願願書書へへのの提提出出のの年年月月日日のの記記載載ににつついいてて  

(1) 特許庁の窓口に直接提出する場合 

特許庁の窓口に提出する年月日をなるべく記載します。 

 

(2) 郵送する場合 

郵便局に差し出す年月日又は投函の年月日をなるべく記載します。 
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なお、消印が不明な場合は、特許庁に到達した年月日が出願日となるので、書留等による提

出をお薦めします（後日、出願日証明書提出書に書留郵便物受領証を添付して提出すれば、出

願日を郵便局に差し出した年月日に訂正します。）。 

 

６６．．出出願願手手数数料料ににつついいてて  

(1) 出願手数料は特許印紙又は現金により納付します。 

① 特許印紙による納付を行う場合は、書面に直接貼付します。 

② 現金による納付には、予納制度（参照：第一章第五節）、現金納付制度（参照：第一章

第六節２～４）、電子現金納付制度（参照：上記同節５）、口座振替納付制度（参照：第

一章第七節）、及び指定立替納付制度（参照：第一章第八節）を利用する方法がありま

す。なお、口座振替納付制度を利用できるのはオンラインによる手続に限定されます。ま

た、指定立替納付制度を利用できるのはオンラインによる手続及び特許庁の窓口での書面

手続に限定されます。 

 

(2) 国（国みなしを含む。）の出願については手数料を要しません。国と国以外の者との共有

に係る出願については、国以外のすべての者の持分の割合に応じた手数料が必要になりま

す。その際には、「（【手数料の表示】）」の欄の上に「【持分の割合】」の欄を設けて、

「○／○」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。 

 

７７．．願願書書のの「「【【住住所所又又はは居居所所】】」」のの欄欄へへのの住住所所又又はは居居所所のの記記載載ににつついいてて  

(1) 住所又は居所は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載しま

す。在外者の住所については、行政区画順（国、州、市などの順）に原語表音をカタカナ文字

で表示します。 

(2) 住民票又は登記簿に「無番地」とあるときは、番地の表示方法の一種ですから、住所の一部

として「無番地」と記載します。 

(3) 会社、事務所等を居所として表示するときは、「○○株式会社内」、「○○事務所内」のよ

うに記載します。 

(4) 団地の名称が通称の地名に転化している、又は過去に用いられていた地名が通称として慣用

されているような場合も、必ず住民票又は登記簿上の住所を記載します（通称名で出願するこ

とは認められません。）。 

(5) 法人の住所は、必ず本店の所在地を記載します。 

(6) 識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及びません。 

 

８８．．法法人人のの法法的的性性質質のの記記載載ににつついいてて  

出願人が法人の場合であって、その名称中に法人であることを表す文字を含まないものである

ときは、「【氏名又は名称】」の欄（「【代表者】」の欄を設けたときはその欄）の次に「【法

人の法的性質】」の欄を設けて、「○○法の規定による法人」、外国人にあっては「○○国の法

律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載します。 
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９９．．法法人人代代表表者者のの記記載載ににつついいてて  

代理人手続のときは、手続書面への法人の「【代表者】」の記載は不要です。ただし、代理人

によらず法人自ら手続をするときは、手続書面に「【代表者】」の欄を設け、代表者の氏名を記

載しなければなりません。提出する各種証明書に関しては、代理人手続又は法人自らの手続、い

ずれの場合においても、法人の代表者の氏名を記載しなければなりません。 
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ⅡⅡ    特特許許出出願願のの願願書書（（通通常常出出願願））のの作作成成方方法法  

特許法第36条の規定による特許出願（通常出願） 

特施規様式第26（第23条関係） 

 

【書類名】     特許願 

【整理番号】 

（【提出日】     令和  年  月  日） 

【あて先】     特許庁長官     殿 

（【国際特許分類】） 

【発明者】 

【住所又は居所】 

【氏名】 

【特許出願人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】  

【氏名又は名称】                                        

【代表者】 

（【国籍・地域】） 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                      

 

（【手数料の表示】） 

（【予納台帳番号】） 

（【納付金額】） 

【提出物件の目録】 

【物件名】   特許請求の範囲              １ 

【物件名】   明細書                  １ 

【物件名】  （図面                   １） 

【物件名】   要約書                  １ 

 

〔備  考〕 

１ 用紙は、日本産業規格Ａ列４番（横21㎝、縦29.7㎝）の大きさとし、インキがにじまず、文

字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載

してはならない。 

２ 余白は、少なくとも用紙の上に６㎝、左右及び下に各々２㎝をとるものとし、原則としてそ

の左右については各々2.3㎝を超えないものとする。 

３ 書き方は左横書、１行は40字詰めとし、１ページは50行以内とする。 

４ 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明瞭に

かつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及

代理人手続のときは、法人にあっては【代表者】の欄

は不要です。 

代理人手続でない場合は、 

この項目を設ける必要はありません。 
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び「▼」は用いてはならない（欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。）。 

５ 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載す

る。特許法第195条第８項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であっ

て、納付書によるときは、「（【手数料の表示】）」の欄の「（【予納台帳番号】）」を

「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、事務規程別紙第４号の12書式の納付済証（特

許庁提出用）を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「（【手数料の表示】）」

の欄の「（【予納台帳番号】）」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合に

おいて、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。 

６ 「【整理番号】」の欄には、ローマ字（大文字に限る。）、アラビア数字若しくは「－」又

はそれらの組み合わせからなる記号であって、10字以下のものを記載する。 

７ 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく

記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ば

ない。 

８ 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又

は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。 

９ 「【特許出願人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」（法人にあっては、

「【代表者】」若しくは「【法人の法的性質】」）の次に、「【電話番号】」又は「【ファク

シミリ番号】」の欄を設けて、特許出願人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号を

なるべく記載する。 

10 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばな

い。 

11 「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記載する。法人にあっては、名称を記

載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載す

る。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名

称】」の欄（「【代表者】」の欄を設けたときはその欄）の次に「【法人の法的性質】」の欄

を設けて、「○○法の規定による法人」、外国法人にあっては「○○国の法律に基づく法人」

のように当該法人の法的性質を記載する。 

12 特許出願人が外国人であって住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又は居

所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記

載する。また、特許出願人が外国人であって氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、

「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原

語をなるべく記載し、法人にあっては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。 

13 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏

名又は名称】」（名称の原語を記載する場合にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」）の

次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表

者】」 の欄を設けるものとする。 

14 特許出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者（法人に限

る。）のとき（備考13に該当するときを除く。）は、「【氏名又は名称】」（名称の原語を記
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載する場合にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」）の次に「【営業所】」の欄を設け

て、営業所の所在地の国・地域を記載する。 

15 「（【国籍・地域】）」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、

「【住所又は居所】」の欄に記載した国・地域（特例法施行規則第２条第３項の規定によりそ

の記載を省略した場合にあっては、省略した国・地域）と同一であるときは、「（【国籍・地

域】）」の欄は設けるには及ばない。 

16 特許出願人が特許を受ける権利の信託の受託者であるときは、「【特許出願人】」の欄の次

に「【信託関係事項】」の欄を設けて、第26条第１項各号の事項を記載する。 

17 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士の

ときは、「【弁護士】」と記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のと

きは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社

員は○○○○」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。 

18 代理人が出願人の全員を代理しないときは、「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」

（代理人が法人にあっては、「【代表者】」）の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設け

て、「特許出願人○○の代理人」のように記載する。ただし、代理人が弁護士・外国法事務弁

護士共同法人の場合にあっては、「【代理関係の特記事項】」の欄に、「特許出願人〇〇の代

理人」と、「業務を執行する社員は○○○○」のように業務を執行する社員の氏名を行を改め

て記載する。 

19 代理人によるときであって本人が法人の場合にあっては、「【代表者】」の欄は不要とし、

代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。 

20 「【発明者】」、「【特許出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が２人以上あ

るときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第27条第２項の規定

により特許出願人の権利について持分を記載するときは、「【特許出願人】」の次に「【持

分】」の欄を設けて「○／○」のように分数で記載し、特許出願人に係る代表者選定の届出を

出願と同時にするときは、代表者として選定される特許出願人を第一番目の「【特許出願

人】」の欄に記載し、「【特許出願人】」（特許出願人の権利について持分を記載する場合に

あっては、「【持分】」）の次に「【代表出願人】」と記載する。また、持分が投資事業有限

責任組合契約に関する法律第３条第１項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業

組合契約に関する法律第３条第１項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第１項

に規定する組合契約に基づくものであるときは、「（【手数料の表示】）」の欄の次に「【そ

の他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあっては「○○の持分は、○○

投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約に

あっては「○○の持分は、○○有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組

合契約にあっては「○○の持分は、民法第667条第１項に規定する組合契約に基づく持分」の

ように記載する。 

【発明者】 

【住所又は居所】 

【氏名】 
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【発明者】 

【住所又は居所】 

【氏名】 

【特許出願人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

（【国籍・地域】） 

【特許出願人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

（【国籍・地域】） 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

21 代理人の選任の届出を出願と同時にするときは、「【代理人】」の欄の次に「【選任した代

理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び

「【氏名又は名称】」を記載する。また、「【選任した代理人】」の欄に記載すべき者が２人

以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。 

【選任した代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【選任した代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

22 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第２項の規定により特例法第15条第１

項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、

「【納付金額】」には手数料の額（「円」、「，」等を付さず、アラビア数字のみで表示する

こと。以下この様式において同じ。）を記載する。特許法第195条第８項ただし書の規定によ

り、現金により手数料を納付する場合であって、特例法施行規則第40条第４項の規定により口
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座振替による納付の申出を行うときは、「（【予納台帳番号】）」を「【振替番号】」とし、

振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。特許法第195条

第８項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、特例法施行規則第

40条第５項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「（【予納台帳番

号】）」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載す

る。 

23 第23条第６項の規定により産業技術力強化法第17条第１項（第２項において準用する場合を

含む。）に規定する特定研究開発等成果に係る特許を受けようとする出願であるとき又は第23

条第７項の規定により科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第22条（第１号に

係る部分に限る。）の規定により国がその一部のみを譲り受けたものに係る特許を受けようと

する出願であるときは、「【代理人】」（備考27に該当する場合にあっては「【パリ条約によ

る優先権等の主張】」、備考28に該当する場合にあっては「【先の出願に基づく優先権主

張】」）の欄の次に「【国等の委託研究の成果に係る記載事項】」の欄を設けて、「令和〇年

度、○○省、○○委託事業、産業技術力強化法第17条第１項の適用を受ける特許出願」若しく

は「令和○年度、○○省、○○請負事業、産業技術力強化法第17条第１項の適用を受ける特許

出願」又は「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第22条の規定により国がそ

の一部のみを譲り受けたものに係る特許出願」のように記載する。 

24 第27条第３項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であって、国以外の者の持分の

割合に乗じて得た額を納付するときは、「（【手数料の表示】）」の欄の上に「【持分の割

合】」の欄を設けて、「○／○」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。 

25 第27条第２項の規定により特許法第73条第２項の定め又は民法第256条第１項ただし書の契

約を記載するときは、「（【手数料の表示】）」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、そ

の旨を記載する。 

26 第27条の４第１項の規定により、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする

旨を願書に記載してその旨を記載した書面の提出を省略するときは、「【整理番号】」の次に

「【特記事項】」の欄を設けて、「特許法第30条第２項の規定の適用を受けようとする特許出

願」と記載する。 

27 第27条の４第３項の規定により、パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主

張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、

「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に

「【国・地域名】」及び「【出願日】」を設けて、国・地域名及び出願日を記載する。これら

の優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願

番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。第27条の４第５項の規定により、第27条の３の

３第３項に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、

「【出願番号】」の次に「【出願の区分】」及び「【アクセスコード】」を設けて、それぞ

れ、優先権の主張の基礎とした出願の区分（「特許」、「実用新案登録」等の別）及び特許法

第43条第２項に規定する優先権証明書類等に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長

官に提供するためのアクセスコードを記載し、その次に「【優先権証明書提供国（機関）】」
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を設けて同項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する

国の国名を記載し、又は「世界知的所有権機関」と記載する。なお、２以上の優先権を主張し

ようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。 

【パリ条約による優先権等の主張】 

【国・地域名】 

【出願日】 

【出願番号】 

（【出願の区分】） 

（【アクセスコード】） 

（【優先権証明書提供国（機関）】） 

【パリ条約による優先権等の主張】 

【国・地域名】 

【出願日】 

【出願番号】 

（【出願の区分】） 

（【アクセスコード】） 

（【優先権証明書提供国（機関）】） 

28 第27条の４第３項の規定により、特許法第41条第１項の規定による優先権を主張しようとす

る旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」

（備考27に該当する場合にあっては、「【パリ条約による優先権等の主張】」）の欄の次に

「【先の出願に基づく優先権主張】」の欄を設け、その欄に「【出願番号】」（先の出願が国

際特許出願又は国際実用新案登録出願にあっては、「【出願番号】」を「【国際出願番号】」

とする。）及び「【出願日】」を設けて、先の出願の番号（先の出願が国際特許出願又は国際

実用新案登録出願にあっては、国際出願番号）及び年月日を記載する。ただし、先の出願の番

号が通知されていないときは、「【出願日】」には「令和何年何月何日提出の特許願」のよう

に先の出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、先の出

願の願書に記載した整理番号を記載する。また、２以上の優先権を主張しようとするときは、

次のように欄を繰り返し設けて記載する。 

【先の出願に基づく優先権主張】 

【出願番号】 

【出願日】 

【先の出願に基づく優先権主張】 

【出願番号】 

【出願日】 

29～31 （省略「第九節 先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願」に記載

してあります。） 

32 「（【提出日】 令和 年 月 日）」には、なるべく提出する日を記載す

る。 
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33 「（【国際特許分類】）」の欄には、国際特許分類に関する1971年３月24日のストラスブー

ル協定第２条(1)の分類のグループ記号のうち、当該出願に係る発明を最も適切に表示するも

のをなるべく記載する。分類のグループ記号を２以上記載する場合は行を改めて記載する。 

34 願書が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。 

35 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行ってはならない。 

36 とじ方はなるべく左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキ

ス等を用いてとじる。 

37 第31条第１項の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に

「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の

欄を設けて、「変更を要しないため省略する。」と記載する。また、２以上の証明書の提出を

省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する（備

考39において同じ。）。 

【物件名】 

【援用の表示】 

【物件名】 

【援用の表示】 

38 特例法施行規則第６条第１項の規定により包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目

録】」の欄に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、２

以上の包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し

設けて記載する。 

【包括委任状番号】 

【包括委任状番号】 

39 第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物

件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設

けて、同条第１項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表

示（特許権に係るものにあっては、特許番号、書類名及びその提出日）を、同条第２項の規定

によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示（特許権に係るものに

あっては、特許番号、書類名及びその提出日）を記載する。 

40 特許法第41条第１項(同項第１号に規定する特許出願が故意に先の出願の日から一年以内に

されなかったものでないと認められるときにするものに限る。)の規定による優先権を主張し

ようとするときは、「（【手数料の表示】）」の欄の次に、「【その他】」の欄を設けて、

「特許法第41条第１項の規定による優先権の主張(同項第１号に規定する特許出願が故意に先

の出願の日から一年以内にされなかったものでないと認められるときにするものに限る。)を

伴う特許出願」と記載する。また、同法第43条の２第１項(同法第43条の３第３項において準

用する場合を含む。）の規定による優先権を主張しようとするときは、「（【手数料の表

示】）」の欄の次に、「【その他】」の欄を設けて、「特許法第43条の２第１項(同法第43条

の３第３項において準用する場合を含む。）の規定による優先権の主張を伴う特許出願」と記

載する。 
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41 第27条の５第１項の規定により磁気ディスクを提出するときは、「【提出物件の目録】」の 

欄に次のように記載する。 

【物件名】 配列表を記録した磁気ディスク  １ 
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ⅢⅢ    特特殊殊出出願願のの手手続続及及びび願願書書のの作作成成方方法法  

１１．．特特許許出出願願のの分分割割（（特特4444）） 

(1) 出願の分割 

出願人は、２以上の発明を包含する特許出願の一部を１又は２以上の新たな出願とすること

ができます（特44(1)）。 

 

(2) 出願の分割をすることができる時期 

出願の分割は、次に掲げる時又は期間内に行うことができます（特44(1)）。 

① 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は

期間内（特44(1)①） 

② 特許をすべき旨の査定（前置審査における特許をすべき旨の査定及び審決によりさらに審

査に付された場合における特許をすべき旨の査定を除く。）の謄本の送達があった日から30

日以内（特44(1)②） 

ただし、上記の期間内であっても、特許権の設定登録がされた後は、特許出願が特許庁に

係属しなくなるため、出願の分割をすることはできません。 

なお、上記の期間は、請求又は職権により特許料の納付期間が延長された場合にはその延

長された期間に限り延長されたものとみなされます（特44(5)）。 

③ 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から３月以内（特44(1)③)  

なお、上記の期間は、請求又は職権により拒絶査定不服審判の請求期間が延長された場合

にはその延長された期間に限り延長されたものとみなされます（特44(6)）。 

④ 上記②及び③の期間内に出願の分割ができなかった場合であっても、分割出願をする者に

その責めに帰することができない理由があるときは、その理由がなくなった日から14日（在

外者にあっては２月）以内で、期間の経過後６月以内に限り出願の分割をすることができま

す（特44(7))。 

※ 意匠法等の一部を改正する法律（平成18年法律第55号。以下、この節において「平成18年

改正法」といいます。）が平成19年４月１日に施行され、出願の分割をすることができる期

間の時期的制限が緩和されました。ただし、この時期的制限の緩和は平成18年改正法施行日

以後の出願である平成19年４月１日以降の特許出願から適用されるため（平成18年改正法附

則第３条）、平成19年３月31日までにした出願（特許法第44条第２項の規定により平成19年

３月31日までにしたものとみなされるものを含む。）について、出願の分割をすることがで

きる時期は上記①に掲げる時又は期間内のみとなり、上記②又は③に掲げる期間内に出願の

分割をすることはできません。また、特許法等の一部を改正する法律（平成20年法律第16

号）により、特許出願に係る拒絶査定不服審判時に、願書に添付した明細書、特許請求の範

囲又は図面について補正をすることができる時期を審判の請求と同時にするときに限定する

改正規定が平成21年４月１日に施行されました。 

※ 特許法等の一部を改正する法律（平成26年法律第36号。以下、「平成26年改正法」といい

ます。）が平成27年４月１日に施行され、不責事由がある場合の救済が規定されました。 
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(3) 出願の分割の効果 

新たな出願は、もとの出願の時にしたものとみなされます。ただし、次の事項・手続に関し

てはこの限りではありません（特44(2)）。 

① いわゆる拡大された先願の地位(特29の２）（新たな出願の日から起算） 

② 新規性喪失の例外規定の適用のための手続（特30(3)）（新たな出願と同時、新たな出願

の日から起算）） 

※ なお、平成19年３月31日までにした出願をもとの出願として、外国語書面出願により分割

した出願に関しては、次の手続も該当します（平成18年改正法附則第３条）。 

③ 翻訳文の提出の手続（新たな出願の日から起算） 

 

(4) 提出書面の省略 

もとの特許出願について提出された新規性喪失の例外の適用を受ける旨を記載した書面及び

その適用を受けることができる発明であることを証明する書面、特許出願等に基づく優先権を

主張する旨及び先の出願の表示を記載した書面、パリ条約による優先権又はパリ条約の例によ

る優先権を主張する旨並びに最初の出願をした国名及び出願の年月日を記載した書面及びパリ

条約による優先権又はパリ条約の例による優先権主張の優先権証明書類等は当該新たな特許出

願と同時に提出されたものとみなされます（特44(4)）。 

ただし、分割出願があった後、もとの出願にした国内優先権の主張が取り下げられた場合又

は先の出願の日から経済産業省令で定める期間（１年４月）内にもとの出願が取り下げられた

ときと同時に優先権の主張が取り下げられたものとみなされた場合（特42(3)、特施規28の４

(2)）は、特許出願等に基づく優先権を主張する旨及び先の出願の表示を記載した書面は提出

されたものとみなされず、分割出願についての国内優先権主張は失効します。 

 

(5) 出願審査の請求の期間等 

① 出願審査の請求の期間は、もとの出願の日から起算しますが（特48の３(1))、残りの期間

が30日未満のとき、又は既に期間が３年を経過したときは、新たな出願の日から30日以内に

することができます（特48の３(2))。 

ただし、請求期間の経過後であっても、特許出願人は、当該特許出願について出願審査の

請求をすることができなかったことが「故意によるものでない」ときは、出願審査の請求を

することができるようになった日から２月以内で、期間の経過後１年以内に限り出願審査の

請求をすることができます（特48の３(5)(7)、特施規第31の２(4))。 

※詳細は「第十三節出願審査の請求」を参照してください。 

② 国内優先権、パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権の主張に係る優先権主

張書の提出期間は、優先日から１年４月、もとの特許出願の日から４月又は分割出願をした

日から１月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間（出願審査の請求又は出願公開の

請求があった後の期間を除く。）となります。なお、このとき原出願で主張していない優先

権の主張をすることはできません。 

③ パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権主張の優先権証明書類等の提出期間

― 76 ―



 

- 77 - 

 

 

は、優先権主張の基になる出願のうち最先の出願の出願日から１年４月又は新たな出願の日

から３月のいずれか遅い日までとなります（特44(3)）。この期間内に優先権証明書類等を

提出できなかった場合の手続については、「第十二節優先権主張に関する手続」を参照して

ください。 

④ 外国語書面出願（特36の２(1)）の翻訳文の提出期間は、もとの特許出願の日（又は優先

日）から１年４月又は分割出願の日から２ヶ月以内にすることができます（特36の２

(2)）。この期間内に翻訳文を提出できなかった場合の手続については、「第十節外国語書

面出願の手続」を参照してください。 

 

(6) 願書の作成方法 

特施規様式第27（第23条(3)関係) 

【書類名】         特許願 

【整理番号】 

【特記事項】       特許法第44条第１項の規定による特許出願 

（【提出日】        令和  年  月  日） 

【あて先】        特許庁長官 殿 

【原出願の表示】 

【出願番号】 

【出願日】 

  ・ 

  ・ 

【提出物件の目録】 

【物件名】       特許請求の範囲      １ 

【物件名】       明細書                １ 

【物件名】     （図面                  １） 

【物件名】       要約書                １ 

 

〔備 考〕 

１ 「【原出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には「特願○○○○－○○○○○○」、

「【出願日】」には「令和何年何月何日」のようにもとの特許出願の番号及び年月日を記載す

る。ただし、もとの出願の番号が通知されていないときは、「【出願日】」には「令和何年何

月何日提出の特許願」のようにもとの特許出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に

「【整理番号】」の欄を設けて、もとの出願の願書に記載した整理番号を記載し、もとの国際

特許出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【国際

出願番号】」とし、「ＰＣＴ/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のように国際出願番号を記載し、「【国

際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「特許」と記載する。 

２ その他は、様式第26の備考と同様とする。 
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２２．．出出願願のの変変更更（（特特4466((11))((22))））  

(1) 出願変更の種類 

① 実用新案登録出願から特許出願への出願変更（特46(1)） 

② 意匠登録出願から特許出願への出願変更（特46(2)） 

 

(2) 出願の変更をすることができる期間 

① 実用新案登録出願から特許出願へ変更する場合－実用新案登録出願として特許庁に係属し

ている間は変更することができます。ただし、実用新案登録出願の日から３年を経過した後

はすることができません（特46(1))。 

② 意匠登録出願から特許出願へ変更する場合－意匠登録出願として特許庁に係属している間

は変更することができます。ただし、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日

から３月を経過した後、又は意匠登録出願の日から３年を経過した後（拒絶をすべき旨の最

初の査定の謄本の送達の日から３月以内の期間を除く。）は変更することができません（特

46(2)）。 

 なお、上記の期間は、請求又は職権により拒絶査定不服審判の請求期間が延長された場合 

にはその延長された期間に限り延長されたものとみなされます（特46(3)）。 

③ 上記①のただし書の期間内及び②のただし書の３年の期間内に出願の変更ができなかった

場合であっても、変更出願をする者にその責めに帰することのできない理由があるときは、

その理由がなくなった日から14日（在外者にあっては２月）以内で、期間の経過後６月以内

に限り出願の変更をすることができます（特46(5))。 

※ 平成26年改正法が平成27年４月１日に施行され、不責事由がある場合の救済の対象に上記

①が追加されました。 

 

(3) 出願変更の効果 

出願変更による新たな特許出願は、もとの出願の時にしたものとみなされます。ただし、次

の事項・手続に関してはこの限りではありません（特46(6)，準用特44(2),(3)）。 

① いわゆる拡大された先願の地位（特29の２）（新たな出願の日から起算） 

② 新規性喪失の例外規定の適用のための手続（特30(3)）（新たな出願と同時、新たな出願

の日から起算） 

 

(4) 提出書面の省略 

① もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願について提出された新規性喪失の例外の適用を

受ける旨を記載した書面及びその適用を受けることができる発明であることを証明する書

面、特許出願等に基づく優先権を主張する旨及び先の出願の表示を記載した書面、パリ条約

による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張する旨及び最初の出願をした国名並びに

その出願の年月日を記載した書面、パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権主

張の優先権証明書類等は出願変更による新たな特許出願と同時に提出されたものとみなされ

ます（特46(6)，準用特44(4)）。 
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ただし、先の出願の日から経済産業省令で定める期間（１年４月）内に特許出願等に基づ

く優先権主張を伴う後の出願をもとに出願変更した場合、当該後の出願（もとの出願）は取

り下げたものとみなされ（特46(4)）、これに伴う優先権主張は同時に取り下げたものとみ

なされるため（特42(3)、特施規28の４(2)）、出願変更による新たな特許出願について優先

権の主張をするのであれば、優先権主張の書面を以下のいずれか遅い日までの間に再度提出

しなければなりません。 

ア．優先日から１年４月 

イ．出願変更に係るもとの出願日から４月 

ウ．変更後の新たな特許出願の日から１月 

この書面については、願書にその表示をすることにより省略することができます（特施規

27の4(3)）。 

② もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願について提出された証明書（特施規４条の３～

第７条、第８条第１項の規定によるもの）が変更を要しないものであるときは、その旨を願

書に表示してその提出を省略することができます（特施規31(2)）。 

③ もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願の願書に添付した図面が変更を要しないもので

あるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができます（特施規

31(3)）。 

 

(5) 出願審査の請求の期間等 

① 出願審査の請求の期間は、もとの出願の日から起算しますが（特48の３(1)）、残りの期

間が30日未満のとき、又は既に期間が３年を経過したときは新たな出願の日から30日以内に

することができます（特48の３(2)）。 

ただし、請求期間の経過後であっても、特許出願人は、当該特許出願について出願審査の

請求をすることができなかったことが「故意によるものでない」ときは、出願審査の請求を

することができるようになった日から２月以内で、期間の経過後１年以内に限り出願審査の

請求をすることができます（特48の３(5)(7)、特施規31条の２(4))。 

※詳細は「第十三節出願審査の請求」を参照してください。 

② 国内優先権、パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権の主張に係る優先権主

張書の提出期間は、優先日から１年４月、もとの出願の日から４月又は変更出願をした日か

ら１月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間（出願審査の請求又は出願公開の請求

があった後の期間を除く。）となります。なお、このとき原出願で主張していない優先権の

主張をすることはできません。 

③ パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権主張の優先権証明書類等の提出の期

間は、優先権主張の基になる出願のうち最先の出願の出願日から１年４月又は新たな出願の

日から３月のいずれか遅い日までとなります（特46(6)、準用特44(3)）。この期間内に優先

権証明書類等を提出できなかった場合の手続については、「第十二節優先権主張に関する手

続」を参照してください。 

④ 外国語書面出願（特36の２(1)）の翻訳文の提出期間は、もとの特許出願の日（又は優先
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日）から１年４月又は変更出願の日から２ヶ月以内にすることができます（特36の２

(2)）。この期間内に翻訳文を提出できなかった場合の手続については、「第十節外国語書

面出願の手続」を参照してください。 

 

(6) もとの出願の地位 

出願変更があったときは、もとの出願は取り下げられたものとみなされます（特46(4)）。 

 

(7) 願書の作成方法 

特施規様式第28（第23条(4)関係） 

【書類名】            特許願 

【整理番号】 

【特記事項】          特許法第46条第１項の規定による特許出願 

（【提出日】           令和  年  月  日） 

【あて先】            特許庁長官         殿 

【原出願の表示】 

【出願番号】 

【出願日】  

・  

・  

・  

【提出物件の目録】  

【物件名】    特許請求の範囲     １ 

【物件名】    明細書         １ 

【物件名】   （図面          １） 

【物件名】    要約書         １ 

 

〔備  考〕 

１ 特許法第46条第２項の規定による出願の変更をするときは、｢【特記事項】｣の欄の「特許法

第46条第１項」を「特許法第46条第２項」とする。 

２ 「【原出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には「実願○○○○－○○○○○○」、

「【出願日】」には「令和何年何月何日」のようにもとの実用新案登録出願の番号及び年月日

を記載し、特許法第46条第２項の規定による出願の変更をするときは、「【出願番号】」には

「意願○○○○－○○○○○○」、「【出願日】」には「令和何年何月何日」のようにもとの

意匠登録出願の番号及び年月日を記載する。ただし、もとの出願の番号が通知されていないと

きは、「【出願日】」には、「令和何年何月何日提出の実用新案登録願」のようにもとの実用

新案登録出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、もと
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の出願の願書に記載した整理番号を記載し、もとの国際実用新案登録出願についての出願の番

号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とし、「ＰＣＴ

/○○○○/○○○○○」のように国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に

「【出願の区分】」の欄を設けて「実用新案登録」と記載し、特許法第46条第２項の規定によ

る出願の変更をするときは、「【出願日】」には「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のよ

うにもとの意匠登録出願の年月日を記載する。もとの意匠法第60条の６第３項に規定する国際

意匠登録出願（以下「国際意匠登録出願」という。）についての出願の番号が通知されていな

いときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」

のように意匠法第60条の６第１項に規定する国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」

の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「－」のようにハイフンを記載し、「（【手数料の表

示】）」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号ＤＭ／○○○○○○、意匠

番号○○○」のように意匠法第60条の６第１項に規定する国際登録の番号と意匠の番号を記載

する。 

３ もとの出願が国際意匠登録出願にあっては、「【特許出願人】」の欄の「【住所又は居

所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、意匠法第60条の６第３項に規定す

る国際登録簿（以下「国際登録簿」という。）に記載された文字と同一の文字を記載する。ま

た、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に

記載された文字と同一の文字を記載し、法人にあっては、その次に「【代表者】」の欄を設け

るものとする。 

４ 第31条第２項又は第３項の規定により証明書又は図面の提出を省略するときは、「【提出物

件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書等の書類名を記載し、その次に

「【援用の表示】」の欄を設けて、「変更を要しないため省略する。」と記載する。また、２

以上の証明書等の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り

返し設けて記載する。 

【物件名】 

【援用の表示】 

【物件名】 

【援用の表示】 

５ その他は、様式第26の備考と同様とする。 
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３３．．実実用用新新案案登登録録にに基基づづくく特特許許出出願願（（特特4466のの２２））  

(1) 上記出願をすることができる要件（特46の２(1)） 

実用新案権者は、下記の場合を除き、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることが

できます。ただし、この場合においては、その実用新案権を放棄しなければなりません。 

① 実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から３年を経過したとき（特46の２(1)①）。 

② 実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案技術評価の請求があったとき（特46の

２(1)②）。 

③ 実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があった旨の

最初の通知を受けた日から30日を経過したとき（特46の２(1)③）。 

 ※なお、手続をする者が在外者である場合、特許庁長官は職権により上記期間を延長するこ

とができる。延長する期間は60日とする（特４）。 

④ 実用新案登録について請求された実用新案登録無効審判について、審判長により最初に指

定された期間を経過したとき（特46の２(1)④）。 

⑤ 上記①及び③の期間内に実用新案登録に基づく特許出願ができなかった場合であっても、

実用新案登録に基づく特許出願をする者にその責めに帰することのできない理由があるとき

は、その理由がなくなった日から14日（在外者にあっては２月）以内で、期間の経過後６月

以内に限り実用新案登録に基づく特許出願をすることができます（特46の２(3))。 

※ 平成26年改正法が平成27年４月１日に施行され、不責事由がある場合の救済の対象に上記

①が追加されました。 

 

(2) 実用新案登録に基づく特許出願の効果 

新たな実用新案登録に基づく特許出願は、基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願

の時にしたものとみなされます。ただし、次の事項・手続に関してはこの限りではありません

（特46の２(2)，特46の２(5)（準用特44(3)））。 

① いわゆる拡大された先願の地位（特29の２）（新たな出願の日から起算） 

② 新規性喪失の例外規定の適用のための手続（特30(3)）（新たな出願と同時、新たな出願

の日から起算） 

 

(3) 提出書面の省略 

① 基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願について提出された新規性喪失の例外の

適用を受ける旨を記載した書面及びその適用を受けることができる発明であることを証明す

る書面、特許出願等に基づく優先権を主張する旨及び先の出願の表示を記載した書面、パリ

条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張する旨及び最初の出願をした国名並

びにその出願の年月日を記載した書面、パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先

権主張の優先権証明書類等は当該新たな特許出願と同時に提出されたものとみなされます

（特46の２(5)、準用特44(4)）。 

② 基礎とした実用新案登録又は実用新案登録に係る実用新案登録出願について提出された証

明書（特施規４の３～７、８(1)の規定によるもの）が変更を要しないものであるときは、
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その旨を願書に表示してその提出を省略することができます（特施規31(4)）。 

③ 基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の願書に添付した図面が変更を要しない

ものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができます（特施規

31(5)）。 

 

(4) 出願審査の請求の期間等 

① 出願審査の請求の期間は、もとの出願の日から起算しますが（特48の３(1)）、残りの期

間が30日未満のとき、又は既に期間が３年を経過したときは、新たな出願の日から30日以内

にすることができます（特48の３(2)）。 

ただし、請求期間の経過後であっても、特許出願人は、当該特許出願について出願審査の

請求をすることができなかったことが「故意によるものでない」ときは、出願審査の請求を

することができるようになった日から２月以内で、期間の経過後１年以内に限り出願審査の

請求をすることができます（特48の３(5))。 

※詳細は「第十三節出願審査の請求」を参照してください。 

② 国内優先権、パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権の主張に係る優先権主

張書の提出期間は、優先日から１年４月、基礎とした実用新案登録出願の日から４月又は実

用新案権に基づく特許出願をした日から１月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間

（出願審査の請求又は出願公開の請求があった後の期間を除く。）となります。なお、この

とき原出願で主張していない優先権の主張をすることはできません。 

③ パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権主張の優先権証明書類等の提出期間

は、優先権主張の基礎となる出願のうち最先の出願の出願日から１年４月又は新たな出願の

日から３月のいずれか遅い日までとなります（特46の２(5)、準用特44(3)）。この期間内に

優先権証明書類等を提出できなかった場合の手続については、「第十二節優先権主張に関す

る手続」を参照してください。 

④ 外国語書面出願（特36の２(1)）の翻訳文の提出期間は、もとの実用新案登録出願の日

（又は優先日）から１年４月又は実用新案登録に基づく特許出願の日から２ヶ月以内にする

ことができます（特36の２(2)）。この期間内に翻訳文を提出できなかった場合の手続につ

いては、「第十節外国語書面出願の手続」を参照してください。 

 

(5) 基礎とした実用新案権の地位 

実用新案登録に基づく特許出願をする場合は、基礎とした実用新案権を放棄しなければなら

ないと規定されているため、実用新案権者は実用新案権の放棄による登録の抹消申請をしなけ

ればならず、この申請に基づき実用新案権の登録は抹消されます（特46の２(1)、特施規27の

6、実用新案登録令施行規則様式第六－本項(8)参照）。 

 

(6) 特許出願と実用新案権の放棄の申請 

① 実用新案登録に基づく特許出願をする際に基礎とした実用新案権の放棄による登録抹消申

請がなされていない場合は、その特許出願は特許法第18条の２の規定により不適法な手続と
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して却下されます。ただし、実用新案登録に基づく特許出願が却下されるまでに放棄による

登録抹消申請がなされた場合は、その特許出願は受理されます。 

② 実用新案登録に基づく特許出願が特許法第18条の２の規定により却下されたときに、その

特許出願の基礎とした実用新案権の放棄による登録抹消申請がなされた場合は、当該申請は

却下されます。 

 

(7) 願書の作成方法 

特施規様式第28の２（第23条(5)関係) 

 

【書類名】             特許願 

【整理番号】 

【特記事項】           特許法第46条の２第１項の規定による実用新案登録に基づく特許出

願 

（【提出日】            令和  年  月  日） 

【あて先】             特許庁長官        殿 

【基礎とした実用新案登録及びその実用新案登録出願の表示】 

【実用新案登録番号】 

【登録日】 

【出願番号】 

【出願日】 

 ・ 

 ・ 

【提出物件の目録】 

【物件名】      特許請求の範囲     １ 

【物件名】      明細書         １ 

【物件名】     （図面          １） 

【物件名】      要約書         １ 

〔備  考〕 

１ 「【基礎とした実用新案登録及びその実用新案登録出願の表示】」の欄の「【実用新案登

録番号】」には「実用新案登録第○○○○○○○号」、「【登録日】」には「令和何年何月

何日」のように基礎とした実用新案登録の番号及び年月日を記載し、「【出願番号】」には

「実願○○○○－○○○○○○」、「【出願日】」には「令和何年何月何日」のように基礎

とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の番号及び年月日を記載する。 

２ 第31条第４項又は第５項の規定により証明書又は図面の提出を省略するときは、「【提出

物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書等の書類名を記載し、その

次に「【援用の表示】」の欄を設けて、「変更を要しないため省略する。」と記載する。ま

た、２以上の証明書等の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように

欄を繰り返し設けて記載する。 
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【物件名】 

【援用の表示】 

【物件名】 

【援用の表示】 

３ その他は、様式第26の備考と同様とする。 

 

(8) 実用新案権抹消登録申請書の作成方法 

実用新案登録令施行規則様式第六（第２条の３関係) 

実用新案権抹消登録申請書 

                             

（令和   年  月  日） 

 

                             

（1,000円） 

特許庁長官    殿 

１  実用新案登録番号 

２  登録の目的 

３  申請人 

   （識別番号） 

住所（居所） 

氏名（名称）        

 

４ 代理人 

   （識別番号） 

      住所（居所） 

氏名（名称）               

 

５  添付書面の目録 

(1) 実用新案権の放棄書    1通 

(2) （                  通） 

 

代理人手続でない場合は、 

この項目を設ける必要はありません。 

 

〔備  考〕 

１ 用紙は、日本産業規格Ａ列４番（横21cm、縦29.7cm）の大きさとし、インキがにじまず、

文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を

記載してはならない。 

２ 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々２㎝をとる。 

３ 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明瞭にかつ容易に消すことができないように書

収入印紙 
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く。 

４ 収入印紙の下にその額を括弧をして記載する。 

５ 「登録の目的」の欄には、「実用新案登録に基づく特許出願の基礎とした実用新案登録に

係る本実用新案権の登録の抹消」のように記載する。 

６ 「住所（居所）」及び「氏名（名称）」の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいも

のであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。 

７ 「申請人」又は「代理人」の欄の住所の次に申請人又は代理人の有する電話又はファクシ

ミリの番号をなるべく記載する。また、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行

規則（平成２年通商産業省令第41号）第３条 の規定により識別番号の付与を受けている場合

は、識別番号を住所の前に記載するものとする。 

８ 「住所（居所）」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記

載する。 

９ 「氏名（名称）」は、自然人にあっては、氏名を記載する。法人にあっては、名称を記載

し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。 

10 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは「氏名

（名称）」の次に「日本における営業所」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次

に「代表者」の欄を設けるものとする。 

11 代理人によるときであって本人が法人の場合にあっては、「代表者」の欄は不要とし、代

理人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。 

12 「（令和 年 月 日）」には、なるべく提出する日を記載する。 

13 第３条第２項において準用する特許登録令施行規則第13条の６第１項の規定により包括委

任状を援用するときは、「添付書面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括

委任状の番号を記載する。また、２以上の包括委任状を援用するときは、「添付書面の目

録」の欄に「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。 

14 実用新案登録令第７条において準用する特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略

するときは、「添付書面の目録」の欄に、当該書面の書類名を記載し、その次に「援用の表

示」の欄を設けて、同条第１項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る実用新

案登録番号、書類名及びその提出日を、同条第２項の規定によるときは当該書面が提出され

た手続に係る実用新案登録番号、書類名及びその提出日を記載する。 

15 「実用新案権の放棄書」には、実用新案権者が記名し、印（本人確認できるものであるこ

と。以下この様式において同じ。）を押さなければならない。また、実用新案登録令第７条

において準用する特許登録令第29条第１項第２号の「第三者の許可、認可、同意又は承諾を

証明する書面」には、当該第三者が記名し、印を押さなければならない。 
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（実用新案権放棄書の記載例） 

実用新案権の放棄書 

令和  年  月  日 

 

 

 

実用新案登録番号   第        号 

 

上記実用新案権は私が所有のところ、実用新案登録に基づく特許出願の基礎とした実用 

新案登録に係りますので、その権利を放棄します。 

 

 

 

実用新案権者 

住所（居所） 

氏名（名称） 

（代表者）              ㊞ 
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ⅣⅣ  分分割割・・変変更更にに係係るる特特許許出出願願、、新新規規性性喪喪失失のの例例外外のの適適用用をを受受けけよよううととすするる特特許許出出願願等等のの願願書書のの

【【特特記記事事項項】】のの欄欄へへのの記記載載事事項項一一覧覧  

 

１．平成６年１月１日以後にしたものとみなされる特許出願 

出願の種類 【特記事項】の欄の記載事項 

分割出願 

実用から特許への変更出願 

意匠から特許への変更出願 

実用新案登録に基づく特許出願 

特許法第44条第１項の規定による特許出願 

特許法第46条第１項の規定による特許出願 

特許法第46条第２項の規定による特許出願 

特許法第46条の２第１項の規定による実用新案登録に基づく特許

出願 

２．新規性喪失の例外の適用を受けようとする場合 

適用区分 【特記事項】の欄の記載事項 

特許法第30条第２項 

※平成23年改正前特許法第30条

第１項 

※平成23年改正前特許法第30条

第３項 

特許法第30条第２項の規定の適用を受けようとする特許出願 

平成23年改正前特許法第30条第１項の規定の適用を受けよう

とする特許出願 

平成23年改正前特許法第30条第３項の規定の適用を受けよう

とする特許出願 

３．外国語書面出願の場合 

出願の種類 【特記事項】の欄の記載事項 

外国語書面出願 特許法第36条の２第１項の規定による特許出願 

４．先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願（先願参照出願）の場合※ 

出願の種類 【特記事項】の欄の記載事項 

先願参照出願 特許法第38条の３第１項の規定による特許出願 

 

※ 平成24年４月１日以降に出願する特許出願が、特許法第41条第１項の規定による優先権の主

張を伴う場合であって、当該優先権主張の基礎とされた先の出願が、平成24年４月１日前にさ

れたものであるときは、当該特許出願に係る発明のうち、当該先の出願に係る発明について

は、改正前の特許法第30条第１項又は同条第３項が適用されます（平成23年改正法附則第２条

第２項）。 

※ 先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願（先願参照出願）に係る規定

（特許法第38条の３第１項ないし第５項）は、分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく

特許出願には適用されません（特38の３(６)）。 
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第第二二節節      特特許許請請求求のの範範囲囲のの作作成成方方法法  

  

１１．．特特許許請請求求のの範範囲囲はは次次のの様様式式にによよりり作作成成ししまますす。。  

特施規様式第29の２（第24条の４関係） 

【書類名】    特許請求の範囲 

【請求項１】 

 

〔備  考〕 

１ 用紙は、日本産業規格Ａ列４番（横21㎝、縦29.7㎝）の大きさとし、インキがにじまず、文字

が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載して

はならない。 

２ 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々２㎝をとるものとし、原則としてその左右にお

いては各々2.3㎝を超えないものとする。 

３ 書き方は左横書、１行は40字詰めとし、１ページは50行以内とする。 

４ 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明瞭かつ

容易に消すことができないように書き、平仮名（外来語は片仮名）、常用漢字及びアラビア数字

を用いる。また、「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない（欄名の前後に「【」

及び「】」又は置き換えた文字の前後に「▲」、「▼」を用いるときを除く。）。 

５ 特許請求の範囲が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入す

る。 

６ 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行ってはならない。 

７ 文章は口語体とし、技術的に正確かつ簡明に特許を受けようとする発明を特定するために必要

と認める事項のすべてを出願当初から記載する。この場合において、他の文献を引用して特許請

求の範囲の記載に代えてはならない。 

８ 技術用語は、学術用語を用いる。 

９ 用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書及び特許請求の範囲全体を通じて統一

して使用する。ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して使用

するときは、この限りでない。 

10 登録商標は、当該登録商標を使用しなければ当該物を表示することができない場合に限り使用

し、この場合は、登録商標である旨を記載する。 

11 微生物、外国名の物質等の日本語ではその用語の有する意味を十分表現することができない技

術用語等は、その日本名の次に括弧をしてその原語を記載する。 

12 微生物の寄託について付された受託番号は、その微生物名の次に記載する。 

13 化学物質を記載する場合において、物質名だけではその化学構造を直ちに理解することが 

困難なときは、物質名に加え、化学構造を理解することができるような化学式をなるべく記載す

る。 
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14 「特許請求の範囲」は、第24条の３並びに特許法第36条第５項及び第６項に規定するところに

従い、次の要領で記載する。 

イ 「特許請求の範囲」の記載と「明細書」の記載とは矛盾してはならず、字句は統一して使用

しなければならない。 

ロ 請求項の記載の内容を理解するため必要があるときは、当該願書に添付した図面において使

用した符号を括弧をして用いる。 

ハ 他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、原則として引用する

請求項に続けて記載する。 

ニ 他の２以上の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、原則としてこれらを択一的

に引用し、かつ、これらに同一の技術的限定を付して記載する。 

ホ 請求項に付す番号は、「【請求項１】」、「【請求項２】」のように記載する。ただし、他

の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、引用される請求項に付した番号を「請求

項１」、「請求項２」のように記載する。 

15  （省略） 

16 化学式等を特許請求の範囲中に記載しようとする場合には、化学式を記載しようとするときは

化学式の記載の前に「【化１】」、「【化２】」のように、数式を記載しようとするときは数式

の記載の前に「【数１】」、「【数２】」のように、表を記載しようとするときは表の記載の前

に「【表１】」、「【表２】」のように記載する順序により連続番号を付して記載する。化学式

等は、横170㎜、縦255㎜を超えて記載してはならず、１の番号を付した化学式等を複数ページに

記載してはならない。（省略） 
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第第三三節節      明明細細書書のの作作成成方方法法  

  

１１．．明明細細書書はは次次のの様様式式にによよりり作作成成ししまますす。。  

特施規様式第29（第24条関係） 

 

【書類名】 明細書 

【発明の名称】 

【技術分野】 

【０００１】      （段落ごとに、段落番号を付す。） 

     ・ 

（【背景技術】） 

【０００２】 

     ・ 

（【先行技術文献】） 

（【特許文献】） 

【０００３】 

     ・ 

（【非特許文献】） 

【０００４】 

     ・ 

【発明の概要】 

【発明が解決しようとする課題】 

【０００５】 

     ・ 

【課題を解決するための手段】 

【０００６】 

     ・ 

（【発明の効果】） 

【・・・・】 

     ・ 

（【図面の簡単な説明】） 

【・・・・】 

（【図１】） 

（【図２】） 

（【発明を実施するための形態】） 

【・・・・】 

     ・ 

（【実施例】） 

【・・・・】 

     ・ 

（【産業上の利用可能性】） 

【・・・・】 

     ・ 

 

― 91 ―



 

- 92 - 

 

（【符号の説明】） 

【・・・・】 

     ・ 

（【受託番号】） 

【・・・・】 

     ・ 

（【配列表】） 

    ・ 

    ・ 

 

〔備考〕 

１ 用紙は、日本産業規格Ａ列４番（横21㎝、縦29.7㎝）の大きさとし、インキがにじまず、文

字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載

してはならない。 

２ 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々２㎝をとるものとし、原則としてその左右に

ついては各々2.3㎝を超えないものとする。 

３ 書き方は左横書、１行は40字詰めとし、１ページは50行以内とし、各ページの上の余白部分

の右端にページ数を記入する。 

４ 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明瞭に

かつ容易に消すことができないように書き、平仮名（外来語は片仮名）、常用漢字及びアラビ

ア数字を用いる。この場合において、「【発明の名称】」の欄に記載する当該発明の内容につ

いては、半角を用いてはならない。また、「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはなら

ない（欄名の前後に「【」及び「】」又は置き換えた文字の前後に「▲」、「▼」を用いると

きを除く。）。 

５ 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行ってはならない。 

６ 文章は口語体とし、技術的に正確かつ簡明に発明の全体を出願当初から記載する。この場合

において、他の文献を引用して明細書の記載に代えてはならない。 

７ 技術用語は、学術用語を用いる。 

８ 用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書及び特許請求の範囲全体を通じて統

一して使用する。ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して

使用するときは、この限りでない。 

９ 登録商標は、当該登録商標を使用しなければ当該物を表示することができない場合に限り使

用し、この場合は、登録商標である旨を記載する。 

10 微生物、外国名の物質等の日本語ではその用語の有する意味を十分表現することができない

技術用語、外国語による学術文献等は、その日本名の次に括弧をしてその原語を記載する。 

11 微生物の寄託について付された受託番号は、その微生物名の次に記載する。受託番号をまと

めて記載しようとするときは、原則として符号の説明の記載の次に記載するものとし、当該記

載事項の前には、なるべく「【受託番号】」の見出しを付す。 

12 化学物質を記載する場合において、物質名だけでは、その化学構造を直ちに理解することが
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困難なときは、物質名に加え、化学構造を理解することができるような化学式をなるべく記載

する。 

13 「【発明の名称】」は、明細書の最初に記載し、当該発明の内容を簡明に表示するものでな

ければならない。 

14 「発明の詳細な説明」は、第24条の２及び特許法第36条第４項に規定するところに従い、「【発

明の名称】」の欄の次に、次の要領で記載する。 

イ 原則として、特許を受けようとする発明の属する技術の分野を記載し、当該記載事項の前

には、「【技術分野】」の見出しを付す。 

ロ 文献公知発明を含め、特許を受けようとする発明に関連する従来の技術についてなるべく

記載する。その記載は、「特許文献１」、「非特許文献１」のように、「【先行技術文献】」

の欄において情報の所在に付した番号を引用して記載することが望ましい。この場合におい

て、当該記載事項の前には、【背景技術】の見出しを付す。 

ハ 特許を受けようとする発明に関連する文献公知発明のうち特許を受けようとする者が特許

出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その

他その文献公知発明に関する情報の所在を記載する。 

その記載は、情報の所在ごとに行を改めて記載し、特許、実用新案又は意匠に関する公報

の名称を記載しようとするときは「【特許文献１】特開〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇号公報」の

ように記載し、学術論文の名称その他情報の所在を記載しようとするときは「【非特許文献

１】〇〇〇〇著、「△△△△」××出版、〇〇〇〇年〇月〇日発行、ｐ．〇〇～〇〇」のよ

うに、著者、書名、発行年月日等の必要な事項を記載する。この場合において、各記載事項

の前には、なるべく「【特許文献】」及び「【非特許文献】」の見出しを付し、これらの記

載の前にはなるべく「【先行技術文献】」の見出しを付す。 

なお、「特許文献」又は「非特許文献」が２以上あるときは、なるべく次のように「【特

許文献１】」、「【特許文献２】」、「【非特許文献１】」、「【非特許文献２】」のよう

にそれぞれ記載する順序により連続番号を付して記載する。（省略） 

【先行技術文献】 

【特許文献】 

【特許文献１】 

【特許文献２】 

【非特許文献】 

【非特許文献１】 

【非特許文献２】 

ニ 原則として、その発明が解決しようとする課題及びその課題を発明がどのように解決した

かを記載する。また、特許を受けようとする発明が従来の技術との関連において有利な効果

を有するものであるときは、なるべくその効果を記載する。この場合において、各記載事項

の前には、なるべく「【発明が解決しようとする課題】」、「【課題を解決するための手段】」

及び「【発明の効果】」の見出しを付し、これらの記載の前には、「【発明の概要】」の見

出しを付す。 

― 93 ―



 

- 94 - 

 

ホ 特許を受けようとする発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施

をすることができるように、発明をどのように実施するかを示す発明の実施の形態を記載し、

必要があるときは、これを具体的に示した実施例を記載する。その発明の実施の形態は、特

許出願人が最良と思うものを少なくとも一つ掲げて記載し、当該記載事項の前には、「【発

明を実施するための形態】」の見出しを付す。また、実施例の記載の前には、なるべく「【実

施例】」の見出しを付し、実施例が２以上あるときは、なるべく「【実施例１】」、「【実

施例２】」のように記載する順序により連続番号を付した見出しを付す。（省略） 

ヘ 特許を受けようとする発明が産業上利用することができることが明らかでないときは、特

許を受けようとする発明の産業上の利用方法、生産方法又は使用方法をなるべく記載し、当

該記載事項の前には、なるべく「【産業上の利用可能性】」の見出しを付す。 

15 「図面の簡単な説明」は、図の説明ごとに行を改めて「【図１】平面図」、「【図２】立面

図」、「【図３】断面図」のように記載し、当該図の説明の前には、「【図面の簡単な説明】」

の見出しを付す。図の主要な部分を表す符号の説明を記載するときは、当該符号の説明の前に

は、なるべく「【符号の説明】」の見出しを付す。 

16  化学式等を明細書中に記載しようとする場合には、化学式を記載しようとするときは化学式

の記載の前に「【化１】」、「【化２】」のように、数式を記載しようとするときは数式の記

載の前に「【数１】」、「【数２】」のように、表を記載しようとするときは表の記載の前に

「【表１】」、「【表２】」のように記載する順序により連続番号を付して記載する。化学式

等は、横170㎜、縦255㎜を超えて記載してはならず、１の番号を付した化学式等を複数ページ

に記載してはならない。（省略） 

17  塩基配列又はアミノ酸配列を記載する場合に、配列表を記録した磁気ディスクを提出すると

きは明細書の最後に「【配列表】」の見出しを付す。この場合、「【配列表】」の後には何も

記載してはならない。配列表を電子情報処理組織により提出するときは明細書の最後に特許庁

長官が定めるところにより作成した配列表を記載し、当該配列表の前には「【配列表】」の見

出しを付す。この場合において、配列表には段落番号を付してはならない。 

18  明細書（配列表は除く。）には、原則として、発明の詳細な説明の段落、図面の簡単な説明

の図の説明又は符号の説明の前に、それぞれ「【」及び「】」を付した４桁のアラビア数字で

「【０００１】」、「【０００２】」のように連続した段落番号を付す。この場合において、

「【技術分野】」、「【背景技術】」、「【特許文献】」、「【非特許文献】」、「【発明の

概要】」、「【発明が解決しようとする課題】」、「【課題を解決するための手段】」、「【発

明の効果】」、「【図面の簡単な説明】」、「【発明を実施するための形態】」、「【実施例】」、

「【産業上の利用可能性】」、「【符号の説明】」又は「【受託番号】」の見出しの次に段落

番号を付し、これらの見出しの前に段落番号を付してはならない。また、「【特許文献１】」、

「【非特許文献１】」、「【化１】」、「【数１】」、「【表１】」、「【図１】」のような

番号の次に段落番号を付してはならない。 

19 （省略） 

20 明細書における各記載事項は、原則として様式中の見出しの順序で記載するものとする。た

だし、先行技術文献の記載については、明細書中の任意の位置とすることができる。 
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第第四四節節    図図面面のの作作成成方方法法  

 

１１．．図図面面はは、、次次のの様様式式にによよりり作作成成ししまますす。。  

特施規様式第30（第25条関係） 

 

【書類名】  図面 

【図１】 

 

〔備考〕 

１ 用紙は、日本産業規格Ａ列４番（横21㎝、縦29.7㎝）の大きさのトレーシングペーパー若し

くはトレーシングクロス（黄色又は薄い赤色のものを除く。）又は白色上質紙を縦長にして用

いる。ただし、特に必要があるときは、横長にして用いてもよい。 

２ 図は、横170㎜、縦255㎜を超えて記載してはならない。 

３ 図面が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。 

４ 描き方は、原則として製図法に従って、黒色で、鮮明にかつ容易に消すことができないよう

に描くものとし、着色してはならない。 

５ ２以上の図があるときは、原則として当該出願に係る発明の特徴を最もよく表わす図を「【図

１】」とし、以下各図ごとに「【図２】」、「【図３】」のように連続番号を図の上に付し、

図面が複数枚にわたるときも、全ページを通じて各図ごとに連続番号を付す。また、１の番号

を付した図を複数ページに描いてはならず、異なる番号を付した図を横に並べて描いてはなら

ない。 

６ 符号は、アラビア数字を用い、大きさは約５㎜平方とし、他の線と明確に区別することがで

きる引出線を引いて付ける。同一の部分が２以上の図中にあるときは、同一の符号を用いる。 

７ 線の太さは、実線にあっては約0.4㎜（引出線にあっては約0.2㎜）、点線及び鎖線にあって

は約0.2㎜とする。 

８ 切断面には、平行斜線を引き、その切断面中異なる部分を表す切断面には、方向を異にする

平行斜線を、それができないときは、間隔の異なる平行斜線を引く。 

９ 図中のある個所の切断面を他の図に描くときは、一点鎖線で切断面の個所を示し、その一点

鎖線の両端に符号を付け、かつ、矢印で切断面を描くべき方向を示す。 

10 凹凸の部分を表すには、断面図又は斜視図を用い、特に陰影を付ける必要があるときは、約

0.2㎜の実線で鮮明に描く。 

11 中心線は、特に必要がある場合のほかは、引いてはならない。 

12 図面に関する説明は、明細書の中に記載する。ただし、図表、線図等に欠くことができない
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表示、切断面の表示及び図の主要な部分の名称については、次の要領で図面の中に記入するこ

とができる。 

イ 用語は、明細書又は特許請求の範囲において使用した用語と同一のものを用いる。 

ロ 文字は、図中のいずれの線にも掛かることなく記入する。 

ハ 図の主要な部分の名称は、なるべく符号と共に記入する。 

13  （省略） 
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第第五五節節    要要約約書書のの作作成成方方法法  

  

１１．．要要約約書書はは、、次次のの様様式式にによよりり作作成成ししまますす。。  

特施規様式第31（第25条の３関係） 

【書類名】  要約書 

【要約】 

【課題】 

 

【解決手段】 

 

【選択図】 

 

〔備考〕 

１ 用紙は、日本産業規格Ａ列４番（横21㎝、縦29.7㎝）の大きさとし、インキがにじまず、文字

が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載して

はならない。 

２ 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々２㎝をとるものとし、原則としてその左右につ

いては各々2.3㎝を超えないものとする。 

３ 書き方は左横書、１行は40字詰めとし、１ページは50行以内とする。 

４ 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明瞭にか

つ容易に消すことができないように書き、平仮名（外来語は片仮名）、常用漢字及びアラビア数

字を用いる。また、「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない（欄名の前後に「【」

及び「】」又は置き換えた文字の前後に「▲」、「▼」を用いるときを除く。）。 

５ 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行ってはならない。 

６ 文章は口語体とし、技術的に正確かつ簡明に発明の全体を出願当初から記載する。この場合に

おいて、他の文献を引用して要約書の記載に代えてはならない。 

７ 技術用語は、学術用語を用いる。 

８ 用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書、特許請求の範囲及び要約書全体を通

じて統一して使用する。ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義

して使用するときは、この限りでない。 

９ 登録商標は、当該登録商標を使用しなければ当該物を表示することができない場合に限り使用

し、この場合は、登録商標である旨を記載する。 

10 微生物、外国名の物質等の日本語ではその用語の有する意味を十分表現することができない技

術用語、外国語による学術文献等は、その日本名の次に括弧をしてその原語を記載する。 

11 「【要約】」の欄には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要を次の要領で

記載する。 

イ 原則として発明が解決しようとする課題、その解決手段等を平易かつ明瞭に記載する。この
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場合において、各記載事項の前には、「【課題】」、「【解決手段】」等の見出しを付す。 

ロ 文字数は400字以内とし、簡潔に記載する。 

ハ 要約の記載の内容を理解するため必要があるときは、選択図において使用した符号を使用す

る。 

12 化学式等を「【要約】」の欄に記載する場合は、横170㎜、縦255㎜を超えて記載してはならず、

１の番号を付した化学式等を複数ページに記載してはならない。 

13 「【選択図】」には、第25条の２に規定するところに従って選択した１の図に付されている番

号を「図○」のように記載する。 

 

２２．．要要約約書書のの概概要要はは下下記記ののととおおりりでですす。。  

(1) 出願人は、要約書を願書に添付して提出することが義務づけられています。要約書には要約と

選択図（図番号のみを記載する。）を記載します。 

(2) 要約とは、発明の概要を平易な文章で簡潔に記載したものであり、一般の技術者が特許文献の

調査の際に、その発明の要点を速やかにかつ的確に判断できるように記載したものです。 

(3) 要約書は、発明の名称および選択図と共に公報のフロントページに掲載されます。そのため、

要約書の補正できる期間は、特許出願の日（優先権主張を伴う出願であるときは優先日、出願の

日が遡及する出願であるときは原出願の日）から１年４月内に限られています。ただし、出願公

開の請求があった後は除きます（特17条の３、特施規11条の２の２）。 
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第第六六節節  特特許許願願・・特特許許請請求求のの範範囲囲・・明明細細書書・・図図面面・・要要約約書書のの具具体体的的なな作作成成例例  

 

 

 

（１） 

 

（ 円） 

 

【書類名】    特許願 

【整理番号】    Ｐ０００００Ｈ３－１ 

（【提出日】    令和○○年○○月○○日） 

【あて先】    特許庁長官  殿 

 

【国際特許分類】  Ｃ０７Ｋ  １４／４３５    

 

 

 

【発明者】 

【住所又は居所】 仙台市青葉区本町３－３－１ 日本パテント株式会社 

 内 

【氏名】       発明（特許） 一郎  （１字空けて記載します。） 

 

 

【発明者】 

【住所又は居所】 仙台市青葉区本町３－３－１ 日本パテント株式会社 

 内 

【氏名】    発明 二郎 

【特許出願人】 

【識別番号】    ０９０００４３４２ 

【住所又は居所】 仙台市青葉区本町３－３－１ 

【氏名又は名称】 日本パテント株式会社 

【代表者】    発明（特許）  一郎    （１字空けて記載します。） 

 

 

 

 

 

（２） 

自己の他の出願と区別するこ

とができるように付します。 

なるべく記載します。 

出願する発明が属する分類を 

なるべく記載します。 

２行目は行頭から記載します。 

氏名も同様とします。 

旧氏を併記（括弧書きで記載）

することができます。 

識別番号を記載したときは、 

【住所又は居所】の欄の記載を省

略することができます。 

旧氏を併記（括弧書きで記載）することができます。

代理人手続のときは、法人にあっては【代表者】の

欄は不要です。 

特許 

印紙 ページ数 
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【代理人】 

【識別番号】   １９０００１２３４ 

【住所又は居所】 さいたま市中央区新都心１番地１ 

【弁理士】 

【氏名又は名称】 代理 太郎  （一字空けて記載します。） 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 １２３４５６ 

【納付金額】   １４０００ 

  

【提出物件の目録】 

【物件名】    特許請求の範囲  １ 

【物件名】    明細書      １ 

【物件名】    図面       １ 

【物件名】    要約書      １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

識別番号を記載したときは、 

【住所又は居所】の欄の記載を省略

することができます。 

【手数料の表示】の欄は、特

許印紙を貼り付けて納付する

場合以外のときに設けます。 
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【書類名】 特許請求の範囲 

【請求項１】 

レンズ系を介して書面からの反射散乱光を１次元イメージセンサに受光することで主走査を行

い、書面を被覆したハウジングを手送り移動することで副走査を行う書面イメージの入力手段に

おいて、該ハウジング内の上部に装着され、その受光面が書面と平行になるように設定された１

次元イメージセンサと、書面に垂直でセンサ列方向軸を含む平面に対して傾斜し、かつ該センサ

列方向軸と直行した光路面を構成するレンズ系とを備え、該ハウジングの被覆側端部で主走査す

ることを特徴とするハンドスキャナ。 
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【書類名】 明細書 

【発明の名称】 ハンドスキャナ 

【技術分野】 

【０００１】 

本発明は、走査位置の観測確認が容易なハンドスキャナに関するものである。 

【背景技術】 

【０００２】 

イメージ入力装置の中で、ハンドスキャナは、入力情報の記載された媒体の形状や媒体上の入力

情報の位置を問わず、必要な情報のみを入力できる利点があるので、ＰＯＳ用のＯＣＲの入力部と

して実用に供されている。 

実用のハンドスキャナＯＣＲは、ＯＣＲ－ＢフォントサイズＩなど、比較的小寸法の文字のみを

入力して確認するものである。文字の上下方向の観測視野は、手のゆらぎを考慮して文字の高さの

２倍以上に余裕をもたせてあったが、入力情報の周囲に十分な背景白部のある孤立文字列を扱うた

め、左右方向は被写体と接続する部分の幅を極力狭くして走査位置が見えやすくするのみで実用上

十分であった。 

【０００３】 

しかし、文書の部分イメージ入力などに供するときには、比較的広い視野と高い走査解像度を実

現し且つ手送り移動の振れを生じにくくするため、書面との接触面積を十分に確保する必要がある。

図１は、文書の部分入力に適用するハンドスキャナの外観例と書面との位置関係を示したものであ

り、１はハンドスキャナハウジング、２は入力書面を表す。また、入力位置Ｐ点を含む１点鎖線が

書面に対する外観視野を表し、矢印は手送りによるハンドスキャナの移動方向を示している。この

ようにハンドスキャナハウジングの高さと被覆する面積が大きくなるので、入力位置Ｐ点の近傍を

視野確認できないという欠点があった。 

【０００４】 

一般文書の任意の一部を入力する用途において、この欠点は入力操作性に関して大きな障害であ

る。具体的には、不必要な情報をも入力したり、入力情報の前後がかけたり、あるいは、手送りの

曲りによって必要な情報の上下が欠落したりするなどの問題があった。 

【０００５】 

この改善策として、密着センサを使用しハウジングの高さ方向の寸法を圧縮する方法がある。図

２はこの方法による光学系の実装形態を示すための説明図であって、主走査方向に対して直角な平

面による断面図である。図２で、３は１次元イメージセンサ、４はロッドレンズ、５は照明ランプ

である。しかしながらこの方法でも、センサ、ロッドレンズ、ランプの実装のため無視できない寸

法の幅（図２のＷ）を確保する必要がある。片側から照明してＰ点を左右方向に移動し、ハウジン

グ側端部（図２のＱ点）との距離を短縮しても、センサ基盤の厚みなどに最低５mm程度は必要とな

る。光学ミラーなどで光路を折曲げる方法もあるが、ハウジングがさらに大きくなり焦点の調整も

煩雑になる。 

【先行技術文献】 

 

― 102 ―



 

- 103 - 

 

【特許文献】 

【０００６】 

【特許文献１】 特開２００３－００００００号公報 

【非特許文献】 

【０００７】 

【非特許文献１】 特許一郎著  「ハンドスキャナのいろいろ」特許出版 ２００３年 

【発明の概要】 

【発明が解決しようとする課題】 

【０００８】 

解決しようとする問題点は、高精細な図を手送りで走査入力する操作において障害となる入力位

置を目視確認できない点であり、目視確認が容易にできるハンドスキャナを提供することを課題と

する。 

【課題を解決するための手段】 

【０００９】 

本発明は、書面の走査位置またはその直前（直後）を常に目視可能とするため、書面に垂直な方

向に対して傾斜した光路で受光することを最も主要な特徴とする。 

【発明の効果】 

【００１０】 

本発明のハンドスキャナは、ハウジング上部から斜めの光軸を通して１次元イメージセンサで走

査するため、センサの視野すなわち入力位置を、直接あるいは近傍で常に観測確認できるので、入

力対象の綴じ込み条件や操作方法に応じて左右の側端部を使い分けられるという利点がある。 

【図面の簡単な説明】 

【００１１】 

【図１】ハンドスキャナの実施方法を示した平面図である。（実施例１） 

【図２】ハンドスキャナの実施方法を示した断面図である。（実施例２） 

【発明を実施するための形態】 

【００１２】 

ハウジング外または可能な限りハウジング側端部に近い位置からイメージを入力するという目的

を、最小の部品点数で、光学系構成部品の厚みを損なわずに実現した。 

【実施例１】 

【００１３】 

図１は、本発明装置の１実施例の断面図であって、１～５は、図２と同様である。また、６はセ

ンサドライバー、７は信号入出力端子、８は手送り速度検出機構である。 

【００１４】 

センサ３は入力位置Ｐ点を常に走査しており、ドライバー６の制御によって走査したビデオ信号

を端子７から出力する。本発明の主体は光学系の実装方法にあるので、電子、機構系の説明は省略

する。 

【００１５】 
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一般にセンサ受光面の光軸方向の受光光量ＩＣ１２は、下記の数式１によって求まるということ

が数学的にすでにわかっている。下記の表に数式の各物理量の実用的な値の例を示す。 

【００１６】 

【数１】 

 

【００１７】 

【表１】 

 

【００１８】 

上記の数式において、表に示したように、Ｉはランプの放射光量、Ｘは観測面と受光面との距離、

Ｖ／ｔは受光面の移動速度である。 

【００１９】 

このような光学系の実装形態を採用したので、幾何光学上の特性を実効的に劣化することなく、

ハウジング１の側端部（Ｑ点）から書面のイメージを入力できる。従って、操作者にはハンドスキ

ャナの入力位置またはその近傍が常時目視でき、書面入力先頭への位置決め、走査中の方向確認、

末尾の確認が容易になる。さらに、ハウジング１の側面を傾斜させることができ、操作者からＱ点

が見易いので走査中の視点の移動を低減する効果がある。 

― 104 ―



 

- 105 - 

 

【００２０】 

図２の実施例は、ハウジングに取付けたスイッチによって、左右いずれからでも入力できるので、

例えば文書の左端から入力する場合は左端の側端部に、右端まで入力する場合は右端の側端部に

各々切替えて使用する。副走査の精度を確保するためには、ハウジングの接紙条件の良いことが要

となるので、この切替え機能はハンドスキャナの操作性向上と入力対象の拡大におおいに役立つ。 

【産業上の利用可能性】 

【００２１】 

筺体に取付けたスイッチを用いて容易に左右の選択ができ、側端部に半透明フードを取付けるこ

とによって、輝度の大きい照明が必要かつ操作者による入力位置の直視が不可欠な用途にも適用で

きる。 

【符号の説明】 

【００２２】 

１ ハンドスキャナハウジング 

２ 入力書面  

３ １次元イメージセンサ 

４ ロッドレンズ 

５ 照明ランプ 
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【書類名】 図面 

【図１】 

 

 

 

 

【図２】 
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【書類名】  要約書 

【要約】 

【課題】書面に垂直方向に対して傾斜した光路で受光することで、書面の走査位置またはその直前

（直後）を常に目視可能とする。 

【解決手段】レンズ系を介して書面２からの反射散乱光を１次元イメージセンサに受光することで

主走査を行い、書面２を被覆したハウジング１を手送り移動することで副走査を行う図面イメージ

の入力手段において、該ハウジング１内の上部に装着され、その受光面が図面と平行になるように

設定された１次元イメージセンサと、書面２に垂直でセンサ列方向軸を含む平面に対して傾斜し、

かつ該センサ列方向軸と直交した光路面を構成するレンズ系とを備え、該ハウジング１の被覆側端

部で主走査する。 

【選択図】図１ 
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第第七七節節  出出願願日日のの認認定定  

 

ⅠⅠ  特特許許出出願願にに係係るる出出願願日日のの認認定定  

  

１１．．出出願願日日のの認認定定（（特特3388条条のの２２((11))））  

下記の（１）から（３）までのいずれかに該当する場合を除き、特許出願に係る願書を提出し

た日を特許出願の日として認定します。 

（１）特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。 

（２）特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が特許出願人を特定できる程

度に明確でないと認められるとき。 

（３）明細書（外国語書面出願にあっては、明細書に記載すべきものとされる事項を外国語で記

載した書面。）が添付されていないとき（先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法により

特許出願するときを除く。）。 

  

２２．．補補完完ををすするるここととががででききるる旨旨のの通通知知（（特特3388条条のの２２((22))））  

上記（１）から（３）までのいずれかに該当するときは、補完をすることができる旨の通知を

行います。 

  

３３．．補補完完ををすするるここととががででききるる期期間間（（特特3388条条のの２２((33))((99))、、特特施施規規2277条条のの７７、、2277条条のの９９））  

補完をすることができる期間は、上記２．の通知の日から２月です。なお、特許出願として提

出された書類が特許庁に到達した日から２月に限り自発的に補完することができます。 

  

４４．．手手続続補補完完書書にによよるる補補完完（（特特3388条条のの２２((44))、、特特施施規規2277条条のの８８））  

特許出願について補完をするときは、手続補完書（特施規様式第37）を提出しなければなりま

せん。 

  

５５．．補補完完ををししたたととききのの出出願願日日（（特特3388条条のの２２((66))））  

補完をすることができる期間内に補完をしたときは、手続補完書を提出した日を出願日として

認定します。 

  

６６．．出出願願のの却却下下（（特特3388条条のの２２((88))））  

補完をすることができる期間内にその補完をしないときは、当該特許出願を却下します。 
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ⅡⅡ  手手続続補補完完書書のの作作成成例例  

特施規様式第37（第27条の８関係） 

【書類名】    手続補完書  

（【提出日】    令和  年   月  日） 

【あて先】    特許庁長官 殿 

【事件の表示】  

【出願番号】 

【特許出願人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】                        

 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                     

 

【発送番号】 

【手続補完１】 

【補完の内容】 

 

 

代理人手続のときは、法人にあっては【代表者】の欄 

は不要です。 

代理人手続でない場合は、 

この項目を設ける必要はありません。 

〔備考〕 

１ 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「特願○○○○―○○○○○○」のように

出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出

願日】」とし、「令和何年何月何日提出の特許願」のように出願の年月日を記載し、「【出願日】」

の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。 

２ 「【手続補完１】」の欄の「【補完の内容】」には、次の要領により補完事項を記載する。 

イ 特許を受けようとする旨の表示を補完するときは、「【補完の内容】」に「特許を受けよう

とする特許出願」のように記載する。 

ロ 特許出願人の氏名又は名称の記載を補完するときは、「【補完の内容】」の次に「【特許出

願人】」及び「【氏名又は名称】」の欄を設け、「【氏名又は名称】」の欄に補完する特許出

願人の氏名又は名称を記載する。 

ハ 明細書を補完するとき及び特許法第38条の２第５項の規定により必要な図面を提出するとき

は、「【手続補完１】」の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【物件名】」

の欄を設けて、当該書類名を記載する。 
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３ 第27条の５第５項の規定により磁気ディスクを提出するときは、「【手続補完１】」の次に「【提

出物件の目録】」の欄を設け、「【提出物件の目録】」の欄に次のように記載する。 

【物件名】 配列表を記録した磁気ディスク         １ 

４ ２以上の補完をするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。 

【手続補完１】 

【補完の内容】 

【手続補完２】 

【補完の内容】 

５ その他は、様式第２の備考１から４まで、10から14まで、16から19まで及び22から25まで並び

に様式第15の２の備考２と同様とする。
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第第八八節節  明明細細書書又又はは図図面面のの一一部部のの欠欠落落のの補補完完  

 

平成27年改正法の施行に伴い、特許出願人は、特許出願の願書に添付した明細書又は図面（外国

語書面を含む。以下、この節において同様です。）について、その一部の記載が欠けているときに

は、明細書等補完書を提出することにより、明細書又は図面について補完することができます。 

（特38の４(2)、(3)、(9)） 

原則、明細書等補完書を提出したときは、その特許出願は、当該明細書等補完書を提出した時に

したものとみなされます。（特38の４(4)本文） 

なお、分割出願、変更出願、実用新案登録に基づく特許出願については適用されませんので補完

をすることができません。（特38の４(10)） 

 

ⅠⅠ    補補完完のの手手続続  

１１．．明明細細書書又又はは図図面面のの一一部部がが欠欠けけてていいるる場場合合のの通通知知  

特許庁長官は、特許出願の日の認定に際して、願書に添付された明細書又は図面について、そ

の一部の記載が欠けていることを発見したときは、その旨を特許出願人に通知します。（特38の

４(1)） 

 

２２．．補補完完ををすするるここととががででききるる期期間間  

明細書又は図面の補完は、次に掲げる期間内に行うことができます。 

（１）特許庁長官から、願書に添付された明細書又は図面について、その一部の記載が欠けている

ことを発見した旨の通知を受けた場合 

通知の日から２月（特38の４(2)、特施規27の11(1)） 

（２）特許出願人自ら明細書又は図面に欠落があったことを発見した場合 

特許出願として提出された書類が特許庁に到達した日から２月（特38の４(9)、特施規27の11(12)） 

 

３３．．欠欠落落がが補補完完さされれたた明明細細書書又又はは図図面面のの法法的的位位置置付付けけ  

明細書等補完書により欠落が補完された明細書又は図面は、願書に添付して提出されたものと

みなされます。（特38の４(6)） 

 

４４．．補補完完ををししたた場場合合のの出出願願日日  

（１）補完をしたときは、その特許出願は、原則、明細書等補完書を提出した時にしたものとみな

されます。（特38の４(4)本文） 

（２）特許出願が国内優先権の主張又はパリ条約による優先権等の主張を伴う出願であって、かつ

明細書等補完書に記載した内容（補完する内容）が優先権の主張の基礎となった出願（以下「優

先権主張基礎出願」という。）に完全に記載されている（以下、「引用補完」という。）など、

出願日維持の要件を満たす特許出願は、出願日が願書の提出日に維持されます。（特38の４(4)

ただし書） 

出願日を維持するには、以下①～③の要件を満たす必要があります。 

― 111 ―



 

- 112 - 

 

 

① 明細書等補完書を提出した時点で国内優先権主張又はパリ条約による優先権等の主張がされて

いること（特38の４(4)ただし書） 

② 補完する内容が優先権主張基礎出願に完全に記載されていること（特施規27の11(6)） 

③ 明細書等補完書の提出と併せて、優先権主張基礎出願の写し（優先権主張基礎出願の願書に添

付された明細書又は図面が外国語で記載されている場合にあっては、当該優先権主張基礎出願

の写し及びその日本語による翻訳文）が提出されていること（特施規27条の11(7)、(8)）（「６．

補完をするための提出書類」（２）及び（３）を参照） 

 

５５．．出出願願日日のの通通知知  

出願日が明細書等補完書の提出日となるとき（上記４．（２）の出願日維持の要件を満たさな

いとき）は、出願人に対してその旨を通知します。（特施規27の11(3)）特許出願人は、明細書等

補完書の提出日を出願日とすることに意見があるときは、この通知の日から１月以内に限り、特

許庁長官に意見書を提出することができます。（特施規27の11(4)、(5)、様式第37の４） 

 

６６．．補補完完ををすするるたためめのの提提出出書書類類  

上記２．の期間内に以下（１）～（３）の書類を提出しなければなりません。 

（１）明細書等補完書（特38の４(3)、特施規27の11(2)、特施規様式第37の３） 

明細書等補完書の【補完の内容】の欄に記載する内容は、願書に添付された明細書の言語（外国

語書面の場合は当該外国語）で記載します。 

また、引用補完に該当する場合にあっては、【補完の内容】の欄に優先権主張基礎出願又はそ

の翻訳文に完全に記載されている内容を記載し、【補完の内容】の欄の次に【記載が欠けている

箇所の表示】の欄を設け、優先権主張基礎出願において明細書又は図面の欠けている部分が記載

されている箇所の説明を記載します。（特施規様式第37の３） 

（２）引用補完に該当する場合にあっては、優先権主張基礎出願の写し（特施規27の11(7)、(8)） 

優先権主張基礎出願の写しは物件提出書（特施規様式第23）により提出します。 

ただし、優先権主張基礎出願の写し又はこれに相当するものを特許庁長官に既に提出済みであ

る場合（優先権書類を電子的に交換することで提出したものとみなされている場合を含む。）又

は当該優先権主張基礎出願が日本国においてした特許出願又は実用新案登録出願である場合は、

提出を省略することができます。（特施規27の11(9)）優先権主張基礎出願の写しの提出を省略す

るときは、明細書等補完書に【その他】の欄を設けて、「優先権主張基礎出願の写しは、特願○○○○

－○○○○○○について、既に提出済みである。」のように記載します。（特施規様式第37の３

備考５） 

（３）引用補完に該当する場合であって、優先権主張基礎出願の願書に添付された明細書又は図

面が外国語で記載されている場合にあっては、当該優先権主張基礎出願の写し及びその日本語に

よる翻訳文（特施規27の11(7)、(8)） 

優先権主張基礎出願の写しの日本語による翻訳文は物件提出書（特施規様式第23）により提出し

ます。 
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７７．．明明細細書書等等補補完完書書のの取取下下げげ  

特許出願が明細書等補完書を提出した時にしたものとみなされた場合、特許庁からその旨の通

知を送付します。通知の送付から1月以内に限り、明細書等補完書を取り下げることができます。 

（特38の４(7)、特施規27の11(3)、(10)、(11)、特施規様式第37の５） 

明細書等補完書の取下げがあったときは、その補完は、されなかったものとみなされ、出願日は

願書の提出日に維持されます。（特38の４(8)） 

 

 

ⅡⅡ  提提出出書書類類のの作作成成例例  

１１．．明明細細書書等等補補完完書書のの作作成成例例  

特施規様式第37の３（第27条の11関係) 

【書類名】   明細書等補完書 

（【提出日】    令和  年  月  日） 

【あて先】   特許庁長官 殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【特許出願人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】  

【代表者】                       

 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                    

 

【発送番号】 

【手続補完１】 

【補完の内容】 

（【記載が欠けている箇所の表示】） 

 

 

代理人手続のときは、法人にあっては【代表者】の欄 

は不要です。 

代理人手続でない場合は、 

この項目を設ける必要はありません。 

〔備考〕 

１ 「【手続補完１】」の欄は、次の要領で記載する。 

イ 明細書の欠落を補完するときは、次のように「【補完の内容】」の欄に補完する書類名、見

出し等を記載し、「【補完の内容】」の欄の次に補完する見出し及び段落番号等並びに欠落を
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補完した後の内容を記載する（補完した箇所に下線を引くこと（「【」及び「】」で囲んだ欄

名は除く。）。）。 

【手続補完１】 

【補完の内容】明細書の「【技術分野】」の記載を補完する。 

【技術分野】 

【０００１】（欠落を補完した後の内容を記載） 

ロ 図面の欠落を補完するときは、次のように「【補完の内容】」の欄に補完する書類名及び補

完する図の番号を記載し、「【補完の内容】」の欄の次に補完する図の番号及び補完する図を

記載する。 

【手続補完１】 

【補完の内容】図面の図○を補完する。 

【図／○】 

（補完する図を記載） 

ハ 特許法第38条の４第４項ただし書の規定により欠落の補完をするときは、「【補完の内容】」

の欄の次に「【記載が欠けている箇所の表示】」の欄を設け、優先権の主張の基礎となる出願

において明細書又は図面の欠けている部分が記載されている箇所の説明を記載する。 

２ 優先権の主張の基礎となる出願の願書に添付された明細書又は図面が外国語で記載されている

場合に、明細書又は図面の欠けている部分の翻訳文を添付するときは、「【手続補完１】」の欄

の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【物件名】」の欄を設けて、当該書類名

を記載すること。 

３ 第27条の５第７項の規定により磁気ディスクを提出するときは、「【手続補完１】」の欄の次

に「【提出物件の目録】」の欄を設け、「【提出物件の目録】」の欄に次のように記載する。 

【物件名】 配列表を記録した磁気ディスク         １ 

４ ２以上の補完をするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。 

【手続補完１】 

【補完の内容】 

【記載が欠けている箇所の表示】 

【手続補完２】 

【補完の内容】 

【記載が欠けている箇所の表示】 

５ 第27条の11第９項の規定により同条第７項に規定する優先権主張基礎出願の写しの提出を省略

するときは、「【手続補完１】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「優先権主張基礎出

願の写しは、特願○○○○－○○○○○○について、既に提出済みである。」のように記載する。 

６ その他は、様式第２の備考１から４まで、10から14まで、16から19まで及び22から25まで、様

式第15の２の備考２並びに様式第37の備考１と同様とする。 

 

  

― 114 ―



 

- 115 - 

 

 

２２．．意意見見書書のの作作成成例例  

特施規様式第37の４（第27条の11関係） 

意見書（第27条の11第４項の規定による意見書） 

（令和  年  月  日） 

特許庁長官   殿 

１  出願番号 

２  特許出願人 

住所又は居所 

氏名又は名称 

代表者                        

 

３  代理人 

住所又は居所 

氏名又は名称                     

 

 

４  発送番号 

５  意見の内容 

 

 

 

代理人手続のときは、法人にあっては【代表者】の欄 

は不要です。 

代理人手続でない場合は、 

この項目を設ける必要はありません。 

 

〔備考〕 

１ 出願番号は、「特願○○○○－○○○○○○」のように特許出願の番号を記載する。 

２ 様式第３の備考１から３まで、７から11まで及び14から16まで、様式第15の２の備考２並びに

様式第37の備考１と同様とする。 
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３３．．明明細細書書等等補補完完書書取取下下書書のの作作成成例例  

特施規様式第37の５（第27条の11関係） 

【書類名】   明細書等補完書取下書 

（【提出日】   令和  年  月  日） 

【あて先】   特許庁長官     殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【特許出願人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】                     

 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                  

 

 

 

 

 

 

 

代理人手続のときは、法人にあっては【代表者】の欄 

は不要です。 

代理人手続でない場合は、 

この項目を設ける必要はありません。 

〔備考〕 

１ 複数の明細書等補完書を提出している場合は、「【代理人】」の欄の次に「【その他】」の欄

を設け、「令和何年何月何日提出の明細書等補完書を取り下げる。」のように取り下げる明細書

等補完書の提出日を記載する。 

２ その他は、様式第２の備考１から４まで、10から14まで、16から18まで及び22から25まで、様

式第15の２の備考２並びに様式第37の備考１と同様とする。 
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第第九九節節  先先のの特特許許出出願願をを参参照照すすべべきき旨旨をを主主張張すするる方方法法にによよるる特特許許出出願願  

 

１１．．先先願願参参照照出出願願  

特許を受けようとする者は、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした特

許出願（外国においてしたものを含む。以下、「先の特許出願」という）を参照すべき旨を主張す

る方法により、特許出願（以下、「先願参照出願」という）をすることができます（特38の３

(1)）。 

ただし、外国語書面出願、分割に係る新たな特許出願、出願変更に係る特許出願及び実用新案登

録に基づく特許出願をする場合は除きます（特38の３(1)(6)）。 

先願参照出願をすることができる者は、先の特許出願の出願時の特許出願人、出願後の承継人又

は出願前の権利者です。先の特許出願の認証謄本等を提出する場合であって、当該認証謄本等にお

ける出願人と先願参照出願の願書に記載した出願人が相違するときは、先願参照出願の願書に【そ

の他】の欄を設け、先願参照出願をすることができる者である旨を記載します（様式第26備考

30）。 

〔記載例〕 

【その他】先願参照出願の出願人「○○」は、先の特許出願「１０－２０２２－００７７８

８」について特許を受ける権利を承継した者である。 

 

２２．．先先願願参参照照出出願願ををすするるここととががででききるる時時期期  

先の特許出願の時期にかかわらず、いつでも出願可能です。 

 

３３．．明明細細書書等等提提出出書書にによよりり提提出出さされれたた明明細細書書及及びび図図面面のの法法的的位位置置付付けけ  

先願参照出願の願書を提出した日が出願日となり、明細書等提出書（後述５参照）により提出さ

れた明細書及び必要な図面は、願書に添付して提出されたものとみなされます（特38の３(5)）。 

ただし、明細書等提出書により提出された明細書及び必要な図面に記載した事項が、先の特許出願

の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にない場合、出願は、明細書及び必要

な図面を提出した時にしたものとみなされます（特38の３(4)）。 

なお、明細書及び必要な図面が提出された日に出願日が繰り下がった場合、繰り下がった出願日

より前におこなった手続は、遡及して却下になることはありません。 

 

４４．．参参照照すすべべきき旨旨をを主主張張すするる方方法法  

先願参照出願をしようとする者は、その旨及び省令で定める事項を記載した書面を当該特許出願

と同時に提出しなければなりませんが（特38の３(2)）、願書に以下の（１）及び（２）の情報を

記載することで書面の提出を省略することができます（特施規27の10(1)(2)）。 

（１）【特記事項】の欄を設けて、「特許法第３８条の３第１項の規定による特許出願」と記載し

ます。 

（２）【その他】の欄を設けて、先の特許出願に関する以下の事項を記載します。 

・先の特許出願をした国又は国際機関の名称 
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・先の特許出願の出願日 

・先の特許出願の出願番号 

なお、先の特許出願を複数参照することも可能です。 

〔記載例〕先の特許出願を複数参照する場合 

【その他】 

（１）〔先の特許出願の表示〕国名（カナダ）、出願日（２０２２年７月１２日）、出願番号

（２３４５６７） 

（２）〔先の特許出願の表示〕国名（韓国）、出願日（２０２２年４月１日）、出願番号（１

０－２０２２－０００７７８８） 

 

５５．．提提出出書書面面  

（１）明細書及び必要な図面の提出 

明細書等提出書（特施規様式第37の２）により、明細書及び必要な図面を先願参照出願の日か

ら４月以内に提出しなければなりません（特38の３(3)、特施規27の10(3)(6)）。 

出願手数料とは別に、手数料として１４，０００円の納付が必要です（特195(2)、手数料令１

(2))。 

（２）先の特許出願の認証謄本等及びその日本語による翻訳文 

物件提出書（特施規様式第22）により、先の特許出願の認証謄本等を先願参照出願の日から４

月以内に提出しなければなりません（特38の３(3)、特施規27の10(3)(4)(7)）。 

先の特許出願の認証謄本等が外国語で記載されている場合は、日本語による翻訳文も提出しな

ければなりません（特施規27の10(4)）。 

 

６６．．提提出出書書面面のの省省略略  

以下の場合、先の特許出願の認証謄本等の提出を省略することができます（特施規27の

10(5)）。ただし、認証謄本が外国語で記載されている場合は、日本語による翻訳文の提出は省略

できません。 

（１）先の特許出願の認証謄本等又はそれに相当するもの（優先権証明書等）が他の事件について

既に特許庁に提出されている場合 

（２）優先権主張を伴う出願であって、世界知的所有権機関（ＷＩＰＯ）のデジタルアクセスサー

ビス（ＤＡＳ）等を通じて優先権証明書の電子交換が可能な場合 

（３）先の特許出願が日本国特許庁においてしたものである場合 

 

先の特許出願の認証謄本等の提出を省略する場合は、願書又は明細書等提出書に【その他】の欄

を設けてその旨を記載してください。 

〔記載例〕 

【その他】 

先の特許出願「１０－２０２２－００７７８８」の認証謄本は、特願２０○○－○○○○○○

について、既に提出済である。 
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７７．．願願書書のの作作成成方方法法  

特施規様式第26（第23条関係) 

 

 

 

 

 

  （14,000円） 

【書類名】       特許願 

【整理番号】 

【特記事項】      特許法第３８条の３第１項の規定による特許出願 

（【提出日】       令和  年  月 日） 

【あて先】       特許庁長官     殿 

（【国際特許分類】） 

    ・ 

    ・ 

 ・ 

（【手数料の表示】） 

（【納付書番号】） 

【その他】 

【提出物件の目録】 

【物件名】      特許請求の範囲    １ 

【物件名】      要約書        １ 

 

 

※ 手数料を特許印紙にて納付する場合は、願書の左上余白部に貼付してください。 

※ 書面手続においては、手数料の納付において予納台帳、口座振替は利用できません。 

また、指定立替納付の利用は特許庁の窓口での書面手続に限定されます。 

（特許印紙） 

〔備考〕 

１～28（略） 

29 第27条の10第２項の規定により先の特許出願を参照すべき旨等を願書に記載してその旨等を記

載した書面の提出を省略するときは、「【整理番号】」の次に「【特記事項】」の欄を設けて、

「特許法第38条の３第１項の規定による特許出願」と記載する。また、「（【手数料の表

示】）」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、先の特許出願をした国又は国際機関の名称、

先の特許出願の出願日及び先の特許出願の出願番号を記載する。 

30 第27条の10第４項の規定により同項に規定する先の特許出願の認証謄本等を提出する場合であ

って、その先の特許出願の認証謄本等における特許出願人と先願参照出願の願書に記載した出願

人が相違するときは、「（【手数料の表示】）」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「先
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願参照出願の出願人は、先の特許出願の認証謄本における特許出願人からその発明について特許

を受ける権利を承継した者である。」のように記載する。 

31 第27条の10第５項の規定により同条第４項に規定する先の特許出願の認証謄本等の提出を省略

するときは、「（【手数料の表示】）」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「先の特許出

願の認証謄本は、特願○○○○－○○○○○○について、既に提出済みである。」のように記載

する。 

32～41 （略） 

 

８８．．明明細細書書等等提提出出書書のの作作成成方方法法  

特施規様式第37の２（第27条の10関係) 

 

 

 

 

 

（14,000円） 

【書類名】      明細書等提出書 

（【提出日】      令和  年  月  日） 

【あて先】      特許庁長官     殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 

・ 

・ 

・ 

（【手数料の表示】） 

（【納付書番号】） 

【その他】 

【提出物件の目録】 

【物件名】      明細書       １ 

【物件名】（     図面        １） 

 

 

※ 手数料を特許印紙にて納付する場合は、明細書等提出書の左上余白部に貼付してくださ

い。 

※ 書面手続においては、手数料の納付において予納台帳、口座振替は利用できません。 

また、指定立替納付の利用は特許庁の窓口での書面手続に限定されます。 

（特許印紙） 

〔備考〕 

１ 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。 
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特例法施行規則第40条第２項の規定により特例法第15条第１項の規定による手続に係る申出を行う

ときは、「（【手数料の表示】）」の欄の「（【納付書番号】）」を「【予納台帳番号】」とし、

予納台帳の番号を記載し、「【予納台帳番号】」の欄の次に「【納付金額】」の欄を設け、手数料

の額を記載する。特許法第195条第８項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合

であつて、特例法施行規則第40条第４項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、

「（【手数料の表示】）」の欄の「（【納付書番号】）」を「【振替番号】」とし、振替番号を記

載し、「【振替番号】」の欄の次に「【納付金額】」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載す

る。特許法第195条第８項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特

例法施行規則第40条第５項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「（【手

数料の表示】）」の欄の「（【納付書番号】）」を「【指定立替納付】」とし、「【指定立替納

付】」の欄の次に「【納付金額】」 の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。特許法第195

条第８項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるとき

は、「（【手数料の表示】）」の欄の「（【納付書番号】）」には納付書番号を記載し、事務規程 

別紙第４号の12書式の納付済証（特許庁提出用）を別の用紙にはるものとし、納付情報によるとき

は「（【手数料の表示】）」の欄の「（【納付書番号】）」を「【納付番号】」とし、納付番号を

記載する。 

２ 第27条の５第６項の規定により磁気ディスクを提出するときは、「【提出物件の目録】」の欄

に次のように記載する。 

【物件名】 配列表を記録した磁気ディスク         １ 

３ その他は、様式第２の備考１から４まで、10から14まで、16から18まで及び22から25まで、様

式第15の２の備考２、様式26の備考24及び31並びに様式第37の備考１と同様とする。 

 

９９．．物物件件提提出出書書のの作作成成方方法法  

特施規様式第22（第14条、27条の５及び27条の10関係) 

【書類名】      物件提出書 

（【提出日】      令和  年  月  日） 

【あて先】      特許庁長官     殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 

・ 

・ 

・ 

【提出する物件】 

【物件名】   １．先の特許出願の認証謄本       ○通 

２．先の特許出願の認証謄本の翻訳文   ○通 
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〔備考〕 

１～４ （略） 

５ 特許法第38条の３第３項の規定により第27条の10第４項に規定する先の特許出願の認証謄本等

及びその日本語による翻訳文の提出を併せてするときは、【提出する物件】の欄に「１ 先の特

許出願の認証謄本 ○通」、「２ 先の特許出願の認証謄本の翻訳文 ○通」のように提出物件

ごとに行を改めて記載する。ただし、第27条の10第５項の規定により先の特許出願の認証謄本等

の提出を省略するときは、「先の特許出願の認証謄本の翻訳文 ○通」のように記載する。 

６ （略） 
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第第十十節節  外外国国語語書書面面出出願願のの手手続続  

  

  

 

優先権主張 

 

 

                     ① 日本語による願書に外国語書面等を添付し出願 

② 外国語書面等の補正は不可 

③ 通常出願とは別の出願手数料 

④ 書面により提出したときは電子化手数料が必

要です。 

⑤ 翻訳文提出期間は、 

出願日（優先権主張を 

伴う場合は最先の優先 

日）から１年４月 

※期間内に提出がない         ⑥ 書面により提出したときは電子化手数料が必 

場合、提出がない旨の          要です。 

通知が送付され通知か            

ら２月以内であれば提            

出可能 

⑦ 誤訳の訂正は翻訳文の提出の後に行います。 

⑧ 誤訳の訂正には手数料が必要です。 

⑨ 誤訳の訂正ができる期間は補正のできる期間

と同じです。 

 

⑩ 翻訳文の提出が提出期間内にない場合は、そ 

の出願はみなし取下げとなります。 

ただし、期間を徒過したことが「故意による

ものでない」ときは、みなし取下げ後でも権利

の回復が認められます。 

 

 

 

⑪ 外国語書面出願については、外国語書面、外     

国語要約書面も併せて公開特許公報に掲載しま

す。  

翻訳文提出書 

誤訳訂正書 

補正指令等 

出願公開 

分類付与 

方式審査 

翻訳文提出書

回復理由書 

みなし取下げ 

外国語書面出願 

権利の回復 

優先権の基礎出願 
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ⅠⅠ  外外国国語語書書面面出出願願のの手手続続  

１１．．外外国国語語書書面面にによよるる出出願願のの手手続続（（特特3366のの２２））  

(1) 外国語書面出願の手続 

日本語で作成した願書に外国語（特施規25の４）で作成した明細書、特許請求の範囲及び必

要な図面（以下「外国語書面」といいます。）並びにその外国語で作成した要約書（以下「外

国語要約書面」といいます。）を添付して提出することができます（特36の２(1)）。 

(2) 翻訳文の提出 

① 翻訳文の提出期間 

外国語書面出願の出願人は、その特許出願の日（国内優先権主張、パリ条約による優先権

主張及びパリ条約の例による優先権主張を伴う出願においては、その最先の優先日）から１

年４月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出しなければなりま

せん（特36の２(2)本文）。 

ただし、外国語書面出願により出願の分割、出願の変更または実用新案登録に基づく特許

出願を行った場合は、上記の期間の経過後であっても、新たな出願の日から２月以内であれ

ば翻訳文を提出することができます（特36の２(2)ただし書）。 

上記期間内に翻訳文の提出がない場合は、その旨の通知を送付します（特36の２(3)）。

通知を受けた者は、通知の日から２月以内に限り翻訳文を提出することができます（特36条

の２(4)、特施規25の７ (4)）。 

 

※ 意匠法等の一部を改正する法律（平成18年法律第55号。以下、この節において「平成18年改

正法」といいます。）が平成19年４月１日に施行され、外国語書面出願の翻訳文の提出期間が

延長されました。ただし、この翻訳文の提出期間の延長は平成18年改正法施行日以後の出願で

ある平成19年４月１日以降の特許出願から適用されます（平成18年改正法附則第３条）。 

したがって、平成19年３月31日までにした外国語書面出願（平成19年３月31日までにした出

願をもとの出願または基礎の出願として、外国語書面出願により出願の分割、出願の変更また

は実用新案登録に基づく特許出願を行い、平成19年３月31日までにした出願とみなされる場合

も含みます。）に関し、その翻訳文の提出期間は、上記に掲げる期間ではなく、新たな出願の

日から２月以内のみとなります（平成18年改正法による改正前の特許法第36条の２第２項）。 

※ 平成27年改正法が平成28年４月１日に施行され、翻訳文の提出期間が１年４月になりまし

た。ただし、当該規定は平成28年３月31日以前に、平成27年改正法による改正前の特許法第36

条の２第２項に規定する翻訳文の提出期間が経過する場合は適用されません。また、平成28年

３月31日以前に翻訳文未提出によりみなし取り下げとなった場合は、翻訳文が提出されていな

い旨の通知は送付されません（平成27年改正法附則第２条）。 

 

②  翻訳文の提出がない旨の通知の日から２月以内に、外国語書面（図面を除く。）の翻訳文

の提出がなかったときは、その特許出願は当初の提出期間が経過したときに取り下げられた

ものとみなされます（特36の２(5)）。 

③  翻訳文の提出は、翻訳文提出書により行います（特施規25の７(1)(2)(3)）。 
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④  外国語書面の翻訳文は、願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面とみな

され、外国語要約書面の翻訳文は願書に添付して提出した要約書とみなされます（特36の２

(8)）。 

⑤  翻訳文の提出がない旨の通知から２月を経過した場合の救済措置 

翻訳文の提出がない旨の通知から２月以内に外国語書面（図面を除く。）の翻訳文の提出

がなかったために、取り下げられたものとみなされた特許出願であっても、提出することが

できなかったことが「故意によるものでない」ときは、外国語書面の翻訳文の提出が認め

られます（特36の２(6)）。 

この場合、翻訳文を提出できるようになった日から２月以内で、翻訳文の提出がない旨の

通知から２月の期間経過後１年以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を提出

することができます。翻訳文提出書に【その他】の欄を設けて「特許法第３６条の２第６項

の規定による翻訳文の提出」と記載して提出するとともに、「①所定の期間内に手続をする

ことができなかった理由及び手続をすることができるようになった日」の記載及び「②手続

をしなかったことが故意によるものでない」ことを表明した回復理由書を提出しなければな

りません（特施規25の７(5)(6)、様式31の９）。なお、「故意でない基準」により回復理由

書を提出する際には、回復手数料（212,100円）を納付しなければなりません（特別表第11

号、手数料令１(2)⑪）。 

「故意でない基準」による期間徒過後の救済に係る手続の詳細は、特許庁ホームページ

「期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるもの

でないこと」に緩和されます」

（https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/kyusai_method2.html）を参照して

ください。 

 

２２．．外外国国語語書書面面とと翻翻訳訳文文のの法法的的位位置置付付けけ  

(1) 審査及び特許権の対象（特36の２(8)） 

翻訳文を願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面とみなして審査が行われ、特許権

は翻訳文に基づき発生します。 

(2) 外国語書面の法的位置付け（特29の２、41） 

外国語書面は、出願日における発明の内容を開示した書面としての位置付けを有し、先行技

術の効果、国内優先権の効果は外国語書面に基づき発生します。 

 

３３．．明明細細書書、、特特許許請請求求のの範範囲囲又又はは図図面面等等のの補補正正（（特特1177、、特特1177のの２２））  

(1) 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正 

外国語書面出願に関し、明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる

期間は通常の日本語出願と同じですが（特17の２(1)）、翻訳文の提出前は補正をすることが

できません。 

(2) 明細書、特許請求の範囲又は図面について誤訳の訂正を目的として補正をする場合は、誤

訳訂正書を提出しなければなりません（特17の２(2)）。 
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(3) 外国語書面及び外国語要約書面については、補正をすることができません（特17(2))。 

  

４４．．拒拒絶絶又又はは無無効効理理由由  

(1) 外国語書面に記載されていない新規事項の取扱い（特49⑥、123(1)⑤） 

外国語書面に記載されていない新規事項が翻訳文に記載されている場合は、その特許出願は

拒絶・無効理由を有します。 

(2) 翻訳文に記載されていない新規事項の取扱い（特17の２(3)） 

翻訳文に記載されていない新規事項を追加する補正は、誤訳訂正による場合を除き、拒絶理

由となります。 

 

５５．．特特許許のの訂訂正正（（特特112266、、113344のの２２））  

訂正審判又は無効審判中の訂正においては、実質的に特許請求の範囲を拡張、変更しないなど

の所定の要件を満たすものに限り、外国語書面の記載に基づき誤訳の訂正を認めます。 

 

６６．．外外国国語語書書面面等等のの公公開開（（特特6644、、119933））  

出願公開公報には翻訳文及び外国語書面、外国語要約書面を掲載するとともに、誤訳の訂正を

目的とする補正も公報に掲載します。 

 

７７．．手手数数料料（（特特119955別別表表、、手手数数料料令令１１、、５５））  

外国語書面出願について所定の出願手数料（22,000円）及び誤訳訂正手数料（19,000円）が必

要となります。 

また、外国語書面出願又は翻訳文提出書が書面により提出されたときは、その書面に関し電子

化手数料の納付が必要となります。 

 

８８．．実実用用新新案案法法ににおおいいててはは、、外外国国語語書書面面出出願願はは認認めめらられれまませせんん。。  
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ⅡⅡ  外外国国語語書書面面出出願願のの手手続続のの概概要要  

１１．．出出願願手手続続ににつついいてて 

(1) 願書は、特許法施行規則様式第26の２に従い作成します。 

特施規様式第26の２（第23条関係） 

 

【書類名】   特許願 

【整理番号】 

【特記事項】  特許法第３６条の２第１項の規定による特許出願 

（【提出日】   令和○年○月○日） 

【あて先】   特許庁長官     殿 

（【国際特許分類】） 

【発明者】 

【住所又は居所】 

【氏名】 

【特許出願人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】                       

（【国籍・地域】） 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                     

 

 

（【手数料の表示】） 

（【予納台帳番号】） 

（【納付金額】） 

【提出物件の目録】 

【物件名】    外国語特許請求の範囲    1 

【物件名】    外国語明細書        1 

【物件名】   （外国語図面         1） 

【物件名】    外国語要約書        1 

代理人手続のときは、法人にあっては【代表者】の欄 

は不要です。 

代理人手続でない場合は、 

この項目を設ける必要はありません。 

〔備考〕 

様式第26の備考と同様とする。 
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(2) 外国語特許請求の範囲は、特許法施行規則様式第31の２の２に従い作成します。 

特施規様式第31の２の２（第25条の５関係） 

【書類名】外国語特許請求の範囲 

〔備考〕 

１ 「外国語特許請求の範囲」は、第24条の３並びに特許法第36条第５項及び第６項に規定する

ところに従い記載する。 

２ 「【書類名】外国語特許請求の範囲」は、日本語で記載する。 

３ その他は、様式第29の２の備考と同様とする。 

 

(3) 外国語明細書は、特許法施行規則様式第31の２に従い作成します。 

特施規様式第31の２（第25条の５関係） 

【書類名】外国語明細書 

〔備考〕 

１ 「外国語明細書」は、第24条の２及び特許法第36条第４項に規定するところに従い記載す

る。 

２ 「【書類名】外国語明細書」は、日本語で記載する。 

３ その他は、様式第29の備考と同様とする。 
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(4) 外国語図面は、特許法施行規則様式第31の３に従い作成します。 

特施規様式第31の３（第25条の５関係） 

【書類名】外国語図面 

 

Ｆｉｇ１ 

 

 

 

 

 

 

 

Ｆｉｇ２ 

〔備考〕 

１ 「【書類名】外国語図面」は、日本語で記載する。 

２  その他は、様式第30の備考と同様とする。 

 

(5) 外国語要約書は、特許法施行規則様式第31の４に従い作成します。 

特施規様式第31の４（第25条の６関係） 

【書類名】外国語要約書 

１．Abstract 

ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ

ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ

ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ． 

 

２．Representative Drawing 

Ｆｉｇ１ 

〔備考〕 

１  「外国語要約書」は、第25条の２及び特許法第36条第７項に規定するところに従い記載す

る。 

２ 「【書類名】外国語要約書」は、日本語で記載する。 

３ 外国語要約書は、日本語に翻訳した場合に400字以内となるように簡潔に記載する。 

― 129 ―



 

- 130 - 

 

 

４ その他は、様式第31の備考と同様とする。 

 

(6) オンラインにより手続をする場合について 

オンラインによる手続により外国語書面出願を行う場合、外国語明細書、外国語特許請求の

範囲、外国語図面及び外国語要約書についてはイメージデータで記録することができます。た

だし、「【書類名】外国語特許請求の範囲」、「【書類名】外国語明細書」、「【書類名】外

国語図面」及び「【書類名】外国語要約書」の欄は、コードデータ（テキストデータ）により

記録しなければなりません。また、外国語明細書、外国語特許請求の範囲、外国語図面及び外

国語要約書をＰＤＦファイルで添付することも可能です。 

 

(7) 出願の分割等を外国語書面出願により行う場合の願書の「【特記事項】」の欄の記載につい

て 

出願の分割を外国語書面出願により行う場合は、願書の「【特記事項】」の欄に「特許法第

36条の２第１項の規定による特許出願」と記載し、次に行を改めて「特許法第44条第１項の規

定による特許出願」と続けて記載します。また、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願

若しくは発明の新規性喪失の例外の適用を受けようとする出願についても以下の記載例になら

い「特許法第36条の２第１項の規定による特許出願」と記載し、次に行を改めて必要な事項を

記載します。 

 

（記載例） 

【書類名】      特許願 

【整理番号】  Ｐ０００００６３－２ 

【特記事項】    特許法第３６条の２第１項の規定による特許出願 

特許法第４４条第１項の規定による特許出願 

（【提出日】   令和○年○月○日） 

【あて先】      特許庁長官     殿 
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２２．．翻翻訳訳文文のの提提出出ににつついいてて  

(1) 翻訳文提出書は、特許法施行規則様式第31の５に従い作成します。 

特施規様式第31の５（第25条の７関係)  

【書類名】  翻訳文提出書 

（【提出日】  令和○年○月○日） 

【あて先】  特許庁長官  殿 

【出願の表示】 

【出願番号】 

【特許出願人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】                      

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                    

 

 

 

 

 

【確認事項】○○○○○○○○○○○○○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

【提出物件の目録】 

【物件名】    外国語特許請求の範囲の翻訳文    １ 

【物件名】    外国語明細書の翻訳文        １ 

【物件名】   （外国語図面の翻訳文         １） 

【物件名】    外国語要約書の翻訳文        １ 

代理人手続でない場合は、 

この項目を設ける必要はありません。 

代理人手続のときは、法人にあっては【代表者】の欄 

は不要です。 

〔備考〕 

１ 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「特願○○○○－○○○○○○」のよう

に特許出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番

号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の特許願」のように特許出願の年月日

を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した

整理番号を記載する。 

２ 「【確認事項】」の欄には、本書に添付した翻訳文は、外国語書面出願の願書に添付して提

出した外国語明細書、外国語特許請求の範囲、外国語図面及び外国語要約書に記載した事項を

過不足なく適正な日本語に翻訳したものである旨を記載する。 

３ 特許法第36条の２第６項の規定により翻訳文を提出するときは、「【確認事項】」の次に
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「【その他】」の欄を設けて、「特許法第36条の２第６項の規定による翻訳文の提出」と記載

する。 

４ 第27条の５第11項の規定により磁気ディスクを提出するときは、【提出物件の目録】の欄の

「【物件名】」の欄に次のように記載する。 

【物件名】 配列表を記録した磁気ディスク         １ 

５ その他は、様式第２の備考１から４まで、10から14まで、16から18まで及び22から25まで、

様式第４の備考４並びに様式第15の２の備考２と同様とする。 

 

(2) 翻訳文提出書に添付する特許請求の範囲は、特許法施行規則様式第31の６の２に従い作成し

ます。 

特施規様式第31の６の２（第25条の７関係） 

【書類名】   特許請求の範囲 

【請求項１】 

〔備考〕 

様式第29の２の備考と同様とする。 

 

(3) 翻訳文提出書に添付する明細書は、特許法施行規則様式第31の６に従い作成します。 

特施規様式第31の６（第25条の７関係)  

【書類名】   明細書 

【発明の名称】 

【技術分野】 

（【背景技術】） 

（【先行技術文献】） 

（【特許文献】） 

（【非特許文献】） 

【発明の概要】 

【発明が解決しようとする課題】 

【課題を解決するための手段】 

（【発明の効果】） 

（【図面の簡単な説明】） 

（【図１】） 

（【発明を実施するための形態】） 

（【実施例】） 

（【産業上の利用可能性】） 

（【符号の説明】） 

（【受託番号】） 

（【配列表】） 

― 132 ―



 

- 133 - 

 

 

〔備考〕 

様式第29の備考と同様とする。 

 

(4) 翻訳文提出書に添付する図面は、特許法施行規則様式第31の７に従い作成します。 

特施規様式第31の７（第25条の７関係） 

【書類名】  図面 

【図１】 

〔備考〕 

様式第30の備考と同様とする。 

 

(5) 翻訳文提出書に添付する要約書は、特許法施行規則様式第31の８に従い作成します。 

特施規様式第31の８（第25条の７関係） 

【書類名】  要約書 

【要約】 

【選択図】 

〔備考〕 

１ 「【要約】」の欄には、「【課題】」、「【解決手段】」のように見出しを記載する。 

２ その他は、様式第31の備考１から５まで、７から10まで、12及び13と同様とする。 

 

(6) 翻訳文を外国語書面出願に添付して提出することは認められません。外国語書面出願と同時

に提出する場合であっても、必ず翻訳文提出書により提出します。 

 

(7) 翻訳文の提出は、翻訳文の提出期間内に１通のみ提出します。翻訳文の提出期間内であって

も翻訳文の提出後に新たな翻訳文を再度提出することはできません。翻訳文の内容を補正する

必要がある場合は、手続補正書又は誤訳訂正書の提出により行います。 

 

(8) 翻訳文提出書に方式上の不備がある場合は特許庁長官による補正指令がなされます。これに

応答がされないときは手続却下の処分になります。 

 

(9) 外国語書面出願の願書に添付した図面が、外国語による記載を含まない場合であっても、図

面の翻訳文を提出しなければなりません。また、翻訳文提出書において、願書に添付した図面

を援用してその提出を省略することは認められません。 

 

  

― 133 ―



 

- 134 - 

 

 

３３．．誤誤訳訳のの訂訂正正をを目目的的ととすするる補補正正ににつついいてて  

(1) 外国語書面出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の誤訳の訂正は、特許法施行規則様

式第15の２に従い作成します。 

特施規様式第15の２（第11条の２関係） 

【書類名】  誤訳訂正書 

（【提出日】  令和○年○月○日） 

【あて先】  特許庁長官    殿 

（特許庁審判長  殿） 

（特許庁審査官  殿） 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【特許出願人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】                       

 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                    

 

【発送番号】 

【訂正により増加する請求項の数】 

【誤訳訂正１】 

【訂正対象書類名】 

【訂正対象項目名】 

【訂正方法】 

【訂正の内容】 

【訂正の理由等】 

（【手数料の表示】） 

（【予納台帳番号】） 

（【納付金額】） 

【提出物件の目録】 

【物件名】    訂正の理由の説明に必要な資料  １ 

代理人手続のときは、法人にあっては【代表者】の欄 

は不要です。 

代理人手続でない場合は、 

この項目を設ける必要はありません。 

〔備考〕 

１ 審判に係属中は、「【特許出願人】」を「【審判請求人】」とする。 

２ 「【特許出願人】」の欄に記載すべき者が２人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設

けて記載する。 
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【特許出願人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【特許出願人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

３ 「【誤訳訂正１】」の欄は、次の要領で記載する。 

イ  「【訂正対象書類名】」は、「明細書」、「特許請求の範囲」、「図面」のように補正す

る書類名を記載する。 

ロ  「【訂正対象項目名】」は、「全文」、「発明の名称」、「段落番号「○○○○」」、

「配列表」、「請求項○」、「全図」、「図○」のように補正をする単位名を記載する。 

ハ  「【訂正方法】」は、補正をする単位において、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載

した事項を補正により変更するときは「変更」と、新たな事項を補正により加えるときは

「追加」と、記載した事項を補正により削るときは「削除」と記載する。 

ニ  「【訂正の内容】」は、「【訂正対象項目名】」に記載した事項（前に「【」、後ろに

「】」を付す。）及び補正後の内容を記載する。この場合において、「【訂正対象項目

名】」が、「全文」又は「全図」のときは、明細書若しくは特許請求の範囲の全文又は図面

の全図を「【書類名】」とともに記載し、「【訂正方法】」が「削除」のときは、「【訂正

の内容】」の欄は設けるには及ばない。 

４ 補正をする単位を異にする２以上の個所を補正するときは、「【誤訳訂正１】」の欄の次に

「【誤訳訂正２】」、「【誤訳訂正３】」のように記載する順序により連続番号を付し、次の

ように欄を繰り返し設けて記載する。 

【誤訳訂正２】 

【訂正対象書類名】 

【訂正対象項目名】 

【訂正方法】 

【訂正の内容】 

【誤訳訂正３】 

【訂正対象書類名】 

【訂正対象項目名】 

【訂正方法】 

【訂正の内容】 

５ 「【訂正の理由等】」の欄には、補正をする事項に対応する外国語明細書、外国語特許請求

の範囲又は外国語図面の記載事項とその記載個所、補正前の明細書、特許請求の範囲又は図面

の記載が適切でない翻訳によるものである理由及び補正後の明細書、特許請求の範囲又は図面

の記載が適切な翻訳によるものである理由（以下この様式において「訂正理由等」という。）
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を具体的に記載する。備考４に従い【誤訳訂正１】【誤訳訂正２】のように複数の欄を設けた

ときは、それらに対応する訂正理由等を「（訂正の理由１）」、「（訂正の理由２）」のよう

にそれぞれ見出しを付して記載する。また、１の補正をする単位中において２以上の個所を補

正するときは、それらに対応する訂正理由等を「（訂正の理由１－１）」、「（訂正の理由１

－２）」のようにそれぞれ見出しを付して記載する。 

６ 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下に手数料の額を括弧をして記載

する。ただし、出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をする場合は、１請求項を増加す

るごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第１条第２項の表第９号の下欄に掲げる１請求

項につき納付すべき手数料と誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について

補正をする者が納付すべき手数料の合算額を括弧をして記載する。特許法第195条第８項ただ

し書の規定により、現金により手数料を納付した場合であって、納付書によるときは、事務規

程別紙第４号の12書式の納付済証（特許庁提出用）を別の用紙にはるものとし、納付情報によ

るときは、「（【手数料の表示】）」の欄の「（【予納台帳番号】）」を「【納付番号】」と

し、納付番号を記載する。この場合において、出願審査の請求後請求項の数を増加する補正を

するときは、１請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第１条第２項の

表第９号の下欄に掲げる１請求項につき納付すべき手数料と誤訳訂正書を提出して明細書、特

許請求の範囲又は図面について補正をする者が納付すべき手数料の双方を一の納付書又は納付

番号を使用して納付しなければならない。 

７ 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第２項の規定により特例法第15条第１

項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、

「【納付金額】」には手数料の額（出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をする場合に

あっては、１請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第１条第２項の表

第９号の下欄に掲げる１請求項につき納付すべき手数料と誤訳訂正書を提出して明細書、特許

請求の範囲又は図面について補正をする者が納付すべき手数料の合算額）（「円」、「，」等

を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。）を記載する。特

許法第195条第８項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、特例

法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「（【予納台

帳番号】）」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき

手数料の額（出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をする場合にあっては、１請求項を

増加するごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第１条第２項の表第９号の下欄に掲げる

１請求項につき納付すべき手数料と誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面に

ついて補正をする者が納付すべき手数料の合算額）を記載する。特許法第195条第８項ただし

書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、特例法施行規則第40条第５項の

規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「（【予納台帳番号】）」を

「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額（出願審査の請求後

請求項の数を増加する補正をする場合にあっては、１請求項を増加するごとに、出願審査の請

求をする者が手数料令第１条第２項の表第９号の下欄に掲げる１請求項につき納付すべき手数

料と誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者が納付すべ
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き手数料の合算額）を記載する。 

８ 第27条第３項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であって、国以外の者の持分の

割合に乗じて得た額を納付するときは、「（【手数料の表示】）」の欄の上に「【持分の割

合】」の欄を設けて、「○/○」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。 

９ 訂正理由等の説明をするために辞書の写し等の資料が必要となるときは、それを「訂正の理

由の説明に必要な資料」として添付する。添付した資料の上部余白には、その資料により説明

をする訂正理由等との対応関係を明らかにするために、「（訂正の理由１の説明に必要な資

料）」、「（訂正の理由２の説明に必要な資料）」、「（訂正の理由１－１の説明に必要な資

料）」、「（訂正の理由１－２の説明に必要な資料）」のように記載する。 

10 第27条第４項に規定する共有にかかる出願であって、国以外の各共有者ごとに第11条の２第

２項において準用する第11条第４項に規定する手数料の金額（減免を受ける者にあっては、そ

の減免後の金額）にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額（以下この様式において

「合算して得た額」という。）を納付するときは、国を含む者の共有に係る出願にあっては

「（【手数料の表示】）」の欄の上に「【持分の割合】」の欄を設けて、「○／○」のように

国以外の全ての者の持分の割合を記載し、減免を受ける者を含む者の共有に係る出願にあって

は「（【手数料の表示】）」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法等関係手数料

令第１条の２第○号○に掲げる要件に該当する者である。（○○○○持分○／○）」又は「特

許法施行令第10条第○号○に掲げる者に該当する者である。（○○○○持分○／○）」のよう

に減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行

を改めて記載するとともに、「手数料の納付の割合○／○」のように合算して得た額と特許法

第195条第２項に規定する出願審査の請求の手数料の金額の割合についても行を改めて記載す

る。ただし、備考８により国以外の全ての者の持分の割合を記載した場合には、国以外の全て

の者の持分の割合を記載するには及ばない。 

11 第31条の２第２項の規定により特許法第195条の２又は第195条の２の２の規定の適用を受け

ようとするときは、「（【手数料の表示】）」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特

許法等関係手数料令第１条の２第○号○に掲げる要件に該当する者である。」又は「特許法施

行令第10条第○号○に掲げる者に該当する者である。」のように記載する。ただし、備考10に

より減免を受ける旨等を記載した場合には、記載するには及ばない。 

12 第31条の２第２項の規定により特許法第195条の２又は第195条の２の２の規定の適用を受

け、かつ、第73条第３項の規定により特許法等関係手数料令第１条の３第１項各号又は同条第

２項各号に掲げる事項及び第73条第１項の申請書の提出を省略する旨を誤訳訂正書に記載して

同項の申請書の提出を省略するときは、「（【手数料の表示】）」の欄の次に「【その他】」

の欄を設けて、「特許法等関係手数料令第１条の２第○号○に掲げる要件に該当する特許出願

人である。減免申請書の提出を省略する。」又は「特許法施行令第10条第○号○に掲げる者に

該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。」のように減免を受ける旨及び第

73条第１項の申請書の提出を省略する旨を記載する。ただし、減免を受ける者を含む者の共有

に係る出願にあっては「【特許出願人】」の欄には、減免を受ける者を含めて記載し、

「（【手数料の表示】）」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法等関係手数料令
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第１条の２第○号○に掲げる要件に該当する特許出願人である。（○○○○持分○／○）。減

免申請書の提出を省略する。」又は「特許法施行令第10条第○号○に掲げる者に該当する特許

出願人である。（○○○○持分○／○）。減免申請書の提出を省略する。」のように減免を受

ける旨、出願人の氏名又は名称、その者の持分の割合及び第73条第１項の申請書の提出を省略

する旨を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「手数料の納付の割合○／○」

のように合算して得た額と特許法第195条第２項に規定する出願審査の請求の手数料の金額の

割合についても行を改めて記載する。 

13 その他は、様式第２の備考１から５まで、７、10から14まで、16から19まで及び22から25ま

で、様式第４の備考２及び４並びに様式第13の備考４から６まで及び８と同様とする。この場

合において、様式第13の備考8中「【補正の内容】」とあるのは「【訂正の内容】」及び

「【訂正の理由等】」と読み替えるものとする。 

 

(2) 外国語書面出願に係る誤訳訂正の手続の注意事項 

① 誤訳訂正書は本来誤訳の訂正を目的として補正をする際に提出する書面ですが、誤訳の訂

正以外の補正（本来手続補正書で補正すべき補正）を併せて行うことも認められます。 

 一の補正単位中に誤訳の訂正を目的とする補正箇所とそれ以外の補正箇所がある場合は、

「【訂正の理由等】」の欄には、誤訳の訂正の理由に加えて、誤訳の訂正以外の補正事項が

記載されていた補正前の明細書等の箇所を示したうえで、その補正が明細書等に記載した事

項の範囲内の補正であることを説明します。 

 また、一の補正単位中に誤訳の訂正以外の補正のみを記載する場合は、「【訂正の理由

等】」の欄の対応する箇所にその補正事項が記載されていた補正前の明細書等の箇所を示し

たうえで、その補正が明細書等に記載した事項の範囲内の補正であることを説明します。 

 なお、一の補正単位中に誤訳の訂正を目的とする補正箇所とそれ以外の補正箇所がある場合

には、必ず誤訳訂正書の提出により補正を行ってください。 

② 手数料について 

誤訳の訂正に係る手数料（19,000円）を同時に納付します。出願審査の請求後に請求項の

数が増加する訂正をするときは、その数に相当する審査請求手数料との合算額を納付しま

す。 

③ 要約書については誤訳訂正書による補正は認められません。 

 

４４．．翻翻訳訳文文提提出出書書にに添添付付ししたた明明細細書書、、特特許許請請求求のの範範囲囲等等のの補補正正及及びび補補正正指指令令ととそそのの応応答答ににつついいてて  

(1) 明細書等の補正について 

① 翻訳文提出書に添付した明細書、特許請求の範囲等（願書に添付して提出した明細書、特

許請求の範囲等とみなされます。）を補正する場合の「【補正対象書類名】」（又は「【訂

正対象書類名】」）の欄は、「明細書」、「特許請求の範囲」、「図面」又は「要約書」の

いずれかを記載します。 

② 翻訳文提出書（提出書に添付した明細書、特許請求の範囲等を含む。）と外国語書面出願

の願書を同時に補正する場合は、それぞれ別の手続補正書を作成し手続をします（一の手続

― 138 ―



 

- 139 - 

 

 

補正書により補正してはなりません。）。 

 

(2) 補正指令とその応答について 

① 外国語書面出願及び翻訳文提出書（提出書に添付した明細書、特許請求の範囲等を含

む。）に方式上の不備がある場合は、それぞれの手続に対し手続補正指令書を送付します。 

② この場合の応答は、それぞれの手続補正指令書に対して応答します（一の手続補正書によ

り補正してはなりません。）。 

 

５５．．閲閲覧覧、、証証明明ににつついいてて  

(1) 外国語書面、外国語要約書面、翻訳文提出書及び誤訳訂正書は、通常の出願書類と同様に閲

覧の請求ができます（オンラインによる閲覧も可能）。 

 

(2) 外国語書面出願に係る優先権証明書は、外国語書面により発行します。 

 

 

 

 

 

 

― 139 ―



 

- 140 - 

 

 

第第十十一一節節  出出願願とと同同時時ににすするる手手続続のの方方式式  

 

ⅠⅠ  発発明明のの新新規規性性喪喪失失のの例例外外のの規規定定のの適適用用をを受受けけよよううととすするる場場合合  

１１．．発発明明のの新新規規性性のの喪喪失失のの例例外外のの規規定定のの適適用用をを受受けけよよううととすするる場場合合のの手手続続（（特特3300((22))((33))））  

(1) 願書の「【整理番号】」の欄の次に「【特記事項】」の欄を設けて「特許法第30条第２項の

規定の適用を受けようとする特許出願」と記載します。 

(2) 証明書の提出は「新規性の喪失の例外証明書提出書」（特施規27の３の２、様式第34）に証

明書を添付して行います。 

なお、証明書の提出は出願の日から30日以内にしなければなりません。 

(3) 分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願において、原出願で提出された「発

明の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を記載した書面」及び「発明の新規性の

喪失の例外の適用を受けるための証明書」は、新たな特許出願と同時に提出されたものとみな

されます（特44(4)、46(6)、46の２(5)）。 

(4) 国内優先権の主張を伴う出願の場合に、先の出願について提出した「発明の新規性の喪失の

例外の適用を受けるための証明書」が、変更を要しないものであるときは、その旨を願書に記

載してその提出を省略することができます(特施規31(1)）。 

(5) 新規性の喪失の例外証明書の提出期間を徒過した場合の救済措置 

証明書の提出期間内に新規性の喪失の例外証明書を提出することができない場合であっても、

証明書を提出する者にその責めに帰することができない理由がある場合は、その理由がなくな

った日から14日（在外者にあっては２月）以内で、その期間経過後６月以内に限り新規性喪失

の例外証明書の提出が認められます（特30(4))。 

その際、上申書又は新規性喪失の例外証明書提出書の【その他】の欄において、当該手続を

することができなかった理由が「出願人等の責めに帰することができない理由」に該当するこ

とを具体的かつ十分に記載し、その記載した事実を裏付ける証拠書類を提出しなければなりま

せん。 

 

 

〔記載例〕 

【書類名】  特許願 

【整理番号】 Ｐ○○○○○○－○○ 

【特記事項】 特許法第30条第２項の規定の適用を受けようとする特許出願 

（【提出日】  令和○年○月○日） 
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〔記載例〕「発明の新規性の喪失の例外の適用を受けるための証明書」の提出を省略する場合 

 

【提出物件の目録】 

【物件名】 特許請求の範囲    １ 

【物件名】 明細書        １ 

【物件名】 図面         １ 

【物件名】 要約書        １ 

【物件名】 発明の新規性の喪失の例外の適用を受けるための証明書 １ 

【援用の表示】変更を要しないため省略する。 
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第第十十二二節節  優優先先権権主主張張にに関関すするる手手続続  

  

ⅠⅠ  パパリリ条条約約にによよるる優優先先権権をを主主張張すするる場場合合  

１１．．優優先先権権のの主主張張  

(1) パリ条約の同盟国において正規に特許出願又は実用新案登録出願をした者又はその承継人は、

他の同盟国に出願をすることに関し、以下に定める期間中優先権を有します（パリ条約４条Ａ

(1)）。 

(2) 上記の優先期間は、特許及び実用新案については12月です（パリ条約４条Ｃ(1)）。 

 

２２．．優優先先権権のの主主張張のの効効果果  

上記の期間満了前に他の同盟国においてされた後の出願は、その間に行われた行為、例えば、

他の出願、当該発明の公表又は実施、当該意匠に係る物品の販売、当該商標の使用等によって不

利な取扱いを受けません。また、これらの行為は、第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生

じさせません（パリ条約４条Ｂ）。 

 

３３．．優優先先権権のの主主張張のの手手続続（（特特4433((11))((22))((33))、、4433のの３３((33))））  

(1) パリ条約による優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初の出願をした国名及び出

願の年月日を記載した書面（以下「優先権主張書」という。）を最先の優先日（優先権主張（特

許出願等に基づく優先権の主張を伴う場合を含む。）の基になる出願のうち最先の出願の出願

日）から１年４月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の

日から４月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間（出願審査の請求又は出願公開の請

求があった後の期間を除く。）に提出しなければなりません。ただし、分割出願、変更出願又

は実用新案登録に基づく特許出願においては、上記優先日から１年４月、もとの出願の日から

４月又は新たな出願の日から１月の期間が満了する日のいずれか遅い日まで間（出願審査の請

求又は出願公開の請求があった後の期間は除く。）です。 

「優先権主張書」（特施規27の４(2)、様式第36の２）の「【優先権の主張】」の欄の次に「【パ

リ条約による優先権等の主張】」と記載し、その欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」

を設けて国・地域名及び出願日を必ず記載します。また、優先権の主張の基礎とされた出願の

番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記

載します。 

なお、当該特許出願の願書の「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」

の欄を設け、当該事項を記載して「優先権主張書」の提出を省略することができます（特施規

27条の４第３項）。 

 

(2) 証明書又はその写し（以下「優先権証明書類等」という。）の提出は、「優先権証明書提出

書」（特施規27の３の３、様式第36）に優先権証明書類等を添付して行います。 

なお、優先権証明書類等の提出は優先日（優先権主張（特許出願等に基づく優先権の主張を

伴う場合を含む。）の基になる出願のうち最先の出願の出願日）から１年４月以内に提出しな
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ければなりません（特43(2))。ただし、分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出

願においては、上記優先日から１年４月又は新たな出願の日から３月のいずれか遅い日までで

す（特44(3)、46(6)、46の２(5))。この期間内に優先権証明書類等を提出できなかった場合は、

以下のとおりになります。 

(i)平成27年改正法 

上記（２）の期間内に優先権証明書類等の提出がない場合は、その旨の通知を送付します（特

43(6)）。通知を受けた者は、通知から２月以内に限り優先権証明書類等を提出することができま

す（特43(7)、特施規27の３の３(5)）。 

また、通知から２月以内に優先権証明書類等を提出できない場合でも、通知を受けた者の責め

に帰することができない理由がある場合には、その理由がなくなった日から14日（在外者にあっ

ては２月）以内かつ通知の送付により優先権証明書類等を提出できる期間の経過後６月以内に限

り証明書を提出することができます。通知を受けた者の責めに帰することができない理由が証明

書を発行すべき官庁の事務の遅延による場合には、優先権証明書類等を入手した日から１月（在

外者は２月）以内に限り提出することができます（特43(8)、特施規27の３の３(6)）。 

その際、上申書又は優先権証明書提出書の【その他】の欄において、当該手続をする事ができ

なかった理由が「提出する者等の責めに帰することができない理由」に該当することを具体的か

つ十分に記載し、その記載した事実を裏付ける証拠書類を提出しなければなりません。 

なお、平成28年３月31日以前に特許法第43条第２項に規定する期間を経過している特許出願に

はついては当該規定は適用されず、従前の例によります（平成27年改正法附則第２条）。 

(ⅱ)平成26年改正法 

上記（２）の期間内に提出できない場合において、提出する者がその責めに帰することができ

ない理由がある場合は、その理由がなくなった日から14日（在外者にあっては２月）以内かつ期

間の経過後６月以内に限り優先権証明書類等を提出することができます（平成27年改正前特

43(6)）。その際、上申書または優先権証明書提出書の【その他】の欄において、当該手続をする

事ができなかった理由が「提出する者等の責めに帰することができない理由」に該当することを

具体的かつ十分に記載し、その記載した事実を裏付ける証拠書類を提出しなければなりません。 

なお、当該規定の適用は、平成27年３月31日以前に特許法第43条第２項に規定する期間内に優

先権証明書類等の提出がなかった場合には適用されません（平成26年改正法附則第２条）。 

 

優先権証明書類等を上記（２）に記載した期間内に提出しない場合は、当該優先権の主張はそ

の効力を失います（特43(4)）。 

 

(3) 優先権証明書類等の提出を省略できる場合（特43(5)） 

 デジタルアクセスサービス（ＤＡＳ）を利用して優先権証明書を世界知的所有権機関を通じ

て提出する場合（特施規27の３の３(2)) 

優先権証明書類等提出期間内に、優先権の主張の基礎とした出願の番号、出願の区分、アク

セスコード、電磁的方法により特許庁長官に提供する国際機関の名称を記載した書面を提出し

なければなりません(特施規27の３の３(3))。なお、願書の【パリ条約による優先権等の主張】
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の欄の【出願番号】の次に【出願の区分】及び【アクセスコード】を設けて、それぞれ優先権

の主張の基礎とした出願の区分（「特許」、「実用新案登録」等の別）及びアクセスコードを

記載し、その次に【優先権証明書提供国（機関）】の欄を設けて「世界知的所有権機関」と記

載して、当該書面の提出を省略することができます（特施規27の４(5)）。 

なお、米国特許商標庁との優先権書類の電子交換については、優先権主張の基礎となる米国

特許商標庁への出願が未公開の場合であって優先権書類の電子交換を希望するときは、出願人

は米国特許商標庁に対し、他庁が未公開の情報へアクセスすることを許可するための権限を与

える必要があります。権限を与えるためには、米国特許商標庁へ①出願時にアプリケーション

データシート（ApplicationDataSheet。以下「ＡＤＳ」という。）を提出する、②出願時にＡ

ＤＳを提出できなかった場合は許可届（ＳＢ／３９）を提出する必要がありますのでご注意く

ださい。 

※ 第一国出願が大韓民国及び欧州特許庁の優先権書類の電子的交換は、２０２０年半ばをも

って終了しました。 

 

(4) 分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願において、原出願で提出された「パ

リ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張する旨並びに最初の出願をした国

名及びその出願の年月日を記載した書面」及び「パリ条約による優先権又はパリ条約の例によ

る優先権主張の優先権証明書類等」は、新たな特許出願と同時に提出されたものとみなされま

す（特44(4)、46(6)､46の２(5)）。 
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ⅡⅡ    パパリリ条条約約のの例例にによよるる優優先先権権をを主主張張すするる場場合合  

１１．．パパリリ条条約約のの例例にによよるる優優先先権権のの主主張張（（特特4433のの３３））  

(1) パリ条約の同盟国に該当しない国であって、世界貿易機関の加盟国、又は日本国民に対し日

本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしている特許庁長官が指定した国（「特

定国」）のいずれかにおいて正規に特許出願又は実用新案登録出願をした者又はその承継人は、

我が国への後の出願をすることに関し、パリ条約による優先権と同様の優先権の主張ができま

す（特43の３）。 

(2) パリ条約の例による優先権の主張の効果及び優先権主張の手続は、パリ条約による優先権の

場合と同様です。 

(3) 優先権証明書類等の提出を省略できる場合（特43の３(3)、43(5）） 

① 台湾を第一国とする優先権主張の場合（特施規27の３の３(2)①） 

優先権証明書類等提出期間内に、優先権の主張の基礎とした出願の番号、出願の区分、ア

クセスコード、電磁的方法により特許庁長官に提供する国の名称を記載した書面を提出しな

ければなりません（特施規27の３の３(3)）。なお、願書の【パリ条約による優先権等の主張】

の欄の【出願日】の次に【出願番号】、【出願の区分】、【アクセスコード】、【優先権証

明書提供国（機関）】の欄を設けて、ＤＡＳの場合と同様に記載して、当該書面の提出を省

略することができます（特施規27の４(5)）が、【優先権証明書提供国（機関）】の欄は必ず

「台湾」と記載してください。 

 

２２．．パパリリ条条約約のの例例にによよるる優優先先権権のの主主張張（（特特4433のの２２））  

(1) パリ条約の規定により特許出願について優先権を主張（特許法第43条の３の規定によるパリ

条約の例による優先権の主張を含む。）しようとしたにもかかわらず、優先期間内に優先権の

主張を伴う特許出願ができなかった者は、その特許出願をすることができなかったことが「故

意によるものでない」ときは、当該優先権の主張の優先期間の経過後２月以内にその特許出願

をしたときは、優先期間の経過後であっても、その特許出願について優先権を主張することが

できます。 

特許願の【手数料の表示】の欄の次に【その他】の欄を設けて「特許法第43条の２第１項（同

法第43条の３第３項において準用する場合を含む）の規定による優先権の主張」と記載して出

願するとともに、当該優先権の主張の優先期間の経過後２月以内に、「①所定の期間内に手続

をすることができなかった理由」の記載及び「②手続をしなかったことが故意によるものでな

い」ことを表明した回復理由書を提出しなければなりません（特施規27の４の２(9))。なお、

「故意でない基準」により回復理由書を提出する際には、回復手数料（212,100円）を納付し

なければなりません（手数料令１(2)⑪）。 

(2) 優先権主張書の提出期間は、当該優先権の主張に係るパリ条約第４条Ｃ(1)に規定する優先

期間の経過後２月以内です（特施規27の４の２(3)④）。 

(3) 優先権証明書類等の提出期間は、パリ条約による優先権主張の場合と同様です。 

 

※「故意でない基準」による期間徒過後の救済に係る手続の詳細は、特許庁ホームページ「期
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間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでな

いこと」に緩和されます」

（https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/kyusai_method2.html）を参照して

ください。 

 

[記載例］（優先権主張書を提出し優先権を主張する場合） 

【書類名】    優先権主張書 

（【提出日】）   令和  年  月  日 

    

【あて先】    特許庁長官     殿 

【出願の表示】 

   【出願番号】 

【特許出願人】 

【識別番号】     

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代理人】 

【識別番号】     

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【優先権の主張】 

【パリ条約による優先権等の主張】 

【国・地域名】 アメリカ合衆国 

【出願日】   ２０○○年○○月○○日 

【出願番号】  １２／１２３，４５６ 

 

〔記載例〕（特許願の願書に優先権を主張する旨を記載する場合） 

【代理人】 

【識別番号】    

【住所又は居所】  

【氏名又は名称】  

【パリ条約による優先権等の主張】 

【国・地域名】  アメリカ合衆国 

【出願日】    ２０○○年○○月○○日 

【出願番号】   １２／１２３，４５６ 

(【手数料の表示】） 

（【予納台帳番号】） 

（【納付金額】） 
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〔記載例〕（デジタルアクセスサービス（ＤＡＳ）を利用する場合） 

【パリ条約による優先権等の主張】 

【国・地域名】  ○○○○○○ 

【出願日】    ２０○○年○○月○○日 

【出願番号】   □□□□□□ 

【出願の区分】  特許 

【アクセスコード】△△△△ 

【優先権証明書提供国（機関）】世界知的所有権機関 

 

〔記載例〕（台湾智慧財産局との優先権書類の電子的交換を利用する場合） 

【パリ条約による優先権等の主張】 

【国・地域名】    台湾 

【出願日】        ２０○○年○○月○○日 

【出願番号】      □□□□□□ 

【出願の区分】    特許 

【アクセスコード】△△△△ 

【優先権証明書提供国（機関）】台湾 

  

〔記載例〕（「優先権証明書提出書」に優先権証明書類等を添付して提出する場合） 

【書類名】    優先権証明書提出書 

（【提出日】    令和  年  月  日） 

 【あて先】    特許庁長官     殿 

 【事件の表示】 

   【出願番号】 

【提出者】 

【識別番号】     

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代理人】 

【識別番号】     

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

（【最初の出願の表示】） 

（【国・地域名】 アメリカ合衆国） 

（【出願日】   ２０○○年○○月○○日） 

（【出願番号】  １２／１２３，４５６） 

【提出物件の目録】 

【物件名】 優先権証明書 １ 

【物件名】 （      ） 
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ⅢⅢ  特特許許出出願願等等にに基基づづくく優優先先権権をを主主張張すするる場場合合  

１１．．特特許許出出願願等等にに基基づづくく優優先先権権のの主主張張  

(1) 特許出願等に基づく優先権を主張できる者 

先の出願の出願人（承継人を含む）（特41(1)）。 

(2) 特許出願等に基づく優先権の主張を伴う出願をすることができる期間 

先の出願を基礎に優先権の主張ができる期間は、先の出願の日から１年です(特41(1)①)。 

ただし、先の出願の日から１年以内に出願をすることができなかったことが故意によるもの

でないと認められる場合は、出願が故意に先の出願の日から１年以内にされなかったものでな

いと認められない場合における優先権の主張を伴う出願をすることができる期間の経過後２月

以内にその特許出願をしたときは、優先権を主張することができることとなりました（特

41(1)①括弧書、特施規27の４の２(1)）。 

(3) 特許出願等に基づく優先権の主張の基礎とすることができる先の出願 

先の特許出願又は実用新案登録出願は、次に掲げる場合を除き、優先権の主張の基礎とする

ことができます。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、特許出願

の際に、その者の承諾を得ている場合に限られます（特41(1)）。 

① 先の出願が分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願である場合。 

② 先の出願がその特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合。 

③ 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合。 

④ 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案権の設定の登録がされている場合。 

 

２２．．特特許許出出願願等等にに基基づづくく優優先先権権のの主主張張のの効効果果  

後の出願に係る発明のうち先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲（実用新

案登録請求の範囲）又は図面（当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書

面）に記載されている発明について、その発明に関する特許要件（先後願、新規性、進歩性等）

の判断の時点については後の出願の日又は時ではなく先の出願の日又は時になされたものとして

扱い、先の出願の日と後の出願の日の間になされた他人の出願等を排除し、又はその間に公知と

なった情報によっては特許性を失わないという効果を有します（特41(2)）。 

後の出願に係る発明のうち先の出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲（実用新案登録請求

の範囲）又は図面に記載されている発明について先の出願の日又は時に出願されたものとみなさ

れる具体的適用条文は次のとおりです。 

(ｲ) 新規性、進歩性（特29） 

(ﾛ) いわゆる拡大された先願の地位（特29の２） 

(ﾊ) 新規性喪失の例外（特30(1)(2)） 

(ﾆ) 先願主義（特39(1)(2)(3)(4)） 

(ﾎ) 特許権の効力の及ばない範囲（特69(2)②） 

(ﾍ) 他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠等との利用又は他人の意匠権若しくは商

標権との抵触の関係（特72） 

(ﾄ) 先使用による通常実施権（特79） 
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(ﾁ) 意匠権の存続期間満了後の通常実施権（特81、82(1)） 

(ﾘ) 生産方法の推定（特104） 

(ﾇ) 訂正の審判（特126(7)） 

 

３３．．先先のの出出願願のの取取下下げげ等等  

(1) 先の出願は、その出願の日から１年４月を経過した時に取り下げたものとみなされます（特

42(1)）。 

(2) 特許出願等に基づく優先権の主張を取り下げる場合には、「先の出願に基づく優先権主張取

下書」（特施規28の４、様式第42）を用いて行います。ただし、特許出願等に基づく優先権の

主張は、先の出願の日から１年４月を経過した後は、取り下げることができません（特42(2)）。  

(3) 特許出願等に基づく優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から１年４月以内に取り

下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなされます（特42(3)）。 

(4) 経済安全保障推進法第70条第１項の規定により保全指定がされた特許出願を基礎とする優

先権の主張を伴う特許出願がされた場合においては、経済産業省令で定める期間（１年４月）

を経過した時又は当該先の出願について経済安全保障推進法第77条第２項の規定による保全

指定の解除又は保全指定の期間の満了の通知を受けた時のうちいずれか遅い時に先の出願は

取り下げたものとみなされます。（経済安全保障推進法82(2)）。 

(5) 優先権の主張を伴う特許出願について、特許庁長官が経済安全保障推進法第69条第４項（保

全審査の打切りによる特許出願の却下）、第73条第８項（保全対象発明の実施の制限に違反し

た特許出願の却下）、第74条第３項において準用する第73条第８項（保全対象発明の開示禁止

に違反した特許出願の却下）又は第78条第７項（外国出願の禁止に違反した特許出願の却下）

の規定によりその優先権の主張の基礎とした特許出願を却下した場合には、当該優先権の主張

はその効力を失います（経済安全保障推進法82(1)）。また、 当該国内優先権の主張を伴う特

許出願をもとの出願とした分割出願における当該国内優先権の主張もその効力を失います。 

 

４４．．特特許許出出願願等等にに基基づづくく優優先先権権のの主主張張のの手手続続（（特特4411((44))））  

(1) 特許出願等に基づく優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した

書面（以下「優先権主張書」という。）を優先日から１年４月の期間が満了する日又はその特

許出願の日から４月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間（出願審査の請求又は出願

公開の請求があった後の期間を除く。）に提出しなければなりません。ただし、分割出願、変

更出願又は実用新案登録に基づく特許出願においては、上記優先日から１年４月、もとの出願

の日から４月又は新たな出願の日から１月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間（出

願審査の請求又は出願公開の請求があった後の期間は除く。）になります。また、先の出願の

日から１年以内に出願することができなかったことが故意によるものでないと認められる場

合にする特許出願については、出願が故意に先の出願の日から１年以内にされなかったもので

ないと認められない場合における優先権の主張を伴う出願をすることができる期間の経過後

２月以内となります（特41(4)、特施規27の４の２(1)、(3)①②③）。 

「優先権主張書」（特施規27の４(2)、様式第36の２）の「【優先権の主張】」の欄の次に
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（様式第36の２備考１に該当する場合にあっては、「【パリ条約による優先権等の主張】」の

欄の次に）「【先の出願に基づく優先権主張】」の欄を設け、その欄に「【出願番号】」（先

の出願が国際特許出願又は国際実用新案登録出願にあっては、「【出願番号】」を「【国際出

願番号】」とします。）及び「【出願日】」を設けて、先の出願の番号（先の出願が国際特許

出願又は国際実用新案登録出願にあっては、国際出願番号）及び年月日を記載します。 

なお、先の出願の番号が通知されていないときは、「【出願日】」には「令和何年何月何日

提出の特許願」のように先の出願の年月日を必ず記載し、「【出願日】」の欄の次に「【整理

番号】」の欄を設けて、先の出願の願書に記載した整理番号を記載します。 

また、当該特許出願の願書の「【代理人】」の欄の次に「【先の出願に基づく優先権の主張】」

の欄を設け、当該事項を記載して「優先権主張書」の提出を省略することができます（特施規

27の４(3))。 

(2) 優先権の回復（特41(1)①括弧書） 

先の出願の日から１年以内に出願をすることができなかったことについて、「故意によるも

のでない」場合に優先権を主張しようとするときは、特許願の【手数料の表示】の欄の次に「【そ

の他】」の欄を設けて、「特許法第41条第１項の規定による優先権の主張（同項第１号に規定

する特許出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められるとき

にするものに限る。）を伴う特許出願」と記載して、当該優先権の主張を伴う出願をすべき期

間の経過後２月以内に出願するとともに、「①所定の期間内に手続をすることができなかった

理由」の記載及び「②手続をしなかったことが故意によるものでない」ことを表明した回復理

由書も併せて提出しなければなりません（特施規27の４の２(4)）。なお、「故意でない基準」

により回復理由書を提出する際には、回復手数料（212,100円）を納付しなければなりません（手

数料令１(2)⑪）。 

(3) 分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願において、原出願で提出された「特 

許出願等に基づく優先権を主張する旨及び先の出願の表示を記載した書面」は、下記①②の場 

合を除き、新たな特許出願と同時に提出されたものとみなされます（特44(4)、46(6)、46の 

２(5)）。 

① 分割出願があった後、もとの出願に係る国内優先権の主張が取り下げられた場合又は先の

出願の日から経済産業省令で定める期間（１年４月）内にもとの出願が取り下げられたとき

と同時に優先権の主張が取り下げられたものとみなされた場合（特42(3)、特施規28の４(2)）

は、分割出願と同時にされたとみなされた国内優先権の主張は取り下げられたものとみなさ

れます。 

② 先の出願の日から経済産業省令で定める期間（１年４月）内に特許出願等に基づく優先権

主張を伴う後の出願をもとに出願変更した場合、当該後の出願（原出願）は取り下げたもの

とみなされ（特46(4)）、これに伴う優先権主張は同時に取り下げたものとみなされるため（特

42(3)、特施規28の４(2)）、出願変更による新たな特許出願について優先権の主張をするの

であれば、優先権主張の書面を以下のいずれか遅い日までの間に再度提出しなければなりま

せん。 

ア．優先日から１年４月 
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イ．出願変更に係るもとの出願日から４月 

ウ．変更後の新たな特許出願の日から１月 

この書面については、願書にその表示をすることにより省略することができます（特施規

27の４(3)）。 

 

 ※「故意でない基準」による期間徒過後の救済に係る手続の詳細は、特許庁ホームページ

「期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるもの

でないこと」に緩和されます」

（https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/kyusai_method2.html）を参照して

ください。 

 

［記載例］（優先権主張書を提出し、先の出願に基づく優先権主張を行う場合） 

【書類名】     優先権主張書 

（【提出日】）    令和  年  月  日 

    

【あて先】     特許庁長官     殿 

【出願の表示】 

   【出願番号】 

【特許出願人】 

【識別番号】     

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代理人】 

【識別番号】    

【住所又は居所】  

【氏名又は名称】  

【優先権の主張】 

【先の出願に基づく優先権主張】 

【出願番号】   特願２０○○－○○○○○○ 

【出願日】    令和○○年○○月○○日 
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〔記載例〕（特許願の願書に先の出願に基づく優先権を主張する旨を記載する場合） 

   ・ 

   ・（略） 

   ・ 

 

【代理人】 

【識別番号】    

【住所又は居所】  

【氏名又は名称】  

【先の出願に基づく優先権主張】 

【出願番号】   特願２０○○－○○○○○○ 

【出願日】    令和○○年○○月○○日 

（【手数料の表示】） 

（【予納台帳番号】） 

（【納付金額】） 

 

［記載例］（優先権の主張を取下げる場合） 

【書類名】      先の出願に基づく優先権主張取下書 

（【提出日】）     令和  年  月  日 

【あて先】      特許庁長官     殿 

【事件の表示】 

   【出願番号】 

【特許出願人】 

【識別番号】     

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代理人】 

【識別番号】    

【住所又は居所】  

【氏名又は名称】  

【先の出願の表示】 

【出願番号】   特願２０○○－○○○○○○ 

【出願日】    令和○○年○○月○○日  
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第第十十三三節節  出出願願審審査査のの請請求求  

 

ⅠⅠ  出出願願のの審審査査及及びび出出願願審審査査のの請請求求  

特許出願の審査は、出願審査の請求があったものについてのみ行います（特48の２）。 

出願審査の請求は、本人、他人を問わず誰でもすることができます。本人以外が出願審査の請

求をする場合は、【書類名】に「出願審査請求書（他人）」と記載してください。他人からの請

求は本人に通知されます。 

 

ⅡⅡ  出出願願審審査査のの請請求求ををすするるここととががででききるる期期間間  

(1) 出願審査の請求をすることができる期間は、出願の日から３年以内です（特48の３(1)）。 

(2) 出願の日から３年経過後であっても、次のいずれかの出願であるときは、新たな出願の日か

ら３０日以内に限り出願審査の請求をすることができます（特48の３(2)）。 

① 分割による新たな出願 

② 変更した出願 

③ 実用新案登録に基づく特許出願 

(3) 経済安全保障推進法第70条第１項の規定により保全指定がされた場合は、出願審査の請求を

することができる期間は「出願の日から３年を経過した日」又は「経済安全保障推進法第77条

第２項の規定による保全指定の解除等又は期間満了の通知を受けた日から３月を経過した日」

のうちいずれか遅い日までとなります（経済安全保障推進法82(3)）。 

(4) 出願審査の請求ができる期間内に出願審査の請求がなかったときは、その出願は取り下げら

れたものとみなされます（特48の３(4)（特48の３(7)において準用））。また一度した出願審

査の請求は、取り下げることはできません（特48の３(3)）。 

(5) 出願審査の請求をすることができる期間を経過した場合の救済措置（特48の３(5)（特48の３

(7)において準用）） 

出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかったために、取り下げた

ものとみなされた特許出願であっても、特許出願人が期間内に出願審査の請求をすることがで

きなかったことが「故意によるものでない」ときは、出願審査の請求が認められます。 

この場合、出願審査の請求をすることができるようになった日から２月以内で、期間経過後

１年以内に限り、出願審査請求書を提出することができます。出願審査請求書に【その他】の

欄を設けて「特許法第48条の３第５項（同条第７項において準用する場合を含む。）の規定に

よる出願審査の請求」と記載して提出するとともに、「①所定の期間内に手続をすることがで

きなかった理由及び手続をすることができるようになった日」の記載、「②手続をしなかった

ことが故意によるものでない」ことの表明、及び「③出願審査の請求を遅延させることを目的

とするものではなかった旨」を記載した回復理由書を提出しなければなりません。（特施規31

の２(4)(5)）。なお、「故意でない基準」により回復理由書を提出する際には、回復手数料（212,100

円）を納付しなければなりません。（特別表第11号、手数料令1（2）⑪）。 

※「故意でない基準」による期間徒過後の救済に係る手続の詳細は、特許庁ホームページ「期

間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでな
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いこと」に緩和されます」

（https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/kyusai_method2.html）を参照して

ください。 

 

ⅢⅢ  出出願願審審査査のの請請求求のの手手数数料料  

出願審査の請求を行うときは、１件につき１３８，０００円（平成３１年３月３１日までに行

った出願について出願審査の請求を行うときは、１件につき１１８,０００円）に１請求項につき 

また、出願審査の請求後に請求項の数を増加する補正を行うときは、増加する請求項１項につ

き４，０００円の手数料が必要になります。 

 

また、特許法第195条の２又は特許法第195条の２の２の規定により出願審査の請求の手数料は、

軽減又は免除されることがあります（詳細は第二十一節「出願審査の請求の手数料の減免」を参

照してください。）。 

 

ⅣⅣ  特特定定登登録録調調査査機機関関制制度度利利用用にによよるる出出願願審審査査請請求求手手数数料料のの特特例例  

登録調査機関（先行技術調査を行う機関）のうち特に特許庁長官の登録を受けた者（特定登録

調査機関）は、出願人等の求めに応じ特許出願について先行技術調査を行い、その結果をその者

に交付します。 

出願人等がその結果を記載した調査報告を提示して出願審査の請求をしたときは、出願審査請

求手数料は軽減され（特例法39の２、同法39の３）、納付すべき手数料の額は、１件につき１１

０，０００円（平成３１年３月３１日までに行った出願について出願審査の請求を行うときは、

１件につき９４,０００円）に１請求項につき３，２００円を加えた額となります（手数料令１(2)）。 

出願審査請求書に上記調査報告の提示をする場合は、「【代理人】」の欄の次に「【調査報告

番号】」の欄を設け、調査報告番号を記載してください。 
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ⅤⅤ  出出願願審審査査請請求求書書のの作作成成方方法法  

特施規様式第44（第31条の２関係） 

【書類名】 出願審査請求書 

（【提出日】 令和  年  月  日） 

【あて先】 特許庁長官      殿 

【出願の表示】 

【出願番号】 

【請求項の数】 

【請求人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】                         

（【国籍・地域】） 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                      

 

（【調査報告番号】） 

（【手数料の表示】） 

（【予納台帳番号】） 

（【納付金額】） 

【提出物件の目録】 

〔備考〕 

１ 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。

特許法第195条第８項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であって、納付書

によるときは、「（【手数料の表示】）」の欄の「（【予納台帳番号】）」を「【納付書番号】」

とし、納付書番号を記載し、事務規程別紙第４号の12書式の納付済証（特許庁提出用）を別の用

紙にはるものとし、納付情報によるときは、「（【手数料の表示】）」の欄の「（【予納台帳番

号】）」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」

の欄は設けるには及ばない。ただし、特許法第195条の２の規定により手数料を免除されたときは、

手数料を納付するには及ばない。 

２ 請求人が特許出願人以外の者であるときは、「【書類名】」を「出願審査請求書（他人）」と

記載する。 

３ 「【氏名又は名称】」は、法人又は法人でない社団等にあっては、名称を記載し、「【氏名又

は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。 

代理人手続のときは、法人にあっては【代表者】の欄 

は不要です。 

代理人手続でない場合は、 

この項目を設ける必要はありません。 
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また、その法人の名称が法人等を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」

の欄（「【代表者】」の欄を設けたときはその欄）の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、

「○○法の規定による法人」、外国法人にあっては「○○国の法律に基づく法人」又は法人でな

い社団等にあっては「代表者（管理人）の定めのある社団（財団）」のように当該法人等の法的

性質を記載する。 

４ 「【請求人】」の欄に記載すべき者が２人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記

載する。 

【請求人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

（【国籍・地域】） 

【請求人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

（【国籍・地域】） 

５ 第27条第４項に規定する共有に係る出願であって、国以外の各共有者ごとに出願審査の請求の

手数料の金額（減免を受ける者にあっては、その減免後の金額）にその持分の割合を乗じて得た

額を合算して得た額（以下この様式において「合算して得た額」という。）を納付するときは、

国を含む者の共有に係る出願にあっては「【代理人】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設

けて、「○／○」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載し、減免を受ける者を含む者の

共有に係る出願にあっては、「（【手数料の表示】）」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」

の欄を設けて、「特許法等関係手数料令第１条の２第〇号〇に掲げる要件に該当する者である。

（〇〇〇〇持分〇／〇）」若しくは「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者であ

る。（〇〇〇〇持分〇／〇）」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持

分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「【手数料に関する特記事項】」

の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「手数料の納付の割合○／○」のように合算して得た

額と特許法第195条第２項に規定する出願審査の請求の手数料の金額の割合を記載する。 

６ 第31条の２第２項の規定により特許法第195条の２若しくは195条の２の２の適用を受けようと

するときは、「（【手数料の表示】）」の欄の次に 

「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法等関係手数料令第１条の２第〇号〇に

掲げる要件に該当する者である。」若しくは「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当す

る者である。」のように記載する。ただし、備考５により減免を受ける旨等を記載した場合には、

記載するには及ばない。 

７ 「（【調査報告番号】）」の欄には、第31条の２第３項の規定により調査報告の提示を行うと

きに限り、特例法施行規則第60条の２第１号の調査報告番号を記載する。同一の特許出願につい

て複数の調査報告が作成された場合は、「（【調査報告番号】）」の欄に、いずれか一の調査報
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告番号を記載する。 

８ 特許法第48条の３第５項（同条第７項において準用する場合を含む。）の規定により出願審査

の請求をするときは、「【代理人】」（「【調査報告番号】」の欄を設けた場合にあっては「【調

査報告番号】」、「【手数料の表示】」の欄を設けた場合にあっては「【手数料の表示】」、備

考５に該当する場合（減免を受ける者を含む者の共有に係る出願を除く。）にあっては「【持分

の割合】」、備考６に該当する場合にあっては「【手数料に関する特記事項】」）の欄の次に「【そ

の他】」の欄を設けて、「特許法第48条の３第５項（同条第７項において準用する場合を含む。）

の規定による出願審査の請求」と記載し、また、備考５に該当する場合（減免を受ける者を含む

者の共有に係る出願に限る。）にあっては「【手数料に関する特記事項】」の欄の次に「【その

他】」の欄を設けて、「手数料の納付の割合○／○」のように合算して得た額と特許法第195条第

２項に規定する出願審査の請求の手数料の金額の割合と、「特許法第48条の３第５項（同条第７

項において準用する場合を含む。）の規定による出願審査の請求」を行を改めて記載する。 

９ 第３１条の２第２項の規定により特許法第195条の２又は195条の２の２の規定の適用を受け、

かつ、第73条第３項の規定により特許法等関係手数料令第１条の３第１項各号又は同条第２項各

号に掲げる事項及び第73条第１項の申請書の提出を省略する旨を出願審査請求書に記載して同項

の申請書の提出を省略しようとするときは、「（【手数料の表示】）」の欄の次に「【手数料に

関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法等関係手数料令第１条の２第〇号〇に掲げる要件に

該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に

掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。」のように減免を受ける旨及

び第73条第１項の申請書の提出を省略する旨を記載する。ただし、減免を受ける者を含む者の共

有に係る出願にあっては、「【請求人】」の欄には、減免を受ける者を含めて記載し、「（【手

数料の表示】）」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法等関係手

数料令第１条の２第〇号〇に掲げる要件に該当する請求人である。（〇〇〇〇持分〇／〇）。減

免申請書の提出を省略する。」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する請求人

である。（〇〇〇〇持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。」のように減免を受ける旨、

出願人の氏名又は名称、その者の持分の割合及び第73条第１項の申請書の提出を省略する旨を減

免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「【手数料に関する特記事項】」の欄の次に

「【その他】」の欄を設けて、「手数料の納付の割合〇／〇」のように合算して得た額と特許法

第195条第２項に規定する出願審査の請求の手数料の金額の割合を記載する。 

１０ その他は、様式第２の備考１から４まで、10から14まで、16から18まで及び21から25まで、

様式第４の備考４、様式第９の備考９、様式第18の備考９並びに様式第31の５の備考１と同様と

する。 
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ⅥⅥ  他他人人にによよるる出出願願審審査査請請求求のの場場合合のの注注意意事事項項  

本人でない者（他人）が出願審査の請求をした後において、補正又は補正の却下により請求項

の数が増加したときは、出願人がその増加分の出願審査請求手数料を納付しなければなりません

（特195(3)）。増加分の手数料の納付がなく、かつ納付を求める補正指令に応じないときは、当

該出願は却下の処分となります（特18(2)）。 

 

ⅦⅦ  出出願願審審査査請請求求手手数数料料のの返返還還請請求求  

出願審査の請求後、審査官から最初の通知等が来るまでの間に、出願の取下げ又は放棄を行っ

た場合に、出願審査請求手数料の返還請求を行うことにより、その一部が返還されます。 

 

１１．．返返還還請請求求がが可可能能ととななるる取取下下げげ又又はは放放棄棄のの時時期期（（特特119955((99))））  

出願審査の請求後であって、以下のいずれかがあるまでの間に、出願を取下げ（みなし取下げ

を含む。）又は放棄した場合に返還請求が可能となります。取下げ又は放棄の時期は、出願取下

書又は出願放棄書の到達日で判断されます。 

(1) 同一発明かつ同日出願の場合の協議指令（特39(6)） 

(2) 文献公知発明に係る情報の記載についての通知（特48条の7） 

(3) 拒絶理由通知（特50） 

(4) 特許査定の謄本の送達（特52(2)） 

 

２２．．返返還還請請求求のの期期限限  

(1) 出願の取下げ又は放棄から６月以内に返還請求を行わなければなりません（特195(10)）。返

還請求の日は差出日で判断されます。 

(2) 特許法第41条第１項又は実用新案法第８条第１項の規定による優先権の主張の基礎とされた

先の出願が、特許法第42条第１項又は実用新案法第９条第１項の規定により取り下げたものと

みなされた場合、先の出願についての出願審査手数料の返還請求の期限は、特許法第42条第１

項又は実用新案法第９条第１項の規定により取り下げたものとみなされた時から６月以内に返

還請求を行わなければなりません。 

  なお、経済安全保障推進法第70条１項の規定により保全指定がされた特許出願を基礎とする

優先権の主張を伴う特許出願がされた場合における先の出願の取下げについては、経済産業省

令で定める期間（１年４月）を経過した時又は当該先の出願について経済安全保障推進法第77

条第２項の規定による保全指定の解除等又は保全指定の期間の満了の通知を受けた時のうちい

ずれか遅い時となります（経済安全保障推進法82(2)）。 

(3) 返還請求の期限を徒過した場合の救済措置 

返還請求の期限を徒過した場合であっても、返還請求をする者にその責めに帰することがで

きない理由がある場合は、返還の請求をすることが認められます（特195(13))。 

この場合、その理由がなくなった日から１４日（在外者にあっては、２月）以内で、その返

還請求の期限の経過後６月以内に限り返還請求書を提出することができます。その際、上申書

又は返還請求書の【その他】の欄において、当該手続をすることができなかった理由が「返還

― 158 ―



- 159 - 

 

 

請求人等の責めに帰することができない理由」に該当することを具体的かつ十分に記載し、そ

の記載した事実を裏付ける証拠書類を提出しなければなりません。 

 

３３．．返返還還額額  

納付すべき適正な出願審査請求手数料の額の「２分の１」に相当する額（その額に十円未満の

端数があるときは、その端数を切り捨てた額）です（手数料令1(4)）。 

 

４４．．返返還還方方法法  

(1) 現金による返還 

出願審査請求料返還請求書に記載された返還請求人又は代理人の金融機関の口座へ振込みに

より返還します。 

ただし、指定立替納付者により納付された審査請求料を返還するときは、やむを得ない場合

を除き、指定立替納付者に対して行います。 

※  やむを得ないと認められる場合とは、出願審査の請求後に名義変更の届出があった場合や、

代理人変更の届出があった場合等により、指定立替納付者による納付の申出を行った者が出願

人又は代理人の地位にない場合等です。 

 

(2) 予納台帳への返還 

予納制度を利用して審査請求料を納付した場合は、現金による返還に代えて、予納台帳への

返還も可能です。 

なお、予納台帳への返還は、審査請求料の納付の際に利用した予納台帳と同一の予納台帳へ

返還する場合に限られますのでご注意ください。 

 

※ 返還請求時において返還請求先を出願人予納台帳として代理人が手続を行う場合は、あらか

じめ特許庁長官に「代理人届（委任による予納額からの納付又は予納額への加算の申出）」を

届け出ていることが必要です（特例規41条、様式第37）。 

 

※ 出願審査請求料を指定立替納付により納付し、増加した請求項に係る審査請求料をそれ以外

の方法により納付した等、一の案件に対して指定立替納付とそれ以外の納付方法によって出願

審査請求手数料を納めている場合、出願審査請求料返還請求書の【返還金振込先】には金融機

関の口座情報を記載します。 

これにより指定立替納付により納付された手数料は指定立替納付者を経由して、それ以外の

手数料については記載された金融機関の口座あてにそれぞれ返還されます。 
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５５．．返返還還請請求求書書のの様様式式  

特施規様式第74（第76条関係) 

【書類名】出願審査請求手数料返還請求書 

（【提出日】令和 年 月 日） 

【あて先】特許庁長官          殿 

【出願の表示】 

【出願番号】 

【返還請求人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【返還請求対象書類】 

【書類名】 

【提出日】 

【納付済金額】 

【返還請求金額】 

【返還金振込先】 

【金融機関名】 

【口座種別】 

【口座番号】 

【フリガナ】 

【口座名義人】 

（【返還の表示】） 

（【予納台帳番号】） 

（【加算金額】） 

（【提出物件の目録】） 

（【物件名】） 

〔備考〕 

１ 「【返還請求人】」の欄には、当該返還に係る手数料を納付した者を記載する。 

２ 「【返還請求対象書類】」の欄の「【書類名】」及び「【提出日】」には、出願審査請求書、

手続補正書のように返還を請求する手数料を納付した手続に係る書類名及びその提出年月日を記

載する。 
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３ 出願審査請求書と手続補正書のように返還を請求する手数料を納付した手続が２以上あるとき

は、「【返還請求対象書類】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。 

【返還請求対象書類】 

【書類名】 

【提出日】 

【書類名】 

【提出日】 

４ 「【納付済金額】」の欄には、当該手続書類に係る納付した手数料の合算額（「円」、「，」

等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。）を記載する。 

５ 「【返還請求金額】」の欄には、返還を請求する額の合算額を記載する。 

６ 「（【返還の表示】）」の欄は、特例法施行規則第40条第３項の規定により返還に代えて予納

額への加算の申出を行うときに限り、「（【予納台帳番号】）」には返還を請求する手数料の予

納に係る予納台帳の番号を、「（【加算金額】）」には返還を請求する手数料の合算額を記載す

る。この場合において、「【返還請求金額】」及び「【返還金振込先】」の欄は設けるには及ば

ない。 

７ その他は、様式第２の備考１から４まで、10から14まで、16から18まで及び22から25まで、様

式第４の備考４、様式第31の５の備考１並びに様式第73の備考３、４、８及び９と同様とする。

この場合において、様式第２の備考16中「記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士

共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を

執行する社員は○○○○」のように業務を執行する社員の氏名を記載する（弁理士法施行令（平

成12年政令第384号）第７条第２号及び第12号の期間の延長の請求をする場合を除く。）」とある

のは「記載する」と読み替えるものとする。 
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第第十十四四節節    早早期期審審査査のの手手続続  

ⅠⅠ  早早期期審審査査のの手手続続ににつついいてて  

１１．．早早期期審審査査のの申申請請がが可可能能なな出出願願  

  

以下の（１）から（４）の要件を備えた特許出願は、早期審査の申請を行うことができます。 

 

（（１１））出出願願審審査査のの請請求求ががななさされれてていいるるこことと  

審査請求手続と、早期審査申請の手続は同時でも構いません。 

 

（（２２））以以下下ののいいずずれれかか１１つつのの条条件件をを満満たたししてていいるるこことと  

① 中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願 

その発明の出願人の全部又は一部が、中小企業
（＊１）

又は個人、大学・短期大学
（＊２）

、公的研

究機関
（＊３）

、承認又は認定を受けた技術移転機関（承認ＴＬＯ又は認定ＴＬＯ）
（＊４）

若しくは

各独立行政法人の設置法等で定められた試験研究機関の研究成果に係る技術移転機関（試験独

法関連ＴＬＯ）であるもの（大企業との共同出願の場合には、早期審査の事情説明書の記載要

件が一部異なります。詳細は、５．（３）①参照。） 

② 外国関連出願 

出願人がその発明について、日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願（国際出願

を含む）している特許出願であるもの（以下、「外国関連出願」という。）
（＊５）

 

③ 実施関連出願 

出願人自身又は出願人からその出願に係る発明について実施許諾を受けた者が、その発明を

実施している（「早期審査に関する事情説明書」の提出日から２年以内に実施予定の場合と特

許法施行令第３条に定める処分（農薬取締法における登録、薬事法における承認）を受けるた

めに必要な手続（委託圃場試験依頼書、治験計画届書の提出等）を行っている場合を含む。）

特許出願であるもの（以下、「実施関連出願」という。）（＊６） 

④ グリーン関連出願 

グリーン発明（省エネ、ＣＯ2 削減等の効果を有する発明）について特許を受けようとする

特許出願であるもの 

⑤ 震災復興支援関連出願 

出願人の全部又は一部が、災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）の適用される地域（＊７）（東

京都を除く。以下、「特定被災地域」という。）に住所又は居所を有する者であって、地震に起

因した被害を受けた者である特許出願であるか、又は、出願人が法人であり、当該法人の特定

被災地域にある事業所等（＊８）が地震に起因した被害を受けた場合であって、当該事業所等の

事業としてなされた発明又は実施される発明であるもの（以下、「震災復興支援関連出願」と

いう。） 

⑥ アジア拠点化推進法関連出願 

出願人の全部又は一部が、特定多国籍企業による研究開発事業の促進に関する特別措置法
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（アジア拠点化推進法）（平成 24 年法律第 55 号）に基づき認定された研究開発事業計画（以

下、「認定研究開発事業計画」という。）に従って研究開発事業を行うために特定多国籍企業（＊

９）が設立した国内関係会社（＊１０）であって、当該研究開発事業の成果に係る発明（認定研究開

発事業計画における研究開発事業の実施期間の終了日から起算して２年以内に出願されたも

のに限る。）に関する特許出願であるもの（以下、「アジア拠点化推進法関連出願」という。） 

 

（（３３））特特許許法法第第４４２２条条第第１１項項のの規規定定にによよりり取取下下げげととななららなないいももののででああるるこことと  

国際出願が日本国を指定国としている場合、及び国内出願で優先権主張をしている場合におい

て、当該出願の優先権主張の基礎となっている国内出願は、特許法第４２条第１項及び特許法施

行規則第２８条の４第２項の規定により出願日から１年４月を経過した時にみなし取下げとな

ります。このようなみなし取下げとなる見込みの案件については、早期審査の申請があっても、

早期審査対象案件として選定されません。  

  

（（４４））代代理理人人がが弁弁理理士士、、弁弁護護士士又又はは法法定定代代理理人人ののいいずずれれかかにに該該当当すするるこことと  

審査を迅速に進めるに当たり、審査官と出願人との意思疎通を円滑に行う必要があることから、

代理人が出願人の手続を代理する場合には、弁理士（＊１１）、弁護士（＊１２）又は法定代理人のいず

れかに該当する者が、筆頭代理人として手続を代理する場合に限り、早期審査を行います。 

 

 (＊１) 「中小企業」とは以下（a）～（d）のいずれかに該当する者です。 

（ａ）中小企業基本法等に定める中小企業。具体的には、次の表１に示す従業員数の基準を満た 

す企業、あるいは、表２に示す資本の額等の基準を満たす企業。 

表１．業種毎の従業員数の基準 

a.製造業、建設業、運輸業その他の業種（ｂ～ｅを除く。） ３００人以下 

b.小売業 ５０人以下 

c.卸売業又はサービス業（ソフトウェア業、情報処理サービス業及び旅館業を

除く。） 
１００人以下 

d.旅館業 ２００人以下 

e.ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業

用ベルト製造業を除く。） 
９００人以下 

表２．業種毎の資本の額（又は出資の総額）の基準 

a.製造業、建設業、運輸業その他の業種（ｂ及びｃを除く） ３億円以下 

b.小売業又はサービス業（ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。） ５千万円以下 

c.卸売業 １億円以下 

（ｂ）企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、農業協同組合、

農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加

工業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振

興組合、商店街振興組合連合会、消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会。 

（ｃ）中小規模の酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、又
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は酒販組合中央会。 

具体的には、その直接又は間接の構成員の３分の２以上が、次の表３に示す従業員数の基準、

あるいは、表４に示す資本の額等の基準を満たすもの。 

表３．従業員数の基準 

a.酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会 ３００人以下 

b.酒販組合、酒販組合連合会、又は酒販組合中央会 
５０人以下 

（酒販卸事業者については１００人以下） 

表４．資本の額（又は出資の総額）の基準 

a.酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会 ３億円以下 

b.酒販組合、酒販組合連合会、又は酒販組合中央会 
５千万以下 

（酒販卸事業者については１億円以下） 

 

（ｄ）特定非営利活動促進法第２条第２項に規定する特定非営利活動法人であって、常時使用

する従業員の数が３００人（小売業は５０人、卸売業又はサービス業は１００人）以下

の法人。 

(＊２) 「大学・短期大学」とは、学校教育法第１条で定められた大学、短期大学及び高等専門

学校、又は各省庁設置法若しくは独立行政法人設置法で定められた大学校のことです。 

(＊３) 「公的研究機関」とは、国立、公立の試験研究機関、国立大学法人法に基づき設置され

た大学共同利用機関法人に属する試験研究機関又は独立行政法人設置法等で定められた

試験研究機関のことです。 

(＊４) 「承認又は認定を受けた技術移転機関」とは、「大学等における技術に関する研究成果

の民間事業者への移転の促進に関する法律（大学等技術移転促進法）」第４条又は第１１

条のいずれかの規定に基づき、承認又は認定を受けた事業者とします。 

(＊５)  原出願が外国関連出願である分割出願も含みます。 

(＊６)  早期審査における発明の「実施」とは、例えば、出願人自身又は出願人からその出願

の発明について実施許諾を受けた者が、日本国内において、生産、使用、譲渡等（譲渡

及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供

を含む。以下同じ。）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。)

のうち、実際に事業化を行っているものが挙げられます。なお、「２年以内に実施予定」

には、例えば、出願人と実施許諾を受けるか否か検討する者との間で２年以内に実施許

諾契約が合意されて実施に至る蓋然性が低い場合など、２年以内に実施される蓋然性が

低い場合は含まれません。 

(＊７)  「特定被災地域」に該当する市町村については、特許庁ウェブサイトの「特定被災地

域一覧」（https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/souki_kaisi/souki_tokutei.html） 

を参照してください。 

(＊８)「事業所等」とは、工場、事務所、店舗、研究所を含みます。ただし、出願人と主体が 

   異なる子会社や関連会社（別登記の法人）は含みません。 

(＊９) 「特定多国籍企業」とは、本店又は主たる事務所が所在する国や地域以外の国や地域に、 

当該法人の子法人等を設立している法人であって、国際的規模で事業活動を行っている 

とともに、高度な知識又は技術を有すると認められる法人とします。 
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(＊10) 「国内関係会社」とは、特定多国籍企業がその総株主等の議決権の過半数を保有してい 

ることその他の当該特定多国籍企業と密接な関係を有する国内の会社とします。 

(＊11) 弁理士法人を含みます。 

(＊12) 弁護士法人を含みます。 

 

２２．．ススタターートトアアッッププ対対応応面面接接活活用用早早期期審審査査のの申申請請がが可可能能なな出出願願  

  

スタートアップ対応面接活用早期審査(以下、「面接活用審査」という。)では、実施関連出願

について、一次審査結果通知前に行う面接を通じて戦略的な特許権の取得につなげます。また、

早期審査のスピードで対応することで、早期に質の高い特許権を取得できるようにします。 

面接時には例えば以下のとおり行います。 

 ・出願人側応対者は、事業における出願の位置付けを説明します。 

 ・審査官は、拒絶理由があれば、概要を説明します。 

 ・審査官は、拒絶理由を解消するために、出願人のとり得る対応を示すことができる場合は、積

極的に補正、分割等の示唆をします。 

 ・審査官は、特許庁のスタートアップ関連施策等について紹介します。 

  

以下の（１）から（４）の要件を備えた特許出願は、面接活用審査の申請を行うことができます。 

 

（（１１））出出願願審審査査のの請請求求ががななさされれてていいるるこことと  

上記Ⅰ．１．（１）を参照してください。 

 

（（２２））以以下下のの全全ててのの条条件件をを満満たたししてていいるるこことと  

①①  ススタターートトアアッッププにによよるる出出願願  

スタートアップによる出願とは、出願人の全部又は一部が次の(i)から(iii)までのいずれか

に該当するものです。 

(i)その事業を開始した日以後１０年を経過していない個人事業主 

(ii)常時使用する従業員の数が２０人（商業又はサービス業に属する事業を主たる事業とし

て営む者にあっては５人）以下で設立後１０年を経過しておらず、かつ大企業（資本金

額又は出資金額が３億円以下の法人以外の法人）に支配されていない法人（＊１） 

(iii)資本金の額又は出資の総額が３億円以下で設立後１０年を経過しておらず、かつ大企

業（資本金額又は出資金額が３億円以下の法人以外の法人）に支配されていない法人（＊

１） 

  

 （＊１）
他の大企業に支配されていないこととは以下の a)及びｂ）に該当していることを指します。 

        
a）申請人以外の単独の大企業（資本金額又は出資金額が３億円以下の法人以外の法人）が株式総数又は出資総額

の１／２以上の株式又は出資金を有していないこと 

   b）申請人以外の複数の大企業（資本金額又は出資金額が３億円以下の法人以外の法人）が共同で株式総数又は
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出資総額の２/３以上の株式又は出資金を有していないこと 

 

②②  実実施施関関連連出出願願  

上記Ⅰ．１．（２）③を参照してください。 

  

（（３３））特特許許法法第第４４２２条条第第１１項項のの規規定定にによよりり取取下下げげととななららなないいももののででああるるこことと  

上記Ⅰ．１．（３）を参照してください。 

  

（（４４））代代理理人人がが弁弁理理士士、、弁弁護護士士又又はは法法定定代代理理人人ののいいずずれれかかにに該該当当すするるこことと  

上記Ⅰ．１．（４）を参照してください。 
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３３．．早早期期審審査査のの申申請請手手続続フフロローー  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタートアップによる出願であって実施関連出願の場合は、面接活用審査の申請も可能です（Ｉ．

２．を参照）。 

 

[[申申請請条条件件のの選選択択ににつついいてて]]  

  出願が複数の条件に該当する場合は、「早期審査に関する事情説明書」の作成負担の少ない条件

を選ぶことを推奨します。後述する先行技術調査等の負担を考慮すれば、一般的には、下記①が

もっとも負担が少なく、続いて②、③～⑤の順となります。よって、例えば出願人が中小企業で

はい 

はい 

グリーン関連出願、又は震災復興支援関連出願ですか？ 

いいえ はい 

はい 

早早期期審審査査のの申申請請ははででききまませせんん 

いいえ 

記載要領の詳細は次頁以降を参照してください 

アジア拠点化推進法関連出願ですか？ 

はい 

はい 

早期審査の申請ができます 

いいえ 

いいえ 

審査請求を行ってください 

申請手続をオンラインで行いますか？ 

審査請求済ですか？ 

②早期様式２に従って記載してください 

いいえ 

いいえ 

中小企業・個人・大学・公的研究機関・ＴＬＯによる出願ですか？ 

実施関連出願、又は外国関連出願ですか？ 

①早期様式１に従って記載してください 
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あり、かつ実施を予定している発明であれば、①の中小企業であることを事情として「早期審査

に関する事情説明書」を作成することになります。 

 

表５．申請条件別「先行技術の開示」の程度 

申請条件 先行技術調査の必要性 

①中小企業・個人等の出願 

 震災復興支援関連出願 

必ずしも必要でない。知っている文献の記載で可（Ⅰ．

５．（３）①及び④を参照） 

②外国関連出願 
必要だが、外国特許庁の調査結果がある場合は利用可

（Ⅰ．５．（３）②を参照） 

③実施関連出願 必要（Ⅰ．５．（３）③を参照） 

④グリーン関連出願 必要（Ⅰ．５．（３）③を参照） 

⑤アジア拠点化推進法関連出願 必要（Ⅰ．５．（３）③を参照） 

また、面接活用審査の場合は、先行技術調査は必ずしも必要ありません。知っている文献の 

記載のみで足ります。 
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４４．．早早期期審審査査のの申申請請手手続続  

  

早期審査の申請をする場合は、特許出願ごとに「早期審査に関する事情説明書」を１通提出して

ください。なお、特許庁から、「早期審査の対象としない」旨が出願人（代理人）に通知された場

合を除いては、「早期審査に関する事情説明書」を再度提出する必要はありません。 

 

（（１１））提提出出者者  

早期審査の申請ができるのは、出願人本人及びその手続をする代理人に限ります（第三者が他

人の出願に対して申請を行うことはできません。）。複数の出願人が存在する場合、原則そのうち

の一人でも手続可能ですが、代表者を選定している場合は例外となります。 

 

（（２２））提提出出方方法法  

提出方法は以下の３通りがあります。 

①①  オオンンラライインン  

特許・実用新案の出願等の手続と同様にオンライン手続を行うことができます。 

②②  持持参参  

特許庁審査業務部出願課受付窓口（所在地 東京都千代田区霞が関３丁目４番３号）に

書類を直接提出してください。 

③③  郵郵便便・・信信書書便便  

封筒等に「早期審査に関する事情説明書在中」と表示して、特許庁長官あて（郵便番号

１００－８９１５ 東京都千代田区霞が関３丁目４番３号）に郵送してください。 

 

（（３３））手手数数料料  

「早期審査に関する事情説明書」の提出に関し、手数料は不要です。また、書面で提出されて

も、データエントリー料（電子化のための手数料）は不要です。 

 

（（４４））提提出出書書類類のの補補充充  

提出した「早期審査に関する事情説明書」の補充を行う場合は、必ず「早期審査に関する事情

説明補充書」を作成のうえ提出してください（注：「手続補足書」ではありません。）。この場合

も手数料は不要です。 

 

（（５５））様様式式  

「早期審査に関する事情説明書」は、以下の様式により作成してください。 

 

表６．「早期審査に関する事情説明書」等の様式一覧 

 オンライン手続の場合 書面手続の場合 

事情説明書 ①早期審査様式１ ②早期審査様式２ 

事情説明補充書 ③早期審査補充様式１ ④早期審査補充様式２ 
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①①早早期期審審査査様様式式１１ （オンライン手続の場合） 

【書類名】 早期審査に関する事情説明書 

【あて先】 特許庁長官      殿 

【事件の表示】 

  【出願番号】 

【提出者】 

  【識別番号】 

  【住所又は居所】 

  【氏名又は名称】 

【代理人】 

  【識別番号】 

  【住所又は居所】 

  【氏名又は名称】 

【早期審査の種別】 

【早期審査に関する事情説明】 

  １．事情 

 

  ２．先行技術の開示及び対比説明 

 

【提出物件の目録】 

 【物件名】 

【添付物件】 

 【物件名】 

 【内容】 

※※【【提提出出物物件件のの目目録録】】については、提出する物件がない場合にはこの項目以下の項目を設ける必要はあり

ません。 
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②②早早期期審審査査様様式式２２ （書面手続の場合） 

【書類名】 早期審査に関する事情説明書 

(【提出日】 令和  年  月  日) 

【あて先】 特許庁長官      殿 

【事件の表示】 

  【出願番号】 

【提出者】 

  【識別番号】 

  【住所又は居所】 

  【氏名又は名称】 

【代理人】 

  【識別番号】 

  【住所又は居所】 

  【氏名又は名称】 

【早期審査の種別】 

【早期審査に関する事情説明】 

  １．事情 

 

  ２．先行技術の開示及び対比説明 

 

【提出物件の目録】 

 【物件名】 

（○○○の写し） 

 

※※【【提提出出物物件件のの目目録録】】については、提出する物件がない場合にはこの項目以下の項目を設ける必要はあり

ません。 

― 171 ―



 

― 172 ― 

③③早早期期審審査査補補充充様様式式１１ （オンライン手続の場合） 

【書類名】 早期審査に関する事情説明補充書 

【あて先】 特許庁長官      殿 

【事件の表示】 

  【出願番号】 

【提出者】 

  【識別番号】 

  【住所又は居所】 

  【氏名又は名称】 

【代理人】 

  【識別番号】 

  【住所又は居所】 

  【氏名又は名称】 

【補充の内容】 

【提出物件の目録】 

 【物件名】 

【添付物件】 

 【物件名】 

 【内容】 

※※【【提提出出物物件件のの目目録録】】については、提出する物件がない場合にはこの項目以下の項目を設ける必要はあり      

ません。 
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④④早早期期審審査査補補充充様様式式２２ （書面手続の場合） 

【書類名】 早期審査に関する事情説明補充書 

(【提出日】 令和  年  月  日) 

【あて先】 特許庁長官      殿 

【事件の表示】 

  【出願番号】 

【提出者】 

  【識別番号】 

  【住所又は居所】 

  【氏名又は名称】 

【代理人】 

  【識別番号】 

  【住所又は居所】 

  【氏名又は名称】 

【補充の内容】 

【提出物件の目録】 

 【物件名】 

（○○○の写し） 

 

※※【【提提出出物物件件のの目目録録】】については、提出する物件がない場合にはこの項目以下の項目を設ける必要はあり

ません。 
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  「早期審査に関する事情説明書」作成時の一般的留意事項 

【書類名】 早期審査に関する事情説明書            注)これは記載例です。 

（【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日） 

【あて先】 特許庁長官 ○○ ○○ 殿 

【事件の表示】 

  【出願番号】 特願○○○○－０１２３４５ 

【提出者】 

  【識別番号】０００１２３４５６ 

  【住所又は居所】○○県○○市○○町○丁目○番○号 

  【氏名又は名称】 株式会社○○製作所 

  【代表者】    特許 太郎            

【提出者】 

  【住所又は居所】○○県○○郡○○町○○○○番地 

  【氏名又は名称】 株式会社○○電機 

  【代表者】    発明 次郎             

【代理人】 

  【識別番号】 

  【住所又は居所】 

  【氏名又は名称】 

【早期審査の種別】 早期審査 

【早期審査に関する事情説明】 

  １．事情 

   (１)欧州特許庁へ特許出願を行った。 

   (２)出願日は○○○○年○○月○○日、出願番号は○○○○○○である。 

  ２．先行技術の開示及び対比説明 

  (１)文献名 

   欧州特許庁の調査結果として引用された全文献は以下のとおりである。 

・ ・・・・・(文献名を記載します)・・・・・・ 

  (２)対比説明・・・・・・(対比説明を記載します)・・・・・・ 

【提出物件の目録】 

 【物件名】 ○○○の写し １ 

（○○○の写し） 

  〈別葉に提出物件を添付してください〉        

代理人によらない場合は 

この項目を設ける必要はありません。 

提出する物件がない場合は 

これらの項目を設ける必要はありません。 

これは外国へ特許出願を行っている場合の

記載例です。 

識別番号の通知を受けていない場合は 

この項目を設ける必要はありません。 

識別番号を記載した場合は 

この項目を設ける必要はありません。 
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５５．．「「早早期期審審査査にに関関すするる事事情情説説明明書書」」のの記記載載要要領領  

  

（（１１））書書誌誌的的事事項項のの記記載載要要領領  

①①  【【提提出出日日】】のの欄欄  

早期審査に関する事情説明書の提出日は、なるべく記載してください。 

提出日については、特許庁審査業務部出願課の受付窓口へ直接提出する場合はその年月

日、郵便・信書便により提出する場合はその投函の年月日、又は郵便局・取扱窓口へ差し

出す年月日を記載してください。オンラインにより提出する場合には記載不要です。 

②②  【【事事件件のの表表示示】】のの欄欄  

ａ）出願番号が通知されている場合 

出願番号が通知されている場合には、「【事件の表示】」の次に「【出願番号】」の欄を設け

て「特願２０００－０１２３４５」(平成１２年以降の出願の場合)「平成１１年特許願第１

２３４５６号」(平成１１年以前の出願の場合)のように出願番号を記載してください。 

ｂ）出願番号が通知されていない場合（例：出願と同時に申請する場合） 

願書、出願審査請求書と同時に早期審査に関する事情説明書を提出する場合など、出願番

号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄の代わりに「【出願日】」の欄を設けて「令

和２年５月１４日提出の特許願」のように出願の年月日を記載し、「【出願日】」の欄の次に

「【整理番号】」の欄を設けて、願書に記載した整理番号を記載してください。 

（記載例） 

【事件の表示】 

  【出願日】 令和２年５月１４日提出の特許願 

  【整理番号】（願書に記載の整理番号を記載） 

国際特許出願について、出願番号が通知されていない場合には、「【出願番号】」の欄を「【国

際出願番号】」とし、「ＰＣＴ／ＵＳ○○○○／○○○○○○」のように国際出願番号を記載

し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「特許」と記載してくだ

さい。 

（記載例） 

【事件の表示】 

  【国際出願番号】 ＰＣＴ／ＵＳ○○○○／○○○○○○ 

   【出願の区分】 特 許 

③③  【【提提出出者者】】のの欄欄  

ａ）識別番号、住所又は居所 

   〇識別番号の通知を受けている場合 

「【提出者】」の次に「【識別番号】」の欄を設けて「０００１２３４５６」のように通知さ

れた９桁の識別番号を記載してください。なお、識別番号を記載した場合には「【住所又は

居所】」の欄を設ける必要はありません。 

〇識別番号の通知を受けていない場合 

「【提出者】」の次に「【住所又は居所】」の欄を設けて、「○○県○○市○○町○丁目○番
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○号○○マンション○○○号室」のように詳しく記載し、番地がないときは、その旨を住所

の末尾に括弧をして記載してください。郵便番号の記載は必要ありません。なお、住所又は

居所を記載した場合には、「【識別番号】」の欄を設ける必要はありません。 

ｂ）氏名又は名称 

「【氏名又は名称】」は、法人の場合には法人の名称を記載し、自然人の場合には氏名を記

載してください。法人の場合は「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、代表

者氏名を記載してください。なお、押印、識別ラベルについては不要です。 

ｃ）繰返記載 

「【提出者】」の欄に記載すべき者が２人以上あるときには、「【提出者】」に従属する全て

の項目に係る欄を繰り返し設けて記載してください。 

（記載例） 

【提出者】 

  【識別番号】０００１２３４５６ 

  【住所又は居所】○○県○○市○○町○丁目○番○号 

  【氏名又は名称】 株式会社○○製作所 

  【代表者】    特許 太郎          

【提出者】 

  【住所又は居所】○○県○○郡○○町○○○○番地 

  【氏名又は名称】 ○○電機株式会社 

  【代表者】    発明 次郎          

注）上記の記載例は書面で提出する場合の例です。 

④④  【【代代理理人人】】のの欄欄  

代理人がいない場合は「【代理人】」の欄を設ける必要はありません。 

代理人がいる場合も代理人及び提出者本人の印及び識別ラベルについては不要です。 

代理人の「【識別番号】」及び「【住所又は居所】」については③と同様に記載してくだ

さい。「【代理人】」の欄に記載すべき者が２人以上あるときには、「【代理人】」に従属す

る全ての項目に係る欄を繰り返し設けて記載してください。 

⑤⑤  【【早早期期審審査査のの種種別別】】のの欄欄  

   「早期審査」と記載してください。 

⑥⑥  そそのの他他  

ａ）書面で提出する場合の様式について 

用紙は、日本産業規格Ａ列４番（横２１ｃｍ、縦２９．７ｃｍ）の大きさとし、インキが

にじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、

けい線等を記載しないでください。 

余白は、少なくとも用紙の上に６ｃｍ、左右及び下に各々２ｃｍをとるものとし、原則と

してその左右については各々２．３ｃｍを越えないものとしてください。 

書き方は左横書、１行は４０字詰めとし、各行の間隔は少なくとも４ｍｍ以上をとり、１

ページは５０行以内としてください。 

文字は、１０ポイントから１２ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、
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明りょうにかつ容易に消すことが出来ないように記載してください。また、半角文字並びに

「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いないでください（欄名の前後に「【」、「】」を用いるとき

を除く。）。 

書類が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数をなるべく記入

してください。とじ方はなるべく左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように

例えばステープラ等を用いてとじてください。 

なお、これらの点はオンラインで提出する場合には電子出願ソフトに従って提出していた

だければ問題はありません。 

ｂ）日本に営業所を有する外国法人の場合 

日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏

名又は名称】」の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、

その次に「【代表者】」の欄を設けてください。 

 

（（２２））【【早早期期審審査査にに関関すするる事事情情説説明明】】のの「「１１．．事事情情」」のの記記載載要要領領 

①① 出出願願人人のの全全部部又又はは一一部部がが、、大大学学・・短短期期大大学学、、公公的的研研究究機機関関、、又又はは承承認認若若ししくくはは認認定定をを受受けけたた

技技術術移移転転機機関関（（承承認認ＴＴＬＬＯＯ又又はは認認定定ＴＴＬＬＯＯ））ででああるる場場合合はその旨を記載してください。 

（記載例：大学の場合） 

【早期審査に関する事情説明】 

１．事情 

 出願人○○○○は学校教育法第１条に定められた大学である。 

（記載例：公的研究機関の場合） 

【早期審査に関する事情説明】 

１．事情 

 出願人は○○県であるが、○○県の公的研究機関である○○○研究所の発明であ

る。 

（記載例：承認又は認定を受けた技術移転機関（ＴＬＯ）の場合） 

【早期審査に関する事情説明】 

１．事情 

 出願人株式会社○○○ティー・エル・オーは承認を受けた技術移転機関である。 

また、出願人の全部又は一部が、中小企業又は個人である場合は、その根拠を具体的に記載

してください。なお、「中小企業」については、１．（２）表１ あるいは 表２の基準を満たす

企業です。 

（記載例：中小企業の場合） 

【早期審査に関する事情説明】 

１．事情 

 出願人○○○○は製造業に属する事業を主たる事業として営むものであって、従業

員数は２３０人、資本金は２億円であるから、早期審査・審理ガイドラインに定める

中小企業である。 
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（記載例：個人の場合） 

【早期審査に関する事情説明】 

１．事情 

 出願人○○○○は個人である。 

 

②② 外外国国関関連連出出願願の場合は、日本国特許庁以外の特許庁、政府間機関に出願を行ったこと、又は

国際出願を行ったことを、出願した国（機関）の出願番号、公報番号又は国際出願番号を含め

て具体的に記載してください。その際、出願日の記載及び日本国特許庁以外の特許庁、政府間

機関又は受理官庁に出願を行った事実を疎明する書面（出願書類の謄本など）の提出は省略す

ることができます。 

外国関連出願において上記いずれの番号も付与されていない場合には、出願した国（機関）

及び年月日を記載し、当該外国出願の願書の写し等を添付することによって外国出願番号等の

記載に代えることができます。 

（記載例：出願番号や公報番号が付与されている場合） 

【早期審査に関する事情説明】 

１．事情 

 欧州特許庁及び米国特許商標庁へ出願を行った。 

 欧州特許庁への出願の出願番号は○○○○○○である。また、米国特許商標庁では

既に特許になっており、米国特許公報の番号は○○○○○○○○である。 

 

③③ 実実施施関関連連出出願願の場合は、製品を実際に製造販売している場合や、早期審査の申請日から２年

以内に生産開始を予定している場合などが該当しますので、その実施状況を記載します。 

（記載例：既に製品を製造・販売している場合） 

【早期審査に関する事情説明】 

１．事情 

 請求項１に記載された○○○○制御装置を用いた○○○○を令和○○年○月から

製品名「○○○○」として製造・販売している。 

※製品名の記載は必須ではありませんが、できるだけ実施状況を詳しく記載してください。 

（記載例：申請から２年以内に生産開始する場合） 

【早期審査に関する事情説明】 

１．事情 

 請求項○○に記載されているように、○○○○の点を○○○○した○○○○を取り

付け、○○○に○○○○を設けた○○○○○を令和○○年○月より生産開始する予定

の実施関連出願である。 

 

④④ ググリリーーンン関関連連出出願願の場合は、請求項に記載された発明が、省エネ、ＣＯ2 削減等の効果を有

する発明（グリーン発明）であることの合理的な説明を、明細書の記載に基づいて簡潔に記載

してください。 
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（記載例：省エネ効果がある場合） 

【早期審査に関する事情説明】 

１．事情 

請求項○に記載された「○○装置」は、△△の燃焼効率を高めることによる省エネ

ルギー効果を有するものである（段落【○○○○】を参照。）。 

（記載例：ＣＯ2削減効果がある場合） 

【早期審査に関する事情説明】 

１．事情 

 請求項○に記載された「○○」は、明細書の段落【○○○○】に記載されているよ

うに、××を△△することによりＣＯ2排出量を削減する効果を有するものである。 

 

⑤⑤ 震震災災復復興興支支援援関関連連出出願願の場合は、出願人の全部又は一部が、特定被災地域に住所又は居所を

有する者であって、地震に起因した被害を受けた者である旨か、又は、出願人が法人であり、

当該法人の特定被災地域にある事業所等（※）が地震に起因した被害を受けた場合であって、当

該事業所等の事業としてなされた発明又は実施される発明である旨を記載してください。 

（※）事業所等とは、工場、事務所、店舗、研究所を含みます。ただし、出願人と主体が異なる子会社 

や関連会社（別登記の法人）は含みません。 

（記載例：出願人の住所が特定被災地域にある場合) 

【早期審査に関する事情説明】 

１．事情 

出願人のうち、株式会社○○○は、特定被災地域に含まれる○○県○○市に住所を

有しており、平成 23 年東日本大震災により被災しました。 

（記載例：研究所又は事業所が地震に起因した被害を受けた場合） 

【早期審査に関する事情説明】 

１．事情 

 当該出願の出願人である株式会社○○○○は、本社は東京都○○区であるが、平成

23 年東日本大震災により、特定被災地域である○○県○○市にある〇〇所（例：研究

所）が被災しました。当該出願の発明は当該○○所（例：研究所）でなされた発明で

す。 

 

⑥⑥ アアジジアア拠拠点点化化推推進進法法関関連連出出願願の場合は、出願人の全部又は一部が、認定研究開発事業計画に

従って研究開発事業を行うために特定多国籍企業が設立した国内関係会社であって、請求項に

記載された発明が、認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係る発明で

ある旨、認定された研究開発事業の実施期間の終了日から起算して２年以内の出願である旨を

記載してください。 

（記載例） 
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【早期審査に関する事情説明】 

１．事情 

（１）株式会社○○○○は、「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する

特別措置法」に基づいて認定された研究開発事業計画に従って研究開発事業を行

う国内関係会社である。 

（２）認定された研究開発事業「△△△△」は、・・・（研究開発事業の内容）・・・ 

を行うものであり、請求項○に記載された発明は、当該研究開発事業の成果に係

るものである。 

（３）認定された研究開発事業計画の実施期間の終了日は○○年○月○日であるか

ら、本出願は、実施期間の終了日から起算して２年以内に出願されたものである。 

 

⑦⑦ ススタターートトアアッッププ対対応応面面接接活活用用早早期期審審査査をを申申請請すするる場合は、冒頭に、「スタートアップ対応面

接活用早期審査を希望する」ことを必ず記載してください。また、スタートアップによる出願

かつ実施関連出願であることを具体的に記載してください。さらに、面接の日程調整のため、

出願人又は代理人等の電話連絡先等を記載してください。 

 

 「スタートアップによる出願」であることを説明するには、出願人の全部又は一部が上記Ⅰ．

２．（２）①に示した(i)から(iii)までのいずれかに該当することを記載します。 

  ※登記謄本等の証明書の提出は原則不要ですが、特許庁から求めがあった場合には速やかに

提出してください。 

  「実施関連出願」については、上記Ⅰ．５．（２）③を参照してください。 

（記載例：個人事業主の場合） 

【早期審査に関する事情説明】 

１．事情 

 スタートアップ対応面接活用早期審査を希望する。 

（１）スタートアップであることの説明 

出願人○○○○は、開業届出書を税務署に提出した個人事業主であり、事業の開始

日が〇〇〇〇年〇月〇日であって事業開始後１０年未満であるから、「早期審査・早

期審理ガイドライン」に定めるスタートアップである。 

（２）実施関連出願であることの説明 

・・・・・（実施関連出願であることを記載します）・・・・・ 

 

出願人電話連絡先 〇〇〇－〇〇〇〇－〇〇〇〇 

（記載例：小規模企業の場合） 

【早期審査に関する事情説明】 

１．事情 

 スタートアップ対応面接活用早期審査を希望する。 

（１）スタートアップであることの説明 

出願人○○○○は、サービス業に属する事業を主たる事業として営むものであって

従業員数は３人で設立後１０年を経過しておらず、かつ、他の大企業（資本金額又は

出資金額が３億円以下の法人以外の法人）に支配されていない企業であるから、「早

期審査・早期審理ガイドライン」に定めるスタートアップである。 

（２）実施関連出願であることの説明 

・・・・・（実施関連出願であることを記載します）・・・・・ 
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出願人電話連絡先 〇〇〇－〇〇〇〇－〇〇〇〇 

 

 

（記載例：資本金３億円以下の法人の場合） 

【早期審査に関する事情説明】 

１．事情 

 スタートアップ対応面接活用早期審査を希望する。 

（１）スタートアップであることの説明 

出願人株式会社○○○○は、資本金〇億円であるから資本金３億円以下であり、〇

〇〇〇年〇月〇日設立であるから設立から１０年未満であり、かつ、他の大企業（資

本金額又は出資金額が３億円以下の法人以外の法人）に支配されていない企業である

から、「早期審査・早期審理ガイドライン」に定めるスタートアップである。 

（２）実施関連出願であることの説明 

・・・・・（実施関連出願であることを記載します）・・・・・ 

 

出願人電話連絡先 〇〇〇－〇〇〇〇－〇〇〇〇 

 

（（３３））【【早早期期審審査査にに関関すするる事事情情説説明明】】のの「「２２．．先先行行技技術術のの開開示示及及びび対対比比説説明明」」のの記記載載要要領領 

①①  中中小小企企業業、、個個人人、、大大学学、、公公的的研研究究機機関関、、ＴＴＬＬＯＯが単独で出願する場合においては、先行技術

の開示に当たり先行技術調査を改めて行うことは必要ではありません（大企業との共同出願の

場合は、「特例」に該当する場合を除き、先行技術調査が必要となります。）が、出願人が知っ

ている先行技術文献との対比説明は必要となります。 

したがって、対比説明を行うために、先行技術調査結果に基づく文献名や、早期審査に関す

る事情説明書提出までに知った文献名は必ず記載することが必要です。 

（参考）単独出願と共同出願の場合における要件の違い 

条  件 先行技術の開示の際の先行技術調査 対比説明 

中小企業・大学等の単独出願 知っている文献でも可 

必 要 
大企業との共同出願 必要 

中小企業と大企業との共同出願 
原則必要だが、特特例例（（＊＊））に該当する場合は

知っている文献でも可 

（＊）中小企業と大企業との共同出願における「特例」：「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関

する法律」に基づく認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係る発明で、かつ、中小企

業の権利の持分比率が５０％以上の場合。この場合、認定計画における特定研究開発等の実施期間

の終了日から起算して２年以内に出願されたものに限ります。 

 

［［先先行行技技術術調調査査のの方方法法］］  

特許庁では、インターネットを介して誰もが無料で先行技術調査が行なえるよう、特許情報プ

ラットフォーム（Ｊ－ＰｌａｔＰａｔ：https://www.j-platpat.inpit.go.jp/）による検索サ－
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ビスを提供しております。 

［［文文献献名名のの記記載載要要領領］］  

文献を開示する場合は、以下の例にならって記載してください。特にＪ－ＰｌａｔＰａｔ以外

で入手した非特許文献の場合、記事が特定できるように出版年、号数、ページ数、出版社等を記

載してください。 

例１）特開２００３－０００００１号公報 

例２）特開平０５－０００００１号公報 

例３）実公平０７－０００００１号公報 

 

ａａ））明明細細書書中中にに先先行行技技術術文文献献とと対対比比説説明明のの記記載載ががなないい場場合合（＊） 

中小企業、個人、大学、公的研究機関、ＴＬＯが単独で出願する場合については、先行技

術の開示において、先行技術調査を行った上で先行技術文献を開示していただくことを推奨

しますが、上記出願人に限り先行技術調査は必須ではなく、出願人が知っている文献を記載

していただくことで足りるものとします（特許法第３６条第４項第２号と同じ要件ですが、

出願以降に新たに知った文献がある場合には当該文献も記載してください。）。 

対比説明とは、早期審査を申請する出願の「特許請求の範囲」に記載された発明（以下、

これを「本願発明」と呼ぶ場合があります。）と先行技術文献の内容とを比較検討し、両者

の相違点や、相違点に基づく本願発明の技術的に有利な効果を、具体的かつ簡潔に記載して

ください。比較を行うに当たっては、関連する先行技術文献の内容について、記載されてい

る場所がわかるようにページ数、行数、図の番号等を示してください。 

（＊）明細書に先行技術文献の開示がない場合、早期審査に関する事情説明書に先行技術文献を記載

するだけでは、特許法第３６条第４項第２号の要件を満たすことにはなりませんのでご注意くだ

さい。 

（記載例) 

【早期審査に関する事情説明】 

１．事情 

 ・・・・・（事情を記載します）・・・・・ 

２．先行技術の開示及び対比説明 

（１）文献名 

 先行技術調査を行なった結果、文献１を発見しました。また、知っている文献とし

て文献２があります。 

 文献１：特開平０５－０００００１号公報 

 文献２：携帯電話マガジン 2005 年 10 月号 10-15 頁 携帯電話マガジン出版社 

（２）対比説明 

 文献１の第３ページ第５行から第１５行、及び文献２の第１０ページから第１５ペ

ージには、本願発明と技術分野は同じ携帯電話に関するものが開示されていますが、

着信を知らせるのは音と振動によるものです。 

これに対し、本願発明は、音と振動に加え、光でも着信を知らせることができる

点で異なっています。これにより、身体に触れておらず、周囲雑音が激しい状況で

も着信を知らせることができます。 

― 182 ―



 

― 183 ― 

［［大大企企業業ととのの共共同同出出願願のの場場合合］］  

「特例」に該当する場合を除き、中小企業や個人、大学・公的研究機関・ＴＬＯが

大企業と共同出願をしている場合には、先行技術調査を行っていただいた上で、先行

技術の開示を行う必要があります。 

 

 

ｂｂ））明明細細書書にに先先行行技技術術文文献献とと対対比比説説明明ががああるる場場合合 

明細書において、既に、先行技術・関連技術の調査結果が文献名・公報番号などを挙げて

適切に開示され、かつ対比説明も適切に記載されている場合は以下の例のような簡略記載が

可能です。 

（記載例） 

【早期審査に関する事情説明】 

１．事情 

 ・・・・・（事情を記載します）・・・・・ 

２．先行技術の開示及び対比説明 

（１）文献名 

明細書中の段落【０００８】に記載しています。 

（２）対比説明 

明細書の段落【００１０】及び【００１１】において十分な対比説明を行ってい

る。 

 

ｃｃ））明明細細書書にに先先行行技技術術文文献献ののみみのの記記載載ががああるる場場合合 

明細書において先行技術文献の開示は適切になされているものの、対比説明が不十分な場

合には、上記記載例の、「（２）対比説明」の部分に対比説明を記載することが必要です。 

 

②②  外外国国関関連連出出願願においては、先行技術の開示の際の先行技術調査、及び対比説明の両方が必要

です。ただし、他国の特許庁において先行技術調査結果が得られている場合は、当該調査結果

は先行技術調査に代えることが可能ですので、その結果に基づいて、先行技術の開示と対比説

明を記載してください。 

ａａ））外外国国特特許許庁庁のの調調査査結結果果ががなないい場場合合 

外国関連出願については、先行技術の開示において、先行技術調査を行った上で先行技術

文献を開示していただく必要があります。対比説明は、本願の特許請求の範囲に記載された

発明と先行技術の内容とを比較検討し、両者の相違点や本願発明の技術的に有利な効果を、

具体的かつ簡潔に記載してください。 

（記載例：外国特許庁の調査結果がない場合） 

【早期審査に関する事情説明】 

１．事情 

 ・・・・・（事情を記載します）・・・・・ 

２．先行技術の開示及び対比説明 

(１)文献名 
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特許情報プラットフォームを用いて検索した結果、本願発明に関連する文献は以

下のとおりである。なお、検索は、「要約＋請求の範囲」で検索キーワード「傘」、

「ＬＥＤ」、「発光ダイオード」を用いて調査した。 

文献１：特開平０５－０００００１号公報 

文献２：特開２０００－５４３２１０号公報 

（２）対比説明 

本願発明は、雨天時夜間の安全のため、傘の露先にＬＥＤを設け点滅させる傘で

す。一方、文献１と２には、同じく、雨天時夜間の安全のため、反射部材を用いた

傘が開示されていますが、ＬＥＤの点滅に比べ認知性が低いものです。 

なお、明細書において、既に、先行技術・関連技術の調査結果が文献名・公報番号などを

あげて適切に開示され、かつ対比説明も適切に記載されている場合は以下の例のような簡略

記載が可能です。 

（記載例：簡略記載の場合） 

【早期審査に関する事情説明】 

１．事情 

 ・・・・・（事情を記載します）・・・・・ 

２．先行技術の開示及び対比説明 

（１）文献名 

明細書中の段落【０００８】に記載しています。 

（２）対比説明 

明細書の段落【００１０】及び【００１１】において十分な対比説明を行ってい

る。 

 

ｂｂ））外外国国特特許許庁庁のの調調査査結結果果ががああるる場場合合 

外国特許庁での先行技術調査結果が既に得られている場合は、当該調査結果として引用さ

れた全ての先行技術文献を記載してください。明細書中での調査結果・対比説明がある場合

でも省略しないでください（なお、出願人自らによる先行技術調査及び当該調査結果の記載

を省略することは可能です。）。 

 

（記載例：外国特許庁の調査結果がある場合で、調査結果のみ記載の場合） 

【早期審査に関する事情説明】 

１．事情 

 ・・・・・（事情を記載します）・・・・・ 

２．先行技術の開示及び対比説明 

（１）文献名 

欧州特許庁の調査結果として引用された全文献は以下のとおりである。 

文献１：欧州特許出願公開第１０００１号明細書 

文献２：米国特許第５００００１号明細書 

（２）対比説明 

本願発明は、雨天時夜間の安全のため、傘の露先にＬＥＤを設け点滅させる傘で

す。一方、文献１と２には、同じく、雨天時夜間の安全のため、反射部材を用いた

傘が開示されていますが、ＬＥＤの点滅に比べ認知性が低いものです。 

  

［［日日本本語語国国際際出出願願のの特特例例］］  
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日本語で国際出願している特許出願において、国際調査見解書又は国際予備審査報告

書が得られている場合には、それらを早期審査に関する事情説明書に添付することによ

り先行技術の開示及び対比説明の記載を省略することができます。 

ただし、早期審査の対象となる発明が補正により国際調査見解書又は国際予備審査報

告書の対象となった発明と全く異なるものとなった場合には、補正後の発明に対して先

行技術調査を行い、出願人による先行技術文献の開示と対比説明する必要があります。 

  

③③  実実施施関関連連出出願願、、ググリリーーンン関関連連出出願願及びアアジジアア拠拠点点化化推推進進法法関関連連出出願願については、先行技術の

開示の際の先行技術調査、及び対比説明の両方が必要です。 

 

ａａ））明明細細書書中中にに先先行行技技術術文文献献とと対対比比説説明明のの記記載載ががなないい場場合合 

先行技術の開示において、先行技術調査を行った上で先行技術文献を開示していただく必

要があります。対比説明は、本願の特許請求の範囲に記載された発明と先行技術文献の内容

とを比較検討し、両者の相違点や本願発明の技術的に有利な効果を、具体的かつ簡潔に記載

してください。 

（記載例） 

【早期審査に関する事情説明】 

１．事情 

 ・・・・・（事情を記載します）・・・・・ 

２．先行技術の開示及び対比説明 

（１）文献名 

商用データベース○○を用いて、キーワード「自転車」、「補助輪」、「跳ね上げ」、

「跳上」を用いて検索した結果、以下の関連文献が発見された。 

文献１：特開平１０－１２３４５６号公報 

（２）対比説明 

本願発明は、「前輪と後輪と、前輪と後輪との間に懸架されたフレームと、後輪

を駆動するためのペダルと、ペダルの動力を後輪に伝達するチェーンを備えた自転

車において、後輪の両側に補助輪を設け、この補助輪が一定以上の速度の走行時に

は自動的に跳ね上げられる跳ね上げ駆動部を設けたことを特徴とする自転車」で

す。 

これを文献１と対比すると、文献１の４ページに記載された「前輪」、「後輪」、

「前輪と後輪との間に懸架されたフレーム」、「後輪を駆動するためのペダル」、「ペ

ダルの動力を後輪に伝達するチェーン」、「後輪の両側の補助輪」が構成上共通しま

す。 

しかしながら文献１の「後輪の両側の補助輪」は、跳ね上げることはできますが、

走行前に運転者が必要性に応じて、いわば、使用者毎に跳ね上げるか否か判断して

足で跳ね上げるものです。 

これに対し、本願発明の補助輪は一定以上の速度の走行時には自動的に跳ね上げ

られるものであり、速度が遅い不安定な時は補助輪が作用し、その後一定以上の速

度に達した後は、自動的に補助輪を跳ね上げて自転車の運転の習熟を促すもので、

その機能は大きく異なるものです。 

 

ｂｂ））明明細細書書にに先先行行技技術術文文献献とと対対比比説説明明ががああるる場場合合 
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明細書において、既に、先行技術・関連技術の調査結果が文献名・公報番号などを挙げて

適切に開示され、かつ対比説明も適切に記載されている場合は、以下の例のような簡略記載

が可能です。 

（記載例：簡略記載の場合） 

【早期審査に関する事情説明】 

１．事情 

 ・・・・・（事情を記載します）・・・・・ 

２．先行技術の開示及び対比説明 

（１）文献名 

明細書中の段落【０００８】に記載しています。 

（２）対比説明 

明細書の段落【００１０】及び【００１１】において十分な対比説明を行ってい

る。 

 

④④  震震災災復復興興支支援援関関連連出出願願の場合、先行技術の開示に当たり先行技術調査を改めて行うこと

は、原則必要ありませんが、出願人が知っている先行技術文献との対比説明は必要となり

ます。なお、要件(※)を満たさない大企業との共同出願の場合は、先行技術調査が必要と

なります。 

（※）出願人の全部又は一部が、特定被災地域に住所又は居所を有する者であって、地震に起因し

た被害を受けた者であるか、又は、特定被災地域にある事業所等が地震に起因した被害を受け

た場合であって、当該事業所等の事業としてなされた発明又は実施される発明を出願した法人 

 

⑤⑤  ススタターートトアアッッププにによよるる出出願願の場合、先行技術の開示に当たり先行技術調査を改めて行うこと

は必要ありませんが、出願人が知っている先行技術文献との対比説明は必要となります。 

なお、大企業との共同出願の場合は、上記Ⅰ．５．（３）①(参考)を参照してください。 

 

    ⑤－1 明細書中に先行技術文献と対比説明の記載がない場合 

        上記Ⅰ．５．（３）① ａ）を参照してください。 

    ⑤－2 明細書中に先行技術文献と対比説明がある場合 

        上記Ⅰ．５．（３）① ｂ）を参照してください。 

    ⑤－3 明細書中に先行技術文献のみの記載がある場合 

        上記Ⅰ．５．（３）① ｃ）を参照してください。 

 

⑥⑥  補補正正案案をを提提示示すするる場場合合 

先行技術文献と対比等した結果、出願人において特許請求の範囲の記載などを補正した方が

望ましいと判断した場合は、補正書を提出し、当該補正書に基づいて先行技術の開示及び対比

説明を行うことができるほか、下記のように早期審査に関する事情説明書において補正案を提

示し、当該補正案に基づいて先行技術の開示及び対比説明を行うことができます。 

※補正案には【請求項１】のような、「【 】」の記号は使用しないでください。 
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（記載例) 

【早期審査に関する事情説明】 

１．事情 

･･･（事情を記載します）･･･ 

２．先行技術の開示及び対比説明 

（１）文献名 

欧州特許庁の調査結果として引用された全文献は以下のとおりである。 

①欧州特許出願公開第 10001 号明細書 

②特開平０５－０００００１号公報 

（２）補正案 

請求項１について補正案があり、下記のとおりである。 

記 

 ・・・・・・(補正案を記載します)・・・・・・ 

（３）対比説明 

 ・・・・・・(対比説明を記載します)・・・・・・ 

 

（（４４））【【提提出出物物件件のの目目録録】】のの記記載載要要領領 

【早期審査に関する事情説明】に記載した先行技術文献については、その写しを添付してくだ

さい。また、アジア拠点化推進法関連出願の場合は、認定研究開発事業計画の写し（＊）を添付し

てください。ただし、出願が以下の①に該当する場合には全ての先行技術文献の写しの添付を省

略でき、②又は③のいずれかに該当する場合はその先行技術文献又は認定研究開発事業計画の写

しの添付を省略できます。 

(＊)認定研究開発事業計画の写しについては、以下の箇所の抜粋で足りるものとします。 

研究開発事業計画の認定通知書 

研究開発事業計画に係る認定申請書 

２ 研究開発事業計画の内容 

（１）事業名 

（２）研究開発事業の内容 

（３）研究開発事業を行う国内関係会社 

の記載箇所 

４ 実施期間 

実施期間の記載箇所 

※「早期審査に関する事情説明書」に添付された書類は、閲覧に供されます。認定研究開発事業計画の写し

を添付する際に上記以外の箇所が含まれる場合、その箇所も開示されることにご留意ください。 

 

①①  出出願願人人がが、、中中小小企企業業、、ススタターートトアアッッププ、、個個人人、、大大学学・・短短期期大大学学、、公公的的研研究究機機関関、、承承認認ＴＴＬＬＯＯ、、

又又はは認認定定ＴＴＬＬＯＯののううちちいいずずれれかかにによよるる出出願願ででああるる場場合合若しくは、震震災災復復興興支支援援関関連連出出願願である

場合 

 

②② 特特許許情情報報ププララッットトフフォォーームム（（ＪＪ－－ＰＰｌｌａａｔｔＰＰａａｔｔ））ににてて先先行行技技術術文文献献をを参参照照ででききるる場場合合 

特許情報プラットフォームにおいては、「特許実用新案番号照会」「外国公報ＤＢ」にて、内

外特許公報の多く（外国公報は米国、欧州、独国、英国、仏国、スイス、カナダ、国際出願そ

れぞれの公開公報あるいは特許（公告）公報）を参照でき、これらの公報については添付を省
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略できます。 

先行技術文献がこれらの公報に該当するために写しの提出を省略するときは、「添付を要し

ないため省略する。」旨記載してください。 

 

③③ 同同時時又又ははすすででににななさされれたた他他のの手手続続ににおおいいてて特特許許庁庁にに提提出出さされれてていいるる先先行行技技術術文文献献又又はは認認定定

研研究究開開発発事事業業計計画画のの写写ししをを援援用用すするる場場合合 

援用により写しの提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を

設けて、当該書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、援用される事件の表

示（特許権に係るものにあっては、特許番号、書類名及びその提出日）を記載してください。

また、２以上の写しの提出を省略するときは、「【物件名】」に従属する全ての項目に係る欄を

繰り返し設けて記載してください。 

 

④④  事事情情説説明明書書にに提提出出すするる物物件件がが一一つつもも存存在在ししなないい場場合合、もしくは、物物件件全全ててににつついいてて提提出出をを省省

略略ででききるる場場合合、【提出物件の目録】欄以下の項目を削除することができ、何も記載する必要は

ありません。 

 

⑤⑤  複複数数のの提提出出対対象象ととななるる物物件件のの内内、、一一部部のの文文献献のの提提出出をを省省略略ででききるる場場合合、提出を省略できるも

のについては、その物件について「添付を要しないため省略する。」旨記載してください。 

（記載例：物件（文献）１件をイメージで提出する場合） 

【提出物件の目録】 

 【物件名】 米国特許第○○○○○号明細書 １ 

【添付物件】 

【物件名】 米国特許第○○○○○号明細書 

【内容】 

文献イメージ 

（記載例：物件（文献）２件をイメージで提出する場合) 

【提出物件の目録】 

 【物件名】 米国特許第○○○○○号明細書 １ 

 【物件名】 仏国特許第○○○○○号明細書 １ 

【添付物件】 

【物件名】 米国特許第○○○○○号明細書 

【内容】 

文献イメージ 

【物件名】 仏国特許第○○○○○号明細書 

【内容】 

文献イメージ 

（記載例：複数提出物件の内、一部の文献の提出を省略できる場合） 

【提出物件の目録】 

 【物件名】 携帯電話マガジン 2005 年 10 月号 10-15 頁 １ 

 【物件名】 仏国特許第○○○○○号明細書 １ 

【添付物件】 
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【物件名】 携帯電話マガジン 2005 年 10 月号 10-15 頁 

【内容】 

  文献イメージ 

【物件名】 仏国特許第○○○○○号明細書 

【内容】 

    添付を要しないため省略（J-PlatPat により参照可能） 

 

 

（記載例：写しを添付する場合） 

【提出物件の目録】 

 【物件名】 携帯電話マガジン 2005 年 10 月号 10-15 頁 １ 

  （別葉に提出物件を添付する） 

（記載例：援用により提出する物件を省略する場合） 

【提出物件の目録】 

 【物件名】 西独国特許第○○○○○号明細書 １ 

 【援用の表示】 特願平○年○○○○○○号、意見書、平成○年○月○日 

    ※「【物件名】」は５０文字以内とし、数量を記載してください。物件名と数量の間にはスペース 

  を入力しますが、それ以外にはスペースを用いないでください。 

 

（（５５））先先行行技技術術調調査査及及びび対対比比説説明明のの要要否否判判断断フフロローー  
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    ※面接活用審査については、「中小企業・個人・大学・ＴＬＯ・公的研究機関」の箇所を 

参照してください。 

  

６６．．審審査査手手続続等等  

（１）審審査査手手続続 

①①選選定定手手続続 

特許庁では、「早期審査に関する事情説明書」の提出があった出願に対して、早期審査の対

象に付すか否かの選定が行われます。 

なお、「早期審査に関する事情説明書」の事情の記載では、実施関連出願について実施状

況が不明確である場合、及びグリーン関連出願についてグリーン発明であることが不明確

である場合は、特許庁から出願人（代理人）に問い合わせを行うことがあります。 

 

②②早早期期審審査査ととししてて選選定定ででききなないい事事例例 

早期審査の対象とするか否かは、「早期審査に関する事情説明書」の記載に基づいて行わ

れます。以下に示す例は、早期審査の対象となりませんので参考にしてください。 

ａａ））事事情情  

○中小企業、個人、大学、公的研究機関、ＴＬＯからの出願 

（例１）公的研究機関以外の研究機関（社団法人・財団法人） 

（例２）「中小企業」と記載していながら、従業員数が４００人、資本金が４億円などと、

１．（２）①の（＊１）に記載の基準を逸脱した記載がある場合 

○外国関連出願 

（例１）外国特許庁に出願した出願番号等が記載されておらず、外国出願の願書の写し等

も添付されていない場合 

（例２）外国特許庁に出願した出願番号等が間違っている場合 

○実施関連出願  

（例１）実施予定でありながら、その予定が２年以内である旨が記載されていない場合 

○グリーン関連出願（省エネ、ＣＯ2 削減等の効果を有する発明について特許を受けようと

する特許出願）  

（例１）事情の欄に、グリーン関連であることについて何ら記載がない場合 

（例２）グリーン関連出願とは全く関係のない事情が記載されている場合 

（例３）グリーン関連出願であることの説明が、明細書の記載に基づいていないことが明

らかである場合 

○震災復興支援関連出願 

（例１）全ての出願人の住所又は居所が、特定被災地域外にあり、かつ地震に起因した被

害を受けた事業所等と無関係な出願である場合 

（例２）地震に起因した被害を受けた旨の記載がない場合 

○アジア拠点化推進法関連出願 
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（例１）認定研究開発事業計画の写しが添付されておらず、援用する旨も記載されていな

い場合 

（例２）出願人が、認定研究開発事業計画の写しに記載された国内関係会社ではない場合 

（例３）本出願に係る発明が認定研究開発事業の成果に係る発明でないことが、認定研究

開発事業計画の写しに記載された研究開発事業の内容及び早期審査に関する事情

説明書の記載から明らかである場合 

（例４）認定研究開発事業の実施期間の終了日から起算して、２年より後に出願されたも

のである場合 

  

ｂｂ））先先行行技技術術のの開開示示とと対対比比説説明明  

○先行技術の開示 

（例１）先行技術の開示の欄に、何ら記載がない場合 

（例２）先行技術文献として記載しているものの、何れも出願年よりも新しい発行年の文

献が記載されている場合（出願に先行する技術文献として認められないもの） 

（例３）特例（５．（３）①参照）に該当することを事情において主張していない中小企

業と大企業の共同出願であるにもかかわらず、先行技術調査が行われていない場合 

（例４）震災復興支援関連出願において、要件(※)を満たさない大企業が出願人に含まれて

いるにも関わらず、先行技術調査又は対比説明が行われておらず、明細書中にも先

行技術文献と対比説明の記載がない場合 

（※）出願人の全部又は一部が、特定被災地域に住所又は居所を有する者であって、地震に起因

した被害を受けた者であるか、又は、特定被災地域にある事業所等が地震に起因した被害を

受けた場合であって、当該事業所等の事業としてなされた発明又は実施される発明を出願し

た法人 

○対比説明 

（例１）先行技術文献の提示のみで対比説明が何ら記載されていない場合 

（例２）出願の技術的内容が記載されているだけで、先行技術文献との対比的な説明が記

載されていない場合 

（例３）先行技術文献の技術的内容が記載されているだけで、出願内容との対比的な説明

が記載されていない場合 

 

③③ススタターートトアアッッププ対対応応面面接接活活用用早早期期審審査査ととししてて選選定定ででききなないい事事例例 

ａａ））事事情情  

（例１）「スタートアップ」と記載していながら、資本金が３億円以上であるなど、スタート

アップの条件を逸脱した記載がある場合 

ｂｂ））先先行行技技術術のの開開示示とと対対比比説説明明 

（例１）出願人の知っている先行技術文献の開示が何らされていない場合 
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（例２）出願人が知っている先行技術文献との対比説明が何ら記載されていない場合 

 

④④選選定定結結果果のの通通知知 

選定の結果は、「早期審査に関する通知書」として出願人（代理人）に通知されます。面

接活用審査の対象となった場合には、面接の日程調整等のため、審査官から代理人等に連

絡を行います。 

 

⑤⑤審審査査官官にによよるる早早期期審審査査・・面面接接活活用用審審査査のの開開始始 

選定の結果、早期審査の対象となった案件については、早期に審査が開始され（特別の

事情がある場合を除く。）、着手後の処理についても遅滞なく処分が終了するよう審査手続

が進められます。 

更に面接活用審査の対象になった案件については、一次審査結果通知前に行う面接を通

じて、スタートアップが早期かつ戦略的に特許権を取得できるようにします。そのため、

面接時には上記Ⅰ．２．に示したとおり、例えば以下のとおり行います。 

   ・出願人側応対者は、事業における出願の位置付けを説明します。 

   ・審査官は、拒絶理由があれば、概要を説明します。 

   ・審査官は、拒絶理由を解消するために、出願人のとり得る対応を示すことができる場合は 

    積極的に補正、分割等の示唆をします。 

   ・審査官は、特許庁のスタートアップ関連施策等について紹介します。 

 

（（２２））提提出出書書類類のの閲閲覧覧 

「早期審査に関する事情説明書」は、選定結果の如何にかかわらず、出願書類等と同様に閲覧

に供します。 

 

（（３３））早早期期処処理理ののたためめのの出出願願人人（（代代理理人人））のの協協力力 

早期処理が図れるよう出願人（代理人）に対し以下の点の協力をお願いします。 

①応答期間の延長請求の抑制 

②補正書、納付書等のオンライン手続の励行 

③審査官から面接審査、技術説明等の要請があった場合における対応 

④証明書類や入手困難な先行技術文献等（企業における自社カタログ、大学における発明者の 

大学内論文集等）の提出を求めた際の速やかな提出 

⑤（手数料を長期間納付しない等の）出願人（代理人）の責により方式審査が長期間未完とな

ることのない、円滑な手続の進行 

 

特に、同一出願人からの早期審査の申請が多数に及んだ場合においては、審査効率の向上

を図るために、出願人（代理人）に対して技術説明などを要請することがあります。 

上記の協力が十分かつ迅速に得られない場合には、早期審査の対象外とすることがありま
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す。 

  

７７．．問問いい合合わわせせ窓窓口口  

特許庁審査第一部調整課審査業務管理班 

TEL 03-3581-1101（内線 3106） 

E-mail PA2210@jpo.go.jp 
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ⅡⅡ  特特許許審審査査ハハイイウウェェイイにに基基づづくく早早期期審審査査のの手手続続ににつついいてて  

１１．．特特許許審審査査ハハイイウウェェイイととはは  

  

特許審査ハイウェイ(以下「ＰＰＨ」という。)とは、先行庁において特許可能と判断された発

明を有する出願について、後続庁において簡易な手続で早期審査を受けられるようにする枠組み

です。出願人の早期権利化を容易にするとともに、先行庁による先行技術調査と審査結果を利用

することで、各特許庁における審査負担を軽減し、質の向上を図ることを目的としています。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

２２．．ＰＰＰＰＨＨのの種種類類  

 

（（１１））ＰＰＰＰＨＨはは以以下下のの３３種種類類ががあありり、、先先行行庁庁のの国国・・地地域域にによよっってて申申請請ででききるるＰＰＰＰＨＨがが異異ななりりまますす。。  

（２０２５年２月現在の利用可能状況は次頁のとおりです。） 

先行庁の審査結果

に基づく申請  

① ＰＰＨ（通常型） 

出願人が最初に特許出願をした国・地域（第一庁）での 

『特許可能との審査結果』に基づく申請  

② ＰＰＨ ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ 

先行庁の『特許可能との審査結果』に基づく申請 

（先行庁と後続庁との間でＰＰＨ ＭＯＴＴＡＩＮＡＩを実

施している場合、通常型とは異なり、最初に特許出願をした

第一庁は問いません） 

国際段階成果物に 

基づく申請  

③ ＰＣＴ－ＰＰＨ 

国際調査機関が作成した「見解書」、国際予備審査機関が作成

した「見解書」又は「国際予備審査報告」のうち、最新に発

行されたものの『特許性有り』との判断に基づく申請 

（日本国特許庁が国際調査機関として作成した「見解書」等

を元にして、日本国特許庁へＰＣＴ－ＰＰＨ申請することも

できます）  

  

 

 
  
     優先権主張など 
 

 

                         先⾏庁の審査書類等の必要書類を提出        

先先行行庁庁のの出出願願  特特許許可可能能ととのの判判断断  

後後続続庁庁のの出出願願  ＰＰＰＰＨＨ申申請請  早早期期審審査査  
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ⅡⅡ  特特許許審審査査ハハイイウウェェイイにに基基づづくく早早期期審審査査のの手手続続ににつついいてて  

１１．．特特許許審審査査ハハイイウウェェイイととはは  

  

特許審査ハイウェイ(以下「ＰＰＨ」という。)とは、先行庁において特許可能と判断された発

明を有する出願について、後続庁において簡易な手続で早期審査を受けられるようにする枠組み

です。出願人の早期権利化を容易にするとともに、先行庁による先行技術調査と審査結果を利用

することで、各特許庁における審査負担を軽減し、質の向上を図ることを目的としています。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

２２．．ＰＰＰＰＨＨのの種種類類  

 

（（１１））ＰＰＰＰＨＨはは以以下下のの３３種種類類ががあありり、、先先行行庁庁のの国国・・地地域域にによよっってて申申請請ででききるるＰＰＰＰＨＨがが異異ななりりまますす。。  

（２０２５年２月現在の利用可能状況は次頁のとおりです。） 

先行庁の審査結果

に基づく申請  

① ＰＰＨ（通常型） 

出願人が最初に特許出願をした国・地域（第一庁）での 

『特許可能との審査結果』に基づく申請  

② ＰＰＨ ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ 

先行庁の『特許可能との審査結果』に基づく申請 

（先行庁と後続庁との間でＰＰＨ ＭＯＴＴＡＩＮＡＩを実

施している場合、通常型とは異なり、最初に特許出願をした

第一庁は問いません） 

国際段階成果物に 

基づく申請  

③ ＰＣＴ－ＰＰＨ 

国際調査機関が作成した「見解書」、国際予備審査機関が作成

した「見解書」又は「国際予備審査報告」のうち、最新に発

行されたものの『特許性有り』との判断に基づく申請 

（日本国特許庁が国際調査機関として作成した「見解書」等

を元にして、日本国特許庁へＰＣＴ－ＰＰＨ申請することも

できます）  

  

 

 
  
     優先権主張など 
 

 

                         先⾏庁の審査書類等の必要書類を提出        

先先行行庁庁のの出出願願  特特許許可可能能ととのの判判断断  

後後続続庁庁のの出出願願  ＰＰＰＰＨＨ申申請請  早早期期審審査査  

 

 

  

（（２２））日日本本へへ申申請請可可能能ななＰＰＰＰＨＨのの種種類類（（国国・・地地域域別別））  

先行庁 

国・地域名 

日本への申請時に利用できる PPH の種類 

先行庁の審査結果に基づく申請 
国際段階成果物に 

基づく申請 

アイスランド ①PPH ②PPH MOTTAINAI － 

アメリカ合衆国 ①PPH ②PPH MOTTAINAI ③PCT-PPH 

イギリス ①PPH ②PPH MOTTAINAI － 

イスラエル ①PPH ②PPH MOTTAINAI ③PCT-PPH 

インドネシア ①PPH ②PPH MOTTAINAI － 

エジプト ①PPH ②PPH MOTTAINAI ③PCT-PPH 

欧州特許庁 ①PPH ②PPH MOTTAINAI ③PCT-PPH 

エストニア ①PPH ②PPH MOTTAINAI － 

オーストラリア ①PPH ②PPH MOTTAINAI ③PCT-PPH 

オーストリア ①PPH ②PPH MOTTAINAI ③PCT-PPH 

カナダ ①PPH ②PPH MOTTAINAI ③PCT-PPH 

韓国 ①PPH ②PPH MOTTAINAI ③PCT-PPH 

コロンビア ①PPH ②PPH MOTTAINAI － 

サウジアラビア ①PPH ②PPH MOTTAINAI － 

シンガポール ①PPH ②PPH MOTTAINAI ③PCT-PPH 

スウェーデン ①PPH ②PPH MOTTAINAI ③PCT-PPH 

スペイン ①PPH ②PPH MOTTAINAI ③PCT-PPH 

タイ ①PPH － － 

台湾 ①PPH ②PPH MOTTAINAI － 

チェコ ①PPH ②PPH MOTTAINAI － 

中国 ①PPH ②PPH MOTTAINAI ③PCT-PPH 

チリ ①PPH ②PPH MOTTAINAI ③PCT-PPH 

デンマーク ①PPH ②PPH MOTTAINAI － 

ドイツ ①PPH ②PPH MOTTAINAI － 

トルコ ①PPH ②PPH MOTTAINAI ③PCT-PPH 

日本 － － ③PCT-PPH 

ニュージーランド ①PPH ②PPH MOTTAINAI － 

ノルウェー ①PPH ②PPH MOTTAINAI － 

ハンガリー ①PPH ②PPH MOTTAINAI － 

ヴィシェグラード － － ③PCT-PPH 

フィリピン ①PPH ②PPH MOTTAINAI ③PCT-PPH 
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フィンランド ①PPH ②PPH MOTTAINAI ③PCT-PPH 

ブラジル ①PPH ②PPH MOTTAINAI ③PCT-PPH 

フランス ①PPH ②PPH MOTTAINAI － 

ベトナム ① PPH － － 

ペルー ①PPH ②PPH MOTTAINAI － 

ポーランド ①PPH ②PPH MOTTAINAI － 

北欧特許庁 － － ③PCT-PPH 

ポルトガル ①PPH ②PPH MOTTAINAI － 

マレーシア ①PPH ②PPH MOTTAINAI － 

メキシコ ①PPH ②PPH MOTTAINAI － 

モロッコ ①PPH ②PPH MOTTAINAI － 

ユーラシア特許庁 ①PPH ②PPH MOTTAINAI － 

ルーマニア ①PPH ②PPH MOTTAINAI － 

ロシア ①PPH ②PPH MOTTAINAI ③PCT-PPH 

（２０２５年２月現在）   

※網掛けの申請においては、後述する「各庁が提供するドシエ・アクセス・システム」が利用

可能です。 

※2022 年 5 月 10 日以降、ロシア特許庁、ユーラシア特許庁の審査結果に基づいた PPH の申請

受入れを一時停止中です。 

  

３３．．ＰＰＰＰＨＨのの申申請請要要件件 

 

ＰＰＨに基づく早期審査の対象となるためには、日本への申請の場合、早期審査の要件である「審

査請求がされていること」に加え、以下の要件を満たす必要があります。 

  

（（１１））通通常常型型ＰＰＰＰＨＨ及及びびＰＰＰＰＨＨ  ＭＭＯＯＴＴＴＴＡＡＩＩＮＮＡＡＩＩのの場場合合  

① 当該出願（日本への出願）が、先行庁の出願に基づいてパリ条約上の優先権を主張して

いるなど、先行庁の出願と特定の関係にあること（※１） 

② 先行庁の出願において、特許可能と判断された請求項を有すること 

③ 当該出願（日本への出願）の全ての請求項が、先行庁出願で特許可能と判断された請求

項のいずれかと十分に対応していること 

④ 当該出願（日本への出願）について、審査が開始されていないこと（※２） 

 

（（２２））ＰＰＣＣＴＴ－－ＰＰＰＰＨＨのの場場合合  

① 当該出願（日本への出願）に対応する国際出願の国際段階成果物（※３）のうち、最新に発

行されたものにおいて特許性（新規性・進歩性・産業上の利用可能性のいずれも）「有り」

― 196 ―



 

 

フィンランド ①PPH ②PPH MOTTAINAI ③PCT-PPH 

ブラジル ①PPH ②PPH MOTTAINAI ③PCT-PPH 

フランス ①PPH ②PPH MOTTAINAI － 

ベトナム ① PPH － － 

ペルー ①PPH ②PPH MOTTAINAI － 

ポーランド ①PPH ②PPH MOTTAINAI － 

北欧特許庁 － － ③PCT-PPH 

ポルトガル ①PPH ②PPH MOTTAINAI － 

マレーシア ①PPH ②PPH MOTTAINAI － 

メキシコ ①PPH ②PPH MOTTAINAI － 

モロッコ ①PPH ②PPH MOTTAINAI － 

ユーラシア特許庁 ①PPH ②PPH MOTTAINAI － 

ルーマニア ①PPH ②PPH MOTTAINAI － 

ロシア ①PPH ②PPH MOTTAINAI ③PCT-PPH 

（２０２５年２月現在）   

※網掛けの申請においては、後述する「各庁が提供するドシエ・アクセス・システム」が利用

可能です。 

※2022 年 5 月 10 日以降、ロシア特許庁、ユーラシア特許庁の審査結果に基づいた PPH の申請

受入れを一時停止中です。 

  

３３．．ＰＰＰＰＨＨのの申申請請要要件件 

 

ＰＰＨに基づく早期審査の対象となるためには、日本への申請の場合、早期審査の要件である「審

査請求がされていること」に加え、以下の要件を満たす必要があります。 

  

（（１１））通通常常型型ＰＰＰＰＨＨ及及びびＰＰＰＰＨＨ  ＭＭＯＯＴＴＴＴＡＡＩＩＮＮＡＡＩＩのの場場合合  

① 当該出願（日本への出願）が、先行庁の出願に基づいてパリ条約上の優先権を主張して

いるなど、先行庁の出願と特定の関係にあること（※１） 

② 先行庁の出願において、特許可能と判断された請求項を有すること 

③ 当該出願（日本への出願）の全ての請求項が、先行庁出願で特許可能と判断された請求

項のいずれかと十分に対応していること 

④ 当該出願（日本への出願）について、審査が開始されていないこと（※２） 

 

（（２２））ＰＰＣＣＴＴ－－ＰＰＰＰＨＨのの場場合合  

① 当該出願（日本への出願）に対応する国際出願の国際段階成果物（※３）のうち、最新に発

行されたものにおいて特許性（新規性・進歩性・産業上の利用可能性のいずれも）「有り」

 

 

と示された請求項が存在すること 

② 「当該出願（日本への出願）」が、対応する国際出願の国内段階であるなど、対応する国

際出願と特定の関係を満たすこと（※１） 

③ 当該出願（日本への出願）の全ての請求項が、対応する国際出願の最新国際段階成果物

で特許可能と判断された請求項と十分に対応しているか、十分に対応するように補正さ

れていること 

④ 当該出願（日本への出願）について、審査が開始されていないこと（※２） 

 
 (*1)特定の関係は、先方庁の国・地域により要件が異なります。次頁以降に代表的な申請パターンを記載し 

ていますが、詳細につきましては、以下の URL より各国の最新ガイドラインをご確認ください。 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/guideline.html 
(*２)日本の出願における「審査が開始されていない」とは、「特許庁の審査官による以下のいずれかの通知 

等が到達する前」を意味します。「拒絶理由通知（特許法第５０条）」、「特許査定の謄本の送達（特許法 

第５２条第２項）」、「明細書における先行技術文献開示義務違反の通知（特許法第４８条の７）」及び「同 

一発明かつ同日出願の場合の協議指令（特許法第３９条第６項）」 
(*３)国際調査機関が作成した見解書(WO/ISA)、国際予備審査機関が作成した見解書(WO/IPEA)及び国 

際予備審査報告(IPER/IPEA)のうち最新に発行されたものを指します。 
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４４．．ＰＰＰＰＨＨのの要要件件判判断断フフロローー  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はい 

審査着手前ですか？ 

ＰＰＨに基づく早

期申請ができます 

いいえ 

ＰＰＨに基づく早期申請ができません。 

「外国関連出願」に基づく早期申請をご検討ください。 

いいえ 

出願審査請求を行ってください 

はい 

はい 

 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

出願審査請求済ですか？ 

 

対応する「先行庁の出願」又は「国際出願」の請求項は、 
「特許可能」又は「特許性有り」との判断が示されていますか？ 

はい 

 

対応する「先行庁の出願」又は「国際出願」が、特定の関係を 
満たしていますか？ 

当該出願の全ての請求項は、対応する「先行庁の出願」 
又は「国際出願」において、特許可能と示された請求項の

いずれかと十分に対応していますか？ 
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４４．．ＰＰＰＰＨＨのの要要件件判判断断フフロローー  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はい 

審査着手前ですか？ 

ＰＰＨに基づく早

期申請ができます 

いいえ 

ＰＰＨに基づく早期申請ができません。 

「外国関連出願」に基づく早期申請をご検討ください。 

いいえ 

出願審査請求を行ってください 

はい 

はい 

 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

出願審査請求済ですか？ 

 

対応する「先行庁の出願」又は「国際出願」の請求項は、 
「特許可能」又は「特許性有り」との判断が示されていますか？ 

はい 

 

対応する「先行庁の出願」又は「国際出願」が、特定の関係を 
満たしていますか？ 

当該出願の全ての請求項は、対応する「先行庁の出願」 
又は「国際出願」において、特許可能と示された請求項の

いずれかと十分に対応していますか？ 

 

 

５５．．特特定定のの関関係係をを満満たたすす申申請請パパタターーンン(*1) 

 

（（１１））通通常常型型ＰＰＰＰＨＨのの場場合合  

当該出願（ＰＣＴ出願の国内移行出願も含む）が、 

 

 パターン１  第１庁出願である先行庁出願に基づいて正当な

パリ条約による優先権を主張している出願である 

 
 

 パターン２ 優先権主張を伴わないＰＣＴ出願の日本への国

内移行出願である 

 

 

 パターン３ 優先権主張を伴わないＰＣＴ出願に基づいて正

当なパリ条約による優先権を主張している出願である 

 

 

                                                 
(*1)本項には日本に申請する場合の代表的なパターンを記載しています。特定の関係は、先方庁の国・地域によ

り要件が異なりますので、詳細につきましては、以下の URL より各国の最新ガイドラインをご確認ください。 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/guideline.html 
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（（２２））ＰＰＰＰＨＨ  ＭＭＯＯＴＴＴＴＡＡＩＩＮＮＡＡＩＩのの場場合合  

当該出願（ＰＣＴ出願の国内移行出願も含む）が、 

 

 パターン４   先行庁出願に対する正当なパリ条約に基づく優先

権主張の基礎となっている出願である 

 

 

 パターン５ 先行庁出願（ＰＣＴ出願の国内移行出願も含む）

と同一の優先権基礎出願を有する出願である 
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（（２２））ＰＰＰＰＨＨ  ＭＭＯＯＴＴＴＴＡＡＩＩＮＮＡＡＩＩのの場場合合  

当該出願（ＰＣＴ出願の国内移行出願も含む）が、 

 

 パターン４   先行庁出願に対する正当なパリ条約に基づく優先

権主張の基礎となっている出願である 

 

 

 パターン５ 先行庁出願（ＰＣＴ出願の国内移行出願も含む）

と同一の優先権基礎出願を有する出願である 

 

 

 

（（３３））ＰＰＣＣＴＴ－－ＰＰＰＰＨＨのの場場合合  

 パターン６ 当該出願は、対応する国際出願の国内段階である 

 

 

 パターン７ 当該出願は、対応する国際出願のパリ条約優先権

主張の基礎となっている 

 

 

 パターン８ 当該出願は、対応する国際出願をパリ条約優先権

主張の基礎とする国際出願の国内段階である 
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 パターン９ 当該出願は、対応する国際出願を国内優先権主張

又はパリ条約優先権主張の基礎とする国内出願である 

     

 

 パターン１０ 当該出願は上記パターン６～９のいずれかの関

係を満たす出願の派生出願（分割出願、国内優先権を主張する出願

等）である 
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 パターン９ 当該出願は、対応する国際出願を国内優先権主張

又はパリ条約優先権主張の基礎とする国内出願である 

     

 

 パターン１０ 当該出願は上記パターン６～９のいずれかの関

係を満たす出願の派生出願（分割出願、国内優先権を主張する出願

等）である 

 

 

 

 

６６．．ＰＰＰＰＨＨにに基基づづくく早早期期審審査査のの申申請請手手続続（（記記載載要要領領））  

 

日本へのＰＰＨの申請は「早期審査に関する事情説明書」の提出により行います。通常の早期

審査と同じ「早期審査様式」（「Ⅰ ４．（５）」参照。）を用いて、事件の表示・提出者等の書誌的

事項、早期審査に関する事情説明及びＰＰＨ申請の必要事項を記載し、必要書類を添付して提出

してください。 

 

（（１１））必必要要書書類類のの準準備備・・確確認認  

ＰＰＨ申請に必要な書類は、ＰＰＨの種類に応じて以下の（a）～(d）となっています。申

請書類の作成前に準備・確認してください。 

必要書類は原則、「早期審査に関する事情説明書」に添付し提出する必要がありますが、条

件を満たす場合は、提出を省略することが可能です※。  

①① 通通常常型型ＰＰＰＰＨＨ及及びびＰＰＰＰＨＨ  ＭＭＯＯＴＴＴＴＡＡＩＩＮＮＡＡＩＩのの場場合合  

以下の書類を事前に準備・確認してください。 

(a) 対応する先行庁出願に対して、先行庁特許庁審査官から出された全てのオフィスアク

ションの写し、及びその英語又は日本語の翻訳文 

(b) 対応する先行庁出願において特許可能と判断された請求項の写し、及びその英語又は

日本語の翻訳文 

(c) 対応する先行庁審査官が引用した、引用文献の写し（引用文献の翻訳文は提出不要） 

(d) 請求項対応表 

 ※添付を省略できる書類について 

上記(a)、(b)の書類が、先行庁の提供する「ドシエ・アクセス・システム(*1)」から入

手できる場合、出願人はこれらの書類を添付する必要はなく、「ＰＰＨ申請書」あるいは

「早期審査に関する事情説明書」中に（提出を省略する物件）として、当該書類名の一

覧を記入すれば足ります。 

ただし、先行庁が提供する書類情報が現地語（日本語・英語以外）のみの場合は、そ

の書類の翻訳文を添付書類として提出する必要がありますのでご注意ください。各国に

おける「ドシエ・アクセス・システム」による情報提供の可否につきましては、以下の

URL の各国最新ガイドラインをご確認ください。(*2) 

また、上記(c)の引用文献が特許文献である場合は、添付書類として提出を省略する

ことが可能です。 

 

                                                 
(*1)ドシエ・アクセス・システムとは、審査関連情報（出願人提出書類や拒絶理由通知などの包袋

情報）を提供するシステムです。  
(*2) https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/guideline.html 
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②② ＰＰＣＣＴＴ－－ＰＰＰＰＨＨのの場場合合  

以下の書類を事前に準備・確認してください。 

(a) 特許性有りとの判断が記載された最新国際段階成果物の写し、及びその英語又は日本

語の翻訳文 

(b) 最新国際段階成果物で特許性有りと示された請求項の写しと、それが英語でない場合

は日本語又は英語によるその翻訳文 

(c) 最新国際段階成果物で提示された引用文献の写し（引用文献の翻訳文は提出不要） 

(d) 請求項対応表 

 

なお、最新国際段階成果物の第Ⅷ欄「国際出願に対する意見」に何らかの意見が記載

されている場合は、ＰＰＨ申請の際に、当該意見に対する釈明の記載が必要となります

ので、申請前に必ず確認してください。釈明の記載を行わなかった場合は、ＰＰＨの対

象となりませんのでご注意ください。 

 

 ※提出を省略できる書類について 

上記(a)、(b)の書類が、世界知的所有権機関（ＷＩＰＯ）のＰＡＴＥＮＴＳＣＯＰＥ

（パテントスコープ）（https://patentscope2.wipo.int/search/ja/search.jsf）で提供

されている場合は、添付書類としての提出を省略することができます。また、上記(c)の

引用文献が特許文献である場合は、同様に提出の省略をすることができます。 

なお、日本語で行った国際出願の場合で、かつ、ＰＣＴ－ＰＰＨを申請する全ての 

請求項と、対応する国際出願の全ての請求項とが完全に同一である場合（請求項の削除、

追加、並び替えが無く、両出願の請求項の文言がそれぞれ完全に一致している場合）に

は、早期審査に関する事情説明書に両出願の請求項群が同一である旨を記載することで、

上記(d)の請求項対応表の提出を省略することが可能です。 

 

（（２２））ＰＰＰＰＨＨ申申請請書書のの作作成成  

平成２７年８月から、ＰＰＨ申請手続の利便性の向上のため、申請の必要事項等につい

て「ＰＰＨ申請書」に記載し、「早期審査に関する事情説明書」に添付して提出する申請手

続が開始されています。当面の間は「ＰＰＨ申請書」を用いない従来の手続も並行して受

け付けますが、今後新たにＰＰＨの申請を行う際は、特段の事情がない限り、ＰＰＨ申請

書による手続を行ってください。 

ＰＰＰＰＨＨ申申請請書書のの利利用用方方法法 

特許庁ホームページ上に掲載(*1)されたＰＰＨ申請書（ＷＥＢフォーム）をお使いのブラ

                                                 
(*1)ホーム > 制度・手続 > 特許 > 手続 > 審査に関する情報 > 早期審査について > 特許審査ハイウ

ェイについて >「ガイドライン（要件と手続の詳細）・記入様式のページ）」 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/guideline.html  
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②② ＰＰＣＣＴＴ－－ＰＰＰＰＨＨのの場場合合  

以下の書類を事前に準備・確認してください。 

(a) 特許性有りとの判断が記載された最新国際段階成果物の写し、及びその英語又は日本

語の翻訳文 

(b) 最新国際段階成果物で特許性有りと示された請求項の写しと、それが英語でない場合

は日本語又は英語によるその翻訳文 

(c) 最新国際段階成果物で提示された引用文献の写し（引用文献の翻訳文は提出不要） 

(d) 請求項対応表 

 

なお、最新国際段階成果物の第Ⅷ欄「国際出願に対する意見」に何らかの意見が記載

されている場合は、ＰＰＨ申請の際に、当該意見に対する釈明の記載が必要となります

ので、申請前に必ず確認してください。釈明の記載を行わなかった場合は、ＰＰＨの対

象となりませんのでご注意ください。 

 

 ※提出を省略できる書類について 

上記(a)、(b)の書類が、世界知的所有権機関（ＷＩＰＯ）のＰＡＴＥＮＴＳＣＯＰＥ

（パテントスコープ）（https://patentscope2.wipo.int/search/ja/search.jsf）で提供

されている場合は、添付書類としての提出を省略することができます。また、上記(c)の

引用文献が特許文献である場合は、同様に提出の省略をすることができます。 

なお、日本語で行った国際出願の場合で、かつ、ＰＣＴ－ＰＰＨを申請する全ての 

請求項と、対応する国際出願の全ての請求項とが完全に同一である場合（請求項の削除、

追加、並び替えが無く、両出願の請求項の文言がそれぞれ完全に一致している場合）に

は、早期審査に関する事情説明書に両出願の請求項群が同一である旨を記載することで、

上記(d)の請求項対応表の提出を省略することが可能です。 

 

（（２２））ＰＰＰＰＨＨ申申請請書書のの作作成成  

平成２７年８月から、ＰＰＨ申請手続の利便性の向上のため、申請の必要事項等につい

て「ＰＰＨ申請書」に記載し、「早期審査に関する事情説明書」に添付して提出する申請手

続が開始されています。当面の間は「ＰＰＨ申請書」を用いない従来の手続も並行して受

け付けますが、今後新たにＰＰＨの申請を行う際は、特段の事情がない限り、ＰＰＨ申請

書による手続を行ってください。 

ＰＰＰＰＨＨ申申請請書書のの利利用用方方法法 

特許庁ホームページ上に掲載(*1)されたＰＰＨ申請書（ＷＥＢフォーム）をお使いのブラ

                                                 
(*1)ホーム > 制度・手続 > 特許 > 手続 > 審査に関する情報 > 早期審査について > 特許審査ハイウ

ェイについて >「ガイドライン（要件と手続の詳細）・記入様式のページ）」 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/guideline.html  

 

 

ウザに応じてダウンロードし、ご利用の端末上に保存します。次に、ダウンロードしたＰ

ＰＨ申請書（ＷＥＢフォーム）をインターネットブラウザで開き、必要事項を入力欄に日

本語で入力の上、ＷＥＢフォームの機能を利用してＰＰＨ申請書のイメージデータを作成

し保存します。 

このＰＰＨ申請書のイメージデータを「早期審査に関する事情説明書」に添付して提出

します。 

 

【ＰＰＨ申請書（ＷＥＢフォーム）の画面構成】 
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（（３３））「「早早期期審審査査にに関関すするる事事情情説説明明書書」」のの作作成成  

 ＰＰＨ申請書を利用する場合の早期審査に関する事情説明書の作成要領は以下のとおり

です。 

①① 書書誌誌的的事事項項のの記記載載要要領領  

通常の早期審査の申請と同様に、提出日、事件の表示、提出者及び代理人の各欄を記入し

てください（詳細は、「Ⅰ ５．「早期審査に関する事情説明書」の記載要領」を参照）。早期

審査の種別欄は「特許審査ハイウェイ」と記載してください。 

②②【【早早期期審審査査にに関関すするる事事情情説説明明】】のの「「１１．．事事情情」」のの記記載載要要領領  

「１．事情」欄では、当該出願（日本への出願）と先行庁の出願（又は国際出願）との関

係性を説明し、ＰＰＨプログラムによる早期審査の申請である旨を記載します。その際、対

応する先行庁の出願番号等(*1)も記載してください。 

③③ 【【提提出出物物件件のの目目録録】】のの記記載載要要領領  

   「【提出物件の目録】」は添付する物件に関し記載するもので、作成したＰＰＨ申請書の

イメージデータは提出物件として「【内容】」の欄に添付してください。 

 また、（１）で確認した先行庁のオフィスアクションや非特許文献等の必要書類について、

「早期審査に関する事情説明書」に添付する書類は「早期審査に関する事情説明書」の「【提

出物件の目録】」欄に特定できる形で書類毎に項目分けして記載し、「【内容】」の欄に添

付してください。なお、オンライン手続の場合、「【物件名】」は５０文字までしか記入で

きません。５０文字を超える場合は、物件名を「非特許文献１」などとし、正確な提出物件

名はそれとの対応がわかるように「１．事情」欄に記入してください。 

提出すべき書類の添付を省略する場合や、ＰＣＴ－ＰＰＨに基づく早期審査の申請におけ

る最新国際段階成果物の第Ⅷ欄の国際出願に対する意見への釈明の記載等については、早期

審査に関する事情説明書ではなく、ＰＰＨ申請書にご記載ください（詳細は、以下の記載例

を参照）。 

 

  ※従来の申請手続（ＰＰＨ申請書を利用しない場合） 

    （３）①、②と同様に書誌的事項、事情を記載してください。なお、ＰＣＴ－ＰＰＨに基

づく早期審査の申請において、最新国際段階成果物の第Ⅷ欄に国際出願に対する意見が記載

                                                 
(*1) 通常型 PPH、PPH MOTTAINAI の場合は、出願番号の他、公報番号又は特許番号等、先行庁の案件が

特定できる番号を記入し、PCT-PPH の場合は、国際出願番号を記入してください。 
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（（３３））「「早早期期審審査査にに関関すするる事事情情説説明明書書」」のの作作成成  

 ＰＰＨ申請書を利用する場合の早期審査に関する事情説明書の作成要領は以下のとおり

です。 

①① 書書誌誌的的事事項項のの記記載載要要領領  

通常の早期審査の申請と同様に、提出日、事件の表示、提出者及び代理人の各欄を記入し

てください（詳細は、「Ⅰ ５．「早期審査に関する事情説明書」の記載要領」を参照）。早期

審査の種別欄は「特許審査ハイウェイ」と記載してください。 

②②【【早早期期審審査査にに関関すするる事事情情説説明明】】のの「「１１．．事事情情」」のの記記載載要要領領  

「１．事情」欄では、当該出願（日本への出願）と先行庁の出願（又は国際出願）との関

係性を説明し、ＰＰＨプログラムによる早期審査の申請である旨を記載します。その際、対

応する先行庁の出願番号等(*1)も記載してください。 

③③ 【【提提出出物物件件のの目目録録】】のの記記載載要要領領  

   「【提出物件の目録】」は添付する物件に関し記載するもので、作成したＰＰＨ申請書の

イメージデータは提出物件として「【内容】」の欄に添付してください。 

 また、（１）で確認した先行庁のオフィスアクションや非特許文献等の必要書類について、

「早期審査に関する事情説明書」に添付する書類は「早期審査に関する事情説明書」の「【提

出物件の目録】」欄に特定できる形で書類毎に項目分けして記載し、「【内容】」の欄に添

付してください。なお、オンライン手続の場合、「【物件名】」は５０文字までしか記入で

きません。５０文字を超える場合は、物件名を「非特許文献１」などとし、正確な提出物件

名はそれとの対応がわかるように「１．事情」欄に記入してください。 

提出すべき書類の添付を省略する場合や、ＰＣＴ－ＰＰＨに基づく早期審査の申請におけ

る最新国際段階成果物の第Ⅷ欄の国際出願に対する意見への釈明の記載等については、早期

審査に関する事情説明書ではなく、ＰＰＨ申請書にご記載ください（詳細は、以下の記載例

を参照）。 

 

  ※従来の申請手続（ＰＰＨ申請書を利用しない場合） 

    （３）①、②と同様に書誌的事項、事情を記載してください。なお、ＰＣＴ－ＰＰＨに基

づく早期審査の申請において、最新国際段階成果物の第Ⅷ欄に国際出願に対する意見が記載

                                                 
(*1) 通常型 PPH、PPH MOTTAINAI の場合は、出願番号の他、公報番号又は特許番号等、先行庁の案件が

特定できる番号を記入し、PCT-PPH の場合は、国際出願番号を記入してください。 

 

 

されている場合は、特許性についての何らかの釈明を「１．事情」に記載してください（釈

明の記載が無い場合はＰＰＨの対象となりませんのでご注意ください。）。次に、「【提出物

件の目録】」欄に上記（１）の準備・確認により「添付して提出すべき書類」と判断した書

類を、特定できる形で書類毎に項目分けし添付してください。この時、必要書類が各国のド

シエアクセスシステム又はパテントスコープにより提供されており、省略が可能な場合は（提

出を省略する物件）の項目を設け、書類名の一覧を記載してください。また、特許庁へ既に

提出されている書類を援用することにより提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」

の「【物件名】」の欄に当該書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、

援用される事件の表示を記入してください。援用する物件に限っては、「【添付物件】」に

「【物件名】」や「【内容】」を記載しないでください（詳細は記載例を参照）。 

 

（（４４））特特許許庁庁へへのの提提出出  

①① 提提出出方方法法  

通常の早期審査の申請と同様「オンライン」「持参」「郵便・信書便」いずれの方法も可

能です。詳細は、「Ⅰ ４．早期審査の申請手続」を参照してください。 

②② 手手数数料料  

通常の早期審査の申請と同様、特許庁への手続に係る手数料は不要です。 
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（記載例１） 

 ＜前提＞ 

  ＰＰＨ申請書：利用する 

  利用する審査結果：米国特許商標庁の審査結果を利用する（通常型ＰＰＨ） 

  先行庁との関係性：当該出願が米国特許出願を優先権主張基礎とする出願 

  その他：先行庁が提供する「ドシエ・アクセス・システム」を利用し、一部提出書類（前述６．

（１）①(a),(b)）を提出省略する。 

      ＰＰＨ申請書及び非特許文献（１件）を添付。 

【早期審査に関する事情説明】  

１． 事情  

特許審査ハイウェイに基づく早期審査の申請を行う。 

本出願の優先権主張の基礎となる対応米国出願（出願番号 13/000000）に対し、米国特許

商標庁により特許可能との判断がなされている。 

以下において、「非特許文献１」とは、「村岡洋一著、「コンピュータサイエンス大学講座（第

11 巻）コンピュータ・アーキテクチャ」、第 2 版、株式会社近代科学者、1985 年 11 月、p. 

123 - 127」である。 

 

【提出物件の目録】 

【物件名】 ＰＰＨ申請書 １ 

【物件名】 非特許文献 １ 

 

【添付物件】 

【物件名】 ＰＰＨ申請書 

【内容】 

 

【物件名】 非特許文献１ 

【内容】 

 

 

  

【提出物件の目録】に記載した【物件名】

と同じ名前を記入 

事情では、「特許審査ハイウェイに基づく早期審査の

申請」である旨、及び、本願と対応出願との関係性に

ついて記入 

複数対応出願がある場合は、その全ての対応出願につ

いて本願との関係性を記入 

当該書類をイメージ添付。（PPH 申請書の具体的な入力内容は次頁参照） 

当該書類をイメージ添付 
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（記載例１） 

 ＜前提＞ 

  ＰＰＨ申請書：利用する 

  利用する審査結果：米国特許商標庁の審査結果を利用する（通常型ＰＰＨ） 

  先行庁との関係性：当該出願が米国特許出願を優先権主張基礎とする出願 

  その他：先行庁が提供する「ドシエ・アクセス・システム」を利用し、一部提出書類（前述６．

（１）①(a),(b)）を提出省略する。 

      ＰＰＨ申請書及び非特許文献（１件）を添付。 

【早期審査に関する事情説明】  

１． 事情  

特許審査ハイウェイに基づく早期審査の申請を行う。 

本出願の優先権主張の基礎となる対応米国出願（出願番号 13/000000）に対し、米国特許

商標庁により特許可能との判断がなされている。 

以下において、「非特許文献１」とは、「村岡洋一著、「コンピュータサイエンス大学講座（第

11 巻）コンピュータ・アーキテクチャ」、第 2 版、株式会社近代科学者、1985 年 11 月、p. 

123 - 127」である。 

 

【提出物件の目録】 

【物件名】 ＰＰＨ申請書 １ 

【物件名】 非特許文献 １ 

 

【添付物件】 

【物件名】 ＰＰＨ申請書 

【内容】 

 

【物件名】 非特許文献１ 

【内容】 

 

 

  

【提出物件の目録】に記載した【物件名】

と同じ名前を記入 

事情では、「特許審査ハイウェイに基づく早期審査の

申請」である旨、及び、本願と対応出願との関係性に

ついて記入 

複数対応出願がある場合は、その全ての対応出願につ

いて本願との関係性を記入 

当該書類をイメージ添付。（PPH 申請書の具体的な入力内容は次頁参照） 

当該書類をイメージ添付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数の対応出願番号が存在する場合は、その全ての対

応出願番号を入力 

必要書類を「早期審査に関する事情説明書」に添付し提

出する場合は上側に、提出を省略する場合は下側にチェ

ック 

⑤引用非特許文献を「早期審査に関する事情説明書」に添付する場合

は上側に、引用文献が全くない場合は下側にチェック（引用文献が特

許文献のみの場合はチェック不要） 
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提出を省略する物件の提出日や書類名、文献番

号等を入力 

先行庁の対応請求項の番号は「先行庁における特許可能な請求項」

として記載した文献に用いられている番号を記載 
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提出を省略する物件の提出日や書類名、文献番

号等を入力 

先行庁の対応請求項の番号は「先行庁における特許可能な請求項」

として記載した文献に用いられている番号を記載 

 

 

（記載例２） 

 ＜前提＞ 

  ＰＰＨ申請書：利用する 

  利用する審査結果：中国特許庁が作成した国際段階成果物を利用する(ＰＣＴ－ＰＰＨ) 

  先行庁との関係性：ＰＣＴ出願を優先権主張基礎とし、国内移行した出願 

  その他：ＷＩＰＯが提供する「パテントスコープ」を利用し、一部提出書類（前述６．（１）②

(a),(b)）を提出省略する。 

      国際段階において特許性有りとされた請求項の翻訳文を援用。 

国際予備審査報告書第Ⅷ欄に記載された国際出願に対する意見への釈明を記載。 

【早期審査に関する事情説明】  

１． 事情  

特許審査ハイウェイに基づく早期審査の申請を行う。 

本出願は、国際出願（PCT/CN00000/000000）の国内移行出願であり、当該国際出願の特許請

求の範囲に対しては、中国国家知識産権局が作成した最新国際段階成果物において特許性有

りとの判断が明示されている。 

 

【提出物件の目録】 

【物件名】 ＰＰＨ申請書 １ 

【物件名】 0000 年 00 月 00 日付 WO/ISA の写しの翻訳文 １ 

 

【添付物件】 

【物件名】 ＰＰＨ申請書 

【内容】 

 

 

【物件名】 0000 年 00 月 00 日付 WO/ISA の写しの翻訳文 

 

 

  

【提出物件の目録】に記載した【物件名】と同

じ名前を記入 

事情では、「特許審査ハイウェイに基づく早期審査

の申請」である旨、及び、本願と対応出願との関係

性について記入 

※注意 

【物件名】に記載した物件を援用することで提出省略する場合は、【援用の表示】を設けてその旨記載する必要があ

るが、ＰＰＨ申請書の「Ｃ．必要書類」で援用省略する書類については、同申請書の中で援用省略の記載を行うの

で、早期審査の事情説明書の【提出物件の目録】欄に当該物件や【援用の表示】の記載は不要 

当該書類をイメージ添付（PPH 申請書の具体的な入力内容は次頁参照） 

当該書類をイメージ添付 
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ドシエ照会又は PATENTSCOPE において、必要書類が英

語以外の言語しか提供されていない場合は、翻訳文を「早

期審査に関する事情説明書」に添付して提出 

翻訳文を既に日本国特許庁へ提出している場合は、援用す

ることが可能 

（援用を行う場合の記載例は下記参照） 

－+ 
－+ 

― 212 ―



 

 

ドシエ照会又は PATENTSCOPE において、必要書類が英

語以外の言語しか提供されていない場合は、翻訳文を「早

期審査に関する事情説明書」に添付して提出 

翻訳文を既に日本国特許庁へ提出している場合は、援用す

ることが可能 

（援用を行う場合の記載例は下記参照） 

－+ 
－+ 

 

 

 

援用する場合はここをチェック 

先に提出した書類を援用する場合は、記入例のように 2

行セットで記入 

1 行目には、添付する具体的な書類名を、2 行目には、

援用する書類の情報（出願番号及び書類名）を記入 

+ 

PCT-PPH を利用する場合で、最新国際段階成果物の第Ⅷ欄に

おいて「国際出願に対する意見」が述べられている場合には必

ず釈明を入力 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

－

－

－

－

－

－

－

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

+ 

+ 
+ 
+ 

量量  
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（記載例３） 

 ＜前提＞ 

  ＰＰＨ申請書：利用しない 

  利用する審査結果：米国特許商標庁の審査結果を利用する（通常型ＰＰＨ） 

  先行庁との関係性：当該出願が米国特許出願を優先権主張基礎とする出願 

  その他：先行庁が提供する「ドシエ・アクセス・システム」を利用し、一部提出書類（前述６．

（１）①(a),(b)）を提出省略する。 

【早期審査に関する事情説明】  

１． 事情  

本出願は、米国特許商標庁への対応出願（出願番号００/００００００）をパリ条約に

基づく優先権の基礎出願とする出願であり、特許審査ハイウェイプログラムに基づく早

期審査の申請を行う。 

 

（提出を省略する物件） 

（物件名）**年**月**日付の対応米国出願に対するファースト・オフィス・アクション

の写し 

（物件名）**年**月**日付の対応米国出願に対する特許許可通知の写し 

（物件名）対応米国出願の特許公報である米国特許第００００００号公報 

（物件名）対応米国出願に対して引用された米国特許第０００００号公報 

（物件名）対応米国出願に対して引用された日本国特許第００００号公報 

 

 

【提出物件の目録】 

【物件名】米国出願と本出願の請求項の対応関係を示す書面 １ 

【添付物件】 

【物件名】米国出願と本出願の請求項の対応関係を示す書面 

【内容】 

 

 

 

6.(1)①(a)OA の写し 6.(1)①(b)特許許可請求項の写し 

6.(1)①(c)引用文献の写し 

6.(1)①(d)請求項対応表 

書類イメージを添付 

対応出願番号及び対応関係の説明 
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（記載例３） 

 ＜前提＞ 

  ＰＰＨ申請書：利用しない 

  利用する審査結果：米国特許商標庁の審査結果を利用する（通常型ＰＰＨ） 

  先行庁との関係性：当該出願が米国特許出願を優先権主張基礎とする出願 

  その他：先行庁が提供する「ドシエ・アクセス・システム」を利用し、一部提出書類（前述６．

（１）①(a),(b)）を提出省略する。 

【早期審査に関する事情説明】  

１． 事情  

本出願は、米国特許商標庁への対応出願（出願番号００/００００００）をパリ条約に

基づく優先権の基礎出願とする出願であり、特許審査ハイウェイプログラムに基づく早

期審査の申請を行う。 

 

（提出を省略する物件） 

（物件名）**年**月**日付の対応米国出願に対するファースト・オフィス・アクション

の写し 

（物件名）**年**月**日付の対応米国出願に対する特許許可通知の写し 

（物件名）対応米国出願の特許公報である米国特許第００００００号公報 

（物件名）対応米国出願に対して引用された米国特許第０００００号公報 

（物件名）対応米国出願に対して引用された日本国特許第００００号公報 

 

 

【提出物件の目録】 

【物件名】米国出願と本出願の請求項の対応関係を示す書面 １ 

【添付物件】 

【物件名】米国出願と本出願の請求項の対応関係を示す書面 

【内容】 

 

 

 

6.(1)①(a)OA の写し 6.(1)①(b)特許許可請求項の写し 

6.(1)①(c)引用文献の写し 

6.(1)①(d)請求項対応表 

書類イメージを添付 

対応出願番号及び対応関係の説明 

 

 

（記載例４） 

 ＜前提＞ 

  ＰＰＨ申請書：利用しない 

利用する審査結果：ロシア特許庁の審査結果を利用する（ＰＰＨ ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ） 

  先行庁との関係性：当該出願及びロシア出願が共に英国特許出願を優先権主張基礎とする出願 

  その他：「ドシエ・アクセス・システム」が利用できないため、提出書類（前述６．（１）①(a),(b)

は、書類イメージを添付する。また、引用非特許文献が存在するため、書類イメージを

添付して提出する。 

【早期審査に関する事情説明】 

１．事情  

本出願とロシア特許庁への対応出願（出願番号００００００００００）は、共に英国

知的財産庁への一つの出願（出願番号００００００.０）に対してパリ条約に基づく優先

権を有効に主張する出願であり、特許審査ハイウェイに基づく早期審査の申請を行うも

のである。 

 

 

 

以下において、「引用非特許文献１」とは、「村岡洋一著、「コンピュータサイエンス大

学講座（第 11 巻）コンピュータ・アーキテクチャ」、第 2 版、株式会社近代科学者、1985

年 11 月、p. 123 - 127」である。 

 

（提出を省略する物件） 

（物件名）対応ロシア出願に対して引用された米国特許第００００号公報 

 

【提出物件の目録】 

【物件名】 ロシア出願と本出願の請求項の対応関係を示す書面 １ 

【物件名】 **年**月**日付の対応ロシア出願に対する拒絶理由通知の写し及び 

その翻訳文 １ 

【物件名】 **年**月**日付の対応ロシア出願に対する特許査定の写し及び 

その翻訳文 １ 

【物件名】 対応ロシア出願で特許可能と判断された請求項の写し及びその翻訳文 １ 

【物件名】 引用非特許文献１ １ 

 

 

【添付物件】 

【物件名】 ロシア出願と本出願の請求項の対応関係を示す書面 

【内容】 

 

6. (1)①(c)引用文献の写し 

6. (1)①(a)OA の写し及び翻訳文 6.(1)①(d)請求項対応表 

6. (1)①(b)特許許可請求項の写し 

対応出願番号及び対応関係の説明 

オンライン手続の場合、文献名が長い場合（50 文字以上の場合）、【物件名】

の欄に直接記入が出来ないため、「１．事情」の中に正式な文献名を記載し、

【物件名】には適当な名前を付けて記載する（例では「引用非特許文献１」

と記載） 

6. (1)①(c)引用文献の写し 
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【物件名】 **年**月**日付の対応ロシア出願に対する拒絶理由通知の写し及び 

その翻訳文 

【内容】 

 

 

 

【物件名】 **年**月**日付の対応ロシア出願に対する特許査定の写し及びその翻訳文 

【内容】 

 

 

 

【物件名】 対応ロシア出願で特許可能と判断された請求項の写し及びその翻訳文 

【内容】 

 

 

 

【物件名】 引用非特許文献１ 

【内容】 

 

 

 

書類イメージを添付又はテキストを記入 

当該書類をイメージ添付 

当該書類をイメージ添付 

当該書類をイメージ添付 

当該書類をイメージ添付 
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【物件名】 **年**月**日付の対応ロシア出願に対する拒絶理由通知の写し及び 

その翻訳文 

【内容】 

 

 

 

【物件名】 **年**月**日付の対応ロシア出願に対する特許査定の写し及びその翻訳文 

【内容】 

 

 

 

【物件名】 対応ロシア出願で特許可能と判断された請求項の写し及びその翻訳文 

【内容】 

 

 

 

【物件名】 引用非特許文献１ 

【内容】 

 

 

 

書類イメージを添付又はテキストを記入 

当該書類をイメージ添付 

当該書類をイメージ添付 

当該書類をイメージ添付 

当該書類をイメージ添付 

 

 

（記載例５） 

 ＜前提＞ 

  ＰＰＨ申請書：利用しない 

  利用する審査結果：国際予備審査機関としての韓国特許庁が作成した国際予備審査報告書 

（ＰＣＴ－ＰＰＨ） 

  国際出願との関係性：当該出願が、対応する国際出願の国内移行出願である 

その他：ＷＩＰＯが提供する「パテントスコープ」を利用することで、提出書類（前述６．（１）

②(a),(b)）を提出省略する。ただし、６．（１）②(b)の翻訳文については、先に提出

した国際出願翻訳文を援用する。 

また、国際予備審査報告書第Ⅷ欄に記載された国際出願に対する意見について、釈明

を行う。 

【早期審査に関する事情説明】  

１．事情  

本出願は国際出願（出願番号ＰＣＴ／ＫＲ００００/００００００）の国内移行出願で

あり、特許審査ハイウェイに基づく早期審査の申請を行うものである。当該国際出願に

ついて国際予備審査機関としての韓国特許庁が作成した国際予備審査報告において、特

許請求の範囲に対し特許可能との判断が明示されている。 

 

（提出を省略する物件） 

（物件名）**年**月**日付の対応国際出願に対する IPER の写し及びその翻訳文 

（物件名）最新国際段階成果物で特許性有りと判断されたクレームの写し 

（物件名）対応国際出願に対して引用された米国特許第００００００号明細書 

（物件名）対応国際出願に対して引用された日本国特許第００００００号公報 

 

 

 

（第 VIII 欄に記載された意見についての釈明） 

 第 VIII 欄には、請求項７は明細書によって十分に裏付けされていないとの意見が記載

されている。そこで、請求項７に XXX の技術的特徴を追加して限定する補正を行ったので、

請求項７は明細書によって十分に裏付けられたと思量する。 

 

【提出物件の目録】 

【物件名】 国際出願と本出願の請求項の対応関係を示す書面 １ 

【物件名】 最新国際段階成果物で特許性有りと判断されたクレームの翻訳文 １ 

 【援用の表示】 本願に係る令和○○年○○月○○日提出の特許協力条約第３４条補正

の翻訳文提出書を援用する。 

 

6. (1)②(c)引用文献の写し 

6. (1)②(d)請求項対応表 

6. (1)②(a)最新国際段階成果物の写し及びその翻訳文 

6. (1)②(b) 特許性有りと示された請求項の写し 

6. (1)②(b) 特許性有りと示された請求項の翻訳文 

対応国際出願番号及び対応関係の説明 
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【添付物件】 

【物件名】国際出願と本出願の請求項の対応関係を示す書面 

【内容】 

 

  

  
書類イメージを添付又はテキストを記入 
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【添付物件】 

【物件名】国際出願と本出願の請求項の対応関係を示す書面 

【内容】 

 

  

  
書類イメージを添付又はテキストを記入 

 

 

（記載例６） 

 ＜前提＞ 

  ＰＰＨ申請書：利用しない 

利用する審査結果：国際調査機関としての日本国特許庁が作成した見解書（ＰＣＴ－ＰＰＨ） 

  国際出願との関係性：当該出願が対応する国際出願のパリ条約優先権主張の基礎となっている

出願である 

その他：日本語で行った国際出願の全ての請求項は、本出願の全ての請求項と完全に同一であ

るため、 対応表の添付を省略(*1)する。 

【早期審査に関する事情説明】  

１．事情  

本出願は国際出願（出願番号ＰＣＴ／ＪＰ００００/００００００）のパリ条約優先権

主張の基礎となっている出願であり、特許審査ハイウェイに基づく早期審査の申請を行

うものである。 

当該国際出願について国際調査機関としての日本国特許庁が作成した見解書において、

特許請求の範囲に対し特許可能との判断が明示されている。 

 

なお、国際出願と本出願の請求項は完全に同一であるため、対応関係を示す書面の添付

は省略する。 

 

 

  

                                                 
(*1) 請求項対応表の添付省略が認められるのは、「国際出願（日本語出願）」かつ「請求項の追加、削

除、並び替えがなく、両出願の請求項の文言がそれぞれ完全に一致している」場合に限られます。 

対応国際出願番号及び対応関係の説明 

請求項が完全同一であるため、対応表を省略する

旨を記載 
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７７．．審審査査手手続続等等  

（（１１））審審査査手手続続    

①①   選選定定手手続続    

特許審査ハイウェイに基づく早期審査を希望する旨が記載された「早期審査に関する事情

説明書」の提出があった場合、早期審査に付すか否かの選定が行われます。不足している書

類がある場合は、出願人（代理人）に問い合わせを行うことがあります。 

②②   選選定定結結果果のの通通知知    

選定の結果は、「早期審査に関する通知書」として出願人（代理人）に通知されます。  

 

８８．．問問いい合合わわせせ窓窓口口  

特許庁審査第一部調整課審査業務管理班 

TEL 03-3581-1101（内線3106） 

E-mail PA2210@jpo.go.jp 
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７７．．審審査査手手続続等等  

（（１１））審審査査手手続続    

①①   選選定定手手続続    

特許審査ハイウェイに基づく早期審査を希望する旨が記載された「早期審査に関する事情

説明書」の提出があった場合、早期審査に付すか否かの選定が行われます。不足している書

類がある場合は、出願人（代理人）に問い合わせを行うことがあります。 

②②   選選定定結結果果のの通通知知    

選定の結果は、「早期審査に関する通知書」として出願人（代理人）に通知されます。  

 

８８．．問問いい合合わわせせ窓窓口口  

特許庁審査第一部調整課審査業務管理班 

TEL 03-3581-1101（内線3106） 

E-mail PA2210@jpo.go.jp 

 

 
 

ⅢⅢ  ススーーパパーー早早期期審審査査のの手手続続ににつついいてて  
１１．．ススーーパパーー早早期期審審査査のの対対象象ととななるる出出願願  

 

スーパー早期審査の対象となる出願は、出願審査の請求がなされている（注１）審査着手前（注

２）の出願であって、以下の（１）及び（２）のいずれの要件も満たす特許出願となります。 

（１） 「実施関連出願」かつ「外国関連出願」であること、又はスタートアップによる出願で

あって「実施関連出願」であること（注３）（注 4）（注５） 

 

（２）スーパー早期審査の申請前４週間以降になされたすべての手続をオンライン手続とする

出願であること（注６） 
 

（注１）審査請求手続とスーパー早期審査申請の手続は同時でも構いません。 

（注２）「審査着手前」とは、「特許庁の審査官による以下のいずれかの通知等が到達する

前」を意味します。 

・拒絶理由通知（特許法第５０条） 

・特許査定の謄本の送達（特許法第５２条第２項） 

・明細書における先行技術文献開示義務違反の通知（特許法第４８条の７） 

・同一発明かつ同日出願の場合の協議指令（特許法第３９条第６項） 

（注３）「実施関連出願」及び「外国関連出願」の条件は、早期審査と同じです。 
（注４）スタートアップによる出願とは、出願人の全部又は一部が次の(i)から(iii)まで 

のいずれかに該当するものです。 
(i)その事業を開始した日以後１０年を経過していない個人事業主  
(ii)常時使用する従業員の数が２０人（商業又はサービス業に属する事業を主たる

事業として営む者にあっては５人）以下で設立後１０年を経過しておらず、か 
つ、他の大企業（資本金額又は出資金額が３億円以下の法人以外の法人）に支

配されていない法人* 
(iii)資本金の額又は出資の総額が３億円以下で設立後１０年を経過しておらず、 

かつ、他の大企業（資本金額又は出資金額が３億円以下の法人以外の法人）に

支配されていない法人* 
 

*他の大企業に支配されていないことは以下の a)及び b)に該当していることを指し

ます。  
a)申請人以外の単独の大企業（資本金額又は出資金額が３億円以下の法人以外の法

人）が株式総数又は出資総額の 1/2 以上の株式又は出資金を有していないこと 
b)申請人以外の複数の大企業（資本金額又は出資金額が３億円以下の法人以外の法

人）が株式総数又は出資総額の 2/3 以上の株式又は出資金を有していないこと 
（注５）スタートアップ対応面接活用早期審査と併用して、スーパー早期審査の申請はで

きません。 
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（注６）インターネット出願ソフトの「特殊申請機能」による電子申請（電子特殊申請）

によりなされた手続は、スーパー早期審査の手続で必要とされる「オンライン手

続」に該当しません。 
 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 オンライン手続を行うことにより 

スーパー早期審査の申請ができます 

スーパー早期審査の申請ができません 

（別途、早期審査の要件を満たすことで、通常

の早期審査の対象として選定されます） 

実施関連出願ですか？ 

外国関連出願またはスタートアップによる出願ですか？ 

申請前４週間以降の手続はオンライン手続で行っていますか？ 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

はい いいえ 

審査着手前ですか？ 
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（注６）インターネット出願ソフトの「特殊申請機能」による電子申請（電子特殊申請）

によりなされた手続は、スーパー早期審査の手続で必要とされる「オンライン手

続」に該当しません。 
 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 オンライン手続を行うことにより 

スーパー早期審査の申請ができます 

スーパー早期審査の申請ができません 

（別途、早期審査の要件を満たすことで、通常

の早期審査の対象として選定されます） 

実施関連出願ですか？ 

外国関連出願またはスタートアップによる出願ですか？ 

申請前４週間以降の手続はオンライン手続で行っていますか？ 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

はい いいえ 

審査着手前ですか？ 

 
 

２２．．ススーーパパーー早早期期審審査査のの申申請請手手続続  

 

スーパー早期審査の申請手続の流れは、通常の早期審査の申請手続と同様であり、概略は

以下のとおりです。 

スーパー早期審査の申請に当たっては、通常の早期審査の申請と同じ、「早期審査様式１」

（「Ⅰ ４．（５）①」参照）を用いてください。 

 

以下、スーパー早期審査の申請に特に必要となる点について、①～⑤の順に記載要領を示

します。 

 

 

 

 

 

 

（（１１））「「実実施施関関連連出出願願」」かかつつ「「外外国国関関連連出出願願」」のの場場合合  
①①  書書誌誌的的事事項項のの記記載載要要領領  

通常の早期審査の申請と同様に、提出日、事件の表示、提出者及び代理人の各欄を記載

してください（詳細は、「Ⅰ ５．「早期審査に関する事情説明書」の記載要領」を参照し

てください。）。早期審査の種別欄は「スーパー早期審査」と記載してください。 

 

②②   「「事事情情」」のの記記載載要要領領  

冒頭に、「スーパー早期審査を希望する」ことを必ず記載してください。「スーパー早期

審査を希望する」以外の表現を用いた場合、スーパー早期審査の申請とは取り扱われない

ことがあります。また、実施関連出願かつ外国関連出願であることを詳細に記載してくだ

さい。 

外国関連出願、実施関連出願のそれぞれの要件についての必要な記載の程度は、通常の

早期審査の場合と同じです。 

 

＜実施関連出願であることの説明＞ 

製品を実際に製造販売している場合や、スーパー早期審査の申請から２年以内に生

産開始を予定している場合などが実施関連に該当するので、その実施状況を記載しま

す。  

 

＜外国関連出願であることの説明＞ 

日本国特許庁以外の特許庁、政府間機関に出願を行ったこと、又は国際出願を行っ

たことを、出願した国（機関）の出願番号、公報番号又は国際出願番号を含めて具体

的に記載してください。これらの番号が記載されている場合には、出願日の記載及び

①書誌的事項

を記入  

 

②事情を記入 
③先行技術文

献・対比説明を

記入  

④提出物件の

目録を記入  

 

⑤特許庁に提出  

― 223 ―



 
 

日本国特許庁以外の特許庁、政府間機関又は受理官庁に出願を行った事実を疎明する

書面（出願書類の謄本など）の提出を省略することができます。 

 

(記載例：既に製品を製造・販売している場合かつ外国出願済の場合)  

【早期審査に関する事情説明】  
１．事情  
 スーパー早期審査を希望する。 

請求項１に記載された○○○○制御装置を用いた○○○○を平成○○年○月から製品

名「○○○○」として製造・販売している。 
また、欧州特許庁及び米国特許商標庁へ出願を行った。  
欧州特許庁への出願の出願番号は○○○○○○である。また、米国特許商標庁では既

に特許になっており、米国特許公報の番号は○○○○○○○○である。 
 よって、当該出願は実施関連出願であり、かつ外国関連出願である。 

 

※製品名の記載は必須ではありませんが、できるだけ実施状況を詳しく記載してくださ

い。 
※なお、外国関連出願において、上記いずれの番号も付与されていない場合には、出願

した国（機関）及び年月日を記載し、当該外国出願の願書の写し等を添付してくださ

い（添付の方法は、「④【提出物件の目録】の記載要領」を参照してください）。 
 
(記載例：申請から２年以内に生産開始する場合かつ外国出願済の場合)  

【早期審査に関する事情説明】  
１．事情  
 スーパー早期審査を希望する。 

請求項○○に記載されているように、○○○○の点を○○○○した○○○○を取り付

け、○○○に○○○○を設けた○○○○○を２年以内に生産開始する予定の実施関連出

願である。  
また、欧州特許庁及び米国特許商標庁へ出願を行った。 
欧州特許庁への出願の出願番号は○○○○○○である。また、米国特許商標庁では既

に特許になっており、米国特許公報の番号は○○○○○○○○である。 
よって、当該出願は実施関連出願であり、かつ外国関連出願である。 

 

③③「「先先行行技技術術のの開開示示及及びび対対比比説説明明」」のの記記載載要要領領  

スーパー早期審査の申請を行う場合、先行技術調査を行った結果、及び、発見された先

行技術文献との対比説明を必ず記載してください。 

※中小企業、個人、大学・短期大学、公的研究機関、承認ＴＬＯ、認定ＴＬＯ又は試験独

法関連ＴＬＯも、先行技術調査を必ず行ってください。 
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日本国特許庁以外の特許庁、政府間機関又は受理官庁に出願を行った事実を疎明する

書面（出願書類の謄本など）の提出を省略することができます。 

 

(記載例：既に製品を製造・販売している場合かつ外国出願済の場合)  

【早期審査に関する事情説明】  
１．事情  
 スーパー早期審査を希望する。 

請求項１に記載された○○○○制御装置を用いた○○○○を平成○○年○月から製品

名「○○○○」として製造・販売している。 
また、欧州特許庁及び米国特許商標庁へ出願を行った。  
欧州特許庁への出願の出願番号は○○○○○○である。また、米国特許商標庁では既

に特許になっており、米国特許公報の番号は○○○○○○○○である。 
 よって、当該出願は実施関連出願であり、かつ外国関連出願である。 

 

※製品名の記載は必須ではありませんが、できるだけ実施状況を詳しく記載してくださ

い。 
※なお、外国関連出願において、上記いずれの番号も付与されていない場合には、出願

した国（機関）及び年月日を記載し、当該外国出願の願書の写し等を添付してくださ

い（添付の方法は、「④【提出物件の目録】の記載要領」を参照してください）。 
 
(記載例：申請から２年以内に生産開始する場合かつ外国出願済の場合)  

【早期審査に関する事情説明】  
１．事情  
 スーパー早期審査を希望する。 

請求項○○に記載されているように、○○○○の点を○○○○した○○○○を取り付

け、○○○に○○○○を設けた○○○○○を２年以内に生産開始する予定の実施関連出

願である。  
また、欧州特許庁及び米国特許商標庁へ出願を行った。 
欧州特許庁への出願の出願番号は○○○○○○である。また、米国特許商標庁では既

に特許になっており、米国特許公報の番号は○○○○○○○○である。 
よって、当該出願は実施関連出願であり、かつ外国関連出願である。 

 

③③「「先先行行技技術術のの開開示示及及びび対対比比説説明明」」のの記記載載要要領領  

スーパー早期審査の申請を行う場合、先行技術調査を行った結果、及び、発見された先

行技術文献との対比説明を必ず記載してください。 

※中小企業、個人、大学・短期大学、公的研究機関、承認ＴＬＯ、認定ＴＬＯ又は試験独

法関連ＴＬＯも、先行技術調査を必ず行ってください。 

 
 

③③－－１１  外外国国特特許許庁庁のの調調査査結結果果ががなないい場場合合  

外国関連出願については、先行技術の開示において、先行技術調査を行った上で先行

技術文献を開示していただく必要があります。対比説明は、特許請求の範囲に記載され

た発明と先行技術の内容とを比較検討し、両者の相違点や技術的に有利な効果を、具体

的かつ簡潔に記載してください。 

なお、明細書において、既に、先行技術・関連技術の調査結果が文献名・公報番号な

どをあげて適切に開示され、かつ対比説明も適切に記載されている場合は簡略記載が可

能です（「Ⅰ ５．（３）②」を参照）。 

③③－－２２  外外国国特特許許庁庁のの調調査査結結果果ががああるる場場合合  

外国特許庁での先行技術調査結果が既に得られている場合は、当該調査結果として引

用された全ての先行技術文献を記載してください。明細書中での調査結果・対比説明が

ある場合でも省略しないでください。 

なお、出願人自らによる先行技術調査及び当該調査結果の記載を省略することは可能

です（「Ⅰ ５．（３）②」を参照）。 

 

 外国特許庁の調査結果 

あり なし 

 

明 細 書 中 の

調査結果・対

比 説 明 の 記

載 

あり 

外国特許庁での調査結果

で引用された先行技術文

献の開示と対比説明が必

要 

簡略記載が可能 

なし 

外国特許庁での調査結果

で引用された先行技術文

献の開示と対比説明が必

要 

先行技術調査を行い、先

行技術文献を開示。更に、

本願発明と先行技術との

対比説明が必要 

 

＜分割出願である場合＞ 

分割出願である場合、【早期審査に関する事情説明】中に、「３．分割の実体的要件を

満たすことの説明」の欄を設け、分割の実体的要件を満たすこと等の説明等を記載して

ください（スーパー早期審査の申請時に既に上記の説明が上申書で提出されている場合

は、改めて、事情説明書に記載する必要はありません。）。 
分割の実体的要件を満たすこと等の説明等が記載されていない場合は、スーパー早期

審査の対象外となりますので、十分留意してください。 

 
(記載例) 
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【早期審査に関する事情説明】  
３．分割の実体的要件を満たすことの説明   
・・・・・・                    

  
（記載の詳細は、特許庁ＨＰ「出願を分割する際の説明書類に関する出願人への要請につい

て、平成２１年６月２９日、特許審査第一部調整課審査基準室」参照 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/sakusei/bunkatu_yousei.html）  
 

  ④④  【【提提出出物物件件のの目目録録】】のの記記載載要要領領  

【早期審査に関する事情説明】に記載した先行技術文献については、その写しを添付し

てください。ただし、通常の早期審査と同様に、先行技術文献の写しの添付を省略できる

場合があります（詳細は、「Ⅰ ５．（４）①～③」を参照してください）。 

先行技術文献を添付する場合、必ずイメージデータとして組み込み、オンラインで手続

を行ってください。書面手続の場合はスーパー早期審査の対象外となります。 

また、早期審査に関する事情説明補充書が提出された場合も同様にスーパー早期審査の

対象外となりますので留意してください。 

 

⑤⑤  特特許許庁庁へへのの提提出出    

ａ）提出方法 ：オンラインのみ 

「早期審査に関する事情説明書」は、必ずオンラインで手続を行ってください（書面

による特許庁への持参又は郵便等での提出方法を採った場合は、スーパー早期審査の対

象外となりますので留意してください。）。  

ｂ）手数料 

通常の早期審査の申請と同様、特許庁への手続に係る手数料は不要です。 

 
（（２２））ススタターートトアアッッププにによよるる出出願願かかつつ「「実実施施関関連連出出願願」」のの場場合合  

①①  書書誌誌的的事事項項のの記記載載要要領領    
上記２．（１）．①を参照してください。 

 
②②「「事事情情」」のの記記載載要要領領  

    冒頭に、「スタートアップ対応スーパー早期審査を希望する」ことを必ず記載してくださ

い。「スタートアップ対応スーパー早期審査を希望する」以外の表現を用いた場合、スーパ

ー早期審査の申請とは取り扱われないことがあります。また、スタートアップによる出願

かつ実施関連出願であることを具体的に記載してください。 

― 226 ―



 
 

【早期審査に関する事情説明】  
３．分割の実体的要件を満たすことの説明   
・・・・・・                    

  
（記載の詳細は、特許庁ＨＰ「出願を分割する際の説明書類に関する出願人への要請につい

て、平成２１年６月２９日、特許審査第一部調整課審査基準室」参照 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/sakusei/bunkatu_yousei.html）  
 

  ④④  【【提提出出物物件件のの目目録録】】のの記記載載要要領領  

【早期審査に関する事情説明】に記載した先行技術文献については、その写しを添付し

てください。ただし、通常の早期審査と同様に、先行技術文献の写しの添付を省略できる

場合があります（詳細は、「Ⅰ ５．（４）①～③」を参照してください）。 

先行技術文献を添付する場合、必ずイメージデータとして組み込み、オンラインで手続

を行ってください。書面手続の場合はスーパー早期審査の対象外となります。 

また、早期審査に関する事情説明補充書が提出された場合も同様にスーパー早期審査の

対象外となりますので留意してください。 

 

⑤⑤  特特許許庁庁へへのの提提出出    

ａ）提出方法 ：オンラインのみ 

「早期審査に関する事情説明書」は、必ずオンラインで手続を行ってください（書面

による特許庁への持参又は郵便等での提出方法を採った場合は、スーパー早期審査の対

象外となりますので留意してください。）。  

ｂ）手数料 

通常の早期審査の申請と同様、特許庁への手続に係る手数料は不要です。 

 
（（２２））ススタターートトアアッッププにによよるる出出願願かかつつ「「実実施施関関連連出出願願」」のの場場合合  

①①  書書誌誌的的事事項項のの記記載載要要領領    
上記２．（１）．①を参照してください。 

 
②②「「事事情情」」のの記記載載要要領領  

    冒頭に、「スタートアップ対応スーパー早期審査を希望する」ことを必ず記載してくださ

い。「スタートアップ対応スーパー早期審査を希望する」以外の表現を用いた場合、スーパ

ー早期審査の申請とは取り扱われないことがあります。また、スタートアップによる出願

かつ実施関連出願であることを具体的に記載してください。 

 
 

 ＜スタートアップによる出願であることの説明＞ 
「スタートアップによる出願」であることを説明するには、出願人の全部又は一部が上記１．

（注４）に示した(i)から(iii)までのいずれかに該当することを記載します。 

 
※登記謄本等の証明書の提出は原則不要ですが、特許庁から求めがあった場合には速やかに

提出してください。 

 
スタートアップによる出願であることに関する必要な記載の程度は、スタートアップ対応

面接活用早期審査の場合と同じです（「Ⅰ ５．（２）⑦」を参照）。 

 
＜実施関連出願であることの説明＞ 

製品を実際に製造販売している場合や、スーパー早期審査の申請から２年以内に生産開始を

予定している場合などが実施関連に該当するので、その実施状況を記載します。 
実施関連出願であることに関する必要な記載の程度は、通常の早期審査の場合と同じです 
（「Ⅰ ５．（２）③」を参照）。 

 
（記載例：資本金３億円以下の研究開発型スタートアップが発明に係る試作品を申請から２年

以内に他社に提供する場合） 
【早期審査に関する事情説明】 

１．事情  
スタートアップ対応スーパー早期審査を希望する。 

 
（１） スタートアップによる出願であることの説明 

出願人株式会社○○○○は資本金○億円であるから資本金３億円以下で 
あり、○○○○年○月○日設立であるから設立から１０年未満であり、 かつ、

他の大企業（資本金額又は出資金額が３億円以下の法人以外の法人）に支配

されていない企業であるから、「スーパー早期審査の取扱い」に定めるスター

トアップである。 

 
（２） 実施関連出願であることの説明 

出願人は請求項１に記載された○○○○装置の研究開発を行っている研 
究開発型の企業であり、自身が研究開発した○○○○装置について、他社と  
提携して製品化を図る予定である。そして、出願人は、他社との提携の検討
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のために、当該請求項に係る○○○○装置の試作品を、今後２年以内に他社  
に提供することを予定しているから、この出願は出願人による実施関連出願  
である。  

 
（記載例：小規模企業が申請から２年以内に生産開始する場合） 

【早期審査に関する事情説明】 

１．事情  
スタートアップ対応スーパー早期審査を希望する。 

 
（１）スタートアップによる出願であることの説明 

出願人株式会社○○○○は、サービス業に属する事業を主たる事業として

営むものであって従業員数は３人であり、○○○○年○月○日設立であるか

ら設立から１０年未満であり、かつ大企業（資本金額又は出資金額が３億円

以下の法人以外の法人）に支配されていない企業であるから、「早期審査・早

期審理ガイドライン」に定めるスタートアップである。 

 
（２）実施関連出願であることの説明 

請求項○○に記載されているように、○○○○の点を○○○○した○○○

○を取り付け、○○○に○○○○を設けた○○○○○を２年以内に生産開始  
する予定の実施関連出願である。 

 
（記載例：個人事業主が既に製品を製造・販売している場合） 

【早期審査に関する事情説明】 

１．事情  
スタートアップ対応スーパー早期審査を希望する。 

 
（１）スタートアップによる出願であることの説明  

出願人○○○○は、開業届出書を税務署に提出した個人事業主であって、  
○○○○年○月○日に事業を開始したため事業開始後 10 年未満であるから、 
「早期審査・早期審理ガイドライン」に定めるスタートアップである。 

 
（２）実施関連出願であることの説明  

請求項１に記載された○○○○制御装置を用いた○○○○を○○○○年 
○月から製品名「○○○○」として製造・販売している。 
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のために、当該請求項に係る○○○○装置の試作品を、今後２年以内に他社  
に提供することを予定しているから、この出願は出願人による実施関連出願  
である。  

 
（記載例：小規模企業が申請から２年以内に生産開始する場合） 

【早期審査に関する事情説明】 

１．事情  
スタートアップ対応スーパー早期審査を希望する。 

 
（１）スタートアップによる出願であることの説明 

出願人株式会社○○○○は、サービス業に属する事業を主たる事業として

営むものであって従業員数は３人であり、○○○○年○月○日設立であるか

ら設立から１０年未満であり、かつ大企業（資本金額又は出資金額が３億円

以下の法人以外の法人）に支配されていない企業であるから、「早期審査・早

期審理ガイドライン」に定めるスタートアップである。 

 
（２）実施関連出願であることの説明 

請求項○○に記載されているように、○○○○の点を○○○○した○○○

○を取り付け、○○○に○○○○を設けた○○○○○を２年以内に生産開始  
する予定の実施関連出願である。 

 
（記載例：個人事業主が既に製品を製造・販売している場合） 

【早期審査に関する事情説明】 

１．事情  
スタートアップ対応スーパー早期審査を希望する。 

 
（１）スタートアップによる出願であることの説明  

出願人○○○○は、開業届出書を税務署に提出した個人事業主であって、  
○○○○年○月○日に事業を開始したため事業開始後 10 年未満であるから、 
「早期審査・早期審理ガイドライン」に定めるスタートアップである。 

 
（２）実施関連出願であることの説明  

請求項１に記載された○○○○制御装置を用いた○○○○を○○○○年 
○月から製品名「○○○○」として製造・販売している。 

 
 

③③「「先先行行技技術術のの開開示示及及びび対対比比説説明明」」のの記記載載要要領領     
Ⅰ ５．（３）①の「中小企業・個人・大学・公的研究機関・ＴＬＯ」の場合と同様、ス

タートアップが単独で出願する場合においては、先行技術の開示に当たり先行技術調査を

改めて行うことは必要ではありません（大企業との共同出願の場合は、先行技術調査が必

要となります）が、出願人が知っている先行技術文献との対比説明は必要となります。 
したがって、対比説明を行うために、先行技術調査結果に基づく文献名や、早期審査の

事情説明書提出までに知った文献名を記載することが必要です。 
③③－－１１  明明細細書書にに先先行行技技術術文文献献とと対対比比説説明明のの記記載載ががなないい場場合合  

スタートアップが単独で出願する場合については、先行技術の開示において、 先行技術

調査を行った上で先行技術文献を開示していただくことを推奨しますが、上記出願人に限

り先行技術調査は必須ではなく、出願人が知っている文献を記載していただくことで足り

るものとします。（「Ⅰ ５．（３）① ａ）」を参照）。 
③③－－２２  明明細細書書中中にに先先行行技技術術文文献献とと対対比比説説明明ががああるる場場合合  

明細書において、既に、先行技術・関連技術の調査結果が文献名・公報番号などを挙げ

て適切に開示され、かつ対比説明も適切に記載されている場合は、簡略記載が可能です（「Ⅰ 

５．（３）① ｂ）」を参照）。 
③③－－３３  明明細細書書にに先先行行技技術術文文献献ののみみのの記記載載ががああるる場場合合  

明細書において先行技術文献の開示は適切になされているものの、対比説明が不十分な

場合には、対比説明の欄に対比説明を記載することが必要です（「Ⅰ ５．（３）①ｃ）」を

参照）。 
＜分割出願である場合＞ 
 上記２．（１）③を参照してください。 

 

④④「「提提出出物物件件のの目目録録」」のの記記載載要要領領  
上記２．（１）④を参照してください。 

 

⑤⑤   特特許許庁庁へへのの提提出出     
上記２．（１）⑤を参照してください。 
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３３．．手手続続上上のの留留意意点点  

 

以下のＡ～Ｄの場合には、スーパー早期審査の対象外とし、通常の早期審査として取り扱

いますので留意してください。 

 

ＡＡ．．ススーーパパーー早早期期審審査査のの申申請請前前４４週週間間以以降降ににオオンンラライインン手手続続以以外外のの手手続続がが発発生生ししたた場場合合

（（オオンンラライインンででのの受受領領をを行行わわずず、、書書面面ででのの発発送送ににななっったた場場合合もも含含むむ。。））  

ＢＢ．．ススーーパパーー早早期期審審査査のの申申請請以以降降にに出出願願人人のの庁庁にに対対すするる手手続続にに方方式式不不備備等等ががあありり、、審審査査にに

遅遅延延がが生生じじたた場場合合  

ＣＣ．．拒拒絶絶理理由由通通知知書書のの発発送送のの日日かからら３３００日日以以内内（（在在外外者者のの場場合合はは２２かか月月以以内内））にに応応答答ががなな

さされれななかかっったた場場合合  

ＤＤ．．分分割割出出願願ににつついいてて、、上上申申書書又又はは早早期期審審査査にに関関すするる事事情情説説明明書書にによよりり、、分分割割のの実実体体的的要要

件件をを満満たたすすこことと等等のの説説明明等等ががななさされれてていいなないい場場合合  

 

具体的には、次に示すそれぞれの時点で、以下の点に留意してください。 

 

＜スーパー早期審査の申請時＞ 

（１）包括委任状等、書面での提出が必要な手続は、スーパー早期審査の申請の４週間より

前に行ってください。 

（２）「早期審査に関する事情説明書」に手続上の不備がないことを十分に確認した上で手続

してください。 

（３）「早期審査に関する事情説明書」は、提出物件の添付も含めて必ずオンラインで手続し

てください。 

（４）ＤＯ出願の場合の申請手続は、可能な限り、国内出願番号で行ってください。国際出

願番号で手続を行った場合には、出願番号特定通知書をオンラインで発送いたしますの

で、早期に受領してください。 

（５）ＤＯ出願の場合は、可能な限り、条約第１９条補正の写し、条約第３４条補正の写し

の提出は行わないでください。同様の補正が必要な場合は、特許請求の範囲（条約第３

４条補正にて、明細書、図面の補正がなされている場合には、明細書、図面も含む）を

全文補正する旨の手続補正書をオンラインで提出することにより行ってください。条約

第１９条補正の写し、条約第３４条補正の写しが提出されている場合は、期限内に一次

審査が行えない場合があります。 

（６）分割出願の場合は、分割の実体的要件を満たすこと等の説明をしてください。この説

明は、「早期審査に関する事情説明書」に記載する代わりに上申書で提出することも可能

です（スーパー早期審査の申請時に、既に上申書で上記の説明がなされている場合は、

「早期審査に関する事情説明書」における記載は不要です。）。 
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３３．．手手続続上上のの留留意意点点  

 

以下のＡ～Ｄの場合には、スーパー早期審査の対象外とし、通常の早期審査として取り扱

いますので留意してください。 

 

ＡＡ．．ススーーパパーー早早期期審審査査のの申申請請前前４４週週間間以以降降ににオオンンラライインン手手続続以以外外のの手手続続がが発発生生ししたた場場合合

（（オオンンラライインンででのの受受領領をを行行わわずず、、書書面面ででのの発発送送ににななっったた場場合合もも含含むむ。。））  

ＢＢ．．ススーーパパーー早早期期審審査査のの申申請請以以降降にに出出願願人人のの庁庁にに対対すするる手手続続にに方方式式不不備備等等ががあありり、、審審査査にに

遅遅延延がが生生じじたた場場合合  

ＣＣ．．拒拒絶絶理理由由通通知知書書のの発発送送のの日日かからら３３００日日以以内内（（在在外外者者のの場場合合はは２２かか月月以以内内））にに応応答答ががなな

さされれななかかっったた場場合合  

ＤＤ．．分分割割出出願願ににつついいてて、、上上申申書書又又はは早早期期審審査査にに関関すするる事事情情説説明明書書にによよりり、、分分割割のの実実体体的的要要

件件をを満満たたすすこことと等等のの説説明明等等ががななさされれてていいなないい場場合合  

 

具体的には、次に示すそれぞれの時点で、以下の点に留意してください。 

 

＜スーパー早期審査の申請時＞ 

（１）包括委任状等、書面での提出が必要な手続は、スーパー早期審査の申請の４週間より

前に行ってください。 

（２）「早期審査に関する事情説明書」に手続上の不備がないことを十分に確認した上で手続

してください。 

（３）「早期審査に関する事情説明書」は、提出物件の添付も含めて必ずオンラインで手続し

てください。 

（４）ＤＯ出願の場合の申請手続は、可能な限り、国内出願番号で行ってください。国際出

願番号で手続を行った場合には、出願番号特定通知書をオンラインで発送いたしますの

で、早期に受領してください。 

（５）ＤＯ出願の場合は、可能な限り、条約第１９条補正の写し、条約第３４条補正の写し

の提出は行わないでください。同様の補正が必要な場合は、特許請求の範囲（条約第３

４条補正にて、明細書、図面の補正がなされている場合には、明細書、図面も含む）を

全文補正する旨の手続補正書をオンラインで提出することにより行ってください。条約

第１９条補正の写し、条約第３４条補正の写しが提出されている場合は、期限内に一次

審査が行えない場合があります。 

（６）分割出願の場合は、分割の実体的要件を満たすこと等の説明をしてください。この説

明は、「早期審査に関する事情説明書」に記載する代わりに上申書で提出することも可能

です（スーパー早期審査の申請時に、既に上申書で上記の説明がなされている場合は、

「早期審査に関する事情説明書」における記載は不要です。）。 

 
 

 

＜拒絶理由通知に対する応答時＞ 

（１）拒絶理由通知書が特許庁からオンラインで発送された場合は、必ずオンラインで受領

してください。 

（２）意見書、手続補正書等は、必ずオンラインで手続を行ってください。 

（３）提出する意見書、手続補正書等に不備がないことを十分に確認した上で手続を行って

ください。 

（４）意見書、手続補正書は、必ず拒絶理由通知書の発送の日から３０日（在外者の場合は

２か月）以内に提出してください。 

（５）応答期間の期間延長請求は行わないでください。 

（６）面接を要請する場合は、スーパー早期審査案件としての応答期間を考慮して、速やか

に審査官に連絡をしてください。 

 

＜スーパー早期審査の申請時から最終処分までの期間＞ 

（１）特許庁に何らかの手続を行う場合は、必ずオンラインで手続を行ってください。 

（２）手続書類に不備がないことを十分に確認した上で手続を行ってください。 

 

スーパー早期審査の対象外となった場合は、その時点で速やかに、「早期審査に関する通知

書」により出願人（代理人）に通知されます。 

 

４４．．審審査査手手続続等等  

 

（（１１））審審査査手手続続  

①①選選定定手手続続  

スーパー早期審査を希望する旨が記載された「早期審査に関する事情説明書」の提出が

あった場合、スーパー早期審査に付すか否かの選定が行われます。  

 

②②ススーーパパーー早早期期審審査査ととししてて選選定定ででききなないい事事例例  
「早期審査に関する事情説明書」の記載について、以下に示す例のように不備がある場

合には、スーパー早期審査の対象とすることはできませんので参考にしてください。 
((アア))事事情情  

○「実施関連出願」かつ「外国関連出願」の場合 

・冒頭に、「スーパー早期審査を希望する」と記載されていない場合 

・「外国関連出願」、「実施関連出願」のいずれかの要件に関する記載がない場合 

・「外国関連出願」、「実施関連出願」のいずれかの要件に関する記載が要件を満たしてい

ない場合 

（例１）外国特許庁に出願した出願番号等が記載されておらず、外国出願の願書の写し等も

添付されていない場合 
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（例２）外国特許庁に出願した出願番号等が間違っている場合 

（例３）実施予定でありながら、その予定が２年以内である旨が記載されていない場合 

○スタートアップによる出願であって「実施関連出願」である場合 

・冒頭に、「スタートアップ対応スーパー早期審査を希望する」と記載されていない場合  

・「スタートアップによる出願」、「実施関連出願」のいずれかの要件に関する記載がない

場合 

・「スタートアップによる出願」、「実施関連出願」のいずれかの要件に関する記載が要件

を満たしていない場合 

（例１）「スタートアップ」と記載していながら、資本金が３億円以上であるなど、スタートア

ップの条件を逸脱した記載がある場合 

（例２）「スタートアップ」と記載していながら、「他の大企業に支配されていない企業」であ

る旨の記載がないなど、スタートアップの条件を十分に記載していない場合 

（例３）実施予定でありながら、その予定が２年以内である旨が記載されていない場合 

((イイ））先先行行技技術術のの開開示示とと対対比比説説明明  

・先行技術の開示の欄に、何ら記載がない場合 

・先行技術文献として記載しているものの、いずれも出願年よりも新しい発行年の文献が記

載されている場合（出願に先行する技術文献として認められないもの） 

・先行技術文献の提示のみで対比説明が何ら記載されていない場合 

・出願の技術的内容が記載されているだけで、先行技術文献との対比的な説明が記載されて

いない場合 

・先行技術文献の技術的内容が記載されているだけで、出願内容との対比的な説明が記載さ

れていない場合 

((ウウ））分分割割のの実実体体的的要要件件をを満満たたすすここととのの説説明明  

・分割出願について、上申書又は早期審査に関する事情説明書により、分割の実体的要件を

満たすこと等の説明等がなされていない場合 

 

③③選選定定のの結結果果のの通通知知  

 選定の結果は、「早期審査に関する通知書」として通知します。 

 非特許文献の入手に時間を要する場合、書類の電子化に時間を要する場合、未公開先願が

存在する場合など、不可避の理由により、１か月以内（ＤＯ案件については、原則２か月以

内）で一次審査の結果を発送可能とできない場合も、「早期審査に関する通知書」をもって

通知します。審査再開後は、引き続きスーパー早期審査案件として審査手続を進めます。 

 

④④審審査査官官にによよるるススーーパパーー早早期期審審査査のの開開始始    

 選定の結果、スーパー早期審査の対象として選定された案件については、担当審査官は速

やかに審査を開始します。スーパー早期審査の対象として選定された案件については、基本
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（例２）外国特許庁に出願した出願番号等が間違っている場合 

（例３）実施予定でありながら、その予定が２年以内である旨が記載されていない場合 

○スタートアップによる出願であって「実施関連出願」である場合 

・冒頭に、「スタートアップ対応スーパー早期審査を希望する」と記載されていない場合  

・「スタートアップによる出願」、「実施関連出願」のいずれかの要件に関する記載がない

場合 

・「スタートアップによる出願」、「実施関連出願」のいずれかの要件に関する記載が要件

を満たしていない場合 

（例１）「スタートアップ」と記載していながら、資本金が３億円以上であるなど、スタートア

ップの条件を逸脱した記載がある場合 

（例２）「スタートアップ」と記載していながら、「他の大企業に支配されていない企業」であ

る旨の記載がないなど、スタートアップの条件を十分に記載していない場合 

（例３）実施予定でありながら、その予定が２年以内である旨が記載されていない場合 

((イイ））先先行行技技術術のの開開示示とと対対比比説説明明  

・先行技術の開示の欄に、何ら記載がない場合 

・先行技術文献として記載しているものの、いずれも出願年よりも新しい発行年の文献が記

載されている場合（出願に先行する技術文献として認められないもの） 

・先行技術文献の提示のみで対比説明が何ら記載されていない場合 

・出願の技術的内容が記載されているだけで、先行技術文献との対比的な説明が記載されて

いない場合 

・先行技術文献の技術的内容が記載されているだけで、出願内容との対比的な説明が記載さ

れていない場合 

((ウウ））分分割割のの実実体体的的要要件件をを満満たたすすここととのの説説明明  

・分割出願について、上申書又は早期審査に関する事情説明書により、分割の実体的要件を

満たすこと等の説明等がなされていない場合 

 

③③選選定定のの結結果果のの通通知知  

 選定の結果は、「早期審査に関する通知書」として通知します。 

 非特許文献の入手に時間を要する場合、書類の電子化に時間を要する場合、未公開先願が

存在する場合など、不可避の理由により、１か月以内（ＤＯ案件については、原則２か月以

内）で一次審査の結果を発送可能とできない場合も、「早期審査に関する通知書」をもって

通知します。審査再開後は、引き続きスーパー早期審査案件として審査手続を進めます。 

 

④④審審査査官官にによよるるススーーパパーー早早期期審審査査のの開開始始    

 選定の結果、スーパー早期審査の対象として選定された案件については、担当審査官は速

やかに審査を開始します。スーパー早期審査の対象として選定された案件については、基本

 
 

的に「早期審査に関する事情説明書」の受理日から、１か月以内（ＤＯ案件については、原

則２か月以内）に一次審査の結果を発送可能とします（不可避の理由がある場合は除く。）。 

また、審査の結果、拒絶理由通知書を発送する場合、応答期間は６０日（在外者は３か月）

と指定されますが、発送日から３０日（在外者は２か月）以内に意見書、手続補正書を提出

してください。  

なお、拒絶理由通知書の末尾には、「この出願は、スーパー早期審査の対象案件です。こ

の通知書の発送の日から３０日以内に意見書、手続補正書が提出されない場合には、スーパ

ー早期審査の対象外となることに留意してください。」のように付記されます。 

 

（（２２））出出願願公公開開前前のの審審査査ににおおけけるる留留意意点点  

出願公開前に一次審査が行われる場合は、以下の点に留意してください。 

①①  審審査査のの一一時時保保留留  

審査官が先行技術調査を行った結果、以下のａ）～ｂ）に該当する出願を発見した場合は、

出願人（代理人）に審査を一時保留している旨の通知書がオンライン発送されます。ｂ) の

場合については、先願の国際公開番号も記載した通知書が発送されます。 

ａ）「後に出願公開されると特許法第２９条の２の先願となる出願」 

ｂ）「後に翻訳文が提出されると特許法第２９条の２の先願となる外国語でなされた国際出

願（注）」 

（注）特許法第１８４条の４第１項に規定する明細書の翻訳文、同項若しくは同条第２項に

規定する請求の範囲の翻訳文が提出されると第２９条の２の先願となる外国語でなされ

た国際特許出願、又は、実用新案法第４８条の４第１項に規定する明細書の翻訳文、同

項若しくは同条第２項に規定する請求の範囲の翻訳文が提出されると特許法第２９条の

２の先願となる外国語でなされた国際実用新案登録出願 

 

この通知書に対して、出願人（代理人）は応答する必要はありません。 

また、後日、拒絶理由通知書が発送された場合、引き続きスーパー早期審査案件として審

査手続が進められます。 

 

②②優優先先権権のの主主張張をを伴伴うう先先願願等等のの取取扱扱いいににつついいてて  

出願前１年以内に外国特許庁、政府間機関又は受理官庁に出願されている基礎出願につい

ては、後に優先権の主張を伴って日本国特許庁に出願された場合、特許法第２９条の２の先

願となる可能性があります。 

しかし、出願公開前の審査の時点では、外国特許庁等に基礎出願がされているのみであり、

日本国特許庁への出願がされていなければ、第２９条の２の先願とはなり得ません。このた

め、他に拒絶の理由を発見しない場合は、特許査定されることとなります。 

 

５５．．問問いい合合わわせせ窓窓口口  
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第第十十五五節節    願願書書、、特特許許請請求求のの範範囲囲、、明明細細書書、、図図面面、、要要約約書書等等のの補補正正  

  

ＩＩ  補補正正ををすするるここととががででききるる時時又又はは期期間間及及びび範範囲囲  

出願等の手続を行った者は、明細書、特許請求の範囲、図面、要約書、優先権主張書（願書に

優先権を主張しようとする旨及び必要な事項を記載してその提出を省略した場合を含みます。以

下、この「Ⅰ」項において同様です。）以外の書面に対しては、事件が特許庁に係属中であれば

補正をすることができます（特17(1)）。 

明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする場合は時期的・内容的制限が、要約書、

優先権主張書について補正をする場合は時期的制限が課されています。 

 

１１．．明明細細書書、、特特許許請請求求のの範範囲囲又又はは図図面面のの補補正正のの時時期期的的制制限限  

(1) 明細書、特許請求の範囲又は図面（特17の２(1)） 

① 出願日から第１回目の拒絶理由通知に対する応答期間内（なお、拒絶理由が通知されるこ

となく特許された場合は、特許査定の謄本の送達前まで補正可能） 

② 二回目以降の拒絶理由通知に対する応答期間内 

③ 拒絶理由通知を受けた後の文献公知発明に係る情報の記載についての通知（特48の７）に

対する応答期間内 

④ 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時 

※ 平成７年６月３０日以前の出願について補正をすることができる期間は、出願の日から１

５月以内、出願審査の請求と同時、拒絶理由通知に対する応答期間内又は拒絶査定不服審判

の請求と同時に限られます。 

(2) 分割出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面（特施規30） 

特許法第44条第１項第１号の規定により新たな出願をする場合において、もとの出願の願書

に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を補正する必要があるときは新たな出願と同時に

しなければなりません。 

 

２２．．明明細細書書、、特特許許請請求求のの範範囲囲又又はは図図面面のの補補正正のの内内容容的的制制限限  

(1) 明細書、特許請求の範囲又は図面（特17の２(3)） 

特許出願について補正を行う場合は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図

面（外国語書面出願にあっては翻訳文（誤訳訂正書により補正をした場合は、翻訳文又は当該

補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面））に記載した事項の範囲内において行わなけ

ればなりません。 

また、先願参照出願にあっては、参照すべき旨を主張された先の特許出願の願書に添付した

明細書、特許請求の範囲又は図面（当該先の特許出願が、外国語書面出願である場合には外国

語書面、外国においてした特許出願である場合にはその出願に際し提出した書類であって明細

書、特許請求の範囲又は図面に相当するもの）に記載した範囲内において行わなければなりま

せん。 
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(2) 特許請求の範囲（特17の２(4)(5)） 

① 特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特

許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請

求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、特許法第37条の発明の単一性の要件

を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければなりません。 

② 最後の拒絶理由通知を受けた場合又は拒絶査定に対する審判を請求する場合においてする

補正は、下記事項を目的とするものに限られます。 

(a) 請求項の削除 

(b) 特許請求の範囲の限定的減縮 

(c) 誤記の訂正 

(d) 明瞭でない記載の釈明 

なお、最後に受けた拒絶理由通知に対してした補正が特許法第17条の２第３項から第５項の

規定に違反しているものと特許査定前に認められたときは、その補正は却下されます。 

 

３３．．要要約約書書のの補補正正のの時時期期的的制制限限  

特許出願の日（優先権主張を伴う出願であるときは優先日、出願の日が遡及する出願であると

きは原出願の日）から１年４月までに限り補正することができます。ただし、出願公開の請求が

された後を除きます（特17の３、特施規11の２の２）。 

 

４４．．優優先先権権主主張張書書のの補補正正のの時時期期的的制制限限  

優先権主張書の補正をすることができる期間は以下のとおりです（特17の４、特施規11の２の

３）。 

(1) 優先権主張を伴う出願（分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願を除きま

す。）については、以下の①又は②のいずれか遅い日までの間（ただし、出願審査の請求又は

出願公開の請求があった後を除きます。） 

① 優先日（優先権主張書について補正することにより優先日について変更が生じる場合に

は、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日）から１年４月 

② 特許出願の日から４月 

(2) 分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願については以下①、②又は③のいず

れか遅い日までの間（ただし、出願審査の請求又は出願公開の請求があった後を除きます。） 

①  優先日から１年４月 

② 原出願の日から４月 

③ 分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願をした日から１月 

 

※ 特許法等の一部を改正する法律（平成26年法律第36号。以下、この節において「平成26年

改正法」といいます。）が平成27年４月１日に施行され、優先権主張書の補正に係る規定が

新たに設けられましたが、当該規定の適用は、この法律の施行前にした特許出願に伴う優先

権の主張については適用されません（平成26年改正法附則２条１項）。 

― 236 ―



 

- 237 - 

 

※ なお、優先権の主張に関する手続については、第十二節優先権主張に関する手続を参照し

てください。 

 

ⅡⅡ  手手続続補補正正書書のの様様式式  

手続補正書（優先権主張書（願書に優先権を主張する旨の記載をした場合を除く。）の補正を

除きます。）は、次の様式により作成します。 

※ 優先権主張書の補正に係る手続補正書の様式は、この節の「Ⅸ 優先権主張書の補正に係る

手続補正書の様式及び作成例」を参照してください。 

特施規様式第13（第11条関係） 

【書類名】  手続補正書  

（【提出日】  令和  年  月  日） 

【あて先】  特許庁長官     殿 

（特許庁審判長    殿） 

（特許庁審査官    殿） 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【補正をする者】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】                     

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                   

（【発送番号】） 

（【補正により増加する請求項の数】） 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】 

【補正対象項目名】 

【補正方法】 

【補正の内容】 

【手数料補正】 

【補正対象書類名】 

（【予納台帳番号】） 

【納付金額】 

（【手数料の表示】） 

（【予納台帳番号】） 

（【納付金額】） 

代理人手続のときは、法人にあっては【代表者】の欄 

の記載は不要です。 
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〔備考〕 

１ 「【補正をする者】」の欄に記載すべき者が２人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設

けて記載する。 

【補正をする者】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【補正をする者】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

２ 「【手続補正１】」の欄は、次の要領で記載する（備考４及び５の場合を除く。）。 

イ 「【補正対象書類名】」は、「特許願」、「明細書」、「特許請求の範囲」、「図面」、

「要約書」、「期間延長請求書」、「代表者選定届」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、

「出願人名義変更届」、「翻訳文提出書」、「出願審査請求書」、「審判請求書」、「国内書

面」のように補正する書類名を記載する。また、書類名のみでは補正する書類を特定できない

ときは「【補正対象書類名】」の次に「【補正対象書類提出日】」の欄を設けて「令和何年何

月何日」のように記載する。 

ロ 「【補正対象項目名】」は、「発明者」、「特許出願人」、「請求人」、「代表者」、「補

正をする者」、「承継人」、「譲渡人」、「代理人」、「承継人代理人」、「譲渡人代理

人」、「審判請求人」、「全文」、「発明の名称」、「段落番号「○○○○」」、「配列

表」、「請求項○」、「全図」、「図○」、「手続補正○」、「誤訳訂正○」、「請求の理

由」、「訂正の理由等」のように補正をする単位名を記載する。 

ハ 「【補正方法】」は、補正をする単位において、提出した書類に記載した事項を補正により

変更するときは「変更」と、新たな事項を補正により加えるときは「追加」と、記載した事項

を補正により削るときは「削除」と記載する。ただし、願書を補正する場合において、新たに

発明者を加えるとき又は発明者のうちの一部の者を削るときは「変更」と記載する。 

ニ 「【補正の内容】」は、「【補正対象項目名】」に記載した事項（前に「【」、後ろに

「】」を付す。）及び補正後の内容を記載する。この場合において、「【発明者】」、「【特

許出願人】」、「【請求人】」、「【代表者】」、「【補正をする者】」、「【承継人】」、

「【譲渡人】」、「【手続をした者】」、「【提出者】」、「【代理人】」、「【承継人代理

人】」、「【譲渡人代理人】」若しくは「【審判請求人】」又は「【パリ条約による優先権等

の主張】」、「【先の出願に基づく優先権主張】」、「【最初の出願の表示】」若しくは

「【先の出願の表示】」の欄を補正するときは、補正後の当該欄に係る者又は事項のすべてを

記載し、「【補正対象項目名】」が「全文」又は「全図」のときは、明細書、特許請求の範

囲、図面等の全文又は全図を「【書類名】」とともに記載し、「【補正方法】」が「削除」の

ときは、「【補正の内容】」の欄は設けるには及ばない。 

３ 手続に際して特許庁に提出すべきものとされている代理権を証明する書面、代表者であること
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を証明する書面その他の書面を提出するときは、「【手続補正１】」の欄の「【補正対象書類

名】」には当該手続に係る書類名を記載し、「【補正対象項目名】」には証明書の書類名を記載

し、「【補正方法】」には「追加」と記載し、「【補正の内容】」には「【提出物件の目録】」

の欄を設け、次に「【物件名】」の欄を設けて証明書の書類名を記載し当該証明書を添付する。 

４ 明細書を補正するときは、明細書の全文又は「【発明の名称】」、段落番号「【○○○○】」

若しくは「【配列表】」を単位として補正しなければならない（補正により記載を変更した個所

に下線を引くこと（「【」及び「】」で囲んだ欄名は除く。）。）。この場合において、段落番

号「【○○○○】」の数を増加若しくは減少する補正をするとき又は見出しを追加、削除若しく

は変更する補正をするときは、明細書の全文を単位として補正をしなければならない。（省略） 

５ 特許請求の範囲を補正するときは、特許請求の範囲の全文又は「【請求項○】」を単位として

補正しなければならない（補正により記載を変更した個所に下線を引くこと（「【請求項○】」

の欄名は除く。）。）。この場合において、請求項の数を増加若しくは減少する補正をするとき

又は特許出願について拒絶すべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた後の補正をするときは、

特許請求の範囲の全文を単位として補正をしなければならない。（省略） 

６ 図面を補正するときは、全図又は「【図○】」を単位として補正しなければならない。（省

略） 

７ 要約書を補正するときは、要約書の全文を補正しなければならない。 

８ 図又は化学式、数式、表若しくは日本産業規格Ｘ0208号（平成９年）（情報交換用漢字符号

系。以下「日本産業規格Ｘ0208号」という。）に定められている文字以外の文字（以下「化学式

等」という。）を「【補正の内容】」中に記載する場合は、横170mm、縦255mmを越えて記載して

はならず、１の番号を付した図又は化学式等を複数ページに記載してはならない。 

９ 補正をする単位を異にする２以上の個所を補正するときは、「【手続補正１】」の欄の次に

「【手続補正２】」、「【手続補正３】」のように記載する順序により連続番号を付し、次のよ

うに欄を繰り返し設けて記載する。 

【手続補正２】 

【補正対象書類名】 

【補正対象項目名】 

【補正方法】 

【補正の内容】 

【手続補正３】 

【補正対象書類名】 

【補正対象項目名】 

【補正方法】 

【補正の内容】 

10 「（【補正により増加する請求項の数】）」の欄は、出願審査の請求後に請求項の数を増加す

る補正をする場合にのみ欄を設けて、増加する請求項の数を記載する。その場合において、１請

求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が特許法等関係手数料令（昭和35年政令第20

号。以下「手数料令」という。）第１条第２項の表第９号の下欄に掲げる１請求項につき納付す
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べき手数料の額の特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下に特許印紙の額を

括弧をして記載する。特許法第195条第８項ただし書の規定により、現金により手数料を納付し

た場合であって、納付書によるときは、「【手数料の表示】」の欄の「【予納台帳番号】」を

「【納付書番号】」とし、事務規程別紙第４号の12書式の納付済証（特許庁提出用）を別の用紙

にはるものとし、納付情報によるときは、「（【手数料の表示】）」の欄の「（【予納台帳番

号】）」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」

の欄は設けるには及ばず、また、手数料の補正を併せてするときは、一の納付書又は納付番号を

使用して納付しなければならない。 

11 「【手数料補正】」の欄は、手数料の補正をする場合（備考11及び13に該当するときを除

く。）において、納付すべき不足手数料の額の特許印紙をはるときは、その下に特許印紙の額を

括弧をして記載し、「【補正対象書類名】」には「特許願」、「期間延長請求書」、「手続補正

書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義変更届」、「出願審査請求書」、「審判請求書」のように

書類名を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額（「円」、「，」等を付さ

ず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。）を記載し、「（【予納台

帳番号】）」の欄は設けるには及ばない。特例法施行規則第40条第２項の規定により特例法第15

条第１項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には「特許願」、

「期間延長請求書」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義変更届」、「出願審査請

求書」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号

を、「【納付金額】」には不足手数料の額を記載する。特許法第195条第８項ただし書の規定に

より、現金により不足手数料を納付する場合であって、特例法施行規則第40条第４項の規定によ

り口座振替による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には「特許願」、「期間延

長請求書」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義変更届」、「出願審査請求書」、

「審判請求書」のように書類名を記載し、「（【予納台帳番号】）」を「【振替番号】」とし、

振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。特許法第195

条第８項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付する場合であって、特例法施行規

則第40条第５項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類

名】」には「特許願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義

変更届」、「出願審査請求書」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「（【予納台帳番

号】）」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載

する。特許法第195条第８項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付した場合であ

って、納付書によるときは、「【手数料補正】」の欄の「（【予納台帳番号】）」を「【納付書

番号】」とし、納付書番号を記載し、「【補正対象書類名】」には「特許願」、「期間延長請求

書」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義変更届」、「出願審査請求書」、「審判

請求書」のように書類名を記載し、事務規程別紙第４号の12書式の納付済証（特許庁提出用）を

別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「（【予納台帳番号】）」を「【納付番

号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるに及ば

ず、出願審査の請求後請求項の数を増加する補正を併せてするときは、一の納付書又は納付番号

を使用して納付しなければならない。 
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12 「【手数料の表示】」の欄は、備考11の手数料の納付に際して特例法施行規則第40条第２項の

規定により特例法第15条第１項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番

号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には手数料の額を記載する。特許法第195条第

８項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、特例法施行規則第40条

第４項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「（【予納台帳番号】）」を

「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載

する。特許法第195条第８項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であっ

て、特例法施行規則第40条第５項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、

「（【予納台帳番号】）」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数

料の額を記載する。 

13 第27条第３項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であって、国以外の者の持分の割

合に乗じて得た額を納付するときは、「（【手数料の表示】）」の欄の上に「【持分の割合】」

の欄を設けて、「○／○」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。 

14 第11条第２項の規定により２以上の補正を一の書面でするときは、「【事件の表示】」の欄に

は、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該補正に係

る事件の表示（事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。）を記載する。 

【別紙】 

特願○○○○－○○○○○○、特願○○○○－○○○○○○、 

特願○○○○－○○○○○○、特願○○○○－○○○○○○、 

15 第11条第３項の規定により補正と申請を一の書面でするときは、次の要領で記載する。 

イ 「【書類名】」を「手続補正書及び登録名義人の表示更正登録申請書」とし、「【補正をす

る者】」の欄を「【補正をする者及び申請人】」とする。 

ロ 「【事件の表示】」の欄には「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別

紙】」と記載し、「【手続の補正に係る事件の表示】」及び「【表示更正登録申請に係る特許

番号】」の欄を設けて、当該補正に係る事件の表示及び申請に係る特許番号（事件の表示又は

特許番号の区切りには読点「、」を付すこと。）を記載する。 

【別紙】 

【手続の補正に係る事件の表示】 

特願○○○○－○○○○○○、特願○○○○－○○○○○○、 

特願○○○○－○○○○○○、特願○○○○－○○○○○○、 

【表示更正登録申請に係る特許番号】 

特許第○○○○○○○号、特許第○○○○○○○号、 

特許第○○○○○○○号、特許第○○○○○○○号、 

ハ 「【手続補正１】」の欄の次に「【更正に係る表示】」及び「【登録の目的】」の欄を設

け、「【更正に係る表示】」の欄には「【更正前の表示】」及び「【更正後の表示】」の欄を

設けて、更正に係る表示が氏名（名称）であるときはその氏名（名称）を、更正に係る表示が

住所（居所）であるときはその住所（居所）をそれぞれ記載し、「【登録の目的】」の欄に

は、「登録名義人の表示更正」のように記載する。 
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ニ 登録免許税の納付に係る収入印紙は左上余白部分にはるものとし、その下に収入印紙の額を

括弧をして記載する。ただし、登録免許税法第５条第４号又は第５号の規定により登録免許税

が課されない登録の申請をするときは収入印紙は不要とし、「【登録の目的】」の欄の次に

「【非課税である旨の申出】」の欄を設け、「住居表示の実施による表示の更正の登録の申

請」又は「行政区画の変更による表示の更正の登録の申請」のように記載する。 

ホ 特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「（【手数料の表示】）」の

欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【物件名】」の欄を設けて、当該書

面の書類名を記載し、更にその次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第１項の規定によ

るときは当該書面が提出される手続に係る特許番号、書類名及びその提出日を、同条第２項の

規定によるときは当該書面が提出された手続に係る特許番号、書類名及びその提出日を記載す

る。また、２以上の書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように

欄を繰り返し設けて記載する。 

【物件名】 

【援用の表示】 

【物件名】 

【援用の表示】 

16 第27条第４項に規定する共有に係る出願であって、国以外の各共有者ごとに第11条第４項に規

定する手数料の金額（減免を受ける者にあっては、その減免後の金額）にその持分の割合を乗じ

て得た額を合算して得た額（以下この様式において「合算して得た額」という。）を納付すると

きは、国を含む者の共有に係る出願にあっては「（【手数料の表示】）」の欄の上に「【持分の

割合】」の欄を設けて、「〇／〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載し、減免を受

ける者を含む者の共有に係る出願にあっては「（【手数料の表示】）」の欄の次に「【その

他】」の欄を設けて、「特許法等関係手数料令第１条の２第〇号〇に掲げる要件に該当する者で

ある。（〇〇〇〇持分〇／〇）」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者で

ある。（〇〇〇〇持分〇／〇）」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の

持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「手数料の納付の割合〇／

〇」のように合算して得た額と特許法第195条第２項に規定する出願審査の請求の手数料の金額

の割合についても行を改めて記載する。ただし、備考14により国以外の全ての者の持分の割合を

記載した場合には、国以外の全ての者の持分の割合を記載するには及ばない。 

17 第31条の２第２項の規定により特許法第195条の２又は第195条の２の２の規定の適用を受けよ

うとするときは、「（【手数料の表示】）」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法

等関係手数料令第１条の２第〇号〇に掲げる要件に該当する者である。」又は「特許法施行令第

10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。」のように記載する。ただし、備考17により減免

を受ける旨等を記載した場合には、記載するには及ばない。 

18 第31条の２第２項の規定により特許法第195条の２又は第195条の２の２の規定の適用を受け、

かつ、第73条第３項の規定により特許法等関係手数料令第１条の３第１項各号又は同条第２項各

号に掲げる事項及び第73条第１項の申請書の提出を省略する旨を手続補正書に記載して同項の申

請書の提出を省略するときは、「（【手数料の表示】）」の欄の次に「【その他】」の欄を設け
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て、「特許法等関係手数料令第１条の２第〇号〇に掲げる要件に該当する補正をする者である。

減免申請書の提出を省略する。」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する補正

をする者である。減免申請書の提出を省略する。」のように減免を受ける旨及び第73条第１項の

申請書の提出を省略する旨を記載する。ただし、減免を受ける者を含む者の共有に係る出願にあ

っては、「【補正をする者】」の欄には、減免を受ける者を含めて記載し、「（【手数料の表

示】）」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法等関係手数料令第１条の２第〇号〇

に掲げる要件に該当する補正をする者である。（〇〇〇〇持分〇／〇）。減免申請書の提出を省

略する。」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する補正をする者である。（〇

〇〇〇持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。」のように減免を受ける旨、出願人の氏名

又は名称、その者の持分の割合及び第73条第１項の申請書の提出を省略する旨を減免を受ける者

ごとに行を改めて記載するとともに、「手数料の納付の割合〇／〇」のように合算して得た額と

特許法第195条第２項に規定する出願審査の請求の手数料の金額の割合についても行を改めて記

載する。 

19 その他は、様式第２の備考１から５まで、７、10から14まで、16から19まで及び22から26まで

並びに様式第４の備考２と同様とする。この場合において、様式第２の備考16中「弁理士法施行

令（平成12年政令第384号）第７条第２号及び第12号の期間の延長の請求」とあるのは「弁理士

法施行令第７条第13号の補正」と読み替えるものとする。 
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ⅢⅢ  願願書書等等のの補補正正にに係係るる手手続続補補正正書書のの作作成成例例  

１．願書、期間延長請求書、手続補正書、出願人名義変更届、出願審査請求書等に記載した事項を

補正するときは、原則として、欄単位で補正します。 

この場合において、次に掲げる欄を補正するときは、当該欄に係る者又は事項のすべてを（複

数ある場合は、欄を繰り返し設けて）記載します。 

イ 「【発明者】」 

ロ 「【特許出願人】」、「【請求人】」、「【代表者】」、「【補正をする者】」、「【承

継人】」、「【譲渡人】」、「【手続をした者】」、「【提出者】」、「【審判請求人】」

等 

ハ 「【代理人】」、「【復代理人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人代理人】」等 

ニ 「【パリ条約による優先権等の主張】」 

ホ 「【先の出願に基づく優先権主張】」 

ヘ 「【最初の出願の表示】」 

ト 「【先の出願の表示】」 

 

２．補正をする単位を異にする２以上の個所を補正するときは、「【手続補正１】」の欄の次に

「【手続補正２】」、「【手続補正３】」のように記載する順序により連続番号を付し、次のよ

うに欄を繰り返し設けて記載します。 

【手続補正２】 

【補正対象書類名】 

【補正対象項目名】 

【補正方法】 

【補正の内容】 

【手続補正３】 

【補正対象書類名】 

【補正対象項目名】 

【補正方法】 

【補正の内容】 
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３．願書等に記載した事項の補正に係る手続補正書の作成例 

(1) 願書に記載した事項の補正に係る手続補正書の作成例 

① 発明者が２人ある場合において、そのうちの１人の記載の誤記を補正する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

        注１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

注２ 

 

 

 

注1 発明者を追加、削除する場合も「変更」とします。既に提出した特許願の「【発明者】」の

欄に発明者を１人も記載していない場合は「追加」とします。 

注2 発明者を追加、削除するときは、追加、削除された発明者も含めた発明者全員の宣誓書が必

要となります。 （「第七章 出願手続Ｑ＆Ａ 問３－２」を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【書類名】        手続補正書 

・ 

・（略） 

・ 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】  特許願 

【補正対象項目名】  発明者 

【補正方法】     変更 

【補正の内容】 

【発明者】 

【住所又は居所】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【氏名】    ・・ ・・ 

【発明者】 

【住所又は居所】○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

【氏名】    ○○ ○○ 

【その他】  （誤記の理由を記載） 

（【提出物件の目録】）                            

（【物件名】     宣誓書  １） 
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② 「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄に出願番号を追加記載する補正 

 

【書類名】        手続補正書 

  ・ 

・（略） 

  ・ 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】  特許願 

【補正対象項目名】  パリ条約による優先権等の主張 

【補正方法】     変更 

【補正の内容】 

【パリ条約による優先権等の主張】 

【国・地域名】  ・・・・・・・ 

【出願日】    ・・・・・・・・・・ 

【出願番号】   ○○○○○○○○ 

 

 

③ 「【先の出願に基づく優先権主張】」の欄の出願日の誤記の補正 

 

【書類名】        手続補正書 

  ・ 

・（略） 

  ・ 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】  特許願 

【補正対象項目名】  先の出願に基づく優先権主張 

【補正方法】     変更 

【補正の内容】 

【先の出願に基づく優先権主張】 

【出願番号】   ・・・・・・・ 

【出願日】    ○○○○○○○○ 
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(2) 手続補正書に記載した事項の補正に係る手続補正書の作成例 

① 「【補正をする者】」の欄を補正する場合 

補正内容：補正をする者の氏名又は名称を誤記した手続補正書の補正 

 

 

【書類名】         手続補正書 

  ・ 

・（略） 

  ・ 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】   手続補正書 

【補正対象項目名】   補正をする者 

【補正方法】      変更 

【補正の内容】 

【補正をする者】 

【識別番号】    ・・・・・・・・・・ 

【住所又は居所】  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【氏名又は名称】  ○○ ○○ 
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② 「【手続補正○】」の欄を補正する場合 

（既に提出されている手続補正書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           注 

                    

 

 

 

注 【補正対象項目名】を「０００１」と記載すべきところ「発明の名称」と誤記 

 

（提出する手続補正書） 

 

 

 

 

                                          

                                          注 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 「【補正対象書類名】」のみでは補正対象書類を特定することができないとき（複数の手続

補正書が提出されている場合等）に記載します。 

 

【書類名】       手続補正書 

【提出日】       令和  年  月  日 

・ 

・（略） 

・ 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】 明細書 

【補正対象項目名】 発明の名称 

【補正方法】    変更 

【補正の内容】 

【発明の名称】  ・・・・・・・・・ 

【手続補正２】 

【補正対象書類名】 明細書 

【補正対象項目名】 発明の名称 

【補正方法】    変更 

【補正の内容】 

【０００１】 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

【書類名】         手続補正書 

・ 

・（略） 

・ 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】   手続補正書 

（【補正対象書類提出日】 令和   年   月  日） 

【補正対象項目名】   手続補正２ 

【補正方法】    変更 

【補正の内容】 

【手続補正２】 

【補正対象書類名】      明細書 

【補正対象項目名】  ０００１ 

【補正方法】          変更 

【補正の内容】 

【０００１】 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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ⅣⅣ  特特許許請請求求のの範範囲囲のの補補正正にに係係るる手手続続補補正正書書のの作作成成例例 

１．特許請求の範囲に記載した事項を補正するときは、次に掲げる単位で補正します。 

イ 特許請求の範囲の全文 

ロ 「【請求項○】」 

この場合において、請求項の数を増加若しくは減少する補正をするとき又は特許出願について

拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった後の補正をするときは、特許請求の範囲の全

文を単位として補正しなければなりません。 

 

２．補正をする単位を異にする２以上の個所を補正するときは、「【手続補正１】」の欄の次に

「【手続補正２】」、「【手続補正３】」のように記載する順序により連続番号を付し、次のよ

うに欄を繰り返し設けて記載します。 

【手続補正２】 

【補正対象書類名】 

【補正対象項目名】 

【補正方法】 

【補正の内容】 

【手続補正３】 

【補正対象書類名】 

【補正対象項目名】 

【補正方法】 

【補正の内容】 
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３．特許請求の範囲に記載した事項の補正に係る手続補正書の作成例 

(1) 特許請求の範囲を全文補正する手続補正書の作成例 

【書類名】         手続補正書 

  ・ 

・（略） 

  ・ 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】   特許請求の範囲 

【補正対象項目名】   全文 

【補正方法】      変更 

【補正の内容】 

【書類名】      特許請求の範囲 

【請求項１】     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・（略） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【請求項○】   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

注 補正により変更した個所に下線を引かなければなりません。（【請求項○】の欄名は除く。） 

 

 

(2) 「【請求項○】」の単位で補正する手続補正書の作成例 

【書類名】            手続補正書 

  ・ 

・（略） 

  ・ 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】    特許請求の範囲 

【補正対象項目名】    請求項１ 

【補正方法】             変更 

【補正の内容】 

【請求項１】       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・ 

注 補正により変更した個所に下線を引かなければなりません。（【請求項○】の欄名は除く。） 
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(3) 請求項の数を増加させる手続補正書の作成例 

【書類名】            手続補正書 

  ・ 

・（略） 

  ・ 

【補正により増加する請求項の数】 〇 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】    特許請求の範囲 

【補正対象項目名】    全文 

【補正方法】             変更 

【補正の内容】 

 【書類名】       特許請求の範囲 

【請求項１】        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・ 

注 補正により変更した個所に下線を引かなければなりません。（【請求項○】の欄名は除く。） 

注 出願審査の請求後に請求項の数を増加する補正を行うときは、増加する請求項１項につき４，

０００円の手数料が必要になります。 
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ⅤⅤ  明明細細書書のの補補正正にに係係るる手手続続補補正正書書のの作作成成例例  

１．明細書に記載した事項を補正するときは、次に掲げる単位で補正します。 

イ 明細書の全文 

ロ 「【発明の名称】」、「【配列表】」の欄 

ハ 段落番号「【○○○○】」 

この場合において、段落番号「【○○○○】」の数を増加若しくは減少する補正をするとき又

は見出しを追加、削除若しくは変更する補正をするときは明細書の全文を単位として補正をしな

ければなりません。 

 

２．補正をする単位を異にする２以上の個所を補正するときは、「【手続補正１】」の欄の次に

「【手続補正２】」、「【手続補正３】」のように記載する順序により連続番号を付し、次のよ

うに欄を繰り返し設けて記載します。 

【手続補正２】 

【補正対象書類名】 

【補正対象項目名】 

【補正方法】 

【補正の内容】 

【手続補正３】 

【補正対象書類名】 

【補正対象項目名】 

【補正方法】 

【補正の内容】 

 

３．明細書に記載した事項の補正に係る手続補正書の作成例を以下に示します。 

(1) 明細書を全文補正する手続補正書の作成例 

① 平成２０年１２月３１日以前にされた出願の明細書について補正する場合 

② 平成２１年１月１日以降にされた出願の明細書について補正する場合 

(2) 欄単位で補正する手続補正書の作成例 

① 「【発明の名称】」の欄を補正する場合 

② 「【配列表】」の欄を補正する場合 

(3) 段落番号「【○○○○】」の単位で補正する手続補正書の作成例 

① 明細書のうち段落番号「【０００２】」の記載内容を補正する場合 

② 明細書のうち段落番号「【００１０】」を残して当該段落の記載内容を削除する場合 

③ 明細書のうち「図面の簡単な説明」を記載する段落番号「【００３０】」中の「【図

１】」の記載内容を補正する場合 

④ 明細書のうち「図面の簡単な説明」を記載する段落番号「【００３０】」中に新たな図の

説明を追加する場合 

⑤ 明細書のうち「図面の簡単な説明」を記載する段落番号「【００３０】」中の図の説明を
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削除する場合 

⑥ 明細書のうち「符号の説明」を記載する段落番号「【００３１】」の記載内容を補正する

場合 

 

※ 「図面」と明細書の「図面の簡単な説明」との間で図番号の整合を図る必要があります。 

― 253 ―



 

- 254 - 

 

(1) 明細書を全文補正する手続補正書の作成例 

① 平成２０年１２月３１日以前にされた出願の明細書について補正する場合 

 

【書類名】             手続補正書 

・ 

・（略） 

・ 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】    明細書 

【補正対象項目名】    全文 

【補正方法】      変更 

【補正の内容】 

【書類名】      明細書 

【発明の名称】      ・・・・・・・・・・・ 

【技術分野】 

【０００１】 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【背景技術】 

【０００２】 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【発明の開示】 

【発明が解決しようとする課題】 

【０００３】 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【課題を解決するための手段】 

【０００４】 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【発明の効果】 

【○○○○】 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【発明を実施するための最良の形態】 

【○○○○】 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【実施例】 

【○○○○】 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【産業上の利用可能性】 

【○○○○】 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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【図面の簡単な説明】 

【○○○○】 

【図１】      ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・ 

【図○】        ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【符号の説明】 

【○○○○】 

１．      ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

２．        ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

注  補正により変更した個所に下線を引かなければなりません。（【○○○○】の欄名は除く。） 

 

②平成２１年１月１日以降にされた出願の明細書について補正する場合 

 

【書類名】       手続補正書 

  ・ 

・（略） 

  ・ 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】   明細書 

【補正対象項目名】   全文 

【補正方法】   変更 

【補正の内容】 

【書類名】   明細書 

【発明の名称】   ・・・・・・・・・・・ 

【技術分野】 

【０００１】 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【背景技術】 

【０００２】 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【先行技術文献】 

【特許文献】 

【０００３】 

【特許文献１】 ・・・・・・・・・・ 

【特許文献２】 ・・・・・・・・・・ 
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【非特許文献】 

【０００４】 

【非特許文献１】 ・・・・・・・・・・ 

【非特許文献２】 ・・・・・・・・・・ 

【発明の概要】 

【発明が解決しようとする課題】 

【０００５】 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【課題を解決するための手段】 

【０００６】 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【発明の効果】 

【○○○○】 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【図面の簡単な説明】 

【○○○○】 

【図１】    ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

       ・ 

【図○】   ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【発明を実施するための形態】 

【○○○○】 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【実施例１】 

【○○○○】 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【実施例２】 

【○○○○】 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【産業上の利用可能性】 

【○○○○】 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【符号の説明】 

【○○○○】 

１．     ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

２．     ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【受託番号】 

【○○○○】 

・・・・・・・・・・ 

 

注 補正により変更した個所に下線を引かなければなりません。（【○○○○】の欄名は除く。） 
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(2) 欄単位で補正する手続補正書の作成例 

①「【発明の名称】」の欄を補正する場合 

 

 

 

 

 

 

                                          注 

 

 

 

注 特許願に添付した明細書の「【発明の名称】」の欄に発明の名称を記載していない場合は「追

加」とします。 

 

②「【配列表】」の欄を補正する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          注１ 

 

 

                                        

  

 

注１ 特許願に添付した明細書中に「【配列表】」の欄及び内容を記載していない場合は「追加」

とします。 

注２ 令和４年７月１日以降にする国内出願（現実の出願日が令和４年７月１日以降の分割出願、

変更出願、実用新案登録に基づく出願及び優先権主張を伴う出願を含む）及び国際出願日が令

和４年７月１日以降の国際出願を国内段階移行した出願については、WIPO標準ST.26に準拠し

た配列表の提出が必要となります。なお、令和４年７月１日より前にした国内出願及び国際出

願日が令和４年７月１日より前の国際出願を国内段階移行した出願については、配列表コード

【書類名】      手続補正書 

・（略） 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】  明細書 

【補正対象項目名】  発明の名称 

【補正方法】     変更 

【補正の内容】 

【発明の名称】   ・・・・・・・・・・・・ 

【書類名】      手続補正書 

・ 

・（略） 

・ 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】  明細書 

【補正対象項目名】  配列表 

【補正方法】     変更 

【補正の内容】 

【配列表】 

※配列表は別ファイルで作成し、ST.26形式の配列表ファイルをリンクしてご提

出ください。  注２ 
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データは「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン（ST.25対

応）」

（https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/bio/gene/enki_amino_guideline/documen

t/st25.pdf）に沿って作成、提出が必要です。 

 

(3) 段落番号「【○○○○】」の単位で補正する手続補正書の作成例 

① 明細書のうち段落番号「【０００２】」の記載内容を補正する場合 

（補正する前の明細書） 

【書類名】       明細書 

  ・ 

・（略） 

  ・ 

【発明が解決しようとする課題】 

【０００２】 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（以下略） 

 

（段落番号「【０００２】」の記載内容を補正する手続補正書） 

【書類名】       手続補正書 

  ・ 

・（略） 

  ・ 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】 明細書 

【補正対象項目名】 ０００２ 

【補正方法】    変更 

【補正の内容】 

【０００２】 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

注 見出し自体（この場合は「【発明が解決しようとする課題】」）の記載内容を補正する場合

は、明細書を全文補正しなければなりません。 
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② 明細書のうち段落番号「【００１０】」を残して当該段落の記載内容を削除する場合 

（補正する前の明細書） 

【書類名】       明細書 

  ・ 

・（略） 

  ・ 

【００１０】 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（以下略） 

 

（段落番号「【００１０】」の記載内容を削除する手続補正書） 

【書類名】       手続補正書 

  ・ 

・（略） 

  ・ 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】 明細書 

【補正対象項目名】 ００１０ 

【補正方法】    削除 

 

注 段落番号の数を増加又は減少する補正をするときは、明細書を全文補正する方式で補正しま

す。 
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③ 明細書のうち「図面の簡単な説明」を記載する段落番号「【００３０】」中の「【図

１】」の記載内容を補正する場合 

（補正する前の明細書） 

【書類名】       明細書 

  ・ 

・（略） 

  ・ 

【図面の簡単な説明】 

【００３０】 

【図１】  ・・・・・・・・・・・・・・・ 

【図２】  ・・・・・・・・・・・・・・・ 

（以下略） 

 

（「図面の簡単な説明」の記載されている段落番号「【００３０】」中の「【図１】」の

説明を補正する手続補正書） 

【書類名】       手続補正書 

  ・ 

・（略） 

  ・ 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】 明細書 

【補正対象項目名】 ００３０ 

【補正方法】    変更 

【補正の内容】 

【００３０】 

【図１】 ・・・・・・・・・・・・・・・ 

【図２】 ・・・・・・・・・・・・・・・（もとの明細書の「図２」の説明を記載） 

 

注 見出しである「【図面の簡単な説明】」は段落番号「【００３０】」の記載内容ではないの

で、補正の内容には記載しません。 

注 【００３０】の欄に係る事項のすべて（補正を要しない事項（図２）を含みます）を記載しま

す。 
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④ 明細書のうち「図面の簡単な説明」を記載する段落番号「【００３０】」中に新たな図の

説明を追加する場合 

（この補正ができるのは、図面には【図１】から【図３】まであるところ、明細書の「図

面の簡単な説明」に「【図３】」の説明がないような場合に限ります。） 

  

（補正する前の明細書） 

【書類名】      明細書 

  ・ 

・（略） 

  ・ 

【図面の簡単な説明】 

【００３０】 

【図１】 ・・・・・・・・・・・・・・・ 

【図２】 ・・・・・・・・・・・・・・・ 

（以下略） 

 

（「図面の簡単な説明」の記載されている段落番号「【００３０】」中に新たな「【図

３】」の説明を追加する手続補正書） 

【書類名】       手続補正書 

  ・ 

・（略） 

  ・ 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】 明細書 

【補正対象項目名】 ００３０ 

【補正方法】    変更 

【補正の内容】 

【００３０】 

【図１】・・・・・・・・・・・・・・・ 

【図２】・・・・・・・・・・・・・・・ 

【図３】・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

注 なお、明細書の図の説明ごとに段落番号を付与してあり、【図３】の前に新たな段落番号を付

与する場合は、段落番号を増加する補正となるため、明細書の全文を単位として補正しなければ

なりません。 

また、願書に添付した図面がなく新たな図面を追加し、明細書に図の説明を追加するときも、

同様に明細書の全文を単位として補正しなければなりません。 
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⑤ 明細書のうち「図面の簡単な説明」を記載する段落番号「【００３０】」中の図の説明を

削除する場合 

（補正する前の明細書） 

【書類名】      明細書 

  ・ 

・（略） 

  ・ 

【図面の簡単な説明】 

【００３０】 

【図１】 ・・・・・・・・・・・・・・・ 

【図２】 ・・・・・・・・・・・・・・・ 

【図３】 ・・・・・・・・・・・・・・・ 

（以下略） 

 

（「図面の簡単な説明」の記載されている段落番号「【００３０】」中の「【図３】」の

説明を削除する手続補正書） 

【書類名】       手続補正書 

  ・ 

・（略） 

  ・ 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】   明細書 

【補正対象項目名】   ００３０ 

【補正方法】      変更 

【補正の内容】 

【００３０】 

【図１】 ・・・・・・・・・・・・・・・ 

【図２】 ・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（「図面の簡単な説明」の記載されている段落番号「【００３０】」中の「【図２】」の説明

を削除する手続補正書） 

【書類名】        手続補正書 

・ 

・（略） 

・ 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】  明細書 

【補正対象項目名】  ００３０ 

【補正方法】     変更 

【補正の内容】 

【００３０】 

【図１】 ・・・・・・・・・・・・・・・ 

【図２】 ・・・・・・・・・・・（もとの明細書の「図３」の説明を記載） 

注 明細書の図の説明ごとに段落番号を付与してあり、段落番号を削除する補正をするとき又は全

図面の削除に伴い図の説明すべてを削除するときは、明細書の全文を単位として補正しなければ

なりません。 
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⑥ 明細書のうち「符号の説明」を記載する段落番号「【００３１】」の記載内容を補正する

場合 

（補正する前の明細書） 

【書類名】      明細書 

  ・ 

・（略） 

  ・ 

【符号の説明】 

【００３１】 

１．・・・・・・・・ 

２．・・・・・・・・ 

 

 

（「符号の説明」の記載されている段落番号「【００３１】」を補正する手続補正書） 

 

【書類名】        手続補正書 

  ・ 

・（略） 

  ・ 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】  明細書 

【補正対象項目名】  ００３１ 

【補正方法】     変更 

【補正の内容】 

【００３１】 

１．・・・・・・・・ 

２．・・・・・・・・ 

 

注 見出しである「【符号の説明】」は段落番号「【００３１】」の記載内容ではないので、補正

の内容には記載しません。 
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ⅥⅥ  図図面面のの補補正正にに係係るる手手続続補補正正書書のの作作成成例例      

１．図面の補正は、次に掲げる単位で補正します。 

イ 図面の全図 

ロ 「【図○】」（図番号単位） 

※ 「図面」と明細書の「図面の簡単な説明」との間で図面の整合を図る必要があります。 

 

２．補正をする単位を異にする２以上の個所を補正するときは、「【手続補正１】」の欄の次に

「【手続補正２】」、「【手続補正３】」のように記載する順序により連続番号を付し、次のよ

うに欄を繰り返し設けて記載します。 

【手続補正２】 

【補正対象書類名】 

【補正対象項目名】 

【補正方法】 

【補正の内容】 

【手続補正３】 

【補正対象書類名】 

【補正対象項目名】 

【補正方法】 

【補正の内容】 

 

３．図面に係る手続補正書の作成例を以下に示します。 

(1) 図面を全図補正する手続補正書の作成例 

(2) 図面を図単位で補正する手続補正書の作成例 

① 図面「【図○】」を補正する場合 

② 新たな図を追加する場合 

③ 図面を削除する場合 

 

願書に添付した図面 

【書類名】 図面 

【図１】 

   

 

【図２】 

 

 

【図３】 
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(1) 図面を全図補正する手続補正書の作成例 

【書類名】         手続補正書 

・（略） 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】   図面 

【補正対象項目名】   全図 

【補正方法】      変更 

【補正の内容】 

【書類名】  図面 

【図１】 

 

 

 

 

【図２】 

 

 

 

 

【図３】 
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(2) 図面を図単位で補正する手続補正書の作成例 

① 図面「【図○】」を補正する場合 

【書類名】       手続補正書 

  ・ 

・（略） 

  ・ 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】 図面 

【補正対象項目名】 図１ 

【補正方法】    変更 

【補正の内容】 

【図１】 

 

 

② 新たな図を追加する場合（最終図の後に新たな図を追加する方式で補正します。） 

補正内容：図面「【図１】」から「【図３】」に新たな図「【図４】」を追加する補正 

 

【書類名】        手続補正書 

  ・ 

・（略） 

  ・ 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】  図面 

【補正対象項目名】  図４ 

【補正方法】     追加 

【補正の内容】 

【図４】 
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補正内容：図面「【図２】」、「【図３】」の間に新たな図を追加する補正 

（図面「【図３】」を追加する新たな図に変更し、もとの「【図３】」の図面を

図面「【図４】」として追加します。） 

 

【書類名】        手続補正書 

  ・ 

・（略） 

  ・ 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】  図面 

【補正対象項目名】  図３ 

【補正方法】     変更 

【補正の内容】 

【図３】 

 

 

 

 

【手続補正２】 

【補正対象書類名】 図面 

【補正対象項目名】 図４ 

【補正方法】    追加 

【補正の内容】 

【図４】 

 

 

 

上記以外の方法で図を増加する補正をするときは(1)で記載した図面を全図補正する方式で補正

します。 
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③ 図面の最終図を削除する場合（最終図面を削除する方式で補正します。） 

補正内容：図面「【図１】」から「【図３】」の図のうちの「【図３】」を削除する補正 

【書類名】       手続補正書 

  ・ 

・（略） 

  ・ 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】 図面 

【補正対象項目名】 図３ 

【補正方法】    削除 

 

補正内容：図面「【図１】」から「【図３】」のうち「【図２】」を削除する補正 

（「【図２】」の図をもとの「【図３】」の図に変更し、「【図３】」を削除

します。） 

【書類名】       手続補正書 

・（略） 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】 図面 

【補正対象項目名】 図２ 

【補正方法】    変更 

【補正の内容】 

【図２】 

 

 

 

 

【手続補正２】 

【補正対象書類名】 図面 

【補正対象項目名】 図３ 

【補正方法】    削除 

上記以外の方法で図を削除する補正をするときは(1)で記載した図面を全図補正する方式で補正

します。 
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ⅦⅦ  要要約約書書のの補補正正にに係係るる手手続続補補正正書書のの作作成成例例  

要約書に記載した事項を補正するときは、要約書の全文を単位として補正します。 

要約書の補正をすることができる期間は、出願日（優先日）から１年４月以内（出願公開の請

求があった後を除く）に限定されています。それ以降の補正は認められません。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

注 

 

注 出願時に要約書を提出していない場合は「追加」とします。 

 

 

 

  

 

【書類名】        手続補正書 

  ・ 

・（略） 

  ・ 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】  要約書 

【補正対象項目名】  全文 

【補正方法】     変更    

【補正の内容】 

【書類名】     要約書  

【要約】 

【課題】 

     ・ 

     ・ 

【解決手段】 

     ・ 

     ・ 

【選択図】 

図１ 
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ⅧⅧ  手手数数料料のの補補正正にに係係るる手手続続補補正正書書のの作作成成例例  

手数料の補正に係る手続補正書の作成例を以下に示します。 

(1) 特許印紙をはることにより手数料を補正する場合の手続補正書の作成例 

(2) 現金納付に係る納付済証（特許庁提出用）をはることにより手数料を補正する場合の手続補

正書の作成例 

(3) 電子現金納付に係る納付番号を記載することにより手数料を補正する場合の手続補正書の作

成例 

(4) 予納額からの納付の申出を行うことにより手数料を補正する場合の手続補正書の作成例 

(5) 口座振替による納付の申出を行うことにより手数料を補正する場合の手続補正書の作成例

（電子情報処理組織を使用して行うものに限る） 

(6) 指定立替納付により手数料を補正する場合の手続補正書の作成例（電子情報処理組織を使用

して行うもの及び特許庁の窓口での書面手続に限る） 

 

(1) 特許印紙をはることにより手数料を補正する場合の手続補正書の作成例 

 

                 

                               

            

 

（14,000円） 

【書類名】        手続補正書 

・（略） 

【手数料補正】 

【補正対象書類名】  特許願 

【納付金額】     １４０００ 

 

(2) 現金納付に係る納付済証をはることにより手数料を補正する場合の手続補正書の作成例 

 

【書類名】        手続補正書 

・（略） 

【手数料補正】 

【補正対象書類名】  特許願 

【納付書番号】    １２３４５６７８９０１ 

【提出物件の目録】 

【物件名】      納付済証（特許庁提出用） １ 

特許印紙 

10,000円 

特許印紙 

3,000円 

特許印紙 

1,000円 
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別紙 

 

 

 

(3) 電子現金納付に係る納付番号を記載することにより手数料を補正する場合の手続補正書の 

作成例 

 

【書類名】        手続補正書 

・（略） 

【手数料補正】 

【補正対象書類名】  特許願 

【納付番号】     １２３４－５６７８－９０１２－３４５６ 

 

(4) 予納額からの納付の申出を行うことにより手数料を補正する場合の手続補正書の作成例 

 

【書類名】        手続補正書 

・（略）   

【手数料補正】 

【補正対象書類名】    特許願 

【予納台帳番号】     １２３４５６ 

【納付金額】       １４０００ 
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(5) 口座振替による納付の申出を行うことにより手数料を補正する場合の手続補正書の作成例

（電子情報処理組織を使用して行うものに限る） 

 

【書類名】        手続補正書 

・（略） 

【手数料補正】 

【補正対象書類名】  特許願 

【振替番号】     １２３４５６７８ 

【納付金額】     １４０００ 

 

(6) 指定立替納付により手数料を補正する場合の手続補正書の作成例（電子情報処理組織を使

用して行うもの及び特許庁の窓口での書面手続に限る） 

 

 

【書類名】        手続補正書 

・（略） 

【手数料補正】 

【補正対象書類名】  特許願 

【指定立替納付】     

【納付金額】     １４０００ 
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ⅨⅨ  優優先先権権主主張張書書のの補補正正にに係係るる手手続続補補正正書書のの様様式式及及びび作作成成例例  

 

１．優先権主張書（願書に優先権を主張する旨を記載した場合を除く。）の補正に係る手続補正書

の様式 

手続補正書は、次の特許法施行規則様式第14により作成します。 

また、既に優先権主張書（願書に優先権を主張する旨を記載した場合を含む。）を提出してい

る場合に、追加の優先権の主張を行う場合には、優先権主張書を補正することにより行うことは

できません。この場合には新たな優先権主張書を提出することによって行います。 

 

特施規様式第14（第11条関係） 

 

             手 続 補 正 書 

                               （令和  年  月  日） 

 

（   円） 

特許庁長官      殿 

（特許庁審判長    殿） 

（特許庁審査官    殿） 

１ 事件の表示 

２ 補正をする者 

住所（居所） 

氏名（名称）                 

３ 代理人 

住所（居所）  

氏名（名称）                 

４ 補正により増加する請求項の数 

５ 補正対象書類名 

６ 補正対象項目名 

７ 補正の内容 

［備考］ 

１ 出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をするときは、１請求項を増加するごとに、出願

審査の請求をする者が手数料令第１条第２項の表第９号の下欄に掲げる１請求項につき納付すべ

き手数料の額の特許印紙をはり、その下に特許印紙の額を括弧をして記載する。特例法施行規則

第40条第２項の規定により特例法第15条第１項の規定による手続に係る申出を行うときは、「７ 

補正の内容」欄の次に「８ 予納台帳番号」の欄を設けて、予納台帳の番号を記載し、その次に

「納付金額」の欄を設け、手数料の額を記載する。特許法第195条第８項ただし書の規定によ

り、現金により手数料を納付する場合であって、特例法施行規則第40条第４項の規定により口座

振替による納付の申出を行うときは、「７ 補正の内容」欄の次に「８ 振替番号」の欄を設け

特 許 

印 紙 
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て、振替番号を記載し、その次に「納付金額」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。

特許法第195条第８項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、特例

法施行規則第40条第５項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「補正を

する者」の欄（代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄）に「（識別番号）」の欄を設けて識

別番号を記載し、「７ 補正の内容」の欄の次に「８ 指定立替納付」の欄を設け、納付すべき

手数料の額を記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「（識別番

号）」の欄は設けるには及ばない。特許法第195条第８項ただし書の規定により、現金により手

数料を納付した場合であって、納付書によるときは、事務規定別紙第４号12書式の納付済証（特

許庁提出用）を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「７ 補正の内容」の欄の次

に「８ 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。 

２ 「補正対象書類名」の欄には、「審判請求書」、「特許異議申立書」、「訂正請求書」、「優

先権主張書」（２以上の優先権主張書を提出しているときは、「令和○○年○○月○○日提出の

優先権主張書」）のように補正する書類名を記載する。 

３ 「補正対象項目名」の欄には、「請求人」、「被請求人」、「優先権の主張」のように補正す

る個所を記載する。 

４ 「補正の内容」の欄には、補正事項を明確に記載し、補正の内容が特許出願人、審判請求人、

延長登録出願人、代表者、代理人又は特許異議申立人の氏名若しくは名称の補正を含む場合にお

いて、当該氏名若しくは名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、

片仮名で振り仮名を付ける。なお、「優先権主張書」の「【優先権の主張】」の欄に記載した事

項を補正するときは、補正後の当該欄に係る事項の全て（補正を要しない優先権の主張に係る事

項を含む。）を記載する。 

５ 第11条第２項の規定により２以上の補正を一の書面でするときは、「事件の表示」の欄には、

「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「（別紙）」と記載して、当該補正に係る事件の表示

（事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。）を記載する。 

６ 第11条第３項の規定により補正と申請を一の書面でするときは、次の要領で記載する。 

イ 表題を「手続補正書及び登録名義人の表示更正登録申請書」とし、「補正をする者」の欄を

「補正をする者及び申請人」とする。 

ロ 「事件の表示」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「（別紙）」と記載し、

その次に「手続の補正に係る事件の表示」及び「表示更正登録申請に係る特許番号」の欄を設

けて、当該補正に係る事件の表示及び申請に係る特許番号（事件の表示又は特許番号の区切り

には読点「、」を付すこと。）を記載する。 

ハ 「補正の内容」の欄を「補正の内容及び更正に係る表示」とし、「補正及び更正前の表示」

及び「補正及び更正後の表示」の欄を設けて、補正及び更正に係る表示が氏名（名称）である

ときはその氏名（名称）を、補正及び更正に係る表示が住所（居所）であるときはその住所

（居所）をそれぞれ記載する。 

ニ 「７ 補正の内容及び更正に係る表示」の欄の次に「８ 登録の目的」の欄を設けて、「登録

名義人の表示更正」のように記載する。 

ホ 登録免許税の納付に係る収入印紙は左上余白部分にはるものとし、その下に収入印紙の額を
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括弧をして記載する。ただし、登録免許税法第５条第４号又は第５号の規定により登録免許税

が課されない登録の申請をするときは収入印紙は不要とし、「８登録の目的」の欄の次に「９

非課税である旨の申出」の欄を設けて、「住居表示の実施による表示の更正の登録の申請」又

は「行政区画の変更による表示の更正の登録の申請」のように記載する。 

ヘ 特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「添付書類の目録」の欄に、

当該書面の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定による

ときは当該書面が提出される手続に係る特許番号、書類名及びその提出日を、同条第２項の規

定によるときは当該書面が提出された手続に係る特許番号、書類名及びその提出日を記載す

る。 

７ 第27条第３項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であって、国以外の者の持分の割

合に乗じて得た額を納付するときは、「７ 補正の内容」の欄の次に「８ 国以外のすべての者の

持分の割合」の欄を設けて、「○／○」のように記載する。 

８ あて先は、特許庁審査官の命令による場合はその命令を発した特許庁審査官、特許庁審判長の

命令による場合はその命令を発した特許庁審判長、その他の場合は特許庁長官とする。 

９ その他は、様式第３の備考１から４まで、７から11まで及び13から16まで並びに様式第５の備 

考１と同様とする。この場合において、様式第３の備考11中「弁理士法施行令第７条第２号及び

第12号の期間の延長の請求」とあるのは「弁理士法施行令第７条第13号の補正」と、備考13中

「請求の内容」とあるのは「補正の内容」と読み替えるものとする。 
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２．優先権主張書の補正に係る手続補正書の作成例 

(1) 【優先権の主張】の欄の【パリ条約による優先権等の主張】の欄に出願番号を追加記載する

補正 

 

手 続 補 正 書 

（令和  年  月  日） 

特許庁長官      殿 

１ 事件の表示     特願２０○○－○○○○８９ 

２ 補正をする者 

住所（居所） 

氏名（名称） 

３ 代理人 

住所（居所）     東京都千代田区霞が関Ｘ丁目Ｘ番９号 

氏名（名称） 特許 芳郎            

４ 補正対象書類名 優先権主張書 

５ 補正対象項目名 優先権の主張 

６ 補正の内容  

【優先権の主張】  

【パリ条約による優先権等の主張】 

【国・地域名】 ・・・・・・・ 

【出願日】   ・・・・・・・・・・ 

【出願番号】  ○○○○○○○○  
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(2) 【優先権の主張】の欄の【先の出願に基づく優先権主張】の欄の出願日の誤記の補正 

 

手 続 補 正 書 

（令和  年  月  日） 

特許庁長官      殿 

 

１ 事件の表示     特願２０○○－○○○○８９ 

 

２ 補正をする者 

住所（居所） 

氏名（名称） 

３ 代理人 

住所（居所）     東京都千代田区霞が関Ｘ丁目Ｘ番９号 

氏名（名称） 特許 芳郎                       

４ 補正対象書類名 優先権主張書 

５ 補正対象項目名 優先権の主張 

６ 補正の内容  

【優先権の主張】  

【先の出願に基づく優先権主張】 

【出願番号】  ・・・・・・・・・・ 

【出願日】   令和○○年○○月○○日 
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(3) 優先権主張書により複数の優先権の主張を行った場合の【優先権の主張】の欄における補正 

（提出された優先権主張書） 

 

【書類名】      優先権主張書 

【提出日】      令和  年  月  日 

【あて先】      特許庁長官  殿 

【出願の表示】 

【出願番号】   特願２０○○－○○○○８９ 

【特許出願人】 

   ・ 

   ・ 

【代理人】 

【識別番号】   １００００１２３５ 

【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関Ｘ丁目Ｘ番９号 

【氏名又は名称】 特許 芳郎            

【優先権の主張】 

【パリ条約による優先権等の主張】 

【国・地域名】 アメリカ合衆国 

【出願日】  ２０○○年○○月○○日 

  【先の出願に基づく優先権主張】 

【出願番号】 特願２０○○－○○○○○○ 

【出願日】  令和○○年○○月○○日 
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（【優先権の主張】の欄の【パリ条約による優先権等の主張】の欄に出願番号を追加記載する 

補正を行う手続補正書） 

 

手 続 補 正 書 

（令和  年  月  日） 

特許庁長官      殿 

１ 事件の表示     特願２０○○－○○○○８９ 

２ 補正をする者 

住所（居所） 

氏名（名称） 

３ 代理人 

住所（居所）     東京都千代田区霞が関Ｘ丁目Ｘ番９号 

氏名（名称） 特許 芳郎                       

４ 補正対象書類名   優先権主張書 

５ 補正対象項目名    優先権の主張 

６ 補正の内容 

【優先権の主張】 

【パリ条約による優先権等の主張】 

【国・地域名】 アメリカ合衆国 

【出願日】    ２０○○年○○月○○日 

【出願番号】  １２／１２３，４５６ 

【先の出願に基づく優先権主張】 

【出願番号】  特願２０○○－○○○○○○ 

【出願日】   令和○○年○○月○○日 

注 優先権主張書により複数の優先権の主張を行った場合に、【優先権の主張】の欄に記載した

事項を補正するときは、「補正の内容」の項に、補正後の優先権主張書の【優先権の主張】の欄

に係る事項のすべて（補正を要しない優先権の主張に係る事項を含みます。）を記載します（特

施規様式第14備考４）。 
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第第十十六六節節    各各    種種    届届  

 

出願をした後、手続をした者がその名義、代理人等を変更したときは、遅滞なくその旨を届け出

なければなりません。 

 

ＩＩ  出出願願人人名名義義変変更更届届  

出願後における特許等を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継を除き、特許庁長官に届

け出なければ、その効力は生じません。（特34(4)、実11(2)） 

特許等を受ける権利について相続その他の一般承継があったときは、承継人は遅滞なくその旨

を特許庁長官に届け出なければなりません。（特34(5)、実11(2)） 

 

特施規様式第18（第12条関係） 

【書類名】  出願人名義変更届  

（【提出日】  令和  年  月  日） 

【あて先】  特許庁長官     殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【承継人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】                        

（【国籍・地域】） 

【承継人代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                     

【譲渡人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【譲渡人代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                     

（【手数料の表示】） 

（【予納台帳番号】） 

（【納付金額】） 

 

代理人手続であって、承継人が法人の場合

にあっては、【代表者】の欄は不要です。 

一般承継による出願人名義変更又は承継人が届出する
場合は、この項目を設ける必要はありません。 
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【その他】譲渡人の手続である。 

 

【提出物件の目録】 

【物件名】   権利の承継を証明する書面     １ 

【物件名】   （             ） 

 

〔備考〕 

１ 特許法第34条第５項の規定により届出をするときは、「【書類名】」を「出願人名義変更届（一

般承継）」とする。この場合において、「【譲渡人】」の欄は設けるには及ばない。 

２ 特許法第34条第５項の規定により届出をするときは特許印紙は不要とする。その他の場合にお

いて、特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧して記載し、

特許法第195条第８項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であって、納付書

によるときは、「（【手数料の表示】）」の欄の「（【予納台帳番号】）」を「【納付書番号】」

とし、納付書番号を記載し、事務規程別紙第４号の12書式の納付済証（特許庁提出用）を別の用

紙にはるものとし、納付情報によるときは、「（【手数料の表示】）」の欄の「（【予納台帳番

号】）」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」

の欄は設けるには及ばない。備考17及び18に該当する場合にあっては、２以上の届出について納

付すべき手数料を納付するときは一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。 

３ 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記

載する。ただし、識別番号を記載したとき（備考18に該当するときを除く。）は、「【住所又は

居所】」の欄は設けるには及ばない。 

４ 「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記載する。法人にあっては、名称を記載

し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。

また、承継人が法人であって、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、

「【氏名又は名称】」の欄（「【代表者】」の欄を設けたときはその欄）の次に「【法人の法的

性質】」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあっては「〇〇国の法律に基

づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。 

５ 「【承継人】」、「【譲渡人】」、「【承継人代理人】」又は「【譲渡人代理人】」の欄の「【氏

名又は名称】」（法人にあっては、「【代表者】」若しくは「【法人の法的性質】」）の次に、

「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、承継人、譲渡人又は代理人の有

する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。 

６ 承継人が外国人であって住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又は居所】」

の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記載する。

また、承継人が外国人であって氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「【氏名又は名称】」

の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記載し、法

人にあっては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。 

譲渡人が届出する場合は、【その他】の欄に

譲渡人手続である旨を記載してください。 
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７ 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名

又は名称】」（名称の原語を記載する場合にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」）の次に

「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」

の欄を設けるものとする。 

８ 承継人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者（法人に限る。）

のとき（備考７に該当するときを除く。）は、「【氏名又は名称】」（名称の原語を記載する場

合にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」）の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の

所在地の国・地域名を記載する。 

９ 「（【国籍・地域】）」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「【住

所又は居所】」の欄に記載した国・地域（特例法施行規則第２条第３項の規定によりその記載を

省略した場合にあっては、省略した国・地域）と同一であるときは、「（【国籍・地域】）」の

欄は設けるには及ばない。 

10 承継人が特許を受ける権利の信託の受託者であるときは、「【承継人】」の欄の次に「【信託

関係事項】」の欄を設けて第26条第１項各号の事項を記載する。 

11 第27条第１項の規定により、届出人の権利について持分を記載するときは、「【承継人】」の

次に「【持分】」の欄を設けて、「〇／〇」のように分数で記載する。この場合において、持分

が投資事業有限責任組合契約に関する法律（平成10年法律第90号）第３条第１項に規定する投資

事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律（平成17年法律第40号）第３条第１

項に規定する有限責任事業組合契約又は民法（明治29年法律第89号）第667条第１項に規定する組

合契約に基づくものであるときは、「（【手数料の表示】）」の欄の次に「【その他】」の欄を

設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあっては「○○の持分は、○○投資事業有限責任

組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあっては「○○の持

分は、○○有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあっては「○

○の持分は、民法第667条第１項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。 

12 「【承継人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人】」又は「【譲渡人代理人】」の欄に記

載すべき者が２人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。 

【承継人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

（【国籍・地域】） 

【承継人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

（【国籍・地域】） 

【承継人代理人】 

【識別番号】 
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【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【承継人代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【譲渡人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【譲渡人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【譲渡人代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【譲渡人代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

13 承継人について代理人の選任の届出を特許を受ける権利の承継の届出と同時にするときは、

「【承継人代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識

別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載する。また、「【選任した

代理人】」の欄に記載すべき者が２人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。 

【選任した代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【選任した代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

14 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第２項の規定により特例法第15条第１項

の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納

付金額】」には手数料の額（「円」、「，」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以

下この様式において同じ。）を記載する。特許法第195条第８項ただし書の規定により、現金によ
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り手数料を納付する場合であって、特例法施行規則第40条第４項の規定により口座振替による納

付の申出を行うときは、「（【予納台帳番号】）」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、

「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。特許法第195条第８項ただし書の規定に

より、現金により手数料を納付する場合であって、特例法施行規則第40条第５項の規定により指

定立替納付者による納付の申出を行うときは、「（【予納台帳番号】）」を「【指定立替納付】」

とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。 

15 譲渡人だけで届け出るときは、承継人の「【代表者】」（承継人が法人の場合に限る。）及び

「【承継人代理人】」の欄は不要とし、「（【手数料の表示】）」の欄の次に「【その他】」の

欄を設けて「譲渡人の手続である。」のように記載する。承継人だけで届け出るときは、「【譲

渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の欄は設けるには及ばない。 

16 第27条第１項の規定により、特許法第73条第２項の定め又は民法第256条第１項ただし書の契約

を記載するときは、「（【手数料の表示】）」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨

を記載する。 

17 第12条第２項の規定により、２以上の特許を受ける権利の承継の届出をするときは、「【事件

の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載し

て、当該届出に係る事件の表示（事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。）を記載する。 

【別紙】 

特願○○○○－○○○○○○、特願○○○○－○○○○○○、 

特願○○○○－○○○○○○、特願○○○○－○○○○○○、 

18 第12条第３項の規定により届出と申請を一の書面でするときは、次の要領で記載する。 

イ 「【書類名】」を「特許出願人名義変更届及び移転登録申請書」とする（ホに該当するとき

を除く。）。 

ロ 「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」

と記載し、「【特許出願人名義変更届に係る事件の表示】」及び「【移転登録申請に係る特許

番号】」の欄を設けて、当該届出に係る事件の表示及び申請に係る特許番号（事件の表示又は

特許番号の区切りには読点「、」を付すこと。）を記載する。 

【特許出願人名義変更届に係る事件の表示】 

特願○○○○－○○○○○○、特願○○○○－○○○○○○、 

特願○○○○－○○○○○○、特願○○○○－○○○○○○、 

【移転登録申請に係る特許番号】 

特許第○○○○○○○号、特許第○○○○○○○号、 

特許第○○○○○○○号、特許第○○○○○○○号、 

ハ 「【事件の表示】」の欄の次に「【登録の目的】」の欄を設けて、「本特許権の移転」のよ

うに記載する。 

ニ 「【承継人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の各欄

をそれぞれ「【承継人及び申請人（登録権利者）】」、「【承継人及び申請人（登録権利者）

代理人】」、「【譲渡人及び申請人（登録義務者）】」及び「【譲渡人及び申請人（登録義務

者）代理人】」とする（ホに該当するときを除く。）。この場合において、承継人及び登録権
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利者だけで届出及び申請をするときは、「【譲渡人及び申請人（登録義務者）】」を「【譲渡

人及び登録義務者】」とし、「【譲渡人及び申請人（登録義務者）代理人】」の欄は設けるに

及ばない。譲渡人及び登録義務者だけで届出及び申請をするときは、「【承継人及び申請人（登

録権利者）】」を「【承継人及び登録権利者】」とし、「【承継人及び申請人（登録権利者）

代理人】」の欄は設けるには及ばない。 

ホ 相続その他の一般承継による届出及び申請をするときは、「【書類名】」を「特許出願人名

義変更届及び移転登録申請書（一般承継）」とし、「【承継人】」及び「【承継人代理人】」

の各欄をそれぞれ「【承継人及び申請人】」及び「【承継人及び申請人代理人】」とし、「【事

件の表示】」の欄の次に「【被承継人の表示】」の欄を設け、その欄に「【住所（居所）】」

及び「【氏名（名称）】」の欄を設けて、被承継人の住所（居所）及び氏名（名称）を記載し、

その次に「【登録の目的】」の欄を設ける。この場合において、「【譲渡人】」及び「【譲渡

人代理人】」の欄は設けるには及ばない。 

ヘ 特許印紙及び収入印紙（登録免許税の納付に係るもの。）は別の用紙に区別してはるものと

し、それぞれの印紙の上には、「手数料 円」、「登録免許税 円」のように、その印紙の合

計額を記載する。 

ト 特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄

に、「【物件名】」の欄を設けて、当該書面の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」

の欄を設けて、同条第１項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る特許番号、書

類名及びその提出日を、同条第２項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る特許

番号、書類名及びその提出日を記載する。また、２以上の書面の提出を省略するときは、「【提

出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。 

【物件名】 

【援用の表示】 

【物件名】 

【援用の表示】 

19 第５条第１項に規定する「権利の承継を証明する書面」は、売買、贈与等によるときは「譲渡

証書」等、相続によるときは「戸籍の謄本」及び「住民票」等、法人の合併によるときは「登記

事項証明書」等とする。「譲渡証書」等には、譲渡人が記名し、印（本人確認できるものとする。

この様式において同じ。）を押さなければならない。 

20 第６条に規定する「許可、認可、同意若しくは承諾を証明する書面」又は第27条第１項に規定

する「持分について証明する書面」には、その作成者が記名し、印を押さなければならない。 

21 相続その他の一般承継による届出をする場合の「権利の承継を証明する書面」について、情報通

信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成14年法律第151号）第11条の規定に基づき、登

記事項証明書を添付することを要しないこととする場合において、【承継人】の欄に記載した法

人以外の法人に係る「登記事項証明書」について、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関す

る法律施行令（平成15年政令第27号）第５条の表第３号下欄に掲げる措置を行うときは、「（【手

数料の表示】）」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、商号又は名称及び本店又は

主たる事務所の所在地を提供するときは「○○株式会社、○○県・・・・・」、商業登記法（昭
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和38年法律第125号）第７条に規定する会社法人等番号を提供するときは「商業登記法に規定する

会社法人等番号○○○○○○○○○○○○」のように記載する。  

22 法人の合併又は分割による特許を受ける権利の承継の届出をする場合において、被承継人と承継

人との間に合併及び分割又は複数の分割の事実があるときは、当該届出に係る承継の事実を、

「（【手数料の表示】）」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「令和○○年○○月○○日

の会社分割による承継」のように記載する。 

23 その他は、様式第２の備考１から５まで、10、12、16、17及び21から25まで、様式第４の備考

１、２及び４並びに様式第９の備考９と同様とする。 
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ⅡⅡ  代代理理人人選選任任（（代代理理人人変変更更、、代代理理権権変変更更、、代代理理権権消消滅滅））届届及及びび代代理理人人受受任任（（辞辞任任））届届  

１．代理人選任（代理人変更、代理権変更、代理権消滅）届 

手続をした者が、代理人の選任又は変更若しくはその代理権の内容の変更又はその消滅を届け

出るときは、特施規様式第９によりしなければなりません。 

 

２．代理人受任（辞任）届 

手続をした者の代理人が、代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことを届け出るとき

は、特施規様式第11によりしなければなりません。 

 

特施規様式第９（第９条の２関係） 

【書類名】 代理人選任届  

（【提出日】 令和 年 月 日） 

【あて先】 特許庁長官  殿 

    （特許庁審判長  殿） 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【手続をした者】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】                         

【届出の内容】 

【選任した代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                      

【提出物件の目録】 

【物件名】   代理人の選任を証明する書面    １ 

【物件名】  （           ） 

〔備考〕 

１ 復代理人の選任を届け出るときは、「【書類名】」を「復代理人選任届」とし、「【手続をし

た者】」の次に「【代理人】」、「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名

称】」の欄を設け（備考２、３又は４の復代理人に係る手続において同様とする。）、復代理人

代理人手続のときは、法人にあっては【代表者】の欄 

は不要です。 
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を選任した代理人を記載し、「【届出の内容】」の欄は「【選任した代理人】」を「【選任した

復代理人】」とし選任した復代理人を記載する。 

２ 代理人の変更を届け出るときは、「【書類名】」を「代理人変更届」とし、「【届出の内容】」

の欄の選任した代理人の「【氏名又は名称】」の次に「【代理権の消滅した代理人】」、「【識

別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」の欄を設けて、代理権の消滅した

代理人を記載する。復代理人の変更を届け出るときは、「【書類名】」を「復代理人変更届」と

し、「【届出の内容】」の欄の選任した復代理人の「【氏名又は名称】」の次に「【代理権の消

滅した復代理人】」、「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」の欄

を設けて、代理権の消滅した復代理人を記載する。 

３ 代理権の内容の変更について届け出るときは、「【書類名】」を「代理権変更届」とし、「【届

出の内容】」の欄には、その変更の内容を記載し、「【選任した代理人】」を「【代理権を変更

した代理人】」として代理権を変更した代理人を記載する。復代理人の代理権の内容の変更につ

いて届け出るときは、「【書類名】」を「復代理権変更届」とし、「【届出の内容】」の欄には、

その変更の内容を記載し、「【選任した代理人】」を「【代理権を変更した復代理人】」とし代

理権を変更した復代理人を記載する。 

４ 代理権の消滅を届け出るときは、「【書類名】」を「代理権消滅届」とし、「【届出の内容】」

の欄の「【選任した代理人】」を「【代理権の消滅した代理人】」として代理権の消滅した代理

人を記載する。復代理人の代理権の消滅を届け出るときは、「【書類名】」を「復代理権消滅届」

とし、「【届出の内容】」の欄の、「【選任した代理人】」を「【代理権の消滅した復代理人】」

とし代理権の消滅した復代理人を記載する。 

５ 復代理人の選任若しくは変更又は復代理権の変更若しくは消滅を復代理人が届け出るときは、

「【届出の内容】」の次の「【代理人】」を「【復代理人】」とし当該代理人を記載する。 

６ 「【手続をした者】」の欄に記載すべき者が２人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設

けて記載する。 

【手続をした者】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【手続をした者】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

７ 「【届出の内容】」の欄に記載すべき者が２人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設け

て記載する。 

【届出の内容】 

【選任した代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 
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【氏名又は名称】 

【選任した代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

８ 第９条の２第３項の規定により、２以上の代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の

変更若しくは消滅の届出を一の書面でするときは、次の要領で記載する。 

イ 特許出願人が届出をするときは、「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、

別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該届出に係る事件の表示（事件の表示の区

切りには読点「、」を付すこと。）を記載する。 

【別紙】 

特願○○○○－○○○○○○、特願○○○○－○○○○○○、 

特願○○○○－○○○○○○、特願○○○○－○○○○○○、 

ロ 特許出願人及び特許権者が届出をするときは、「【手続をした者】」の欄を「【手続をした

者及び特許権者】」とし、「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用

紙に次のように「【別紙】」と記載し、「【届出に係る事件の表示】」及び「【届出に係る特

許番号】」の欄を設けて、当該届出に係る事件の表示及び特許番号（事件の表示又は特許番号

の区切りには読点「、」を付すこと。）を記載する。 

【別紙】 

【届出に係る事件の表示】 

特願○○○○－○○○○○○、特願○○○○－○○○○○○、 

特願○○○○－○○○○○○、特願○○○○－○○○○○○、 

【届出に係る特許番号】 

特許第○○○○○○○号、特許第○○○○○○○号、 

特許第○○○○○○○号、特許第○○○○○○○号、 

９ 特例法施行規則第６条第１項の規定により包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」

の欄に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、２以上の包

括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載

する。 

【包括委任状番号】 

【包括委任状番号】 

10 その他は、様式第２の備考１から４まで、10から14まで、16から18まで及び22から25まで並び

に様式第４の備考１、２及び４と同様とする。 
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特施規様式第11（第９条の２関係） 

【書類名】 代理人受任届  

（【提出日】 令和 年 月 日） 

【あて先】 特許庁長官  殿 

    （特許庁審判長  殿） 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【手続をした者】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【受任した代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                      

【提出物件の目録】 

【物件名】   代理権を証明する書面   １ 

【物件名】   （            ） 

 

〔備考〕 

１ 復代理人が受任を届け出るときは、「【書類名】」を「復代理人受任届」とし、「【手続をし

た者】」の欄の次に「【代理人】」の欄を設け（備考２の復代理人に係る手続において同様とす

る。）、復代理人を選任した代理人を記載し、「【受任した代理人】」の欄を「【受任した復代

理人】」とする。 

２ 代理人が辞任を届け出るときは、「【書類名】」を「代理人辞任届」とし、「【受任した代理

人】」の欄を「【辞任した代理人】」とする。復代理人が辞任を届け出るときは、「【書類名】」

を「復代理人辞任届」とし、「【受任した代理人】」の欄を「【辞任した復代理人】」とする。 

３ 「【受任した代理人】」の欄に記載すべき者が２人以上あるときは、次のように欄を繰り返し

設けて記載する。 

【受任した代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【受任した代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 
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４ その他は、様式第２の備考１から４まで、10から14まで、16から18まで及び22から25まで、様

式第４の備考１、２及び４並びに様式第９の備考６、８及び９と同様とする。この場合において、

様式第２の備考16中「記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、

「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は○○

○○」のように業務を執行する社員の氏名を記載する（弁理士法施行令（平成12年政令第384号）

第７条第２号及び第12号の期間の延長の請求をする場合を除く。）」とあるのは「記載する」と、

様式第９の備考８中「代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅」と

あるのは「代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したこと」と読み替えるものとする。 
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ⅢⅢ  代代表表者者選選定定届届  

２人以上の者が共同して手続をした場合において、特許法第14条ただし書の規定による代表者

選定の届出をするときは、願書等にその旨を記載するか、届出書にその旨を記載し、その事実を

証明する書面を提出します（特施規８）。 

届出書によるときは、次の様式により作成します。 

特施規様式第４（第８条関係） 

【書類名】 代表者選定届  

（【提出日】 令和 年 月 日） 

【あて先】 特許庁長官  殿 

    （特許庁審判長  殿） 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【代表者】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】                        

 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                     

【提出物件の目録】 

【物件名】   代表者であることを証明する書面     １ 

【物件名】   （            ） 

 

〔備考〕 

１ 「【あて先】」は、審判に係属中の場合は特許庁審判長、その他の場合は特許庁長官とする。 

２ 「【事件の表示】」の欄は、次の要領で記載する。 

イ 「【出願番号】」には、「特願○○○○－○○○○○○」のように特許出願の番号を記載す

る。ただし、出願の番号が通知されていないときは「【出願番号】」を「【出願日】」とし、

「令和何年何月何日提出の特許願」のように特許出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次

に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。 

ロ 国際特許出願について、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を、

「【国際出願番号】」とし、「ＰＣＴ／○○○○／○○○○○」のように国際出願番号を記載

し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「特許」と記載する。 

ハ 審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄の次に「【審判番号】」の欄を設

代理人手続のときは、法人にあっては【代表者】の欄

は不要です。 
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けて、「不服○○○○－○○○○○」のように当該審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」

には、出願の番号を記載する。ただし、審判の番号が通知されていないときは「【審判番号】」

を「【審判請求日】」とし、審判請求をした年月日を記載する。 

３ 「代表者であることを証明する書面」は、なるべく次の文例により作成する。 

（文例） 

代 表 者 選 定 証 

令和  年  月  日 

 

住 所（居所） 

代表者       殿 

 

 

住 所（居所） 

特許出願人                   

住 所（居所） 

特許出願人                   

 

下記の発明に関する手続については、貴殿を代表者に選定したことに相違ありません。 

記 

１ 事件の表示 

２ 発明の名称 

 

４ 第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件

名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、

同条第１項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示（特許

権に係るものにあっては、特許番号、書類名及びその提出日）を、同条第２項の規定によるとき

は援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示（特許権に係るものにあっては、特

許番号、書類名及びその提出日）を記載する。また、２以上の証明書の提出を省略するときは、

「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。 

【物件名】 

【援用の表示】 

【物件名】 

【援用の表示】 

５ その他は、様式第２の備考１から４まで、10から14まで、16から18まで、22から25までと同様

とする。 
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ⅣⅣ  出出願願のの取取下下げげ、、放放棄棄  

出願人は、出願をしてから事件が特許庁に係属している間、出願の取下げ又は放棄をすること

ができます。共同出願の場合は、全員で手続しなければならず（特14）、代理人により手続をす

るときは、特別な授権を得なければ手続をすることができません。（特９） 

また、特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾

を得た場合に限り、その特許出願の取下げ又は放棄をすることができます。（特38の５） 

出願の取下（放棄）書は、次の様式により作成します。 

特施規様式第40（第28条の３関係） 

 

【書類名】  出願取下書 

（【提出日】  令和  年  月  日） 

【あて先】  特許庁長官     殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【特許出願人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】                       

 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                    

〔備考〕 

様式第２の備考１から４まで、10から14まで、16から18まで及び22から26まで、様式第４の備考

２並びに様式第38の備考１及び２と同様とする。この場合において、様式第２の備考26中「（【手

数料の表示】）」とあるのは「【代理人】」と読み替えるものとする。 

 

  

代理人手続のときは、法人にあっては【代表者】の欄

は不要です。 
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特施規様式第38（第28条の２関係） 

【書類名】  出願放棄書 

（【提出日】  令和  年  月  日） 

【あて先】  特許庁長官     殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【特許出願人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】                      

 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                    

〔備考〕 

１ 「【特許出願人】」の欄に記載すべき者が２人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設け

て記載する。 

【特許出願人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【特許出願人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

２ 特例法施行規則第６条第１項の規定により包括委任状を援用するときは、「【代理人】」の欄

の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包

括委任状の番号を記載する。また、２以上の包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」

の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。 

【包括委任状番号】 

【包括委任状番号】 

３ その他は、様式第２の備考１から４まで、10から14まで、16から18まで及び22から26まで並び

に様式第４の備考２と同様とする。この場合において、様式第２の備考26中「（【手数料の表示】）」

とあるのは「【代理人】」と読み替えるものとする。 

 

代理人手続のときは、法人にあっては【代表者】の欄

は不要です。 
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ⅤⅤ  出出願願のの早早期期公公開開  

特許出願は、出願の日（優先権主張を伴う出願であるときは最先の出願の日、出願の日が遡及

する出願であるときは原出願の日）から１年６月を経過した後に出願公開されますが、特許出願

人は出願公開される前に早期公開の請求をすることができます（特64の２(1)）。 

出願公開請求は取り下げることができません（特64の２(2)）。また、請求書の提出後に、出願

が放棄、取り下げられても出願公開は行われ、出願の日から１年４月以内であっても、要約書の

補正はできません（特17の３、特施規11の２の２）。 

 

１．次の各号に掲げる場合には出願の早期公開請求は認められません。 

① 特許出願が出願公開されている場合（特64の２(1)①） 

② パリ条約による優先権等の主張を伴う出願で証明書が提出されていない場合（特64の２(1)

②） 

③ 外国語書面出願で外国語書面の翻訳文が提出されていない場合（特64の２(1)③） 

④ 出願人全員で請求していない場合（特14） 

⑤ 請求に関する特別授権が証明されている代理人により手続されていない場合（特９） 

 

２．次の各号に掲げる場合には出願公開請求をした場合であっても、各号に示す期間中は出願公 

開されません。 

① 特許庁長官が経済安全保障推進法第66条第１項本文若しくは同条第２項の規定による送付を

する場合に該当しないと判断し、又は当該送付がされずに同条第１項本文に規定する出願の日

から経済安全保障推進法施行令第13条に定める期間が経過するまでの間 

② 内閣総理大臣が保全指定をする必要がないと認めたとき、その旨を特許出願人及び特許庁長

官に通知するまでの間 

③ 内閣総理大臣が保全指定を解除したとき又は保全指定の期間が満了したとき、その旨を指定

特許出願人及び特許庁長官に通知するまでの間 
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出願公開請求書は、次の様式により作成します。 

特施規様式第50（第38条関係）  

 

【書類名】  出願公開請求書 

（【提出日】  令和  年  月  日） 

【あて先】  特許庁長官     殿 

【出願の表示】 

【出願番号】 

【特許出願人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】                       

 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                    

【提出物件の目録】 

〔備考〕 

様式第２の備考１から４まで、10から14まで、16から18まで及び22から25まで、様式第４の備考

４、様式第９の備考９、様式第15の２の備考２並びに様式第31の５の備考１と同様とする。 

 

代理人手続のときは、法人にあっては【代表者】の欄 

は不要です。 
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第第十十七七節節  出出願願中中のの諸諸手手続続のの一一般般原原則則  

  

１１．．出出願願番番号号のの表表示示  

特許庁長官は、願書を受理したときはこれに出願番号を付し、その番号を出願人（代理人）に

通知します。以後、その出願に関して特許庁に手続するとき（例えば、手続補正書等の中間書類

の提出）は、必ずその出願番号の表示をしなければなりません。 

 

２２．．一一件件一一通通主主義義とと電電子子手手続続  

(1) 一件一通主義の原則 

出願等の手続は、書面の提出により行うことを前提として「書面は、法令に別段の定めがあ

る場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。」とされ、一件一通主義が採用されてい

ます（特施規１(2)）。 

すなわち当該事件に関し提出すべき書面は、手続ごとに作成しなければなりません。 

(2) 多件一通方式による手続 

(A) 「法令に別段の定めがある場合」とは次に示す①から⑫までであり、同一法域内の２以上

の事件に係る手続であって、手続者が同一であり、かつ、手続の内容が同一の場合は、一

通の書面で２以上の事件に係る手続を行うことができます。 

① 特許権の存続期間の延長登録の出願人の氏名（名称）又は住所（居所）の変更の届出

（特施規９(2)） 

② 特許権の存続期間の延長登録の出願人の氏名（名称）又は住所（居所）の変更の届出

と登録名義人（特許権者に限る。）の表示変更の登録申請（特施規９(3)） 

③ 出願人の代理人選任等の届出（特施規９の２(3)） 

④ 出願人及び特許権者の代理人選任等の届出（特施規９の２(3)） 

⑤ 発明者又は出願人若しくはその代理人の氏名（名称）又は住所（居所）に係る手続の

補正（特施規11(2)） 

⑥ 出願人に係る手続の補正と登録名義人（特許権者に限る。）の表示更正の登録申請

（特施規11(3)） 

⑦ 出願人名義変更の届出（特施規12(2)） 

⑧ 出願人名義変更の届出と特許権移転登録の申請（特施規12(3)） 

⑨ 外国語書面の翻訳文の提出に係る回復理由書（特施規25の７(10)） 

⑩ 特許出願等に基づく優先権の主張の提出に係る回復理由書（特施規27の４の２(8)） 

⑪ パリ条約の例による優先権の主張の提出に係る回復理由書（特施規27の４の２(9)で

準用する同規則27の４の２(8)） 

⑫ 出願審査請求書の提出に係る回復理由書（特施規31の２(9)） 

多件一通方式による手続は①、②を除き、書面手続に限り行うことができます（①、②

については電子特殊申請による手続も可能）。 

(B) 多件一通方式による書類の作成要領 

① 多件一通方式による平成２年12月１日以後の特許出願に係る出願人名義変更と特許権の
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移転登録の申請を行う場合の「特許出願人名義変更届及び移転登録申請書」の作成要領 

特許出願人名義変更届及び移転登録申請書は、特許法施行規則第12条に定める様式第18

により作成します。 

 

イ．出願人の名義変更と特許権の移転登録の申請を行う場合の作成例 

【書類名】特許出願人名義変更届及び移転登録申請書 

（【提出日】令和  年  月  日） 

【あて先】特許庁長官         殿 

【事件の表示】     別紙のとおり 

【登録の目的】     本特許権の移転 

【承継人及び申請人（登録権利者）】 

    ・ 

    ・ 

【譲渡人及び申請人（登録義務者）】 

    ・ 

 

【別紙】 

【特許出願人名義変更届に係る事件の表示】 

特願○○○○－○○○○○○、    特願○○○○－○○○○○○、 

特願○○○○－○○○○○○、    特願○○○○－○○○○○○、 

【移転登録申請に係る特許番号】 

特許第○○○○○○○号、    特許第○○○○○○○号、 

特許第○○○○○○○号、    特許第○○○○○○○号、 

事件の表示の区切りには読点「、」を付します。 

ロ．作成上の注意事項 

(a) 特許印紙、登録免許税に係る収入印紙は、別の用紙に区別してはり、それぞれの印

紙の上には、「手数料 円」、「登録免許税 円」のようにその印紙の合計額を記載

します。 

(b) 「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「【別

紙】」と記載し、事件の表示（出願番号）、特許番号を記載します。 

(c) 出願に係属中の事件（平成２年12月１日以降の出願）については、各件ごとに電子

化手数料が必要になります。 

 

② 多件一通方式による平成２年12月１日以後の特許出願についての出願人に係る手続補

正書と登録名義人（特許権者）の表示更正登録の申請を行う場合の手続補正書及び登録

名義人の表示更正登録申請書の作成要領 

手続補正書及び登録名義人の表示更正登録申請書は、特許法施行規則第11条に定める

― 299 ―



 

- 300 - 

 

 

様式第13により作成します。 

イ．住所の補正及び更正の場合の作成例 

【書類名】   手続補正書及び登録名義人の表示更正登録申請書 

（【提出日】   令和○○年○月○○日） 

【あて先】   特許庁長官        殿 

【事件の表示】            別紙のとおり 

【補正をする者及び申請人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】  

【氏名又は名称】  

【代表者】                  ㊞ 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】 特許願 

【補正対象項目名】 特許出願人 

【補正方法】    変更 

【補正の内容】 

【特許出願人】 

【住所又は居所】東京都千代田区霞が関１－３－１ 

【氏名又は名称】特許株式会社 

【更正に係る表示】 

【更正前の表示】 東京都千代田区霞が関１－３ 

【更正後の表示】 東京都千代田区霞が関１－３－１ 

【登録の目的】  登録名義人の表示更正 

【非課税である旨の申出】住居表示の実施による表示の更正の登録の申請 

 

 

 

【別紙】 

【手続の補正に係る事件の表示】 

特願○○○○－○○○○○○、  特願○○○○－○○○○○○、 

特願○○○○－○○○○○○、  特願○○○○－○○○○○○、 

【表示更正登録申請に係る特許番号】 

特許第○○○○○○○号、  特許第○○○○○○○号、 

事件の表示の区切りには読点「、」を付します。 

ロ．作成上の注意事項 

(a) 登録免許税の納付に係る収入印紙は、別の用紙にはります。 

(b) 「【事件の表示】」の欄には「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「【別

紙】」と記載し、その次に「【手続の補正に係る事件の表示】」及び「【表示更正

識別番号を記載しても住 

所の省略はできません。 
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登録申請に係る特許番号】」の欄を設けて、当該補正に係る事件の表示（出願番

号）及び申請に係る特許番号を記載します。 

(c) 登録免許税が課されない登録の申請をするときは、「【登録の目的】」の欄の次

に「【非課税である旨の申出】」の欄を設け、「住居表示の実施による表示の更正

の登録の申請」のように記載します。 

(d) 出願に係属中の事件（平成２年12月１日以降の出願）については、各件ごとに電

子化手数料が必要になります。 

 

３３．．電電子子手手続続へへのの適適用用  

電子手続についても、書面手続に準じて一件一通主義の原則が踏襲されるため、この原則を前

提とした特許法等関係法令の規定が適用されます。 

(1) オンライン手続における入力事項・様式 

オンライン手続について入力すべき事項は、特許等関係法令に規定する書面に記載すべき事

項であり（例施規10の２(1)）、その入力は所定の様式によりしなければなりません（例施規

11）。 

(2) 電子手続の法令適用 

オンライン手続は、書面の提出により行われたものとみなし、書面に基づいて手続を行うこ

とを規定する特許等関係法令の規定を適用します（特例法３(3)）。 

 

４４．．原原則則かからら外外れれるる手手続続のの特特例例  

一件一通主義の原則から外れる手続が認められます。 

申請人の負担と事務処理の効率性との均衡を考慮し、手続の円滑な処理を図るもので、次のと

おりです。 

(1) 特許法施行規則第９条の３、第10条、第27条の４及び第31条に規定するもの 

(2) 特例法施行規則第６条及び第12条に規定するもの 

(3) 併合手続（方式審査便覧122.01） 

２以上の特許出願又は実用新案登録出願に係る次の手続については、出願の法域が同一であ

り、手続をする者及びその者の代理人が同一である場合に限り、同一の書類で書面の提出によ

り行うことができるものとします。 
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①  包括委任状の援用の制限の届出 

書式第２８ 

【書類名】   包括委任状援用制限届 

（【提出日】   令和  年  月  日） 

【あて先】   特許庁長官     殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【手続をした者】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】                        

 

【届出の内容】 

【援用を制限した代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                     

 

〔備考〕 

１ 特許出願人が届出をするときは、「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、

別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該届出に係る事件の表示（事件の表示の区切

りには読点「、」を付すこと。）を記載する。 

【別紙】 

特願○○○○－○○○○○○、 特願○○○○－○○○○○○、 

特願○○○○－○○○○○○、 特願○○○○－○○○○○○、 

２ 特許出願人及び特許権者が届出をするときは、「【手続をした者】」の欄を【手続をした者及

び特許権者】と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載し、「【届出に係る事件の表

示】及び【届出に係る特許番号】」の欄を設けて、当該届出に係る事件の表示及び特許番号

（ 事件の表示又は特許番号の区切りには読点「、」を付すこと。）を記載する。 

【別紙】 

【届出に係る事件の表示】 

特願○○○○－○○○○○○、 特願○○○○－○○○○○○、 

特願○○○○－○○○○○○、 特願○○○○－○○○○○○、 

代理人手続のときは、法人にあっては【代表者】の欄

は不要です。 
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【届出に係る特許番号】 

特許第○○○○○○○号、特許第○○○○○○○号、 

特許第○○○○○○○号、特許第○○○○○○○号、 

３ その他は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則様式第７の備考と同様とす

る。 

 

５５．．提提出出書書面面のの省省略略  

出願等の手続において提出すべきとされる証明書その他書面については、申請人の手続負担の 

軽減と特許庁の処分の確実性、効率性とを考慮し、一定の条件のもとに、他の事件について提出

したものを援用するという手続方式を省令で定め、その提出の省略を認めています。 

(1) 提出書面の省略 

① 特許法施行規則第９条の３の規定による包括委任状の援用（実施規23(1)において準用） 

(A) 手続をする際の代理権の証明については、特例法施行規則第６条第１項の規定によりあ 

らかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面（以下「包括委任 

状」といいます。）を援用してすることができます。〔包括委任状については第一章第四

節 参照〕 

（注）特例法施行規則の施行日前にした特許出願、実用新案登録出願及びその出願に係る手 

続についても包括委任状を使用することができます。 

(B) 包括委任状の援用の制限の届出（例施規７、特施規９の３(2)）があったとき又は包括

委任状の取下げ（例施規８）があったときは、これらの手続後は当該事件に係る手続につ

いて包括委任状を援用することができません。 

② 特許法施行規則第10条の規定による提出書面の省略（実施規23(1)において準用） 

(A) 特許法施行規則第10条第１項 

同時に２以上の手続をする場合において、提出すべき証明書の内容が同一であるとき

は、１の手続についてその原本※を提出し、他の手続については、その旨を申し出て（援

用の表示をして）当該証明書の提出を省略することができます。 

※委任状については、原本に加えて、写しの提出も許容されます。 

対象となる証明書は、特許法第30条第３項若しくは第43条第２項（同法第43条の２第２

項（同法第43条の３第３項において準用する場合を含む。）及び第43条の３第３項におい

て準用する場合を含む。）、特許法施行令第11条、特許法等関係手数料令第１条の３、又

は特許法施行規則第４条の３、第５条から第７条まで、第８条第１項、第９条第４項、第

11条の５第２項、第25条の７第７項本文、第27条第１項、第２項、第３項本文若しくは第

４項本文、第27条の２第１項若しくは第２項、第27条の４の２第５項本文（同条第７項で

準用する場合を含む。）、第31条の２第６項本文、第38条の２第４項本文、第38条の６の

２第５項本文、第38条の14第４項本文（同条第６項において準用する場合を含む。）、第

69条第３項本文若しくは第69条の２第３項本文に規定するものです。 

(B) 特許法施行規則第10条第２項 

他の事件について既に証明書を提出した者は、提出した証明書の証明事項に変更がない
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ときは、当該手続については、その旨を申し出て（援用の表示をして）当該証明書の提出

を省略することができます。この場合において、特許庁長官が特に必要と認めるときは証

明書の提出を命ずることができます。対象となる証明書は、(A)に記載のものと同様で

す。 

③ 特許法施行規則第31条の規定による提出書面の省略（実施規23(2)において準用） 

国内優先権の主張を伴う出願について、先の出願に提出した新規性喪失の例外の証明書が

変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができ

ます。（特施規31(1)） 

変更出願の際に、もとの出願について提出した特許法施行規則第４条の３、第５条から第

７条まで、第８条第１項の規定による証明書、又はもとの願書に添付した図面が変更を要し

ないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができます。（特

施規31(2)、(3)） 

実用新案登録に基づく特許出願の際に、その実用新案登録について提出した特許法施行規

則第４条の３、第５条から第７条まで、第８条第１項の規定による証明書、又は願書に添付

した図面が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略する

ことができます。（特施規31(4)、(5)） 

 

６６．．押押印印、、署署名名とと電電子子手手続続  

(1) 書面への押印、署名 

令和２年１２月２８日に特許庁関連の手続を規定する特許法施行規則等を含む「押印を求め

る手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」が公布・施行され、施

行日以降に特許庁に提出する書面において、一部の手続を除き、押印が不要となりました。 

押印を存続する手続については、実印又は実印により証明可能な法人の代表者印での手続が

必要です。詳細につきましては、以下リンク先を御確認ください。 

https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/oin-minaoshi.html 

押印を存続する手続において、外国人は、押印に代えて署名をすることができます。当該署

名については、本人確認ができる措置を求めています。詳細につきましては、以下リンク先を

ご確認ください。 

https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/shomei_kakunin.html 

なお、特許庁に提出する書類のうち、現在押印を求められている証明書等を、電子特殊申

請により提出する際には、押印に代えて電子署名が必要となります。正しく電子署名が付与

されていない場合、手続補正指令又は手続の却下の対象となります。電子署名の付与にはデ

ジタル庁GPKI電子署名アプリをご利用ください。詳細につきましては、以下リンク先をご確

認ください。 

https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/pcinfo/shien/gpki-app-forjpo.html 

  

(2) 電子手続について 

特例法施行後においては、特定手続である出願、及びその出願に係る手続における電子手続
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は次の方法により行っています。 

＜インターネット出願＞ 

①回線について 

インターネットに接続されたネットワークを利用しています。 

②本人認証方法 

申請人識別番号と、利用者が事前に登録した「電子証明書」の組み合わせが、各手続毎

に行われるクライアント認証で使用される利用者の「電子証明書」と一致し、かつその電

子証明書の信頼性をブリッジ認証局に問い合わせて確認しています。 

  

  

７７．．提提出出のの効効力力発発生生  

(1) 書面の提出の効力発生時期 

特許等関係法令には、書面手続に係る書面の提出（差出）の効力発生時期について、一般原

則的な規定は設けられていません。 

特許法第19条では、原則到達主義によることを前提として、願書又は提出の時期的制限が定

められている書面の提出について、郵送により行われた場合のその効力の生じる時期を規定し

ています。その時期は、願書等を郵便局に差し出した際に発行される郵便物の受領証により証

明された日時、その郵便物の通信日付印により表示された日時、等です。 

※ 在外者は特許管理人（日本国内に住所又は居所を有する代理人）によらなければ手続をす

ることができませんでしたが、平成28年４月１日より、特許出願（分割出願、変更出願等を

除く。）並びに先の特許出願を参照する旨の特許出願における先の特許出願の認証謄本を提

出する物件提出書及び欠落補完における優先権主張基礎出願の写しを提出する物件提出書の

提出については、在外者が自ら行うことができるようになりました。なお、外国からの航空

便等による手続は、特許法第19条は適用されないため、願書の特許庁への到達日が出願日と

して認定されます。 

(2) 電子手続における効力発生時期 

オンライン手続においては、特許庁のファイルへの記録の完了時点をもって特許庁に到達し

たものとみなされます（特例法３(2)）。 

 

８８．．期期間間  

(1) 期間の種類 

① 法定期間 

手続をすべき特許法等の法律又はこれらの法律に基づく命令により定められている期間 

② 指定期間 

手続をすべき期間が特許庁長官、審判長、審判官により指定される期間 

(2) 期間の計算（特３） 

① 期間の計算は、次の規定によります。 

ａ．期間の初日は算入しません。ただし、その期間が午前０時から始まるときは算入しま
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す。 

ｂ．指定期間は、特許庁から当該書面を発送した日の翌日から起算します。 

ｃ．期間の定め方を月又は年でしたときは、暦に従います。月又は年の始めから起算しない

ときは、その期間は、最後の月又は年におけるその起算日に応当する日の前日で満了しま

す。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日で満了します。 

10月10日（起算日）から３か月 → １月９日（月の途中から起算する例） 

10月30日（起算日）から４か月 → ２月28日（応答日がない場合の例（うるう年の場

合は2月29日） 

② 出願、請求その他の特許に関する手続についての期間の末日が、行政機関の休日に関する

法律に規定する行政機関の休日（日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休

日、12月29日から12月31日まで、１月２日、３日）に当たるときは、その翌日をもってその

末日とします。 

なお、特許法第４条及び第５条の規定による期間の延長をした場合において、もとの期間

の末日が行政機関の休日に当たったときは、その翌日をもとの期間の末日とせずに、もとの

末日から延長する期間の計算がされます。 

 

９９．．期期間間のの延延長長  

(1) 法定期間の延長（特４） 

手続すべき者が在外者である場合又は手続すべき者若しくはその代理人が次表に掲げる地に 

居住する場合は、次に掲げる法定期間の延長を職権により認めています。 

① 実用新案登録に基づく特許出願の期間（特許法第46条の２第１項第３号の期間に限る。） 

② 拒絶査定不服審判の請求期間 

③ 再審の請求期間 

なお、延長の期間は、次表に掲げる地に居住する場合は15日とし、在外者である場合は60日 

としています。ただし、拒絶査定不服審判の請求期間については、在外者のみ１月としていま

す。 

 

東 京 都 伊豆諸島、小笠原諸島 

石 川 県 輪島市海士町（舳倉島） 

鹿 児 島 県 南西諸島 

沖 縄 県 沖縄本島を除く周辺諸島 

北 海 道 北海道周辺諸島 

 

(2) 指定期間の延長（特５） 

次に掲げる書類その他の物件の提出について、指定期間内に対応できない場合には、請求に

より指定期間の延長が認められます。なお、請求のための合理的な理由は不要です。 

① 特許法第39条第６項の規定に基づく指令書に応答する書類 

② 特許法第194条第１項の規定に基づいて特許庁長官又は審査官より提出を求められたも
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のを提出する物件提出書 

③ 特許法第48条の７の規定により提出することができる意見書 

（１）指定期間内に行う期間延長請求 

手続すべき者が国内居住者である場合には、１通の請求で２か月、手続すべき者が在外者で

ある場合には、１通の請求で２か月（上記①、②の場合は３か月）の期間延長が認められま

す。 

提出できる期間延長請求書は国内居住者及び在外者ともに１通のみです。手数料は２，１０

０円です。 

（２）指定期間経過後に行う期間延長請求 

指定期間経過後であっても、指定期間に２月を加えた期間内に期間延長請求を行ったとき

は、手続すべき者が国内居住者である場合及び在外者である場合のいずれも、１通の請求で

２か月の指定期間の延長が認められます。 

提出できる期間延長請求書は国内居住者及び在外者ともに１通のみです。手数料は４，２０

０円です。ただし、（１）の延長が認められたときは、指定期間経過後の延長はできませ

ん。 

 

なお、指定期間の延長を請求するときは、「【請求の内容】」の欄には、「指定期間の２

か月の延長を求める。」のように記載します。また、指定期間経過後に期間の延長をすると

きは、「【書類名】」を「期間延長請求書（期間徒過）」とし、「【請求の内容】」の欄に

は、「指定期間の２か月の延長を求める。」のように記載します。（特施規様式第２の備考

21）また、拒絶理由通知に対する意見書の指定期間についても、請求により延長することが

できます。その期間延長の詳細については、「第十九節拒絶理由通知に対する応答につい

て」にある指定期間の延長を参照してください。 

 

(3) 手続する者及びその代理人の責に帰することができない理由によって、指定された期間内に

手続をすることができないと認める場合には、もとの指定期間と異なる期間を指定し、又は必

要な期間の延長を認めることができます。 
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第第十十八八節節  情情報報提提供供及及びび優優先先審審査査にに関関すするる手手続続  

  

ⅠⅠ  出出願願公公開開（（特特6644）） 

出願の日（優先権主張を伴う出願であるときは最先の出願の日、出願の日が遡及する出願であ

るときは原出願の日）から１年６か月を経過した出願は、出願の内容が公報に掲載され、出願公

開されます。なお、出願公開前に、拒絶査定の確定した出願、放棄・取り下げされた出願又は却

下された出願は、原則公開されません。（ただし、公報発行を中止することができない場合及び

出願公開の請求があったものについては、除きます。） 

また、早期公開については、第十六節「Ⅴ出願の早期公開」を参照してください。 

 

ⅡⅡ  情情報報のの提提供供  

付与前情報提供の手続及び審査における取扱等 

(1) 情報提供者（特施規13の２(1)柱書） 

何人も情報提供をすることができます。 

(2) 情報提供の対象となる特許出願（特施規13の２(1)柱書） 

特許庁に係属している特許出願について情報提供をすることができます。 

例えば、設定登録がされたもの、拒絶査定の確定した出願、放棄・取り下げされた出願又は

却下された出願は除かれます。 

なお、審査請求の有無は問いません。 

(3) 提出することができる情報（特施規13の２(1)①～④） 

① 対象出願（外国語書面出願を除く）の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に

ついての補正が、特許法第17条の２第３項に規定する要件を満たしていない（新規事項）旨

の情報（翻訳文新規事項は含まない）。 

② 対象出願の請求項に係る発明が、特許法第29条第１項柱書の発明でない又は産業上利用で

きる発明でない旨の情報。 

③ 対象出願の請求項に係る発明が、特許法第29条第１項各号の規定（新規性）により特許を

受けることができない旨の情報（頒布刊行物に係るものに加え、公知発明又は公用発明に基

づくものを含む）。 

④ 対象出願の請求項に係る発明が、特許法第29条第２項（進歩性）の規定により特許を受け

ることができない旨の情報。 

⑤ 対象出願の請求項に係る発明が、特許法第29条の２の規定により特許を受けることができ

ない旨の情報。 

⑥ 対象出願の請求項に係る発明が、特許法第39条第１項から第４項までの規定により特許を

受けることができない旨の情報。 

⑦ 対象出願が、特許法第36条第４項又は第６項（第４号は除く）に規定する要件を満たして

いない旨の情報。 

⑧ 対象出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面

に記載した事項の範囲内にない（原文新規事項）旨の情報。 
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（注）拒絶理由のうち、特許法第17条の２第４項（発明の特別な技術的特徴を変更する補

正）、特許法第25条（権利の享有）、特許法第32条（公序良俗）、特許法第36条第６項第

４号（請求項の記載形式）、特許法第37条（単一性）、特許法第38条（共同出願人）、特

許法第49条第３号（条約違反）及び特許法第49条第７号（冒認）並びに外国語書面出願に

係る特許法第17条の２第３項（翻訳文新規事項）に係るものについては、情報提供をする

ことができません。 

(4) 提供可能な資料（特施規13の２(1)柱書） 

情報提供者は、提供しようとする情報が正しいものであることを証明するため、「書類」を

提出することができます。提出できる「書類」には、従来認められていた刊行物若しくはその

写し又は特許出願若しくは実用新案登録出願の明細書、請求の範囲若しくは図面の写しのほ

か、実験成績証明書等の証明書類が含まれます。 

(5) 情報提供者へのフィードバック 

情報の利用状況については、提供者の希望によりフィードバックを行います。 

その内容は、 

ａ．提供された情報が情報提供前の拒絶理由通知に既に利用されたか、 

ｂ．情報提供後の第１回目の拒絶理由通知に利用されたかどうか、です。 

（２回目以降の拒絶理由通知に利用されたかどうか、及び最終的審査結果についてはフィード

バックしません）。 

フィードバックを希望する場合は、【提出の理由】の欄にフィードバックを希望する旨を記 

載します。 

(6) 出願人への通知 

情報提供があった事実は出願人に通知されます。 

(7) 提供された情報の閲覧 

提供された情報は閲覧に供します。 

(8) 無記名による情報提供（特施規13の２(3)） 

提出者の氏名若しくは名称、住所若しくは居所は省略することができます。なお、上記(5)

のフィードバックを希望する場合は、提出者の氏名若しくは名称、住所若しくは居所の記載は

省略できません。 

(9) 情報提供者の当該情報に関する釈明・面接等の機会 

情報提供者は出願の審査における当事者ではないので、当該情報に関する釈明や対象出願の

特許の可否についての説明等のために面接等により審査官と連絡をとることはできません。ま

た、特許法第194条第１項により審査官が書類等の提出を求める対象者となることもできませ

ん。 

(10)査定等がされた後に提供された情報の取り扱い 

特許査定後に審査官が利用可能となった情報提供については考慮しません。 

拒絶査定後に審査官が利用可能になった情報提供については、審査（前置審査を除く）にお

いてはこれを考慮しません。 

審理終結後に審判合議体が利用可能になった情報提供については考慮しません。 
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(11)刊行物等提出書の様式 

(1)の情報の提供は、特許法施行規則様式第20により作成した刊行物等提出書を提出します。 

特施規様式第20（第13条の２、第13条の３関係） 

【書類名】   刊行物等提出書 

（【提出日】   令和  年  月  日） 

【あて先】   特許庁長官     殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【提出者】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【提出する刊行物等】 

【提出の理由】 

 

〔備 考〕 

１ 「【事件の表示】」の欄は、次の要領で記載する。 

イ 「【出願番号】」には、「特願○○○○－○○○○○○」のように特許出願の番号を記載

する。 

ロ 国際特許出願について、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を

「【国際出願番号】」とし、「ＰＣＴ／○○○○／○○○○○」のように国際出願番号を記

載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「特許」と記載す

る。 

ハ 審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄の次に「【審判番号】」の欄を

設けて、「不服○○○○－○○○○○」のように当該審判の番号を記載し、かつ、「【出願

番号】」には、出願の番号を記載する。ただし、審判の番号が通知されていないときは

「【審判番号】」を「【審判請求日】」とし、審判請求をした年月日を記載する。 

ニ 第13条の３第１項の規定により提出するときは、「【事件の表示】」の欄を「【特許番

号】」とし、特許の番号を記載する。 

２ 「【提出者】」の欄に記載すべき者が２人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて

記載する。 

【提出者】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 
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【氏名又は名称】 

【提出者】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

３ 「【識別番号】」には、識別番号をなるべく記載するものとし、記載しないときは「【識別

番号】」の欄に「省略」と記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、

「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。 

４ 第13条の２第３項（第13条の３第３項において準用する場合を含む。）の規定により提出者

の住所若しくは居所又は氏名若しくは名称を省略するときは、「【住所又は居所】」又は

「【氏名又は名称】」の欄に「省略」と記載する。 

５ 「【提出の理由】」の欄には、当該刊行物等によりその特許出願が第13条の２第１項各号又

はその特許が第13条の３第１項各号のいずれかに該当するものであるとする理由を記載する。 

６ その他は、様式第２の備考１から４まで、11から14まで、16から18まで、22及び24から26ま

で並びに様式第13の備考８と同様とする。この場合において、様式第２の備考26中「（【手数

料の表示】）」とあるのは「【提出の理由】」と、様式第13の備考８中「【補正の内容】」と

あるのは「【提出の理由】」と読み替えるものとする。 
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ⅢⅢ  優優先先審審査査にに関関すするる事事情情説説明明書書のの手手続続  

出願公開になった発明を第三者が実施している場合、又は出願人からの警告を受けた場合、事

情説明書の提出により状況が明確になったときは優先的に審査を行い混乱を防ごうとするもので

す（特48の６）。 

事情説明書には実施の状況等を記載し、公開公報、警告状の写し、実施の事実の証明書、従来

の技術の刊行物の写し等を添付して提出します。 

優先審査に関する事情説明書は、次の様式により作成します。 

特施規様式第46（第31条の３関係） 

【書類名】   優先審査に関する事情説明書 

（【提出日】   令和  年  月  日） 

【あて先】   特許庁長官     殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【提出者】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【実施の状況等】 

【提出物件の目録】 

〔備 考〕 

１ 「【提出者】」の欄に記載すべき者が２人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記

載する。 

【提出者】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【提出者】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

２ 「【実施の状況等】」の欄には、「１．実施の状況」、「２．実施等による影響」及び「３．

折衝の経過」の項目を設けて、次の要領で記載する。 

イ 「１．実施の状況」には、実施者の住所、氏名及び電話番号、実施者が特許出願人と取引

関係、人的・資本的関係等を有するときはその関係、実施に係る物又は方法、実施の場所、
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実施の時期、生産・使用・販売等実施の方法及びその数量又は金額その他実施の状況を明ら

かにする事項を具体的に記載する。 

ロ 「２．実施等による影響」には、提出者が、特許出願人であるときは実施により受けてい

る影響、特許出願人でないときは特許出願人の警告等により受けている影響を具体的に記載

する。 

ハ 「３．折衝の経過」には、実施に関して行われた特許出願人と実施者との折衝の経過及び

その結果を具体的に記載する。 

３ 次に掲げる書類又は物件を優先審査に関する事情説明書に添付する。 

イ 警告状の写し 

ロ 特許出願人でない者の実施に係る物又は方法の説明書及び必要な図面並びにその実施が特許

出願に係る発明の実施となる理由を具体的に記載した書面 

ハ 「１．実施の状況」に記載した事項の根拠となる書類又は物件 

ニ 提出者が特許出願人でないものであるときは、その特許出願に係る発明が特許要件を欠くも

のであるとする理由を記載した書面及びその根拠となる刊行物その他の書類 

４ その他は、様式第２の備考１から４まで、10から14まで、16から18まで及び22から25まで並

びに様式第４の備考２及び４と同様とする。 
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第第十十九九節節  拒拒絶絶理理由由通通知知にに対対すするる応応答答ににつついいてて  

  

ⅠⅠ  拒拒絶絶理理由由のの通通知知（（特特5500））  

特許出願について審査官が拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、出願人に対して拒絶

の理由が通知されます。これに対して意見があるときは、出願人は指定された期間内に意見書を

提出することができます。 

 

ⅡⅡ  意意見見書書のの様様式式  

意見書は、次の様式により作成します。 

特施規様式第48（第32条関係） 

【書類名】   意見書 

（【提出日】   令和  年  月  日） 

【あて先】   特許庁審査官    殿 

  （特許庁審判長    殿） 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【特許出願人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】                      

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                   

【発送番号】 

【意見の内容】 

【証拠方法】 

【提出物件の目録】 

 

〔備考〕 

１ 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明瞭に

かつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字（意見の内容に使用する場合を除

く。）並びに「【｣、｢】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない（欄名の前後に「【」及び

「】」を用いるときを除く。）。 

２ 「【あて先】」は、特許庁審査官の命令による場合はその命令を発した特許庁審査官、特許

庁審判長の命令による場合はその命令を発した特許庁審判長とする。 

３ 審判に係属中は、「【特許出願人】」を「【審判請求人】」とする。 

４ その他は、様式第２の備考１から３まで、８、10から14まで、16から18まで及び22から25ま

代理人手続のときは、法人にあっては【代表者】の

欄は不要です。 
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で、様式第４の備考４、様式第13の備考８並びに様式第15の２の備考２と同様とする。この場

合において、様式第13の備考８中「【補正の内容】」とあるのは「【意見の内容】」と読み替

えるものとする。 

 

ⅢⅢ  手手続続のの補補正正等等  

出願人は、拒絶理由の通知に対して意見書を提出できるほか、必要な場合には、指定された期

間内に限り明細書、特許請求の範囲又は図面を補正することができます。（詳細は巻末の主要期

間一覧参照） 

 

ⅣⅣ  指指定定期期間間のの延延長長  

１．拒絶理由通知に対する期間延長（拒絶査定不服審判の審理（審査前置を含む。）中にされた拒

絶理由通知の場合は、３．を参照してください。） 

拒絶理由通知の応答期間内に対応できない場合には、以下のとおり応答期間の延長が認められ

ます（特５(1)）。なお、請求のための合理的な理由は不要です。 

 

（１）拒絶理由通知の応答期間内に行う期間延長請求 

＜出願人が国内居住者の場合＞ 

１通の請求で２か月の応答期間の延長が認められます。 

提出できる期間延長請求書は１通のみです。手数料は２，１００円です。 

＜出願人が在外者の場合＞ 

１通の請求で２か月の応答期間の延長が認められ、２通目の請求で更に１か月の延長が認め

られます（最大３か月の期間延長）。 

１通目の請求と２通目の請求を同時にすることもできます。手数料は請求１通につき２，１

００円です。 

 

（２）拒絶理由通知の応答期間経過後に行う期間延長請求 

平成２７年改正法の施行に伴い、拒絶理由通知の応答期間経過後の請求であっても、応答期間

に２か月を加えた期間内に請求すれば２か月の延長が認められます。出願人が国内居住者である

場合又は在外者である場合のいずれも、１通の請求で２か月の応答期間の延長が認められます

（特５(3)、特施規４条の２(5)(6)）。また、当該期間延長請求を行う際には、５１，０００円

の手数料が必要となります。国と国以外の者の共有に係る出願であって、国以外の者の持分の割

合に乗じて得た額を納付するときは、「（【手数料の表示】）」の欄の上に「【持分の割合】」

の欄を設けて「○／○」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載します。この場合、持分

を証明する書面の提出を省略できます。 

ただし、（１）の延長が認められたときは、応答期間経過後の延長請求はできません。また、

当初の応答期間内に応答をした場合は、応答期間経過後の延長請求はできません。 

 

２．拒絶理由通知に対する期間延長（拒絶査定不服審判の審理（審査前置を含む。）中にされた拒

― 315 ―



- 316 - 

 

絶理由通知の場合は、３．を参照してください。）に係る期間延長請求書の作成例 

（１）拒絶理由通知の応答期間内に行う期間延長請求書の作成例 

  特施規様式第２（第４条の２関係）   

【書類名】      期間延長請求書 

【提出日】      令和〇〇年〇〇月〇〇日 

【あて先】      特許庁長官 殿 

【事件の表示】 

【出願番号】   特願〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇 

【請求人】 

【識別番号】   ０９０００４３４２ 

【住所又は居所】 〇〇県××市□□□ 

【氏名又は名称】 △△△株式会社 

【代理人】 

【識別番号】   １９０００１２３４ 

【住所又は居所】 〇〇県××市□□□ 

【氏名又は名称】 代理 太郎        

【発送番号】     〇〇〇〇〇〇 

【請求の内容】    指定期間の２か月の延長を求める。 

【手数料の表示】                         （注） 

【予納台帳番号】 １２３４５６ 

【納付金額】   ２１００ 

 

 

（注）特許印紙により納付する場合には【手数料の表示】の欄は記載せず、特許印紙を左上の

余白に貼付してください。 

  

― 316 ―



- 317 - 

 

（２）拒絶理由の応答期間経過後に行う期間延長請求書の作成例 

   特施規様式第２（第４条の２関係） 

【書類名】      期間延長請求書（期間徒過） 

【提出日】      令和〇〇年〇〇月〇〇日 

【あて先】      特許庁長官  殿 

【事件の表示】 

【出願番号】   特願〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇 

【請求人】 

【識別番号】   ０９０００４３４２ 

【住所又は居所】 〇〇県××市□□□ 

【氏名又は名称】 △△△株式会社 

【代理人】 

【識別番号】   １９０００１２３４ 

【住所又は居所】 〇〇県××市□□□ 

【氏名又は名称】 代理 太郎          

【発送番号】     〇〇〇〇〇〇 

【請求の内容】    指定期間の２か月の延長を求める。 

【手数料の表示】                           （注） 

【予納台帳番号】 １２３４５６ 

【納付金額】   ５１０００ 

 

 

（注）特許印紙により納付する場合には【手数料の表示】の欄は記載せず、特許印紙を左上の

余白に貼付してください。 
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３．拒絶査定不服審判の審理（審査前置を含む。）中にされた拒絶理由通知に対する期間延長 

（審判便覧２５－０４ ３．（１）ウ（ア）） 

拒絶理由通知の応答期間内に対応できない合理的な理由がある場合には、以下のとおり応答期

間の延長が認められます（応答期間経過後の請求は認められません）。合理的理由は以下の二つ

です。手数料は請求１通につき２，１００円です。 

理由①：拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験を行うとの理由 

理由②：拒絶理由通知書や意見書・手続補正書等の手続書類の翻訳を行うとの理由 

 

＜出願人が国内居住者の場合＞ 

理由①により応答期間の延長を請求する場合、１か月の応答期間の延長が認められます。提

出できる期間延長請求書は１通のみです。 

 

＜出願人が在外者の場合＞ 

理由①又は②により応答期間の延長を請求する場合、応答期間の延長が認められます。 

１通の期間延長請求により延長される期間は１か月で、３通まで提出することができます

（最大３か月の期間延長）。理由①による期間延長請求は１通のみ提出できます。 

 

拒絶理由通知（拒絶査定不服審判の審理（前置審査を含む。）中にされたものに限る。）に係

る指定期間の延長を請求するときは、「【請求の内容】」の欄には、「拒絶理由通知書で示され

た引用文献に記載された発明との対比実験のため、指定期間の１か月の延長を求める。」、「手

続書類の翻訳のため、指定期間の１か月の延長を求める。（○通目）」のように延長の理由を付

して、請求の内容を具体的に記載します。（特施規様式第２の備考20） 

 

理由②の場合の期間延長請求書（２通目）の作成例 

  特施規様式第２（第４条の２関係） 

【書類名】      期間延長請求書 

【提出日】      令和〇〇年〇〇月〇〇日 

【あて先】      特許庁審判長 殿 

【事件の表示】 

【出願番号】   特願〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇 

【審判番号】   不服○○○○－○○○○○○ 

【請求人】 

【識別番号】   ０９０００４３４２ 

【住所又は居所】 〇〇県××市□□□ 

【氏名又は名称】 △△△株式会社 

【代理人】 

【識別番号】   １９０００１２３４ 

【住所又は居所】 〇〇県××市□□□ 
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【氏名又は名称】 代理 太郎        

【発送番号】     〇〇〇〇〇〇 

【請求の内容】    手続書類の翻訳のため、指定期間の１か月の延長を求める。 

           （２通目） 

【手数料の表示】                         （注） 

【予納台帳番号】 １２３４５６ 

【納付金額】   ２１００ 

 

 

  （注）特許印紙により納付する場合には【手数料の表示】の欄は記載せず、特許印紙を左上の 

余白に貼付してください。 
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第第二二十十節節  手手続続のの却却下下とと補補正正指指令令  

  

ⅠⅠ  手手続続のの却却下下とと補補正正指指令令  

１．不適法な手続であって、その不備を補正により解消をすることができないものについては、そ

の手続が却下されます。（特18の２(1)） 

 

２．方式要件を満たしていない手続は、その不備を解消するよう、手続の補正が命じられます。

（特17(3)） 

 

ⅡⅡ  不不適適法法なな手手続続のの却却下下  

１１．．却却下下理理由由通通知知  

不適法な手続（申請）であって、その補正をすることができないものについて、当該手続（申

請）を却下するときは、手続（申請）をした者に対し処分に係る理由を通知し、相当の期間（国

内居住者、在外者とも２か月）を指定して弁明を記載した書面（弁明書）を提出する機会が与え

られます。（特18の２(2)） 

 

２２．．却却下下さされれるる手手続続  

＊＊願願書書及及びびそそのの添添付付書書類類  

（（共共通通事事項項））  

(1) いずれの種類の出願であるか不明な出願をしたとき。 

(2) 日本語で書かれていない書面をもって出願をしたとき（特許法施行規則等で認められる願書

様式、特36の２(1)で規定するものを除く。）。（特施規２(1) ） 

(3) 在外者（在外者と日本国内に住所又は居所を有する者が共同して出願をしたときを含む。）

が日本国内に住所又は居所を有する代理人によらないで出願（特許出願（分割出願、変更出願

及び実用新案登録に基づく特許出願を除く。）を除く。）をしたとき。（特８(1)、特施令

１） 

(4) 原出願の出願人以外の者が、分割出願、変更出願をしたとき又は基礎とされた実用新案登録

の実用新案権者以外の者が実用新案登録に基づく特許出願をしたとき（代理権が確認できる代

理人又はもとの出願の代理人による手続であって、出願書面作成時に誤記したことが明らかな

場合を除く。）。（特44(1)、特46(1)(2)、特46の２(1)） 

(5) 分割出願、変更出願において、原出願が共同出願の場合で、原出願の出願人全員で行ってい

ないとき、又は実用新案登録に基づく特許出願において、基礎とされた実用新案権が共有に係

る場合で、共有者全員で行っていないとき（代理権が確認できる代理人又はもとの出願の代理

人による手続であって、出願書面作成時に脱漏したことが明らかな場合を除く。）。（特

44(1）、特46(1)(2) 、特46の２(1)) 

(6) 出願をすることができる時又は期間が特許法により定められている場合において、その時又

は期間外に出願をしたとき（特許出願の分割においては特許法第44条第７項の規定が適用され

る場合、実用新案登録出願又は意匠登録出願から特許出願への変更においては同法第46条第５
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項の規定が適用される場合、実用新案登録に基づく特許出願においては同法第46条の２第３項

の規定が適用される場合、及び特許権の存続期間の延長登録出願においては改正前特許法施行

令第３条ただし書の規定が適用される場合を除く。）。（特44(1)、特44(5)(6)、46(1)から

(3)まで、46の２(1)、67(2)、67の５(3)、67の６(2)） 

（（特特許許出出願願））  

(7) 先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願（以下「先願参照出願」とい

う。）をしようとする者が先の特許出願の出願時の特許出願人、出願後の承継人又は出願前の

権利者でないとき。（特38の３(1)） 

(8) 先願参照出願をしようとする旨を願書に記載して特許出願をする者が先の特許出願をした国

若しくは国際機関の名称、先の特許出願の出願日又は出願番号を願書に記載して提出しないと

き。（特38の３(2)、特施規27の10(1)） 

(9) 先願参照出願をした者が、特許出願の日から４月以内に、当該特許出願に係る願書に添付し

て提出すべき明細書及び必要な図面並びに先の特許出願の認証謄本等又は先の特許出願の認証

謄本等が外国語で記載されている場合は日本語による翻訳文を提出しないとき。（特38の３

(3)、特施規27の10(3)(4)） 

（（実実用用新新案案登登録録にに基基づづくく特特許許出出願願））  

(10)実用新案権の設定の登録がなされていない実用新案登録出願又は実用新案権が消滅した実用

新案登録を基礎として実用新案登録に基づく特許出願をしたとき。（特46の２(1)） 

(11)実用新案登録に基づく特許出願の際に、実用新案権の放棄による登録の抹消の申請がなされ

ていない又は当該申請が却下になった実用新案登録を基礎として実用新案登録に基づく特許出

願をしたとき。ただし、この場合において、当該出願に対する却下の処分を行おうとする際

に、実用新案権の放棄による登録の抹消の申請がなされているときは、却下の処分は行いませ

ん。（特46の２(1)） 

（（特特許許権権のの存存続続期期間間のの延延長長登登録録出出願願））  

(12)特許番号が記載されていない願書をもって特許権の存続期間の延長登録出願をしたとき（願

書に添付された書面全体から特定できるときを除く。）。（特67の２(1)②、特67の５(1) 

②） 

(13)特許法第67条第４項の政令で定める処分の内容が記載されていない願書（延長の理由を記載

した資料が添付されているときを除く。）をもって特許権の存続期間の延長登録出願をしたと

き。（特67の５(1)④） 

(14)特許法第67条第４項の政令で定める処分に該当しない処分が記載された願書（願書に添付さ

れた書面全体から出願書面作成時に誤記したことが明らかな場合を除く。）をもって特許権の

存続期間の延長登録出願をしたとき。（特67の５(1)④） 

 

＊＊願願書書以以外外のの出出願願書書類類  

(1) 提出の趣旨の不明な書類その他の物件をもって手続をしたとき。 

(2) 代表者選定の届出がされている場合において、代表者以外の者が手続をしたとき（手続の効

果が本人にのみ及ぶ手続を除く。）。 
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(3) 出願人以外の者が手続をしたとき（代理権が確認できる代理人による手続であって、手続書

面作成時に誤記したことが明らかな場合又は他人による出願審査請求等を除く。）。 

(4) 査定謄本の送達後又は出願却下の処分の謄本の送達後に、意見書、物件提出書を提出したと

き。（特18(1)(2)） 

(5) 特許法第18条の２第１項の規定により却下された出願について手続をしたとき、出願が放棄

され、取り下げられ、若しくは却下された後に手続をしたとき、又は出願について拒絶査定が

確定（審決の確定による場合を含む。）し、若しくは設定の登録がされた後に手続をしたとき

（設定の登録後にした代理人選任等の届出、包括委任状の援用の制限の届出、情報の提供及び

受託番号の変更の届出を除く。）。 

(6) 特許法第18条の規定による手続却下又は出願却下の処分の謄本の送達後（同日含む。）に当

該手続又は出願に対し手続補正書等を提出したとき（弁明等により却下の処分の謄本の送達前

の提出であることを証明した場合を除く。）。 

(7) 外国語書面出願又は特許協力条約（ＰＣＴ）に基づく外国語特許出願のいずれでもない出願

（外国語書面出願又は特許協力条約（ＰＣＴ）に基づく外国語特許出願をもとにした日本語に

よる分割出願を含む。）に誤訳訂正書を提出したとき。（特36の２、17の２(2)、184の４、

184の12(2)） 

(8) 一の手続をもって足りる手続（外国語書面出願の翻訳文（特36の２(2)）、明細書等提出書

(特38の３(3)、特施規27の10(5))、出願審査請求書（特48の３）等）が重ねて行われたとき。 

(9) 法定期間若しくは指定期間につき延長を請求した場合において、その期間の延長が法律上許

されないものであるとき、又はその期間（特５(3)の規定により期間の延長を請求することが

できる場合は、延長を請求することができる期間）満了後に延長を請求したとき。（特４、特

５） 

(10)特許法第38条の２第３項又は第９項の規定により特許出願について補完をする場合におい

て、同条第４項に規定する手続補完書を特許法施行規則第27条の７又は同規則第27条の９に規

定する期間経過後に提出したとき。 

(11)特許法第38条の２第４項に規定する手続補完書により同法第36条第２項の必要な図面のみが

提出されたとき。 

(12)先願参照出願をした者が、当該特許出願に係る願書に添付して提出すべき明細書及び必要な

図面並びに先の特許出願の認証謄本等及び先の特許出願の認証謄本等が外国語で記載されてい

る場合にあってはその日本語による翻訳文のいずれかを特許法施行規則第27条の10第３項に規

定する期間経過後に提出したとき。 

(13)先願参照出願をした者が、特許法第38条の３第３項に規定する明細書等提出書で当該特許出

願に係る願書に添付して提出すべき必要な図面のみを提出したとき。 

(14)特許法第38条の４第２項又は第９項の規定により明細書又は図面の一部の欠落を補完するた

めに、特許法第38条の４第３項に規定する明細書等補完書を特許法施行規則第27条の11第１項

又は第12項に規定する期間経過後に提出したとき。 

(15)明細書又は図面の一部の欠落を補完するための手続において、特許法施行規則第27条の11第

７項に規定する優先権主張基礎出願の写し又は同項に規定する優先権主張基礎出願の日本語に
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よる翻訳文を、同項に規定する期間経過後に提出したとき。 

(16)明細書又は図面の一部の欠落を補完するための手続において、特許法施行規則第27条の11第

４項に規定する意見書を同項に規定する期間経過後に提出したとき。 

(17)明細書又は図面の一部の欠落を補完するための手続において、特許法施行規則第27条の11第

10項に規定する期間経過後に特許法第38条の４第７項の規定による明細書等補完書の取下げを

したとき。 

(18)発明の新規性の喪失の例外規定の適用を受けるための手続において、特許法第30条第３項に

規定する証明書を同項に規定する期間経過後に提出したとき（特許法第30条第４項の規定が適

用された場合を除く。）。（特30(3)） 

(19)外国語書面出願において、特許法第36条の２第２項に規定する翻訳文を同項に規定する期間

経過後に提出したとき（同法第36条の２第４項又は第６項の規定が適用され、同条第７項の規

定により同条第２項に規定する期間が満了する時に提出されたものとみなす場合を除く。）。 

(20)特許出願等に基づく優先権主張の手続において、特許法第41条第１項柱書き、同項第１号か

ら第５号まで若しくは同条第４項に規定する要件を満たしていないとき。 

(21)パリ条約による優先権主張の手続において、特許法第43条第１項に規定する要件を満たして

いないとき。（特43(1)（特43の２(2)（特43の３(3)）、特43の３(3)）） 

(22)パリ条約による優先権主張の手続において、特許法第43条第２項に規定する優先権証明書類

等を同項に規定する期間経過後に提出したとき（特許法43条第７項又は第８項の規定が適用さ

れた場合を除く。）。（特43(2)(6)（特43の２(2)（特43の３(3)）、特43の３(3)）） 

(23)分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願において、原出願で主張していない

優先権の主張をしたとき（実用から特許への変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願に対

し、原出願の日から１月以内に優先権主張書を提出した場合を除く。）。 

(24)出願審査の請求において、特許法第48条の３第１項に規定する期間経過後に出願審査請求書

を提出したとき（特許法第48条の３第５項が適用され、同条第６項の規定により同条第１項に

規定する期間が満了する時に提出されたものとみなす場合を除く。）。〔特48の３(1)〕 

(25)特許権の存続期間の延長登録において、特許法第67条の６第１項の規定による書面を同項に

規定する期間経過後に提出したとき（特許法第67の６第４項の規定が適用された場合を除

く。）。 

(26)出願審査の請求の手数料又は過誤納の手数料の返還について、特許法施行規則第77条に規定

する出願審査請求手数料返還請求書又は同規則第78条に規定する既納手数料返還請求書を、特

許法第195条第10項又は第12項に規定する期間経過後に請求したとき（特許法第195条第13項の

規定が適用された場合を除く。）。（特195(10)(12)） 

(27)手続が以下に該当するとき。 

ア．手続補正書が次に該当するとき。 

ａ．手続補正書（誤訳訂正書、手続補完書）に補正の内容（訂正の内容、補完の内容）の

記載がないとき（補正方法（訂正方法）が「削除」のときを除く。）又は添付すべき書

面が添付されていないとき（物件の提出をその内容とする場合に限る。）。 

ｂ．外国語書面出願において、翻訳文提出書の提出前に明細書、特許請求の範囲、図面又
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は要約書に係る補正をしたとき。 

ｃ．通常出願をした後、当該出願を分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出

願にすることを目的とする補正をしたとき。 

イ．意見書に意見の内容の記載がないとき。 

ウ．翻訳文提出書に翻訳文が添付されていないとき。 

エ．物件の提出を目的とする手続（優先権証明書提出書等）に物件が添付されていないとき

（援用により提出書面の省略がされた場合を除く。）。 

オ．代表者選定届に何人が代表者となったかの記載がないとき（手続書面全体から特定する

ことができるときを除く。）。 

カ．出願人名義変更届が、以下に該当するとき（手続書面全体から特定することができると

きを除く。）。 

ａ．出願人名義変更届に承継人の識別番号及び氏名又は名称のいずれも記載がないとき。 

ｂ．特許を受ける権利の帰属について訴訟が係属中であることを特許庁が知り得た後にな

された手続であって、当該手続に係る者（出願人名義変更届の譲渡人、出願取下書の出

願人等）が判決又はこれと同一の効力を有する和解調書等により正当な出願人（正当に

特許を受ける権利を承継している者）でないことが判明したとき。 

キ．代理人受任の届出書に受任した代理人の識別番号及び氏名又は名称のいずれも記載がな

いとき（手続書面全体から特定することができるときを除く。）。 

ク．代理人選任（代理人変更、代理権変更、代理権消滅）の届出書に選任した代理人の識別

番号及び氏名又は名称のいずれも記載がないとき（手続書面全体から特定することができ

るときを除く。）。 

ケ．包括委任状援用制限届に援用を制限した代理人の記載がないとき。 

コ．手続補足書に添付すべき物件が添付されていないとき。 

サ．受託番号変更届に新受託番号の記載がなく、添付すべき新受託番号を証明する書面が添

付されていないとき。 

シ．特許法第67条の６第１項の書面に、特許番号又は第67条第４項の政令で定める処分の記

載がないとき。 

(28)手数料の補正のみをする手続補正書が、次に該当するとき。 

ア．予納を利用する場合 

ａ．予納台帳番号が記載されていないとき。 

ｂ．手続をする者（代理人があるときはその代理人）が手続補正書に記載した予納台帳番

号の予納台帳の予納者（特例法施行規則第41条の規定による代理人届が提出された者を

含む。）でないとき。 

ｃ．予納台帳の残高が不足することにより、予納額から手数料の納付に充てることが全く

できないとき。 

イ．特許印紙により納付する場合 

特許印紙を全く貼付しないで手続をしたとき。 

ウ．現金（電子現金）により納付する場合 
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納付の事実が存在しない又は使用済み若しくは返還済みのとき。 

エ．口座振替により納付する場合 

ａ．書面による手続補正書において口座振替による納付の申出をしたとき。 

ｂ．手続をする者（代理人によるときはその代理人）が手続補正書に記載した振替番号を

付与された者（特例法施行規則第41条の規定による代理人届が提出された者を含む。）

でないとき。 

ｃ．預金口座又は貯金口座の残高の不足等により、手数料の振替ができないとき。 

オ．指定立替納付者により納付する場合 

ａ．書面による手続補正書において指定立替納付者による納付の申出をしたとき（当該申

出を特許庁の窓口において手続に係る書面を提出することにより行う場合を除く。）。 

ｂ．クレジットカードの有効期限が切れている等の事情により、手数料が納付されていな

いとき。 

(29)共同で行わなければならない手続において、出願人全員で行っていないとき（代理権が確認

できる代理人による手続であって、手続書面作成時に脱漏したことが明らかな場合を除

く。）。（特14） 

(30)出願公開の請求をする場合において、次に該当するとき。 

ア．出願公開請求書の提出以前に、出願公開されているとき。（特64の２(1)①） 

イ．パリ条約による優先権等の主張を伴う出願でその証明書が提出されていないとき。（特

64の２(1)②） 

ウ．外国語書面出願で外国語書面の翻訳文が提出されていないとき。〔特64の２(1)③〕 

ただし、上記イ．又はウ．の場合において、却下の処分を行おうとする際に証明書又は翻

訳文が提出されているときは、却下の処分は行いません。 

(31)出願審査請求手数料の返還請求をする場合において、次に該当するとき。 

ア．出願が放棄され又は取り下げられた日から６月を経過した後に返還請求をしたとき。

（特195(10)） 

イ．出願審査請求手数料の納付に係る手続をした者以外の者が返還請求をしたとき（代理権

が確認できる代理人による手続であって、手続書面作成時に誤記したことが明らかな場合

を除く。）。（特195(9)） 

ウ．出願審査請求手数料を完納していない事件について返還請求をしたとき。 

エ．審査の通知等に係る書類の到達後に出願の放棄又は取り下げがなされた事件について返

還請求をしたとき。（特195(9)①～④） 

(32)回復理由書が次に該当するとき。 

ア．救済手続期間外に提出されたとき。（特施規25の７(6)、27の４の２(4)（特施規27の４

の２(9)）、特施規31の２（5）） 

イ．回復の理由の記載がされていないとき。 

ウ．所定の期間内に手続をしなかったことが故意によるものであると認められるとき。（特

36の２(6)、41(1)①、43の２(1)（特43の３(3)）、特48の３(5)（特48の３(7)）） 

エ．回復対象となる手続が提出されないとき。 
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オ．回復対象となる手続をすることができる者以外の者が手続をしたとき。 

(33)出願審査請求手数料の軽減又は免除を受けようとする場合（平成３１年４月１日以降に出願

審査の請求をした特許出願に限る。）において、審査請求料減免申請書が、出願審査請求書

（特許法施行規則第11条第４項（同規則第11条の２第２項において準用する場合を含む。）の

補正に係る手続補正書を提出する場合にあっては当該手続補正書。）の提出と同時に提出され

ていないとき。（特施規73(2)） 

(34)出願審査請求手数料の減免の適用件数の制限を受ける者が件数の限度を超えた審査請求料減

免申請書を提出したとき。 

(35)経済安全保障推進法第70条第１項の規定により通知を受けた指定特許出願人が、同法第77条

第２項の規定による保全指定の解除又は保全指定の期間の満了の通知を受ける前に、出願放棄

書又は出願取下書を提出したとき。（経済安全保障推進法72(1)） 

(36)電子特殊申請により行われた手続が次に該当するとき。 

  ア． 特定手続を実行した者（代理人を含む。）と手続に係る書類に表示された手続をした

者又はその代理人（手続をした者又はその代理人が複数あるときは、そのうちのいずれと

も）が一致しないとき（特例施規13(1)(2)） 

  イ．特例法施行規則別表第１の２に掲げる特定手続が、当該特定手続ごとに行われていない

とき（特例施規13(2)） 

  ウ．特例法施行規則別表第１の２に掲げる特定手続以外の手続をしたとき 

(37)上記「＊願書及びその添付書類」欄の(2)、(3)及び(6)は、願書以外の出願書類に準用しま

す。この場合において、(3)について、以下の場合には適用しません。 

ア．特許管理人を有する在外者が日本に滞在している場合（特施令１①〕） 

イ．先願参照出願をした者が、先の特許出願の認証謄本等を提出する場合（特施令１②、特

施規４の４） 

ウ．明細書又は図面の欠落を補完するための手続において優先権主張基礎出願の写しを提出

する場合（特施令１②、特施規４の４） 

エ．特許出願（分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願を除く。）と同時に

提出することができる書面を出願と同時に提出する場合（願書に必要事項を記載してその

提出を省略する場合を含む。） 

オ．特許出願における手続において却下の処分を行おうとする際に特許管理人選任の届出が

されている場合 

― 326 ―



- 327 - 

 

 

３３．．弁弁明明書書  

却下理由通知に対しては、指定した期間内に弁明書を提出することができます。 

弁明書は、次の様式により作成します。 

 

特施規様式第15の４（第11条の４関係） 

【書類名】   弁明書 

（【提出日】   令和○○年○○月○○日） 

【あて先】   特許庁長官      殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【弁明をする者】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】                      

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【弁理士】 

【氏名又は名称】                    

【発送番号】  ○○○○○○ 

【弁明の内容】 ・・・・・・・・・・・・ 

【提出物件の目録】 

 

〔備考〕 

１ 「【弁明をする者】」の欄に記載すべき者が２人以上あるときは、次のように欄を繰り返し

設けて記載する。 

【弁明をする者】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【弁明をする者】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

２ その他は、様式第２の備考１から４まで、10から14まで、16から18まで及び22から25まで、

様式第４の備考１、２及び４並びに様式第13の備考８と同様とする。この場合において、様式

２の備考16中「弁理士法施行令（平成12年政令第384号）第７条第２号及び第12号の期間の延

長の請求」とあるのは「弁理士法施行令第７条第14号の弁明書の提出」と、様式第13の備考８

代理人手続のときは、法人にあっては【代表者】の欄 

は不要です。 
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中「【補正の内容】」とあるのは「【弁明の内容】」と読み替えるものとする。 

 

４４．．手手続続却却下下のの処処分分  

指定した期間内に弁明書の提出がないとき、又は弁明書の提出があっても却下理由が解消でき

ないときは、当該手続（申請）が却下されます。（特18の２(1)） 
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ⅢⅢ  手手続続のの補補正正指指令令とと却却下下  

１１．．手手続続補補正正指指令令書書  

方式要件を満たしていない手続は、特許法第17条第３項の規定に基づき、特許庁長官により手

続の補正が命じられます。 

この場合における手続の補正の命令は、次に掲げるような様式によって指令がなされます。 

手続補正指令書（方式） 

令和○○年○○月○○日 

特  許  庁  長  官 

 

出願人代理人 ○○○○ 様 

 

特願○○○○－○○○○○○に関し 

 

この出願は、下記事項について、法令に定める要件を満たしていないので、この手続補正

指令書発送日の日から２月以内に、下記事項を補正した手続補正書を提出してください。 

この手続補正書の提出がないときは、この出願を却下することになりますのでご注意くだ

さい。 

 

記 

 

１．特許願に記載された出願人の氏名又は名称が、識別番号に係る届出のものと相違しま

す。 

 

２．本件手数料１４，０００円が納付されていません。 

 

  

２２．．手手続続補補正正指指令令にに対対すするる手手続続  

手続補正指令に対する手続は、指定された期間内に手続補正書を提出することにより行いま

す。 

 

３３．．手手続続のの却却下下処処分分（（手手続続補補正正指指令令にに応応答答ししなないいとときき））  

(1) 特許庁長官は、特許法第17条第３項の規定により手続の補正すべきことを命じた者が指定し

た期間内にその補正をしないときは、その手続を却下にすることができます。（特18(1)） 

(2) 特許法第17条第３項の規定により同法第195条第３項の規定による手数料の補正をすべきこ

とを命じた特許出願人が、指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、その出願を却

下することができます。（特18(2)） 

なお、行政サービスとして、平成９年４月１日から、次に掲げるような出願却下処分前の通

知を行うこととしました。 
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【文例見本】 

通      知      書 

令和○○年○○月○○日 

特  許  庁  長  官 

出願人代理人 ○○○○ 様 

 

特願○○○○－○○○○○○ 

 

この出願については、令和○年○月○日付けで手続補正指令書を送付していますが、令和

○年○月○日現在、上記手続補正指令書における指摘事項の一部又はすべてについて、その

補正をする手続補正書の提出がありません。 

手続補正指令書において指定された期間を経過した後２月を経ても、上記手続補正指令書

におけるすべての指摘事項を補正する手続補正書の提出がない場合、この出願を却下しま

す。この出願を維持するのであれば、速やかに手続補正書を提出してください。 

なお、この手続の補正は、出願却下の処分の謄本の送達があった後はすることができませ

んのでご注意ください。 

また、すでに手続補正書を提出しているにもかかわらず、この通知書を受け取られた場合

は、行き違いにつきご容赦願います。 

 

 

 

 

 

ⅣⅣ  却却下下処処分分にに対対すするる不不服服申申しし立立てて  

却下処分に不服がある場合、当該処分を受けた出願人等は、その処分の送達を受けた日の翌日

から起算して３箇月以内に、特許庁長官に対して、行政不服審査法による審査請求をすることが

できます。また、その処分の送達を受けた日の翌日から起算して６箇月以内に、国を被告として

（訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。）、処分の取り消しの訴えを提起するこ

ともできます。（特許法に基づく手続ではありませんので、手続方法等は行政不服審査法、行政

事件訴訟法の規定に従ってください。） 
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第第二二十十一一節節  出出願願審審査査のの請請求求のの手手数数料料のの減減免免  

  
出願審査の請求の手続（以下「審査請求」という。）については、出願審査の請求の手数

料（以下「審査請求料」という。）を納付すべき者が国（他の法令の規定により国とみなさ

れる場合も含む。）である場合を除き、所定の審査請求料を納付しなければなりません（特

195(2)、特 195(4)）が、国以外の者であっても特定の要件を満たす場合に限り、手数料が

免除あるいは軽減される措置があります（特 195 の２、特 195 の２の２）。 
本節では、平成 31 年４月１日以降になされた審査請求に適用される審査請求料の減免制

度（以下「新減免制度」という。）について記載します。同年３月 31 日以前になされた審

査請求に適用される審査請求料の減免制度（以下「旧減免制度」という。）の手続は従前の

とおりとなりますので御注意ください。旧減免制度については特許庁ホームページ内の

「特許料等の減免制度」の記事を御覧ください。 
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmensochi.html 

    
  
ⅠⅠ  減減免免申申請請のの方方法法  

審査請求料の減免を受ける場合、出願審査請求書（以下「審査請求書」という。）と同

時に審査請求料減免申請書（以下「減免申請書」という。）を特許庁に提出しなければな

りません（手数料令１の３(1)、手数料令１の３(2)、特施規 73(2)）。 

ただし、審査請求書に【手数料に関する特記事項】の欄を設け「減免を受ける旨」及び

「減免申請書の提出を省略する旨」を記載すれば、減免申請書の提出を省略することがで

きます。（特施規 73(3)） 

以下では減免申請書を省略する場合の手続について記載します。 
  
  

１１．．単単独独出出願願のの場場合合  
特許庁に審査請求書を提出する際に、審査請求書の【手数料の表示】の欄の次に【手

数料に関する特記事項】の欄を設け「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略

する旨」を記載すれば、減免申請書を提出しなくとも審査請求料の減免を受けることが

できます。 
なお、減免の要件に該当することを証する書面（以下「証明書類」という。）を提出す

る必要はありません。 
  

２２．．国国又又はは減減免免をを受受けけるる者者をを含含むむ共共同同出出願願のの場場合合  
特許を受ける権利が国又は審査請求料の減免を受ける者を含む者の共同出願であっ

て、持分の定めがあるときは、これらの者が納付すべき審査請求料は、国以外の各共有

者ごとに法所定の金額にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額となります

（特 195(6)）。 
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（１）減免を受ける者を含む者の共同出願の場合 

減免申請を行う際には、 

①出願審査請求書の【請求人】の欄に、減免を受ける者を含めて記載し、 

②出願審査請求書の【手数料の表示】の欄の次に【手数料に関する特記事項】の欄を

設け「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」（※）及び「減

免申請書の提出を省略する旨」を記載し、 

③出願審査請求書に【その他】の欄を設け、正規の納付金額に対する審査請求料（減

免を受ける者にあっては、その減免後の金額）に持分の割合を乗じて得た額を合算

して得た額の割合を記載すれば、減免申請書を提出しなくとも審査請求料の減免を

受けることができます。 

なお、証明書類及び持分を証する書面を提出する必要はありません。 

 

（２）国を含む者の共同出願の場合 

減免申請を行う際には、【代理人】の欄の次に【持分の割合】の欄を設けて、「〇／

〇」のように国以外の全ての者の持分の割合（※）を記載します。 

なお、持分を証する書面を提出する必要はありません。 

 

※ 出願時に出願人の権利の持分を届け出たとき又は出願後に特許法第 34 条第４項又は

第５項の規定により出願人の権利の持分を届け出たときであって、その届け出ている

持分に変更がないときは、出願審査請求書には届け出ている持分を記載してくださ

い。 

なお、すでに届け出ている持分を変更したときは、その事実を証明する書面を添付

して、出願人名義変更届を提出してください。 

 
３３．．新新減減免免制制度度のの注注意意点点   

新減免制度による減免申請は、審査請求書の提出と同時に行う必要があります。審審査査

請請求求書書提提出出後後のの減減免免申申請請はは認認めめらられれまませせんんので御注意ください。 
したがって、審査請求書をオンラインで提出する場合であって、減免申請を行うとき

は、上記「Ⅰ」に記載のとおり、出願審査請求書に【手数料に関する特記事項】の欄を

設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載し、減免申請書

の提出を省略するための手続を行ってください。 
また、旧減免制度においては、研究開発型中小企業、公設試験研究機関及び地方独立

行政法人については、減免申請先が経済産業局でしたが、新減免制度においては、減免

申請先がすべて特許庁に統一されます。 
 

  ４４．．審審査査請請求求料料のの減減免免適適用用件件数数のの限限度度  
 減免の要件を満たす対象者のうち一部の者に対しては、出願審査の請求の手数料の減

免の適用件数につき、上限が定められています。 
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（１）対象者 
 ①特許法第 195 条の２ただし書の政令で定める者以外の者 

a）個人所得税非課税の者（手数料令１の２①ハ） 

  b）個人事業税非課税の者（手数料令１の２①ニ） 

  c）資本金３億円以下で法人税非課税かつ他の法人による特定支配関係がない法人 
（手数料令１の２②） 

 ②特許法 195 条の２の２ただし書の政令で定める者以外の者 

a）中小事業者であって、他の中小企業者以外の法人による特定支配関係がない者 

（特施令 10①イ～ソ） 

b）中小事業者であって、研究開発要件を満たす者（特施令 10②イ～ニ） 
  （２）上限件数 
   対象者が各年度で減免を受けられる上限件数は１８０件（基準件数）となります。

（特施規 75） 

  なお、特許法第 195 条の２ただし書で定める件数は、各年度において基準件数か

ら、当該年度において同法第 195 条の２の２の規定による出願審査の請求の手数料の

減免を受けた特許出願の件数を減じた件数となります。 

同様に、特許法第 195 条の２の２ただし書で定める件数は、各年度において、基準

件数から、当該年度において同法第 195 条の２の規定による出願審査の請求の手数料

の減免を受けた特許出願の件数を減じた件数となります。 

  例えば、４．（１）①の対象者が特 195 条の２の要件で１年度に合計 20 件の減免申

請をした場合、同一の者が４．（１）②の対象者として特 195 条の２の２の要件で減免

申請をすることができる当該年度の件数は１６０件までとなります。 
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ⅡⅡ  減減免免申申請請のの要要件件等等  
減減免免対対象象者者及及びび措措置置内内容容一一覧覧  

減免対象者 
 措置内容 

(審査請求料) 
１．中小企業（会社）････････････････････････････････････ 335 

１／２に軽減 ２．中小企業（個人事業主）･･････････････････････････････ 339 
３．中小企業（組合・NPO 法人）･････････････････････････ 343 
４．中小スタートアップ企業（法人・個人事業）･･････････････ 349 

１／３に軽減 
５．小規模企業（法人・個人事業主）･･････････････････････  353 
６．研究開発型中小企業 

（会社・個人事業主・組合・NPO 法人）･･････････････・ 
357 

１／２に軽減 
７．法人税非課税中小企業（法人）････････････････････････  365 

８．個人（市町村民税非課税者等）････････････････････････ 368 
免除又は 

１／２に軽減 
９．大学等の研究者、大学等･･････････････････････････････  372 

１／２に軽減 

10．独立行政法人等･･････････････････････････････････････  376 
11．公設試験研究機関を設置する者････････････････････････  379 
12．地方独立行政法人････････････････････････････････････  381 
13．承認 TLO･･･････････････････････････････････････････  383 
14．試験独法関連 TLO･･･････････････････････････････････  385 
15．福島復興再生特別措置法の認定福島復興再生計画に基づいて

事業を行う中小企業 
（会社・個人事業主・組合・NPO 法人）･･･････････････ 

388 １／４に軽減 
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１１．．中中小小企企業業（（会会社社））をを対対象象ととししたた減減免免措措置置  
  

（（１１））  対対象象者者  
以下の①、②いずれにも該当する会社であること  

①以下の「従業員数要件」又は「資本金額要件」のいずれかを満たしている会社

であること  
②大企業（中小企業以外の法人）に支配されていないこと ※  

 
業種 

常時使用する

従業員数 
資本金額 

又は出資総額 
イ 製造業、建設業、運輸業その他の業種（ロからト

までに掲げる業種を除く。） 
３００人以下 ３億円以下 

ロ 卸売業 １００人以下 １億円以下 
ハ サービス業（ヘ及びトに掲げる業種を除く。） １００人以下 ５０００万円

以下 
ニ 小売業 ５０人以下 ５０００万円

以下 
ホ ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及び

チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除

く。） 

９００人以下 ３億円以下 

ヘ ソフトウェア業又は情報処理サービス業 ３００人以下 ３億円以下 
ト 旅館業 ２００人以下 ５０００万円

以下 
［備考］ 表中の表中のイ～トの業種に対応する者は、特許法施行令第１０条第１号

イ～トに該当する者である。 
 

※ 大企業（中小企業以外の法人）に支配されていないこととは、次の（ア）及び

（イ）のどちらにも該当していることを指します。中小企業は、特許法施行令第 10

条の「中小事業者」を指します。 
（ア） 単独の大企業（中小企業以外の法人）が株式総数又は出資総額の１／２以

上の株式又は出資金を有していないこと。 

（イ） 複数の大企業（中小企業以外の法人）が株式総数又は出資総額の２／３以

上の株式又は出資金を有していないこと。 

 

※ 常時使用する従業員は、労働基準法第 20 条の規定に基づく「予め解雇の予告を必

要とする者」を指します。このため、正社員に準じた労働形態である場合には従業

員として扱います。一方、会社役員は「予め解雇の予告を必要とする者」に該当し

ないので、常時使用する従業員として扱いません。また、アルバイトやパートにつ

いては、労働基準法第 20 条をもとに個別に判断されます。アルバイトやパートの扱

いの具体例は以下のとおりです。 

（具体例） 
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•日々雇い入れられる者（アルバイト等）は原則含みません。 
（注）１か月を超えて引き続き使用される場合は含みます。 
•２か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。 
（注）所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。 
•季節的業務に４か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。 
（注）所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。 

 
（（２２））  減減免免措措置置のの内内容容   

審査請求料を１／２に軽減 
 

（（３３））  様様式式見見本本 
①出願審査請求書（単独出願）記載例 

【書類名】 

【提出日】 

【あて先】 

【出願の表示】 

【出願番号】 

【請求項の数】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

出願審査請求書 

令和○○年○○月○○日 

特許庁長官 殿 

 

特願○○○○－○○○○○○ 

○ 

 

１２３４５６７８９ 

〇▼株式会社 

○○ ○○      

 

１２３４５６ 

○○○○○ 

【手数料に関する特記事項】*2 

 製造業、建設業、運輸業その他の業種の場合 

特許法施行令第 10 条第１号イに掲げる者に該当する請求人である。減免申

請書の提出を省略する。 

 卸売業の場合 

特許法施行令第 10 条第１号ロに掲げる者に該当する請求人である。減免申

請書の提出を省略する。 

 サービス業の場合 

特許法施行令第 10 条第１号ハに掲げる者に該当する請求人である。減免申

請書の提出を省略する。 

 小売業の場合 

特許法施行令第 10 条第１号ニに掲げる者に該当する請求人である。減免申

請書の提出を省略する。 

 ゴム製品製造業の場合 
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特許法施行令第 10 条第１号ホに掲げる者に該当する請求人である。減免申

請書の提出を省略する。 

 ソフトウェア業又は情報処理サービス業の場合 

特許法施行令第 10 条第１号ヘに掲げる者に該当する請求人である。減免申

請書の提出を省略する。 

 旅館業の場合 

特許法施行令第 10 条第１号トに掲げる者に該当する請求人である。減免申 

請書の提出を省略する。  

*1 【請求人】の欄には、減免を受ける者を記載してください。 

*2 【手数料に関する特記事項】の欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出 

を省略する旨」を記載してください。 

 
②出願審査請求書（共同出願）記載例 

【書類名】 

【提出日】 

【あて先】 

【出願の表示】 

【出願番号】 

【請求項の数】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

出願審査請求書 

令和○○年○○月○○日 

特許庁長官 殿 

 

特願○○○○－○○○○○○ 

○ 

 

１２３４５６７８９ 

〇▼株式会社 

○○ ○○      

 

９８７６５４３２１ 

▼〇株式会社 

○○ ○○      

 

１２３４５６ 

○○○○○ 

【手数料に関する特記事項】*2，*3 

 製造業、建設業、運輸業その他の業種の場合 

特許法施行令第 10 条第１号イに掲げる者に該当する請求人である。（〇▼

株式会社 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

 卸売業の場合 

特許法施行令第 10 条第１号ロに掲げる者に該当する請求人である。（〇▼

株式会社 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

 サービス業の場合 
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特許法施行令第 10 条第１号ハに掲げる者に該当する請求人である。（〇▼

株式会社 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

 小売業の場合 

特許法施行令第 10 条第１号ニに掲げる者に該当する請求人である。（〇▼

株式会社 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

 ゴム製品製造業の場合 

特許法施行令第 10 条第１号ホに掲げる者に該当する請求人である。（〇▼

株式会社 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

 ソフトウェア業又は情報処理サービス業の場合 

特許法施行令第 10 条第１号ヘに掲げる者に該当する請求人である。（〇▼

株式会社 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

 旅館業の場合 

特許法施行令第 10 条第１号トに掲げる者に該当する請求人である。（〇▼

株式会社 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

【その他】*４ 手数料の納付の割合〇／〇 

*1 【請求人】の欄には、減免を受ける者を含めて記載してください。 

*2 【手数料に関する特記事項】の欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「そ

の者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」記載してください。  

*3 減免対象者が複数の場合、 

「特許法施行令第 10 条第１号〇に掲げる者に該当する請求人である。（〇▼株式会社 

持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

特許法施行令第 10 条第１号〇に掲げる者に該当する請求人である。（▼〇株式会社 

持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。」 

のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。 

*4 正規の納付金額に対する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出

願人 A と出願人 B の持分がそれぞれ１／２で、出願人 A は軽減なし、出願人 B の軽減

率が１／２の場合、割合は３／４(＝１×１／２＋１／２×１／２)になりますので、

「手数料の納付の割合３／４」と記載してください。 
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２２．．中中小小企企業業（（個個人人事事業業主主））をを対対象象ととししたた減減免免措措置置  
  

（（１１））  対対象象者者  
以下の「従業員数要件」を満たしている個人事業主であること 

 業種 
常時使用する 

従業員数 

イ 
製造業、建設業、運輸業その他の業種（ロからトまで

に掲げる業種を除く。） 

３００人以下 

ロ 卸売業 １００人以下 

ハ サービス業（ヘ及びトに掲げる業種を除く。） １００人以下 

ニ 小売業 ５０人以下 

ホ 
ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及びチュ

ーブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。） 

９００人以下 

ヘ ソフトウェア業又は情報処理サービス業 ３００人以下 

ト 旅館業 ２００人以下 

［備考］ 表中のイ～トの業種に対応する者は、特許法施行令第１０条第１号

イ～トに該当する者である。 

※ 常時使用する従業員は、労働基準法第 20 条の規定に基づく「予め解雇の予告を必

要とする者」を指します。このため、正社員に準じた労働形態である場合には従業

員として扱います。一方、個人事業主は「予め解雇の予告を必要とする者」に該当

しないので、常時使用する従業員として扱いません。また、アルバイトやパートに

ついては、労働基準法第 20 条をもとに個別に判断されます。アルバイトやパートの

扱いの具体例は以下のとおりです。 
 
（具体例） 
•日々雇い入れられる者（アルバイト等）は原則含みません。 
（注）１か月を超えて引き続き使用される場合は含みます。 
•２か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。 
（注）所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。 
•季節的業務に４か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。 
（注）所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。 

  
（（２２））  減減免免措措置置のの内内容容   

審査請求料を１／２に軽減 
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（（３３））  様様式式見見本本  
①出願審査請求書（単独出願）記載例 

【書類名】 

【提出日】 

【あて先】 

【出願の表示】 

【出願番号】 

【請求項の数】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

出願審査請求書 

令和○○年○○月○○日 

特許庁長官 殿 

 

特願○○○○－○○○○○○ 

○ 

 

１２３４５６７８９ 

▼▼ ▼▼      

 

１２３４５６ 

○○○○○ 

【手数料に関する特記事項】*2 

 製造業、建設業、運輸業その他の業種の場合 

特許法施行令第 10 条第１号イに掲げる者に該当する請求人である。減免申

請書の提出を省略する。 

 卸売業の場合 

特許法施行令第 10 条第１号ロに掲げる者に該当する請求人である。減免申

請書の提出を省略する。 

 サービス業の場合 

特許法施行令第 10 条第１号ハに掲げる者に該当する請求人である。減免申

請書の提出を省略する。 

 小売業の場合 

特許法施行令第 10 条第１号ニに掲げる者に該当する請求人である。減免申

請書の提出を省略する。 

 ゴム製品製造業の場合 

特許法施行令第 10 条第１号ホに掲げる者に該当する請求人である。減免申

請書の提出を省略する。 

 ソフトウェア業又は情報処理サービス業の場合 

特許法施行令第 10 条第１号ヘに掲げる者に該当する請求人である。減免申

請書の提出を省略する。 

 旅館業の場合 

特許法施行令第 10 条第１号トに掲げる者に該当する請求人である。減免申

請書の提出を省略する。  

*1 【請求人】の欄には、減免を受ける者を記載してください。 

*2 【手数料に関する特記事項】の欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出

を省略する旨」を記載してください。 
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②出願審査請求書（共同出願）記載例 

【書類名】 

【提出日】 

【あて先】 

【出願の表示】 

【出願番号】 

【請求項の数】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

出願審査請求書 

令和○○年○○月○○日 

特許庁長官 殿 

 

特願○○○○－○○○○○○ 

○ 

 

１２３４５６７８９ 

▼▼ ▼▼     

 

９８７６５４３２１ 

▼〇株式会社 

○○ ○○     

 

１２３４５６ 

○○○○○ 

【手数料に関する特記事項】*2，*3 

 製造業、建設業、運輸業その他の業種の場合 

特許法施行令第 10 条第１号イに掲げる者に該当する請求人である。（▼▼ 

▼▼ 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

 卸売業の場合 

特許法施行令第 10 条第１号ロに掲げる者に該当する請求人である。（▼▼ 

▼▼ 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

 サービス業の場合 

特許法施行令第 10 条第１号ハに掲げる者に該当する請求人である。（▼▼ 

▼▼ 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

 小売業の場合 

特許法施行令第 10 条第１号ニに掲げる者に該当する請求人である。（▼▼ 

▼▼ 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

 ゴム製品製造業の場合 

特許法施行令第 10 条第１号ホに掲げる者に該当する請求人である。（▼▼ 

▼▼ 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

 ソフトウェア業又は情報処理サービス業の場合 

特許法施行令第 10 条第１号ヘに掲げる者に該当する請求人である。（▼▼ 

▼▼ 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

 旅館業の場合 

特許法施行令第 10 条第１号トに掲げる者に該当する請求人である。（▼▼ 

▼▼ 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 
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【その他】*4 手数料の納付の割合〇／〇 

*1 【請求人】の欄には、減免を受ける者を含めて記載してください。 

*2 【手数料に関する特記事項】の欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「そ

の者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。 

*3 減免対象者が複数の場合、 

「特許法施行令第 10 条第１号〇に掲げる者に該当する請求人である。（▼▼ ▼▼ 

持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

特許法施行令第 10 条第１号〇に掲げる者に該当する請求人である。（▼〇株式会社 

持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。」 

のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。 

*4 正規の納付金額に対する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出

願人 A と出願人 B の持分がそれぞれ１／２で、出願人 A は軽減なし、出願人 B の軽減

率が１／２の場合、割合は３／４(＝１×１／２＋１／２×１／２)になりますので、

「手数料の納付の割合３／４」と記載してください。 
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３３．．中中小小企企業業（（組組合合・・ＮＮＰＰＯＯ法法人人））をを対対象象ととししたた減減免免措措置置   
  

（（１１））  対対象象者者 
①組合 

以下の（ａ）、（ｂ）いずれにも該当すること（資本又は出資を有しない場合は

（ｂ）を除く） 
（ａ）以下の表のいずれかに該当する組合・組合連合会・組合中央会であること 
（ｂ）大企業（中小企業以外の法人）に支配されていないこと ※ 

 組合 

チ  企業組合 

リ  協業組合 

ヌ 

 事業協同組合 

 事業協同小組合 

 協同組合連合会 

ル 
 農業協同組合 

 農業協同組合連合会 

ヲ 

 漁業協同組合 

 漁業協同組合連合会 

 水産加工業協同組合 

 水産加工業協同組合連合会 

ワ 
 森林組合 

 森林組合連合会 

カ 
 商工組合 

 商工組合連合会 

ヨ 
 商店街振興組合 

 商店街振興組合連合会 

タ 
 消費生活協同組合 

 消費生活協同組合連合会 

 

レ 

 

 

 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又

は間接の構成員たる酒類製造業者の３分の２以上が３億円以下の金額

をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人であるもの 

 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又

は間接の構成員たる酒類製造業者の３分の２以上が常時３００人以下

の従業員を使用する者であるもの 
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レ 

 酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又

は間接の構成員たる酒類販売業者の３分の２以上が５０００万円（酒

類卸売業者については、１億円）以下の金額をその資本金の額若しく

は出資の総額とする法人であるもの 

 酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又

は間接の構成員たる酒類販売業者の３分の２以上が常時５０人（酒類

卸売業者については、１００人）以下の従業員を使用する者であるも

の 

［備考］ 表中のチ～レに対応する者は、特許法施行令第１０条第１号チ～レ

に該当する者である。 

  
②ＮＰＯ法人（特定非営利活動促進法第２条第２項に規定する特定非営利活動法

人） 
以下の（ａ）、（ｂ）いずれにも該当すること（資本又は出資を有しない場合は

（ｂ）を除く） 
（ａ）以下の「従業員数要件」を満たしているＮＰＯ法人であること  
（ｂ）大企業（中小企業以外の法人）に支配されていないこと ※ 

 業種 
常時使用する

従業員数※ 

ソ 

以下の業種（小売業、卸売業及びサービス業）以外の業

種 

３００人以下 

小売業 ５０人以下 

卸売業又はサービス業 １００人以下 

［備考］ 表中のソに対応する者は、特許法施行令第１０条第１号ソに該当

する者である。 

※ 大企業（中小企業以外の法人）に支配されていないこととは、次の（ア）及び

（イ）のどちらにも該当していることを指します。中小企業は特許法施行令第１０

条の「中小事業者」を指します。 

（ア） 単独の大企業（中小企業以外の法人）が株式総数又は出資総額の１／２以

上の株式又は出資金を有していないこと。 

（イ） 複数の大企業（中小企業以外の法人）が株式総数又は出資総額の２／３以

上の株式又は出資金を有していないこと。 

※ 常時使用する従業員は、労働基準法第 20 条の規定に基づく「予め解雇の予告を必

要とする者」を指します。このため、正社員に準じた労働形態である場合には従業

員として扱います。一方、会社役員・個人事業主は「予め解雇の予告を必要とする

者」に該当しないので、常時使用する従業員として扱いません。また、アルバイト

やパートについては、労働基準法第 20 条をもとに個別に判断されます。アルバイト
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やパートの扱いの具体例は以下のとおりです。 

 

（具体例） 

•日々雇い入れられる者（アルバイト等）は原則含みません。 

（注）１か月を超えて引き続き使用される場合は含みます。 

•２か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。 

（注）所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。 

•季節的業務に４か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。 

（注）所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。 

  

（（２２））  減減免免措措置置のの内内容容   
審査請求料を１／２に軽減 
  

（（３３））  様様式式見見本本  
①出願審査請求書（単独出願）記載例 

【書類名】 

【提出日】 

【あて先】 

【出願の表示】 

【出願番号】 

【請求項の数】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

出願審査請求書 

令和○○年○○月○○日 

特許庁長官 殿 

 

特願○○○○－○○○○○○ 

○ 

 

１２３４５６７８９ 

〇▼組合 

○○ ○○     

 

１２３４５６ 

○○○○○ 

【手数料に関する特記事項】*2 

 企業組合の場合 

特許法施行令第 10 条第１号チに掲げる者に該当する請求人である。減免申

請書の提出を省略する。 

 協業組合の場合 

特許法施行令第 10 条第１号リに掲げる者に該当する請求人である。減免申

請書の提出を省略する。 

 事業協同組合等の場合 

特許法施行令第 10 条第１号ヌに掲げる者に該当する請求人である。減免申

請書の提出を省略する。 

 農業協同組合等の場合 
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特許法施行令第 10 条第１号ルに掲げる者に該当する請求人である。減免申

請書の提出を省略する。 

 漁業協同組合等の場合 

特許法施行令第 10 条第１号ヲに掲げる者に該当する請求人である。減免申

請書の提出を省略する。 

 森林組合等の場合 

特許法施行令第 10 条第１号ワに掲げる者に該当する請求人である。減免申

請書の提出を省略する。 

 商工組合等の場合 

特許法施行令第 10 条第１号カに掲げる者に該当する請求人である。減免申

請書の提出を省略する。 

 商店街振興組合等の場合 

特許法施行令第 10 条第１号ヨに掲げる者に該当する請求人である。減免申

請書の提出を省略する。 

 消費生活協同組合等の場合 

特許法施行令第 10 条第１号タに掲げる者に該当する請求人である。減免申

請書の提出を省略する。 

 酒造組合等の場合 

特許法施行令第 10 条第１号レに掲げる者に該当する請求人である。減免申

請書の提出を省略する。 

 NPO 法人の場合 

特許法施行令第 10 条第１号ソに掲げる者に該当する請求人である。減免申 

請書の提出を省略する。  

*1 【請求人】の欄には、減免を受ける者を記載してください。 

*2 【手数料に関する特記事項】の欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出

を省略する旨」を記載してください。 
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②出願審査請求書（共同出願）記載例 

【書類名】 

【提出日】 

【あて先】 

【出願の表示】 

【出願番号】 

【請求項の数】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

出願審査請求書 

令和○○年○○月○○日 

特許庁長官 殿 

 

特願○○○○－○○○○○○ 

○ 

 

１２３４５６７８９ 

〇▼組合 

〇〇 〇〇     

 

９８７６５４３２１ 

▼〇株式会社 

〇〇 〇〇     

 

１２３４５６ 

○○○○○ 

【手数料に関する特記事項】*2，*3 

 企業組合の場合 

特許法施行令第 10 条第１号チに掲げる者に該当する請求人である。（〇▼

組合 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

 協業組合の場合 

特許法施行令第 10 条第１号リに掲げる者に該当する請求人である。（〇▼

組合 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

 事業協同組合等の場合 

特許法施行令第 10 条第１号ヌに掲げる者に該当する請求人である。（〇▼

組合 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

 農業協同組合等の場合 

特許法施行令第 10 条第１号ルに掲げる者に該当する請求人である。（〇▼

組合 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

 漁業協同組合等の場合 

特許法施行令第 10 条第１号ヲに掲げる者に該当する請求人である。（〇▼

組合 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

 森林組合等の場合 

特許法施行令第 10 条第１号ワに掲げる者に該当する請求人である。（〇▼

組合 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

 商工組合等の場合 
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特許法施行令第 10 条第１号カに掲げる者に該当する請求人である。（〇▼

組合 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

 商店街振興組合等の場合 

特許法施行令第 10 条第１号ヨに掲げる者に該当する請求人である。（〇▼

組合 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

 消費生活協同組合等の場合 

特許法施行令第 10 条第１号タに掲げる者に該当する請求人である。（〇▼

組合 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

 酒造組合等の場合 

特許法施行令第 10 条第１号レに掲げる者に該当する請求人である。（〇▼

組合 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

 NPO 法人の場合 

特許法施行令第 10 条第１号ソに掲げる者に該当する請求人である。（〇▼

組合 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

【その他】*4 手数料の納付の割合〇／〇 

*1 【請求人】欄には、減免を受ける者を含めて記載してください。 

*2 【手数料に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その

者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。 

*3 減免対象者が複数の場合、 

「特許法施行令第 10 条第１号〇に掲げる者に該当する請求人である。（〇▼組合 持

分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

特許法施行令第 10 条第１号〇に掲げる者に該当する請求人である。（▼〇株式会社 

持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。」 

のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。 

*4 正規の納付金額に対する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出

願人 A と出願人 B の持分がそれぞれ１／２で、出願人 A は軽減なし、出願人 B の軽減

率が１／２の場合、割合は３／４(＝１×１／２＋１／２×１／２)になりますので、

「手数料の納付の割合３／４」と記載してください。 
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４４．．中中小小ススタターートトアアッッププ企企業業（（法法人人・・個個人人事事業業主主））をを対対象象ととししたた減減免免措措置置  
  

（（１１））  対対象象者者  
①①個個人人事事業業主主のの場場合合  
・事業開始後１０年未満であること 

 
②②法法人人のの場場合合（（以以下下ののいいずずれれににもも該該当当すするるこことと））  
・設立後１０年未満で資本金額又は出資総額が３億円以下の法人であること 
・大企業（資本金額又は出資総額が３億円を超える法人）に支配されていないこと

※ 
※ 大企業（資本金額又は出資総額が３億円を超える法人）に支配されていないこ

ととは、次の（ア）及び（イ）に該当していることを指します。 
(ア) 単独の大企業（資本金額又は出資総額が３億円を超える法人）が株式総数又は出

資総額の１／２以上の株式又は出資金を有していないこと。 
(イ) 複数の大企業（資本金額又は出資総額が３億円を超える法人）が株式総数又は出

資総額の２／３以上の株式又は出資金を有していないこと。 
※ 資本又は出資を有しない法人の場合については、前事業年度末の貸借対照表に

計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の

帳簿価額を控除した金額（当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計

上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の

額が計上されているときは、その額を加算した金額とする）の１００分の６０に

相当する金額が３億円以下であることが必要です。 
 

（（２２））  減減免免措措置置のの内内容容   
審査請求料を１／３に軽減 
※１／３に軽減後の額に端数が生じた場合、１０円未満の端数は切り捨てた額で納

付してください。 
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（（３３））  様様式式見見本本  
①出願審査請求書（単独出願）記載例 

【書類名】 

【提出日】 

【あて先】 

【出願の表示】 

【出願番号】 

【請求項の数】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

出願審査請求書 

令和○○年○○月○○日 

特許庁長官 殿 

 

特願○○○○－○○○○○○ 

○ 

 

１２３４５６７８９ 

〇▼株式会社 

○○ ○○    

 

１２３４５６ 

○○○○○ 

【手数料に関する特記事項】*2 

 個人事業主の場合 

特許法施行令第 10 条第５号イに掲げる者に該当する請求人である。減免

申請書の提出を省略する。 

 法人の場合 

特許法施行令第 10 条第５号ロに掲げる者に該当する請求人である。減免

申請書の提出を省略する。  

*1 【請求人】の欄には、減免を受ける者を記載してください。【氏名又は名称】欄は自然

人にあっては、氏名を記載してください。 

*2 【手数料に関する特記事項】の欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出

を省略する旨」を記載してください。 
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②出願審査請求書（共同出願）記載例 

【書類名】 

【提出日】 

【あて先】 

【出願の表示】 

【出願番号】 

【請求項の数】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

出願審査請求書 

令和○○年○○月○○日 

特許庁長官 殿 

 

特願○○○○－○○○○○○ 

○ 

 

１２３４５６７８９ 

〇▼株式会社 

○○ ○○     

 

９８７６５４３２１ 

▼〇株式会社 

○○ ○○     

 

１２３４５６ 

○○○○○ 

【手数料に関する特記事項】*2，*3 

 個人事業主の場合 

特許法施行令第 10 条第５号イに掲げる者に該当する請求人である。（〇

〇 〇〇 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

 法人の場合 

特許法施行令第 10 条第５号ロに掲げる者に該当する請求人である。（〇▼

株式会社 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。  

【その他】*4 手数料の納付の割合〇／〇 

*1 【請求人】の欄には、減免を受ける者を含めて記載してください。【氏名又は名称】欄

は自然人にあっては、氏名を記載してください。 

*2 【手数料に関する特記事項】の欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「そ

の者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。 

*3 減免対象者が複数の場合、 

「特許法施行令第 10 条第５号〇に掲げる者に該当する請求人である。（〇▼株式会社 

持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

特許法施行令第 10 条第５号〇に掲げる者に該当する請求人である。（▼〇株式会社 

持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。」 

のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。 

*4 正規の納付金額に対する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出

願人 A と出願人 B の持分がそれぞれ１／２で、出願人 A は軽減なし、出願人 B は１／

３に軽減される場合、割合は２／３(＝１×１／２＋１／３×１／２)になりますの

― 351 ―



- 352 - 
 

で、「手数料の納付の割合２／３」と記載してください。 
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５５．．小小規規模模企企業業（（法法人人・・個個人人事事業業主主））をを対対象象ととししたた減減免免措措置置  
  

（（１１））  対対象象者者  
①①個個人人事事業業主主のの場場合合  
・常時使用する従業員の数が２０人以下（商業又はサービス業に属する事業を主た

る事業として営む者にあっては、５人以下）の個人事業主であること 
 

②②法法人人のの場場合合（（以以下下ののいいずずれれににもも該該当当すするるこことと））  
・常時使用する従業員の数が２０人以下（商業又はサービス業に属する事業を主た

る事業として営む者にあっては、５人以下）である法人であること 
・大企業（中小企業以外の法人）に支配されていないこと※ 

 
※ 大企業（中小企業以外の法人）に支配されていないこととは、次の（ア）及び

（イ）のどちらにも該当していることを指します。中小企業は特許法施行令第１

０条の「中小事業者」を指します。 
(ア) 単独の大企業（中小企業以外の法人）が株式総数又は出資総額の１／２以上の株

式又は出資金を有していないこと。  
(イ) 複数の大企業（中小企業以外の法人）が株式総数又は出資総額の２／３以上の株

式又は出資金を有していないこと。  
 

※ 常時使用する従業員は、労働基準法第 20 条の規定に基づく「予め解雇の予告を

必要とする者」を指します。このため、正社員に準じた労働形態である場合には

従業員として扱います。一方、会社役員及び個人事業主は「予め解雇の予告を必

要とする者」に該当しないので、常時使用する従業員として扱いません。また、

アルバイトやパートについては、労働基準法第 20 条をもとに個別に判断されま

す。アルバイトやパートの扱いの具体例は以下のとおりです。 
 

（具体例） 
•日々雇い入れられる者（アルバイト等）は原則含みません。 

（注）１か月を超えて引き続き使用される場合は含みます。 
•２か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。 

（注）所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。 
•季節的業務に４か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。 

（注）所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。 
        

（（２２））  減減免免措措置置のの内内容容   
審査請求料を１／３に軽減 
※１／３に軽減後の額に端数が生じた場合、１０円未満の端数は切り捨てた額で納

付してください。  
  

― 353 ―



- 354 - 
 

（（３３））  様様式式見見本本  
①出願審査請求書（単独出願）記載例 

【書類名】 

【提出日】 

【あて先】 

【出願の表示】 

【出願番号】 

【請求項の数】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

出願審査請求書 

令和○○年○○月○○日 

特許庁長官 殿 

 

特願○○○○－○○○○○○ 

○ 

 

１２３４５６７８９ 

〇▼株式会社 

○○ ○○     

 

１２３４５６ 

○○○○○ 

【手数料に関する特記事項】*2 

 個人事業主の場合 

特許法施行令第 10 条第４号イに掲げる者に該当する請求人である。減

免申請書の提出を省略する。 

 法人の場合 

特許法施行令第 10 条第４号ロに掲げる者に該当する請求人である。減

免申請書の提出を省略する。  

*1 【請求人】欄には、減免を受ける者を記載してください。【氏名又は名称】欄は自然人

にあっては、氏名を記載してください。 

*2 【手数料に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を

省略する旨」を記載してください。 
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②出願審査請求書（共同出願）記載例 

【書類名】 

【提出日】 

【あて先】 

【出願の表示】 

【出願番号】 

【請求項の数】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

出願審査請求書 

令和○○年○○月○○日 

特許庁長官 殿 

 

特願○○○○－○○○○○○ 

○ 

 

１２３４５６７８９ 

〇▼株式会社 

〇〇 〇〇     

 

９８７６５４３２１ 

▼〇株式会社 

〇〇 〇〇     

 

１２３４５６ 

○○○○○ 

【手数料に関する特記事項】*2，*3 

 個人事業主の場合 

特許法施行令第 10 条第４号イに掲げる者に該当する請求人である。 

（〇〇 〇〇 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

 法人の場合 

特許法施行令第 10 条第４号ロに掲げる者に該当する請求人である。 

（〇▼株式会社 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。  

【その他】*4 手数料の納付の割合〇／〇 

*1 【請求人】の欄には、減免を受ける者を含めて記載してください。【氏名又は名称】欄

は自然人にあっては、氏名を記載してください。 

*2 【手数料に関する特記事項】の欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「そ

の者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。 

*3 減免対象者が複数の場合、 

「特許法施行令第 10 条第４号〇に掲げる者に該当する請求人である。（〇▼株式会社 

持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

特許法施行令第 10 条第４号〇に掲げる者に該当する請求人である。（▼〇株式会社 

持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。」 

のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。 

*4 正規の納付金額に対する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出

願人 A と出願人 B の持分がそれぞれ１／２で、出願人 A は軽減なし、出願人 B は１／

３に軽減される場合、割合は２／３(＝１×１／２＋１／３×１／２)になりますの
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で、「手数料の納付の割合２／３」と記載してください。 
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６６．．研研究究開開発発型型中中小小企企業業（（会会社社・・個個人人事事業業主主・・組組合合・・NNPPOO 法法人人））をを対対象象ととししたた減減免免措措置置  
  

（（１１））  対対象象者者  
①個人事業主の場合 
・以下の（ａ）、（ｂ）いずれにも該当すること 

（ａ）以下の「従業員数要件」を満たしている個人事業主であること 
（ｂ）研究開発要件を満たしていること 

 
業種 

常時使用する 

従業員数 

イ 
製造業、建設業、運輸業その他の業種（ロからトまでに掲げる

業種を除く。） 
３００人以下 

ロ 卸売業 １００人以下 

ハ サービス業（ヘ及びトに掲げる業種を除く。） １００人以下 

ニ 小売業  ５０人以下 

ホ 
ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造

業並びに工業用ベルト製造業を除く。） 
９００人以下 

ヘ ソフトウェア業又は情報処理サービス業 ３００人以下 

ト 旅館業 ２００人以下 

 

  
   

― 357 ―



- 358 - 
 

②会社の場合 
・以下の（ａ）、（ｂ）いずれにも該当すること 

（ａ）以下の「従業員数要件」又は「資本金額要件」のいずれかを満たしている

会社であること 
（ｂ）研究開発要件を満たしていること 

 
業種 

常時使用する 

従業員数 

資本金額 

又は出資総額 

イ 
製造業、建設業、運輸業その他の業種（ロか

らトまでに掲げる業種を除く。） 
３００人以下 ３億円以下 

ロ 卸売業 １００人以下 １億円以下 

ハ 
サービス業（へ及びトに掲げる業種を除

く。） 
１００人以下 

５０００万円

以下 

ニ 小売業  ５０人以下 
５０００万円

以下 

ホ 

ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ

及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造

業を除く。） 

９００人以下 ３億円以下 

へ ソフトウェア業又は情報処理サービス業 ３００人以下 ３億円以下 

ト 旅館業 ２００人以下 
５０００万円

以下 
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③組合の場合 
・以下の（ａ）、（ｂ）いずれにも該当すること 

（ａ）以下の表のいずれかに該当する組合であること 
（ｂ）研究開発要件を満たしていること 

組合 

 企業組合 

 協業組合 

 事業協同組合 

 事業協同小組合 

 協同組合連合会 

 農業協同組合 

 農業協同組合連合会 

 漁業協同組合 

 漁業協同組合連合会 

 水産加工業協同組合 

 水産加工業協同組合連合会 

 森林組合 

 森林組合連合会 

 商工組合 

 商工組合連合会 

 商店街振興組合 

 商店街振興組合連合会 

 消費生活協同組合 

 消費生活協同組合連合会 

 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接

の構成員たる酒類製造業者の３分の２以上が３億円以下の金額をその資本金

の額若しくは出資の総額とする法人であるもの 

 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接

の構成員たる酒類製造業者の３分の２以上が常時３００人以下の従業員を使

用する者であるもの 

 酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接

の構成員たる酒類販売業者の３分の２以上が５０００万円（酒類卸売業者に

ついては、１億円）以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする

法人であるもの 

 酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接

の構成員たる酒類販売業者の３分の２以上が常時５０人（酒類卸売業者につ

いては、１００人）以下の従業員を使用する者であるもの 
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④NPO 法人の場合  
・以下の（ａ）、（ｂ）いずれにも該当すること 

（ａ）以下の「従業員数要件」を満たしている NPO 法人であること 
（ｂ）研究開発要件を満たしていること 

業種 常時使用する従業員数 

以下の業種（小売業、卸売業及びサービス業）以外の

業種 

３００人以下 

小売業 ５０人以下 

卸売業又はサービス業 １００人以下 

 
※ 常時使用する従業員は、労働基準法第 20 条の規定に基づく「予め解雇の予告を

必要とする者」を指します。このため、正社員に準じた労働形態である場合には

従業員として扱います。一方、会社役員は「予め解雇の予告を必要とする者」に

該当しないので、常時使用する従業員として扱いません。また、アルバイトやパ

ートについては、労働基準法第 20 条をもとに個別に判断されます。アルバイトや

パートの扱いの具体例は以下のとおりです。 
 

（具体例） 
・日々雇い入れられる者（アルバイト等）は原則含みません。 
（注）１か月を超えて引き続き使用される場合は含みます。 
・２か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。 
（注）所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。 
・季節的業務に４か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。 
（注）所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。 

  
（（２２））  研研究究開開発発要要件件  

①個人事業主の場合 
以下の③研究開発要件の（a）、（c）～（f）のいずれかに該当すること 

 
②会社・組合・NPO 法人の場合 
以下の③研究開発要件の（b）～（f）のいずれかに該当すること 

 
③研究開発要件 
（a）減免申請の日の属する年の前年１年間（減免申請の日の属する月が１月から

３月までである場合には、前々年１年間）において、試験研究費等比率（１年間に

おける試験研究費及び開発費の合計額の事業所得に係る総収入金額に対する割合）

が３％を超えるもの（ただし、減免申請の日において事業を開始した日以後２７月

を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができない場合は、

常勤の研究者の数が２人以上であり、かつ、当研究者の数の事業主及び従業員の数

の合計に対する割合が１０％以上であるもの） 
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（b）減免申請の日の属する事業年度の前事業年度（減免申請の日が前事業年度経

過後２月以内である場合には、前々事業年度）において、試験研究費等比率（１事

業年度における試験研究費及び開発費の合計額の収入金額（総収入金額から固定資

産又は有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額）に対する割合）が３％を超

えるもの（ただし、減免申請の日において設立の日以後２６月を経過していないも

ののうち試験研究費等比率を算定することができない場合は、常勤の研究者の数が

２人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対す

る割合が１０％以上であるもの） 
（c）その特許発明又は発明が科学技術イノベーション活性化法第２条第１６項に

規定する指定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るも

の（当該事業の終了の日から起算して２年以内に出願されたものに限る。）である

場合において当該指定補助金等を交付された者 
（d）その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法第１５条第２項に規定する承

認経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業（技術に関する研究開発に

係るものに限る。）の成果に係るもの（当該承認経営革新計画の終了の日から起算

して２年以内に出願されたものに限る。）又はその成果を実施するために必要とな

るものとして当該承認経営革新計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける

権利に係るものである場合において、当該経営革新のための事業を行う者 
（e）※その特許発明又は発明が改正前の中小企業等経営強化法第１７条第３項に

規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分

野開拓に係る事業（技術に関する研究開発に係るものに限る。）の成果に係るもの

（当該認定異分野連携新事業分野開拓計画の終了の日から起算して２年以内に出願

されたものに限る。）又はその成果を実施するために必要となるものとして当該認

定異分野連携新事業分野開拓計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権

利に係るものである場合において、当該異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行

う者 
（f）※その特許発明又は発明が廃止前の中小企業のものづくり基盤技術の高度化に

関する法律第５条第２項に規定する認定計画に従って行われる特定研究開発等の成

果に係るもの（当該認定計画の終了の日から起算して２年以内に出願されたものに

限る。）又はその成果を実施するために必要となるものとして当該認定計画に従っ

て承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものである場合において、当該

特定研究開発等を行う者 
 
※第 201 回通常国会において成立した「中小企業の事業承継の促進のための中小企業にお

ける経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」（中小企業成長促進法）に

より、上記研究開発要件の（e）,（f）（特許法施行令第 10 条第 2 号ホ・ヘに該当）が削除

されました。なお、施行日（令和 2 年 10 月 1 日）時点で研究開発要件の（e）又は（f）に

該当する場合、施行日以降も引き続き審査請求料の減免措置を受けることができます。 
  

（（３３））  軽軽減減措措置置のの内内容容   
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審査請求料を１／２に軽減 
 

（（４４））  様様式式見見本本  
①出願審査請求書（単独出願）記載例  

【書類名】 

【提出日】 

【あて先】 

【出願の表示】 

【出願番号】 

【請求項の数】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

出願審査請求書 

令和○○年○○月○○日 

特許庁長官 殿 

 

特願○○○○－○○○○○○ 

○ 

 

１２３４５６７８９ 

〇▼株式会社 

○○ ○○     

 

１２３４５６ 

○○○○○ 

【手数料に関する特記事項】*2 

 （２）③研究開発要件が（a）の場合 

特許法施行令第 10 条第２号イに掲げる者に該当する請求人である。減

免申請書の提出を省略する。 

 （２）③研究開発要件が（b）の場合 

特許法施行令第 10 条第２号ロに掲げる者に該当する請求人である。減

免申請書の提出を省略する。 

 （２）③研究開発要件が（c）の場合 

特許法施行令第 10 条第２号ハに掲げる者に該当する請求人である。減

免申請書の提出を省略する。 

 （２）③研究開発要件が（d）の場合 

特許法施行令第 10 条第２号ニに掲げる者に該当する請求人である。減

免申請書の提出を省略する。 

 ※（２）③研究開発要件が（e）の場合 

特許法施行令第 10 条第２号ホに掲げる者に該当する請求人である。減

免申請書の提出を省略する。 

 ※（２）③研究開発要件が（f）の場合 

特許法施行令第 10 条第２号ヘに掲げる者に該当する請求人である。減

免申請書の提出を省略する。 

*1 【請求人】の欄には、減免を受ける者を記載してください。【氏名又は名称】欄は、自

然人にあっては、氏名を記載してください。 

*2 【手数料に関する特記事項】の欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出

を省略する旨」を記載してください。 
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②出願審査請求書（共同出願）記載例 

【書類名】 

【提出日】 

【あて先】 

【出願の表示】 

【出願番号】 

【請求項の数】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

出願審査請求書 

令和○○年○○月○○日 

特許庁長官 殿 

 

特願○○○○－○○○○○○ 

○ 

 

１２３４５６７８９ 

〇▼株式会社 

〇〇 〇〇     

 

９８７６５４３２１ 

▼〇株式会社 

〇〇 〇〇     

 

１２３４５６ 

○○○○○ 

【手数料に関する特記事項】*2，*3 

 （２）③研究開発要件が（a）の場合 

特許法施行令第 10 条第２号イに掲げる者に該当する請求人である。

（〇▼株式会社 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

 （２）③研究開発要件が（b）の場合 

特許法施行令第 10 条第２号ロに掲げる者に該当する請求人である。

（〇▼株式会社 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

 （２）③研究開発要件が（c）の場合 

特許法施行令第 10 条第２号ハに掲げる者に該当する請求人である。

（〇▼株式会社 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

 （２）③研究開発要件が（d）の場合 

特許法施行令第 10 条第２号ニに掲げる者に該当する請求人である。

（〇▼株式会社 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

 ※（２）③研究開発要件が（e）の場合 

特許法施行令第 10 条第２号ホに掲げる者に該当する請求人である。

（〇▼株式会社 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

 ※（２）③研究開発要件が（f）の場合 

特許法施行令第 10 条第２号ヘに掲げる者に該当する請求人である。

（〇▼株式会社 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。  

【その他】*4 手数料の納付の割合〇／〇 
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*1 【請求人】の欄には、減免を受ける者を含めて記載してください。【氏名又は名称】欄

は、自然人にあっては、氏名を記載してください。 

*2 【手数料に関する特記事項】の欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「そ

の者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。 

*3 減免対象者が複数の場合、 

「特許法施行令第 10 条第２号〇に掲げる者に該当する請求人である。（〇▼株式会社 

持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

特許法施行令第 10 条第２号〇に掲げる者に該当する請求人である。（▼〇株式会社 

持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。」 

のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。 

*4 正規の納付金額に対する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出

願人 A と出願人 B の持分がそれぞれ１／２で、出願人 A は軽減なし、出願人 B の軽減

率が１／２の場合、割合は３／４(＝１×１／２＋１／２×１／２)になりますので、

「手数料の納付の割合３／４」と記載してください。 
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７７．．法法人人税税非非課課税税中中小小企企業業（（法法人人））をを対対象象ととししたた減減免免措措置置   
  

（（１１））  対対象象者者  
・以下の①、②、③いずれにも該当する法人であること 

①資本金額又は出資総額が３億円以下の法人であること 
②法人税が課されていないこと 
③他の法人に支配されていないこと※ 

※ 他の法人に支配されていないこととは、次の（ア）及び（イ）のどちらにも該当

していることを指します。 
(ア) 申請人以外の単独の法人が株式総数又は出資総額の１／２以上の株式又は出資金を

有していないこと。 
(イ) 申請人以外の複数の法人が株式総数又は出資総額の２／３以上の株式又は出資金を

有していないこと。 
※ 資本又は出資を有しない法人の場合については、前事業年度末の貸借対照表に計

上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿

価額を控除した金額（当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計上され

ているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上

されているときは、その額を加算した金額とする）の１００分の６０に相当する金

額が３億円以下であることが必要です。 
  

（（２２））  減減免免措措置置のの内内容容   
審査請求料を１／２に軽減 
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（（３３））  様様式式見見本本  
①出願審査請求書（単独出願）記載例 

【書類名】 

【提出日】 

【あて先】 

【出願の表示】 

【出願番号】 

【請求項の数】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

出願審査請求書 

令和○○年○○月○○日 

特許庁長官 殿 

 

特願○○○○－○○○○○○ 

○ 

 

１２３４５６７８９ 

〇▼株式会社 

〇〇 〇〇     

 

１２３４５６ 

○○○○○ 

【手数料に関する特記事項】*2 

特許法等関係手数料令第１条の２第２号に掲げる要件に該当する請求人であ

る。減免申請書の提出を省略する。 

*1 【請求人】の欄には、減免を受ける者を記載してください。 

*2 【手数料に関する特記事項】の欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出

を省略する旨」を記載してください。 
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②出願審査請求書（共同出願）記載例 

【書類名】 

【提出日】 

【あて先】 

【出願の表示】 

【出願番号】 

【請求項の数】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

出願審査請求書 

令和○○年○○月○○日 

特許庁長官 殿 

 

特願○○○○－○○○○○○ 

○ 

 

１２３４５６７８９ 

〇▼株式会社 

〇〇 〇〇     

 

９８７６５４３２１ 

△〇株式会社 

〇〇 〇〇     

 

１２３４５６ 

○○○○○ 

【手数料に関する特記事項】*2，*3 

特許法等関係手数料令第１条の２第２号に掲げる要件に該当する請求人であ

る。（〇▼株式会社 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

【その他】*4 手数料の納付の割合〇／〇 

*1 【請求人】の欄には、減免を受ける者を含めて記載してください。 

*2 【手数料に関する特記事項】の欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「そ

の者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。 

*3 減免対象者が複数の場合、 

「特許法等関係手数料令第１条の２第２号に掲げる要件に該当する請求人である。

（〇▼株式会社 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

特許法施行令第 10 条第１号〇に掲げる者に該当する請求人である。（△〇株式会社 

持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。」 

のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。 

*4 正規の納付金額に対する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出

願人 A と出願人 B の持分がそれぞれ１／２で、出願人 A は軽減なし、出願人 B の軽減

率が１／２の場合、割合は３／４(＝１×１／２＋１／２×１／２)になりますので、

「手数料の納付の割合３／４」と記載してください。 
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８８．．個個人人（（市市町町村村民民税税非非課課税税者者等等））をを対対象象ととししたた減減免免措措置置   
  

（（１１））  対対象象者者  
 要件 審査請求料 
イ 生活保護を受けている者 免除 
ロ 市町村民税非課税者 免除 
ハ 所得税非課税者 １／２に軽減 
ニ 事業税非課税の個人事業主 １／２に軽減 
［備考］ 表中のイ～ニに対応する者は、特許法等関係手数料令第１条

の２第１号イ～ニで定める要件に該当する者である。 
  

（（２２））  減減免免措措置置のの内内容容   
審査請求料を免除又は１／２に軽減 
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（（３３））  様様式式見見本本  
①出願審査請求書（単独出願）記載例 

【書類名】 

【提出日】 

【あて先】 

【出願の表示】 

【出願番号】 

【請求項の数】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【手数料の表示】*2 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

出願審査請求書 

令和○○年○○月○○日 

特許庁長官 殿 

 

特願○○○○－○○○○○○ 

○ 

 

１２３４５６７８９ 

○○ ○○     

 

１２３４５６ 

○○○○○ 

【手数料に関する特記事項】*3 

 生活保護を受けている者の場合 
特許法等関係手数料令第１条の２第１号イに掲げる要件に該当する請求人で

ある。減免申請書の提出を省略する。 
 市町村民税非課税者の場合 

特許法等関係手数料令第１条の２第１号ロに掲げる要件に該当する請求人で

ある。減免申請書の提出を省略する。 
 所得税非課税者の場合 

特許法等関係手数料令第１条の２第１号ハに掲げる要件に該当する請求人で

ある。減免申請書の提出を省略する。 
 事業税非課税の個人事業主の場合 

特許法等関係手数料令第１条の２第１号ニに掲げる要件に該当する請求人で

ある。減免申請書の提出を省略する。 

*1 【請求人】の欄には、減免を受ける者を記載してください。 

*2 免除により手数料の納付の必要がない場合には、【手数料の表示】の欄を設ける必要は

ありません。 

*3 【手数料に関する特記事項】の欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出

を省略する旨」を記載してください。 
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②出願審査請求書（共同出願）記載例 

【書類名】 

【提出日】 

【あて先】 

【出願の表示】 

【出願番号】 

【請求項の数】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【手数料の表示】*2 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

出願審査請求書 

令和○○年○○月○○日 

特許庁長官 殿 

 

特願○○○○－○○○○○○ 

○ 

 

１２３４５６７８９ 

○○ ○○     

 

９８７６５４３２１ 

▼〇株式会社 

×× ××     

 

１２３４５６ 

○○○○○ 

【手数料に関する特記事項】*3,4 

 生活保護を受けている者の場合 
特許法等関係手数料令第１条の２第１号イに掲げる要件に該当する請求人であ

る。（〇〇 〇〇持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 
 市町村民税非課税者の場合 

特許法等関係手数料令第１条の２第１号ロに掲げる要件に該当する請求人であ

る。（〇〇 〇〇持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 
 所得税非課税者の場合 

特許法等関係手数料令第１条の２第１号ハに掲げる要件に該当する請求人であ

る。（〇〇 〇〇持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 
 事業税非課税の個人事業主の場合 

特許法等関係手数料令第１条の２第１号ニに掲げる要件に該当する請求人であ

る。（〇〇 〇〇持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

【その他】*5 手数料の納付の割合〇／〇 

*1 【請求人】の欄には、減免を受ける者を含めて記載してください。 

*2 免除により手数料の納付の必要がない場合には、【手数料の表示】の欄を設ける必要は

ありません。 

*3 【手数料に関する特記事項】の欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「そ

の者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。  

*4 減免対象者が複数の場合、 

「特許法等関係手数料令第１条の２第１号○に掲げる要件に該当する請求人である。

（〇〇 〇〇持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

― 370 ―



- 371 - 
 

特許法施行令第 10 条第１号〇に掲げる者に該当する請求人である。（▼〇株式会社 

持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。」 

のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。 

*5 正規の納付金額に対する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出

願人 A と出願人 B の持分がそれぞれ１／２で、出願人 A は軽減なし、出願人 B は免除

の場合、割合は１／２(＝１×１／２＋０×１／２)になりますので、「手数料の納付の

割合１／２」と記載してください。免除により手数料の納付の必要がない場合には、

手数料の納付の割合を記載する必要がありませんので、【その他】欄を設ける必要はあ

りません。 
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９９．．大大学学等等のの研研究究者者、、大大学学等等をを対対象象ととししたた減減免免措措置置  
（（１１））  対対象象者者  

①大学等の研究者 
以下の（a）、（b）、（c）のいずれかに該当する者であること 

(a) 学校教育法第１条に規定する大学（以下「大学」）の学長、副学長、学部長、

教授、准教授、助教、講師、助手又はその他の職員のうち専ら研究に従事す

る者（大学と雇用関係を有するポストドクター等） 

(b) 学校教育法第１条に規定する高等専門学校（以下「高等専門学校」）の校長、

教授、准教授、助教、講師、助手又はその他の職員のうち専ら研究に従事す

る者 

(c) 国立大学法人法第２条第３項に規定する大学共同利用機関法人（以下「大学

共同利用機関法人」）の長又はその職員のうち専ら研究に従事する者 

   ※ 改正前の産業技術力強化法に基づく軽減措置において設けられていた職務発明

要件は廃止となりました。 

 
②大学等 

以下の（a）、（b）、（c）のいずれかに該当する者であること 

(a) 大学を設置する者（国立大学法人、公立大学法人、学校法人等） 

(b) 高等専門学校を設置する者（独立行政法人国立高等専門学校機構等） 

(c) 大学共同利用機関法人 

※ 改正前の産業技術力強化法に基づく軽減措置において設けられていた職務発明

要件は廃止となりました。 

 
（（２２））  減減免免措措置置のの内内容容   

審査請求料を１／２に軽減 
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（（３３））  様様式式見見本本  
①出願審査請求書（単独出願）記載例 

【書類名】 

【提出日】 

【あて先】 

【出願の表示】 

【出願番号】 

【請求項の数】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

出願審査請求書 

令和○○年○○月○○日 

特許庁長官 殿 

 

特願○○○○－○○○○○○ 

○ 

 

１２３４５６７８９ 

学校法人〇▼大学 

○○ ○○     

 

１２３４５６ 

○○○○○ 

【手数料に関する特記事項】*2 

 大学等の研究者の場合 
特許法施行令第 10 条第３号イに掲げる者に該当する請求人である。減免申

請書の提出を省略する。 
 大学等の場合  

特許法施行令第 10 条第３号ロに掲げる者に該当する請求人である。減免申

請書の提出を省略する。 

*1 【請求人】の欄には、減免を受ける者を記載してください。【氏名又は名称】欄は、自

然人にあっては、氏名を記載してください。 

*2 【手数料に関する特記事項】の欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出

を省略する旨」を記載してください。 
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②出願審査請求書（共同出願）記載例 

【書類名】 

【提出日】 

【あて先】 

【出願の表示】 

【出願番号】 

【請求項の数】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

出願審査請求書 

令和○○年○○月○○日 

特許庁長官 殿 

 

特願○○○○－○○○○○○ 

○ 

 

１２３４５６７８９ 

学校法人〇▼大学 

○○ ○○     

 

９８７６５４３２１ 

▼〇株式会社 

×× ××     

 

１２３４５６ 

○○○○○ 

【手数料に関する特記事項】*2，*3 

 大学等の研究者の場合 
特許法施行令第 10 条第３号イに掲げる者に該当する請求人である。（〇〇 〇

〇 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 
 大学等の場合  

特許法施行令第 10 条第３号ロに掲げる者に該当する請求人である。（学校法人

〇▼大学 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

【その他】*4 手数料の納付の割合〇／〇 

*1 【請求人】欄には、減免を受ける者を含めて記載してください。【氏名又は名称】欄

は、自然人にあっては、氏名を記載してください。 

*2 【手数料に関する特記事項】の欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「そ

の者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。 

*3 減免対象者が複数の場合、 

「特許法施行令第 10 条第３号ロに掲げる者に該当する請求人である。（学校法人〇▼

大学 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

特許法施行令第 10 条第１号○に掲げる者に該当する請求人である。（▼〇株式会社 

持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。」 

のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。 

*4 正規の納付金額に対する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出

願人 A と出願人 B の持分がそれぞれ１／２で、出願人 A は軽減なし、出願人 B の軽減

率が１／２の場合、割合は３／４(＝１×１／２＋１／２×１／２)になりますので、
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「手数料の納付の割合３／４」と記載してください。 
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１１００．．独独立立行行政政法法人人等等をを対対象象ととししたた減減免免措措置置  
（（１１））  対対象象者者  
以下に掲げる独立行政法人等 
 

1 
国立研究開発法人日本医療研究開発

機構 
2 福島国際研究教育機構 

3 国立研究開発法人情報通信研究機構 4 独立行政法人酒類総合研究所 

5 独立行政法人造幣局 6 独立行政法人国立印刷局 

7 独立行政法人国立科学博物館 8 国立研究開発法人物質・材料研究機構 

9 
国立研究開発法人防災科学技術研究

所 
10 

国立研究開発法人量子科学技術研究開

発機構 

11 独立行政法人国立美術館 12 独立行政法人国立文化財機構 

13 国立研究開発法人科学技術振興機構 14 国立研究開発法人理化学研究所 

15 
国立研究開発法人宇宙航空研究開発

機構 
16 

独立行政法人日本スポーツ振興センタ

ー 

17 国立研究開発法人海洋研究開発機構 18 
国立研究開発法人日本原子力研究開発

機構 

19 
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用

支援機構 
20 独立行政法人労働者健康安全機構 

21 独立行政法人国立病院機構 22 
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄

養研究所 

23 
国立研究開発法人国立がん研究セン

ター 
24 

国立研究開発法人国立循環器病研究セ

ンター 

25 
国立研究開発法人国立精神・神経医療

研究センター 
26 

国立研究開発法人国立成育医療研究セ

ンター 

27 
国立研究開発法人国立長寿医療研究

センター 
28 国立健康危機管理研究機構 

29 
独立行政法人農林水産消費安全技術

センター 
30 独立行政法人家畜改良センター 

31 
国立研究開発法人農業・食品産業技術

総合研究機構 
32 

国立研究開発法人国際農林水産業研究

センター 

33 国立研究開発法人森林研究・整備機構 34 国立研究開発法人水産研究・教育機構 

35 
国立研究開発法人産業技術総合研究

所 
36 独立行政法人製品評価技術基盤機構 

37 
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資

源機構 
38 

国立研究開発法人新エネルギー・産業

技術総合開発機構 

39 国立研究開発法人土木研究所 40 国立研究開発法人建築研究所 

41 
国立研究開発法人海上・港湾・航空技

術研究所 
42 独立行政法人海技教育機構 

― 376 ―



- 377 - 
 

43 独立行政法人自動車技術総合機構 44 
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備

支援機構 

45 国立研究開発法人国立環境研究所 

 
 
※ 改正前の産業技術力強化法に基づく軽減措置において設けられていた職務発明要

件は廃止となりました。 
 
（（２２））  減減免免措措置置のの内内容容   

審査請求料を１／２に軽減 
 

（（３３））  様様式式見見本本  
①出願審査請求書（単独出願）記載例 

【書類名】 

【提出日】 

【あて先】 

【出願の表示】 

【出願番号】 

【請求項の数】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

出願審査請求書 

令和○○年○○月○○日 

特許庁長官 殿 

 

特願○○○○－○○○○○○ 

○ 

 

１２３４５６７８９ 

独立行政法人〇〇 
○○ ○○     

 

１２３４５６ 

○○○○○ 

【手数料に関する特記事項】*2 

特許法施行令第 10 条第３号ニに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書

の提出を省略する。 

*1 【請求人】の欄には、減免を受ける者を記載してください。 

*2 【手数料に関する特記事項】の欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出

を省略する旨」を記載してください。 
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②出願審査請求書（共同出願）記載例 

【書類名】 

【提出日】 

【あて先】 

【出願の表示】 

【出願番号】 

【請求項の数】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

出願審査請求書 

令和○○年○○月○○日 

特許庁長官 殿 

 

特願○○○○－○○○○○○ 

○ 

 

１２３４５６７８９ 

独立行政法人〇〇 
○○ ○○     

 

９８７６５４３２１ 

▼〇株式会社 

×× ××     

 

１２３４５６ 

○○○○○ 

【手数料に関する特記事項】*2，*3 

特許法施行令第 10 条第３号ニに掲げる者に該当する請求人である。（独立行政法人

〇〇 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

【その他】*4 手数料の納付の割合〇／〇 

*1 【請求人】の欄には、減免を受ける者を含めて記載してください。 

*2 【手数料に関する特記事項】の欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「そ

の者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。 

*3 減免対象者が複数の場合、 

「特許法施行令第 10 条第３号ニに掲げる者に該当する請求人である。（独立行政法人

〇〇 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

特許法施行令第 10 条第１号〇に掲げる者に該当する請求人である。（▼〇株式会社 

持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。」 

のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。 

*4 正規の納付金額に対する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出

願人 A と出願人 B の持分がそれぞれ１／２で、出願人 A は軽減なし、出願人 B の軽減

率が１／２の場合、割合は３／４(＝１×１／２＋１／２×１／２)になりますので、

「手数料の納付の割合３／４」と記載してください。 
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１１１１．．公公設設試試験験研研究究機機関関をを設設置置すするる者者をを対対象象ととししたた減減免免措措置置  
  

（（１１））  対対象象者者  
公設試験研究機関を設置する者（＝地方公共団体） 

※ 「公設試験研究機関」とは、地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機

関であって試験研究に関する業務を行う機関です。 
※ 改正前の産業技術力強化法に基づく軽減措置において設けられていた職務発明要

件は廃止となりました。 
 
（（２２））  減減免免措措置置のの内内容容   

審査請求料を１／２に軽減 
 

（（３３））  様様式式見見本本  
①出願審査請求書（単独出願）記載例 

【書類名】 

【提出日】 

【あて先】 

【出願の表示】 

【出願番号】 

【請求項の数】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

出願審査請求書 

令和○○年○○月○○日 

特許庁長官 殿 

 

特願○○○○－○○○○○○ 

○ 

 

１２３４５６７８９ 

〇▼県 
○○ ○○     

 

１２３４５６ 

○○○○○ 

【手数料に関する特記事項】*2 

特許法施行令第 10 条第３号ヘに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書

の提出を省略する。 

*1 【請求人】の欄には、減免を受ける者を記載してください。 

*2 【手数料に関する特記事項】の欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出

を省略する旨」を記載してください。 
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②出願審査請求書（共同出願）記載例 

【書類名】 

【提出日】 

【あて先】 

【出願の表示】 

【出願番号】 

【請求項の数】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

出願審査請求書 

令和○○年○○月○○日 

特許庁長官 殿 

 

特願○○○○－○○○○○○ 

○ 

 

１２３４５６７８９ 

〇▼県 
○○ ○○     

 

９８７６５４３２１ 

▼〇株式会社 

×× ××     

 

１２３４５６ 

○○○○○ 

【手数料に関する特記事項】*2，*3 

特許法施行令第 10 条第３号ヘに掲げる者に該当する請求人である。（〇▼県 持分

〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

【その他】*4 手数料の納付の割合〇／〇 

*1 【請求人】の欄には、減免を受ける者を含めて記載してください。 

*2 【手数料に関する特記事項】の欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「そ

の者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。 

*3 減免対象者が複数の場合、 

「特許法施行令第 10 条第３号ヘに掲げる者に該当する請求人である。（〇▼県 持分

〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

特許法施行令第 10 条第１号〇に掲げる者に該当する請求人である。（▼〇株式会社 

持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。」 

のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。 

*4 正規の納付金額に対する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出

願人 A と出願人 B の持分がそれぞれ１／２で、出願人 A は軽減なし、出願人 B の軽減

率が１／２の場合、割合は３／４(＝１×１／２＋１／２×１／２)になりますので、

「手数料の納付の割合３／４」と記載してください。 
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１１２２．．地地方方独独立立行行政政法法人人をを対対象象ととししたた減減免免措措置置   
  

（（１１））  対対象象者者  
地方独立行政法人法第２条第１項に規定する地方独立行政法人であって、その法人

の業務として試験研究を行っている地方独立行政法人 
※ 改正前の産業技術力強化法に基づく軽減措置において設けられていた職務発明要

件は廃止となりました。 
 

（（２２））  減減免免措措置置のの内内容容   
審査請求料を１／２に軽減 

 
（（３３））  様様式式見見本本  

①出願審査請求書（単独出願）記載例 

【書類名】 

【提出日】 

【あて先】 

【出願の表示】 

【出願番号】 

【請求項の数】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

出願審査請求書 

令和○○年○○月○○日 

特許庁長官 殿 

 

特願○○○○－○○○○○○ 

○ 

 

１２３４５６７８９ 

地方独立行政法人〇〇 
○○ ○○     

 

１２３４５６ 

○○○○○ 

【手数料に関する特記事項】*2 

特許法施行令第 10 条第３号トに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書

の提出を省略する。 

*1 【請求人】の欄には、減免を受ける者を記載してください。 

*2 【手数料に関する特記事項】の欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出

を省略する旨」を記載してください。 
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②出願審査請求書（共同出願）記載例 

【書類名】 

【提出日】 

【あて先】 

【出願の表示】 

【出願番号】 

【請求項の数】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

出願審査請求書 

令和○○年○○月○○日 

特許庁長官 殿 

 

特願○○○○－○○○○○○ 

○ 

 

１２３４５６７８９ 

地方独立行政法人〇〇 
○○ ○○     

 

９８７６５４３２１ 

▼〇株式会社 

×× ××     

 

１２３４５６ 

○○○○○ 

【手数料に関する特記事項】*2，*3 

特許法施行令第 10 条第３号トに掲げる者に該当する請求人である。（地方独立行政

法人〇〇 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

【その他】*4 手数料の納付の割合〇／〇 

*1 【請求人】の欄には、減免を受ける者を含めて記載してください。 

*2 【手数料に関する特記事項】の欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「そ

の者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。 

*3 減免対象者が複数の場合、 

「特許法施行令第 10 条第３号トに掲げる者に該当する請求人である。（地方独立行政

法人〇〇 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

特許法施行令第 10 条第１号〇に掲げる者に該当する請求人である。（▼〇株式会社 

持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。」 

のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。 

*4 正規の納付金額に対する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出

願人 A と出願人 B の持分がそれぞれ１／２で、出願人 A は軽減なし、出願人 B の軽減

率が１／２の場合、割合は３／４(＝１×１／２＋１／２×１／２)になりますので、

「手数料の納付の割合３／４」と記載してください。 
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１１３３．．承承認認 TTLLOO をを対対象象ととししたた減減免免措措置置  
  

（（１１））  対対象象者者  
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第

４条第１項の承認を受けた実施計画に係る同法第２条第１項に規定する特定大学技術

移転事業を実施する者（承認ＴＬＯ） 
 

（（２２））  減減免免措措置置のの内内容容   
審査請求料を１／２に軽減 

 
（（３３））  様様式式見見本本  

①出願審査請求書（単独出願）記載例 

【書類名】 

【提出日】 

【あて先】 

【出願の表示】 

【出願番号】 

【請求項の数】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

出願審査請求書 

令和○○年○○月○○日 

特許庁長官 殿 

 

特願○○○○－○○○○○○ 

○ 

 

８７６５４３２１０ 

株式会社〇〇ティーエルオー 
○○ ○○     

 

１２３４５６ 

○○○○○ 

【手数料に関する特記事項】*2 

特許法施行令第 10 条第３号ハに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書

の提出を省略する。 

*1 【請求人】の欄には、減免を受ける者を記載してください。 

*2 【手数料に関する特記事項】の欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出

を省略する旨」を記載してください。 

  

― 383 ―



- 384 - 
 

②出願審査請求書（共同出願）記載例 

【書類名】 

【提出日】 

【あて先】 

【出願の表示】 

【出願番号】 

【請求項の数】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

出願審査請求書 

令和○○年○○月○○日 

特許庁長官 殿 

 

特願○○○○－○○○○○○ 

○ 

 

８７６５４３２１０ 

株式会社〇〇ティーエルオー 
○○ ○○     

 

９８７６５４３２１ 

▼〇株式会社 

×× ××     

 

１２３４５６ 

○○○○○ 

【手数料に関する特記事項】*2，*3 

特許法施行令第 10 条第３号ハに掲げる者に該当する請求人である。（株式会社〇〇

ティーエルオー 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

【その他】*4 手数料の納付の割合〇／〇 

*1 【請求人】の欄には、減免を受ける者を含めて記載してください。 

*2 【手数料に関する特記事項】の欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「そ

の者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。 

*3 減免対象者が複数の場合、 

「特許法施行令第 10 条第３号ハに掲げる者に該当する請求人である。（株式会社〇〇

ティーエルオー 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

特許法施行令第 10 条第１号〇に掲げる者に該当する請求人である。（▼〇株式会社 

持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。」 

のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。 

*4 正規の納付金額に対する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出

願人 A と出願人 B の持分がそれぞれ１／２で、出願人 A は軽減なし、出願人 B の軽減

率が１／２の場合、割合は３／４(＝１×１／２＋１／２×１／２)になりますので、

「手数料の納付の割合３／４」と記載してください。 
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１１４４．．試試験験独独法法関関連連 TTLLOO をを対対象象ととししたた減減免免措措置置  
  

（（１１））  対対象象者者  
以下の表に掲げる独立行政法人等における技術に関する研究成果について、当該研

究成果に係る当該独立行政法人等が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受

け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲

渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間

事業者に対し移転する事業を行う者（試験独法関連 TLO）  
 

1 
国立研究開発法人日本医療研究開発

機構 
2 福島国際研究教育機構 

3 国立研究開発法人情報通信研究機構 4 独立行政法人酒類総合研究所 

5 独立行政法人造幣局 6 独立行政法人国立印刷局 

7 独立行政法人国立科学博物館 8 
国立研究開発法人物質・材料研究機

構 

9 
国立研究開発法人防災科学技術研究

所 
10 

国立研究開発法人量子科学技術研究

開発機構 

11 独立行政法人国立美術館 12 独立行政法人国立文化財機構 

13 国立研究開発法人科学技術振興機構 14 国立研究開発法人理化学研究所 

15 
国立研究開発法人宇宙航空研究開発

機構 
16 

独立行政法人日本スポーツ振興セン

ター 

17 国立研究開発法人海洋研究開発機構 18 
国立研究開発法人日本原子力研究開

発機構 

19 
独立行政法人高齢・障害・求職者雇

用支援機構 
20 独立行政法人労働者健康安全機構 

21 独立行政法人国立病院機構 22 
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄

養研究所 

23 
国立研究開発法人国立がん研究セン

ター 
24 

国立研究開発法人国立循環器病研究

センター 

25 
国立研究開発法人国立精神・神経医

療研究センター 
26 

国立研究開発法人国立成育医療研究

センター 

27 
国立研究開発法人国立長寿医療研究

センター 
28 国立健康危機管理研究機構 

29 
独立行政法人農林水産消費安全技術

センター 
30 独立行政法人家畜改良センター 

31 
国立研究開発法人農業・食品産業技

術総合研究機構 
32 

国立研究開発法人国際農林水産業研

究センター 

33 
国立研究開発法人森林研究・整備機

構 
34 

国立研究開発法人水産研究・教育機

構 
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35 
国立研究開発法人産業技術総合研究

所 
36 独立行政法人製品評価技術基盤機構 

37 
独立行政法人エネルギー・金属鉱物

資源機構 
38 

国立研究開発法人新エネルギー・産

業技術総合開発機構 

39 国立研究開発法人土木研究所 40 国立研究開発法人建築研究所 

41 
国立研究開発法人海上・港湾・航空

技術研究所 
42 独立行政法人海技教育機構 

43 独立行政法人自動車技術総合機構 44 
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整

備支援機構 

45 国立研究開発法人国立環境研究所 

 
（（２２））  減減免免措措置置のの内内容容   

審査請求料を１／２に軽減 
 

（（３３））  様様式式見見本本  
①出願審査請求書（単独出願）記載例 

【書類名】 

【提出日】 

【あて先】 

【出願の表示】 

【出願番号】 

【請求項の数】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

出願審査請求書 

令和○○年○○月○○日 

特許庁長官 殿 

 

特願○○○○－○○○○○○ 

○ 

 

１２３４５６７８９ 

〇〇財団法人▼▼▼▼ 
○○ ○○     

 

１２３４５６ 

○○○○○ 

【手数料に関する特記事項】*2 

特許法施行令第 10 条第３号ホに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書

の提出を省略する。 

*1 【請求人】の欄には、減免を受ける者を記載してください。 

*2 【手数料に関する特記事項】の欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出

を省略する旨」を記載してください。 
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②出願審査請求書（共同出願）記載例 

【書類名】 

【提出日】 

【あて先】 

【出願の表示】 

【出願番号】 

【請求項の数】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

出願審査請求書 

令和○○年○○月○○日 

特許庁長官 殿 

 

特願○○○○－○○○○○○ 

○ 

 

１２３４５６７８９ 

〇〇財団法人▼▼▼▼ 
○○ ○○     

 

９８７６５４３２１ 

▼〇株式会社 

×× ××     

 

１２３４５６ 

○○○○○ 

【手数料に関する特記事項】*2，*3 

特許法施行令第 10 条第３号ホに掲げる者に該当する請求人である。（〇〇財団法人

▼▼▼▼ 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

【その他】*4 手数料の納付の割合〇／〇 

*1 【請求人】の欄には、減免を受ける者を含めて記載してください。 

*2 【手数料に関する特記事項】の欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「そ

の者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。 

*3 減免対象者が複数の場合、 

「特許法施行令第 10 条第３号ホに掲げる者に該当する請求人である。（〇〇財団法人

▼▼▼▼ 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

特許法施行令第 10 条第１号〇に掲げる者に該当する請求人である。（▼〇株式会社 

持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。」 

のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。 

*4 正規の納付金額に対する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出

願人 A と出願人 B の持分がそれぞれ１／２で、出願人 A は軽減なし、出願人 B の軽減

率が１／２の場合、割合は３／４(＝１×１／２＋１／２×１／２)になりますので、

「手数料の納付の割合３／４」と記載してください。 
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１１５５．．福福島島復復興興再再生生特特別別措措置置法法のの認認定定福福島島復復興興再再生生計計画画にに基基づづいいてて事事業業をを行行うう中中小小企企業業

（（会会社社・・個個人人事事業業主主・・組組合合・・NNPPOO 法法人人））をを対対象象ととししたた減減免免措措置置  
 
  （（１１））対対象象者者  

以下の①～④の要件に該当する者 

  

①個人事業主の場合 

以下の（a）、（b）、（c）いずれにも該当すること 

（a）以下の「従業員数要件」を満たしている個人事業主であること 

（b）その特許発明又は発明が福島復興再生特別措置法第 86 条に規定する認定福島

復興再生計画※１に基づき同法第７条第６項に規定する福島国際研究産業都市区

域（浜通り地域等の 15 市町村※２）において行う事業※３の成果に係るものである

こと 

（c）認定福島復興再生計画の期間の終了の日（2026 年 3 月 31 日）から起算して 2 

年以内に出願されたもの 

 

  

    業種 
常時使用する 

従業員数※2 

1 
製造業、建設業、運輸業その他の業種（2 から 7 までに掲げる業種を除

く。） 
300 人以下 

2 卸売業 100 人以下 

3 サービス業（6 及び 7 に掲げる業種を除く。） 100 人以下 

4 小売業 50 人以下 

5 
ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに

工業用ベルト製造業を除く。） 
900 人以下 

6 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 300 人以下 

7 旅館業 200 人以下 
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②会社の場合 

以下の（a）、（b）、（c）いずれにも該当すること 

 

（a）以下の「従業員数要件」又は「資本金額要件」のいずれかを満たしている会社

であること 

（b）その特許発明又は発明が福島復興再生特別措置法第 86 条に規定する認定福島

復興再生計画※１に基づき同法第７条第６項に規定する福島国際研究産業都市区

域（浜通り地域等の 15 市町村※２）において行う事業※３の成果に係るものであ

ること 

（c）認定福島復興再生計画の期間の終了の日（2026 年 3 月 31 日）から起算して 2 年

以内に出願されたもの 

 

    業種 
常時使用する 

従業員数※2 

資本金額 

又は出資総額 

1 
製造業、建設業、運輸業その他の業種（2 から 7 までに

掲げる業種を除く。） 
300 人以下 3 億円以下 

2 卸売業 100 人以下 1 億円以下 

3 サービス業（6 及び 7 に掲げる業種を除く。） 100 人以下 5,000 万円以下 

4 小売業 50 人以下 5,000 万円以下 

5 
ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及びチュ

ーブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。） 
900 人以下 3 億円以下 

6 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 300 人以下 3 億円以下 

7 旅館業 200 人以下 5,000 万円以下 
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③組合の場合 

以下の（a）、（b）、（c）いずれにも該当すること 

 

（a）以下の表のいずれかに該当する組合であること 

（b）その特許発明又は発明が福島復興再生特別措置法第 86 条に規定する認定福島

復興再生計画※１に基づき同法第７条第６項に規定する福島国際研究産業都市

区域（浜通り地域等の 15 市町村※２）において行う事業※３成果に係るものであ

ること 

（c）認定福島復興再生計画の期間の終了の日（2026 年 3 月 31 日）から起算して

2 年以内に出願されたもの 

 

組合 

 企業組合 

 協業組合 

 事業協同組合 

 事業協同小組合 

 協同組合連合会 

 農業協同組合 

 農業協同組合連合会 

 漁業協同組合 

 漁業協同組合連合会 

 水産加工業協同組合 

 水産加工業協同組合連合会 

 森林組合 

 森林組合連合会 

 商工組合 

 商工組合連合会 

 商店街振興組合 

 商店街振興組合連合会 
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 消費生活協同組合 

 消費生活協同組合連合会 

 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員た

る酒類製造業者の３分の２以上が３億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総

額とする法人であるもの 

 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員た

る酒類製造業者の３分の２以上が常時 300 人以下の従業員を使用する者であるもの 

 酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員た

る酒類販売業者の３分の２以上が 5,000 万円（酒類卸売業者については、１億円）以下

の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人であるもの 

 酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員た

る酒類販売業者の３分の２以上が常時 50 人（酒類卸売業者については、100 人）以下の

従業員を使用する者であるもの 

 

④NPO 法人の場合 

以下の（a）、（b）、（c）いずれにも該当すること 

 

（a）以下の「従業員数要件」を満たしている NPO 法人であること 

（b）その特許発明又は発明が福島復興再生特別措置法第 86 条に規定する認定福

島復興再生計画※１に基づき同法第７条第６項に規定する福島国際研究産業都

市区域（浜通り地域等の 15 市町村※２）において行う事業※３の成果に係るも

のであること 

（c）認定福島復興再生計画の期間の終了の日（2026 年 3 月 31 日）から起算して

2 年以内に出願されたもの 

 

業種 常時使用する従業員数※2 

以下の業種（小売業、卸売業及びサービス業）以外の業種 300 人以下 

小売業 50 人以下 

卸売業又はサービス業 100 人以下 

 ※1 福島県知事が作成し、内閣総理大臣の認定を受けた福島復興再生計画。認定福島復 

興再生計画については、福島県の HP（「福島復興再生計画」が認定されました）をご覧 

ください。https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-public210301.html 
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※2 福島国際研究産業都市区域（浜通り地域等の 15 市町村） 

いわき市：全域 

相馬市：全域 

田村市：全域 

南相馬市：全域 

川俣町：全域 

広野町：全域 

楢葉町：全域 

富岡町：全域 

川内村：全域 

大熊町：全域 

双葉町：全域 

浪江町：全域 

葛尾村：全域 

新地町：全域 

飯舘村：全域 

（全国地方公共団体コード（総務省）順） 

 

 ※3 福島イノベーション・コースト構想の重点分野となる、廃炉、ロボット・ドロー 

ン、エネルギー・環境・リサイクル、農林水産業、医療関連及び航空宇宙の各分野に係 

る事業。 

 

※4 常時使用する従業員は、労働基準法第 20 条の規定に基づく「予め解雇の予告を必

要とする者」を指します。このため、正社員に準じた労働形態である場合には従業員と

して扱います。一方、会社役員及び個人事業主は「予め解雇の予告を必要とする者」に

該当しないので、常時使用する従業員として扱いません。また、アルバイトやパートに

ついては、労働基準法第 20 条をもとに個別に判断されます。アルバイトやパートの扱い

の具体例は以下のとおりです。 

 日々雇い入れられる者（アルバイト等）は原則含みません。 

（注）1 か月を超えて引き続き使用される場合は含みます。 

 2 か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。 

（注）所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。 

 季節的業務に 4 か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。 

（注）所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。 

 

（（２２））  減減免免措措置置のの内内容容   
審査請求料を１／４に軽減 
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（（３３））  様様式式見見本本  
①出願審査請求書（単独出願）記載例 

【書類名】 

【提出日】 

【あて先】 

【出願の表示】 

【出願番号】 

【請求項の数】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

出願審査請求書 

令和○○年○○月○○日 

特許庁長官 殿 

 

特願○○○○－○○○○○○ 

○ 

 

１２３４５６７８９ 

〇▼株式会社 

○○ ○○     

 

１２３４５６ 

○○○○○ 

【手数料に関する特記事項】*2 

特許法施行令第 10 条第６号に掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の

提出を省略する。 

*1 【請求人】の欄には、減免を受ける者を記載してください。【氏名又は名称】欄は、自

然人にあっては、氏名を記載してください。 

*2 【手数料に関する特記事項】の欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出

を省略する旨」を記載してください。 
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②出願審査請求書（共同出願）記載例 

【書類名】 

【提出日】 

【あて先】 

【出願の表示】 

【出願番号】 

【請求項の数】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【請求人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

出願審査請求書 

令和○○年○○月○○日 

特許庁長官 殿 

 

特願○○○○－○○○○○○ 

○ 

 

１２３４５６７８９ 

〇▼株式会社 

○○ ○○     

 

９８７６５４３２１ 

▼〇株式会社 

×× ××     

 

１２３４５６ 

○○○○○ 

【手数料に関する特記事項】*2，*3 

特許法施行令第 10 条第６号に掲げる者に該当する請求人である。（〇▼株式会社 

持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

【その他】*4 手数料の納付の割合〇／〇 

*1 【請求人】の欄には、減免を受ける者を含めて記載してください。【氏名又は名称】欄

は、自然人にあっては、氏名を記載してください。 

*2 【手数料に関する特記事項】の欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「そ

の者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。 

*3 減免対象者が複数の場合、 

「特許法施行令第 10 条第６号に掲げる者に該当する請求人である。（〇▼株式会社 

持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

特許法施行令第 10 条第１号〇に掲げる者に該当する請求人である。（▼〇株式会社 

持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。」 

のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。 

*4 正規の納付金額に対する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出

願人 A と出願人 B の持分がそれぞれ１／２で、出願人 A は軽減なし、出願人 B は１／

４に軽減される場合、割合は５／８(＝１×１／２＋１／４×１／２)になりますの

で、「手数料の納付の割合５／８」と記載してください。 
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ⅢⅢ  補補正正等等にによよりり増増加加ししたた請請求求項項のの分分のの出出願願審審査査請請求求料料のの減減免免申申請請ににつついいてて 

 

補正等により請求項が増加した場合（手続補正書又は誤訳訂正書を提出する前に納付した

審査請求料の請求項の数より増加している場合に限る。）には、増加した請求項の数分の審

査請求料を納付しなければなりません。平成31年４月１日以降に出願審査の請求を行った出

願について増加した請求項の数分の審査請求料の減免を受けるときには、手続補正書の【補

正をする者】の欄又は誤訳訂正書の【特許出願人】の欄に審査請求料の減免を受ける者を含

めて記載し、【その他】の欄を設けて「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略す

る旨」の記載をすれば、減免申請書を提出しなくても、補正等により増加した請求項に関す

る審査請求料の減免を受けることができます。 

なお、平成31年３月31日以前になされた出願審査の請求に関して、増加した請求項の数分

の審査請求料の減免を受ける場合は、旧減免制度による申請が必要です。旧減免制度による

申請については特許庁ホームページ内の「特許料等の減免制度」の記事を御覧ください。 

「特許料等の減免制度」 

https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmensochi.html 
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＜手続補正書（単独出願）記載例＞ 

【書類名】 

【提出日】 

【あて先】 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【補正をする者】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 
【発送番号】 

【補正により増加する請求項の数】 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】 

【補正対象項目名】 

【補正方法】 

【補正の内容】 

【書類名】 特許請求の範囲 

【請求項１】 

 ： 

【請求項○】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

手続補正書 

令和○○年○○月○○日 

特許庁○○○ 殿 

 

特願○○○○－○○○○○○ 

 

１２３４５６７８９ 

○▼株式会社 
○○ ○○     

○○○○○○ 

○ 

 

特許請求の範囲 

全文 

変更 

 

 

 

 

 

 

１２３４５６ 

○○○○ 

【その他】*2 

特許法施行令第 10 条第○号○に掲げる者に該当する補正をする者である。減免

申請書の提出を省略する。 

*1 【補正をする者】の欄には、減免を受ける者を記載してください。【氏名又は名称】欄

は、自然人にあっては、氏名を記載してください。 

*2 【その他】の欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を

記載してください。（「減免を受ける旨」の記載については、各要件に該当するページ

を御覧ください。） 
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＜手続補正書（共同出願）記載例＞ 

【書類名】 

【提出日】 

【あて先】 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【補正をする者】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 
【補正をする者】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 
【発送番号】 

【補正により増加する請求項の数】 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】 

【補正対象項目名】 

【補正方法】 

【補正の内容】 

【書類名】 特許請求の範囲 

【請求項１】 

 ： 

【請求項○】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

手続補正書 

令和○○年○○月○○日 

特許庁○○○ 殿 

 

特願○○○○－○○○○○○ 

 

１２３４５６７８９ 

○▼株式会社 
○○ ○○     

 

９８７６５４３２１ 

▼〇株式会社 

○○ ○○     

○○○○○○ 

○ 

 

特許請求の範囲 

全文 

変更 

 

 

 

 

 

 

１２３４５６ 

○○○○ 

【その他】*2,3 

特許法施行令第 10 条第○号○に掲げる者に該当する補正をする者である。 

（○▼株式会社 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 
手数料の納付の割合〇／〇 

*1 【補正をする者】の欄には、減免を受ける者を含めて記載してください。【氏名又は名

称】欄は、自然人にあっては、氏名を記載してください。 

*2 【その他】の欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割

合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載し、その後に正規の納付金額に対

する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出願人 A と出願人 B の

持分がそれぞれ１／２で、出願人 A は軽減なし、出願人 B の軽減率が１／２の場合、

割合は３／４(＝１×１／２＋１／２×１／２)になりますので、「手数料の納付の割合
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３／４」と記載してください。 

*3 減免対象者が複数の場合、 

「特許法施行令第 10 条第○号〇に掲げる者に該当する補正をする者である。（〇▼株

式会社 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

特許法施行令第 10 条第○号〇に掲げる者に該当する補正をする者である。（▼〇株

式会社 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。」 

のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。（「減免を受ける旨」の記

載については、各要件に該当するページを御覧ください。） 

 
＜誤訳訂正書（単独出願）記載例＞ 

【書類名】 

【提出日】 

【あて先】 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【特許出願人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代理人】 

 【識別番号】 

 【弁理士】 

 【氏名又は名称】 

【発送番号】 

【訂正により増加する請求項の数】 

【誤訳訂正１】 

【訂正対象書類名】 

【訂正対象項目名】 

【訂正方法】 

【訂正の内容】 

【書類名】 特許請求の範囲 

【請求項１】 

 ： 

【請求項○】 

【訂正の理由等】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

誤訳訂正書 

令和○○年○○月○○日 

特許庁○○○ 殿 

 

特願○○○○－○○○○○○ 

 

１２３４５６７８９ 

○▼インコーポレーテッド 

 

０１２３４５６７８ 

 

▼▼ ▼▼ 

○○○○○○ 

○ 

 

特許請求の範囲 

全文 

変更 

 

 

 

 

 

 

 

１２３４５６ 

○○○○ 

【その他】*2 
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特許法施行令第 10 条第○号○に掲げる者に該当する特許出願人である。減免申

請書の提出を省略する。 

*1 【特許出願人】の欄には、減免を受ける者を記載してください。【氏名又は名称】欄

は、自然人にあっては、氏名を記載してください。 

*2 【その他】の欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割

合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。（「減免を受ける

旨」の記載については、各要件に該当するページを御覧ください。） 

 
＜誤訳訂正書（共同出願）記載例＞ 

【書類名】 

【提出日】 

【あて先】 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【特許出願人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【特許出願人】*1 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代理人】 

【識別番号】 

【弁理士】 

【氏名又は名称】 

【発送番号】 

【訂正により増加する請求項の数】 

【誤訳訂正１】 

【訂正対象書類名】 

【訂正対象項目名】 

【訂正方法】 

【訂正の内容】 

【書類名】 特許請求の範囲 

【請求項１】 

 ： 

【請求項○】 

【訂正の理由等】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

誤訳訂正書 

令和○○年○○月○○日 

特許庁○○○ 殿 

 

特願○○○○－○○○○○○ 

 

１２３４５６７８９ 

○▼インコーポレーテッド 
 
９８７６５４３２１ 

▼〇インコーポレーテッド 

 

０１２３４５６７８ 

 

▼▼ ▼▼ 

○○○○○○ 

○ 

 

特許請求の範囲 

全文 

変更 

 

 

 

 

 

 

 

１２３４５６ 

○○○○ 
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【その他】*2,3 

特許法施行令第 10 条第○号○に掲げる者に該当する特許出願人である。 

（○▼インコーポレーテッド 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 
手数料の納付の割合〇／〇 

*1 【特許出願人】の欄には、減免を受ける者を含めて記載してください。【氏名又は名

称】欄は、自然人にあっては、氏名を記載してください。 

*2 【その他】の欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割

合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載し、その後に正規の納付金額に対

する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出願人 A と出願人 B の

持分がそれぞれ１／２で、出願人 A は軽減なし、出願人 B の軽減率が１／２の場合、

割合は３／４(＝１×１／２＋１／２×１／２)になりますので、「手数料の納付の割合

３／４」と記載してください。 

*3 減免対象者が複数の場合、 

「特許法施行令第 10 条第○号〇に掲げる者に該当する特許出願人である。（○▼イン

コーポレーテッド 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。 

特許法施行令第 10 条第○号〇に掲げる者に該当する特許出願人である。（▼○イン

コーポレーテッド 持分〇／〇）。減免申請書の提出を省略する。」 

のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。（「減免を受ける旨」の記

載については、各要件に該当するページを御覧ください。） 
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第三章  実用新案登録出願の手続 
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第第一一節節  実実用用新新案案登登録録出出願願のの概概要要  

 

ⅠⅠ  実実用用新新案案法法のの概概要要  

(1) 権利付与手続 

実用新案法は、考案の早期権利化を図り保護するため、考案の内容に関する実体審査を行

わずに、実用新案の設定の登録をすることとしていますが、それには、一定の要件を満たす

必要があります(注)。 

実用新案登録出願が、様式に従って作成されているか否かの方式要件（実２の２(4)）に

加え、実用新案権の設定の登録を受けるために、その実用新案登録出願が満たすべき要件

（実６の２）を規定しています。この要件が「基礎的要件」といわれるものです。 

このように基礎的要件や方式要件が課されていることにより、実用新案法の保護対象でな

い考案について実用新案権が設定されたり、実質的に出願書類の体をなしていない出願がそ

のまま登録されたりすること等の不都合を防止します。 

（基礎的要件審査：実６の２） 

・物品の形状、構造、組合せでないもの（第１号） 

・公序良俗に反するもの（第２号） 

・実用新案登録請求の範囲の記載様式又は考案の単一性の要件を満たさないもの（第３号） 

・明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に必要な事項が記載されていないもの又はその

記載が著しく不明確なもの（第４号） 

（注）基礎的要件を満たしている場合であっても、当該出願に係る明細書、実用新案登録請

求の範囲又は図面に、経済安全保障推進法第70条第１項の規定による保全対象となる発明

の内容が記載されているときは、実用新案法第14条第２項の規定にかかわらず、その保全

指定が解除され、又は保全指定の期間が満了するまで、実用新案権は設定登録されません

（経済安全保障推進法82(5)）。 

(2) 実用新案技術評価制度 

実体審査を行わない登録制度の下では、登録された権利の有効性については、原則として

当事者間における判断に委ねられます。ただし、権利の有効性の判断には、技術性・専門性

が要求されるため、当事者間において不測の混乱が生ずることも想定されるため、権利の有

効性に関する客観的な判断材料を提供するという趣旨のもと、実用新案技術評価制度が設け

られています。 

① 評価の請求は、何人も、いつでも（権利消滅後も請求できます。ただし、実用新案登録

無効審判により無効にされた場合及び特許法第46条の２第１項の規定による特許出願がさ

れた後を除きます。）、請求項単位で請求可能であり、請求があれば特許庁の審査官が評

価書を作成します（実12)。 

② 評価請求があったときは、刊行物公知（実３(1)③）、公知刊行物に基づく進歩性（実

３(2)）、拡大先後願（実３の２）及び先後願（実７）に関し、考案の技術的評価を行

い、評価書には、関連する先行技術文献及びその先行技術文献から見た権利の有効性等が

記載されます。 
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③ 評価書は閲覧の対象となります。（特例12） 

④ 適正な権利行使を図るため、権利者には、権利行使に先立ち侵害者等に対し評価書を提

示して警告することが義務づけられています（実29の２）。 

(3) 権利行使時の当事者の責任 

実体審査を行わない登録制度の下では、権利者には、権利を濫用することのないよう、自

己の権利の有効性を特許庁が作成する実用新案技術評価書等により吟味した上で適切な権利

行使をすることが求められます。このため、権利行使時の当事者の責任については以下のと

おりです。 

① 行使した権利が実用新案登録無効審判により無効とされた場合、権利行使により相手方

に与えた損害を賠償する責任があります。ただし、実用新案技術評価書における評価に基

づき権利を行使したとき、その他必要な注意をもって権利を行使したときは、損害賠償責

任を免れることとなります（実29の３）。 

② 実体審査を経て登録された権利のみが公示されることを前提にした特許法第103条の侵

害者の過失の推定規定は準用していないため、請求人が相手方の故意又は過失を立証しな

ければなりません（実30）。 

(4) 訴訟手続の中止 

侵害訴訟において、当事者間の権利の有効性を巡る主張が異なる場合、実体審査を行って

いない登録制度の下では、侵害の前提問題たる権利の有効性について特許庁が審理すること

が望ましいです。このため、侵害訴訟の被告に、実用新案登録無効審判が請求されているこ

とを理由とした訴訟手続の中止申立権を認め、申立てがあったときは、裁判所は、明らかに

必要がないと認める場合を除き、審決があるまで訴訟手続を中止することとなります（実

40)｡ 

(5) 権利の存続期間 

出願の日から10年で終了（ただし、平成６年１月１日から平成17年３月31日までの出願の

ものは出願から６年）です（実15）。 

(6) 手続の補正 

① 願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲、図面又は要約書の自発補正は、出願

日から１月(*1)の期間内に限り可能です（実２の２(1)、実施規１）。 

(*1)…変更出願、分割出願については、原出願日から１月。（実10(3)、実11(1)で準用す

る特44(2)） 

② 基礎的要件不備による手続補正指令がされたとき、その指定された期間内に限り願書に

添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面（注：出願の日から１月を超えている

場合、要約書は補正できません）について補正することが可能です。（実６の２） 

ただし、期間内であっても事件が特許庁に係属していなければなりません。（実２の２

(1)） 

③ 明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面の補正は、願書に最初に添付した明細書、実

用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でしなければなりません（実２の

２(2)）。 
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（7） 明細書・実用新案登録請求の範囲・図面の訂正 

① 平成16年の法律改正（平成16年法律第79号）により平成17年４月１日以降の出願のも

のは、実用新案権者は下記に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案登録

請求の範囲又は図面の訂正（実用新案登録請求の範囲の減縮・誤記の訂正・明瞭でない

記載の釈明）を１回に限りすることができます（実14の２(1)）。 

イ．最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から２月を経過したとき 

ロ．実用新案登録無効審判について最初の答弁書提出の期間を経過したとき 

なお、請求項の削除を目的とする訂正は、従来同様（平成６年１月１日以後にした出

願）、実用新案登録無効審判により無効にならない限り、いつでも何回でもできます

（実14の２(7)(8)）。 

② 訂正の登録をするときは、訂正がされたその年月日が実用新案登録原簿の表示部に記

録されます（実登令６②、実登施規２の５）。 

③ 訂正されたときは、訂正後の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により、実用

新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなされます(実14の２

(11))。 

④ 訂正されたときは、訂正した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並び

に図面の内容を、削除の場合はその旨を公報に掲載されます(実14の２(12))。 

⑤ 訂正書（実14の２(1)にかかるものに限る）の提出があったときは、基礎的要件及び

方式要件の審査を行い、不備があれば手続補正指令書が発送されます（実14の３）。 

（8） 実用新案登録無効審判 

① 新規事項を追加する補正（実２の２(2)）をおこなったもの、新規性がないもの、進

歩性がないもの等は、何人もその実用新案登録を無効にすることについて審判を請求す

ることができます（実37(1)各号）。ただし、権利帰属に係る無効理由は当該実用新案

登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者に限り請求することがで

きます。 

② 無効審判請求書の補正は、請求の趣旨だけでなく、請求の理由についてもその要旨を

変更するものであってはなりません（実38の２(1)）。 

（9） 同日出願（実７） 

実体審査を行わないため、ともに登録を受けます。しかし、ダブルパテント排除の原則

に基づき、同一考案について同日に複数の実用新案登録出願があったときは、登録を受け

た実用新案はともに無効理由を有することとなります。また、同一の発明及び考案につい

て同日に特許出願及び実用新案登録出願があったときは、特許出願は拒絶理由（無効理

由）を、実用新案登録は無効理由を有することとなります（実37(1)②）。ただし、この

規定は、ダブルパテントの関係にある全ての出願に権利を与えないことを意図するもので

はなく、実用新案登録について請求項を削除する訂正（実14の２(7)）が行われるか、特

許出願について明細書、特許請求の範囲又は図面の補正（特許後においては訂正請求又は

訂正審判）が行われ、同一の発明又は考案が削除されれば、拒絶理由、無効理由は解消し

ます。 
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(10)  出願の変更 

① 特許出願又は意匠登録出願から実用新案登録出願への変更は、特許出願又は意匠登録

出願が特許庁に係属している間は変更することができます（実10(1)(2)）。 

ただし、平成16年の法律改正（平成16年法律第79号）により権利の存続期間が出願日

から10年（平成６年１月１日から平成17年３月31日までの出願は６年）とされたことに

伴い、もとの出願から９年６月経過（平成６年１月１日から平成17年３月31日までの出

願は５年６月）又は最初の拒絶査定の謄本の送達日から３月（在外者は４月）経過後は

変更できません（実10(1)、(2)、(6)、(7)）。 

出願変更があったときは、もとの出願は取り下げられたものとみなされます（実

10(5)）。 

また、平成21年４月１日から特許出願から実用新案登録出願への変更出願は、その特

許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その者の承諾を得た場合に限

り、出願変更をすることができます（実10(9)）。 

② 実用新案登録出願から特許出願又は意匠登録出願への変更は、実用新案登録出願が特

許庁に係属している間は変更することができます（特46、意13(2)）。 

なお、平成11年の法律改正（平成11年法律第41号）により平成13年10月１日以後にし

た実用新案登録出願は、出願の日から３年経過した後は特許出願に変更することができ

ません（特46(1)ただし書）。 

③ 平成16年の法律改正（平成16年法律第79号）から「特許法第46条の２」が追加された

ことにより、平成17年４月１日以後にした実用新案登録出願は、出願の日から３年以内

に限り、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができます。この場合、実

用新案権の放棄をしなければなりません。また、平成21年４月１日以降は、実用新案権

に専用実施権者、質権者、通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に

限り、特許出願をすることができます。なお、実用新案技術評価請求後はできません

（他人による実用新案技術評価の請求があった旨の最初の通知を受け取った日から30日

以内に限り可能です。）。また、実用新案登録に対する無効審判請求があった場合は、

最初に指定された答弁書提出期間内は特許出願をすることができます（特46の２）。 

④ 経済安全保障推進法第70条第１項の規定により通知を受けた指定特許出願人は、同法

第77条第２項の規定による保全指定の解除又は保全指定の期間の満了の通知を受けるま

で、実用新案法第10条第１項に規定する実用新案登録出願への変更出願をすることはで

きません（経済安全保障推進法72(2)）。 

(11)  分割出願 

 実用新案登録出願人は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に

ついて補正をすることができる時又は期間内にするときであれば、二以上の考案を包含

する実用新案登録出願の一部を一又は二以上の新たな実用新案登録出願とすることがで

きます（実11(1)）。 

(12)  優先権の主張 

① パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張する場合 
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実用新案法第11条第１項において準用する、特許法第43条、第43条の2及び第43条の

３の規定が適用されます。（第二章第十二節Ⅰ、Ⅱ参照） 

ただし、実用新案における優先権主張書の提出は、当該実用新案登録出願の日から一

月以内です（実施規23(2)読み替え規定）。 

② 実用新案登録出願等に基づく優先権の主張 

イ 実用新案登録出願等に基づく優先権を主張できる者 

先の出願の出願人（出願人名義変更を行った場合は承継人）（実８(1)）。 

ただし、平成21年４月１日からの実用新案登録出願等に基づく優先権主張出願は、

先の特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その実用新案登録出願

の際に、その者の承諾を得ている場合に限られます。 

ロ 実用新案登録出願等に基づく優先権の主張の基礎とすることができる先の出願 

先の特許出願又は実用新案登録出願は、次に掲げる場合を除き、優先権の主張の基

礎とすることができます（実８(1)）。 

ａ その実用新案登録出願が先の出願の日から１年以内にされたものでない場合（故

意に先の出願の日から１年以内にされなかったものでないと認められる場合であっ

て、優先権の主張を伴う出願をすることができる期間の経過後２月以内にされた場

合を除く） 

ｂ 先の出願が分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願である場合 

ｃ 先の出願がその実用新案登録出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下さ

れている場合 

ｄ 先の出願について、その実用新案登録出願の際に、査定又は審決が確定している

場合 

ｅ 先の出願について、その実用新案登録出願の際に、実用新案法第14条第２項に規

定する設定の登録がされている場合 

ハ 実用新案登録出願等に基づく優先権の主張の効果 

後の出願に係る考案のうち先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録

請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面（当該先の出願が外国語書面出願である

場合にあっては、外国語書面）に記載された考案について、その考案に関する実用新

案登録の要件（実３、３の２本文）、先願（実７(1)(2)(3)）、他人の実用新案との

関係（実17）、実用新案法第８条第２項に規定された第11条第１項及び第26条におい

て準用される特許法等の規定の適用については、当該実用新案登録出願は、当該先の

出願の時にされたものとみなされます（実８(2)）。 

後の出願に係る考案のうち先の出願の出願当初の明細書、実用新案登録請求の範囲

若しくは特許請求の範囲又は図面に記載されている考案について先の出願の時に出願

されたものとみなされる実用新案法第11条第１項及び第26条で準用される特許法等の

具体的適用条文は次のとおりです。 

ａ 新規性喪失の例外（特30(1)(2)） 

ｂ 特許権の効力の及ばない範囲（特69(2)②） 
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ｃ 先使用による通常実施権（特79） 

ｄ 意匠権の存続期間満了後の通常実施権（特81、82(1)） 

ｅ 先願主義（特39(3)(4)） 

ｆ 他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠等との利用又は他人の意匠権若

しくは商標権との抵触の関係（特72） 

(13)  登録料 

早期登録の実現を図る観点から、出願時に出願手数料と第１年から第３年までの各年分

の登録料を併せて納付しなければなりません（実32）。 

なお、納付した登録料のうち下記のものについては、所定の期間内に納付した者の請求

により返還されます（実34）。 

① 過誤納の登録料（請求期間は、納付した日から１年以内） 

② 出願の却下の処分が確定した場合の登録料及び実用新案登録を無効にすべき旨の審決

が確定した年の翌年以降の各年分の登録料（請求期間は、出願却下の処分又は無効にす

べき旨の審決が確定した日から６月以内） 

（注）出願を取り下げ（みなし取り下げを含む。）又は放棄した場合は、登録料の返還

は認められません。 
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ⅡⅡ  実実用用新新案案登登録録出出願願のの手手続続のの概概要要  

１１．．  実実用用新新案案登登録録出出願願のの願願書書のの作作成成ににつついいてて  

(1)  願書は、実用新案法施行規則に定める様式に従い作成します。（書面手続用様式です。） 

実施規様式第１（第１条の２関係） 

【書類名】   実用新案登録願 

【整理番号】 

（【提出日】   令和  年  月  日） 

【あて先】   特許庁長官     殿 

（【国際特許分類】） 

【考案者】 

【住所又は居所】 

【氏名】 

【実用新案登録出願人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】  

（【国籍・地域】） 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】  

【納付年分】    第１年分から第 年分 

（【手数料の表示】） 

（【予納台帳番号】） 

（【納付金額】） 

【提出物件の目録】 

【物件名】 実用新案登録請求の範囲 １ 

【物件名】 明細書         １ 

【物件名】 図面           １ 

【物件名】 要約書         １ 

 

〔備考〕 

１ 用紙は、日本産業規格Ａ列４番（横21㎝、縦29.7㎝）の大きさとし、インキがにじまず、文

字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載

してはならない。 

２ 余白は、少なくとも用紙の上に６㎝、左右及び下に各々２㎝をとるものとし、原則としてそ

の左右については各々2.3㎝を超えないものとする。 

３ 書き方は左横書、１行は40字詰めとし、１ページは50行以内とする。 

代理人により手続するときは、法人の【代表者】の欄
は不要です。 
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４ 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明瞭に

かつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及

び「▼」は用いてはならない（欄名の前後「【」及び「】」を用いるときを除く。）。 

５ 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下に出願手数料と登録料の合算額

を括弧をして記載する。実用新案法第31条第５項ただし書及び第54条第７項ただし書の規定に

より、現金により出願手数料と登録料を納付した場合であつて、工業所有権の手数料等を現金

により納付する場合における手続に関する省令（平成8年通商産業省令第64号。以下「現金手

続省令」という。）第５条の規定による納付書（以下「納付書」という。）によるときは、

「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番

号を記載し、歳入徴収官事務規程（昭和27年大蔵省令第141号。以下「事務規程」という。）

別紙第４号の12書式の納付済証（特許庁提出用）を別の用紙にはるものとし、工業所有権に関

する手続等の特例に関する法律施行規則（平成２年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規

則」という。）第41条の９第１項に規定する納付情報（以下「納付情報」という。）によると

きは、「（【手数料の表示】）」の欄の「（【予納台帳番号】）」を「【納付番号】」とし、

納付番号を記載する。この場合において、出願手数料及び登録料は、一の納付書又は納付番号

を使用して納付しなければならず、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。 

６ 「【整理番号】」の欄には、ローマ字（大文字に限る。）、アラビア数字若しくは「－」又

はそれらの組み合わせからなる記号であつて、10字以下のものを記載する。 

７ 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく

記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ば

ない。 

８ 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又

は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。 

９ 「【実用新案登録出願人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」（法人にあつ

ては、「【代表者】」若しくは「【法人の法的性質】」）の次に、「【電話番号】」又は

「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、実用新案登録出願人又は代理人の有する電話又はフ

ァクシミリの番号をなるべく記載する。 

10 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばな

い。 

11 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記

載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載す

る。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名

称】」の欄（「【代表者】」の欄を設けたときはその欄）の次に「【法人の法的性質】」の欄

を設けて、「○○法の規定による法人」、外国法人にあつては「○○国の法律に基づく法人」

のように当該法人の法的性質を記載する。 

12 実用新案登録出願人が外国人であつて住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住

所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をな

るべく記載する。また、実用新案登録出願が外国人であつて氏名又は名称をローマ字で表記で
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きる場合は、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名

又は名称の原語をなるべく記載し、法人にあつては、その次に「【代表者】」の欄を設けるも

のとする。 

13 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏

名又は名称】」（名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」）の

次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表

者】」の欄を設けるものとする。 

14 実用新案登録出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者

（法人に限る。）のとき（備考13に該当するときを除く。）は、「【氏名又は名称】」（名称

の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」）の次に「【営業所】」の

欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。 

15 「（【国籍・地域】）」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が

「【住所又は居所】」の欄に記載した国・地域（特例法施行規則第２条第３項の規定によりそ

の記載を省略した場合にあつては、省略した国・地域）と同一であるときは、「（【国籍・地

域】）」の欄は設けるには及ばない。 

16 実用新案登録出願人が実用新案登録を受ける権利の信託の受託者であるときは、「【実用新

案登録出願人】」の欄の次に「【信託関係事項】」の欄を設けて、第23条第２項において準用

する特許法施行規則第26条第１項各号の事項を記載する。 

17 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士の

ときは、「【弁護士】」と記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のと

きは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社

員は○○○○」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。 

18 代理人が出願人の全員を代理しないときは、「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」

（代理人が法人にあつては、「【代表者】」）の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設け

て、「実用新案登録出願人○○の代理人」のように記載する。ただし、代理人が弁護士・外国

法事務弁護士共同法人の場合にあつては、「【代理関係の特記事項】」の欄に、「実用新案登

録出願人〇〇の代理人」と、「業務を執行する社員は○○○○」のように業務を執行する社員

の氏名を行を改めて記載する。 

19 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「【代表者】」の欄は不要とし、

代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。 

20 「【考案者】」、「【実用新案登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が２

人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第23条第２

項において準用する特許法施行規則第27条第２項の規定により実用新案登録出願人の権利につ

いて持分を記載するときは、「【実用新案登録出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて

「○／○」のように分数で記載し、実用新案登録出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時

にするときは、代表者として選定される実用新案登録出願人を第一番目の「【実用新案登録出

願人】」の欄に記載し、「【実用新案登録出願人】」（実用新案登録出願人の権利について持

分を記載する場合にあつては、「【持分】」）の次に「【代表出願人】」と記載する。また、
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持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律（平成10年法律第90号）第３条第１項に規定す

る投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律（平成17年法律第40号）第

３条第１項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第１項に規定する組合契約に基

づくものであるときは、「（【手数料の表示】）」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、

例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「○○の持分は、○○投資事業有限責任組合の

投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「○○の持分

は、○○有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「○

○の持分は、民法第667条第１項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。 

【考案者】 

【住所又は居所】 

【氏名】 

【考案者】 

【住所又は居所】 

【氏名】 

【実用新案登録出願人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

（【国籍・地域】） 

【実用新案登録出願人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

（【国籍・地域】） 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

21 代理人の選任の届出を出願と同時にするときは、「【代理人】」の欄の次に「【選任した代

理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び

「【氏名又は名所】」を記載する。また、「【選任した代理人】」の欄に記載すべき者が２人

以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。 

【選任した代理人】 

【識別番号】 
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【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【選任した代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

22 「【納付年分】」の欄には、「第１年分から第３年分」のように納付年分を記載する。 

23 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第２項の規定により工業所有権に関す

る手続等の特例に関する法律（平成２年法律第30号。以下「特例法」という。）第15条第１項

の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、

「【納付金額】」には出願手数料と登録料の合算額（「円」、「，」等を付さず、アラビア数

字のみで表示すること。以下この様式において同じ。）を記載する。実用新案法第31条第５項

ただし書及び第54条第７項ただし書の規定により、現金により出願手数料と登録料を納付する

場合であつて、特例法施行規則第40条第４項の規定により口座振替による納付の申出を行うと

きは、「（【予納台帳番号】）」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金

額】」には納付すべき出願手数料と登録料の合算額を記載する。実用新案法第31条第５項ただ

し書及び第54条第７項ただし書の規定により、現金により出願手数料と登録料を納付する場合

であつて、特例法施行規則第40条第５項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行う

ときは、「（【予納台帳番号】）」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付

すべき出願手数料と登録料の合算額を記載する。 

24 第１条の２第３項の規定により、産業技術力強化法第17条第１項の規定による特定研究開発

等成果に係る実用新案登録を受けようとする出願であるときは、「【納付年分】」の欄の次に

「【国等の委託研究の成果に係る記載事項】」の欄を設けて「令和○年度、○○省、○○委託

事業、産業技術力強化法第17条第１項の適用を受ける実用新案登録出願」又は「令和○年度、

○○省、○○請負事業、産業技術力強化法第17条第１項の適用を受ける実用新案登録出願」の

ように記載する。 

25 第23条第２項において準用する特許法施行規則第27条第３項の規定により国と国以外の者の

共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するとき及び第21条

第２項に規定する共有に係る出願のうち国を含む者の共有に係る出願であつて国以外の各共有

者ごとに登録料の金額（減免を受ける者にあつてはその減免後の金額）にその持分の割合を乗

じて得た額を合算して得た額（以下この様式において単に「合算して得た額」という。）を納

付するときは、「【納付年分】」（備考24に該当する場合にあっては、「【国等の委託研究の

成果に係る記載事項】」）の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「○／○」のように

国以外のすべての者の持分の割合を記載する。 

26 第21条第２項に規定する共有に係る出願のうち減免を受ける者を含む者の共有に係る出願で

あつて、合算して得た額を納付するときは、「（【手数料の表示】）」の欄の次に「【その

他】」の欄を設けて「実用新案法第32条の２の規定による登録料の免除（○○○○ 持分の割

合○／○）」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免
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を受ける者ごとに行を改めて記載し、その記載の次に行を改めて「登録料の納付の割合○／

○」のように合算して得た額と実用新案法第31条第１項に規定する登録料の金額の割合を記載

する。 

27 第23条第２項において準用する特許法施行規則第27条第２項の規定により実用新案法第26条

において準用する特許法第73条第２項の定め又は民法（明治29年法律第89号）第256条第１項

ただし書の契約を記載するときは、「（【手数料の表示】）」の欄の次に「【その他】」の欄

を設けて、その旨を記載する（備考26により「【その他】」の欄に減免を受ける旨等を記載し

たときは、その記載の次に行を改めて記載する。）。 

28 第23条第２項において準用する特許法施行規則第27条の４第１項の規定により、発明の新規

性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を願書に記載してその旨を記載した書面の提

出を省略するときは、「【整理番号】」の次に「【特記事項】」の欄を設けて、「実用新案法

第11条第１項において準用する特許法第30条第２項の規定の適用を受けようとする実用新案登

録出願」と記載する。 

29 第23条第２項において準用する特許法施行規則第27条の４第３項の規定により、パリ条約に

よる優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等

を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先

権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」を設けて、国・

地域名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載すると

きは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。第23条第

２項において準用する特許法施行規則第27条の４第５項の規定により、第23条第２項において

準用する特許法施行規則第27条の３の３第３項に規定する事項を願書に記載して当該事項を記

載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【出願の区分】」及び「【ア

クセスコード】」を設けて、それぞれ、優先権の主張の基礎とした出願の区分（「特許」、

「実用新案登録」等の別）及び実用新案法第11条１項において準用する特許法第43条第２項に

規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセス

コードを記載し、その次に「【優先権証明書提供国（機関）】」を設けて同項に規定する書類

に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名を記載し、又は「世

界知的所有権機関」と記載する。なお、２以上の優先権を主張しようとするときは、次のよう

に欄を繰り返し設けて記載する。 

【パリ条約による優先権等の主張】 

【国・地域名】 

【出願日】 

【出願番号】 

（【出願の区分】） 

（【アクセスコード】） 

（【優先権証明書提供国（機関）】） 

【パリ条約による優先権等の主張】 

【国・地域名】 
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【出願日】 

【出願番号】 

（【出願の区分】） 

（【アクセスコード】） 

（【優先権証明書提供国（機関）】） 

30 第23条第２項において準用する特許法施行規則第27条の４第３項の規定により、実用新案法

第８条第１項の規定による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載し

た書面の提出を省略するときは、「【代理人】」（備考29に該当する場合にあつては、「【パ

リ条約による優先権等の主張】」）の欄の次に「【先の出願に基づく優先権主張】」の欄を設

け、その欄に「【出願番号】」（先の出願が国際実用新案登録出願又は国際特許出願にあつて

は、「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とする。）及び「【出願日】」を設けて、先の

出願の番号（先の出願が国際実用新案登録出願又は国際特許出願にあつては、国際出願番号）

及び年月日を記載する。ただし、先の出願の番号が通知されていないときは、「【出願日】」

には「令和何年何月何日提出の実用新案登録願」のように先の出願の年月日を記載し、「【出

願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、先の出願の願書に記載した整理番号を記載す

る。また、２以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載す

る。 

【先の出願に基づく優先権主張】 

【出願番号】 

【出願日】 

【先の出願に基づく優先権主張】 

【出願番号】 

【出願日】 

31 「（【提出日】 令和  年  月  日）」には、なるべく提出する日を記載する。 

32 「（【国際特許分類】）」の欄には、国際特許分類に関する1971年３月24日のストラスブー

ル協定第２条(1)の分類のグループ記号のうち、当該出願に係る考案を最も適切に表示するも

のをなるべく記載する。分類のグループ記号を２以上記載する場合は行を改めて記載する。 

33 願書が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。 

34 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。 

35 とじ方はなるべく左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキ

ス等を用いてとじる。 

36 第23条第２項において準用する特許法施行規則第31条第１項の規定により証明書の提出を省

略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書

類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、「変更を要しないため省略す

る。」と記載する。また、２以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」

の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する（備考38において同じ。）。 

【物件名】 

【援用の表示】 
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【物件名】 

【援用の表示】 

37 特例法施行規則第６条第１項の規定により包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目

録】」の欄に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、２

以上の包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し

設けて記載する。 

【包括委任状番号】 

【包括委任状番号】 

38 第23条第１項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略する

ときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を

記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第１項の規定によるときは援用され

る当該証明書が提出される手続に係る事件の表示（実用新案権に係るものにあつては、実用新

案登録番号、書類名及びその提出日）を、同条第２項の規定によるときは援用される当該証明

書が提出された手続に係る事件の表示（実用新案権に係るものにあつては、実用新案登録番

号、書類名及びその提出日）を記載する。 

39 実用新案法第８条第１項（同項第１号に規定する実用新案登録出願が故意に先の出願の日か

ら一年以内にされなかったものでないと認められるときにするものに限る。）の規定による優

先権を主張しようとするときは、「（【手数料の表示】）」の欄の次に、「【その他】」の欄

を設けて、「実用新案法第８条第１項の規定による優先権の主張（同項第１号に規定する実用

新案登録出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかったものでないと認められるとき

にするものに限る。）を伴う実用新案登録出願」と記載する。また、同法第11条第１項におい

て準用する特許法第43条の２第１項（実用新案法第11条第１項において準用する特許法第43条

の３第３項において準用する場合を含む。）の規定による優先権を主張しようとするときは、

「（【手数料の表示】）」の欄の次に、「【その他】」の欄を設けて、「実用新案法第11条第

１項において準用する特許法第43条の２第１項（実用新案法第11条第１項において準用する特

許法第43条の３第３項において準用する場合を含む。）の規定による優先権の主張を伴う実用

新案登録出願」と記載する。 

40 第23条第２項において準用する特許法施行規則第27条の５第１項の規定により磁気ディスク

を提出するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように記載する。 

【物件名】 配列表を記録した磁気ディスク  

 

※【考案者】の【氏名】及び【実用新案登録出願人】の【氏名又は名称】の記載について、旧氏を

併記（括弧書きで記載）することが可能です。出願人が法人の場合には、法人の【代表者】の記載

においても、旧氏を併記（括弧書きで記載）することが可能です。外国籍を有する者も、同様に扱

われます。 
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(2) 出願の変更、出願の分割の場合の作成例 

① 実用新案法第10条第１項の規定による実用新案登録出願（特許出願からの変更） 

【書類名】    実用新案登録願 

【整理番号】   Ｕ０００Ｈ２７－１ 

【特記事項】   実用新案法第10条第１項の規定による実用新案登録出願 

（【提出日】    令和○○年○○月○○日） 

【あて先】    特許庁長官  殿 

【原出願の表示】 

【出願番号】  特願○○○○－○○○○○○ 

【出願日】   令和○○年○○月○○日     ※原出願の出願日を記載 

します。 

注）原出願が国際出願のときは 

【国際出願番号】ＰＣＴ／○○○○○○／○○○○○○ 

【出願の区分】 特許 

と記載します。 

② 実用新案法第10条第２項の規定による実用新案登録出願（意匠登録出願からの変更） 

【書類名】    実用新案登録願 

【整理番号】   Ｕ０００Ｈ２７－２ 

【特記事項】   実用新案法第10条第２項の規定による実用新案登録出願 

（【提出日】    令和○○年○○月○○日） 

【あて先】    特許庁長官  殿 

【原出願の表示】 

【出願番号】 意願○○○○－○○○○○○ 

【出願日】  令和○○年○○月○○日     ※原出願の出願日を記 

載します。 

③ 実用新案法第11条第１項において準用する特許法第44条第１項の規定による実用新案登録

出願（出願の分割） 

【書類名】    実用新案登録願 

【整理番号】   Ｕ０００Ｈ２７－３ 

【特記事項】   実用新案法第11条第１項において準用する特許法第44条第１項の 

規定による実用新案登録出願 

（【提出日】    令和○○年○○月○○日） 

【あて先】    特許庁長官  殿 

【原出願の表示】 

【出願番号】 実願○○○○-○○○○○○ 

【出願日】   令和○○年○○月○○日     ※原出願の出願日を記載 

します。 
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(3) 出願等手続の注意事項 

① 手数料等の納付について 

実用新案登録出願をする場合は、出願時に出願手数料と第１年分から第３年分までの登録

料の合算額を支払います。 

願書の「【納付年分】」の欄には、登録に係る納付年分を「第１年分から第３年分」のよ

うに記載します。 

イ．書面により出願する場合 

特許印紙をはるときは、「【書類名】実用新案登録願」の左上の余白にはり、その下に

出願手数料と登録に係る納付年分の登録料の合算額を括弧をして記載します。 

予納による納付（特例法施行規則第 40 条第２項の規定により、特例法第 15条第１項の

規定による手続に係る申出をいう。）をするときは、「【手数料の表示】」の欄の「【予

納台帳番号】」にはその番号を記載し、「【納付金額】」にはその金額（出願手数料と登

録に係る納付年分の登録料の合算額）を記載します。 

現金により出願手数料と登録料を納付する場合であって、特許庁が交付する現金納付書

（経済産業省令で定める「現金手続省令」による納付書をいう。）によるときは、金融機

関に納付後、「【書類名】実用新案登録願」の「（【手数料の表示】）」の欄の「（【予

納台帳番号】）」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、納付済証（特許庁提

出用）を別紙にはります。また、事前にインターネットを利用して特許庁から電子現金納

付用の納付番号を取得し、その納付番号（特例法施行規則第 41条の９第１項に規定する

納付情報をいう。）によるときは、インターネットバンキング等で金融機関に納付後、

「【書類名】実用新案登録願」の「（【手数料の表示】）」の欄の「（【予納台帳番

号】）」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載します。 

ロ．オンライン手続により出願する場合 

現金による納付をするときは、「（【予納台帳番号】）」を「【納付書番号】」又は

「【納付番号】」として、納付書番号又は納付番号を記載します。この場合において

「（【納付金額】）」の欄は設けるには及びません。納付済証（特許庁提出用）は手続補

足書により提出します。 

口座振替（オンライン手続に限定）による納付をするときは、事前手続として、識別番

号、氏名又は名称及び住所又は居所、金融機関（口座番号等を含む）を記載した書面を特

許庁に提出します。特許庁は届出を受理したときは、届出をした者に振替番号を通知しま

すので、口座振替による納付の申出をするときは、「（【予納台帳番号】）」を「【振替

番号】」とし、振替番号を記載します。「（【納付金額】）」には納付すべき出願手数料

と登録料の合算額を記載します。 

指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「（【予納台帳番号】）」を「【指定

立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき出願手数料と登録料の合算額を記載

します。 

予納による納付をするときは、書面による出願の場合と同様です。  
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②  出願の変更、出願の分割に係る願書の「【特記事項】」の欄への記載事項については、次

の記載事項一覧を参照して記載します。 

出願の種類 【特記事項】の欄の記載事項 

分割出願 実用新案法第11条第１項において準用する特許法第44条第１

項の規定による実用新案登録出願 

特許から実用への変更出願 実用新案法第10条第１項の規定による実用新案登録出願 

意匠から実用への変更出願 実用新案法第10条第２項の規定による実用新案登録出願 

新規性喪失の例外の適用を受けようとする場合 

適用区分 【特記事項】の欄の記載事項 

特許法第30条第２項 

（実用新案法で準用） 

実用新案法第11条第１項において準用する特許法第30条第２

項の規定の適用を受けようとする実用新案登録出願 

③  パリ条約による優先権主張の手続について 

優先権主張の証明書は、第11条において準用する特許法第43条第２項に規定する提出期間

（最先の優先日から１年４月）内であれば、設定の登録の後でも提出できます。 

この場合、優先権証明書提出書の「【事件の表示】」の欄を「【実用新案登録番号】」と

し、実用新案登録の番号を記載します。 

なお、上記の提出期間内に優先権証明書類等の提出がない場合は、その旨の通知をします

ので、その通知の日から２月以内に優先権証明書類等を提出することができます。また、前

記の通知を受けた者が、その責めに帰することができない理由により、通知から２月以内に

優先権証明書類等を提出することができなかった場合は、その理由がなくなった日から14日

（在外者は２月）以内であって、かつ、その期間を経過した日から６月以内であれば、優先

権証明書類等を提出することができます。 

また、ＤＡＳの利用を目的とする【パリ条約による優先権等の主張】の欄の（アクセスコ

ード等の）補正は、実用新案登録出願の設定登録後は認められません。したがって、優先権

証明書提出書をもって提出します。 

なお、実用新案権が設定登録された後は、手続補正書によるアクセスコードの補充は出来

ません。最先の優先日から１年４月以内で設定登録後の実用新案権にアクセスコードを補充

しようとする場合は「実用新案法第11条第１項において準用する特許法第43条第５項の規定

による書面」を提出してください。（特許庁ＨＰ＞制度・手続> 手続一般> 出願> 優先権主

張を伴う出願> 優先権書類の提出省略について（優先権書類の特許庁間における電子的交換

について）> DASを利用する際に日本国特許庁に行う手続について）を参照。 

④ 明細書、実用新案登録請求の範囲、図面、要約書、手続補正書、各種届出書等の作成方法

について 

明細書、実用新案登録請求の範囲、図面、要約書、手続補正書、各種届出書等の作成方法
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については、第二章第二節から第六節、第十一節、第十二節、第十五節、第十六節で記述し

た、特許出願の様式に準じて作成します。 

この場合、「特許」とあるのを「実用新案登録」と、「発明」とあるのを「考案」と読み

替えて作成します。 

 

２２．．補補正正指指令令ととそそのの応応答答ににつついいてて  

方式要件（実２の２(4)）、基礎的要件（実６の２）の審査をし、方式要件又は基礎的要件

を満たさない出願は、特許庁長官による補正指令の対象とし、指定期間内に応答の補正がない

ときは、出願の却下処分とします。 

また、指定期間内に応答の補正がされても、方式要件又は基礎的要件の不備が解消されてい

ないときは、その手続補正書は特許庁長官による補正指令の対象とし、指定期間内に応答の補

正がないときは、手続の却下処分とします（実２の３）。 

この補正指令は、方式要件不備と基礎的要件不備を一の補正指令書で指令します。 

なお、特許庁長官による出願却下の処分について不服がある場合、その処分の送達を受けた

日の翌日から起算して３か月以内に、特許庁長官に対して、行政不服審査法による審査請求を

することができます（行政不服審査法第82条）。また、その処分の送達を受けた日の翌日から

起算して６か月以内に、国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務大臣となりま

す。）、訴えを提起することもできます（行政事件訴訟法第46条）。（実用新案法に基づく手

続ではありませんので、手続方法等は行政不服審査法、行政事件訴訟法の規定に従ってくださ

い。） 

 

(1) 補正指令に対する手続補正書提出の指定期間等について 

① 補正指令に対する手続補正書提出の指定期間 

補 正 指 令 の 内 容 指 定 期 間 

・方式要件不備に関する補正指令 国内外とも        ２月 

・基礎的要件不備に関する補正指令 

・方式要件不備と基礎的要件不備が一つの補 

  正指令書で指令された場合 

国内          ６０日 

（交通不便地居住者   ７５日） 

在外者          ３月 

② 基礎的要件不備に関する補正指令の応答に係る手続補正書については、指定期間経過後に

提出した場合は不適法な手続きとして却下します。 

③ 出願の分割のできる期間は、出願の日から１月の明細書、実用新案登録請求の範囲、図面

及び要約書の自発補正の期間（実２の２実施規１）の他、基礎的要件不備の補正指令の指定

期間です。 

④ 方式要件不備と基礎的要件不備の補正指令の応答に係る手続補正書は、一の手続補正書で

提出することが原則ですが、補正指令の内容により必要があるときには複数の手続補正書の

提出ができます。 

⑤ 一の補正単位とすることができる箇所に方式要件不備と基礎的要件不備の補正指令がある

場合には、手続補正書の一の「【手続補正○】」の欄以下に補正後の内容を記載します。 
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⑥ 明細書、実用新案登録請求の範囲、図面の補正に際しては、補正した事項が願書に最初に

添付した明細書、実用新案登録請求の範囲、図面に記載された事項の範囲内であるように十

分に留意する必要があります。 

 

(2) 指定期間の延長 

実用新案法第6条の2第1項において指定した指定期間内に対応できない場合には、請求によ

り指定期間の延長が認められます。なお、請求のための合理的な理由は不要です。 

 

① 指定期間内に行う期間延長請求 

手続すべき者が国内居住者又は在外者の何れの場合にも、１通の請求で２か月（在外者

は３か月）の期間延長が認められます。 

提出できる期間延長請求書は、国内居住者及び在外者ともに１通のみです。 

 

② 指定期間経過後に行う期間延長請求 

手続すべき者が国内居住者又は在外者の何れの場合にも、１通の請求で２か月の期間延

長が認められます。 

提出できる期間延長請求は、国内居住者及び在外者ともに１通のみです。ただし、①の

延長が認められたときは、指定期間経過後の延長はできません。 

 

なお、指定期間の延長を請求するときは、「【請求の内容】」の欄には、「指定期間の

２か月の延長を求める。」のように記載します。また、指定期間経過後に期間の延長をす

るときは、「【書類名】」を「期間延長請求書（期間徒過）」とし、「【請求の内容】」

の欄には、「指定期間の２か月の延長を求める。」のように記載します。（準用する特施

規様式第２の備考20） 

 

(3) 手続をする者及びその代理人の責めに帰することができない理由によって、指定された期間

内に手続をすることができないと認められる場合には、もとの指定期間と異なる期間を指定

し、又は必要な期間の延長を認めることができます。 
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(4) 手続補正指令書の例 

発送番号  ００１２３４ 

発送日    令和○○年○○月○○日  

手続補正指令書（方式） 

令和○○年○月○日 

特 許 庁 長 官 

実用新案登録出願人  新実 一郎  様 

 

実願○○○○－○○○○○○に関し 

この出願は、下記事項について、法令に定める要件を満たしていないので、この手続補

正指令書発送の日から６０日以内に、下記事項を補正した手続補正書を提出してくださ

い。 

この手続補正書の提出がないときは、この出願を却下することになりますのでご注意くだ

さい。 

記 

 

 

１．この実用新案登録出願に係る考案は、物品の形状、構造又は組合せに係るものでな

いから、実用新案法第６条の２第１項第１号に該当する。 

 

請求項２に係る考案は方法に関するものであり、実用新案法における保護対象であ 

る物品の形状、構造又は組合せに係る考案であるとは認められません。 

実用新案としての保護を受けるためには物品の形状、構造又は組合せが明確に特定 

できるように記載する必要があります。 

なお、補正に際しては、補正した事項が出願当初の明細書、実用新案登録請求の範

囲若しくは図面に記載された事項の範囲内であるように充分に留意することが必要で

す。 

 

 上記についての不明な点は調整課審査推進室へお問い合わせください。 

（電）０３－３５８１－１１０１（内）２４６９ 

 

 

２．出願手数料・登録料２０，９００円が納付されていません。 

 

                                          

不明な点は審査業務課方式審査室 担当者へお問い合わせください。 

（電話）０３－３５８１－１１０１（内）２６１７ 

 

基基礎礎的的要要件件（（実実６６のの２２））にに関関すするる補補正正指指令令事事項項  

方方式式要要件件（（実実２２のの２２（（４４））））にに関関すするる補補正正指指令令事事項項  
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(5) 基礎的要件不備と方式要件不備の補正指令がある場合の補正例 

願書添付の実用新案登録請求の範囲に基礎的要件不備がある場合。 

【書類名】  実用新案登録請求の範囲 

【請求項１】 

・・・・・・・・・・・・装置。 

【請求項２】 

・・・・・・・・・・・・方法。*1 

 

補正指令事項（上段が基礎的要件不備、下段が方式要件不備の指令） 

１．この実用新案登録出願に係る考案は、物品の形状、構造又は組合せに係るものでない

から、実用新案法第６条の２第１項第１号に該当します。 

（【請求項２】が*1「方法」であることについての指令。） 

２．出願手数料・登録料２０，９００円が納付されていません。 

 

手続補正書の作成例 

基礎的要件不備の指令に対して、「請求項２」を削除して請求項１のみにした補正及び手数料

等の補正 

【書類名】   手続補正書 

  ： 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】  実用新案登録請求の範囲 

【補正対象項目名】  全文 

【補正方法】     変更 

【補正の内容】 

【書類名】     実用新案登録請求の範囲 

【請求項１】 

・・・・・・・・・・・・装置。 

【手数料補正】 

【補正対象書類名】  実用新案登録願 

【納付金額】     ２０９００ 

注 特許印紙をはるときは、左上の余白にはり付け、その下にその額を括弧をし 

て記載します。 
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３３．．不不適適法法なな手手続続のの却却下下  

(1) 却下理由通知 

不適法な手続であって、その補正をすることができないものについて、当該手続を却下する

ときは、手続をした者に対して処分に係る理由を通知し、相当の期間を指定して弁明を記載し

た書面（弁明書）を提出する機会が与えられます。(特18の２(2)：実２の５(2)で準用) 

(2) 却下される手続 

＊願書及びその添付書類（願書に添付した書面全体から特定することができるときを除く） 

①いずれの種類の出願であるか不明な出願をしたとき。 

②日本語で書かれていない書面をもって出願をしたとき。(特施規２(1)：実施規23(1)で準

用〕 

③在外者（在外者と日本国内に住所又は居所を有する者が共同して出願をしたときを含む。）

が日本国内に住所又は居所を有する代理人によらないで出願をしたとき。(特８(1)、特施令

１：実２の５(2)、実施令４(1)で準用〕 

④原出願の出願人以外の者が、分割出願、変更出願又は補正却下後の新出願をしたとき（代理

権が確認できる代理人又はもとの出願の代理人による手続であって、出願書面作成時に誤記

したことが明らかな場合を除く。）。 

⑤分割出願、変更出願又は補正却下後の新出願において、原出願が共同出願の場合で、原出願

の出願人全員で行っていないとき（代理権が確認できる代理人又はもとの出願の代理人によ

る手続であって、出願書面作成時に脱漏したことが明らかな場合を除く。）。(特44(1)：実

11(1)で準用、実10(1)、(2)) 

⑥出願をすることができる時又は期間が特許法、実用新案法、意匠法又は商標法により定めら

れている場合において、その時又は期間外に出願したとき。（特44(1)：実11(1)で準用、実

10条(1)(2)(6)(7)） 

⑦明細書及び実用新案登録請求の範囲を添付しないで実用新案登録出願をしたとき。（実５

(2)） 

⑧経済安全保障推進法第70条第１項の規定により通知を受けた指定特許出願人が、同法第77条

第２項の規定による保全指定の解除又は保全指定の期間の満了の通知を受ける前に、実用新

案法第10条第１項に規定する変更出願を行ったとき。（経済安全保障推進法72(2)） 

＊願書以外の出願書類 

①提出の趣旨の不明な書類その他の物件をもって手続をしたとき。 

②代表者選定の届出がされている場合において、代表者以外の者が手続をしたとき（手続の効

果が本人にのみ及ぶ手続を除きます。）。 

③出願人以外の者が手続をしたとき（代理権が確認できる代理人による手続であって、手続書

面作成時に誤記したことが明らかな場合又は他人による実用新案技術評価請求等を除きま

す。）。 

④出願却下の謄本の送達後に、意見書、物件提出書を提出したとき。〔実２の３〕 

⑤特許法第18条の２第１項（実用新案法第２条の５第２項で準用）の規定により却下された出

願について手続をしたとき、出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下された後に手続
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をしたとき、又は出願について拒絶査定が確定（審決の確定による場合を含む。）し、若し

くは設定の登録がされた後に手続をしたとき（設定の登録後にした代理人選任等の届出、包

括委任状の援用の制限の届出、情報の提供、受託番号の変更の届出及び実用新案技術評価の

請求を除きます。）。 

⑥実用新案法第２条の３の規定による手続却下又は出願却下の処分の謄本の送達後（同日含

む。）に当該手続又は出願に対し手続補正書等を提出したとき（弁明等により却下の処分の

謄本の送達前の提出であることを証明した場合を除きます。）。 

⑦法定期間若しくは指定期間につき延長を請求した場合において、その期間の延長が法律上許

されないものであるとき、又はその期間（特許法第５条第３項)の規定により期間の延長を

請求することができる場合は、延長を請求することができる期間）満了後に延長を請求した

とき。〔実２の５(1)で準用〕 

⑧発明の新規性の喪失の例外規定の適用を受けるための手続において、特許法第30条第３項に

規定する証明書を同項に規定する期間経過後に提出したとき（特許法第30条第４項の規定が

適用された場合を除きます。）〔実11(1)で準用〕 

⑨特許出願等に基づく優先権主張の手続において、特許法第41条第１項柱書き、同項第１号か

ら第５号まで若しくは同条第４項に規定する要件を満たしていないとき。 

⑩パリ条約による優先権主張の手続において、特許法第43条第１項に規定する要件を満たして

いないとき〔実11(1)で準用〕 

⑪パリ条約による優先権主張の手続において、特許法第43条第２項に規定する優先権証明書類

等を同項に規定する期間経過後に提出したとき（特許法43条第７項又は第８項の規定が適用

された場合を除きます。）〔実11(1)で準用〕 

⑫分割出願、変更出願において、原出願で主張していない優先権の主張をしたとき（特許から

実用新案への変更出願、実用新案から特許への変更出願に対し、原出願の日から１月以内に

優先権主張書を提出した場合を除く。）。 

⑬既納の登録料の返還において、実用新案法施行規則第21条の２に規定する既納登録料返還請

求書を実用新案法第34条第２項に規定する期間経過後に請求したとき（実用新案法第34条第

３項が適用された場合を除きます。） 

⑭実用新案法第６条の２の規定による補正を命じた場合において、その指定した期間の経過後

に明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をしたとき。 

⑮実用新案登録を無効にすべき旨の審決（実用新案法第41条において準用する特許法第125条

ただし書に規定する特許法第123条第１項第７号（実用新案登録の後に権利享有できない者

になったとき）に基づく無効に該当する場合を除く。）が確定した後に、実用新案技術評価

の請求がなされたとき。〔実12(2)〕 

⑯実用新案登録に基づく特許出願がされた後に、その基礎とされた実用新案登録に実用新案技

術評価の請求がなされたとき。〔実12(3)〕 

⑰手続が以下に該当するとき。 

イ 手続補正書に補正の内容の記載がないとき（補正方法が「削除」のときを除きます。）

又は添付すべき書面が添付されていないとき（物件の提出をその内容とする場合に限りま
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す。） 

ロ 物件の提出を目的とする手続（優先権証明書提出書等）に物件が添付されていないと

き。 

ハ 代表者選定届に何人が代表者となったかの記載がないとき（手続書面全体から特定する

ことができるときを除きます。） 

ニ 出願人名義変更届が、以下に該当するとき（手続書面全体から特定することができると

きを除きます。） 

(a) 出願人名義変更届に承継人の識別番号及び氏名（名称）のいずれも記載がないとき。 

(b) 実用新案登録を受ける権利の帰属について訴訟が係属中であることを特許庁が知り得

た後になされた手続であって、当該手続に係る者（出願人名義変更届の譲渡人、出願取

下書の出願人等）が判決又はこれと同一の効力を有する和解調書等により正当な出願人

（正当に特許を受ける権利を承継している者）でないことが判明したとき。 

ホ 代理人受任の届出書に受任した代理人の識別番号及び氏名（名称）のいずれも記載がな

いとき（手続書面全体から特定することができるときを除きます。） 

へ 代理人選任（代理人変更、代理権変更、代理権消滅）の届出書に選任した代理人の識別

番号及び氏名（名称）のいずれも記載がないとき（手続書面全体から特定することができ

るときを除きます。） 

ト 包括委任状援用制限届に援用を制限した代理人の記載がないとき。 

チ 手続補足書に補足の内容の記載がないとき又は添付すべき書面が添付されていないとき

（物件の提出をその内容とする場合に限ります。） 

リ 受託番号変更届に新受託番号の記載がなく、添付すべき新受託番号を証明する書面が添

付されていないとき。 

⑱手数料の補正のみをする手続補正書が、次に該当するとき。 

イ 予納を利用する場合 

(a) 予納台帳番号が記載されていないとき。 

(b) 手続をする者（代理人があるときはその代理人）が手続補正書に記載した予納台帳番

号の予納台帳の予納者（特例法施行規則第41条の規定による代理人届が提出された者を

含む。）でないとき。 

(c) 予納台帳の残高が不足することにより、予納額から手数料の納付に充てることが全く

できないとき。 

ロ 特許印紙により納付する場合 

特許印紙を全く貼付しないで手続をしたとき。 

ハ 現金（電子現金）により納付する場合 

納付の事実が存在しない又は使用済み若しくは返還済みのとき。 

ニ 口座振替により納付する場合 

(a) 書面による手続補正書において口座振替による納付の申出をしたとき。 

(b) 手続をする者（代理人があるときはその代理人）が手続補正書に記載した振替番号を

付与された者（特例法施行規則第41条の規定による代理人届が提出された者を含む。）
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でないとき。 

(c) 預金口座又は貯金口座の残高の不足等により、手数料の振替ができないとき。 

ホ 指定立替納付者による納付をする場合 

(a) 書面による手続補正書において指定立替納付者による納付の申出をしたとき（当該申

出を特許庁の窓口において手続に係る書面を提出することにより行う場合を除く。）。 

(b) クレジットカードの有効期限が切れている等の事情により、手数料が納付されていな

いとき。 

⑲共同で行わなければならない手続において、出願人全員で行っていないとき（代理権が確認

できる代理人による手続であって、手続書面作成時に脱漏したことが明らかな場合を除きま

す。）。〔特14：実２の５(2)で準用〕 

⑳回復理由書が次に該当するとき。 

イ 救済手続期間外に提出されたとき。〔特施規27の４の２(4)：実施規23(2)で準用、特施

規38の２(3)：実施規23(3)で準用、特施規38の６の２(4)：実施規23(4)で準用、特施規38

の14：実施規23(7)で準用、実施規21の４(1)〕 

ロ 回復の理由の記載がされていないとき。 

ハ 所定の期間内に手続をしなかったことが故意によるものであると認められるとき。〔実

8(1)①、48の4(4)、（特184の11(4)：実48の15(2)で準用）、特43の2(1)：実11 (1)で準

用、実33の2(1) 〕 

ニ 回復対象となる手続が提出されないとき。 

ホ 回復対象となる手続をすることができる者以外の者が手続をしたとき。 

㉑上記「＊願書及びその添付書類」欄の②、③及び⑥は、願書以外の出願書類に準用します。

〔特施令１：実施令４(1)で準用〕 

(3) 弁明書の提出 

応答期間内に弁明書の提出がないときは（弁明書の提出があっても却下理由が解消できない

ものを含む。）、当該手続が却下されます（実２の５(2)において準用する特18の２(1)）。 

(4) 却下処分に対する不服申立 

却下処分に不服があるときは、その処分の送達を受けた日の翌日から起算して３か月以内

に、特許庁長官に対して、行政不服審査法による審査請求をすることができます（行政不服審

査法第82条）。また、その処分の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に、国を被告

として（訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。）、訴えを提起することもでき

ます（行政事件訴訟法第46条）。（実用新案法に基づく手続ではありませんので、手続方法等

は行政不服審査法、行政事件訴訟法の規定に従ってください。） 
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４４．．実実用用新新案案技技術術評評価価請請求求書書ににつついいてて  

実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、いつでも（権利消滅後も請求できま

す。ただし、実用新案法第37条第１項の実用新案登録無効審判により無効にされた場合及び特許

法第46条の２第１項の規定による特許出願がされた後を除きます。）、特許庁審査官が作成す

る、先行技術文献からみた登録される（登録された）権利の有効性に関する評価の請求をするこ

とができます（実12）。なお、出願時の代理人でない新たな代理人が評価の請求を行う場合は、

代理権の証明が必要になります。また、実用新案権の設定登録後に代理人が評価の請求を行う場

合には、出願時の代理人であっても、設定登録後の本実用新案権に対する代理権の証明が必要に

なります。 

 

実施規様式第６（第８条関係） 

【書類名】   実用新案技術評価請求書 

（【提出日】   令和  年  月  日） 

【あて先】   特許庁長官     殿 

【出願の表示】 

【出願番号】 

【評価の請求に係る請求項の数】２ 

【評価の請求に係る請求項の表示】請求項１、請求項２ 

【請求人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】  

（【国籍・地域】） 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

（【手数料の表示】） 

（【予納台帳番号】） 

（【納付金額】） 

【請求人の意見】 

【提出物件の目録】 

 

〔備 考〕 

１ 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載す

る。実用新案法第54条第７項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつ

て、納付書によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付

書番号】」とし、納付書番号を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証（特許庁提出

代理人により手続するときは、法人の【代表者】の欄
は不要です。 
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用）を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「（【手数料の表示】）」の欄の

「（【予納台帳番号】）」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合におい

て、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。ただし、実用新案法第54条第８項の規定に

より手数料を免除されたときは、手数料を納付するには及ばない。 

２ 請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者以外の者であるときは、「【書類名】」を

「実用新案技術評価請求書（他人）」と記載する。 

３ 「【出願の表示】」の欄は次の要領で記載する。 

イ 「【出願番号】」には、「実願○○○○－○○○○○○」のように実用新案登録出願の番

号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出

願日】」とし「令和何年何月何日提出の実用新案登録願」のように実用新案登録出願の年月

日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載

した整理番号を記載する。 

ロ 国際実用新案登録出願において、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番

号】」の欄を「【国際出願番号】」とし、「ＰＣＴ／○○○○○○／○○○○○○」のよう

に国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設け

て「実用新案登録」と記載する。 

ハ 登録後に請求するときは、「【出願の表示】」を「【実用新案登録番号】」とし、実用新

案登録の番号を記載する。 

４ 「【評価の請求に係る請求項の表示】」の欄には、「請求項１」、「請求項２」のように、

評価の請求に係る請求項に付した番号を記載する。 

５ 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人又は法人でない社団等

にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その

代表者の氏名を記載する。また、その法人の名称が法人等を表す文字を含まないものであると

きは、「【氏名又は名称】」の欄（「【代表者】」の欄を設けたときはその欄）の次に「【法

人の法的性質】」の欄を設けて「○○法の規定による法人」、外国法人にあつては「○○国の

法律に基づく法人」又は法人でない社団等にあつては「代表者（管理人）の定めのある社団

（財団）」のように当該法人等の法的性質を記載する。 

６ 「【請求人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が２人以上あるときは、次のように

欄を繰り返し設けて記載する。 

【請求人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

（【国籍・地域】） 

【請求人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 
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（【国籍・地域】） 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

７ 「【手数料の表示】」の欄には、特例法施行規則第40条第２項の規定により特例法第15条第

１項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号

を、「【納付金額】」には手数料の額（「円」、「，」等を付さず、アラビア数字のみで表示

すること。以下この様式において同じ。）を記載する。実用新案法第54条第７項ただし書の規

定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第４項の規定に

より口座振替による納付の申出を行うときは、「（【予納台帳番号】）」を「【振替番号】」

とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。実用新案

法第54条第７項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施

行規則第40条第５項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「（【予納

台帳番号】）」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を

記載する。 

８ 第23条第２項において準用する特許法施行規則第27条第４項に規定する共有に係る出願であ

つて、国以外の各共有者ごとに実用新案技術評価の請求の手数料の金額（減免を受ける者にあ

つては、その減免後の金額）にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額（以下この様

式において単に「合算して得た額」という。）を納付するときは、国を含む者の共有に係る出

願にあつては「【代理人】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「○／○」のよう

に国以外のすべての者の持分の割合を記載し、減免を受ける者を含む者の共有に係る出願にあ

つては「（【手数料の表示】）」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて「実用新案法第54条

第８項の規定による実用新案技術評価請求料の１／２軽減（○○○○ 持分の割合○／○」の

ように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごと

に行を改めて記載し、その記載の次に行を改めて「手数料の納付の割合○／○」のように合算

して得た額と実用新案法第54条第２項に規定する実用新案技術評価の請求の手数料の金額の割

合を記載する。 

９ 実用新案法第54条第８項の規定の適用を受けようとするときは。「（【手数料の表示】）」

の欄の次に「【その他】」の欄を設けて「実用新案法第54条第８項の規定による実用新案技術

評価請求料の１／２軽減（免除）」のように請求人ごとに行を改めて記載する。ただし、備考

８により減免を受ける旨等を記載した場合には、記載するには及ばない。 

10 「【請求人の意見】」の欄には、請求項に係る考案と先行技術との対比により、請求項に係

る考案が新規性又は進歩性を有している又は有していない旨の意見を具体的に記載する。 

― 430 ―



- 431 - 

 

 

11 その他は、様式第１の備考１から４まで、７、８、10、13、15、17、19、31、33から35ま

で、37及び38と同様とする。 

 

５５．．  刊刊行行物物等等提提出出書書ににつついいてて（（情情報報のの提提供供））  

(1)刊行物等の提出（実施規22、実施規22の２） 

何人も（匿名でも可能です。）実用新案登録出願に係る考案又は実用新案登録について、

刊行物、実用新案登録出願又は特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲

若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を「刊行物等提出書」により提出

することができます。 

(2)提出の時期 

実用新案登録出願の後、いつでもすることができます（権利消滅後も可能です。）。 

(3)提供された情報の利用 

① 提供された情報は、実用新案技術評価の請求がされた場合に評価書の作成に利用すること

があります（実施規22（1））。 

② 実用新案登録後における無効理由について、情報の提供をすることができます（実施規22

の２(1)各号）。 

(4)提出の理由 

① 実用新案技術評価書の作成に際し、利用を求める理由を記載することが考えられます。 

② 実用新案登録後における無効理由について、情報の提供をするときは、「提出の理由」に

は実用新案法施行規則第22条の２第１項各号のいずれかに該当するものであるとする理由を

記載します。 

(5)その他の運用 

その他情報提供の運用については、特許出願に関する情報提供の取扱いの例によります 

（第二章第十八節Ⅱ参照）。 
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実施規様式第15（第22条、第22条の２関係） 

【書類名】  刊行物等提出書 

（【提出日】  令和  年  月  日） 

【あて先】  特許庁長官     殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【提出者】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【提出する刊行物等】 

【提出の理由】 

 

〔備考〕 

１ 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「実願○○○○－○○○○○○」のよう

に実用新案登録出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、

「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の実用新案登録願」のよう

に実用新案登録出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設け

て、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。また、登録後に提出するときは「【事件

の表示】」の欄を「【実用新案登録番号】」とし、実用新案登録の番号を記載する。 

２ 「【提出者】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が２人以上あるときは、それぞれ次

のように欄を繰り返し設けて記載する。 

【提出者】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【提出者】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 
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【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

３ 「【識別番号】」には、識別番号をなるべく記載するものとし、記載しないときは「【識別

番号】」の欄に「省略」と記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、

「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。 

４ 第22条第３項又は第22条の２第３項において準用する特許法施行規則第13条の２第３項の規

定により提出者の住所若しくは居所又は氏名若しくは名称を省略するときは、「【住所又は居

所】」又は「【氏名又は名称】」の欄に「省略」と記載する。 

５ 「【提出の理由】」の欄には、第22条の２第１項の規定による情報の提供であるときは、当

該刊行物等によりその実用新案登録が第22条の２第１項各号のいずれかに該当するものである

とする理由を記載する。 

６ 図又は化学式等を「【提出の理由】」中に記載する場合は、横170mm、縦255mmを超えて記載

してはならない。 

７ 第23条第１項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略する

ときは、「【提出の理由】」の欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【物

件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、更にその次に「【援用の表示】」の欄

を設けて、同条第１項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件

の表示（実用新案権に係るものにあつては、実用新案登録番号、書類名及びその提出日）を、

同条第２項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示（実

用新案権に係るものにあつては、実用新案登録番号、書類名及びその提出日）を記載する。ま

た、２以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を

繰り返し設けて記載する。 

【物件名】 

【援用の表示】 

【物件名】 

【援用の表示】 

８ その他は、様式第１の備考１から４まで、７、８、13、17、19、31及び33から35まで並びに

様式第14の２の備考３と同様とする。 
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６６．．手手数数料料等等のの減減免免申申請請ににつついいてて  

(1) 減免・猶予の内容 

対象となる手数料と対象者 

① 実用新案登録料（第１年分から第３年分）の減免又は猶予（実32の２） 

第１年分から第３年分の登録料を納付すべき者が、その実用新案登録出願に係る考案の

考案者又はその相続人であること。 

② 実用新案技術評価の請求手数料の減免（実54(8)） 

自己の実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案について実用新案技術評価の請求

をする者が、その実用新案登録出願に係る考案若しくは登録実用新案の考案者又はその相

続人であること。 

 

対象となる手数料等 対象者 減免措置 

実用新案技術評価の 

請求の手数料 

生活保護を受けている者 免除 

市町村民税非課税者 免除 

所得税非課税者 １／２軽減 

第１年分から第３年 

分の登録料 

生活保護を受けている者 免除 

市町村民税非課税者 免除 

所得税非課税者 ３年間猶予 

*1 あくまで納付期限の猶予であって、出願人自身で期間を管理し納付することが必要です。 

 

(2) 減免申請の手続き 

① 様式の「実用新案登録料減免申請書」（実施令２）、「実用新案技術評価請求料減免申請

書」（手数料令２の２）に次の要件に応じた書面を添付します。 

なお、添付書類については、申請日に取得し得る最新の証明書類が必要となります。 

② 必要な書面 

下記の対象者の要件に応じた証明書を添付します。 

対象者の要件 添付書類 

生活保護を受けていること 生活保護証明書 

市町村民税が課されていないこと 市町村民税非課税証明書 

所得税が課されていないこと 所得税非課税証明書 

③ 納付すべき手数料等に係る手続をした後であっても、前記対象者の要件を満たす場合には、

減免の申請が認められます（猶予申請は除きます。）。ただし、納付すべき手数料等に係る書

面の提出日から１年を経過した後は申請することはできません。 

  また、設定登録等により出願として係属していない場合も申請することはできません。 

④ 共願の場合であって、減免を受けることができる者が複数の場合の注意事項 

実用新案登録料減免申請書及び実用新案技術評価請求料減免申請書は、減免を受ける者毎に

作成し、同時に提出してください。 

*1 
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なお、共有者の持分を証明する書面の提出が必要となります。減免申請を行う実用新案登録

願又は実用新案技術評価請求書の提出と同時に「持分を証明する書面」を「手続補足書」に添

付して提出してください。 

実用新案登録願の記載については、実施規様式第１【備考26】（413頁）、実用新案技術評

価請求書の記載については、実施規様式第６【備考８及び９】（430頁）を参照してくださ

い。 

 

様式見本 

【書類名】      実用新案登録料減免申請書 

（【提出日】      令和○○年○○月○○日） 

【あて先】      特許庁長官      殿 

【出願の表示】 

【出願番号】   実願○○○○－○○○○○○ 

【申請人】 

【識別番号】   ○○○○○○○○○ 

【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関○丁目○番○号 

【氏名又は名称】 ○○ ○○ 

【電話番号】 

【申請の趣旨】    実用新案法第３２条の２の規定に掲げる者 

【申請の理由】    第１年分から第３年分の実用新案登録料の免除 

【提出物件の目録】 

【物件名】    市町村民税非課税証明書     １ 

（【物件名】    生活保護証明書         １） 

（【物件名】    所得税非課税証明書       １） 

 

注１ 登録料の納付の猶予を申請するときは、「【書類名】」を「実用新案登録料猶予申請書」と

記載し、「【申請の理由】」の欄に「第１年分から第３年分の実用新案登録料の猶予」と記載

します。 

注２ 出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】とし、「令和何年

何月何日提出の実用新案登録願」のように実用新案登録出願の年月日を記載し、「【出願

日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載しま

す。 

ただし、願書に記載していない場合は、「【整理番号】」の欄は不要です。 

注３ 自己の実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案について実用新案技術評価請求料の免

除又は軽減の申請をするときは、【書類名】の欄に「実用新案技術評価請求料減免申請書」、

【申請の趣旨】の欄に「実用新案法第５４条第８項の規定に掲げる者」、【申請の理由】の欄

に「実用新案技術評価請求料の免除」又は「実用新案技術評価請求料の軽減」と記載します。

また、登録後に申請をするときは、「【出願の表示】」を「【実用新案登録番号】」とし、実
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用新案登録の番号を記載します。 

注４ 【提出物件の目録】の欄は、その下に【物件名】の欄を設けて、該当する証明書の書類名を

記載し、当該証明書を添付します。 

  

様式見本：持分の割合を証明する書面（例） 

持分証明書（例） 

令和○○年○○月○○日 

 

出願番号   実願○○○○－○○○○○○ 

考案の名称  ○○○○○○○○○ 

 

上記考案の実用新案登録を受ける権利の持分については、令和○○年○○月○○日に、 

甲は○／○、乙は○／○と定めたことに相違ありません。 

 

（甲） 東京都千代田区霞が関○丁目○番○号   

○○ ○○               

（乙） 東京都千代田区霞が関△丁目△番△号   

△△ △△               

 

注１ 持分証明書は手続補足書（又は手続補正書）に添付し、補足（補正）対象書類は、減免申

請を行う「実用新案登録願」又は「実用新案技術評価請求書」としてください。  
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第四章  意匠登録出願の手続 

 

※本章に記載の内容については、 

「意匠登録出願等の手続のガイドライン」を参照してください。 

 

特許庁HP 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/isyou_guideline.html 
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第五章  商標登録出願の手続 

  

― 439 ―

第

五

章



 

 

 

 



- 441 - 

 

 

第第一一節節    願願  書書、、申申  請請  書書  のの  作作  成成  方方  法法  

 

ⅠⅠ  商商標標登登録録出出願願のの願願書書のの作作成成にに際際ししててのの留留意意事事項項  

１１．．  出出願願人人ににつついいてて  

(１) 権利能力（権利の主体となることができる地位又は資格）を有していること  

① 自然人（個人）又は法人でなければなりません。 

ⅰ 任意に組織された法人格のない団体は出願人となることができません。 

ⅱ 出願人が自然人（個人）の場合には、氏名は戸籍上のものを記載します。ペンネーム、

芸名、雅名等の変名や通称名をもって出願することはできません。なお、【氏名又は名

称】の欄において、氏に続けて旧氏を併記（括弧書きで記載）することができます。外

国籍を有する者も、これと同様に扱われます。 

ⅲ 個人事業者が、屋号（○○商店）等をもって出願することは認められませんので、この

ような場合は個人名義で出願します。 

ⅳ 出願人が法人の場合には、法人の名称及び住所は登記簿等に登記されている名称を正確

に記載し、その代表者の氏名を併せて記載します。なお、法人の【代表者】の欄におい

て、氏に続けて旧氏を併記（括弧書きで記載）することができます。外国籍を有する者

も、これと同様に扱われます。 

② 日本国内に住所又は居所（法人にあっては営業所）を有しない外国人は、下記の条件に

該当する場合を除き、商標権及びその他の商標に関する権利を享有することができません

（特25を準用）。 

ⅰ その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により商標権その他

の商標に関する権利の享有を認めているとき（相互主義） 

ⅱ その者の属する国において、日本国がその国民に対し商標権その他の商標に関する権利

の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により商標権その他の商

標に関する権利の享有を認めることとしているとき（相互主義） 

ⅲ 条約に別段の定めがあるとき（パリ条約（2,3条）、知的所有権の貿易関連の側面に関す

る協定（2,3条）、商標法条約又は二国間条約等によって認められる国民） 

(２) 手続能力を有していること 

① 未成年者及び成年被後見人並びに被保佐人（特７を準用) 

ⅰ 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人（親権者、後見人等）によらなければ手続を

することができません。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるとき

はこの限りではありません。未成年者は原則父母が共同で親権者となります（民法

818(3)）。 

ⅱ 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければなりません。 

ⅲ 法定代理人が手続をする場合であって、後見監督人があるときは、その同意を得なけれ

ばなりません。 

ⅳ これら手続能力のない者のした手続は、追認することができます(特16を準用)。 

② 在外者（特８(１)を準用)(日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有しない
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者） 

在外者は、商標管理人によらなければ、手続をし、又は商標法若しくは同法に基づく命

令の規定により行政庁のした処分を不服として訴えを提起することができません。 

 

 

２２．．願願書書中中にに表表示示さされれたた法法律律関関係係又又はは事事実実関関係係をを証証明明すするる書書面面ににつついいてて  

(１) 次のいずれかに該当するときは、それぞれの事項に係る法律関係又は事実関係を証明する

書面を提出しなければなりません。 

① 未成年者が出願するとき：法定代理人であることを証明する書面として未成年者の戸籍謄

本（抄本）、（戸籍謄本（抄本）に表示された本籍地と願書に記載された未成年者及び法

定代理人の住所が異なるときは、その者の住民票（住民票に表示された住所、氏名及び本

籍地又は生年月日から当人の証明書であることを確認します。）） 

② 成年被後見人が出願するとき：法定代理人であることを証明する書面として後見登記に関

する登記事項証明書（後見登記がなされていないときは、成年被後見人の戸籍謄本（抄

本）、（戸籍謄本（抄本）に表示された本籍地と願書に記載された未成年者及び法定代理

人の住所が異なるときは、その者の住民票）③ 被保佐人が出願するとき：保佐人の同意

を証明する書面 

④ 法定代理人が手続きする場合で、後見監督人があるとき：後見監督人の同意を証明する書 

  面 

⑤ 代表出願人を選定して出願するとき：代表者であることを証明する書面 

⑥ 出願手数料を商標法第76条第４項の規定により国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を

もって納付するとき：持分を証明する書面（なお、「【持分の割合】」の欄を設けて、

「○／○」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載したときは、提出を省略できま

す。） 

⑦ 復代理人を選定して出願するとき：出願人から代理人に対しての復任権を記載した代理権

を証明する書面 

(２) 証明書の提出方法 

① オンライン手続により出願をした場合 

ⅰ 上記(１)①～⑦の証明書は出願後３日以内に「手続補足書」をもって提出します（特例

施規20)。 

ⅱ 上記(１)①～⑦の証明書を追完する場合は「手続補正書」をもって提出します。 

② 書面により出願をする場合 

ⅰ 上記(１)①～⑦の証明書を書面出願と同時に提出する場合は、願書の「【提出物件の目

録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて当該証明書名を記載するとともに添付書類とし

て当該証明書を提出します。 

ⅱ 上記(１)①～⑦の証明書を追完する場合は、「手続補正書」をもって提出します。な

お、この場合、願書の「【提出物件の目録】」の欄には当該証明書名を記載するには及

びません。 
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 ※なお、戸籍謄本等公的な証明書については原本の提出が必要です。 

ただし、日本国内の公的機関が発行する証明書のうち、けん制文字等による偽造防止措置

が施されているものについては、電子特殊申請による提出が可能です。その際は、当該証

明書の原本をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により偽造防止措置が

確認できる電子的記録を添付してください。 

なお、上記の方法により提出された公的証明書の真正性に疑義が生じる場合は当該証明書

の原本（書面）の提出を求めることがあります。 
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３３．．願願書書のの用用紙紙、、文文字字等等のの物物理理的的要要件件ににつついいてて  

(１) オンライン手続の場合 

① １行は３６字詰めとし、１ページは２９行とします。 

② 文字は、日本産業規格Ｘ０２０８号で定められている文字を用います。 

③ 日本産業規格Ｘ０２０８号で定められている文字のうち次の文字は使用できません。 

ⅰ 半角文字 

ⅱ 「【」、「】」(日本産業規格Ｘ０２０８号区点番号１－５８）及び（区点番号１－５

９） 

ⅲ 「▲」、「▼」(区点番号２－５）及び（区点番号２－７） 

ただし、欄名の前後に「【」、「】」又は置き換えた文字の前後に一文字ごとに

「▲」、「▼」を用いるときを除きます。 

(２) 書面の場合 

① 用紙は、日本産業規格Ａ列４番（横２１ｃｍ、縦２９．７ｃｍ)の大きさとし、インキが

にじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、

けい線等を記載してはなりません。 

② 余白は、少なくとも用紙の上に６ｃｍ、左右及び下に各２ｃｍとるものとし、原則として

その左右については各々２．３ｃｍを超えないものとする。 

③ 書き方は左横書、１行は３６字詰めとし、各行の間隔は少なくとも４ｍｍ以上をとり、１

ページは２９行以内とします。 

④ 文字は、１０ポイントから１２ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、

明瞭にかつ容易に消すことができないように書きます。 

⑤ 半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはなりません(欄名の前後に

「【」及び「】」、又は置き換えた文字の前後に一文字ごとに「▲」、「▼」を用いるとき

を除きます。）。 

 

４４．．願願書書へへのの提提出出のの年年月月日日のの記記載載ににつついいてて  

(１) 特許庁の窓口に直接提出する場合 

特許庁の窓口に提出する年月日をなるべく記載します。 

(２) 郵送する場合 

郵便局に差し出す年月日又は投函の年月日をなるべく記載します。 

なお、消印が不明な場合は、特許庁に到達した年月日が出願日となるので、書留等による

ことが望ましいです（後日、出願日証明書提出書に書留郵便物受領証を添付して提出すれ

ば、出願日が郵便局に差し出した年月日に訂正されます）。 

 

５５．．出出願願手手数数料料ににつついいてて  

(１) 出願手数料は特許印紙又は現金により納付します。 

① 特許印紙による納付を行う場合、書面に直接貼付します。 

② 現金による納付には、予納制度（参照：第一章第五節）、現金納付制度（参照：第一章第
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六節２～４）、電子現金納付制度（参照：上記同節５）、口座振替納付制度（参照：第一章

第七節）及び指定立替納付制度（参照：第一章第八節）を利用する方法があります。なお、

口座振替納付制度を利用できるのはオンラインによる手続に限定されます。また、指定立替

納付制度を利用できるのは、オンラインによる手続及び特許庁の窓口での書面手続に限定さ

れます。 

(２)  国（国みなしを含む。）の出願については手数料を要しません。国と国以外の者との共有

に係る出願については、国以外のすべての者の持分の割合に応じた手数料が必要になります。

その際には、「【手数料の表示】」の欄の上に「【持分の割合】」の欄を設けて、「○／○」

のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。 

 

６６．．願願書書のの【【住住所所又又はは居居所所】】のの欄欄へへのの住住所所又又はは居居所所のの記記載載ににつついいてて  

① 住所又は居所は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載しま

す。在外者の住所については、行政区画順（国、州、市などの順）に原語表音をカタカナ文字

で表示します。 

② 住民票又は登記簿に「無番地」とあるときは、番地の表示方法の一種ですから、住所の一部

として「無番地」と記載します。 

③ 会社、事務所等を居所として表示するときは、「○○株式会社内」、「○○事務所内」のよ

うに記載します。 

④ 団地の名称が通称の地名に転化したり、過去に用いられていた地名が通称として慣用されて

いるような場合も、必ず住民票又は登記簿上の住所を記載します（通称名で出願することは認

められません）。 

⑤ 法人の住所は、必ず本店の所在地を記載します。 

⑥ 識別番号を記載したときは、【住所又は居所】の欄は設けるには及びません。 

 

７７．．法法人人のの法法的的性性質質のの記記載載ににつついいてて  

出願人が法人の場合であって、その名称中に法人であることを表す文字を含まないものである

ときは、「【氏名又は名称】」の欄（「【代表者】」の欄を設けたときはその欄）の次に「【法

人の法的性質】」の欄を設けて、「○○法の規定による法人」、外国法人にあっては「○○国の

法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載します。 

 

８８．．法法人人のの代代表表者者のの記記載載ににつついいてて  

代理人手続のときは、手続書面への法人の「【代表者】」の記載は不要です。ただし、代理人

によらず法人自ら手続をするときは、手続書面に「【代表者】」の欄を設け、代表者の氏名を記

載しなければなりません。提出する各種証明書に関しても法人の代表者の氏名を記載しなければ

なりません。 
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ⅡⅡ  商商標標登登録録出出願願のの願願書書（（通通常常出出願願））のの作作成成方方法法  

願書（通常出願）は、商標法第５条の規定に基づき、商標法施行規則に定める様式に従い作成

し、必要に応じて証明書等を添付します。 

１１．．書書面面にによよるる願願書書（（通通常常出出願願))のの様様式式  

商施規様式第２（第２条関係） 

【書類名】   商標登録願 

（【整理番号】） 

（【提出日】   令和  年  月  日） 

【あて先】   特許庁長官     殿 

【商標登録を受けようとする商標】 

 

 

 

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 

【第 類】 

【指定商品（指定役務）】 

【商標登録出願人】 

（【識別番号】） 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

（【代表者】）                  

（【国籍・地域】） 

【代理人】  

（【識別番号】） 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】               

（【手数料の表示】） 

（【予納台帳番号】） 

（【納付金額】） 

【提出物件の目録】 

【物件名】 

〔備考〕 

１ 用紙は、日本産業規格Ａ列４番（横21㎝、縦29.7㎝）の大きさとし、インキがにじまず、文

字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載

してはならない。 

２ 余白は、少なくとも用紙の上に６㎝、左右及び下に各々２㎝をとるものとし、原則としてそ

の左右については各々2.3㎝を超えないものとする。 

代理人手続のときは、法人にあっては【代表者】の欄は

不要です。 
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３ 書き方は左横書、１行は36字詰めとし、各行の間隔は少なくとも４㎜以上をとり、１ページ

は29行以内とする。 

４ 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明瞭か

つ容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及び

「▼」は用いてはならない（欄名の前後に「【」及び「】」を用いるとき又は商標登録を受け

ようとする商標を記載する欄（以下「商標記載欄」という。）の中に記載するときを除

く。）。 

５ 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載す

る。商標法第76条第６項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であって、

工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令（平成８年通商産

業省令第64号。以下「現金手続省令」という。）第５条の規定による納付書（以下「納付書」

という。）によるときは、「（【手数料の表示】）」の欄の「（【予納台帳番号】）」を

「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、歳入徴収官事務規程（昭和27年大蔵省令第

141号。以下「事務規程」という。）別紙第４号の12書式の納付済証（特許庁提出用）を別の

用紙にはるものとし、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則（平成２年通商

産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。）第41条の９第１項に規定する納付情報

（以下「納付情報」という。）によるときは、「（【手数料の表示】）」の欄の「（【予納台

帳番号】）」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「（【納付

金額】）」の欄は設けるには及ばない。 

６ 「（【整理番号】）」の欄には、ローマ字（大文字に限る。）、アラビア数字若しくは

「－」又はそれらの組み合わせからなる記号であって、10字以下のものを記載する。 

７ 【商標登録を受けようとする商標】の欄には、次の要領により記載する。 

イ 商標登録を受けようとする商標は、商標記載欄の中に記載する。この場合において願書の

１ページ目に、必要な商標記載欄を設けることができないときは、【商標登録を受けようと

する商標】の欄に「別紙のとおり」と記載し、次ページに【商標登録を受けようとする商

標】の欄を設け、その欄の次に商標記載欄を設けて記載する。 

ロ 商標記載欄の大きさは、８㎝平方とする。ただし、特に必要があるときは、15㎝平方まで

の大きさとすることができる。 

ハ 商標登録を受けようとする商標を願書に直接記載するときは、枠線により商標記載欄を設

けて記載する。 

ニ 商標登録を受けようとする商標を記載した書面を願書にはり付けて記載するときは、ロに

規定する大きさの用紙を用いるものとし、その用紙を商標記載欄とする。この場合におい

て、商標記載欄を表す枠線を記載してはならず、用紙は、願書の記載事項が隠れず、かつ、

容易に離脱しないように用紙の全面をはり付ける。 

ホ 第４条、第４条の２、第４条の３、第４条の４第２号又は第４条の６の規定により商標登

録を受けようとする商標を異なる２以上の図又は写真によって記載する場合は、２以上の商

標記載欄を設けることができる。この場合において、特に必要があるときは、「【商標登録

を受けようとする商標】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の日本産業規格Ａ列４
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番の大きさの用紙（原則として１枚）に「【商標登録を受けようとする商標】」の欄を設け

て、その欄の次に商標記載欄を設けて記載することができる。この場合において、用紙の左

に２㎝、上に２㎝、右及び下に各３㎝の余白をとり、容易に離脱しないようにとじるものと

する。 

ヘ 音商標について商標登録を受けようとする場合であって、特に必要があるときは、２以上

の商標記載欄を設けることができる。この場合において、特に必要があるときは、【商標登

録を受けようとする商標】の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の日本産業規格Ａ列４

番の大きさの用紙（原則として１枚）に【商標登録を受けようとする商標】の欄を設けて、

その欄の次に商標記載欄を設けて記載することができる。この場合において、用紙の左に２

㎝、上に２㎝、右及び下に各３㎝の余白をとり、容易に離脱しないようにとじるものとす

る。 

ト 商標記載欄には、別段の定めがある場合を除き陰影を表すための細線又は濃淡、内容を説

明するための指示線、符号、又は文字、その他商標を構成しない線、符号、図形又は文字を

記載してはならない。 

チ 描き方は、濃墨、容易に変色若しくは退色しない絵の具ではく離しないように鮮明に描く

か、あるいは印刷又は複写等により鮮明で容易に消すことができないように記載することと

し、鉛筆、インキ、クレヨン又はカーボンペーパーを使用してはならない。また、パラフィ

ン紙その他表示される文字、図形等が容易にはげおちるおそれがある用紙に記載してもなら

ない。 

リ 商標登録を受けようとする商標は、別段の定めがある場合を除き写真、青写真又ははり合

わせたものによって記載してはならない。 

ヌ 活字により商標を表示するとき（ヲ、ソ及びツに該当する場合を除く。）は、見やすい大

きさの活字（原則として20ポイントから42ポイントまで）を用いる。 

ル 第４条、第４条の２、第４条の３、第４条の４第２号又は第４条の６の規定により商標登

録を受けようとする商標を異なる２以上の図又は写真によって記載するときは、各図又は各

写真を同一縮尺で記載し、各図又は各写真の間に十分な余白を設ける。この場合において、

各図又は各写真の内容を説明するために必要な図又は写真の番号を記載することができる。

この場合は、当該番号の記載が商標を構成する要素ではない旨を「【商標の詳細な説明】」

の欄に記載する。 

ヲ 標準文字のみによって商標登録を受けようとする商標は、特許庁長官の指定するところに

従い、黒色で、かつ、大きさ及び書体が同一の活字等（大きさは10ポイント以上とする。）

を用いて、一行に横書きで記載する。 

ワ 動き商標について商標登録を受けようとするときは、その商標の変化（商標に係る文字、

図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の移動を含

む。以下同じ。）の状態を特定するための指示線、符号又は文字を記載することができる。

この場合は、当該記載によりどのように商標の変化の状態が特定されるのかを「【商標の詳

細な説明】」の欄に記載する。 

カ ホログラム商標について商標登録を受けようとするときは、その商標の変化の前後の状態
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を特定するための指示線、符号又は文字を記載することができる。この場合は、当該記載に

よりどのように商標の変化の前後の状態が特定されるのかを「【商標の詳細な説明】」の欄

に記載する。 

ヨ 第４条の３第２号の規定により立体商標を図又は写真によって記載するときは、商標登録

を受けようとする立体的形状（文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を

含む。）及び商標を構成しないその他の部分を表示するための線、点、その他のものを記載

することができる。この場合は、当該記載によりどのように当該立体的形状が特定されるの

かを「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する。 

タ 第４条の４第１号の規定により色彩のみからなる商標を図又は写真によって記載するとき

は、なるべく商標登録を受けようとする色彩が全体にわたり表示された図又は写真によって

記載する。 

レ 第４条の４第２号の規定により色彩のみからなる商標を図又は写真によって記載するとき

は、商標登録を受けようとする色彩及びそれを付する位置を特定するための線、点その他の

ものを記載することができる。この場合は、当該記載によりどのように当該色彩及びそれを

付する位置が特定されるのかを「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する。 

ソ 音商標について商標登録を受けようとするときは、音符、休符、音部記号、テンポ、拍子

記号、歌詞その他の商標登録を受けようとする音を特定するために必要な事項を記載する。 

ツ 第４条の５の規定により音商標を文字を用いて記載するときは、黒色で、かつ、大きさ及

び書体が同一の活字等（大きさは原則として７ポイント以上とする。）を用いて、横書きで

記載する。この場合において、音商標を外国語で記載することができる。 

ネ 位置商標について商標登録を受けようとするときは、その商標に係る標章及びそれを付す

る位置を特定するための線、点その他のものを記載することができる。この場合は、当該記

載によりどのように当該標章及びそれを付する位置が特定されるのかを「【商標の詳細な説

明】」の欄に記載する。 

８ 第４条、第４条の２、第４条の３、第４条の４又は第４条の６の規定により商標登録を受け

ようとする商標を写真によって記載するときは、次の要領による。 

イ 写真の大きさは、原則８㎝平方とし、背景に他のものの入らないものであって、容易に変

色又は退色しないものを用いる。ただし、特に必要があるときは、15cm平方までの大きさの

ものを用いることができる。 

ロ 写真は、商標記載欄に、願書の記載事項が隠れず、かつ、容易に離脱しないように写真の

全面をはり付ける。 

ハ 写真は、折ってはならない。 

９ 動き商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商

標】」の欄の次に「【動き商標】」の欄を加える。 

10 ホログラム商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする

商標】」の欄の次に「【ホログラム商標】」の欄を加える。 

11 立体商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商

標】」の欄の次に「【立体商標】」の欄を加える（備考９、10及び14に該当するときを除
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く。）。 

12 色彩のみからなる商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けよう

とする商標】」の欄の次に「【色彩のみからなる商標】」の欄を加える（備考９及び10に該当

するときを除く。）。 

13 音商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」

の欄の次に「【音商標】」の欄を加える。 

14 位置商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商

標】」の欄の次に「【位置商標】」の欄を加える（備考９及び10に該当するときを除く。）。 

15 標準文字のみによって商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商

標】」の欄の次に「【標準文字】」の欄を加える。 

16 商標法第５条第４項の規定により商標の詳細な説明を記載するときは、「【動き商標】」、

「【ホログラム商標】」、「【立体商標】」、「【色彩のみからなる商標】」、「【音商

標】」又は「【位置商標】」の欄の次に「【商標の詳細な説明】」の欄を設けて記載する。た

だし、第４条の８第１項各号に掲げる商標以外の商標の商標登録出願についての願書には、

「【商標の詳細な説明】」の欄を設けてはならない。 

17 「【商標の詳細な説明】」の欄には、文字及び符号のみを記載し、図、表等を記載してはな

らない。 

18 「【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】」の欄には、次の要領により記載す

る。 

イ 「【指定商品（指定役務）】」は、商品（役務）の内容及び範囲を明確に理解することが

できる表示をもって記載する。指定商品（指定役務）を具体的に説明する必要があるとき

は、説明書に、「指定商品（指定役務）の説明」と記載し、商品の生産、製造若しくは使用

の方法、原材料、構造、効能若しくは用途又は役務の内容、効能、提供の方法若しくは用途

の説明その他の必要な説明を記載する。この場合において、「【提出物件の目録】」の欄に

「【物件名】」の欄を設けて「指定商品（指定役務）の説明書」と記載する。 

ロ ２以上の商品（役務）を指定する場合は、それぞれの指定商品（指定役務）の区切りにコ

ンマ（，）を付さなければならない。 

ハ 商品及び役務の区分が２以上ある場合は、区分の番号順に、商品及び役務の区分並びにそ

の区分に属する指定商品（指定役務）を次のように、繰り返して記載する。 

【第 類】 

【指定商品（指定役務）】 

【第 類】 

【指定商品（指定役務）】 

19 商標法第５条第６項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、説明書に「商標法第 

５条第６項ただし書の適用」と記載し、その次に商標登録を受けようとする商標を記載し、引

出線、文字その他のものにより、色彩を付すべき範囲を明らかにして商標記載欄の色彩と同一

の色彩を付すべき旨を記載する。この場合において、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件

名】」の欄を設けて「商標法第５条第６項ただし書説明書」と記載する。ただし、「【商標の
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詳細な説明】」の欄に、色彩を付すべき範囲を明らかにして商標記載欄の色彩と同一の色彩を

付すべき旨を記載した場合には、説明書に記載するには及ばない。 

20 「【識別番号】」は、なるべく記載するものとし、記載しないときは「【識別番号】」の欄

は設けるには及ばない。 

21 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく

記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ば

ない。 

22 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又

は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。 

23 「【商標登録出願人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」（法人にあって

は、「【代表者】」若しくは「【法人の法的性質】」）の次に、「【電話番号】」又は「【フ

ァクシミリ番号】」の欄を設けて、商標登録出願人又は代理人の有する電話又はファクシミリ

の番号をなるべく記載する。 

24 「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記載する。法人にあっては、名称を記

載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載す

る。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名

称】」の欄（「【代表者】」の欄を設けたときはその欄）の次に「【法人の法的性質】」の欄

を設けて、「○○法の規定による法人」、外国法人にあっては「○○国の法律に基づく法人」

のように当該法人の法的性質を記載する。 

25 商標登録出願人が外国人であって住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又

は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべ

く記載する。また、商標登録出願人が外国人であって氏名又は名称をローマ字で表記できる場

合は、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名

称の原語をなるべく記載し、法人にあっては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとす

る。 

26 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏

名又は名称】」（名称の原語を記載する場合にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」）の

次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表

者】」の欄を設けるものとする。 

27 商標登録出願人がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民

とみなされる者（法人に限る。）のとき（備考26に該当するときを除く。）は、「【氏名又は

名称】」（名称の原語を記載する場合にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」）の次に

「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。 

28 「（【国籍・地域】）」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が､

「【住所又は居所】」の欄に記載した国・地域（特例法施行規則第２条第３項の規定によりそ

の記載を省略した場合にあっては、省略した国・地域）と同一であるときは、「（【国籍・地

域】）」の欄は設けるには及ばない。 

29 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記録し、弁護士の
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ときは、「【弁護士】」と記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のと

きは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社

員は○○○○」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。 

30 代理人が出願人の全員を代理しないときは、「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」

（代理人が法人にあっては、「【代表者】」）の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設け

て、「商標登録出願人○○の代理人」のように記載する。ただし、代理人が弁護士・外国法事

務弁護士共同法人の場合にあつては、「【代理関係の特記事項】」の欄に、「商標登録出願人

〇〇の代理人」と、「業務を執行する社員は○○○○」のように業務を執行する社員の氏名を

行を改めて記載する。 

31 代理人によるときであって本人が法人の場合にあっては、「【代表者】」の欄は不要とし、

代理人によらないときは、「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。 

32 「【商標登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が２人以上あるときは、次

のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第２２条第２項において準用する

特許法施行規則第２７条第２項の規定により商標登録出願人の権利について持分を記載すると

きは、「【商標登録出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「○／○」のように分数で記

載し、商標登録出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定

される商標登録出願人を第一番目の「【商標登録出願人】」の欄に記載し、「【商標登録出願

人】」（商標登録出願人の権利について持分を記載する場合にあっては、「【持分】」）の次

に「【代表出願人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律（平

成十年法律第九十号）第３条第１項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合

契約に関する法律（平成１７年法律第４０号）第３条第１項に規定する有限責任事業組合契約

又は民法第６６７条第１項に規定する組合契約に基づくときは、「（【手数料の表示】）」の

欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあっては「○○

の持分は、○○投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任

事業組合契約にあっては「○○の持分は、○○有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基

づく持分」、組合契約にあっては「○○の持分は、民法第６６７条第１項に規定する組合契約

に基づく持分」のように記載する。 

【商標登録出願人】 

（【識別番号】） 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

（【国籍・地域】） 

【商標登録出願人】 

（【識別番号】） 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

（【国籍・地域】） 

【代理人】 
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（【識別番号】） 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代理人】 

（【識別番号】） 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

33 代理人の選任の届出を出願と同時にするときは、「【代理人】」の欄の次に「【選任した代

理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「（【識別番号】）」、「【住所又は居所】」及び

「【氏名又は名称】」を記載する。また、「【選任した代理人】」の欄に記載すべき者が２人

以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。 

【選任した代理人】 

（【識別番号】） 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【選任した代理人】 

（【識別番号】） 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

34 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第２項の規定により工業所有権に関す

る手続等の特例に関する法律（平成２年法律第30号。以下「特例法」という。）第15条第１項

の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、

「【納付金額】」には手数料の額（「円」、「，」等を付さず、アラビア数字のみで表示する

こと。）を記載する。以下この様式において同じ。）を記載する。商標法第７６条第６項ただ

し書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、特例法施行規則第４０条第４

項の規定により口座振替による納付の申し出を行うときは、「（【予納台帳番号】）」を

「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記

載する。商標法第76条第６項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であっ

て、特例法施行規則第40条第５項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うとき

は、「（【予納台帳番号】）」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべ

き手数料の額を記載する。 

35 第22条第２項において準用する特許法施行規則第27条第３項の規定により国と国以外の者の

共有に係る出願であって、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【代

理人】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて「○／○」のように国以外のすべて者の

持分の割合を記載する。 

36 第22条第２項において準用する特許法施行規則第27条第２項の規定により商標法第35条にお

いて準用する特許法第73条第２項の定め又は民法（明治29年法律第89号)第256条第１項ただし

書の契約を記載するときは、「（【手数料の表示】）」の欄の次に「【その他】」の欄を設け
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て、その旨を記載する。 

37 商標法第68条の32第１項及び同法第68条の33第１項の規定による商標登録出願をするとき

は、「（【手数料の表示】）」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨及び議定書第

６条(4)の規定により取り消された又は議定書第15条(5)(b)の規定による議定書の廃棄に係る

国際登録の番号を記載する。この場合において、当該国際登録が事後指定に係るものであると

きは、事後指定が国際登録簿に記録された日を記載する（備考36において特許法第73条第２項

の定め又は民法第256条第１項ただし書の契約を記載したときは、その記載の次に行を改めて

記載する。）。 

38 第７条の規定により、商標法第９条第１項の規定の適用を受けようとする旨を願書に記載し

てその旨を記載した書面の提出を省略するときは、「（【整理番号】）」の欄の次に「【特記

事項】」の欄を設けて、「商標法第９条第１項の規定の適用を受けようとする商標登録出願」

と記載する。 

39 第22条第２項において準用する特許法施行規則第27条の４第３項の規定によりパリ条約によ

る優先権又はパリ条約の例による優先権の主張をする旨を願書に記載してその旨を記載した書

面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主

張】」の欄を設け、その欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」を設けて、国・地域名及

び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、

「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。また、２以上の

優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。 

【パリ条約による優先権等の主張】 

【国・地域名】 

【出願日】 

【出願番号】 

【パリ条約による優先権等主張】 

【国・地域名】 

【出願日】 

【出願番号】 

40 「（【提出日】 令和  年  月  日）」には、なるべく提出する日を記載する。 

41 願書が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。 

42 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行ってはならない。 

43 とじ方はなるべく左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキ

ス等を用いてとじる。 

44 第22条第１項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略する

ときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を

記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第１項の規定によるときは援用され

る当該証明書が提出される手続に係る事件の表示（商標権に係るものにあっては、商標登録番

号、書類名及びその提出日）を、同条第２項の規定によるときは援用される当該証明書が提出

された手続に係る事件の表示（商標権に係るものにあっては、商標登録番号、書類名及びその
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提出日）を記載する。また、２以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目

録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。 

【物件名】 

【援用の表示】 

【物件名】 

【援用の表示】 

45 商標法第４条第１項第９号に規定する博覧会の賞を受けた者が、商標の一部としてその賞と

同一又は類似する標章の使用をする商標について商標登録を受けようとする場合において、そ

の賞を受けたことを証明する書面を添付するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件

名】」を設けて、「○○博覧会○○賞を受けたことを証明する書面」のように記載する。 

46 商標法第５条第４項の規定により経済産業省令で定める物件を添付するときは、「【提出物

件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、「商標法第５条第４項の物件」と記載す

る。 
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ⅢⅢ  団団体体商商標標登登録録出出願願のの願願書書のの作作成成方方法法  

１１．．書書面面にによよるる願願書書のの様様式式（商施規様式第３（第２条関係）） 

【書類名】   団体商標登録願 

（【整理番号】） 

（【提出日】   令和  年  月  日） 

【あて先】   特許庁長官     殿 

【商標登録を受けようとする商標】 

 

 

 

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 

【第 類】 

【指定商品（指定役務）】 

【商標登録出願人】 

（【識別番号】） 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

（【代表者】）                     

（【国籍・地域】） 

【代理人】  

（【識別番号】） 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                  

（【手数料の表示】） 

（【予納台帳番号】） 

（【納付金額】） 

【提出物件の目録】 

【物件名】商標法第７条第１項に規定する法人であることを証明する書面 １ 

〔備考〕 

１ 「商標法第７条第１項に規定する法人であることを証明する書面」は、登記事項証明書等と

する。 

２ その他は、様式第２の備考と同様とする。 

※備考１に記載の「登記事項証明書」については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する

法律（平成１４年法律第１５１号）第１１条の規定に基づき、特許庁が電子情報処理組織を使用し

て、証明書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、

提出を要しません。詳細は第７章問１４「５．登記事項証明書の添付省略について」をご参照くだ

さい。  

代理人手続のときは、法人にあっては【代表者】の欄は

不要です。 
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ⅣⅣ  地地域域団団体体商商標標登登録録出出願願のの願願書書のの作作成成方方法法  

１１．．書書面面にによよるる願願書書のの様様式式（商施規様式第３の２（第２条関係）） 

【書類名】地域団体商標登録願 

（【整理番号】） 

（【提出日】  令和  年  月  日） 

【あて先】  特許庁長官殿 

【商標登録を受けようとする商標】 

 

 

 

 

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 

【第 類】 

【指定商品（指定役務）】 

【商標登録出願人】 

（【識別番号】） 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

（【代表者】）                    

（【国籍・地域】） 

【代理人】 

（【識別番号】） 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                 

（【手数料の表示】） 

（【予納台帳番号】） 

（【納付金額】） 

【提出物件の目録】 

【物件名】商標法第７条の２第１項に規定する組合等であることを証明する書面 １ 

【物件名】商標法第７条の２第２項に規定する地域の名称を含むものであることを証明 

する書類                            １ 

〔備考〕 

１ 【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】の欄には、次の要領により記載する。 

イ 「【指定商品（指定役務）】」は、商品（役務）の内容及び範囲を明確に理解することが

できる表示をもって記載する。地域の名称と商品（役務）との関係を、例えば、次のように

記載する。 

① 地域の名称が商品の産地であれば、「○○（地域の名称）産の○○（商品名）」と記載する。 

② 地域の名称が商品の主要な原材料の産地であれば、「○○（地域の名称）産の○○（原材

料名）を主要な原材料とする○○（商品名）」と記載する。 

代理人手続のときは、法人にあっては【代表者】の欄は

不要です。 
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③ 地域の名称が商品の製法の由来地であれば、「○○（地域の名称）に由来する製法により

生産された○○（商品名）」と記載する。 

④ 地域の名称が役務の提供の場所であれば、「○○（地域の名称）における○○（役務名）」

と記載する。 

ロ 指定商品（指定役務）を具体的に説明する必要があるときは、説明書に、「指定商品（指

定役務）の説明」と記載し、商品の生産、製造若しくは使用の方法、原材料、構造、効能若

しくは用途又は役務の内容、効能、提供の方法若しくは用途の説明その他の必要な説明を記

載する。この場合において、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて「指

定商品（指定役務）の説明書」と記載する。 

ハ ２以上の商品（役務）を指定する場合は、それぞれの指定商品（指定役務）の区切りにコ

ンマ（，）を付さなければならない。 

ニ 商品及び役務の区分が２以上ある場合は、区分の番号順に、商品及び役務の区分並びにそ

の区分に属する指定商品（指定役務）を次のように、繰り返して記載する。 

【第 類】 

【指定商品（指定役務）】 

【第 類】 

【指定商品（指定役務）】 

２ 「商標法第７条の２第１項に規定する組合等であることを証明する書面」は、登記事項証明

書等及び同項の定めが規定されている組合等の設立根拠法律の写しとする。この場合において、

当該写しに代えて「【氏名又は名称】」の欄（「【代表者】の欄を設けたときはその欄）の次

に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、当該設立根拠法律の該当条文その他必要な事項を記

載することができる。 

３ 「商標法第７条の２第２項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類」は、

出願に係る商標構成中の地域の名称と商標の使用をしている商品（役務）との密接な関連性を

示す新聞、雑誌、書籍等の記事若しくはパンフレット、カタログ、広告又は商品（役務）に関

する商標の使用規則等とする。 

４ 商標法第７条の２第１項の規定による商標登録を受けようとする商標が使用をされた結果自

己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識され

ていることを証明する必要があるときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄

を設けて「商標法第７条の２第１項に係る商標として需要者の間に広く認識されていることを

証明する書類」と記載し、当該書類を添付する。 

５ その他は、様式第２の備考と同様とする。 

 

※備考２に記載の「登記事項証明書」については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する

法律（平成１４年法律第１５１号）第１１条の規定に基づき、特許庁が電子情報処理組織を使用し

て、証明書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、

提出を要しません。詳細は第７章問１４「５．登記事項証明書の添付省略について」をご参照くだ

さい。  

― 458 ―



- 459 - 

 

 

ⅤⅤ  商商標標登登録録出出願願のの願願書書（（特特殊殊出出願願））のの作作成成方方法法  

１１．．商商標標法法第第1100条条第第１１項項のの規規定定にによよるる商商標標登登録録出出願願（（分分割割出出願願））  

商施規様式第４（第２条関係） 

【書類名】   商標登録願 

（【整理番号】） 

【特記事項】商標法第10条第１項の規定による商標登録出願 

（【提出日】   令和  年  月  日） 

【あて先】   特許庁長官     殿 

【商標登録を受けようとする商標】 

 

 

 

 

 

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 

【第 類】 

【指定商品（指定役務）】 

【原出願の表示】 

【出願番号】 

【出願日】 

【商標登録出願人】 

（【識別番号】） 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

（【代表者】）                     

（【国籍・地域】） 

【代理人】  

（【識別番号】）  

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                 

（【手数料の表示】） 

（【予納台帳番号】） 

（【納付金額】） 

【提出物件の目録】 

【物件名】 

 

  

代理人手続のときは、法人にあっては【代表者】の欄は

不要です。 
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〔備考〕 

１ 「【原出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「商願○○○○－○○○○○○」、

「【出願日】」には「令和何年何月何日」のようにもとの商標登録出願の年月日を記載する。

ただし、もとの出願の番号が通知されていないときは、「【出願日】」には「令和何年何月何

日提出の商標登録願」のようにもとの商標登録出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に

「【整理番号】」の欄を設けて、もとの商標登録出願の願書に記載した整理番号を記載する。 

２ 商標法第68条第１項において準用する同法第10条第１項の規定による防護標章登録出願をす

るときは、「【書類名】」の欄を「防護標章登録願」とし、「【特記事項】」の欄を「商標法

第68条第１項において準用する同法第10条第１項の規定による防護標章登録出願」とし、

「【商標登録を受けようとする商標】」を「【防護標章登録を受けようとする標章】」とし、

「【商標登録出願人】」を「【防護標章登録出願人】」とし、「【原出願の表示】」の欄の次

に「【防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号】」の欄を加え、当該登録番号を記載す

る。 

３ 特例法施行規則第６条第１項の規定により包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目

録】」の欄に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、２

以上の包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し

設けて記載する。 

【包括委任状番号】 

【包括委任状番号】 

４ その他は、様式第２の備考と同様とする。この場合において、商標法第68条第１項において

準用する同法第10条第１項の規定による防護標章登録出願をする場合であって、もとの防護標

章登録出願に係る標章の詳細な説明が英語によって記載したものであるときは、標章の詳細な

説明の記載は、英語でしなければならない。 
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２２．．商商標標法法第第1111条条第第１１項項のの規規定定にによよるる商商標標登登録録出出願願（（変変更更出出願願））  

商施規様式第５（第２条関係） 

【書類名】   商標登録願 

（【整理番号】） 

【特記事項】商標法第11条第１項の規定による商標登録出願 

（【提出日】   令和  年  月  日） 

【あて先】   特許庁長官     殿 

【商標登録を受けようとする商標】 

 

 

 

 

 

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 

【第 類】 

【指定商品（指定役務）】 

【原出願の表示】 

【出願番号】 

【出願日】 

【商標登録出願人】 

（【識別番号】） 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

（【代表者】）                  

（【国籍・地域】） 

【代理人】  

（【識別番号】）  

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                 

（【手数料の表示】） 

（【予納台帳番号】） 

（【納付金額】） 

【提出物件の目録】 

【物件名】 

 

  

代理人手続のときは、法人にあっては【代表者】の欄は

不要です。 
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〔備考〕 

１ 「【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】」の欄に記載すべき事項が原出願の

願書に記載した事項と同じであるときは、「【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区

分】」の次に「【援用の表示】」の欄を設け「原出願と同じ」と記載する。 

２ 通常の商標登録出願に変更するときは、「特記事項」の欄に「商標法第１１条第１項の規定

による商標登録出願」又は「商標法第１１条第２項の規定による商標登録出願」と記載する。 

３ 団体商標の商標登録出願に変更するときは、「【書類名】」の欄に「団体商標登録願」と

し、「【特記事項】」の欄に「商標法第11条第２項の規定による商標登録出願」又は「商標法

第11条第３項の規定による商標登録出願」と記載し、商標法第７条第１項に規定する法人であ

ることを証明する書面を添付する。 

４ 地域団体商標の商標登録出願に変更するときは、「【書類名】」の欄に「地域団体商標登録

願」とし、「【特記事項】」の欄に「商標法第11条１項の規定による商標登録出願」又は「商

標法第11条第３項の規定による商標登録出願」と記載し、商標法第７条の２第１項に規定する

組合等であることを証明する書面及び同条第２項に規定する地域の名称を含むものであること

を証明する書類を添付する。 

５ 第８条の規定により商標登録を受けようとする商標及び商標の詳細な説明の記載を省略する

ときは、「【商標登録を受けようとする商標】」及び「【商標の詳細な説明】」の欄の次にそ

れぞれ「【援用の表示】」の欄を設け「変更を要しないため省略する。」と記載する。同条の

規定により商標法第５条第４項の物件の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄

に「【物件名】」の欄を設けて、「商標法第５条第４項の物件」と記載し、その次に「【援用

の表示】」の欄を設け「変更を要しないため省略する。」と記載する。第２２条第８項におい

て準用する意匠法施行規則第９条第２項の規定により証明書の提出を省略するときは「【提出

物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に

「【援用の表示】」の欄を設けて、「変更を要しないため省略する。」と記載する。また、２

以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返

し設けて記載する。 

【物件名】 

【援用の表示】 

【物件名】 

【援用の表示】 

６ その他は、様式第２の備考、様式第３の備考１、様式第３の２の備考１から４まで並びに様

式第４の備考１及び３と同様とする。 
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３３．．商商標標法法第第1122条条第第１１項項のの規規定定にによよるる商商標標登登録録出出願願（（出出願願変変更更））  

商施規様式第６（第２条関係） 

【書類名】   商標登録願 

（【整理番号】） 

【特記事項】商標法第12条第１項の規定による商標登録出願 

（【提出日】   令和  年  月  日） 

【あて先】   特許庁長官     殿 

【商標登録を受けようとする商標】 

 

 

 

 

 

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 

【第 類】 

【指定商品（指定役務）】 

【原出願の表示】 

【出願番号】 

【出願日】 

【商標登録出願人】 

（【識別番号】） 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

（【代表者】）                   

（【国籍・地域】） 

【代理人】  

【識別番号】  

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】              

（【手数料の表示】） 

（【予納台帳番号】） 

（【納付金額】） 

【提出物件の目録】 

【物件名】 

 

  

代理人手続のときは、法人にあっては【代表者】の欄は

不要です。 

― 463 ―



- 464 - 

 

 

〔備考〕 

１ 団体商標の商標登録出願に変更するときは、「【書類名】」の欄に「団体商標登録願」と記

載し、商標法第７条第１項に規定する法人であることを証明する書面を添付する。 

２ 地域団体商標の商標登録出願に変更するときは、「【書類名】」の欄に「地域団体商標登録

願」と記載し、商標法第７条の２第１項に規定する組合等であることを証明する書面及び同条

第２項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類を添付する。 

３ 防護標章登録出願に変更するときは、「【書類名】」の欄に「防護標章登録願」と記載し、

「【特記事項】」の欄の「商標法第12条第１項の規定による商標登録出願」を「商標法第65条

第1項の規定による防護標章登録出願」とし、「【商標登録を受けようとする商標】」を

「【防護標章登録を受けようとする標章】」とし、「【商標登録出願人】」を「【防護標章登

録出願人】」とし、「【原出願の表示】」の欄の次に「【防護標章登録出願に係る商標登録の

登録番号】」の欄を設けて、当該登録番号を記載する。 

４ その他は、様式第２の備考、様式第３の備考１，様式第３の２の備考１から４まで、様式第

４の備考１及び３並びに様式第５の備考５と同様とする。この場合において、防護標章登録出

願に係る商標登録が国際登録に基づく商標権であって、その商標の詳細な説明が英語によって

記載したものであるときは、標章の詳細な説明の記載は、英語でしなければならない。また、

もとの防護標章登録出願に係る標章の詳細な説明が英語によって記載したものである場合は、

商標の詳細な説明の記載は、日本語でしなければならない。 
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４４．．商商標標法法第第1177条条のの２２第第１１項項ににおおいいてて準準用用すするる意意匠匠法法第第1177条条のの３３第第１１項項にに規規定定すするる商商標標登登録録出出願願  

（補正却下後の新出願） 

商施規様式第９（第２条関係） 

【書類名】    商標登録願 

（【整理番号】） 

【特記事項】商標法第17条の２第１項において準用する意匠法第17条の３第１項に規定する 

商標登録出願 

（【提出日】    令和  年  月  日） 

【あて先】    特許庁長官     殿 

【商標登録を受けようとする商標】 

 

 

 

 

 

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 

【第 類】 

【指定商品（指定役務）】 

【原出願の表示】 

【出願番号】 

【手続補正書提出日】 

【商標登録出願人】 

（【識別番号】） 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

（【代表者】）                       

（【国籍・地域】） 

【代理人】  

（【識別番号】）  

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                    

（【手数料の表示】） 

（【予納台帳番号】） 

（【納付金額】） 

【提出物件の目録】 

【物件名】 

 

代理人手続のときは、法人にあっては【代表者】の欄は

不要です。 
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〔備考〕 

１ 「【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】」の欄に記載すべき事項が原出願の

願書に記載した事項と同じであるときは、「【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区

分】」の欄の次に「【援用の表示】」の欄を設けて「原出願と同じ」と記載し、商標法第16条

の２（同法第68条第2項において準用する場合を含む。）の規定により却下された補正による

補正後のものと同じであるときは「令和何年何月何日にした補正による補正後と同じ」のよう

に記載する。 

２ 「【原出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「商願○○○○－○○○○○○」、

「【手続補正書提出日】」には、「令和何年何月何日」のようにもとの商標（防護標章）登録

出願の番号及び商標法第16条の２（同法第68条第２項において準用する場合を含む。）の規定

により却下された補正についての手続補正書の提出の年月日を記載する。 

３ 団体商標の商標登録出願をするときは、「【書類名】」を「団体商標登録願」と記載し、商

標法第７条第１項に規定する法人であることを証明する書面を添付する。 

４ 地域団体商標の商標登録出願をするときは、「【書類名】」の欄に「地域団体商標登録願」

と記載し、商標法第７条の２第１項に規定する組合等であることを証明する書面及び同条第２

項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類を添付する。 

５ 商標法第68条第２項において準用する同法第17条の２第１項において準用する意匠法第17条

の３第１項に規定する防護商標登録出願をするときは、「【書類名】」を「防護標章登録願」

とし、「【特記事項】」の欄の「商標法第17条の２第１項において準用する意匠法第17条の３

第１項に規定する商標登録出願」を「商標法第68条第２項において準用する同法第17条の２第

１項において準用する意匠法第17条の３第１項に規定する防護標章登録出願」とし、「【商標

登録を受けようとする商標】」を「【防護標章登録を受けようとする標章】」とし、「【商標

登録出願人】」を「【防護標章登録出願人】」とし、「【原出願の表示】」の欄の次に「【防

護標章登録出願に係る商標登録の登録番号】」の欄を加える。 

６ その他は、様式第２の備考、様式第３の備考１、様式第３の２備考１から４まで、様式第 

４の備考３並びに様式第５の備考５と同様とする。この場合において、商標法第68条第２項に

おいて準用する同法第17条の２第１項において準用する意匠法第17条の３第１項に規定する防

護標章登録出願をするときは、当該防護標章登録出願に係る商標登録が国際登録に基づく商標

権であって、その商標の詳細な説明が英語によって記載したものであるときは、標章の詳細な

説明の記載は、英語でしなければならない。 
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ⅥⅥ  防防護護標標章章登登録録出出願願のの願願書書のの作作成成方方法法  

商施規様式第７（第２条関係） 

【書類名】   防護標章登録願 

（【整理番号】） 

（【提出日】   令和  年  月  日） 

【あて先】   特許庁長官     殿 

【防護標章登録を受けようとする標章】 

 

 

 

 

 

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 

【第 類】 

【指定商品（指定役務）】 

【防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号】 

【防護標章登録出願人】 

（【識別番号】） 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

（【代表者】）                     

（【国籍・地域】） 

【代理人】  

（【識別番号】）  

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                     

（【手数料の表示】） 

（【予納台帳番号】） 

（【納付金額】） 

【提出物件の目録】 

【物件名】 

 

  

代理人手続のときは、法人にあっては【代表者】の欄は

不要です。 
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〔備考〕 

１ 「【防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号】」には、防護標章登録出願に係る商標登

録の番号を「商標登録第○○○○○○○号」のように記載する。この場合において、防護標章

登録出願に係る商標登録が国際登録に基づく商標権である場合は、「（【手数料の表示】）」

の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「防護標章登録に係る商標登録は国際登録に基づく

商標権である。」と記載する。 

２ その他は、様式第２の備考と同様とする。この場合において、防護標章登録出願に係る商標

登録が国際登録に基づく商標権であって、その商標の詳細な説明が英語によって記載したもの

であるときは、標章の詳細な説明の記載は、英語でしなければならない。 
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ⅦⅦ  防防護護標標章章登登録録にに基基づづくく権権利利存存続続期期間間更更新新登登録録出出願願のの願願書書のの作作成成方方法法  

商施規様式第８（第２条関係） 

【書類名】   防護標章登録に基づく権利存続期間更新登録願 

（【整理番号】） 

（【提出日】   令和  年  月  日） 

【あて先】   特許庁長官     殿 

【防護標章登録の登録番号】 

【更新登録出願人】 

（【識別番号】） 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

（【代表者】）                       

（【国籍・地域】） 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                    

（【手数料の表示】） 

（【予納台帳番号】） 

（【納付金額】） 

【提出物件の目録】 

【物件名】 

 

 

〔備考〕 

１ 防護標章登録に基づく権利に係る商品及び役務の区分の数を減じて存続期間の更新登録の出

願をするときは、「【防護標章登録の登録番号】」の欄の次に「【商品及び役務の区分】」の

欄を設けて、更新登録を求める商品及び役務の区分のみを次のように記載する。 

【商品及び役務の区分】 

【第○類】 

【第○類】 

２ 商標法第65条の３第３項の規定により防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出

願をするときは、「（【手数料の表示】）」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「商標

法第65条の３第３項の規定による防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願」と記

載する。 

３ その他は、様式第２の備考及び様式第４の備考３と同様とする。 

  

代理人手続のときは、法人にあっては【代表者】の欄は

不要です。 
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※※防防護護標標章章登登録録にに基基づづくく権権利利存存続続期期間間更更新新登登録録出出願願期期間間をを経経過過ししたた場場合合のの救救済済措措置置 

商標法第65条の３第２項に規定する期間内に防護標章登録に基づく権利存続期間更新登録出願

ができなかったことが「故意によるものでない」ときは、防護標章登録に基づく権利存続期間

更新登録出願が認められます。 

この場合、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をすることができるように

なった日から２月以内で、期間経過後６月以内に限り、防護標章登録に基づく権利存続期間更新

登録出願をすることができます（商65の３(3)、商施規２(９)）。防護標章登録に基づく権利存

続期間更新登録出願をする際には、「①所定の期間内に手続をすることができなかった理由及び

手続をすることができるようになった日」の記載及び「②手続をしなかったことが故意によるも

のでない」ことを表明した回復理由書を提出しなければなりません。なお、「故意でない基準」

により回復理由書を提出する際には、回復手数料（86,400円）を納付しなければなりません（特

別表第11号、手数料令4（2）⑤）。 

「故意でない基準」による期間徒過後の救済に係る手続の詳細は、特許庁ホームページ「期

間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでない

こと」に緩和されます」

（https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/kyusai_method2.html）を参照してく

ださい。 

なお、当該規定が適用されるのは、平成２４年４月１日時点で、現に存するもの、すなわち本

来の防護標章登録に基づく権利存続期間更新登録出願できる期間が満了していない場合です。そ

れ以前に防護標章登録に基づく権利存続期間更新登録出願できる期間が満了している場合には、

当該規定は適用されません（平成２３年改正法附則第５条６項）。 

 

 

商施規様式第８の２（第２条、第10条、第18条の２及び第20条関係） 

【書類名】   回復理由書 

(【提出日】   令和  年  月  日) 

【あて先】   特許庁長官     殿 

【防護標章登録の登録番号】 

【更新登録出願人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                  

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                  

【回復の理由】 
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（【手数料の表示】） 

（【納付書番号】） 

【提出物件の目録】 

 

〔備考〕 

１ 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載す

る。商標法第76条第６項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であって、

納付書によるときは、「（【手数料の表示】）」の欄の「（【納付書番号】）」には納付書番

号を記載し、事務規程別紙第４号の12書式の納付済証（特許庁提出用）を別の用紙にはるもの

とし、納付情報によるときは「（【手数料の表示】）」の欄の「（【納付書番号】）」を

「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。商標法第76条第６項ただし書の規定により、現

金により手数料を納付する場合であって、特例法施行規則第40条第５項の規定により指定立替

納付者による納付の申出を行うときは、「（【手数料の表示】）」の欄の「（【納付書番

号】）」を「【指定立替納付】」とし、「【指定立替納付】」の次に「【納付金額】」の欄を

設け、納付すべき手数料の額を記載する。備考３に該当する場合にあっては、２以上の届出に

ついて納付すべき手数料を納付するときは一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければ

ならない。ただし、商標法別表第５号中欄括弧書の者が手続をするときは特許印紙は不要とす

る。 

２ 商標法第21条第１項の規定により商標権の存続期間の更新登録の申請をするときは、「【防

護標章登録の登録番号】」の欄を「【商標登録番号】」とし、「【更新登録出願人】」の欄を

「【更新登録申請人】」とする。商標法附則第３条第３項の規定により書換登録の申請をする

ときは、「【防護標章登録の登録番号】」の欄を「【商標登録番号】」とし、「【更新登録出

願人】」の欄を「【書換登録申請者】」とする。防護標章登録に基づく権利について、商標法

附則第３条第３項の規定により書換登録の申請をするときは、「【更新登録出願人】」の欄を

「【書換登録申請者】」とする。 

３ 第２条第14項の規定により、２以上の事件について回復理由書を提出するときは、「【防護

標章登録の登録番号】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別

紙】」と記載して、当該回復理由書の提出に係る防護標章登録の登録番号（防護標章登録の登

録番号の区切りには読点「、」を付すこと。）を記載する。 

【別紙】 

防護標章登録第〇〇〇〇〇〇〇号、防護標章登録第〇〇〇〇〇〇〇号、 

防護標章登録第〇〇〇〇〇〇〇号、防護標章登録第〇〇〇〇〇〇〇号、 

また、第10条第８項、第18条の２第６項及び第20条第７項の規定により２以上の事件につい

て回復理由書を提出するときも同様とする。この場合において、「防護標章登録第〇〇〇〇〇

〇〇号」とあるのは「商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号」とする。 

４ 「【更新登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が２人以上あるときは、次

のように欄を繰り返し設けて記載する。 

【更新登録出願人】 
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【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【更新登録出願人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

５「【回復の理由】」の欄には、所定の期間内に手続をしなかったことが故意によるものでない

ことを表明するものとする。また、所定の期間内に手続をすることができなかつた理由及び手

続をすることができるようになった日について簡明に記載する。  

６ 第２条第12項、第10条第６項、第18条の２第４項及び第20条第５項の規定により同項の申出

書の提出を省略しようとするときは、「【回復の理由】 」の欄の次に「【その他】」の欄を

設けて、当該申出及び手続をすることができなかった理由について具体的に記載する。 

７ その他は、様式第２の備考１から４まで、20から24まで、26、29、31、34及び40から44まで

と同様とする。この場合において、様式第２の備考23中「【商標登録出願人】」とあるのは、

商標法第21条第１項の規定により商標権の存続期間の更新登録の申請をするときは、「【更新

登録申請人】」と、商標法第65条の３第３項の規定により防護標章登録に基づく権利の存続期

間の更新登録の出願をするときは、「【更新登録出願人】」と、商標法附則第３条第３項の規

定により書換登録の申請をするときは、「【書換登録申請者】」と、「商標登録出願人」とあ

るのは、商標法第21条第１項の規定により商標権の存続期間の更新登録の申請をするときは、

「更新登録申請人」と、商標法第65条の３第３項の規定により防護標章登録に基づく権利の存

続期間の更新登録の出願をするときは、「更新登録出願人」と、商標法附則第３条第３項の規

定による書換登録の申請をするときは、「書換登録申請者」と読み替えるものとする。 
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分割・変更等に係る商標登録出願の願書の【特記事項】の欄への記載事項一覧 

１ 商標法第１０条第１項の規定による商標登録出願 分割出願（通常、団体、地

域） 

２ 商標法第６８条第１項において準用する同法第１０条第１項の規

定による防護標章登録出願 

分割出願（防護） 

３ 商標法第１１条第１項の規定による商標登録出願 変更出願（団体→通常、地

域） 

４ 商標法第１１条第２項の規定による商標登録出願 変更出願（地域→通常、団

体） 

５ 商標法第１１条第３項の規定による商標登録出願 変更出願（通常→団体、地

域） 

６ 商標法第１２条第１項の規定による商標登録出願 変更出願（防護→通常、団

体、地域） 

７ 商標法第６５条第１項の規定による防護標章登録出願 変更出願（通常、団体、地域

→防護） 

８ 商標法第１７条の２第１項において準用する意匠法第１７条の３ 

第１項に規定する商標登録出願 

補正却下に基づく新出願 

（通常、団体、地域） 

９ 商標法第５５条の２第３項において準用する意匠法第１７条の３ 

第１項に規定する商標登録出願 

補正却下に基づく新出願 

（審判（通常、団体、地

域）） 

10 商標法第６０条の２第２項において準用する同法第５５条の２第

３項において準用する意匠法第１７条の３第１項に規定する商標

登録出願 

補正却下に基づく新出願 

（再審（通常、団体、地

域）） 

11 商標法第６８条第２項において準用する同法第１７条の２第１項

において準用する意匠法第１７条の３第１項に規定する防護標章

登録出願 

補正却下に基づく新出願 

（防護） 

12 商標法第６８条第４項において準用する同法第５５条の２第３項

において準用する意匠法第１７条の３第１項に規定する防護標章

登録出願 

補正却下に基づく新出願 

（審判（防護）） 

13 商標法第６８条第５項において準用する同法第６０条の２第２項

において準用する同法第５５条の２第３項において準用する意匠

法第１７条の３第１項において規定する防護標章登録出願 

補正却下に基づく新出願 

（再審（防護）） 

14 商標法第９条第１項の規定の適用を受けようとする商標登録出願 出願時の特例（博覧会） 
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第第二二節節    出出  願願  日日  のの  認認  定定  

 

ⅠⅠ  商商標標登登録録出出願願（（防防護護標標章章登登録録出出願願））にに係係るる出出願願日日のの認認定定  

１．出願日の認定（商５の２(１)(商６８で準用する場合を含む)） 

下記の(1)から(5)に該当する場合を除き、商標（防護標章）登録出願に係る願書を提出した

日を商標（防護標章）登録出願の日として認定します。 

(１)  商標（防護標章）登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。 

(２)  商標（防護標章）登録出願人の氏名(名称)の記載がなく、又はその記載が出願人を特定

できる程度に明確でないと認められるとき。 

(３) 願書に商標（防護標章）登録を受けようとする商標（標章）の記載がないとき。 

(４) 指定商品又は指定役務の記載がないとき。 

(５) 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。 

２．補完命令（商５の２(２)） 

上記(1)から(5)までの一に該当するときは、相当の期間を指定して補完をすべきことを命じ

ます。 

３．補完命令に対する応答期間 

国内在住者  １月（遠隔地等１５日の職権による期間延長） 

国外在住者  ２月 

補完命令に対する応答期間については、国内在住者・国外在住者共に下記による指定期間の

延長が認められます。 

(１) 応答期間内に行う期間延長請求１月（手数料は２，１００円） 

(２) 応答期間経過後２月以内に行う期間延長請求２月（手数料は４，２００円） 

４．手続補完書による補完（商５の２(３)） 

商標（防護標章）登録出願について補完をするときは、商標法施行規則様式第１０の手続補

完書を提出しなければなりません。 

５．出願日の繰下げ（商５の２(４)） 

補完命令に対し指定期間内に補完をしたときは、手続補完書を提出した日を出願日として認

定し、その旨を出願人に通知します。 

６．出願の却下（商５の２(５)） 

補完命令に対し、指定された期間内にその補完をしないときは、当該商標（防護標章）登録

出願を却下します。 
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ⅡⅡ  手手続続補補完完書書のの作作成成例例  

商施規様式第１０（第５条関係） 

【書類名】   手続補完書 

（【提出日】   令和  年  月  日） 

【あて先】   特許庁長官      殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【商標登録出願人】 

（【識別番号】） 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

（【代表者】）                    

【代理人】 

（【識別番号】） 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                  

【発送番号】 

【手続補完１】 

【補完の内容】 

 

〔備考〕 

１ 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「商願○○○○―○○○○○○」のよう

に出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」

を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の商標登録願」のように出願の年月日を記載

し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番

号を記載する。 

２ 「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記載する。法人にあっては、名称を記

載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載す

る。 

３ 防護標章登録願について手続の補完をするときは、「【商標登録出願人】」を「【防護標章

登録出願人】」とする。 

４ 「【商標登録出願人】」の欄に記載すべき者が２人以上あるときは、次のように欄を繰り返

し設けて記載する。 

【商標登録出願人】 

（【識別番号】） 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【商標登録出願人】 

代理人手続のときは、法人にあっては【代表者】の欄

は不要です。 
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（【識別番号】） 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

５ 「【代理人】」の欄に記載すべき者が２人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて

記載する。 

【代理人】 

（【識別番号】） 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代理人】 

（【識別番号】） 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

６ 「【手続補完１】」の欄の「【補完の内容】」には、次の要領により補完事項を記載する。 

イ 商標登録を受けようとする旨の表示を補完するときは、「【補完の内容】」に「商標登録

を受けようとする商標」のように記載する。 

ロ 商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載を補完するときは、「【補完の内容】」の次に

「【商標登録出願人】」及び「【氏名又は名称】」の欄を設け、「【氏名又は名称】」の欄

に補完する商標登録出願人の氏名若しくは名称を記載する。 

ハ 商標登録を受けようとする商標を補完するときは、「【補完の内容】」の次に【商標登録

を受けようとする商標】の欄及び商標記載欄を設け、商標登録を受けようとする商標を記載

する。 

ニ 指定商品又は指定役務を補完するときは、「【補完の内容】」の次に「【指定商品又は指

定役務並びに商品及び役務の区分】」、「【第○類】」及び「【指定商品（指定役務）】」

の欄を設け、区分及び指定商品又は指定役務を記載する。 

７ ２以上の補完をするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。 

【手続補完１】 

【補完の内容】 

【手続補完２】 

【補完の内容】 

８ その他は、様式第２の備考１から４まで、20から22まで、26、29から31まで及び40から43ま

でと同様とする。 
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第第三三節節    出出願願とと同同時時ににすするる手手続続のの方方式式  

 

ⅠⅠ  出出願願時時のの特特例例のの規規定定のの適適用用をを受受けけよよううととすするる場場合合  

１１．．商商標標のの出出願願時時のの特特例例のの規規定定のの適適用用をを受受けけよよううととすするる場場合合のの手手続続（（商商９９））  

(1) 願書の「【整理番号】」の欄の次に「【特記事項】」の欄を設けて「商標法第９条第１項

の規定の適用を受けようとする商標登録出願」と記載します。 

(2) 証明書の提出は「出願時の特例証明書提出書」に証明書を添付して提出します。 

なお、証明書の提出は商標登録出願の日から３０日以内にしなければなりません（商９＠

(２)）。 

証明書を提出する者が上記期間内に証明書を提出することができないときは、その期間が

経過した後であっても、上記期間の経過後２月以内に限り、期間延長請求書（期間徒過）を

提出することにより、その証明書を特許庁長官に提出することができる（商９条３項、商施

規６条の２第２項及び３項）。 

ただし、上記証明書を提出する者が、その責めに帰することができない理由により、商標

法第９条第３項の規定により証明書を提出することができる期間内にその証明書を提出する

ことができないときは、その理由がなくなった日から１４日（在外者にあっては２月）以内

でその期間の経過後６月以内に証明書を提出することができる（商９条４項）。 

 

〔記載例〕 

 

【書類名】  商標登録願 

【整理番号】 Ｔ○○○○○○－○○ 

【特記事項】 商標法第９条第１項の規定の適用を受けようとする商標登録出願 

（【提出日】  令和○○年○○月○○日） 
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ⅡⅡ  パパリリ条条約約にによよるる優優先先権権又又ははパパリリ条条約約のの例例にによよるる優優先先権権をを主主張張すするる場場合合  

１１．．優優先先権権のの主主張張  

(１) パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国、商標法条約の締約国又は優先権主張に関し

相互主義を採る国として特許庁長官が指定した国のいずれかにおいて正規に特許出願若し

くは実用新案、意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は、他の同盟国等に

出願をすることに関し、以下に定める期間中優先権を有します（パリ条約第４条Ａ(１)、

特４３の２(２)を準用、商９の２、商９の３）。 

(２) 優先期間は、６月です（パリ条約第４条Ｃ(１)）。 

 

２２．．優優先先権権のの主主張張のの効効果果  

上記の期間満了前に他の同盟国等においてされた後の出願は、その間に行われた行為、例え

ば、他の出願、当該発明の公表又は実施、当該意匠に係る物品の販売、当該商標の使用等によ

って不利な取扱いを受けません。また、これらの行為は、第三者のいかなる権利又は使用の権

能も生じさせません（パリ条約第４条Ｂ）。 

 

３３．．優優先先権権のの主主張張のの手手続続（（特特４４３３((１１))、、((２２))、、((３３))、、特特４４３３のの２２((３３))をを準準用用））  

(１) 願書の「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、

その欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」を設けて国・地域名及び出願日を記載しま

す。 

(２) 優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の欄の次に

「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載します。 

(３) 優先権証明書類等の提出は「優先権証明書提出書」（特施規第２７条の３の３様式第３

６を準用）に当該証明書を添付して提出します。 

なお、優先権証明書類等の提出は、出願日から３月以内に提出しなければなりません（商

１３条１（商６８条１項において準用する場合を含む。）において準用する特４３条１項及

び２項）。 

  (４) 上記（３）の期間内に優先権証明書類等を提出できなかった場合は、期間経過後２月に

限り、期間延長請求書（期間徒過）を提出することにより、優先権証明書類等を提出するこ

とができます（商１３条１項（６８条１項において準用する場合を含む。）において準用す

る特４３条７項、商施規７の２第１項及び第２項）。 

  (５) 優先権証明書類等を提出する者が、その責めに帰することができない理由により所定の

期間内に提出することができないときは、以下の期間にその書類を提出することができま

す。 

イ 優先権証明書類等を発行すべき政府による当該書類の発行に関する事務の遅延によ

り、提出することができなかった場合、その者が当該書類を入手した日から１月（在

外者にあっては２月）以内（商施規７条の２） 

ロ 上記イに掲げる場合以外のとき、優先権証明書類等を提出することができなかった理

由がなくなった日から１４日（在外者にあっては２月）以内でその期間の経過後６月
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以内（商施規７条の２） 

 

ⅢⅢ  商商標標法法第第５５条条第第６６項項たただだしし書書のの規規定定のの適適用用をを受受けけよよううととすするる場場合合  

１．商標法第５条第６項ただし書の規定の適用を受けようとする場合は、次の要領で作成した説

明書を願書に添付します。 

 

２．説明書には「商標法第５条第６項ただし書の適用」と記載し、その次に商標登録を受けよう

とする商標を記載し、商標記載欄の色彩と同一の色彩を付すべき部分から引出線を引き、その

旨を記載します。この場合において、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設

けて「商標法第５条第６項ただし書説明書」と記載します。 
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第第四四節節    早早  期期  審審  査査  のの  手手  続続  

 

 

１１．．早早期期審審査査のの対対象象ととななるる商商標標登登録録出出願願  

以下の（１）から（３）のいずれかに該当する商標登録出願について、早期審査の申出をする

ことができます。既に出願されているものについても早期審査の対象となります。 

ただし、新しいタイプの商標（動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及

び位置商標。以下同じ。）、立体商標の一部（※）及びマドリッド協定議定書に基づく国際商標

登録出願（日本を指定国とする出願）については、その審査の特殊性から審査の質を確保するた

め、早期審査の対象外とします。 

※「立体商標の一部」とは、「店舗、事務所、事業所、施設（建築物に該当しないものを含 

む。例えば、移動販売車両、観光車両、旅客機、客船）の外観・内装からなる立体商標」又は

「商標の詳細な説明の記載を有する立体商標（出願時に商標の詳細な説明の記載がなくとも、商

標を特定するために当該記載が必要と判断される場合を含む。）」を指します。 

また、令和６年４月１日以降に出願されたコンセント制度の適用を主張する出願、他人の氏名

を含む商標に係る出願についても、早期審査の対象外です。詳細については、「商標早期審査・

早期審理ガイドライン」を御確認ください。 

 https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/soki/document/index/tt1208-023guide.pdf 

 

 

（対象１）出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又

は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願である

こと 

 

 

この要件に基づき申出を行う際には、以下の①及び②の両方の要件を備えていることが必要で

す。 

① 「出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用（注１）して 

いる又は使用の準備を相当程度進めている出願」であること（注２） 

② 「権利化について緊急性を要する出願」であること 

「権利化について緊急性を要する出願」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。 

ａ）第三者（注３）が、出願商標（又はそれに類似するおそれのある商標）を無断で使用し

ている（又は使用の予備的行為を行っている）場合 

ｂ）出願商標の使用（又は使用の予備的行為）について、第三者から警告を受けている場合 

ｃ）出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合 

ｄ）出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願してい

る場合 

ｅ）出願商標について、出願人がマドリッド協定議定書（注４）に基づく国際登録出願の基
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礎出願として国際登録の出願を行う予定がある場合 

（注１）商標の「使用」とは、商標法第２条第３項に規定する次の行為をいいます。 

    商標法第２条第３項（第９号は音商標に関する規定のため、対象外） 

一 商品又は商品の包装に標章を付する行為 

二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸

出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為 

三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物（譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同

じ。）に標章を付する行為 

四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する

行為 

五 役務の提供の用に供する物（役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同

じ。）に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為 

六 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為 

七 電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。

次号において同じ。）により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提

供する行為 

八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又

はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為 

（注２）複数の商品（役務）を指定しているときは、そのいずれかの商品（役務）について使用又は使用の準備を

相当程度進めていることを証明すれば、「出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の

準備を相当程度進めていて」の要件を満たすこととなります。 

（注３）第三者とは、出願人自身又は出願人からその商標について使用許諾を受けた者以外の者をいいます。 

（注４）マドリッド協定議定書は、商標について、世界知的所有権機関（WIPO）国際事務局が管理する国際登録簿

に国際登録を受けることにより、指定締約国においてその保護を確保できることを内容とする条約です。

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/seido/mado.html 

 

 

 

（対象２）出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準

備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願であること 

 

 

この要件に基づき申出を行う際には、指定商品・指定役務の記載に関して、以下の点を注意し

てください。 

＊願書に記載する指定商品・指定役務は、商標の使用状況等の証明がなされる商品・役務とし

なければなりません。 

＊指定商品・指定役務の記載中に、証拠書類により出願商標の使用が確認できない商品・役務

が含まれている場合には、早期審査の対象として認められませんので、早期審査の申出以前
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（同時でも構いません）に、その商品・役務を削除する補正が必要となります。 

 

（対象３）出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又

は使用の準備を相当程度進めていて、かつ商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基

準等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願であること 

 

 

この要件に基づき申出を行う際には、以下の①及び②の両方の要件を備えていることが必要で

す。 

①「出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は

使用の準備を相当程度進めている出願」であること 

②商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務のみを指

定している出願であること 

 

指定商品・指定役務は、以下のa)～c)に掲載されている商品・役務のみを記載してください。

以下a)～c)に掲載されていない商品・役務が含まれている場合には、早期審査の対象として認め

られません。 

a)商標法施行規則別表（第六条関係） 

b)類似商品・役務審査基準 

c)商品・サービス国際分類表（ニース分類） 

 

制度の詳細については特許庁ホームページに掲載されている「商標早期審査・早期審理ガイド

ライン」を参照してください。 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/soki/document/index/tt1208-023guide.pdf 

 

 

※※  震震災災復復興興支支援援早早期期審審査査ににつついいてて  

被災された企業等が知財を活用し復興していくことを支援するため、東日本大震災等による被

害を受けた企業等の商標の出願等について、早期に審査を実施する「震災復興支援早期審査」を

行っております。 

以下の（１）又は（２）に該当する商標登録出願について、震災復興支援早期審査の申出をす

ることができます。 

 

（１）出願人の全部又は一部が、特定被災地域に住所又は居所を有する者であって、地震に起因

した被害を受けた者による商標登録出願。 

（２）出願人が法人であり、当該法人の特定被災地域にある事業所等が地震に起因した被害を受

けた場合であって、当該事業所等の事業として使用される商標に係る商標登録出願。 
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なお、福島県・公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構・特許庁との３者間

の「知的財産の保護及び活用に関する連携協定」の期間内に限り、以下の（３）又は（４）に該

当する商標登録出願も対象となります。 

 

（３）出願人の全部又は一部が、福島県に住所又は居所を有する者であって、出願に係る商標が

福島県での復興・イノベーション創出に資するものである場合。 

（４）出願人が法人であり、出願に係る商標が当該法人の福島県にある事業所等の事業として使

用される商標であって、福島県での復興・イノベーション創出に資するものである場合。 

 

震災復興支援早期審査の「早期審査に関する事情説明書」は、通常の事情説明書とは記載方法が

異なります。 

詳細については特許庁ホームページに掲載されている「震災復興支援早期審査・早期審理ガイド

ライン（商標）」を参照してください。 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/souki_kaisi/index.html 

  

― 483 ―



- 484 - 

 

２２．．  早早期期審審査査のの申申出出手手続続  

早期審査の申出は、「早期審査に関する事情説明書」の提出により行うこととします。 

 

（１） 提出者 

「早期審査に関する事情説明書」の提出者は、出願人及びその手続をする代理人に限ります。 

 

（２）提出方法 

次のいずれかの方法によって提出してください。 

ａ）オンラインにより提出する。 

ｂ）特許庁受付窓口に直接持参のうえ提出する。 

受付窓口：東京都千代田区霞が関３－４－３ 特許庁庁舎１階 出願課 

受付時間：平日９時から１７時まで 

ｃ）封筒に「早期審査に関する事情説明書在中」と表示して、特許庁長官あてに送付する。

宛先：〒１００－８９１５ 東京都千代田区霞が関３－４－３ 特許庁長官 宛 

 

なお、書面により提出した場合は、その電子化のために、早期審査の選定手続がオンラインに

よる提出の場合に比べて１月程度遅れます。 

 

（３）提出時期 

「早期審査に関する事情説明書」は、商標登録出願の日以降いつでも提出できます。出願

と同時又は出願後、速やかな提出を推奨します。※提出が出願から大幅に遅れる場合、審査の

着手が通常の出願よりも遅れる場合もありますので、ご注意ください。提出者は、出願人及び

その代理人に限ります。 

 

（４）手数料 

「早期審査に関する事情説明書」の提出に際しては、手数料は必要ありません。また、書面

により提出した場合であっても電子化手数料は必要ありません。 

 

（５）提出書類 

「早期審査に関する事情説明書」（様式１～２参照）は、証拠書類を添付して早期審査を希

望する出願ごとに１通を提出します。なお、当該提出書類は、特許庁に受理された後は返却さ

れません。また、出願と同時に「早期審査に関する事情説明書」を提出する場合は、願書の添

付書類とせず、別の書面として提出してください。 

 

（６）提出書類の補充 

提出した「早期審査に関する事情説明書」の補充を行う場合は、「早期審査に関する事情説

明補充書」をもって行います（様式３参照）。 
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（７）改めて早期審査の申出を行う場合 

一度、要件を満たさないために早期審査の対象とならなかった場合でも、その後、要件を満

たす状態になった場合には、改めて「早期審査の事情説明書」を提出することにより、早期審

査の対象となり得ます。その際、商標の使用状況等の説明及び証拠書類の提出について、先に

提出した早期審査の事情説明書の説明内容及び証拠書類等を援用することができます。 

 

３３．．「「早早期期審審査査にに関関すするる事事情情説説明明書書」」及及びび「「早早期期審審査査にに関関すするる事事情情説説明明補補充充書書」」のの様様式式  

（１）「早期審査に関する事情説明書」 

・対象１に該当する出願（出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使

用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出

願）に関しての申し出を行う→（（様様式式１１）） 

・対象２に該当する出願（出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務

又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願）に関しての申出を

行う→（（様様式式２２））  

・対象３に該当する出願（出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使

用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、商標法施行規則別表や類似商品・役

務審査基準等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願）に関しての申出を行う→

（（様様式式２２）） 

 

（２）「早期審査に関する事情説明補充書」→（（様様式式３３））  

    

― 485 ―



- 486 - 

 

（様式１）早期審査に関する事情説明書 

対象１に該当する出願に関しての申出を行う場合 

【書類名】   早期審査に関する事情説明書 

（【提出日】   令和  年  月  日） 

【あて先】   特許庁長官    殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【提出者】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

  （【代表者】） 

（【電話番号】） 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【早期審査に関する事情説明】 

１．出願人等の使用状況説明 

(1) 商標の使用者 

(2) 商標の使用に係る商品名（役務名） 

(3) 商標の使用時期 

(4) 商標の使用場所 

(5) 商標の使用の事実を示す書類 

(6) 手続補正書の提出の有無 

２．緊急性を要する状況の説明 

【提出物件の目録】 

【物件名】 

※ 【早期審査に関する事情説明】で記載した内容の裏付けとなる書類を添付し提出してくださ

い。 

※ 書面により提出する場合は、日本産業規格Ａ列４番（横２１ｃｍ、縦２９．７ｃｍ）の大きさ

の用紙を用いてください。 

  

代理人手続のときは、法人にあっては

【代表者】の欄は不要です。 
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（様式２）早期審査に関する事情説明書 

対象２又は対象３に該当する出願に関しての申出を行う場合 

【書類名】   早期審査に関する事情説明書 

（【提出日】   令和  年  月  日） 

【あて先】   特許庁長官    殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【提出者】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

  （【代表者】） 

（【電話番号】） 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【早期審査に関する事情説明】 

１．商標の使用者 

２．商標の使用に係る商品名（役務名） 

３．商標の使用時期 

４．商標の使用場所 

５．商標の使用の事実を示す書類 

６．手続補正書の提出の有無 

【提出物件の目録】 

【物件名】 

 

※ 【早期審査に関する事情説明】で記載した内容の裏付けとなる書類を添付し提出してくださ

い。 

※ 書面により提出する場合は、日本産業規格Ａ列４番（横２１ｃｍ、縦２９．７ｃｍ）の大きさ

の用紙を用いてください。 

  

代理人手続のときは、法人にあっては

【代表者】の欄は不要です。 
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（様式３）早期審査に関する事情説明補充書 

 

【書類名】  早期審査に関する事情説明補充書 

（【提出日】  令和  年  月  日） 

【あて先】  特許庁長官殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【提出者】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

  （【代表者】） 

  （【電話番号】） 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【補充の内容】 

 

【提出物件の目録】 

【物件名】 

 

 

 

 

 

 

※ 書面により提出する場合は、日本産業規格Ａ列４番（横２１ｃｍ、縦２９．７ｃｍ）の大きさ

の用紙を用いてください。 

  

代理人手続のときは、法人にあっては

【代表者】の欄は不要です。 
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（様式４）国際登録出願の意思に関する宣誓書 

国際登録出願の意思に関する宣誓書 

 

現在当社は、本願商標について、マドリッド協定議定書に基づく国際登 

録出願を行っていないが、令和○○年○○月ころに、国際登録出願を行う 

予定である。 

 

以上のとおり相違ありません。 

 

令和  年  月  日 

 

（出願人） 

住所： 

名称： 

担当責任者：               
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４４．．「「早早期期審審査査にに関関すするる事事情情説説明明書書」」及及びび「「早早期期審審査査にに関関すするる事事情情説説明明補補充充書書」」のの作作成成要要領領  

(１) 書誌的事項の記載要領  

「早期審査に関する事情説明書」及び「早期審査に関する事情説明補充書」の書誌的事項の

欄は、以下の要領で記載してください。 

 

ａ）【提出日】の欄 

オンラインにより提出する場合には提出する年月日を、特許庁出願課の受付窓口へ直接提出

する場合はその年月日を、送付により提出する場合は、投函日等発送する年月日を記載してく

ださい。 

 

ｂ）【事件の表示】の欄 

【出願番号】の欄は、「商願○○○○－○○○○○○」のように記載してください。なお、

出願番号の通知を受けていない場合（出願と同時に早期審査の申出を行う場合など）は、【出

願番号】の欄に代えて【出願日】の欄を設け、「令和○○年○月○日提出の商標登録願」のよ

うに、出願年月日を記載し、整理番号があるときには【出願日】の次に【整理番号】の欄を設

けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載してください。 

なお、同年月日に複数の出願をしている場合には、【出願日】の次に【整理番号】の欄を設

けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載してください。 

 

ｃ）【提出者】の欄 

【識別番号】の欄は、識別番号の通知を受けていない場合等で識別番号を記載できないとき

は、この欄を設ける必要はありません。この場合は【住所又は居所】の欄を設け、住所又は居

所を記載します。 

【氏名又は名称】の欄は、法人の場合には法人の名称を記載し、自然人の場合には氏名を記

載します。法人の場合は【氏名又は名称】の次に【代表者】の欄を設けて、代表者氏名を記載

します。ただし、代理人がいる場合は【代表者】の欄を設ける必要はありません（【代表者】

の欄は、法人であって、かつ、代理人がいない場合にのみ必要です。）。 

【電話番号】の欄は、なるべく記載してください。 

 

ｄ）【代理人】の欄 

代理人がいない場合は、この欄を設ける必要はありません。 

 

（２）「出願人等の使用状況説明」の記載要領 

「早期審査に関する事情説明書」の「出願人等の使用状況説明」の欄は、以下の要領で記載し

てください。 

 

ａ）商標の使用者 

出願人本人又は出願人からその商標について使用許諾を受けた者（ライセンシー）を記載し
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てください。 

出願人の場合は「出願人」と記載し、なお、ライセンシーの場合には、その者の住所（居

所）、氏名（名称）を記載し、ライセンシーであることを証明する書類を、使用者が出願人の

子会社等である場合は、出願人の実質的支配下にあることを証明する書類を添付してくださ

い。 

 

ｂ）商標の使用に係る商品名（役務名） 

商標を使用又は使用の準備を相当程度進めている商品（役務）の名称を具体的に記載してく

ださい。この際、商品（役務）の販売品名や製品記号ではなく、これらに対応する指定商品

（指定役務）をご記載願います。 

 

ｃ）商標の使用時期 

商標をいつからb)で挙げた商品（役務）について使用しているのかを記載してください。例

えば、「令和○年○月から使用中」のように記載します。 

なお、使用の開始時期を証明する書類の提出は必要ありません。 

 

ｄ）商標の使用場所 

商標の使用者の営業所、事務所、その他その商標の使用がされた場所のいずれか一の所在地

（インターネット上の使用である場合はＵＲＬ）を具体的に記載してください。商標の使用場

所は日本国内に限ります。 

 

ｅ）商標の使用の事実を示す書類 

出願人又はライセンシーが商標を商品（役務）について使用していることを示す客観的な資

料として、例えば、以下のような資料を提出してください。以下のような資料があれば、商

品・役務が実際に販売開始される前であっても、商標を既に使用しているものと認められま

す。 

 

ア．商標を付けた商品を撮影した写真 

イ．商標を付けた役務の提供の用に供する物を撮影した写真 

ウ．商標を付けた商品・役務に関する対外的なパンフレット又はカタログ 

エ．商標を付けた商品・役務に関する対外的な広告又はウェブサイト若しくはＳＮＳの 

画面の写し 

 

ｆ）商標の使用の準備 

出願人又はライセンシーが商標を使用する準備を相当程度進めていることを具体的に説明して

ください。例えば、使用開始予定時期、予定している使用商品（役務）や使用場所等を記載する

とともに、商標の使用の準備が相当程度進んでいることを示すものとして、例えば、以下のよう

な資料を提出してください。 
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ア．商標を付けた商品・役務に関するパンフレット、カタログ等の印刷についてその受発注

を示す資料※１ 

イ．商標を付けた商品・役務に関する広告についてその受発注を示す資料※１ 

ウ．商標を付けた役務の提供の用に供する物の受発注を示す資料※１ 

エ．商標と、その商標が使用される予定の商品・役務が掲載された新聞記事等の報道資料 

オ. 「医薬品製造販売承認」申請中の薬剤に使用される予定の商標については、「医薬品製

造販売承認申請書」の写し※２（商標（販売名）※３、使用者（申請者）、申請時期（申

請年のみで可）及び申請受付の受領の事実が確認できるもの） 

カ. 「機能性表示食品」の届出がされている商品に使用される予定の商標については、消費

者庁のウェブサイトに開示される「機能性表示食品 届出情報」の写し※２（商標（商品

名又は表示見本）※３、使用者（届出者名）、届出時期（届出年のみで可）の事実が確

認できるもの） 

 

※１ 「受発注を示す資料」は、発注したことを示す資料及びこれが受注されたことを示す

資料の双方の提出が必要です。また、発注したものに出願商標を付ける予定であること 

を示す資料（発注に使用したデザイン画等）も必要です。 

※２ 営業秘密に該当する部分はマスキングし、早期審査の認定に必要な箇所のみ提出する

ことができます。 

※３ 商標以外の付記部分がある場合は、当該部分が付加されている理由について事情説明

書で説明してください。 

 

ｇ）手続補正書の提出の有無 

早期審査の申出の際に、その出願に係る指定商品・指定役務の記載に関する手続補正書の提

出の有無について記載してください。具体的には、「○月○日に手続補正書を提出」のように

記載してください。手続補正書を提出していない場合は、この項目は不要です。 

 

※ 上記ｄ)～ｆ)については、インターネット上のＵＲＬのみの記載をもって代替すること

はできません（後日の確認ができなくなる可能性があるため）。 

 

（３）「緊急性を要する状況の説明」の記載要領 

「早期審査に関する事情説明書」の「緊急性を要する状況の説明」の欄には、ケースごと

に、例えば、次のように、緊急な権利化が求められている状況を詳細に説明してください。 

 

ａ）第三者が、出願商標（又はそれに類似するおそれのある商標）を無断で使用している

（又は使用の予備的行為を行っている）場合 

第三者の住所（居所）、氏名（名称）、使用に係る商品（役務）、使用場所等を記載

するとともに、その使用等の事実を示す書類を提出してください。具体的な使用状

況の説明及び使用の事実を示す書類の提出については、上記「(2)出願人等の使用状
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況説明」のb)からe)に準じます。 

なお、第三者による「使用の予備的行為」とは、例えば、譲渡の目的をもって、

指定商品に、出願に係る商標に類似する商標を付したものを所持する行為等、商標

法第３７条第２号から第８号（注）に掲げる行為に相当するものをいいます。 

 

ｂ）出願商標の使用（又は使用の予備的行為）について、第三者から警告を受けている場

合 

警告を発した者の住所（居所）、氏名（名称）、警告の根拠となる商標登録番号、商

標、指定商品（指定役務）等を明らかにするとともに、警告書（写し）を提出してくだ

さい。なお、警告の根拠が不正競争防止法等の商標法以外の法律を根拠とする場合に

は、その法律を明らかにしてください。 

 

ｃ）出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合 

使用許諾を求めている者の住所（居所）、氏名（名称）、使用許諾を求められてい

る商標、商品・役務の範囲等を明らかにするとともに、使用許諾を求められているこ

とを示す書面（写し）等を提出します。 

 

ｄ）出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願して

いる場合 

出願している外国特許庁名又は政府間機関名、出願日、出願番号（正式な出願番号を

知ることができないときは省略できます。ただし、その後、正式な出願番号を知ったと

きは、遅滞なくその番号を記載した「早期審査に関する事情説明補充書」を提出してく

ださい。）を明らかにするとともに、その出願の写しを提出してください。 

日本国特許庁への出願を基礎としてマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願を行

っている場合には、当該出願の日を記載するとともに、その出願の写し（受領印のある

もの）を提出してください。 

 

ｅ）出願商標について、出願人がマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の基礎出願

として国際登録の出願を行う場合 

出願商標について、マドリッド協定議定書に基づき国際登録出願を行う意思がある旨

及び出願予定日を明らかにするための「国際登録出願の意思に関する宣誓書」（様式

４）を提出してください。 

 

※上記（２）及び（３）の記載事項について、使用の準備を相当程度進めている状況や緊

急性を要する状況を明らかにするために必要な事項が営業秘密に属し、提出書類に記載

することにより商取引上支障が生じると考える場合は、資料の一部についてマスキング

等をしたうえで提出することが可能です。この場合、ヒアリング等を行う場合がありま

す。その際行ったヒアリング内容については公開しません。 
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（注）商標法第３７条（抜粋） 

二 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録

商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為 

三 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供

する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持

し、又は輸入する行為 

四 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供

する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲

渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為 

五 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似す

る商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為 

六 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似す

る商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲

渡若しくは引渡しのために所持する行為 

七 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似す

る商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又

は輸入する行為 

八 登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡

し、引き渡し、又は輸入する行為 

 

５５．．早早期期審審査査案案件件のの処処理理・・庁庁内内手手続続等等  

（１）審査長等による選定と審査 

「早期審査に関する事情説明書」の提出があった商標登録出願について、早期審査の対象と

するか否かの選定は、提出された証拠書類等をもとに審査長等が行います。 

選定の結果、早期審査の対象となった商標登録出願については、速やかに審査を開始し、着

手後の処理においても、遅滞なく処分が終了するように審査手続を進めます。 

なお、「早期審査の対象としない」と判断した場合のみ、その理由を付して出願人に通知し

ます。 

 

（２）ヒアリングの実施 

「早期審査に関する事情説明書」の記載内容については、必要に応じて、ヒアリングによる

確認を行う場合があります。 

 

（３）提出書類の閲覧 

「早期審査に関する事情説明書」及び「早期審査に関する事情説明補充書」は、商標登録に

関する出願書類等と同様に閲覧に供します。そのため、提出書類中、営業秘密に該当する部分

はマスキングし、早期審査の認定に必要な箇所のみ提出することができます。 
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（４）商標公報への表示 

早期審査の対象になった商標登録出願の商標公報への掲載に当たっては、以下の表示を付し

ます。 

 

ａ）商標公報の目次の表示   「早」 

ｂ）商標公報への表示     「早期審査対象出願」 

 

（５）その他 

商標登録出願のデータ整備との関係で、早期審査に係る出願の審査着手を直ちに行うことが

できない場合があります。 
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第第五五節節    商商  標標  登登  録録  出出  願願  のの  補補  正正  方方  法法  

 

ⅠⅠ  手手続続補補正正書書のの様様式式  

手続補正書は、次の様式により作成します。 

商施規様式第１５の２（第16条関係） 

【書類名】  手続補正書 

（【提出日】   令和  年  月  日） 

【あて先】  特許庁長官     殿 

（特許庁審判長     殿） 

（特許庁審査官     殿） 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【補正をする者】 

（【識別番号】） 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

（【代表者】）                 

【代理人】  

【識別番号】  

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                 

【発送番号】 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】 

【補正対象項目名】 

【補正方法】 

【補正の内容】 

【手数料補正】 

【補正対象書類名】 

（【予納台帳番号】） 

【納付金額】 

（【手数料の表示】） 

（【予納台帳番号】） 

（【納付金額】） 

 

  

代理人手続のときは、法人にあっては【代表者】の欄は不

要です。 
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〔備考〕 

１ 「【あて先】」は、特許庁審査官の命令による場合はその命令を発した特許庁審査官、特許

庁審判長の命令による場合はその命令を発した特許庁審判長、その他の場合は特許庁長官とす

る。 

２ 「【事件の表示】」の欄は、次の要領で記載する。 

イ 「【出願番号】」には、「商願○○○○－○○○○○○」、「国際登録第○○○○○○○

号」又は「○○○○年○○月○○日に事後指定が記録された国際登録第○○○○○○○号」

のように記載する。ただし、出願番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を

「【出願日】」とし「令和何年何月何日提出の商標登録願」のように出願の年月日を記載

し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理

番号を記載する。国際登録出願にあっては、「【出願番号】」を「【出願日】」とし「令和

何年何月何日提出の国際登録出願」のように出願の年月日を記載する。 

ロ 書換登録申請については、「【出願番号】」を「【申請番号】」とし、「書換○○○○－

○○○○○○」のように書換登録申請の番号を記載する。ただし、書換登録申請の番号が通

知されていないときは、「【申請番号】」を「【申請日】」とし「令和何年何月何日提出の

書換登録申請」のように申請の年月日を記載し、「【申請日】」の次に「【整理番号】」の

欄を設けて、当該申請の申請書に記載した整理番号を記載する。 

ハ 審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄に「【審判番号】」の欄を設

け、「不服○○○○－○○○○○」のように審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」

には、出願の番号（書換登録申請に対する審判にあっては、「【申請番号】」の欄に申請の

番号）を記載する。ただし、審判の番号が通知されていないときは、「【審判番号】」を

「【審判請求日】」とし審判請求をした年月日を記載する。 

３ 「【補正をする者】」の欄の「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」に国際登録出

願の出願人又は国際登録の名義人の氏名又は名称及び住所又は居所を記載するときは、国際登

録出願についてする場合にあっては国際登録出願に記載された文字と同一の文字を、事後指

定、国際登録の存続期間の更新の申請又は国際登録の名義人の変更の記録の請求についてする

場合にあっては国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する。 

４ 「【補正をする者】」の欄に記載すべき者が２人以上あるときは、次のように欄を繰り返し

設けて記載する。 

【補正をする者】 

（【識別番号】） 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【補正をする者】 

（【識別番号】） 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

５ 「【手続補正１】」の欄は、次の要領で記載する（備考７から９まで及び12の場合を除
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く。）。 

イ 「【補正対象書類名】」は、「商標登録願」、「期間延長請求書」、「代表者選定届」、

「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」、「書換登録申請書」のように補

正する書類名を記載する。また、書類名のみでは補正をする書類を特定できないときは

「【補正対象書類名】」の次に「【補正対象書類提出日】」の欄を設けて「令和何年何月何

日」のように記載する。 

ロ 「【補正対象項目名】」は、「商標登録出願人」、「代表者」、「補正をする者」、「商

標登録を受けようとする商標」、「商標の詳細な説明」、「指定商品又は指定役務並びに商

品及び役務の区分」、「第○類」、「承継人」、「譲渡人」、「承継人代理人」、「譲渡人

代理人」、「審判請求人」、「請求の理由」、「書換登録申請者」、「書換登録を受けよう

とする指定商品並びに商品及び役務の区分」のように補正をする単位名を記載する。 

ハ 「【補正方法】」は、補正をする単位において、提出した書類に記載した事項を補正によ

り変更するときは「変更」と、新たな事項を補正により加えるときは「追加」と、記載した

事項を補正により削るときは「削除」と記載する。 

ニ 「【補正の内容】」は、「【補正対象項目名】」に記載した事項（前に「【」、後ろに

「】」を付す。）及び補正後の内容を記載する。この場合において、「【商標登録出願

人】」、「【補正をする者】」、「【承継人】」、「【譲渡人】」、「【手続をした

者】」、「【代理人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人代理人】」、「【審判請求

人】」などの商標登録出願人等又は代理人の欄若しくは「【パリ条約による優先権等の主

張】」の欄を補正するときは、補正後の当該欄に係る者又は事項の全てを記載し、「【補正

方法】」が「削除」のときは、「【補正の内容】」の欄は設けるに及ばない。 

６ 手続に際して特許庁に提出すべきものとされている代理権を証明する書面、代表者であるこ

とを証明する書面その他の書面を提出するときは、「【手続補正１】」の欄の「【補正対象書

類名】」には当該手続に係る書類名を記載し、「【補正対象項目名】」には「提出物件の目

録」と記載し、「【補正方法】」には「追加」と記載し、「【補正の内容】」には「【提出物

件の目録】」の欄を設け、次に「【物件名】」の欄を設けて証明書の書類名を記載し当該証明

書を添付する。 

７「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」を補正するときは、その全文又は「商品

及び役務の区分」を単位として補正しなければならず、「【手続補正１】」の欄は次の要領で

記載する。 

イ 「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」の全文を補正するときは、「【補正

対象項目名】」には「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」と記載し、「【補

正の内容】」は次のように記載する。 

【補正の内容】 

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 

【第○類】 

【指定商品（指定役務）】 

【第○類】 
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【指定商品（指定役務）】 

ロ 「商品及び役務の区分」を単位として補正するときは、「【補正対象項目名】」には「第

○類」と記載し、「【補正の内容】」の欄は次のように記載する。ただし、「【補正方

法】」が「削除」のときは、「【補正の内容】」の欄は設けるには及ばない。 

【補正の内容】 

【第○類】 

【指定商品（指定役務）】 

ハ ２以上の「商品及び役務の区分」を補正するときは、「【手続補正１】」の欄の次に

「【手続補正２】」、「【手続補正３】」のように記載する順序により連続番号を付し、次

のように欄を繰り返し設けて記載する。ただし、「【補正方法】」が「削除」のときは、

「【補正の内容】」の欄は設けるには及ばない。 

【手続補正２】 

【補正対象書類名】 

【補正対象項目名】 第○類 

【補正方法】 

【補正の内容】 

【第○類】 

【指定商品（指定役務）】 

【手続補正３】 

【補正対象書類名】 

【補正対象項目名】 第○類 

【補正方法】 

【補正の内容】 

【第○類】 

【指定商品（指定役務）】 

ニ 「【指定商品（指定役務）】」には、補正後の指定商品（指定役務）の全てを記載する。

この場合、指定商品（指定役務）が２以上ある場合は、それぞれの指定商品（指定役務）の

区切りにコンマ（，）を付さなければならない。 

８ 商標登録を受けようとする商標を補正するときは､「【補正の内容】」の欄に「【商標登録

を受けようとする商標】」の欄及び商標記載欄を設け、補正後の商標登録を受けようとする商

標の全体（異なる２以上の図又は写真によって商標登録を受けようとする商標を記載する場合

は、全ての図又は写真）を記載する。 

９ 商標の詳細な説明を補正するときは、「【補正の内容】」の欄に「【商標の詳細な説明】」

の欄を設け、補正後の商標の詳細な説明の全文を記載する。 

10 商標法第５条第４項の物件を補正するときは、「【手続補正１】」の欄は、次の要領で記載

する。 

イ 商標法第５条第４項の物件を提出するときは、「【補正対象項目名】」には「提出物件の

目録」と記載し、「【補正方法】」には「追加」と記載し、「【補正の内容】」には「【提
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出物件の目録】」の欄を設け、次に「【物件名】」の欄を設けて「商標法第５条第４項の物

件」と記載し、当該物件を添付する。 

ロ 商標法第５条第４項の物件を変更するときは、「【補正対象項目名】」には「提出物件の

目録」と記載し、「【補正方法】」には「変更」と記載し、「【補正の内容】」には「【提

出物件の目録】」の欄を設け、次に「【物件名】」の欄を設けて「商標法第５条第４項の物

件」と記載し、当該物件を添付する。 

11 補正をする単位を異にする２以上の個所を補正するときは、「【手続補正１】」の欄の次に

「【手続補正２】」、「【手続補正３】」のように記載する順序により連続番号を付し、次の

ように欄を繰り返し設けて記載する。 

【手続補正２】 

【補正対象書類名】 

【補正対象項目名】 

【補正方法】 

【補正の内容】 

【手続補正３】 

【補正対象書類名】 

【補正対象項目名】 

【補正方法】 

【補正の内容】 

12 商品及び役務の区分の数を増加する補正をする場合において、特許法等関係手数料令（昭和

35年政令第20号。以下「手数料令」という。）第４条第２項の表第１号の下欄に掲げる１の区

分につき納付すべき手数料の額の特許印紙をはるときは、左上余白にはるものとし、その下に

特許印紙の額を括弧をして記載する。商標法第76条第６項ただし書きの規定により、現金によ

り手数料を納付した場合であって、納付書によるときは、「（【手数料の表示】）」の

「（【予納台帳番号】）」を「【納付書番号】」とし、当該納付書の番号を記載し、事務規程

別紙第４号の12書式の納付済証（特許庁提出用）を別の用紙にはるものとし、納付情報による

ときは、「（【手数料の表示】）」の欄の「（【予納台帳番号】）」を「【納付番号】」と

し、納付番号を記載する。この場合において、「（【納付金額】）」の欄は設けるには及ばな

い。また、手数料の補正を併せてするときは、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなけ

ればならない。 

13 「【手数料補正】」の欄は、手数料の補正をする場合（備考13及び15に該当するときを除

く。）に次の要領により記載する。 

イ 特例法施行規則第40条第２項の規定により特例法第15条第１項の規定による手続に係る申

出を行うときは、「【補正対象書類名】」には、「商標登録願」、「期間延長請求書」、

「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【予

納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には不足手数料の額（「円」、

「，」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。）を記

載する。 
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ロ 商標法第７６条第６項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付する場合であ

って、特例法施行規則第４０条第４項の規定により口座振替による納付の申し出を行うとき

は、「【補正対象書類名】」には、「商標登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正

書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「（【予納台帳番

号】）」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不

足手数料の額を記載する。現金により不足手数料を納付する場合であって、特例法施行規則

第40条第５項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【補正対象書

類名】」には、「商標登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更

届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「（【予納台帳番号】）」を「【指定立替

納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。 

ハ 納付すべき不足手数料の額の特許印紙をはるときは、左上余白にはるものとし、その下に

その額を括弧をして記載し、「【補正対象書類名】」には、「商標登録願」、「期間延長請

求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載

し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載し、「（【予納台帳番号】）」

の欄は設けるには及ばない。 

ニ 商標法第76条第６項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付した場合であっ

て、納付書によるときは、「【補正対象書類名】」には、「商標登録願」、「期間延長請求

書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、

「【手数料の表示】」の欄の「（【予納台帳番号】）」を「【納付書番号】」とし、当該納

付書の番号を記載し、事務規程別紙第４号の12書式の納付済証（特許庁提出用）を別の用紙

にはるものとし、納付情報によるときは、「【手数料の表示】」の欄の「（【予納台帳番

号】）」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「（【納付金

額】）」の欄は設けるには及ばない。なお、商品及び役務の区分の数を増加する補正を併せ

てするときは、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。 

14 「【手数料の表示】」の欄は、備考13の手数料の納付に際して特例法施行規則第40条第２項

の規定により特例法第15条第１項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番

号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には手数料の額を記載する。商標法第７６条

第６項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、特例法施行規則第

４０条第４項の規定により口座振替による納付の申し出を行うときは、「（【予納台帳番

号】）」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数

料の額を記載する。商標法第76条第６項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する

場合であって、特例法施行規則第40条第５項の規定により指定立替納付者による納付の申出を

行うときは、「（【予納台帳番号】）」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には

納付すべき手数料の額を記載する。 

15 第16条第２項の規定により２以上の補正を一の書面でするときは、「【事件の表示】」の欄

には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該補正

に係る事件の表示（事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。）を記載する。 

【別紙】 
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商願○○○○－○○○○○○、商願○○○○－○○○○○○、 

商願○○○○－○○○○○○、商願○○○○－○○○○○○、 

16 第16条第３項の規定により補正と申請を一の書面でするときは、次の要領により記載する。 

イ 「【書類名】」を「手続補正書及び登録名義人の表示更正登録申請書」とし、「【補正を

する者】」の欄を「【補正をする者及び申請人】」とする。 

ロ 「【事件の表示】」の欄には「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別

紙】」と記載し、「【手続の補正に係る事件の表示】」及び「【表示更正登録申請に係る商

標登録番号】」の欄を設けて、当該補正に係る事件の表示及び申請に係る商標登録番号（事

件の表示又は商標登録番号の区切りには読点「、」を付すこと。）を記載する。 

【別紙】 

【手続の補正に係る事件の表示】 

商願○○○○－○○○○○○、商願○○○○－○○○○○○、 

商願○○○○－○○○○○○、商願○○○○－○○○○○○、 

【表示更正登録申請に係る商標登録番号】 

商標登録第○○○○○○○号、商標登録第○○○○○○○号、 

商標登録第○○○○○○○号、商標登録第○○○○○○○号、 

ハ 「【手続補正１】」の欄の次に「【更正に係る表示】」及び「【登録の目的】」の欄を設

け、「【更正に係る表示】」の欄には「【更正前の表示】」及び「【更正後の表示】」の欄

を設けて、更正に係る表示が氏名（名称）であるときはその氏名（名称）を、更正に係る表

示が住所（居所）であるときはその住所（居所）をそれぞれ記載し、「【登録の目的】」の

欄には、「登録名義人の表示更正」のように記載する。 

ニ 登録免許税の納付に係る収入印紙は左上余白部分にはるものとし、その下に収入印紙の額

を括弧をして記載する。ただし、登録免許税法第５条第４号又は第５号の規定により登録免

許税が課されない登録の申請をするときは収入印紙は不要とし、「【登録の目的】」の欄の

次に「【非課税である旨の申出】」の欄を設け、「住居表示の実施による表示の更正の登録

の申請」又は「行政区画の変更による表示の更正の登録の申請」のように記載する。 

ホ 商標登録令第10条において準用する特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略する

ときは、「（【手数料の表示】）」の欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次

に「【物件名】」の欄を設けて、当該書面の書類名を記載し、更にその次に「【援用の表

示】」の欄を設けて、同条第１項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る商標

登録番号、書類名及びその提出日を、同条第２項の規定によるときは当該書面が提出された

手続に係る商標登録番号、書類名及びその提出日を記載する。また、２以上の書面の提出を

省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。 

【物件名】 

【援用の表示】 

【物件名】 

【援用の表示】 

17 その他は、様式第２の備考１から５まで、20、21、23、26、29から31まで及び40から44ま
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で、様式第10の備考２及び５並びに様式第11の備考４と同様とする。この場合において、様式

第２の備考29中「を記載する」とあるのは「を 記載する（弁理士法施行令（平成12年政令第

384号）第７条第13号の補正をする場合を除く。）」と、備考30中「改めて記載する」とある

のは「改めて 記載する（弁理士法施行令第７条第13号の補正をする場合を除く。）」と読み

替えるものとする。 
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ⅡⅡ  商商標標登登録録願願等等のの補補正正にに係係るる手手続続補補正正書書のの作作成成例例  

１． 願書、期間延長請求書、手続補正書、出願人名義変更届等に記載した事項を補正するとき

は、原則として、欄単位で補正します。 

この場合に、次に掲げる欄を補正するときは、当該欄に係る者又は事項のすべてを（複数あ

る場合は、欄を繰り返し設けて）記載します。 

a 「【商標登録出願人】」、「【請求人】」、「【承継人】」、「【譲渡人】」、「【補正

をする者】」等 

b 「【代理人】」、「【復代理人】」、【承継人代理人】、【譲渡人代理人】等 

c 「【パリ条約による優先権等の主張】」 

 

２．補正をする単位を異にする２以上の個所を補正するときは、「【手続補正１】」の欄の次に

「【手続補正２】」、「【手続補正３】」のように記載する順序により連続番号を付し、次の

ように欄を繰り返し設けて記載します。 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】 

【補正対象項目名】 

【補正方法】 

【補正の内容】 

【手続補正２】 

【補正対象書類名】 

【補正対象項目名】 

【補正方法】 

【補正の内容】 
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３．願書や手続補正書に記載した事項の補正に係る手続補正書の作成例を以下に示します。 

(1) 願書に記載した事項の補正に係る手続補正書の作成例 

ア.「【商標登録出願人】」の欄を補正する場合 

＜【商標登録出願人】が２人ある場合に、そのうちの１人の住所（居所）や氏名（名称）を誤って

記載したときの補正例＞ 

【書類名】        手続補正書 

  ・ 

・（略） 

  ・ 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】  商標登録願 

【補正対象項目名】  商標登録出願人 

【補正方法】     変更 

【補正の内容】 

【商標登録出願人】 

【識別番号】   ○○○○○○○○○ 

【住所又は居所】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【氏名又は名称】 ・・・・株式会社 

【商標登録出願人】 

【識別番号】   ○○○○○○○○○ 

【住所又は居所】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【氏名又は名称】 株式会社・・・・ 

【その他】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  （誤記の理由を記載する） 

 

（注）【商標登録出願人】が複数名いる場合は、【商標登録出願人】の欄を繰り返し設けて（訂正

事項のない出願人も含め）出願人全員を記載するとともに、【その他】の欄を設けて誤記した理由

を記載してください。 

ただし、手続補正書の書類全体から、その訂正が出願の主体の変更にあたると判断されるとき

は、その補正は認められないことがありますのでご注意ください。 
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イ.「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」の欄を補正する場合 

「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」の補正は、全文補正又は「商品及び役

務の区分」単位の部分補正のいずれかにより補正することができますが、商品（役務）単位の

補正はできません。 

「全文補正」と「部分補正」では、【手続補正○】の作成方法が異なるので注意してくださ

い。とりわけ、部分補正を目的とした補正であるにもかかわらず、【補正対象項目名】の記録

（記載）を誤ったため全文補正の状態となり、結果として区分を減縮する補正となってしまう

場合があるので十分注意してください。 

a．全文補正は、「補正する区分・指定商品（指定役務）」のほか「補正しない区分・指定

商品（指定役務）」を含め、「補正後のすべての区分・指定商品（指定役務）」を記録

（記載）しなければなりません。 

b．部分補正は、補正する区分単位に補正後のすべての指定商品（指定役務）を記録（記

載）しなければなりません。補正する区分が複数ある場合は、【手続補正〇】の欄を繰

り返し設けて記録（記載）しなければなりません。 

c．全文補正とするか部分補正とするかは、出願（申請）の態様（１出願１区分か１出願多

区分か等）及び補正の態様（１区分の補正か複数区分の補正か等）を考慮し、間違いの

ない補正方法を選択してください。 

d．【補正対象項目名】の欄に記録（記載）する項目名は、次のとおりです。全文補正と部

分補正とでは異なるので十分注意してください。 

全文補正…「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」 

部分補正…「第○類」 

e．区分重複を補正する場合は全文補正で行ってください。 

（例）「【第１類】【第２類】【第３類】」と記載すべきところ、誤って「【第１類】

【第１類】【第３類】」としたため、【第１類】が重複となった場合は、全文補

正により「【第１類】【第２類】【第３類】」に補正してください。部分補正で

は、どちらの【第１類】を【第２類】に補正したのか不明なため認められませ

ん。 

f．【補正の内容】の欄の【指定商品（指定役務）】に記録する指定商品（指定役務）は補

正後のすべての指定商品（指定役務）を記録してください。この場合、指定商品（指定

役務）が２以上あるときは、それぞれの指定商品（指定役務）の区切りにコンマ（，）

を付してください（読点（、）は付さないでください。）。 

g．補正により区分の数を増加するときは、増加する区分の数に相当する手数料の納付が必

要となります。【手数料の表示】の欄を設けて納付してください。 
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(ｱ)「【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】」の全文を補正する場合 

【書類名】       手続補正書 

・（略） 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】 商標登録願 

【補正対象項目名】 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 

【補正方法】    変更 

【補正の内容】 

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 

【第○類】 

【指定商品（指定役務）】・・・・・，・・・・・・ 

【第○類】 

【指定商品（指定役務）】・・・・・，・・・・・・ 

（注）【補正の内容】の欄の「【第○類】【指定商品（指定役務）】」には「補正する区分・指

定商品（指定役務）」のほか「補正しない区分・指定商品（指定役務）」を含め、「補正後の

すべての区分・指定商品（指定役務）」を記録（記載）してください。記録（記載）のない区

分・指定商品（指定役務）は削除されたことになるため、十分注意して作成してください。 

 

＜補正後のすべての区分・指定商品（指定役務）を記載しなかった場合の具体例＞ 

（出願時の状態） 

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 

【第９類】 

【指定商品（指定役務）】 Ａ，Ｂ 

【第１６類】 

【指定商品（指定役務）】 Ｃ，Ｄ 

 

※※【【第第９９類類】】のの「「ＢＢ」」ののみみをを削削除除すするる補補正正ををすするる場場合合 

このとき、次のように【手続補正１】を作成すると、【第９類】は正しく補正されますが、 

【第１６類】が削除され、意に反した補正となります。 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】  商標登録願 

【補正対象項目名】  指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 

【補正方法】   変更 

【補正の内容】 

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 

【第９類】 

【指定商品（指定役務）】Ａ 

同

じ

項

目

名

に

限

る 
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(ｲ)「【第○類】」を補正する場合 

【書類名】       手続補正書 

・（略） 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】 商標登録願 

【補正対象項目名】 第○類 

【補正方法】    変更 

【補正の内容】 

【第○類】 

【指定商品（指定役務）】・・・・・，・・・・・・ 

（注）「【第○類】」の「【指定商品（指定役務）】」を補正する場合は、「【第○類】、【指

定商品（指定役務）】」を単位として補正します。 

 

 

(ｳ)「【第○類】」を複数補正する場合 

【書類名】       手続補正書 

・（略） 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】  商標登録願  

【補正対象項目名】  第○類 

【補正方法】     変更  

【補正の内容】 

【第○類】 

【指定商品（指定役務）】 ・・・・・，・・・・・・ 

【手続補正２】 

【補正対象書類名】  商標登録願 

【補正対象項目名】  第△類 

【補正方法】     変更 

【補正の内容】 

【第△類】 

【指定商品（指定役務）】 ・・・・・，・・・・・・ 

 

（注）補正する区分単位に、【手続補正１】【手続補正２】のように【手続補正ｎ】の欄を繰り返

し設けて作成してください。 

 

同じ類に 

限る 

同じ類に 

限る 

同じ類に 

限る 
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次に記載する例は、いずれも認められないのでご注意ください。 

 

＜【補正対象項目名】の欄に区分を複数記録（記載）する補正＞ 

((認められない補正例)) 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】  商標登録願 

【補正対象項目名】  第９類、第２８類 

【補正方法】     変更 

【補正の内容】 

【第９類】 

【指定商品（指定役務）】 ・・・・・，・・・・・ 

【第２８類】 

【指定商品（指定役務）】 ・・・・・，・・・・・ 

 

 

＜【補正対象項目名】が「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」と「第○類」の

組合せ＞ 

((認められない補正例)) 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】  商標登録願 

【補正対象項目名】  第９類 

【補正方法】     変更 

【補正の内容】 

【第９類】 

【指定商品（指定役務）】 ・・・・・，・・・・・ 

【手続補正２】 

【補正対象書類名】  商標登録願 

【補正対象項目名】  指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 

【補正方法】     変更 

【補正の内容】 

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 

【第２８類】 

【指定商品（指定役務）】  ・・・・・，・・・・・ 

 

（注）【手続補正１】は部分補正ですが、【手続補正２】は全文補正です。部分補正と全文補正

を組み合わせた記載は認められませんので、いずれか一方の方法で記載してください。 

  

【補正対象項目名】欄に

区分を複数記載する補正

は認められません。 
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＜【補正対象項目名】欄に「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」が重複記載＞ 

((認められない補正例)) 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】  商標登録願 

【補正対象項目名】  指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 

【補正方法】     変更 

【補正の内容】 

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 

【第９類】 

【指定商品（指定役務）】  ・・・・・，・・・・・ 

【手続補正２】 

【補正対象書類名】  商標登録願 

【補正対象項目名】  指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 

【補正方法】     変更 

【補正の内容】 

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 

【第２８類】 

【指定商品（指定役務）】  ・・・・・，・・・・・ 
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(ｴ)「【第○類】」を削除する補正の場合 

【書類名】       手続補正書 

  ・ 

・（略） 

  ・ 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】  商標登録願 

【補正対象項目名】  第○類 

【補正方法】     削除 

 （注）「【第○類】」の「【指定商品（指定役務）】」を削除する場合は、「【第○類】」を単

位として補正します。このとき、「【補正の内容】」の欄は記載しないでください。 

 

 

(ｵ)「【第○類】」を複数削除する補正の場合 

【書類名】        手続補正書 

  ・ 

・（略） 

  ・ 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】  商標登録願 

【補正対象項目名】  第○類 

【補正方法】     削除 

【手続補正２】 

【補正対象書類名】  商標登録願 

【補正対象項目名】  第△類 

【補正方法】     削除 

（注）部分補正により複数の区分を削除する場合、補正する区分（「【第○類】」）ごとに【手

続補正○】の欄を繰り返し設けて記載してください。 
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(ｶ) 区分の誤記を補正する場合 

＜「【第２類】」を「【第１類】」に変更する補正例＞ 

【書類名】       手続補正書 

  ・ 

・（略） 

  ・ 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】  商標登録願 

【補正対象項目名】  第２類 

【補正方法】     削除 

【手続補正２】 

【補正対象書類名】  商標登録願 

【補正対象項目名】  第１類 

【補正方法】     追加 

【補正の内容】 

【第１類】 

【指定商品（指定役務）】 ・・・・・，・・・・・ 

（注）区分の誤りを補正するときは、【手続補正○】の欄を繰り返し設け、誤った区分を「削

除」し、正しい区分を「追加」する補正をしてください。 

 

ただし、次のような補正は認められないので注意してください。 

((認められない補正例)) 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】  商標登録願 

【補正対象項目名】  第２類 

【補正方法】     変更 

【補正の内容】 

【第１類】 

【指定商品（指定役務）】 ・・・・・，・・・・・ 

（注）【補正対象項目名】と【補正の内容】欄に記載された区分が一致しない部分補正は認め

られません。 
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ウ．「商標法第７条第１項に規定する法人であることを証明する書面」を補正する場合 

【書類名】        手続補正書 

  ・ 

・（略） 

  ・ 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】  団体商標登録願 

【補正対象項目名】  提出物件の目録  

【補正方法】     追加（注） 

【補正の内容】 

【提出物件の目録】 

【物件名】     商標法第７条第１項に規定する法人であることを証明する 

書面            １ 

（注）既に「商標法第７条第１項に規定する法人であることを証明する書面」を提出してお

り、手続補正書により、新たに当該証明書の提出をするときは、【補正方法】欄には「変更」

と記載します。 

 

エ.「【商標登録を受けようとする商標】」の欄を補正する場合 

【書類名】       手続補正書 

・（略） 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】 商標登録願 

【補正対象項目名】 商標登録を受けようとする商標 

【補正方法】    変更 

【補正の内容】 

【商標登録を受けようとする商標】 

 

 

 

 

 

 

 （注）【商標登録を受けようとする商標】の補正は、原則として、要旨を変更するものとなるた

め認められませんのでご注意ください。 
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(2) 手続補正書に記載した事項の補正に係る手続補正書の作成例 

ア.「【補正をする者】」の欄を補正する場合 

【書類名】        手続補正書 

  ・ 

・（略） 

  ・ 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】  手続補正書 

【補正対象項目名】  補正をする者 

【補正方法】     変更 

【補正の内容】 

【補正をする者】 

【識別番号】   ○○○○○○○○○ 

【住所又は居所】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【氏名又は名称】 ・・・・株式会社 

   （【代表者】    ○○○○○○） 
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イ.「【手続補正○】」の欄を補正する場合 

((既に提出されている手続補正書)) 

【書類名】        手続補正書 

【提出日】        令和○○年○○月○○日 

  ・ 

・（略） 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】  商標登録願 

【補正対象項目名】  指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 

【補正方法】     変更 

【補正の内容】 

【第○類】 

【指定商品（指定役務）】  ・・・・・，・・・・・，・・・・・， 

 

※【補正対象項目名】の欄に記載した内容を誤記した場合（正しくは「【第○類】」） 

 

 ((提出する手続補正書)) 

【書類名】         手続補正書 

  ・ 

・（略） 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】   手続補正書 

（【補正対象書類提出日】）令和○○年○○月○○日（注） 

【補正対象項目名】   手続補正１ 

【補正方法】      変更 

【補正の内容】 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】  商標登録願 

【補正対象項目名】  第○類 

【補正方法】     変更 

【補正の内容】 

【第○類】 

【指定商品（指定役務）】 ・・・・・，・・・・・，・・・・・ 

 

（注）「【補正対象書類名】」のみでは補正対象書類を特定することができないときに記載しま

す。 
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第第六六節節    出出願願中中のの諸諸手手続続のの一一般般原原則則  

 

１１．．出出願願番番号号のの表表示示  

特許庁長官は、願書を受理したときはこれに出願の番号を付し、その番号を出願人(代理人)に

通知します。以後、その出願に関して特許庁に手続をするとき（例えば、手続補正書等の中間書

類の提出）は、必ずその出願の番号の表示をしなければなりません。 

 

２２．．一一件件一一通通主主義義とと電電子子手手続続  

(１) 一件一通主義の原則  

出願の手続は、書面の提出により行うことを前提として「書面は、法令に別段の定めがある

場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。」とされ、一件一通主義が採用されていま

す（特施規１(２)を準用）。  

すなわち当該事件に関し提出すべき書面は、手続ごとに作成しなければなりません。 

(２) 多件一通方式による手続 

(A) 「法令に別段の定めがある場合」とは次に示す①から⑨までであり、同一法域内の２以上

の事件に係る手続であって、手続者が同一であり、かつ、手続の内容が同一の場合は、一通

の書面で２以上の事件に係る手続を行うことができます。 

① 出願人及びその代理人の氏名（名称）又は住所（居所）の変更の届出（電子出願以外に

係る出願）（特施規９(２)を準用） 

② 出願人の氏名（名称）又は住所（居所）の変更の届出（電子出願以外に係る出願）と登

録名義人（商標権者に限る。）の表示変更の申請（特施規９(３)を準用） 

③ 出願人の代理人選任等の届出（特施規９の２(２)を準用） 

④ 出願人及び商標権者の代理人選任等の届出（特施規９の２(３)を準用） 

⑤ 出願人若しくはその代理人の氏名（名称）又は住所（居所）に係る手続の補正（商施規

１６(２)） 

⑥ 出願人に係る手続の補正と登録名義人（商標権者に限る。）の表示更正の申請（商施規

１６(３)） 

⑦ 出願人名義変更の届出（商施規９(２)） 

⑧ 出願人名義変更の届出と商標権移転登録の申請（商施規９(３)） 

⑨ 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願に係る回復理由書（商施規２(１

４)） 

(B) 多件一通方式による書類の作成要領 

① 多件一通方式による平成１２年１月１日以後の商標登録出願に係る出願人名義変更と商

標権の移転登録の申請を行う場合の「商標登録出願人名義変更届及び移転登録申請書」の

作成要領 

商標登録出願人名義変更届及び移転登録申請書は、商標法施行規則第９条に定める様式

第１１により作成します。 
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イ．商標登録出願人の名義変更と商標権の移転登録の申請を行う場合の作成例 

【書類名】 商標登録出願人名義変更届及び移転登録申請書 

（【提出日】 令和  年  月  日） 

【あて先】 特許庁長官         殿 

【事件の表示】      別紙のとおり 

【登録の目的】      本商標権の移転 

【承継人及び申請人（登録権利者）】 

     ・ 

     ・ 

【譲渡人及び申請人（登録義務者）】 

     ・ 

     ・ 

 

 

 

【別紙】 

【商標登録出願人名義変更届に係る事件の表示】 

商願○○○○－○○○○○ 、    商願○○○○－○○○○○ 、   

商願○○○○－○○○○○ 、    商願○○○○－○○○○○ 、 

商願○○○○－○○○○○ 、    商願○○○○－○○○○○ 、 

【移転登録申請に係る商標登録番号】 

商標登録第○○○○○○○号 、   商標登録第○○○○○○○号 、  

商標登録第○○○○○○○号 、   商標登録第○○○○○○○号 、 

事件の表示の区切りには読点「、」を付します。 

 

ロ．作成上の注意事項 

(a) 多件一通方式による手続は、書面手続に限り行うことができます。 

(b) 特許印紙、登録免許税に係る収入印紙は、別の用紙にはり、それぞれの印紙の上に

は、「手数料  円」、「登録免許税  円」のようにその印紙の合計額を記載しま

す。 

(c) 「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「【別紙】」

と記載し、出願番号、商標登録番号を記載します。 

(d) 出願に係属中の事件（平成１２年１月１日以降の出願）については、事件ごとに電子

化手数料が必要になります。 

② 多件一通方式による平成１２年１月１日以降の商標登録出願についての出願人に係る

手続補正書と登録名義人（商標権者）の表示更正登録の申請を行う場合の手続補正書及

び登録名義人の表示更正登録申請書の作成要領 
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手続補正書及び登録名義人の表示更正登録申請書は、商標法施行規則第１６条に定める様

式第１５の２により作成します。 

イ．住所の補正及び更正の場合の作成例 

【書類名】  手続補正書及び登録名義人の表示更正登録申請書 

（【提出日】  令和○○年○月○○日） 

【あて先】  特許庁長官       殿 

【事件の表示】           別紙のとおり 

【補正をする者及び申請人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】  

【氏名又は名称】  

【代表者】                  ㊞ 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】  商標登録願 

【補正対象項目名】  商標登録出願人 

【補正方法】     変更 

【補正の内容】 

【商標登録出願人】 

【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関１－３－１ 

【氏名又は名称】 商標株式会社 

【更正に係る表示】 

【更正前の表示】   東京都千代田区霞が関１－３ 

【更正後の表示】   東京都千代田区霞が関１－３－１ 

【登録の目的】   登録名義人の表示更正 

【非課税である旨の申出】 住居表示の実施による表示の更正の登録の申請 

 

【別紙】 

【手続の補正に係る事件の表示】 

商願○○○○－○○○○○ 、   商願○○○○－○○○○○ 、 

商願○○○○－○○○○○ 、   商願○○○○－○○○○○ 、 

商願○○○○－○○○○○ 、   商願○○○○－○○○○○ 、 

【表示更正登録申請に係る商標登録番号】 

商標登録第○○○○○○○号 、  商標登録第○○○○○○○号 、 

事件の表示の区切りには読点「、」を付します。 

 

 

  

識別番号を記載しても住 

所の省略はできません。 
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ロ．作成上の注意事項 

(a) 多件一通方式による手続は、書面手続に限り行うことができます。 

(b) 登録免許税の納付に係る収入印紙は、別の用紙にはります。 

(c) 「【事件の表示】」の欄には「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「【別紙】」と

記載し、その次に「【手続補正に係る事件の表示】」及び「【表示更正登録申請に係る

商標登録番号】」の欄を設けて、当該補正に係る事件の表示及び申請に係る商標登録番

号を記載します。 

(d) 登録免許税が課されない登録の申請をするときは、「【登録の目的】」の欄の次に

「【非課税である旨の申出】」の欄を設け、「住居表示の実施による表示の更正の登録

の申請」のように記載します。 

 

３３．．電電子子手手続続へへのの適適用用  

電子手続についても、書面手続に準じて一件一通主義の原則が踏襲されるため、この原則を前提

とした特許法等関係法令の規定が適用されます。(１) オンライン手続における入力事項・様式 

オンライン手続について入力すべき事項は、特許等関係法令に規定する書面に記載すべき事

項であり（特例施規１０の２(１)）、その入力は所定の様式によりしなければなりません（特

例施規１１）。 

(２) 電子手続の法令適用 

オンライン手続は、書面の提出により行われたものとみなし、書面に基づいて手続を行うこ

とを規定する特許等関係法令の規定を適用する（特例法３(３)）。 

 

４４．．原原則則かからら外外れれるる手手続続のの特特例例  

一件一通主義の原則から外れる手続が認められます。 

申請人の負担と事務処理の効率性との均衡を考慮し、手続の円滑な処理を図るもので、次のと

おりです。 

(１) 包括委任状（特施規９の３を準用）、提出書面の省略（特施規１０を準用））、出願時の

特例の規定の適用を受けようとする場合の手続（商施規７）、新規性喪失の例外の規定の適用

を受けようとする場合の手続等（特施規２７の４第３項及び第４項を準用）に規定するもの 

(２) 特例法施行規則第６条及び第１２条に規定するもの 

(３) 併合手続（方式審査便覧１２２.０１） 

２以上の商標登録出願に係る次の手続については、出願の法域が同一であり、手続をする者

及びその者の代理人が同一である場合に限り、同一の書類で書面の提出により行うことができ

るものとします。 
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包括委任状の援用の制限の届出 

書式第２ 

【書類名】   包括委任状援用制限届 

（【提出日】   令和  年  月  日） 

【あて先】   特許庁長官     殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【手続をした者】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

（【代表者】）                      

【届出の内容】 

【援用を制限した代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                   

 

〔備考〕 

１  商標登録出願人が届出をするときは、「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記

載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して商標登録出願の番号（第２番目以降に記

載する商標登録出願の番号の前には読点「、」を付すこと。）を記載した書面を別紙として添

付しなければならない。また、商標登録出願人及び商標権者が届出をするときは、「【手続を

した者】」の欄を「【手続をした者及び商標権者】」と記載し、「【別紙】」の次に「【届出

に係る事件の表示】」及び「【届出に係る商標登録番号】」の欄を設けて、当該届出に係る事

件の表示及び商標登録番号を記載する。 

①【別紙】 

商願○○○○－○○○○○○、   商願○○○○－○○○○○○、 

商願○○○○－○○○○○○、   商願○○○○－○○○○○○、 

商願○○○○－○○○○○○、   商願○○○○－○○○○○○、 

②【別紙】 

【届出に係る事件の表示】 

商願○○○○－○○○○○○、   商願○○○○－○○○○○○、 

商願○○○○－○○○○○○、   商願○○○○－○○○○○○、 

代理人手続の場合、手続をした者が法人であるときは、

【代表者】の欄は不要です。 
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商願○○○○－○○○○○○、   商願○○○○－○○○○○○、 

【届出に係る商標登録番号】 

商標登録第○○○○○○号、商標登録第○○○○○○号、商標登録第○○○○○○号、 

商標登録第○○○○○○号、商標登録第○○○○○○号、商標登録第○○○○○○号、 

商標登録第○○○○○○号、 

２  その他は、特許法施行規則様式第７の備考と同様とする。 

 

５５．．提提出出書書面面のの省省略略  

出願等の手続において提出すべきとされる証明書その他書面については、申請人の手続負担の

軽減と特許庁の処分の確実性、効率性とを考慮し、一定の条件のもとに、他の事件について提出

したものを援用するという手続方式を省令で定め、その提出の省略を認めています（この５．に

おける特許法施行規則の条文は、商標法施行規則で準用しています。）。 

 

(1) 提出書面の省略 

① 特許法施行規則第９条の３第１項の規定による包括委任状の援用（商施規２２(１)で準用） 

(A) 手続をする際の代理権の証明については、特例法施行規則第６条第１項の規定によりあら

かじめ特許庁長官に対して事件を特定しない代理権を証明する書面（以下「包括委任状」と

いいます。）を援用してすることができます。〔包括委任状については第一章第四節参照〕 

(B) 包括委任状の援用の制限の届出（特例施規７＝特施規９条の３(２)）があったとき又は包

括委任状の取下げ（特例施規８）があったときは、これらの手続後は当該事件に係る手続に

ついて包括委任状を援用することができません。 

（注） 平成１２年１月１日前にした商標登録出願及びその出願に係る手続についても包括委

任状を使用することができます。 

② 特許法施行規則第１０条の規定による提出書面の省略（商施規 22(1)において準用） 

(A) 特許法施行規則第１０条第１項 

同時に２以上の手続をする場合において、提出すべき証明書の内容が同一であるときは、

一の手続についてその原本※を提出し、他の手続については、その旨を申し出て（援用の表

示をして）当該証明書の提出を省略することができます。 

※委任状については、原本に加えて、写しの提出も許容されます。 

対象となる証明書は、特許法施行規則第４条の３、第５条から第７条まで、第８条第１

項、第９条第４項（証明書の提出）に規定するものです。 

(B) 特許法施行規則第１０条第２項 

他の事件について既に証明書を提出した者は、提出した証明書の証明事項に変更がないと

きは、当該手続については、その旨を申し出て（援用の表示をして）当該証明書の提出を省

略することができます。この場合において、特許庁長官が特に必要と認めるときは証明書の

提出を命ずることができます。対象となる証明書は、上記（A)に述べたものと同様ですが、

本項では前項（特施規１０(１)）の規定により既に援用された証明書（原本）についても対

象とするとしています。 

― 521 ―



 

- 522 - 

 

 

６６．．押押印印及及びび署署名名、、電電子子手手続続ににおおけけるる本本人人確確認認等等  

(１) 書面への押印及び署名 

「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」（令和

２年１２月２８日施行）により、施行日以降に特許庁に提出する書面において、一部の申請手

続を除き、押印は不要になりました。 

押印を存続する手続については、実印又は実印により証明可能な法人の代表者印での手続が

必要です。詳細につきましては、以下リンク先をご確認ください。

https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/oin-minaoshi.html 

押印を存続する手続において、外国人は、押印に代えて署名をすることができます。当該署

名については、本人確認ができる措置を求めています。詳細につきましては、以下リンク先を

ご確認ください。 

https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/shomei_kakunin.html 

  なお、特許庁に提出する書類のうち、現在押印を求められている証明書等を、電子特殊申請

により提出する際には、押印に代えて電子署名が必要となります。正しく電子署名が付与され

ていない場合、手続補正指令又は手続の却下の対象となります。電子署名の付与にはデジタル

庁GPKI電子署名アプリをご利用ください。詳細につきましては、以下リンク先をご確認くださ

い。 

https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/pcinfo/shien/gpki-app-forjpo.html 

 

 (２) 電子手続における本人確認等 

特例法施行後においては、特定手続である出願、及びその出願に係る手続における本人確認

は次の方法により行っています。 

① 電子手続 

＜インターネット出願＞ 

イ．回線について 

インターネットに接続されたネットワークを利用しています。 

ロ．本人認証方法 

申請人識別番号と、利用者が事前に登録した「電子証明書」の組み合わせが、手続毎に

行われるクライアント認証で使用される利用者の「電子証明書」と一致し、かつその電子

証明書の信頼性をブリッジ認証局に問い合わせて確認しています。 

 

７７．．提提出出のの効効力力発発生生  

(１) 書面手続における効力発生時期  

特許等関係法令には、書面手続に係る書面の提出（差出）の効力発生時期について、一般原

則的な規定は設けられていません。 

特許法第１９条（商標法第７７条第２項において準用）では、原則到達主義によることを前

提として、願書又は提出の時期的制限が定められている書面の提出について、郵送により行わ

れた場合のその効力の生じる時期を規定しています。その時期は、願書等を郵便局に差し出し
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た際に発行される郵便物の受領証により証明された日時、その郵便物の通信日付印により表示

された日時等です。 

(２)  電子手続における効力発生時期 

オンライン手続においては、特許庁のファイルへの記録の完了時点をもって特許庁に到達し

たものとみなされます（特例法３(２)）。 

 

８８．．期期  間間  

(１) 期間の種類  

① 法定期間 

手続をすべき特許法等の法律又はこれらの法律に基づく命令により定められている期間 

② 指定期間 

手続をすべき期間が特許庁長官、審判長、審査官等により指定される期間 

(２) 期間の計算（特３を準用） 

① 期間の計算は、次の規定によります。 

ａ．期間の初日は算入しません。ただし、その期間が午前０時から始まるときは算入しま

す。 

ｂ．指定期間は、特許庁から当該書面を発送した日の翌日から起算します。 

ｃ．期間の定め方を月又は年でしたときは、暦に従います。月又は年の始めから起算しない

ときは、その期間は、最後の月又は年におけるその起算日に応当する日の前日で満了し

ます。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日で満了します。 

１０月１０日（起算日）から３か月→１月 ９日（月の途中から起算する例） 

１０月３０日（起算日）から４か月→２月２８日（応答日がない場合の例（うるう年

の場合は２月２９日）） 

② 出願、請求その他の特許に関する手続についての期間の末日が、行政機関の休日に関する

法律に規定する日（日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、１２月２９

日から１２月３１日まで、１月２日、３日）に当たるときは、その翌日をもってその末日と

します。 

なお、特許法４条及び５条の規定による期間の延長をした場合において、もとの期間の末

日が行政機関の休日に当たったときは、その翌日をもとの期間の末日とせずに、もとの末日

から延長する期間の計算がされます。 

 

９９．．期期間間のの延延長長  

(1) 指定期間の延長（特５を準用）  

次に掲げる書類その他の物件の提出について、指定期間内に対応できない場合には、請求に

より指定期間の延長が認められます。なお、請求のための合理的な理由は不要です。 

①  商標法第１５条の２及び同法第１５条の３の規定に基づく意見書 

② 商標法第８条第４項の規定に基づく指令書（協議命令）に応答する書類 
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③ 商標法第５条の２第２項の規定に基づく命令書（補完命令）に応答する書類 

④ 商標法第７７条第２項において準用する特許法第１９４条に基づく物件提出書 

ａ．指定期間内に行う期間延長請求 

・手続すべき者が国内居住者及び在外者である場合のいずれも、１通の請求で１月の期間

延長が認められます。 

・提出できる期間延長請求書は、国内居住者及び在外者ともに１通のみです。 

・指定期間内に行う期間の延長請求をするときは、「【請求の内容】」の欄には、「指定

期間の１月の延長を求める。」のように記載します。 

・手数料は、２，１００円です。 

ｂ．指定期間経過後（指定期間に２月を加えた期間内）に行う期間延長請求 

・手続すべき者が国内居住者及び在外者である場合のいずれも、１通の請求で２月の期間

延長が認められます。 

・提出できる期間延長請求書は、国内居住者及び在外者ともに１通のみです。 

・指定期間経過後に行う期間の延長請求をするときは、「【書類名】」を「期間延長請求

書（期間徒過）」とし、「【請求の内容】」の欄には、「指定期間の２月の延長を求

める。」のように記載します。 

・手数料は、４，２００円です。 

 

また、指定期間内の延長請求（１月）と期間経過後の延長請求（２月）の併用も認められ

ます。したがって、最長で、当初指定期間に３月を加えた期間の延長が可能です。 

ただし、当初の指定期間内又は指定期間内に延長請求した場合の延長された指定期間内に

おいて意見書を提出したときは、指定期間経過後の延長請求を行うことはできません。 
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第第七七節節    拒拒絶絶理理由由通通知知にに対対すするる応応答答ににつついいてて  

 

ⅠⅠ  拒拒絶絶理理由由のの通通知知（（商商１１５５のの２２））  

当該出願について拒絶すべき旨の理由があるときは、出願人に対して拒絶の理由が通知されま

す。これに対して意見があるときは、出願人は指定された期間内に意見書を提出することができま

す。 

ⅡⅡ  意意見見書書のの様様式式  

意見書は、次の様式により作成します。 

商施規様式第１１の３（第９条の５関係） 

 

【書類名】  意見書  

（【提出日】  令和  年  月  日） 

【あて先】  特許庁審査官     殿 

     （特許庁審判長殿） 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【商標登録出願人】 

（【識別番号】） 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

（【代表者】）                       

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                    

【発送番号】 

【意見の内容】 

【証拠方法】 

【提出物件の目録】 

〔備 考〕 

１ 「【あて先】」は、特許庁審査官による命令の場合はその命令を発した特許庁審査官、特許

庁審判長による命令の場合はその命令を発した特許庁審判長とする。 

２ 「【事件の表示】」の欄は、次の要領で記載する。 

イ 「【出願番号】」には、「商願○○○○－○○○○○○」、「国際登録第○○○○○○○

号」又は「○○○○年○○月○○日に事後指定が記録された国際登録第○○○○○○○号」

のように記載する。 

ロ 書換登録申請については、「【出願番号】」を「【申請番号】」とし、「書換○○○○－

○○○○○○」のように書換登録申請の番号を記載する。 

代理人手続の場合、商標登録出願人が法人であるときは、 

【代表者】の欄は不要です。 
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ハ 審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄に「【審判番号】」の欄を設

け、「不服○○○○－○○○○○」のように審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」

の欄に出願の番号（書換登録申請に対する審判にあっては、「【申請番号】」の欄に申請の

番号）を記載する。 

３ 審判に係属中は､「【商標登録出願人】」を「【審判請求人】」とし、書換申請について

は、「【書換登録申請者】」と記載する。 

４ 「【発送番号】」の欄には､拒絶理由通知書等に記載された発送の番号を記載する。拒絶理

由通知書が二通送付された場合には、いずれか一つの番号を記載する。 

５ その他は、様式第２の備考１から４まで、20 から 22 まで、26、29 から 31 まで及び 40 から

44 まで並びに様式第 10の備考２、４及び５と同様とする。 

 

ⅢⅢ  指指定定期期間間のの延延長長  

１．拒絶理由通知に対する期間延長 

拒絶理由通知の応答期間内に対応できない場合には、以下のとおり応答期間の延長が認められま

す。なお、請求のための合理的な理由は不要です。 

（１）指定期間内に行う期間延長請求 

・手続すべき者が国内居住者及び在外者である場合のいずれも、１通の請求で１月の期間延

長が認められます。 

・提出できる期間延長請求書は、国内居住者及び在外者ともに１通のみです。 

・指定期間内に行う期間の延長請求をするときは、「【請求の内容】」の欄には、「指定期

間の１月の延長を求める。」のように記載します。 

・手数料は２，１００円です。 

（２）指定期間経過後（指定期間に２月を加えた期間内）に行う期間延長請求 

・手続すべき者が国内居住者及び在外者である場合のいずれも、１通の請求で２月の期間延

長が認められます。 

・提出できる期間延長請求書（期間徒過）は、国内居住者及び在外者ともに１通のみです。 

・指定期間経過後に期間の延長請求をするときは、「【書類名】」を「期間延長請求書（期

間徒過）」とし、「【請求の内容】」の欄には、「指定期間の２月の延長を求める。」の

ように記載します。 

・手数料は４，２００円です。 

 

また、指定期間内の延長請求（１月）と期間経過後の延長請求（２月）の併用も認められます。

したがって、最長で、当初指定期間に３月を加えた期間の延長が可能です。 

ただし、当初の応答期間内又は応答期間内に延長請求した場合の延長された応答期間内に意見書

を提出したときは、応答期間経過後の延長請求はできません。 
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第第八八節節    手手続続のの却却下下とと補補正正指指令令  

  

ⅠⅠ  手手続続のの却却下下とと補補正正指指令令  

１． 不適法な手続であって、その不備を補正により解消をすることができないものについては、 

その手続が却下されます。（特１８の２(１)を準用）。 

２．方式要件を満たしていない手続は、その不備を解消するよう、手続の補正が命じられます（特

１７（３）を準用）。 

 

ⅡⅡ  不不適適法法なな手手続続のの却却下下  

１１．．却却下下理理由由通通知知  

不適法な手続（申請）であって、その補正をすることができないものについて、当該手続（申

請）を却下するときは、手続（申請）をした者に対し処分に係る理由を通知し、相当の期間（国

内在住者、国外在住者とも３０日）を指定して弁明を記載した書面（弁明書）を提出する機会

が与えられます（特１８の２(２)を準用）。 

 

２２．．却却下下さされれるる手手続続  

＊願書及びその添付書類（願書に添付した書面全体から特定することができるときを除く）。 

なお、商標法第５条の２第１項に該当するときは、同条２項の規定により補完を命ずるも

のとします。 

（（共共通通事事項項））  

(1) 日本語で書かれていない書面をもって出願をしたとき（特施規２(１)を準用）。 

(2) 在外者が日本国内に住所（居所）を有する代理人によらないで出願をしたとき（特８(１)

を準用）。 

(3) 出願をすることができる時又は期間が商標法により定められている場合においてその時

又はその期間外に出願をしたとき（商１０(１)等）。 

(4) 原出願の出願人以外の者が、分割・変更に係る出願又は補正却下後の新出願をしたとき

（商１０(１)等）。 

(5) 分割・変更に係る出願において、原出願が共同出願の場合で、原出願の出願人全員で行

っていないとき（ただし、代理権が確認できる代理人又はもとの出願の代理人による手続

であって、出願書面作成時に脱漏したことが明らかな場合を除く。）。 

(6) いずれの種類の出願であるか不明な出願をしたとき。 

(7) 出願人の識別番号及び氏名（名称）のいずれも記載されていない書面をもって出願をし

たとき（商５(１)）。 

（（商商標標登登録録出出願願））  

(8) 団体商標登録出願において、商標法第７条第１項に規定する一般社団法人その他の社団

（法人格を有しないもの及び会社を除く。）若しくは事業協同組合その他の特別の法律に

より設立された組合（法人格を有しないものを除く。）又はこれらに相当する外国の法人

以外の者が出願をしたとき（願書に添付された書面全体から出願書面作成時に誤記したこ
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とが明らかな場合を除く。）。（商７(１)） 

(9) 地域団体商標登録出願において、商標法第７条の２第１項に規定する「事業協同組合そ

の他の特別の法律により設立された組合（法人格を有しないものを除き、当該特別の法律

において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加

入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定

めのあるものに限る。）、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法（平成１０

年法律第７号）第２条第２項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の

法人」以外の者（個人、会社等）が出願したとき（願書に添付された書面全体から出願書

面作成時に誤記したことが明らかな場合を除く。）。（商７の２(１)） 

（（防防護護標標章章登登録録にに基基づづくく権権利利のの存存続続期期間間のの更更新新登登録録出出願願））  

(10) 防護標章登録の登録番号を記載しないで防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新

登録出願をしたとき(願書に添付された書面全体から当該登録番号が特定できるときを除

く。）（商６５の３(１)）。 

 

＊願書以外の出願書類 

(1) 提出の趣旨の不明な書類その他の物件をもって手続したとき。 

(2) 代表者選定の届出がされている場合において、代表者以外の者が手続をしたとき（手続

の効果が本人にのみ及ぶ手続を除く。）。 

(3) 出願人以外の者が手続をしたとき（代理権が確認できる代理人による手続であって、手

続書面作成時に誤記したことが明らかな場合を除く。）。 

(4) 査定謄本の送達後又は出願却下の処分の謄本送達後に、意見書、物件提出書を提出した

とき。 

(5) 不適法な手続として却下された出願について手続したとき、出願が放棄され、取り下げ

られ、若しくは却下された後に手続をしたとき、又は出願について拒絶査定が確定（審決

の確定による場合を含む。）し、若しくは設定の登録がされた後に手続をしたとき（設定

の登録後にした代理人選任等の届出、包括委任状の援用の制限の届出を除く。）。 

(6) 手続却下又は出願却下の処分の送達後（同日含む）に当該手続又は出願に対し手続補正

書等を提出したとき（弁明書等により手続却下の謄本の送達前の提出であることを証明し

た場合を除く。）。 

(7) 法定期間若しくは指定期間につき延長を請求した場合において、その期間の延長が法律

上許されないものであるとき、又はその期間満了後に延長を請求したとき。 

(8) パリ条約による優先権主張の手続において、出願と同時にその旨並びに優先権の基礎と

なる出願に係る国名及び出願の年月日を記載した書面を提出しないとき。 

(9) パリ条約による優先権主張の手続において、商標登録出願の日から３月を経過して優先

権証明書を提出したとき。 

(10) 過誤納の手数料の返還について、既納手数料返還請求書を手数料を納付した日から１年

を経過して提出したとき（商標法第７６条第９項の規定が適用された場合を除きます。）。 

(11) 商標登録出願時の特例規定の適用を受けるための手続において、出願時の特例証明書提
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出書を商標登録出願の日から３０日を経過して提出したとき。 

(12) 手続が以下に該当するとき。 

①手続補正書（手続補完書）に補正の内容（補完の内容）の記載がないとき（補正方法

が「削除」のときを除く。）又は添付すべき書面が添付されていないとき（物件の提出

をその内容とする場合に限る。）。 

②意見書に意見の内容の記載がないとき。 

③物件の提出を目的とする手続（優先権証明書提出書等）に物件が添付されていないと

き。） 

④代表者選定届に何人が代表者となったかの記載がないとき（手続書面全体から特定す

ることができるときを除く。）。 

⑤出願人名義変更届が、以下に該当するとき（手続書面全体から特定することができる

ときを除く。）。 

イ 出願人名義変更届に承継人の識別番号及び氏名又は名称のいずれも記載がないと

き。 

ロ 団体商標登録出願に提出された出願人名義変更届の承継人が、一般社団法人その

他の社団（法人格を有しないもの及び会社を除く。）若しくは事業協同組合その他

の特別の法律により設立された組合（法人格を有しないものを除く。）又はこれら

に相当する外国の法人以外の者であるとき。 

ハ 地域団体商標登録出願に提出された出願人名義変更届の承継人が、事業協同組合

その他の特別の法律により設立された組合（法人格を有しないものを除き、当該特

別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒

み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付

してはならない旨の定めのあるものに限る。）、商工会、商工会議所若しくは特定

非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定する特定非営利活

動法人又はこれらに相当する外国法人以外の者（個人、会社等）であるとき。 

⑥代理人受任の届出書に受任した代理人の識別番号及び氏名又は名称のいずれも記載が

ないとき（手続書面全体から特定することができるときを除く。）。 

⑦代理人選任（代理人変更、代理権変更、代理権消滅）の届出書に選任した代理人の識

別番号及び氏名又は名称のいずれも記載がないとき（手続書面全体から特定することが

できるときを除く。）。 

⑧包括委任状援用制限届に援用を制限した代理人の記載がないとき。 

⑨手続補足書に補足の内容の記載がないとき、又は添付すべき書面が添付されていない

とき（物件の提出をその内容とする場合に限る。） 

⑩手数料の補正のみをする手続補正書が、次に該当するとき。 

イ 予納を利用する場合 

a．予納台帳番号が記載されていないとき。 

b．手続をする者（代理人があるときはその代理人）が手続補正書に記載した予納台帳

番号の予納台帳の予納者でないとき。 
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c．予納台帳の残高が不足することにより、予納額から手数料の納付に充てることが全

くできないとき。 

ロ 特許印紙により納付する場合 

特許印紙を全く貼付しないで手続したとき。 

ハ 現金（電子現金）により納付する場合 

納付の事実が存在しない又は使用済み若しくは返還済みのとき。 

ニ 口座振替により納付する場合 

a．書面による手続補正書において口座振替による納付の申出をしたとき。 

b．手続をする者（代理人によるときはその代理人）が手続補正書に記載した振替番号

を付与された者でないとき。 

c．預金口座又は貯金口座の残高の不足等により、手数料の振替ができないとき。 

ホ 指定立替納付者により納付する場合 

a．書面による手続補正書において指定立替納付者による納付の申出をしたとき（当該

申出を特許庁の窓口において手続に係る書面を提出することにより行う場合を除

く。）。 

b．クレジットカードの有効期限が切れている等の事情により、手数料が納付されてい

ないとき。 

⑪共同で行わなければならない手続において、出願人全員で行っていないとき（代理権

が確認できる代理人による手続であって、手続書面作成時に脱漏したことが明らかな場

合を除く。）。 

⑫回復理由書が次に該当するとき。 

イ 救済手続期間外に提出されたとき。 

ロ 回復の理由の記載がされていないとき。 

ハ 所定の期間内に手続をしなかったことが故意によるものであると認められるとき。 

ニ 回復対象となる手続が提出されないとき。 

ホ 回復対象となる手続をすることができる者以外の者が手続をしたとき。 

⑬上記「*願書及びその添付書類」欄の（１）、（２）、（３）は、願書以外の出願書類

に準用する。 
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【却下理由通知書文例】 

却下理由通知書 

令和○○年○○月○○日 

特 許 庁 長 官 

商標登録出願人  ○○○○株式会社 様 

商願○○○○－○○○○○○ 

この出願は、法令で定める要件を満たしていないため却下すべきものと認められます

ので、あらかじめその理由を下記のとおり通知します。 

これについて弁明があれば、この通知書発送の日から３０日以内に、弁明書を提出し

てください。 

記 

 

商標法第77条第２項で準用する特許法第８条第１項の規定により、在外者は商標管理

人によらなければ手続することができません。 

 

 

３３．．弁弁明明書書のの提提出出  

却下理由通知に対しては弁明書を提出することができます。 

弁明書は、商標法施行規則第２２条第１項で準用する特許様式第１５の４により作成します。 
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特許法施行規則様式第15の４ 

【書類名】  弁明書 

（【提出日】  令和  年  月  日） 

【あて先】  特許庁長官      殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【弁明をする者】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

（【代表者】）                      

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                   

【発送番号】 

【弁明の内容】 

【提出物件の目録】 

１ 「【弁明をする者】」の欄に記載すべき者が２人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設

けて記載する。 

【弁明をする者】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【弁明をする者】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

２ その他は、様式第２の備考１から４まで、10から14まで、16から18まで及び22から25まで、様

式第４の備考１、２及び４並びに様式第13の備考９と同様とする。この場合において、様式第13

の備考９中「【補正の内容】」とあるのは「【弁明の内容】」と読み替えるものとする。 

 

４４．．手手続続のの却却下下  

指定した期間内に弁明書の提出がないとき、又は弁明書の提出があっても却下理由が解消でき

ないときは、当該手続（申請）が却下されます（特１８の２(１)を準用）。 

 

 

 

代理人手続の場合、弁明をする者が法人であるときは【代表者】

の欄は不要です。 

― 532 ―



 

- 533 - 

 

 

ⅢⅢ  手手続続のの補補正正指指令令とと却却下下  

１１．．  手手続続補補正正指指令令書書  

方式要件を満たしていない手続は、商標法第７７条で準用する特許法第１７条第３項の規

定に基づき、特許庁長官により手続の補正が命じられます。 

この場合における手続の補正の命令は、次に掲げるような様式によってなされます。 

 

 

手続補正指令書（方式） 

令和○○年○○月○○日 

特 許 庁 長 官 

商標登録出願人○○○○株式会社  様 

 

商願○○○○－○○○○○○に関し 

 

この出願は、法令に定める要件を満たしていないので、この手続補正指令書発送の日から 

１月以内に、下記事項を補正した手続補正書を提出してください。 

この手続補正書の提出がないときは、この出願を却下することになりますのでご注意くだ

さい。 

 

記 

 

１． 商標登録願に記載された出願人の住所又は居所が、識別番号に係る届出のものと相違

します。 

 

２． 本件手数料１２，０００円が納付されていません。 

 

 

２２．．  手手続続補補正正指指令令にに対対すするる手手続続  

手続補正指令に対する手続は、指定された期間内に手続補正書を提出することにより行い

ます。 

 

３３．．  手手続続のの却却下下（（手手続続補補正正指指令令にに応応答答ししなないいとときき））  

特許庁長官は、商標法第７７条で準用する特許法１７条第３項の規定により手続の補正す

べきことを命じた者が、指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を却下するこ

とができます（特１８(１)を準用）。 
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ⅣⅣ  却却下下処処分分にに対対すするる不不服服申申しし立立てて  

却下処分に不服がある場合、当該処分を受けた出願人等は、その処分の送達を受けた日の翌  

日から起算して３月以内に、特許庁長官に対して行政不服審査法による審査請求をすることが

できます（行政不服審査法第８２条）。また、その処分の送達を受けた日の翌日から起算して

６月以内に、国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。）提訴す

ることもできます（行政事件訴訟法第４６条）。（特許法に基づく手続ではありませんので、

手続方法等は行政不服審査法、行政事件訴訟法の規定に従ってください）。 
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第第九九節節  地地域域団団体体商商標標のの手手数数料料のの軽軽減減  

 

ⅠⅠ  福福島島復復興興再再生生特特別別措措置置法法にによよるる手手数数料料のの軽軽減減  

平成２４年３月３１日に福島復興再生特別措置法（平成２４年法律第２５号）が公布されまし

た。この法律は、東日本大震災による地震、津波被害に加えて、原子力災害により深刻かつ多大な

被害を受けた福島の置かれた特殊な諸事情を踏まえ、福島の復興及び再生のための特別の措置を定

め、これを推進することにより、東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の

再生に資するために制定されたものです。 

同法において、福島の復興及び再生のための特別の措置の一つとして、商標法の特例を設けまし

た。これにより、原子力災害に伴う風評被害等によって著しく毀損した福島の農産物、観光等に係

るブランドの再生等を支援することにしています。 

当該特例の具体的な措置は、同法に基づいて、福島県知事が作成し、内閣総理大臣が認定した産

業復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に関する地域団体商標の商標

登録について、その事業の実施期間内に限り、出願手数料・登録料を軽減するものです。 

 

１１．．軽軽減減措措置置にに係係るる要要件件  

（１）出願手数料の軽減を受けられる者（主体に係る要件） 

地域団体商標登録出願人が、福島復興再生特別措置法に規定する商品等需要開拓事業の実施

主体であること。 

 

（２）商品等に係る要件 

認定産業復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体

商標であること。 

※福島特措法第64条第2項及び第3項に規定する認定産業復興再生計画に定められた商品等需要

開拓事業に係る商品又は役務に係るもののみを支援の対象とします。 

そのため、出願人が、当該事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標であることを証する

書面を提出する必要があります。 

 

（３）出願に係る時期的要件 

商品等需要開拓事業の実施期間内に出願するものであること。 

 

２２．．措措置置のの内内容容  

出願手数料：１／２軽減 

 

３３．．軽軽減減のの手手続続  

軽減を受けるためには、地域団体商標登録願（様式見本２）を提出するとともに、出願手数料

軽減申請書（様式見本１）を提出しなければなりません。 
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また、出願手数料軽減申請書には、上記１．（２）の認定産業復興再生計画に定められた商品

等需要開拓事業に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面（様式見本３）を添付し

なければなりません。 

 

様式見本１： 出願手数料軽減申請書 

出願手数料軽減申請書 

（福島復興再生特別措置法第６４条第３項の規定による軽減） 

令和○○年○○月○○日 

あて先 特許庁長官 殿 

 

１．出願の表示  令和  年  月  日提出の地域団体商標登録願 

（整理番号：○○○○） 

 

２．申請人 

識別番号    １２３４５６７８９ 

住所又は居所  ○○県○○市・・・・・ 

氏名又は名称  ○○○○協同組合 

代表者     ○○○○○ 

 

３．代理人 

識別番号 

住所又は居所 

氏名又は名称 

 

４．提出物件の目録 

地域団体商標と商品等需要開拓事業の関連性を証する書面   １ 
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様式見本２：地域団体商標登録願 

【書類名】地域団体商標登録願 

（【整理番号】） 

（【提出日】 令和  年  月  日） 

【あて先】 特許庁長官     殿 

【商標登録を受けようとする商標】 

 

 

 

 

 

 

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 

【第  類】 

【指定商品（指定役務）】 

【商標登録出願人】 

（【識別番号】） 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

（【代表者】）                

【法人の法的性質】 

【代理人】 

（【識別番号】） 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】               

（【手数料の表示】） 

（【予納台帳番号】） 

（【納付金額】） 

【その他】福島復興再生特別措置法第６４条第３項の規定による出願手数料の１／２ 

軽減 （※） 

【提出物件の目録】 

【物件名】商標法第７条の２第１項に規定する組合等であることを証明する書面  １ 

【物件名】商標法第７条の２第２項に規定する地域の名称を含むものであることを証明 

する書面                             １ 
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（※）共同出願の場合に軽減を受ける者の持分について軽減を受ける場合は、【その他】の欄を次

のように記載し、持分証明書を添付してください。 

【その他】福島復興再生特別措置法第64条第3項の規定による出願手数料の1/2軽減 

（○○協同組合 持分○／○） 

〔備考〕 

１  福島復興再生特別措置法第６４条第３項の規定を受けようとするときは、【提出物件の目録】

の欄の前に【その他】の欄を設け、「福島復興再生特別措置法第６４条第３項の規定による出願

手数料の１／２軽減」と記載する。 

２  福島復興再生特別措置法第６４条第５項の規定により共有者ごとに出願手数料の金額（減免を

受ける者にあっては、その減免後の金額）に持分の割合を乗じて得た額を合算して得た金額を納

付するときは、「福島復興再生特別措置法第６４条第３項の規定による出願手数料の１／２軽減

（○○○協同組合持分○／○）」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の

持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載する。 

 

※「商標法第７条の２第１項に規定する組合等であることを証明する書面」として、登記事項証明

書等及び同項定めが規定されている組合等の設立根拠法律の写しがあげられますが、登記事項証明

書については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成１４年法律第１５１号）

第１１条の規定に基づき、特許庁が電子情報処理組織を使用して、証明書面等により確認すべき事

項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、提出を要しません。詳細はｐ664を

ご参照ください。 

 

様式見本３： 地域団体商標と商品等需要開拓事業の関連性を証する書面 

地域団体商標と商品等需要開拓事業の関連性を証する書面 

令和  年  月  日 

１．軽減申請に係る出願の表示 

令和  年  月  日提出の地域団体商標登録願（整理番号：○○○○） 

 

２．申請人 

住所又は居所   ○○県○○市・・・・・ 

氏名又は名称   ○○○○協同組合 

代表者      ○○ ○○           

 

３．地域団体商標と事業に係る商品又は役務との関連性 

当該軽減申請の申請者が実施する商品等需要開拓事業は、内閣総理大臣が 

認定した産業復興再生計画に定められたものであり、△△（地域団体商標） 

を○○という商品（役務）に使用し、その需要を開拓するために、×××× 

という取り組みを実施しているものである。 
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ⅡⅡ  中中小小企企業業地地域域資資源源活活用用促促進進法法にによよるる手手数数料料のの軽軽減減  

中小企業地域資源活用促進法第１０条第１項に規定する認定地域産業資源活用事業に係る商品又

は役務（以下「認定地域産業資源活用商品等」という。）に係る地域団体商標の商標登録につい

て、当該地域団体商標の商標登録を受けようとする者又は登録料を納付すべき者が、当該認定地域

産業資源活用事業の認定地域産業資源活用事業者であって、商標法第７条の２第１項に規定する組

合等である場合には、その認定計画の実施期間内に限り、出願手数料、設定登録料又は更新登録料

が１／２に軽減されます。 

 

１１．． 軽軽減減措措置置にに係係るる要要件件  

（１）出願手数料の軽減を受けられる者 

中小企業地域資源活用促進法第14条第２項に規定される認定地域産業資源活用事業者である

こと。 

 

（２）商品等に係る要件 

認定地域産業支援活用事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標であること。 

※中小企業地域資源活用促進法第6条第1項の認定及び法第7条第1項の変更の認定等に係る認定

計画に従って行われる地域産業資源活用事業に係る商品又は役務に係るもののみが支援の対象

となります。 

そのため、軽減措置を受けるためには、認定計画に地域団体商標の登録を受ける旨を記載す

るとともに、当該事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標であることを証する書面を提出

する必要があります。 

 

（３）出願に係る時期的要件 

認定地域産業資源活用事業の実施期間内に出願するものであること。 

 

２２．．措措置置のの内内容容  

出願手数料：１／２軽減 

 

３３．．軽軽減減のの手手続続  

軽減を受けるためには、地域団体商標登録願（様式見本２）を提出するとともに、出願手数料

軽減申請書（様式見本１）を提出しなければなりません。 

また、出願手数料軽減申請書には、地域団体商標と地域産業資源活用事業の関連性を証する書

面（様式見本３）と認定計画の写し（認定申請書及び地域産業資源活用事業計画に係る認定書の

写し）を添付しなければなりません。 
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様式見本１：出願手数料軽減申請書 

 

出願手数料軽減申請書 

（中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律 

第14条第２項の規定による軽減） 

令和○○年○○月○○日 

あて先 特許庁長官 殿 

 

１．出願の表示   令和  年  月  日提出の地域団体商標登録願 

（整理番号：○○○○） 

 

２．申請人 

識別番号 

住所又は居所 

氏名又は名称 

代表者 

 

３．代理人 

識別番号 

住所又は居所 

氏名又は名称 

 

４．提出物件の目録 

地域団体商標と地域産業資源活用事業の関連性を証する書面  １ 

認定計画の写し  １ 
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様式見本２：地域団体商標登録願 

【書類名】   地域団体商標登録願 

（【整理番号】） 

（【提出日】   令和  年  月  日） 

【あて先】   特許庁長官殿 

【商標登録を受けようとする商標】 

 

 

 

 

 

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 

【第 類】 

【指定商品（指定役務）】 

【商標登録出願人】 

（【識別番号】） 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

（【代表者】）                  

【代理人】 

（【識別番号】） 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                  

（【手数料の表示】） 

（【予納台帳番号】） 

（【納付金額】） 

【その他】中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第14条第

２項の規定による出願手数料の１／２軽減 （※） 

【提出物件の目録】 

【物件名】商標法第７条の２第１項に規定する組合等であることを証明する書面 １ 

【物件名】商標法第７条の２第２項に規定する地域の名称を含むものであることを証

明する書面  １ 
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（※）共同出願の場合に軽減を受ける者の持分について軽減を受ける場合は、【その他】の欄を次

のように記載し、持分証明書を添付してください。 

【その他】中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第14条第２ 

項の規定による出願手数料の１／２軽減（○○協同組合 持分○／○） 

〔備考〕 

１  中小企業地域資源活用促進法第 14 条第２項の規定を受けようとするときは、【提出物件の目

録】の欄の前に【その他】の欄を設け、「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促

進に関する法律第 14 条第２項の規定による出願手数料の１／２軽減」と記載する。 

２  中小企業地域資源活用促進法第 14 条第４項の規定により共有者ごとに出願手数料の金額（軽

減を受ける者にあっては、その軽減後の金額）に持分の割合を乗じて得た額を合算して得た金額

を納付するときは、「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第

14 条第２項の規定による出願手数料１／２軽減（○○協同組合持分○／○）」のように軽減を

受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を軽減を受ける者ごとに行を改めて記

載する。 

※「商標法第７条の２第１項に規定する組合等であることを証明する書面」として、登記事項証明

書等及び同項定めが規定されている組合等の設立根拠法律の写しがあげられますが、登記事項証明

書については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成１４年法律第１５１号）

第１１条の規定に基づき、特許庁が電子情報処理組織を使用して、証明書面等により確認すべき事

項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、提出を要しません。詳細はｐ664を

ご参照ください。 

 

様式見本３：地域団体商標と地域産業資源活用事業の関連性を証する書面 

地域団体商標と地域産業資源活用事業の関連性を証する書面 

令和  年  月  日 

１．軽減申請に係る出願の表示 

令和  年  月  日提出の地域団体商標登録願（整理番号：○○○○） 

 

２．申請人 

住所又は居所    ○○県○○市・・・・・・ 

氏名又は名称    ○○協同組合 

代表者       ○○○○       

 

３．地域団体商標と事業に係る商品又は役務との関連性 

当該軽減申請の申請者が実施する地域産業資源活用事業は、▲▲経済産業局長が認定

した地域産業資源活用事業計画に定められたものであり、△△（地域団体商標）を●●

という商品（役務）に使用し、その需要を開拓する取り組みを実施（認定計画××頁参

照）しているものである。 
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ⅢⅢ  地地域域未未来来投投資資促促進進法法にによよるる手手数数料料のの軽軽減減  

地域未来投資促進法第１８条に規定する承認地域経済牽引事業に係る商品又は役務に係る地域団

体商標の商標登録について、当該地域団体商標の商標登録を受けようとする者又は登録料を納付す

べき者が当該商品又は役務に係る承認地域経済牽引事業の承認地域経済牽引事業者であって、商標

法第７条の２第１項に規定する組合等又は地域未来投資促進法第２３条第１項及び第２項に基づき

商標法第７条の２第１項に規定する「組合等」とみなされた一般社団法人である場合には、承認地

域経済牽引事業計画の計画期間内に限り、出願手数料、設定登録料又は更新登録料が１／２に軽減

されます。 

 

１１．．軽軽減減措措置置にに係係るる要要件件  

（１）出願手数料の軽減を受けられる者 

地域未来投資促進法第24条第2項に規定される承認地域経済牽引事業者であること。 

 

（２）商品等に係る要件 

承認地域経済牽引事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標であること。 

※地域未来投資促進法第13条第1項の承認及び法第14条第1項の変更の承認等に係る承認地域経

済牽引事業計画に従って行われる地域経済牽引事業に係る商品又は役務に係るもののみが支援

の対象となります。 

そのため、当該事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標であることを証する書面を提出

する必要があります。 

 

（３）出願に係る時期的要件 

承認地域経済牽引事業計画の実施期間内に出願するものであること。 

 

２２．．措措置置のの内内容容  

出願手数料：１／２軽減 

 

３３．．軽軽減減のの手手続続  

軽減を受けるためには、地域団体商標登録願（様式見本２）を提出するとともに、出願手数料

軽減申請書（様式見本１）を提出しなければなりません。 

また、出願手数料軽減申請書には、地域団体商標と承認地域経済牽引事業の関連性を証する書

面（様式見本３）と承認地域経済牽引事業計画の写し（地域経済牽引事業計画の承認申請書の写

し及び地域経済牽引事業計画の承認に係る通知書の写し）を添付しなければなりません。 
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様式見本１：出願手数料軽減申請書 

 

出願手数料軽減申請書 

（地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 

第２４条第２項の規定による軽減） 

令和○○年○○月○○日 

あて先 特許庁長官 殿 

 

１．出願の表示   令和  年  月  日提出の地域団体商標登録願 

（整理番号：○○○○） 

 

２．申請人 

識別番号 

住所又は居所 

氏名又は名称 

代表者 

 

３．代理人 

識別番号 

住所又は居所 

氏名又は名称 

 

４．提出物件の目録 

地域団体商標と承認地域経済牽引事業の関連性を証する書面  １ 

承認地域経済牽引事業計画の写し（地域経済牽引事業計画の承認申請書の写し及び地

域経済牽引事業計画の承認に係る通知書の写し）  １ 
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様式見本２：地域団体商標登録願 

【書類名】   地域団体商標登録願 

（【整理番号】） 

（【提出日】   令和  年  月  日） 

【あて先】   特許庁長官殿 

【商標登録を受けようとする商標】 

 

 

 

 

 

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 

【第 類】 

【指定商品（指定役務）】 

【商標登録出願人】 

（【識別番号】） 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

（【代表者】）                  

【代理人】 

（【識別番号】） 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                  

（【手数料の表示】） 

（【予納台帳番号】） 

（【納付金額】） 

【その他】地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第２４

条第２項の規定による出願手数料の１／２軽減 （※） 

【提出物件の目録】 

【物件名】商標法第７条の２第１項に規定する組合等であることを証明する書面 １ 

【物件名】商標法第７条の２第２項に規定する地域の名称を含むものであることを証

明する書面 １ 
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（※）共同出願の場合に軽減を受ける者の持分について軽減を受ける場合は、【その他】の欄を次

のように記載し、持分証明書を添付してください。 

【その他】地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第２４条 

第２項の規定による出願手数料の１／２軽減（一般社団法人○○ 持分○／○） 

〔備考〕 

１  地域未来投資促進法第２４条第２項の規定を受けようとするときは、【提出物件の目録】の欄

の前に【その他】の欄を設け、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関

する法律第２４条第２項の規定による出願手数料の１／２軽減」と記載する。 

２  地域未来投資促進法第２４条第４項の規定により共有者ごとに出願手数料の金額（軽減を受け

る者にあっては、その軽減後の金額）に持分の割合を乗じて得た額を合算して得た金額を納付す

るときは、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第２４条第

２項の規定による出願手数料１／２軽減（一般社団法人○○ 持分○／○）」のように軽減を受

ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を軽減を受ける者ごとに行を改めて記載

する。 

※「商標法第７条の２第１項に規定する組合等であることを証明する書面」として、登記事項証明

書等及び同項定めが規定されている組合等の設立根拠法律の写しがあげられますが、登記事項証明

書については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成１４年法律第１５１号）

第１１条の規定に基づき、特許庁が電子情報処理組織を使用して、証明書面等により確認すべき事

項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、提出を要しません。詳細はｐ664を

ご参照ください。 

 

様式見本３：地域団体商標と承認地域経済牽引事業の関連性を証する書面 

地域団体商標と承認地域経済牽引事業の関連性を証する書面 

令和  年  月  日 

１．軽減申請に係る出願の表示 

令和  年  月  日提出の地域団体商標登録願（整理番号：○○○○） 

 

２．申請人 

住所又は居所    ○○県○○市・・・・・・ 

氏名又は名称    ○○○○ 

代表者       ○○○○       

 

３．地域団体商標と事業に係る商品又は役務との関連性 

当該軽減申請の申請者が実施する承認地域経済牽引事業は、▲▲県知事が承認した承

認地域経済牽引事業計画に定められたものであり、△△（地域団体商標）を●●という

商品（役務）に使用し、その需要を開拓する取り組みを実施（承認地域経済牽引事業計

画××頁参照）しているものである。 
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ⅣⅣ  アアイイヌヌ施施策策推推進進法法にによよるる手手数数料料のの軽軽減減  

アイヌ施策推進法第１２条第１項に規定する認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需

要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録について、当該地域団体商標の商標

登録を受けようとする者又は登録料を納付すべき者が、当該商品又は役務に係る商品等需要開拓事

業の実施主体であって、商標法第７条の２第１項に規定する組合等である場合には、当該商品等需

要開拓事業の実施期間内に限り、出願手数料、設定登録料又は更新登録料が１／２に軽減されま

す。 

 

１１．．軽軽減減措措置置にに係係るる要要件件  

（１）出願手数料の軽減を受けられる者 

アイヌ施策推進法に規定される商品等需要開拓事業の実施主体であること。 

 

（２）商品等に係る要件 

認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地

域団体商標であること。 

※アイヌ施策推進法第18条第2項及び第3項に規定する認定アイヌ施策推進地域計画に記載され

た商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係るもののみを支援の対象とします。 

そのため、出願人が、当該事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標であることを証する

書面を提出する必要があります。 

 

（３）出願に係る時期的要件 

商品等需要開拓事業の実施期間内に出願するものであること。 

 

２２．．措措置置のの内内容容  

出願手数料：１／２軽減 

 

３３．．軽軽減減のの手手続続  

軽減を受けるためには、地域団体商標登録願（様式見本２）を提出するとともに、出願手数料

軽減申請書（様式見本１）を提出しなければなりません。 

また、出願手数料軽減申請書には、地域団体商標と商品等需要開拓事業の関連性を証する書面

（様式見本３）を添付しなければなりません。 
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様式見本１：出願手数料軽減申請書 

 

出願手数料軽減申請書 

（アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 

第１８条第３項の規定による軽減） 

令和○○年○○月○○日 

あて先 特許庁長官 殿 

 

１．出願の表示   令和  年  月  日提出の地域団体商標登録願 

（整理番号：○○○○） 

 

２．申請人 

識別番号 

住所又は居所 

氏名又は名称 

代表者 

 

３．代理人 

識別番号 

住所又は居所 

氏名又は名称 

 

４．提出物件の目録 

地域団体商標と商品等需要開拓事業の関連性を証する書面  １ 
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様式見本２：地域団体商標登録願 

【書類名】   地域団体商標登録願 

（【整理番号】） 

（【提出日】   令和  年  月  日） 

【あて先】   特許庁長官殿 

【商標登録を受けようとする商標】 

 

 

 

 

 

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 

【第 類】 

【指定商品（指定役務）】 

【商標登録出願人】 

（【識別番号】） 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

（【代表者】）                  

【代理人】 

（【識別番号】） 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                  

（【手数料の表示】） 

（【予納台帳番号】） 

（【納付金額】） 

【その他】アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法

律第１８条第３項の規定による出願手数料の１／２軽減 （※） 

【提出物件の目録】 

【物件名】商標法第７条の２第１項に規定する組合等であることを証明する書面 １ 

【物件名】商標法第７条の２第２項に規定する地域の名称を含むものであることを証

明する書面  １ 

 

（※）共同出願の場合に軽減を受ける者の持分について軽減を受ける場合は、【その他】の欄を次

のように記載し、持分証明書を添付してください。 

【その他】アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律

第１８条第３項の規定による出願手数料の１／２軽減（○○協同組合 持分○／○） 
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〔備考〕 

１  アイヌ施策推進法第１８条第３項の規定を受けようとするときは、【提出物件の目録】の欄の

前に【その他】の欄を設け、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推

進に関する法律第１８条第３項の規定による出願手数料の１／２軽減」と記載する。 

２  アイヌ施策推進法第１８条第５項の規定により共有者ごとに出願手数料の金額（軽減を受ける

者にあっては、その軽減後の金額）に持分の割合を乗じて得た額を合算して得た金額を納付する

ときは、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律第１

８条第３項の規定による出願手数料１／２軽減（○○協同組合持分○／○）」のように軽減を受

ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を軽減を受ける者ごとに行を改めて記載

する。 

 

※「商標法第７条の２第１項に規定する組合等であることを証明する書面」として、登記事項証明

書等及び同項定めが規定されている組合等の設立根拠法律の写しがあげられますが、登記事項証明

書については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成１４年法律第１５１号）

第１１条の規定に基づき、特許庁が電子情報処理組織を使用して、証明書面等により確認すべき事

項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、提出を要しません。詳細はｐ664を

ご参照ください。 

 

様式見本３：地域団体商標と商品等需要開拓事業の関連性を証する書面 

地域団体商標と商品等需要開拓事業の関連性を証する書面 

令和  年  月  日 

１．軽減申請に係る出願の表示 

令和  年  月  日提出の地域団体商標登録願（整理番号：○○○○） 

 

２．申請人 

住所又は居所    ○○県○○市・・・・・・ 

氏名又は名称    ○○○○ 

代表者       ○○○○       

 

３．地域団体商標と事業に係る商品又は役務との関連性 

当該軽減申請の申請者が実施する商品等需要開拓事業は、内閣総理大臣が認定した

アイヌ施策推進地域計画（令和〇年〇月〇日 ××県××市申請に対する･･･計画）に

記載されたものであり、△△（地域団体商標）を○○という商品（役務）に使用し、

その需要を開拓するために、××××という取り組みを実施しているものである。 
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第六章  出 願 の 補 助 的 手 続 
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第第一一節節  出出願願書書類類等等のの閲閲覧覧及及びび交交付付  

 

何人も、特許庁長官に対して、提出した書類等の閲覧の請求ができます（特186(1)、実55(1)、

意63(1)、商72(1）。（注１） 

また、ファイルに記録されている事項（オンラインシステムを使用して行われた手続、磁気ディ

スクの提出により行われた手続、書面の提出により行われた手続、さらにはオンラインシステムを

使用して行われた処分等、文書をもって行われた処分等）又は特許（登録）原簿等に記録されてい

る事項を対象として、オンラインシステムを使用して行う閲覧及び交付を請求することができます

（特例法12）。 

（注１）最終処分確定後、権利期間及び保存期間を経過して書類（包袋等）が廃棄処分となっ

たものは除きます。また、特許庁の執務に支障があるときは、閲覧の日時を別に指定

することがあります。 

 

ただし、以下の①ないし⑦に該当する者以外は、閲覧及び交付の請求をすることができません。 

 

① 特許出願に関する書類については、出願公開又は特許権の登録がされていない出願（拒絶査

定不服審判に係属中であっても同様）の出願人、出願人代理人、審判請求人、審判請求人代理

人、利害関係人（注２） 

② 実用新案登録出願に関する書類については、実用新案権の登録がされていない出願の出願 

人、出願人代理人、利害関係人（注２）  

③ 意匠登録出願に関する書類については、意匠権の登録がされていない出願（拒絶査定不服審

判又は補正却下決定不服審判に係属中であっても同様）及び秘密意匠（意匠法第14条第1項に

よる秘密にすることを請求した意匠）の出願人、出願人代理人、審判請求人、審判請求人代理

人、意匠権者、利害関係人（注２） 

（注２）利害関係人とは 

(ｲ) 閲覧等につき出願人（秘密意匠は権利者）の同意を得た者 

(ﾛ) 拒絶理由通知の理由中に引例された出願について、拒絶理由通知を受けた出願人又は

その代理人 

(ﾊ) 出願公開前又は登録前の出願人、又は秘密意匠の権利者から、その発明、考案又は意

匠の実施について警告等を受けた者 

(ﾆ) 秘密意匠又はその意匠と同一若しくは類似の意匠に関する審査、審判、再審又は訴訟

の当事者又は参加人 

④ 無効審判等又は判定に係る書類であって、当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載され

た旨の申し出があったものは、当事者、参加人又は提出者より同意を得た者 

⑤ 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれのあるものは、書類の提出者又は提出者の同意を

得た者 

⑥ 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのあるものは、書類を提出した者 
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⑦ 延長の理由を記載した資料に記載されている事項のうち、延長登録出願人（拒絶査定不服審

判の審判請求人）から営業秘密が記載されている旨の申出があった事項で、特許庁長官が認め

た事項は、出願人（審判請求人）、出願人（審判請求人）代理人、利害関係人（注３） 

（注３）利害関係人とは 

(ｲ) 閲覧等につき出願人の同意を得た者 

(ﾛ) 当該延長登録出願に係る無効審判の請求人又はその代理人であって、審理上その者に

閲覧等を認めることが必要であると認められる者 

 

 また、特許出願に係る明細書等に、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び

国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載されているか否かにかかわらず、特許

庁長官が経済安全保障推進法第 66条第１項本文若しくは第２項の規定による送付をする場合に該

当しないと判断するまでの間又は同法第 67 条で規定する内閣総理大臣による保全審査により、当

該発明に係る情報の保全をすることが適当と認められるかどうかについての判断がなされるまでの

間は、当該特許出願に係る認証付きファイル記録事項記載書類の交付について、発行制限します。 

 なお、経済安全保障推進法が根拠の書類は「１．特許及び実用新案(1)書類の閲覧」に準じて閲

覧請求が可能です。 

 

１１．．特特許許及及びび実実用用新新案案  

((11))  書書類類のの閲閲覧覧（（平平成成２２年年1111月月3300日日以以前前のの出出願願書書類類））  

① 閲覧の方法 

特許庁の閲覧窓口で書面により閲覧請求をし、請求した事件の書類の閲覧を行います。 

② 閲覧請求の手続 

閲覧窓口に備え付けの「閲覧請求書」に出願番号、特許（登録）番号及び審判請求があった

書類には審判番号等の事件を特定し、請求人の氏名（名称）（法人にあっては代表者の氏名も

記載）、住所（居所）、電話番号及び請求の年月日を記載して、適正の手数料を納付して請求

します。 

③ 手数料額 １件につき 1,500円 

 

((22))  フファァイイルルにに記記録録さされれてていいるる事事項項のの閲閲覧覧  （（平平成成２２年年1122月月１１日日以以降降のの出出願願書書類類））  

［［オオンンラライインンにによよるる閲閲覧覧請請求求］］  

① 閲覧の方法 

オンラインシステムを使用して閲覧請求をし、請求をした者の入出力装置の映像面に表示し

て閲覧を行います。 

② 閲覧請求の手続 

「ファイル記録事項の閲覧（縦覧）請求書」（文例１参照）に出願番号、請求人の識別番

号、住所又は居所、氏名又は名称、法人にあっては代表者の氏名を記録して請求します。 

（注）オンラインシステムを使用して閲覧請求を行う場合には、事前手続が必要です。（詳し

くは第一章第二節「オンラインシステムを使用して行う手続」を参照してください。） 
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③ 手数料額 １件につき 600円 

※無料の期間[特許] 特許公報発行の日から１年間は無料です（手数料令５(2)）。 

 

［［書書面面にによよるる閲閲覧覧請請求求］］  

① 閲覧の方法 

特許庁の閲覧窓口で書面により閲覧請求をし、特許庁の使用に係る入出力装置の映像面に表

示して閲覧を行います。 

② 閲覧請求の手続 

閲覧窓口に備え付けの「ファイル記録事項の閲覧（縦覧）請求書」に出願番号、請求人の識

別番号、住所又は居所、氏名又は名称（法人にあっては代表者の氏名も記載）、及び請求の年

月日、を記載して、適正の手数料を納付して請求します。 

③ 手数料額 １件につき 900円 

※無料の期間［特許］ 特許公報発行の日から１年間は無料です（手数料令５(2)）。 

 

((33))  フファァイイルルにに記記録録さされれてていいるる事事項項のの書書類類のの交交付付（（平平成成２２年年1122月月１１日日以以降降のの出出願願書書類類））  

［［オオンンラライインンにによよるる交交付付請請求求］］  

① 交付請求の方法 

オンラインシステムを使用し、書類の交付請求を行います。 

② 交付請求の手続 

「ファイル記録事項記載書類の交付請求書」（文例３参照）に出願番号、請求人の識別番

号、住所又は居所、氏名又は名称、法人にあっては代表者の氏名を記録して請求します。 

【交付方法】の欄は、当該書類の交付を特許庁の窓口で受ける場合には「手交」、郵送で受

ける場合には「郵送」と記録します。 

また、認証を求める場合には「認証付ファイル記録事項記載書類の交付請求書」（文例７参

照）の様式により書類の交付請求を行います。 

（注）オンラインシステムを使用して交付請求を行う場合には、事前手続が必要です。（詳し

くは第一章第二節「オンラインシステムを使用して行う手続」を参照してください。） 

③ 手数料額 １件につき 1,000円 

 

［［書書面面にによよるる交交付付請請求求］］  

① 交付請求の方法 

特許庁の閲覧窓口又は郵送により書類の交付請求を行います。 

② 交付請求の手続 

「ファイル記録事項記載書類の交付請求書」（文例４参照）に提出年月日、出願番号、請求

人の識別番号（識別番号が付与されている場合）、住所又は居所、氏名又は名称（法人にあっ

ては代表者の氏名も記載します）、電話番号、連絡先を記載して、適正の手数料を納付して請

求します。 

【交付方法】の欄は、当該書類の交付を特許庁の窓口で受ける場合には「手交」、郵送で受
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ける場合には「郵送」と記載します。 

また、認証を求める場合には「認証付ファイル記録事項記載書類の交付請求書」（文例８参

照）の様式により書類の交付請求を行います。 

③ 手数料額 １件につき 1,300円 

 

２２．．意意匠匠及及びび商商標標  

((11))  書書類類のの閲閲覧覧（（平平成成1111年年1122月月3311日日以以前前のの出出願願書書類類、、意意匠匠ののひひなな形形又又はは見見本本及及びび商商標標法法第第５５条条第第

４４項項のの物物件件））  

① 閲覧の方法 

特許庁の閲覧窓口で書面により閲覧請求をし、請求した事件の書類の閲覧を行います。 

② 閲覧請求の手続 

閲覧窓口に備え付けの「閲覧請求書」に出願番号、登録番号及び審判請求があった書類には

審判番号等の事件を特定し、請求人の氏名（名称）（法人にあっては代表者の氏名も記載）、

住所（居所）、電話番号及び請求の年月日を記載して、適正の手数料を納付して請求します。 

③ 手数料額 １件につき 1,500円 

※縦覧の期間［商標法第５条第４項の物件］ 商標公報発行の日から２月間は無料です（商

標法18(4)）。 

 

((22))  フファァイイルルにに記記録録さされれてていいるる事事項項のの閲閲覧覧（（縦縦覧覧））（（平平成成1122年年１１月月１１日日以以降降のの出出願願書書類類））  

［［オオンンラライインンにによよるる閲閲覧覧請請求求］］  

① 閲覧の方法 

オンラインシステムを使用して閲覧請求をし、請求をした者の入出力装置の映像面に表示し

て閲覧を行います。 

② 閲覧請求の手続 

「ファイル記録事項の閲覧（縦覧）請求書」（文例１参照）に出願番号、請求人の識別番

号、住所又は居所、氏名又は名称、法人にあっては代表者の氏名を記録して請求します。 

（注）オンラインシステムを使用して閲覧請求を行う場合には、事前手続が必要です。（詳し

くは第一章第二節「オンラインシステムを使用して行う手続」を参照してください。） 

③ 手数料額 １件につき 600円 

※縦覧の期間［商標］ 商標公報発行の日から２月間は無料です（特例11）。 

 

［［書書面面にによよるる閲閲覧覧請請求求］］  

① 閲覧の方法 

特許庁の閲覧窓口で書面により閲覧請求をし、特許庁の使用に係る入出力装置の映像面に表

示して閲覧を行います。 

② 閲覧請求の手続 

閲覧窓口に備え付けの「ファイル記録事項の閲覧（縦覧）請求書」に出願番号、請求人の識

別番号、住所又は居所、氏名又は名称（法人にあっては代表者の氏名も記載）、及び請求の年
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月日を記載して、適正の手数料を納付して請求します。 

③ 手数料額 １件につき 900円 

※縦覧の期間［商標］ 商標公報発行の日から２月間は無料です（特例11）。 

 

((33))  フファァイイルルにに記記録録さされれてていいるる事事項項のの書書類類のの交交付付（（平平成成1122年年11月月１１日日以以降降のの出出願願書書類類））  

交付請求の方法は「１．特許及び実用新案（３）ファイルに記録されている事項の書類の交

付」に準ずる。 

 

３３．．審審判判  

((11))  書書類類のの閲閲覧覧（（たただだしし、、平平成成1122年年１１月月１１日日以以降降のの拒拒絶絶査査定定不不服服審審判判及及びび意意匠匠又又はは商商標標のの補補正正却却

下下決決定定不不服服審審判判はは除除くく））  

① 閲覧の方法 

特許庁の閲覧窓口で書面により閲覧請求をし、請求した事件の書類の閲覧を行います。 

② 閲覧請求の手続 

閲覧窓口に備え付けの「閲覧請求書」に審判番号、出願番号、特許（登録）番号等の事件を

特定し、請求人の氏名（名称）（法人にあっては代表者の氏名も記載）、住所（居所）、電話

番号及び請求の年月日を記載して、適正の手数料を納付して請求します。 

③ 手数料額 １件につき 1,500円 

 

((22))  フファァイイルルにに記記録録さされれてていいるる事事項項のの閲閲覧覧（（平平成成1122年年１１月月１１日日以以降降のの拒拒絶絶査査定定不不服服審審判判及及びび意意匠匠

又又はは商商標標のの補補正正却却下下決決定定不不服服審審判判））  

［［オオンンラライインンにによよるる閲閲覧覧請請求求］］  

① 閲覧の方法 

オンラインシステムを使用して閲覧請求をし、請求をした者の入出力装置の映像面に表示し

て閲覧を行います。 

② 閲覧請求の手続 

「ファイル記録事項の閲覧（縦覧）請求書」（文例１参照）に出願番号、審判番号、請求人

の識別番号、住所又は居所、氏名又は名称、法人にあっては代表者の氏名を記録して請求しま

す。 

（注）オンラインシステムを使用して閲覧請求を行う場合には、事前手続が必要です。（詳し

くは第一章第二節「オンラインシステムを使用して行う手続」を参照してください。） 

③ 手数料額 １件につき 600円 

 

［［書書面面にによよるる閲閲覧覧請請求求］］  

① 閲覧の方法 

特許庁の閲覧窓口で書面により閲覧請求をし、特許庁の使用に係る入出力装置の映像面に表

示して閲覧を行います。 

② 閲覧請求の手続 
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閲覧窓口に備え付けの「ファイル記録事項の閲覧（縦覧）請求書」に出願番号、審判番号、

請求人の識別番号、住所又は居所、氏名又は名称（法人にあっては代表者の氏名も記載）、及

び請求の年月日を記載して、適正の手数料を納付して請求します。 

③ 手数料額 １件につき 900円 

 

((33))  フファァイイルルにに記記録録さされれてていいるる事事項項のの書書類類のの交交付付（（平平成成1122年年１１月月１１日日以以降降のの拒拒絶絶査査定定不不服服審審判判及及

びび意意匠匠又又はは商商標標のの補補正正却却下下決決定定不不服服審審判判））  

［［オオンンラライインンにによよるる交交付付請請求求］］  

① 交付請求の方法 

オンラインシステムを使用し、書類の交付請求を行います。 

② 交付請求の手続 

「ファイル記録事項記載書類の交付請求書」（文例３参照）に出願番号、審判番号、請求人

の識別番号、住所又は居所、氏名又は名称、法人にあっては代表者の氏名を記録して請求しま

す。 

また、認証を求める場合には「認証付ファイル記録事項記載書類の交付請求書」（文例７参

照）の様式により書類の交付請求を行います。 

【交付方法】の欄は、当該書類の交付を特許庁の窓口で受ける場合には「手交」、郵送で受け

る場合には「郵送」と記録します。 

（注）オンラインシステムを使用して交付請求を行う場合には、事前手続が必要です。（詳し

くは第一章第二節「オンラインシステムを使用して行う手続」を参照してください。） 

③ 手数料額 １件につき 1,000円 

 

［［書書面面にによよるる交交付付請請求求］］  

① 交付請求の方法 

特許庁の閲覧窓口又は郵送により書類の交付請求を行います。 

② 交付請求の手続 

「ファイル記録事項記載書類の交付請求書」（文例４参照）に提出年月日、出願番号、審判

番号、請求人の識別番号（識別番号が付与されている場合）、住所又は居所、氏名又は名称

（法人にあっては代表者の氏名も記載します）、電話番号、連絡先を記載して、適正の手数料

を納付して請求します。 

【交付方法】の欄は、当該書類の交付を特許庁の窓口で受ける場合には「手交」、郵送で受

ける場合には「郵送」と記載します。 

また、認証を求める場合には「認証付ファイル記録事項記載書類の交付請求書」（文例８参

照）の様式により書類の交付請求を行います。 

③ 手数料額 １件につき 1,300円 

 

４４．．異異議議申申しし立立ててにに関関すするる書書類類  

① 閲覧の方法 
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特許庁の閲覧窓口で書面により閲覧請求をし、請求した事件の書類の閲覧を行います。 

② 閲覧請求の手続 

閲覧窓口に備え付けられている「閲覧請求書」に、特許（登録）番号及び異議番号を記載

し、請求人の氏名（名称）（法人にあっては代表者の氏名も記載します）、住所（居所）、電

話番号及び請求の年月日を記載して、適正の手数料を納付して請求します。 

③ 手数料額 １件につき 1,500円 

 

５５．．特特許許協協力力条条約約にに基基づづくく国国際際出出願願  

((11))  書書類類のの閲閲覧覧（（平平成成1111年年1122月月3311日日以以前前にに国国内内書書面面又又はは翻翻訳訳文文がが提提出出さされれたた国国際際特特許許出出願願及及びび国国  

際際実実用用新新案案登登録録出出願願））  

閲覧請求の方法は「１．特許及び実用新案(1)書類の閲覧」に準ずる。 

 

((22))  フファァイイルルにに記記録録さされれてていいるる事事項項のの閲閲覧覧（（平平成成1122年年１１月月１１日日以以降降にに国国内内書書面面又又はは翻翻訳訳文文がが提提出出  

さされれたた国国際際特特許許出出願願及及びび国国際際実実用用新新案案登登録録出出願願））  

閲覧請求の方法は「１．特許及び実用新案(2)ファイルに記録されている事項の閲覧」に準

ずる。 

 

((33))  フファァイイルルにに記記録録さされれてていいるる事事項項のの書書類類のの交交付付（（平平成成1122年年１１月月１１日日以以降降にに国国内内書書面面又又はは翻翻訳訳  

文文がが提提出出さされれたた国国際際特特許許出出願願及及びび国国際際実実用用新新案案登登録録出出願願））  

交付請求の方法は「１．特許及び実用新案(3)ファイルに記録されている事項の書類の交

付」に準ずる。 

 

６６．．ママドドリリッッドド協協定定議議定定書書にに基基づづくく国国際際登登録録出出願願  

① 閲覧の方法 

特許庁の閲覧窓口で書面により閲覧請求をし、請求した事件の書類の閲覧を行います。 

② 閲覧請求の手続 

閲覧窓口に備え付けの「閲覧請求書」に国際登録番号を記載し、請求人の氏名（名称）（法

人にあっては代表者の氏名も記載します）、住所（居所）、電話番号及び請求の年月日を記載

して、適正の手数料を納付して請求します。 

③ 手数料額 １件につき 1,500円 

※縦覧の期間［商標］ 商標公報発行の日から２月間は無料です（商標法18(4)）。 

 

７７．．ハハーーググ協協定定ののジジュュネネーーブブ改改正正協協定定にに基基づづくく意意匠匠のの国国際際出出願願  

((11))  書書類類のの閲閲覧覧  

① 閲覧の方法 

特許庁の閲覧窓口で書面により閲覧請求をし、請求した事件の書類の閲覧を行います。 

② 閲覧請求の手続 

閲覧窓口に備え付けの「閲覧請求書」に出願番号を記載し、請求人の氏名（名称）（法人に
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あっては代表者の氏名も記載します）、住所（居所）、電話番号及び請求の年月日を記載し

て、適正の手数料を納付して請求します。 

③ 手数料額 １件につき 1,500円 

 

((22))  フファァイイルルにに記記録録さされれてていいるる事事項項のの閲閲覧覧（（拒拒絶絶査査定定不不服服審審判判及及びび補補正正却却下下決決定定不不服服審審判判））  

閲覧請求の方法は「３．審判(2)ファイルに記録されている事項の閲覧」に準ずる。 

 

((33))  フファァイイルルにに記記録録さされれてていいるる事事項項のの書書類類のの交交付付（（出出願願番番号号がが22001177年年以以降降のの出出願願、、拒拒絶絶査査定定不不服服

審審判判及及びび補補正正却却下下決決定定不不服服審審判判））  

  

［［出出願願番番号号がが22001177年年以以降降のの出出願願］］  

① 交付請求の方法 

特許庁の閲覧窓口又は郵送により書類の交付請求を行います。 

② 交付請求の手続 

「ファイル記録事項記載書類の交付請求書」（文例４参照）に提出年月日、出願番号、請求

人の識別番号（識別番号が付与されている場合）、住所又は居所、氏名又は名称（法人にあっ

ては代表者の氏名も記載します）、電話番号、連絡先を記載して、適正の手数料を納付して請

求します。 

【交付方法】の欄は、当該書類の交付を特許庁の窓口で受ける場合には「手交」、郵送で受

ける場合には「郵送」と記載します。 

また、認証を求める場合には「認証付ファイル記録事項記載書類の交付請求書」（文例８参

照）の様式により書類の交付請求を行います。 

③ 手数料額 １件につき 1,300円 

  

［［拒拒絶絶査査定定不不服服審審判判及及びび補補正正却却下下決決定定不不服服審審判判］］  

交付請求の方法は「３．審判(3)ファイルに記録されている事項の書類の交付」に準ずる。 

 

８８．．電電子子特特殊殊申申請請にによよりり提提出出さされれたた書書類類  

((11))  書書類類のの閲閲覧覧  

① 閲覧の方法 

特許庁の閲覧窓口で書面により閲覧請求をし、請求した事件の書類の閲覧を行います。 

② 閲覧請求の手続 

閲覧窓口に備え付けの「閲覧請求書」に出願番号、登録番号及び審判請求等の事件を特定

し、請求人の氏名（名称）（法人にあっては代表者の氏名も記載）、住所（居所）、電話番号

及び請求の年月日を記載して、適正の手数料を納付して請求します。 

③ 手数料額 １件につき 1,500円 

 

((22))  フファァイイルルにに記記録録さされれてていいるる事事項項のの書書類類のの交交付付  
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［［オオンンラライインン（（「「特特殊殊申申請請」」タタブブ））にによよるる交交付付請請求求］］  

① 交付請求の方法 

オンラインシステム（「特殊申請」タブ）を使用し、書類の交付請求を行います。 

② 交付請求の手続 

「ファイル記録事項記載書類の交付請求書」（文例３－２参照）に出願番号、登録番号及び

審判番号等の事件を特定する番号、請求人の識別番号、住所又は居所、氏名又は名称、法人に

あっては代表者の氏名を記録して請求します。 

【交付方法】の欄は、当該書類の交付を特許庁の窓口で受ける場合には「手交」、郵送で受

ける場合には「郵送」と記録します。 

また、認証を求める場合には「認証付ファイル記録事項記載書類の交付請求書」（文例７－

２参照）により書類の交付請求を行います。 

（注）オンラインシステムを使用して交付請求を行う場合には、事前手続が必要です。（詳し

くは第一章第二節「オンラインシステムを使用して行う手続」を参照してください。） 

③ 手数料額 １件につき 1,000円 

 

［［書書面面にによよるる交交付付請請求求］］  

① 交付請求の方法 

特許庁の閲覧窓口又は郵送により書類の交付請求を行います。 

② 交付請求の手続 

「ファイル記録事項記載書類の交付請求書」（文例４－２参照）に提出年月日、出願番号、

登録番号及び審判番号等の事件を特定する番号、請求人の識別番号（識別番号が付与されてい

る場合）、住所又は居所、氏名又は名称（法人にあっては代表者の氏名も記載します）、電話

番号、連絡先を記載して、適正の手数料を納付して請求します。 

【交付方法】の欄は、当該書類の交付を特許庁の窓口で受ける場合には「手交」、郵送で受

ける場合には「郵送」と記載します。 

また、認証を求める場合には「認証付ファイル記録事項記載書類の交付請求書」（文例８－

２参照）により書類の交付請求を行います。 

③ 手数料額 １件につき 1,300円 

  

９９．．磁磁気気テテーーププををももっってて調調製製さされれてていいるる特特許許（（登登録録））原原簿簿のの閲閲覧覧  

((11))  オオンンラライインンにによよるる閲閲覧覧請請求求  

① 閲覧の方法 

オンラインシステムを使用して閲覧請求をし、請求をした者の入出力装置の映像面に表示し

て閲覧を行います。 

② 閲覧請求の手続 

「登録事項の閲覧請求書」（文例２参照）に特許（登録）番号、請求人の識別番号、住所又

は居所、氏名又は名称、及び法人にあっては代表者の氏名を記録して請求します。 

（注）オンラインシステムを使用して閲覧請求を行う場合には、事前手続が必要です。（詳し
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くは第一章第二節「オンラインシステムを使用して行う手続」を参照してください。） 

③ 手数料額 １件につき 600円 

 

((22))  書書面面にによよるる閲閲覧覧請請求求  

① 閲覧の方法 

特許庁の閲覧窓口で書面により閲覧請求をし、特許庁の使用に係る入出力装置の映像面に表

示して閲覧を行います。 

② 閲覧請求の手続 

閲覧窓口に備え付けの「登録事項の閲覧請求書」に特許（登録）番号、請求人の識別番号、

住所又は居所、氏名又は名称（法人にあっては代表者の氏名も記載）、及び請求の年月日を記

載して、適正の手数料を納付して請求します。 

③ 手数料額 １件につき 800円 

 

1100．．磁磁気気テテーーププををももっってて調調製製さされれてていいるる特特許許（（登登録録））原原簿簿のの交交付付  

((11))  オオンンラライインンにによよるる交交付付請請求求  

① 交付請求の方法 

オンラインシステムを使用し、書類の交付請求を行います。 

② 交付請求の手続 

オンラインシステムを使用して書類の交付請求を行う場合には、「登録事項記載書類の交付

請求書」（文例５参照）に特許（登録）番号、請求人の識別番号、住所又は居所、氏名又は名

称、法人にあっては代表者の氏名を記録して請求します。 

【交付方法】の欄は、当該書類の交付を特許庁の窓口で受ける場合には「手交」、郵送で交

付を受ける場合には「郵送」と記録します。 

また、登録事項記載書類に認証を求める場合には「認証付登録事項記載書類の交付請求書」

（文例９参照）の様式により書類の交付請求を行います。 

（注）オンラインシステムを使用して交付請求を行う場合には、事前手続が必要です。（詳し

くは第一章第二節「オンラインシステムを使用して行う手続」を参照してください。） 

③ 手数料額 １件につき 800円 

 

((22))  書書面面にによよるる交交付付請請求求  

① 交付請求の方法 

特許庁の閲覧窓口で書面にて交付請求を行います。（郵送での手続も可能です。） 

② 交付請求の手続 

書面により書類の交付請求を行う場合には、「登録事項記載書類の交付請求書」（文例６参

照）に特許（登録）番号、請求人の識別番号、住所又は居所、氏名又は名称（法人にあっては

代表者の氏名も記載）、及び請求の年月日、を記載して、適正の手数料を納付して請求しま

す。 

【交付方法】の欄は、当該書類の交付を特許庁の窓口で受ける場合には「手交」、郵送で受
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ける場合には「郵送」と記載します。 

また、認証を求める場合には「認証付登録事項記載書類の交付請求書」（文例10参照）の様

式により書類の交付請求を行います。 

③ 手数料額 １件につき 1,100円 
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【文例１】オンラインによる請求の場合 

【書類名】 ファイル記録事項の閲覧（縦覧）請求書 

【提出日】 令和  年  月  日 

【あて先】 特許庁長官    殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【請求人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

 

【文例２】オンラインによる請求の場合 

【書類名】 登録事項の閲覧請求書 

【提出日】 令和  年  月  日 

【あて先】 特許庁長官    殿 

【特許番号】 

【請求人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 
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【文例３】オンラインによる請求の場合 

【書類名】 ファイル記録事項記載書類の交付請求書 

【提出日】 令和  年  月  日 

【あて先】 特許庁長官     殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【請求人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【電話番号】 

【連絡先】 

【交付に係る書類名】 

【交付方法】 

【請求部数】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

 

【文例３－２】オンライン（「特殊申請」タブ）による請求の場合 

ファイル記録事項記載書類の交付請求書 

令和  年  月  日  

特許庁長官 殿 

１ 事件の表示 

    特許番号 

２ 請求人 

識別番号 

住所又は居所 

氏名又は名称 

代表者 

電話番号 

担当者 

３ 交付に係る書類名 

４ 交付方法 

５ 請求部数 

６ 手数料の表示 

予納台帳番号 

納付金額 
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【文例４】書面による請求の場合 

【書類名】 ファイル記録事項記載書類の交付請求書 

【提出日】 令和  年  月  日 

【あて先】 特許庁長官    殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【請求人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【電話番号】 

【連絡先】 

【交付に係る書類名】 

【交付方法】 

【請求部数】 

（【手数料の表示】） 

（【予納台帳番号】） 

（【納付金額】） 

                                       

 （      円） 
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【文例４－２】書面による請求の場合（電子特殊申請で提出された書類） 

【書類名】 ファイル記録事項記載書類の交付請求書 

【提出日】 令和  年  月  日 

【あて先】 特許庁長官    殿 

【事件の表示】 

【特許番号】 

【請求人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【電話番号】 

【連絡先】 

【交付に係る書類名】 

【交付方法】 

【請求部数】 

                                       

 （      円） 
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【文例５】オンラインによる請求の場合 

【書類名】 登録事項記載書類の交付請求書 

【提出日】 令和  年  月  日 

【あて先】 特許庁長官    殿 

【特許番号】 

【請求人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【電話番号】 

【連絡先】 

【交付方法】 

【請求部数】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

 

【文例６】書面による請求の場合 

【書類名】 登録事項記載書類の交付請求書 

【提出日】 令和  年  月  日 

【あて先】 特許庁長官    殿 

【特許番号】 

【請求人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【電話番号】 

【連絡先】 

【交付方法】 

【請求部数】 

（【手数料の表示】） 

（【予納台帳番号】） 

（【納付金額】） 

                                       

 （      円） 
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【文例７】オンラインによる請求の場合 

【書類名】 認証付ファイル記録事項記載書類の交付請求書 

【提出日】 令和  年  月  日 

【あて先】 特許庁長官    殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【請求人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【電話番号】 

【連絡先】 

【交付に係る書類名】 

【交付方法】 

【請求部数】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

 

【文例７－２】オンライン（「特殊申請」タブ）による請求の場合 

認証付ファイル記録事項記載書類の交付請求書 

令和  年  月  日  

特許庁長官 殿 

１ 事件の表示 

    特許番号 

２ 請求人 

識別番号 

住所又は居所 

氏名又は名称 

代表者 

電話番号 

担当者 

３ 交付に係る書類名 

４ 交付方法 

５ 請求部数 

６ 手数料の表示 

予納台帳番号 

納付金額 
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【文例８】書面による請求の場合 

【書類名】 認証付ファイル記録事項記載書類の交付請求書 

【提出日】 令和  年  月  日 

【あて先】 特許庁長官    殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【請求人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【電話番号】 

【連絡先】 

【交付に係る書類名】 

【交付方法】 

【請求部数】 

（【手数料の表示】） 

（【予納台帳番号】） 

（【納付金額】） 

                                       

 （      円） 
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【文例８－２】書面による請求の場合（電子特殊申請で提出された書類） 

【書類名】 認証付ファイル記録事項記載書類の交付請求書 

【提出日】 令和  年  月  日 

【あて先】 特許庁長官    殿 

【事件の表示】 

【特許番号】 

【請求人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【電話番号】 

【連絡先】 

【交付に係る書類名】 

【交付方法】 

【請求部数】 

                                       

 （      円） 
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【文例９】オンラインによる請求の場合 

【書類名】 認証付登録事項記載書類の交付請求書 

【提出日】 令和  年  月  日 

【あて先】 特許庁長官    殿 

【特許番号】 

【請求人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【電話番号】 

【連絡先】 

【交付方法】 

【請求部数】 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 

 

【文例10】書面による請求の場合 

【書類名】 認証付登録事項記載書類の交付請求書 

【提出日】 令和  年  月  日 

【あて先】 特許庁長官    殿 

【特許番号】 

【請求人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【電話番号】 

【連絡先】 

【交付方法】 

【請求部数】 

（【手数料の表示】） 

（【予納台帳番号】） 

（【納付金額】） 

                                         

 （      円） 
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第第二二節節  証証 明明 のの 請請 求求  

 

何人も、特許庁長官に対して、特許に関する証明の請求をすることができます（特 186(1)、実

55(1)、意 63(1)、商 72(1)。 

また、ファイルに記録されている事項（オンラインシステムを使用して行われた手続、磁気ディ

スクの提出により行われた手続、書面の提出により行われた手続、オンラインシステムを使用して

行われた処分等、文書をもって行われた処分等）を対象として証明の請求をすることができます

（特例法 12）。 

ただし、次のいずれかに該当する場合は、出願人及びその代理人又は利害関係人を除き、請求す

ることはできません（特 186(1)ただし書、実 55(1)、意 63(1)ただし書、商 72(1)ただし書、特例

法 12(3)）。 

 

① 出願公開又は設定登録されていない出願（商標に関する書類は除く） 

② 無効審判等又は判定に係る書類であって、当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載さ

れた旨の申し出があったもの 

③ 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれのあるもの 

④ 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのあるもの 

⑤ 秘密意匠（意匠法第 14 条第１項による秘密にすることを請求した意匠）に関する書類 

 

（注）最終処分確定後、権利期間及び保存期間を経過して書類(包袋等)が廃棄処分となったも

のは請求できません。 

 

 また、特許出願に係る明細書等に、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び

国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載されているか否かにかかわらず、特許

庁長官が経済安全保障推進法第 66条第１項本文若しくは第２項の規定による送付をする場合に該

当しないと判断するまでの間又は同法第 67 条で規定する内閣総理大臣による保全審査により、当

該発明に係る情報の保全をすることが適当と認められるかどうかについての判断がなされるまでの

間は、当該特許出願に係る書類の証明について、発行制限します。 

 なお、経済安全保障推進法が根拠の書類は「書類の証明の請求」に準じて証明請求が可能です。 

 

証明の請求に対し、発行している証明書は以下の三種類です。 

① 優先権証明書 

② 本国登録証明書（商標登録） 

③ 書類の証明書 

 
優優先先権権のの証証明明のの請請求求  

 
① 請求の方法 
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オンラインシステムの使用又は書面の提出により優先権の証明の請求を行います。 
② 請求の手続 
（ｉ） オンラインシステムを使用して請求を行う場合 

「優先権証明請求書」（文例 11）に必要事項を記録して請求します。 
「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「〇願〇〇〇〇－○○○○○○」の

ように請求する出願番号を記録します。 
「【請求人】」の欄には、請求人の識別番号、氏名又は名称（法人にあっては請求人

の「【氏名又は名称】」の欄の次に「【代表者】」の項目を設けて代表者の氏名を記録し

ます）、電話番号、連絡先（担当者）を記録します。 
「【出願国・地域名】」の欄には、優先権を主張する国・地域名を記録します。 
２カ国以上の優先権主張をする場合は、【出願国・地域名】の欄に国名・地域名１

カ国分を記載し、行を改めて再度【出願国・地域名】の欄に国名・地域名を繰り返

し記録します。（記載例１） 
同じ国に２通以上提出する場合も同様に行を改めて繰り返し記録します。（記載

例２） 
（記載例１） 
 【出願国・地域名】 カナダ 
 【出願国・地域名】 ドイツ 
 
（記載例２） 
 【出願国・地域名】 カナダ 
 【出願国・地域名】 カナダ 
 

「【交付方法】」の欄には、当該書類の交付を特許庁の証明窓口で受ける場合は「手

交」、郵送で受ける場合は「郵送」と記録します。 
「【手数料の表示】」の欄には、「予納」による場合には「【手数料の表示】」の欄に

【予納台帳番号】及び【納付金額】を、「口座振替」による場合には同欄に【振替番

号】及び【納付金額】を、「クレジットカード決済」による場合には同欄に【指定立

替納付】及び【納付金額】を、「電子現金納付」による場合には同欄に【納付番号】

を記録します。 
また、特定の書類について同時に証明を請求する場合は、「（iii）記録されている特

定の書類について同時に証明を請求する場合」を参照して記録してください。 
 

（ii） 書面の提出により請求を行う場合 
「優先権証明請求書」（文例 12）に必要事項を記載して請求します。 
「【提出日】」の欄には、提出する日の年月日を記載します。 
「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「〇願○○○○－○○○○○○」の

ように請求する出願番号を記載します。 
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「【請求人】」の欄には、請求人の識別番号（識別番号が付与されている場合）、住

所又は居所（識別番号を記載した場合を除く）、氏名又は名称（法人にあっては請求

人の「【氏名又は名称】」の欄の次に「【代表者】」の項目を設けて代表者の氏名を記載

します）、電話番号、連絡先（担当者）を記載します。 
「【出願国・地域名】」の欄には、優先権を主張する国・地域名を記載します。 
２カ国以上の優先権主張をする場合は、【出願国・地域名】の欄に国名・地域名１

カ国分を記載し、行を改めて再度【出願国・地域名】の欄に国名・地域名を繰り返し

記載します。（記載例１） 
同じ国に２通以上提出する場合も同様に行を改めて繰り返し記載します。（記載例

２） 
（記載例１） 
 【出願国・地域名】 カナダ 
 【出願国・地域名】 ドイツ 
 
（記載例２） 
 【出願国・地域名】 カナダ 
 【出願国・地域名】 カナダ 
 

「【交付方法】」の欄には、当該書類の交付を特許庁の証明窓口で受ける場合は「手

交」、郵送で受ける場合は「郵送」と記載します。 
手数料については、「予納」により納付する場合には「【手数料の表示】」の欄に

「【予納台帳番号】」及び「【納付金額】」を記載します。「特許印紙」による場合には

特許印紙を貼付（「（円）」の横のスペースに貼付します）し、「現金納付」による場合

は「納付済証（特許庁提出用）」を添付します。請求書を直接証明窓口に提出する場

合には「クレジットカード決済」もできます。 
また、特定の書類について同時に証明を請求する場合は、「（iii）記録されている特

定の書類について同時に証明を請求する場合」を参照して記載してください。 
 

（iii） 記録されている特定の書類について同時に証明を請求する場合 
記録されている特定の書類について同時に証明を請求するときは、「【出願国・地域

名】」の欄の次に「【証明に係る他の書類名】」の項目を設けて、「手続補正書」のよう

に記録（記載）します。この場合において、証明に係る書類が書類名だけで特定でき

ないときは、「令和何年何月何日提出の手続補正書」のように記録（記載）します。 
③ 代理権を証明する書面 

出願公開又は設定登録されていない出願（商標については除く）について、当該事件の出

願人又は代理人以外の者が優先権の証明の請求を行うときは、書面による「優先権証明請求

書」（文例 12）に代理権を証明する書面を添付してください。 
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その際、包括委任状を援用して証明をすることはできません（特例規則第６条及び特施規

第９条の３）。また、オンラインによる請求において手続補足書による委任状提出も認めら

れません。 
なお、他の優先権証明請求書に添付した代理権を証明する書面を援用（同時提出の場合に

限ります）するときには、優先権証明請求書にその旨を記載すると共に援用した代理権を証

明する書面の写しを添付してください。 
 

本本国国登登録録証証明明書書（（商商標標））のの請請求求  

 
本国における商標の登録を条件として、商標登録（外国登録商標）を認める制度を採用する国へ

提出する証明書の交付を請求するための手続です。 

① 請求の方法 

オンラインシステムの使用又は書面の提出により請求を行います。 

② 請求の手続 

(ⅰ) オンラインシステムを使用して請求を行う場合 

「本国登録証明請求書」（文例 13）に必要事項を記録して請求します。 

「【商標登録番号】」の欄には、「商標登録第○○○○○○〇号」のように請求する登録

番号を記録します。 

「【請求人】」の欄には、請求人の識別番号、氏名又は名称（法人にあっては請求人の

「【氏名又は名称】」の欄の次に「【代表者】」の項目を設け代表者の氏名を記録します）、

電話番号、連絡先（担当者）を記録します。 

「【出願国・地域名】」の欄には、提出する国・地域名を記録します。 

２カ国以上に証明書を提出する場合は、【出願国・地域名】の欄に国名・地域名１カ国

分を記載し、行を改めて再度【出願国・地域名】の欄に国名・地域名を繰り返し記録しま

す。（記載例１） 

同じ国に２通以上提出する場合も同様に行を改めて繰り返し記録します。（記載例２） 

（記載例１） 

 【出願国・地域名】 カナダ 

 【出願国・地域名】 ドイツ 

 

（記載例２） 

 【出願国・地域名】 カナダ 

 【出願国・地域名】 カナダ 

「【交付方法】」の欄には、当該書類の交付を特許庁の証明窓口で受ける場合は「手

交」、郵送で受ける場合は「郵送」と記録します。 

「【手数料の表示】」の欄については優先権証明請求書と同様（優先権の証明の請求②

（ｉ）を参照）に記録して請求します。 
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また、商標登録の範囲に含まれる商品及び役務の証明（包含証明）が必要な場合は、

「（iii）商標登録の範囲に含まれる商品及び役務の証明（包含証明）が必要な場合」を参

照して記録してください。 

 

（ii） 書面の提出により請求を行う場合 

「本国登録証明請求書」（文例 14）に、必要事項を記載して請求します。 

「【提出日】」の欄には、提出する日の年月日を記載します。 

「【商標登録番号】」の欄には、「商標登録第○○○○○○〇号」のように請求する登録

番号を記載します。 

「【請求人】」の欄には、請求人の識別番号（識別番号が付与されている場合）、住所又

は居所（識別番号を記載した場合を除く）、氏名又は名称（法人にあっては請求人の「【氏

名又は名称】」の欄の次に「【代表者】」の項目を設け代表者の氏名を記載します）、電話番

号、連絡先（担当者）を記載します。 

「【出願国・地域名】」の欄には、提出する国・地域名を記載します。 

２カ国以上に証明書を提出する場合は、【出願国・地域名】の欄に国名・地域名１カ国

分を記載し、行を改めて再度【出願国・地域名】の欄に国名・地域名を繰り返し記載しま

す。（記載例１） 

同じ国に２通以上提出する場合も同様に行を改めて繰り返し記載します。（記載例２） 

（記載例１） 

 【出願国・地域名】 カナダ 

 【出願国・地域名】 ドイツ 

 

（記載例２） 

 【出願国・地域名】 カナダ 

 【出願国・地域名】 カナダ 

「【交付方法】」の欄には、当該書類の交付を特許庁の証明窓口で受ける場合は「手

交」、郵送で受ける場合は「郵送」と記載します。 

手数料については、優先権証明請求書と同様（優先権の証明の請求②（ii）を参照）に

記載して請求します。 

また、商標登録の範囲に含まれる商品及び役務の証明（包含証明）が必要な場合は、

「（iii）商標登録の範囲に含まれる商品及び役務の証明（包含証明）が必要な場合」を参

照して記載してください。 

 

（iii）   商標登録の範囲に含まれる商品及び役務の証明（包含証明）が必要な場合 

商標登録の範囲に含まれる商品及び役務の証明（包含証明）が必要な場合は、「【出願

国・地域名】」の欄の次に「【証明に係る他の事項】」の欄を設けてその欄に次の要領で記

録（記載）します。 
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・ 「【証明に係る他の事項】」の欄には、「商標登録の範囲の確認に関する事項に記録（記

載）した商品名又は役務名が本件指定商品又は役務に含まれることを証明してくださ

い。」のように記録（記載）し、次に「【商標登録の範囲の確認に関する事項】」の欄を設

けてその欄に「【商品及び役務の区分】」及び「【商品名及び役務名】」の欄とそれぞれの欄

に、当該商品及び役務の区分及び商品名又は役務名を記録（記載）します。 

・ 商標登録の範囲に含まれる商品及び役務の証明（包含証明）が２以上のときは、次のよ

うに欄を繰り返し設けて記録（記載）します。 

【商標登録の範囲の確認に関する事項】 

【商品及び役務の区分】 

【商品名又は役務名】 

【商品及び役務の区分】 

【商品名又は役務名】 

 
書書類類のの証証明明のの請請求求  

 
証明事項については、当事者が特許庁に対してなされた手続であって、受理され、かつ保管され

ているもの、又は特許庁から発せられた当該事件に係る書類等の認識できるものに限られます。 

従って、却下又は返戻とされた書類、廃棄された事件、取り消された処分に基づく事項に関する

証明又は法律解釈に係る事項の証明の請求はできません。 

（１）対象書類１ 

 ・平成２年１１月３０日以前の特許出願及び実用新案登録出願 

・平成１１年１２月３１日以前の意匠登録出願、商標登録出願及び拒絶査定不服審判 

・拒絶査定不服審判を除く審判（判定） 

・平成１１年１２月３１日以前に国内書面又は翻訳文が提出された国際特許出願及び

国際実用新案登録出願 

・マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願に係る国内手続書面及び拒絶査定不服

審判 

・ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際出願に係る国内手続書面 

・電子特殊申請で提出された書類 

 

① 請求の方法 

書面の提出又はオンラインシステム（「特殊申請」タブ）の使用により請求を行います。 

② 請求の手続 

（ⅰ）書面の提出により請求を行う場合 

「証明請求書」（文例 15）に必要事項を記載して請求します。 

「事件の表示」の欄には、出願番号、審判番号等を記載します。 
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「請求人」の欄には、請求人の住所又は居所、氏名又は名称（法人にあっては請求人の

「氏名又は名称」の欄の次に「代表者」の項目を設け代表者の氏名を記載します）、電話番

号、担当者を記載します。 

「証明に係る書類名」の欄には、「特許願」、「手続補正書」、「出願取下書」等の書類名を

記載し、併せて「証明に係る書類名に記載した事項について相違ないことを証明してくださ

い。」と記載します。なお、証明に係る書類名が書類名だけで特定できないときは、「令和何

年何月何日提出の手続補正書」のように記載します。 

「交付方法」の欄には、当該書類の交付を特許庁の証明窓口で受ける場合は「手交」、郵

送で受ける場合は「郵送」と記載します。 

手数料については、「特許印紙」の場合には特許印紙を貼付（「（円）」の横のスペースに貼

付します）し、「現金納付」の場合には納付済証（特許庁提出用）を添付します。請求書を

直接証明窓口に提出する場合には「クレジットカード決済」もできます。 

 

（ⅱ）オンラインシステム（「特殊申請」タブ）を使用して請求を行う場合 

「証明請求書」（文例 15-2）に必要事項を記載して請求します。 

請求書の記載方法は、上記の「（ⅰ）書面の提出により請求を行う場合」を参照してくだ

さい。 

「【手数料の表示】」の欄には、「予納」による場合には「【手数料の表示】」の欄に【予納

台帳番号】及び【納付金額】を、「口座振替」による場合には同欄に【振替番号】及び【納

付金額】を、「クレジットカード決済」による場合には同欄に【指定立替納付】及び【納付

金額】を、「電子現金納付」による場合には同欄に【納付番号】を記録します。 

 

（２）対象書類２ 

公報（出願公開公報、特許公報、実用新案公報、意匠公報、商標公報、審決公報等）、 

原簿の謄本 

 

① 請求の方法 

書面の提出又はオンラインシステム（「特殊申請」タブ）の使用により請求を行います。 

② 請求の手続 

（ⅰ）書面の提出により請求を行う場合 

「証明請求書」（文例 15）に必要事項を記載して請求します。 

（a）出願公開公報の請求を行う場合 

「事件の表示」の欄には、出願番号を記載します。 

「請求人」の欄には、請求人の住所又は居所、氏名又は名称（法人にあっては請求人の

「氏名又は名称」の欄の次に「代表者」の項目を設け代表者の氏名を記載します）、電話

番号、担当者を記載します。 
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「証明に係る書類名」の欄には、「公開特許公報（特開○○○○－○○○○○○号）」等

の公報名及び公開番号を記載し、併せて「証明に係る書類名に記載した事項について相違

ないことを証明してください。」と記載します。 

「交付方法」の欄には、当該書類の交付を特許庁の証明窓口で受ける場合は「手交」、

郵送で受ける場合は「郵送」と記載します。 

手数料については、「特許印紙」の場合には特許印紙を貼付（「（円）」の横のスペースに

貼付します）し、「現金納付」の場合には納付済証（特許庁提出用）を添付します。請求

書を直接証明窓口に提出する場合には「クレジットカード決済」もできます。 

 

（b）公報（特許公報、実用新案公報、意匠公報、商標公報、審決公報等）の請求を行う場

合 

「事件の表示」の欄には、特許（登録）番号を記載します。 

「証明に係る書類名」の欄には、「特許公報（特許第○○○○○○○号）」等の公報名及

び特許（登録）番号を記載し、併せて「証明に係る書類名に記載した事項について相違な

いことを証明してください。」と記載します。 

請求人、交付方法及び手数料については、上記の「（a）出願公開公報の請求を行う場

合」を参照してください。 

 

（c）原簿の請求を行う場合 

「事件の表示」の欄には、特許（登録番号）を記載します。 

「証明に係る書類名」の欄には、「特許原簿」等を記載し、併せて「証明に係る書類名

に記載した事項について相違ないことを証明してください。」と記載します。 

請求人、交付方法及び手数料については、上記の「（a）出願公開公報の請求を行う場

合」を参照してください。 

 

（ⅱ）オンラインシステム（「特殊申請」タブ）を使用して請求を行う場合 

「証明請求書」（文例 15-2）に必要事項を記載して請求します。 

請求書の記載方法は、上記の「（ⅰ）書面の提出により請求を行う場合」を参照してくださ

い。 

「【手数料の表示】」の欄には、「予納」による場合には「【手数料の表示】」の欄に【予納台

帳番号】及び【納付金額】を、「口座振替」による場合には同欄に【振替番号】及び【納付金

額】を、「クレジットカード決済」による場合には同欄に【指定立替納付】及び【納付金額】

を、「電子現金納付」による場合には同欄に【納付番号】を記録します。 

 

（３）対象書類３ 

 ・平成２年１２月１日以降の特許出願及び実用新案登録出願 

・平成１２年１月１日以降の意匠登録出願、商標登録出願及び拒絶査定不服審判 
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・平成１２年１月１日以降に国内書面又は翻訳文が提出された国際特許出願及び国際

実用新案登録出願 

・ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際出願の拒絶査定不服審判 

 

① 請求の方法 

オンラインシステムの使用又は書面の提出により請求を行います。 

② 請求の手続 

(ⅰ) オンラインシステムを使用して請求を行う場合 

「証明請求書」（文例 16）に必要事項を記録して請求します。 

「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「〇願○○○○－○○○○○○」のよう

に、出願番号を記録します。 

また、拒絶査定不服審判に係る書類の場合には、請求する【審判番号】と【出願番号】を

次のように記録します。 

【事件の表示】 

【審判番号】不服○○○○－○○○○○○ 

【出願番号】〇願○○○○－○○○○○○ 

「【請求人】」の欄には、請求人の識別番号、氏名又は名称（法人にあっては請求人の

「【氏名又は名称】」の欄の次に「【代表者】」の項目を設け代表者の氏名を記録します）、電

話番号、連絡先（担当者）を記録します。 

「【証明に係る事項】」の欄には、「証明に係る書類名に記載した事項について相違ないこ

とを証明してください。」と記録します。 

「【証明に係る書類名】」の欄には、書類全部の証明を請求するときは「全部」と記録しま

す。また、特定の書類の証明を請求するときは「特許願（明細書、特許請求の範囲、図面、

要約書）」、「手続補正書」「出願取下書」等の書類名を記録します。なお、証明に係る書類名

が書類名だけで特定できないときは、「令和何年何月何日提出の手続補正書」のように記録

します。 

「【交付方法】」の欄には、当該書類の交付を特許庁の証明窓口で受ける場合は「手交」、

郵送で受ける場合は「郵送」と記録します。 

「【請求部数】」の欄には証明書の交付を請求する数を記録します。 

「【手数料の表示】」の欄については優先権証明請求書と同様（優先権の証明の請求②

（ｉ）を参照）に記録します。 

 

（ii） 書面の提出により請求を行う場合 

「証明請求書」（文例 17）に必要事項を記載して請求します。 

「【提出日】」の欄には、提出する日の年月日を記載します。 

「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「〇願○○○○－○○○○○○」のよう

に、出願番号を記載します。 
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また、拒絶査定不服審判に係る書類の場合には、請求する【審判番号】と【出願番号】を

次のように記載します。 

【事件の表示】 

【審判番号】不服○○○○－○○○○○○ 

【出願番号】〇願○○○○－○○○○○○ 

「【請求人】」の欄には、請求人の識別番号（識別番号が付与されている場合）、住所又は

居所（識別番号を記載した場合を除く）、氏名又は名称（法人にあっては請求人の「【氏名又

は名称】」の欄の次に「【代表者】」の項目を設け代表者の氏名を記載します）、電話番号、連

絡先（担当者）を記載します。 

「【証明に係る事項】」の欄には、「証明に係る書類名に記載した事項について相違ないこ

とを証明してください。」と記載します。 

「【証明に係る書類名】」の欄には、書類全部の証明を請求するときは「全部」と記載しま

す。また、特定の書類の証明を請求するときは「特許願（明細書、特許請求の範囲、図面、

要約書）」、「手続補正書」「出願取下書」等の書類名を記載します。なお、証明に係る書類名

が書類名だけで特定できないときは、「令和何年何月何日提出の手続補正書」のように記載

します。 

「【交付方法】」の欄には、当該書類の交付を特許庁の証明窓口で受ける場合は「手交」、

郵送で受ける場合は「郵送」と記載します。 

【請求部数】の欄には証明書の交付を請求する数を記載します。 

手数料については優先権証明請求書と同様（優先権の証明の請求②（ii）を参照）に記載

します｡ 

③ 代理権を証明する書面 

出願公開又は設定登録されていない出願（商標については除く）について、当該事件の出願

人又は代理人以外の者が証明の請求を行うときは、書面による「証明請求書」に代理権を証明

する書面を添付して請求します。その他の注意事項は、優先権証明請求書と同様（優先権の証

明の請求③を参照）です。 

 
微微生生物物のの分分譲譲にに係係るる資資格格をを有有すするる者者のの証証明明  

 
微生物に係る発明の特許出願において寄託機関に寄託した微生物については、試験又は研究を目

的として、法令上の有資格者は分譲を受けることができます。 

上記法令上の有資格者の要件は、①その微生物に係る発明が特許になったとき、②警告を受けた

とき、③拒絶理由通知の引例に引かれたとき（特施規 27の 3）となります。 

また、法令上の有資格者は、分譲請求書に微生物に係る特許出願をした工業所有権庁の長の「資

格を有する者である」旨の証明が必要になります。（特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関

するブダペスト条約に基づく規則 11．3） 

 

① 請求の方法 
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書面の提出により「資格を有する者である」旨の証明の請求を行います。 

② 請求の手続 

「証明願」（文例 18）に必要事項を記載して請求します。 

「請求人」、「代理人」の欄には、請求人、代理人の住所(居所)、氏名（名称）（法人にあっ

ては「氏名（名称）」の欄の次に「代表者」の項目を設け代表者の氏名を記載します）、担当

者、電話番号を記載します。 

「事件の表示」の欄には、特許出願中のものについては「特願○○○○－○○○○○○」の

ように出願番号を、特許権に係るものについては「特許第○○○○○○○号」のように特許番

号を記載します。 

「事件との関係」の欄には、特許法施行規則第 27 条の３第１項第２号及び第３号の場合の

み記載し、同条同項第１号の場合には「事件との関係」の欄は不要です。第２号の場合には

「警告を受けた者」、第３号の場合には「拒絶理由通知を受けた者」と記載し、それぞれの関

係を証明する書面を添付します。 

「特許出願人（特許権者）」の欄には、最新の特許出願人（特許権者）の住所（居所）、氏名

（名称）を記載します。 

「寄託機関」の欄には、寄託機関の名称を正確に記載します（略称は認められません）。 

「受託番号」の欄には、国際寄託番号又は国内寄託番号を記載します。 

「交付方法」の欄には、当該書類の交付を特許庁の証明窓口で受ける場合は「手交」、郵送

で受ける場合は「郵送」と記載します。 

手数料については、「特許印紙」の場合には特許印紙を貼付し、「現金納付」の場合には納付

済証（特許庁提出用）を添付します。請求書を直接証明窓口に提出する場合には「クレジット

カード決済」もできます。 

◆添付書類について 

（１）分譲請求書 

・「Ⅳ．請求書の宛名と送付先」は、請求人又は請求人代理人になります。 

・「Ⅴ．微生物の送付先」が、請求人以外の場合は、請求人との関係を明確に記載しま

す。 

・分譲請求書は、２通を添付して提出します。 

（２）代理人が請求する場合は、「証明願」に代理人の欄を設け、代理権を証明する書面を

添付します。 

③ 微生物の利用について 

   微生物の試料の分譲を受けた者は、その微生物の試料を第三者に利用させることはできませ

ん。（特規則 27の 3(2)） 
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【文例 11】オンラインによる請求の場合 

 

 【書類名】 優先権証明請求書 

 

【提出日】 令和  年  月  日 

 

 【あて先】 特許庁長官  殿 

 

 【事件の表示】 

【出願番号】 

 

 【請求人】 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【電話番号】 

【連絡先】 

 

【出願国・地域名】 

 

 【証明に係る他の書類名】 

 

 【交付方法】 

 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 
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【文例 12】書面により作成する場合  

 

【書類名】  優先権証明請求書 

 

【提出日】  令和  年  月  日 

 

【あて先】  特許庁長官 殿 

 

【事件の表示】 

【出願番号】 

 

【請求人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【電話番号】 

【連絡先】 

 

 【出願国・地域名】 

 

 【証明に係る他の書類名】 

 

 【交付方法】 

 

（【手数料の表示】） 

（【予納台帳番号】） 

（【納付金額】） 

                                            

（     円） 
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【文例 13】オンラインによる請求の場合 

 

 【書類名】     本国登録証明請求書 

 

【提出日】     令和  年  月  日 

 

 【あて先】     特許庁長官 殿 

 

 【商標登録番号】  商標登録第     号 

 

【請求人】 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【電話番号】 

【連絡先】 

 

 【出願国・地域名】 

 

 【交付方法】 

 

 【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 
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【文例 14】書面により作成する場合 

 

【書類名】     本国登録証明請求書 

 

【提出日】     令和  年  月  日 

 

【あて先】     特許庁長官 殿 

 

【商標登録番号】  商標登録第      号 

 

 【請求人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【電話番号】 

【連絡先】 

 

【出願国・地域名】 

 

 【交付方法】 

 

（【手数料の表示】） 

（【予納台帳番号】） 

（【納付金額】） 

                                            

（     円） 
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【文例 15】書面により作成する場合 

・平成２年１１月３０日以前の特許出願及び実用新案登録出願 

・平成１１年１２月３１日以前の意匠登録出願、商標登録出願及び拒絶査定不服審判 

・拒絶査定不服審判を除く審判（判定） 

・平成１１年１２月３１日以前に国内書面又は翻訳文が提出された国際特許出願及び国際実用

新案登録出願 

・マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願に係る国内手続書面及び拒絶査定不服審判 

・ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際出願に係る国内手続書面 

・公報、原簿 

に関する書類の証明請求 

 

証 明 請 求 書 

 

令和  年  月  日  

特許庁長官 殿 

 

 １．事件の表示 

 

 ２．請 求 人 

郵便番号 

住所又は居所 

    氏名又は名称 

    代表者 

    電話番号 

担当者 

 

 ３．証明にかかる事項 

証明に係る書類名に記載した事項について相違ないことを証明してください。 

 

４．証明に係る書類名 

 

 ５．交付方法 

 

 ６．請求部数 

                                            

（     円） 
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【文例 15－2】オンライン（「特殊申請」タブ）による請求の場合 

・平成２年１１月３０日以前の特許出願及び実用新案登録出願 

・平成１１年１２月３１日以前の意匠登録出願、商標登録出願及び拒絶査定不服審判 

・拒絶査定不服審判を除く審判（判定） 

・平成１１年１２月３１日以前に国内書面又は翻訳文が提出された国際特許出願及び国際実用

新案登録出願 

・マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願に係る国内手続書面及び拒絶査定不服審判 

・ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際出願に係る国内手続書面 

・公報、原簿 

に関する書類の証明請求 

 

証 明 請 求 書 

 

令和  年  月  日  

特許庁長官 殿 

 

 １．事件の表示 

 

 ２．請 求 人 

郵便番号 

住所又は居所 

    氏名又は名称 

    代表者 

    電話番号 

担当者 

 

 ３．証明にかかる事項 

証明に係る書類名に記載した事項について相違ないことを証明してください。 

 

４．証明に係る書類名 

 

 ５．交付方法 

 

 ６．請求部数 

 

７．手数料の表示 

    予納台帳番号 

    納付金額 
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【文例 16】オンラインによる請求の場合 

・平成２年１２月１日以降の特許出願及び実用新案登録出願 

・平成１２年１月１日以降の意匠登録出願、商標登録出願、拒絶査定不服審判 

・平成１２年１月１日以降に国内書面又は翻訳文が提出された国際特許出願及び国際実用新案

登録出願 

・ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際出願の拒絶査定不服審判 

に関する書類の証明請求 

 

【書類名】   証明請求書 

 

【提出日】   令和  年  月  日 

 

 【あて先】   特許庁長官    殿 

 

 【事件の表示】 

【出願番号】 

 

 【請求人】 

【識別番号】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【電話番号】 

【連絡先】 

 

 【証明に係る事項】 

証明に係る書類名に記載した事項について相違ないことを証明してください。 

 

 【証明に係る書類名】 

 

【交付方法】 

 

【請求部数】 

 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 

【納付金額】 
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【文例 17】書面により作成する場合 

・平成２年１２月１日以降の特許出願及び実用新案登録出願 

・平成１２年１月１日以降の意匠登録出願、商標登録出願、拒絶査定不服審判 

・平成１２年１月１日以降に国内書面又は翻訳文が提出された国際特許出願及び国際実用新案

登録出願 

・ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際出願の拒絶査定不服審判 

に関する書類の証明請求 

 

 【書類名】  証明請求書 

【提出日】  令和  年  月  日 

【あて先】  特許庁長官 殿 

 

【事件の表示】 

【出願番号】 

 

【請求人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】 

【電話番号】 

【連絡先】 

 

【証明に係る事項】 

証明に係る書類名に記載した事項について相違ないことを証明してください。 

 

【証明に係る書類名】 

 

【交付方法】 

 

【請求部数】 

 

（【手数料の表示】） 

（【予納台帳番号】） 

（【納付金額】） 

                                            

（     円） 
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【文例 18】書面による請求のみの手続になります（オンライン請求の対象外です）。 

 

証  明  願 

 

特許印紙 

貼付箇所 

 

令和  年  月  日  

（     円） 

特許庁長官 殿 

請求人 

住所（居所） 

氏名（名称）             

代理人 

住所（居所） 

氏名（名称）             

担当者 

電話番号 

 

請求人は、自己の試験又は研究のため下記の特許出願（特許）に係る微生物の試料の分譲を

受けたいので、特許法施行規則第２７条の３の規定により分譲を受ける資格を有することを証

明してください。 

記 

 

１ 事件の表示 

２ 事件との関係 

３ 特許出願人（特許権者） 

住所（居所） 

氏名（名称） 

４ 寄託機関  

５ 受託番号  

６ 交付方法  

７ 添付書類の目録  

(1) 分譲請求書               ２通 

(2) （ 通） 
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第第三三節節  書書類類謄謄本本のの請請求求  

 

何人も、特許庁長官に対して、提出した書類等の謄本の請求をすることができます（特186(1)、

実55(1)、意63(1)、商72(1)）。 

ただし、次のいずれかに該当する場合は、出願人及びその代理人又は利害関係人を除き、請求を

することはできません（特186(1)ただし書、実55(1)、意63(1)ただし書、商72(1)ただし書）。 

 

① 出願公開又は設定登録されていない出願（商標に関する書類は除く。） 

② 無効審判等又は判定に係る書類であって、当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載さ

れた旨の申出があったもの 

③ 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの 

④ 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの 

⑤ 秘密意匠（意匠法第14条第１項による秘密にすることを請求した意匠）に関する書類 

 

（注）最終処分確定後、権利期間及び保存期間を経過して書類（包袋等）が廃棄処分となった

ものは請求できません。 

 

 また、特許出願に係る明細書等に、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民

の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載されているか否かにかかわらず、特許庁長官が

経済安全保障推進法第 66 条第１項本文若しくは第２項の規定による送付をする場合に該当しないと判

断するまでの間又は同法第 67 条で規定する内閣総理大臣による保全審査により、当該発明に係る情報

の保全をすることが適当と認められるかどうかについての判断がなされるまでの間は、当該特許出願に

係る書類謄本について、発行制限します。 
 なお、経済安全保障推進法が根拠の書類は「書類の謄本の請求」に準じて請求が可能です。 
 

謄本が必要となる場合については、以下のようなことが考えられます。 

① 訴訟事件の証拠書類として必要な場合 

② 契約締結の資料として用いる場合 

③ 官公署へ提出する申請書の添付書類として用いる場合 

 

書書類類のの謄謄本本のの請請求求  

① 請求の方法 

書面又はオンラインシステム（「特殊申請」タブ）の使用の提出により書類の謄本の請求

を行います。 

② 請求の手続 

（ⅰ）書面の提出により請求を行う場合 

   「書類謄本の請求書」（文例19）に請求人の住所又は居所、氏名又は名称（法人にあ

っては請求人の氏名又は名称の後に「代表者」の項目を設け代表者の氏名を記載しま
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す）、電話番号、担当者及び請求の年月日を記載します。請求に係る出願番号及び書

類名等必要とする対象物の謄本が特定できるように記載します。 

手数料については「特許印紙」の場合には特許印紙を貼付（「（円）」の横のスペー

スに貼付します）し、「現金納付」の場合には納付済証（特許庁提出用）を添付しま

す。請求書を直接証明窓口に提出する場合には「クレジットカード決済」もできま

す。 

 

（ⅱ）オンラインシステム（「特殊申請」タブ）を使用して請求を行う場合 

   「書類謄本の請求書」（文例19-2）に請求人の住所又は居所、氏名又は名称（法人に

あっては請求人の氏名又は名称の後に「代表者」の項目を設け代表者の氏名を記載し

ます）、電話番号、担当者及び請求の年月日を記載します。請求に係る出願番号及び

書類名等必要とする対象物の謄本が特定できるように記載します。 

「【手数料の表示】」の欄には、「予納」による場合には「【手数料の表示】」の

欄に【予納台帳番号】及び【納付金額】を、「口座振替」による場合には同欄に【振

替番号】及び【納付金額】を、「クレジットカード決済」による場合には同欄に【指

定立替納付】及び【納付金額】を、「電子現金納付」による場合には同欄に【納付番

号】を記録します。 

③ 代理権を証明する書面 

出願公開又は設定登録されていない出願（商標については除く。）について、本人又は当

該事件の代理人以外の者が書類謄本の請求を行うときは、代理権を証明する書面を添付しま

す。その際、包括委任状を援用することはできません（特例規則第６条及び特施規第９条の

３）。 
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【文例19】 

 

 

書 類 謄 本 の 請 求 書 

 

令和  年  月  日  

 

特許庁長官    殿 

 

請 求 人  

郵便番号 

住所又は居所 

氏名又は名称 

代表者 

電話番号 

担当者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の書類謄本を請求します。 

 

   交付方法 

                                         

 

（    円） 
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【文例19-2】 

 

 

書 類 謄 本 の 請 求 書 

 

令和  年  月  日  

 

特許庁長官    殿 

 

請 求 人  

郵便番号 

住所又は居所 

氏名又は名称 

代表者 

電話番号 

担当者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の書類謄本を請求します。 

 

   交付方法 

 

手数料の表示 

     予納台帳番号 

     納付金額 
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第七章  出 願 手 続 Ｑ ＆ Ａ 
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問問１１－－１１  出出願願手手続続のの留留意意点点  

出願等の手続について留意すべきことは。 

 

答：  次に掲げるような不備事項を見受けますので、出願に際して、提出する書類の再チェックを

実行していただくように、手続を行う上での留意点をまとめました。 

 

ⅠⅠ．．特特許許（（実実用用新新案案登登録録））出出願願関関係係  

  

〈〈願願書書・・中中間間手手続続共共通通〉〉  

１．【特許出願人】の欄 

出願人が法人であって代理人によらない手続の場合には、【代表者】の欄を設けて、代表者の

氏名を記載してください。 

 

２．出願人、代理人の住所又は居所の記載 

（１）住所又は居所の誤記を多く見受けますが、識別番号を記載した場合には、住所又は居所の

記載は省略することができます。 

（２）出願人、代理人の住所又は居所を記載するときは、特許庁に届け出られている住所又は居

所を記載します（住所変更の届出を行っているときは、変更後のもの。）。また、記載は都

道府県名から大区画順に記載し、番地等についてはアラビア数字を用いるようお願いしま

す。 

 

３．出願人が二人以上いる場合で、識別番号の通知を受けていない者が含まれている場合は、識別

番号の通知を受けていない者の【識別番号】の欄を設ける必要はありません。 

 

〈〈願願書書のの作作成成ににつついいてて〉〉  

１．【発明者】の欄の記載 

（１）発明者の氏名は、戸籍上のものを記載しなければなりません。しかしながら、法令に別段

の定めがある場合を除き、氏に続けて旧氏を括弧書で併せて記載することができます。 

（２）発明者が外国人である場合には、氏名は原則として原語表音どおり片仮名で記載します。 

なお、発明者が中華人民共和国の国民の場合でも同様ですが、漢字使用国の外国人であっ

て氏名を漢字で表示することができるときは、漢字で記載することができます。 

 

２．【特許出願人】の欄の記載 

（１）出願人が外国人である場合、【氏名又は名称】の欄には原則として原語表音どおり片仮名

で記載します。また、出願人の氏名又は名称をローマ字で表記できるときは、【氏名又は名

称原語表記】の欄になるべく記載することとされています。 

なお、漢字使用国の外国人であって氏名又は名称を漢字で表示することができるときは、

漢字で記載することができます。 
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（２）国コードが付されていない国名または地域名を記載しようとする場合には、【国籍・地

域】の欄には「無国籍、その他の国名及び地域名」と記載し、【手数料の表示】の欄の次

（【提出物件の目録】の欄の前）に【その他】の欄を設けて、「国籍 ○○○○」（無国籍

のときは「国籍無国籍」）のように国名または地域名を記載してください。 

なお、国コードが付されている国名または地域名については、 

電子出願ソフトサポートサイト「『出願』、『請求』タブで提出する書類用  国・地域名一

覧」（https://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/3_support/3_attention/03_09_02-1.html）を

確認してください。 

 

３．【パリ条約による優先権等の主張】の欄の記載 

（１）【出願日】の欄には、「２０○○年○月○日」のように西暦で記載します。 

（２）【出願番号】の欄には、アラビア数字、ローマ字（大文字に限る）、スペース（空白）又

は「－」、「／」、「，」、若しくは「．」の記号を用いて出願番号を記載します（これら

以外の仮名・漢字等は使用できません。）。 

・優先権証明書類等に記載された出願番号の記載例 

国・地域・国際機関

名 

出願番号の記載例 説明 

米国 10/835,571 10: シリーズ・コード 

835,571: 連続番号 

欧州特許庁 23076897 

※チェック・デジット（末尾の「.」+

「１桁」）無しで記載してください。 

23: 年号（西暦下２桁）  

07: 出願場所コード 

6897: 連続番号 

ドイツ 10 2023 018 017.2 10: 出願種別コード 

2023: 年号（西暦）  

018 017: 連続番号 

2: チェック・デジット 

韓国 10-2023-0036587 10: 出願種別コード 

2023: 年号（西暦）  

0036587: 連続番号 

フランス FR2305271 

※特許の場合は先頭に

「FR」が付きます。 

FR: 国コード 

23: 年号（西暦下２桁）  

05271: 連続番号 

イギリス 2320314.8 23: 年号（西暦下２桁）  

20314: 連続番号 

8: チェック・デジット 

台湾 112119914 112: 台湾歴（西暦-1911） 

119914: 連続番号 
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スウェーデン 2300103-8 23: 年号（西暦下２桁）  

00103: 連続番号 

8: チェック・デジット 

オランダ 1023745 1023745: 連続番号 

スイス 00144/23 00144: 連続番号 

23: 年号（西暦下２桁） 

中国 202310123456.7 2023: 年号（西暦） 

1: 出願種別数字（1特許、2実用新案） 

0123456: 連続番号 

7: チェック・デジット  

 

４．【手数料の表示】の欄 

（１）予納の残高に不足が生じているものを見受けます。 

（２）【予納台帳番号】の欄名及び番号の誤記を見受けます。 

（３）手続を実行した代理人ではなく、【選任した代理人】の欄に記載した代理人の「予納台帳

番号」が記載されているものを見受けますが、手続を実行した代理人以外の者は予納の申出

を行うことはできません。 

 

５．包括委任状番号通知前の包括委任状の援用について 

特別授権等の証明に際して、包括委任状番号の通知前に包括委任状を援用して代理権の証明を

するときは、【提出物件の目録】の欄に包括委任状の提出日を次のように記載します。 

【提出物件の目録】 

【物件名】     特許請求の範囲 １ 

【物件名】     明細書     １ 

【物件名】   （ 図面      １ ） 

【物件名】     要約書     １ 

【物件名】     委任状     １ 

【援用の表示】  令和○○年○月○日提出の包括委任状 

 

６．国内優先権主張出願 

先の出願手続で国内優先権主張に関する特別の授権が証明されていないときは、包括委任状の

援用又は委任状の提出により、その証明をする必要があります。代理権の証明を怠っているもの

を見受けます。なお、特許出願後に、特許法第41条４項に規定する国内優先権主張書面（「優先

権主張書」）を提出することによって優先権の主張の手続を行う場合は、国内優先権主張書面を

提出する時点における出願人及び代理人の関係についての特別授権を証明する必要があります。 

 

７．分割出願 

原出願の代理人と異なる代理人（選任した代理人を含む。）がいる場合は、当該新たな代理人
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の代理権を証明する必要があります。特に拒絶査定不服審判の請求と同時に行う分割出願の場合

に、審判請求と分割出願の代理人の一部が相違する場合を見受けますが、その場合には審判請求

と相違する代理人についても代理権の証明が必要になりますので、ご注意ください。また、分割

出願の際に既に分割出願の出願人からの包括委任状を提出している場合には、できる限り包括委

任状を援用するようにして頂くことにより、方式審査を早期に行うことが可能になります。 

 

〈〈中中間間手手続続共共通通〉〉  

１．【出願番号】の記載について 

手続補正書、手続補足書、出願審査請求書、優先権証明書提出書、新規性の喪失の例外証明書

提出書等を提出する場合は、可能な限り、出願番号通知を受けた後に（オンライン手続について

は、受領書により出願番号を確認し）、【事件の表示】又は【出願の表示】の欄の【出願番号】

の欄に出願番号を記載して提出してください。出願番号を特定するための調査に係る事務処理負

担の軽減にご協力ください。 

出願番号の通知前に手続を行う必要がある場合には、手続に係る書類の【事件の表示】又は

【出願の表示】の欄には、出願日及び当該出願の願書に記載した整理番号を次のように記載して

ください。 

【事件の表示】 

【出願日】  令和○○年○月○日提出の特許願 

【整理番号】 ０１Ｐ－００２６１５ 

 

   願書に記載した整理番号と 

   同一のものを記載する。 

 

ⅡⅡ．．意意匠匠登登録録出出願願関関係係  

  

〈〈願願書書及及びび図図面面のの作作成成ににつついいてて〉〉  

１．願書の作成について 

意匠登録出願において、意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面（又は写真）が、平面

的なものを表す図面（又は写真）の場合は「表面図」及び「裏面図」、また立体的なものを表す

図面（又は写真）の場合は「正面図」、「背面図」、「左側面図」、「右側面図」、「平面図」

及び「底面図」など意匠登録を受けようとする意匠を明確に表すために十分な図を願書に添付し

て提出しなければなりませんが、適正な図面が添付されていないものを見受けます。 

なお、記載した図と同一又は対称である図は、当該図が他の図のいずれの図と同一又は対称で

あるかを願書の【意匠の説明】の欄に「〇〇図と〇〇図は対称であるため〇〇図は省略する。」

のように記載することをもって当該図の記載に代えることができますが、当該欄の省略記載と添

付図面とが一致していないものを見受けます。 

 

２．オンライン手続で見本による意匠登録出願の方法について 
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願書の【提出物件の目録】の欄に【物件名】を設けて、「見本 １」と記載し、その次に【提

出物件の特記事項】を設けて見本を提出する旨を記載してください。この場合、見本は、必ず同

日に「ひな形又は見本補足書」により書面手続で提出しなければなりません。 

なお、書面手続で見本による意匠登録出願をする場合は、見本は願書に添付しますので【提出

物件の特記事項】の欄は不要です。 

 

        （見本による願書の作成例） 

【書類名】 意匠登録願 

  ・ 

  ・ 

【提出物件の目録】 

【物件名】 見本 １ 

【提出物件の特記事項】 同日に見本を提出します。 

＊ ひな形による場合は、【物件名】の欄の「見本１」を「ひな形１」とします。 

 

３．図面の作成について 

（１）図面の描き方について 

① 図面の副本の提出は不要です。 

② 図は、各図同一縮尺により作成しなければなりません。 

③ 図形（参考図の図形は除く。）の中には、中心線、断面指示線等を記載することはでき

ません。また、図面中に意匠を構成しない線、説明文字等も記載することはできません。

ただし、その意匠の理解を助けるために参考図（例えば【使用状態を示した参考図】）と

して提出する場合で、その参考図中に記載することはできます。 

（２）図面の表示について 

各図の上部には【正面図】、【背面図】、【左側面図】、【右側面図】、【平面図】、【底

面図】、【表面図】、【裏面図】、【展開図】、【○○断面図】、【○○切断部端面図】、

【○○拡大図】、【斜視図】、【正面、平面及び右側面を表す図】、【画像図】、【参考

図】、【○○参考図】等を表示しなければなりませんが、図の表示が正確に記載されていない

ものや図の表示が重複しているケースを見受けます。 

 

ⅢⅢ．．商商標標登登録録出出願願関関係係  

  

〈〈防防護護標標章章登登録録にに基基づづくく権権利利存存続続期期間間更更新新登登録録願願〉〉  

防護標章登録に基づく権利存続期間の更新登録の出願手続を代理人がする場合は、当該手続に係る

「代理権を証明する書面」が必要です。 

 

〈〈中中間間手手続続〉〉  

多区分出願において【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】の欄の全文を単位と
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して補正をする場合において、【補正の内容】の欄に補正する「区分・指定商品（指定役務）」

のみを記載しているケースを見受けます。全文を単位として補正する場合は、【第○類】、【指

定商品（指定役務）】の欄を繰り返し設けて、補正しない「区分・指定商品（指定役務）」を含

め、補正後のすべての「区分・指定商品（指定役務）」を記載してください。 

なお、記載のない区分・指定商品（指定役務）は削除されたことになります。作成に当たって

は十分注意してください。 
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問問１１－－２２  県県立立高高校校のの権権利利能能力力  

県立の高等学校が、特許出願することができますか。 

 

答： 特許出願人となれるのは自然人か法人です。県立の高校は、県が設置した施設等の機関です

ので特許出願人にはなれません。法人である地方公共団体の県が特許出願人となります。法人

の代表者は県知事です。 
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問問１１－－３３  会会社社更更生生法法にに基基づづくく保保全全管管理理命命令令後後のの出出願願人人のの代代表表者者のの記記載載  

会社更生法に基づく保全管理命令が出されました。この場合に、新たな特許出願をするときの

【特許出願人】の欄に記載する代表者は誰になるのですか。 

 

答： 会社が独自で出願する場合は、保全管理人が代表者になります。【特許出願人】の欄の【代

表者】には「保全管理人○○○○」と記載します。 
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問問１１－－４４  未未成成年年者者のの手手続続  

出願人が未成年者のため、法定代理人が特許出願を行う場合、提出すべき証明書は何ですか。 

 

答： 法定代理人の代理権を証明する書面として未成年者の戸籍謄本を提出してください。未成年

者の戸籍謄本に表示された本籍地が願書に記載された未成年者及び法定代理人の住所と一致し

ない場合は、各者の住民票の提出が必要となります。なお、１通の住民票に未成年者と法定代

理人の住所が記載されていれば、未成年者と法定代理人の住民票を別々に提出する必要はあり

ません。 
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問問１１－－５５  有有限限責責任任事事業業組組合合（（ＬＬＬＬＰＰ））のの出出願願ににつついいてて（（四四法法共共通通））  

有限責任事業組合契約に関する法律が平成17年８月１日から施行されたため、有限責任事業組合

（ＬＬＰ）を設立しましたが、ＬＬＰで特許出願できますか。 

 

答： 有限責任事業組合契約に関する法律が平成17年８月１日から施行され、民法組合の特例と

して有限責任制、内部自治原則、構成員課税などを特徴とする「有限責任事業組合」（ＬＬ

Ｐ：Limited Liability Partnership）が設立できることとなりました。 

しかし、ＬＬＰには法人格はないため、組合財産は、全組合員の共有（合有）となりま

す。また、組合員は清算前の分割請求はできません。 

このため、特許出願は全組合員の共同出願となり、組合財産の持分に応じた持分を【特許

出願人】の欄に記載する必要があります。また、【その他】の欄には、「ＬＬＰの持分であ

る旨」を記載しなければなりません。 

なお、持分等の記載をしないまま出願したときは、通常の共同出願として扱われるため、

出願人名義変更届により、出願人相互の持分を追加することとなります。 
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問問１１－－６６  共共同同出出願願のの在在外外者者のの特特許許管管理理人人（（四四法法共共通通））  

（１）国内居住者と在外者の共同の特許出願の場合、特許管理人が必要ですか。また、実用新案

登録出願、意匠登録出願、商標登録出願についてはどうですか。 
（２）特許管理人を選任せずに出願と同時に代表者を選定し、国内居住の代表出願人による特許

出願はできますか。また、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願についてはどうです

か。 
 
答：  
（１）特許出願（ただし、分割・変更に係る特許出願、実用新案登録に基づく特許出願は除きます。）に

ついては、平成 27 年改正法により、在外者は特許管理人（日本国内に住所又は居所を有する代理人）

によらず直接出願をすることができるようになりました（特許法第８条１項、特許法施行令第１条

２号）。在外者と国内居住者との共同出願の場合も同様です。 

しかし、在外者は、特許法施行規則第４条の４に規定する場合を除き、特許管理人によらなけれ

ば出願後の手続をすることはできません（在外者に係る代理人受任届を代理権を証明する書面を添

付して提出しなければなりません。）。 

一方、分割・変更に係る特許出願及び実用新案登録に基づく特許出願、並びに実用新案登録出願、

意匠登録出願及び商標登録出願については、在外者は、特許管理人によらなければ出願をすること

ができません（特許法第８条１項、特許法施行令第１条２号、実用新案法施行令第３条１項、意匠

法施行令第２条第１項、商標法施行令第７条１項）。在外者と国内居住者との共同出願の場合も同様

です。 

 

（２）特許を受ける権利が共有に係るときは、共同で特許出願をしなければなりませんので、代表者を

選定したとしても代表者のみで出願をすることはできません。実用新案登録出願、意匠登録出願及

び商標登録出願についても同様です。 
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問問１１－－７７  代代理理人人とと選選任任ししたた代代理理人人ととのの違違いい  

（１）願書に記載する代理人と選任した代理人の違いは何ですか。 

（２）中間手続で、選任した代理人を記載できますか。 

 

答： 

（１）願書の【代理人】の欄の代理人は、願書の提出の手続をする代理人です。願書の【選任した

代理人】の欄に記載する代理人は、出願と同時に選任の届出をする代理人であって、願書の提

出の手続をする者を除いた代理人です。出願人の代理人という地位に相違はありません。 

 

（２）代理人選任（変更）届以外で【選任した代理人】を記載できる手続書類は、願書、国内書

面、審判請求書及び出願人名義変更届となります。 
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問問１１－－８８  願願書書のの復復代代理理人人のの表表示示  

（１）復代理人が代理して特許出願を行う場合、願書に表示する復代理人の記載はどのように

するのですか。 

（２）共同出願において、出願人Ａ、Ｂの代理人が複数います。出願人Ｂにのみ復代理人がい

る場合、願書に表示する復代理人の記載はどのようにするのですか。 

 

答： 

（１）復代理人の記載については、特許法施行規則様式第２６備考２１により、【代理人】の欄を

設けて代理人を記載し、その次に【復代理人】の欄を設けて復代理人を記載します。 

 

（２）【代理人】の欄を繰り返し設けて代理人をそれぞれ記載し、その次に【復代理人】の欄を設

けて復代理人を記載します。そして、同様式の備考１９に従い、【復代理人】の欄の【氏名又

は名称】の次に【代理関係の特記事項】の欄を設けて「特許出願人Ｂの復代理人」のように記

載します。 
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問問１１－－９９  図図面面とと図図面面のの簡簡単単なな説説明明（（特特・・実実））  

図面と図面の簡単な説明に関して留意すべきことは。 

 

答： 図面の描き方、図の番号、図面の簡単な説明の記載方法について、以下のように留意点をま

とめました。 

 

〈〈図図面面のの描描きき方方〉〉  

１． １の番号を付した図を複数ページにわたって記載してはなりません。 

図の番号は、全ページを通じて各図ごとに連続番号を付さなければなりません。 

 

（（誤誤っったた記記載載例例））  

（１頁）                   （２頁） 

          

（（正正ししいい記記載載例例））  

（１頁）                  （２頁） 
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２． １の図が分図の集合によって構成されている場合は、分図全体を１の図として図の番号を付

し、１ページの中に記載します。なお、分図ごとに分図の番号を付す場合は、アラビア数字、アル

ファベット等を用いて記載します。 

（（誤誤っったた記記載載例例））  

（１頁）                  （２頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（正正ししいい記記載載例例１１））                          （（正正ししいい記記載載例例２２））  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【書類名】図面  

【図１】 

（ａ） 

 

 

 

（ｂ） 

 

（ｃ） 

 

 

 

 

（ｄ）  

【書類名】図面  

【図１】 

（ａ） 

 

 

 

（ｂ） 

 

 

 

（ｃ） 

 

 

  

 

（ｄ） 

【書類名】図面  

【図１】 

（ａ）      （ｃ） 

 

 

 

 

 

 

（ｂ）      （ｄ） 
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３． 異なる番号を付した図を横に並べて記載してはなりません。 

 

（（誤誤っったた記記載載例例））                        （（正正ししいい記記載載例例））  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４． 異なる番号を付した図にまたがって引出線、鎖線、点線等を用いて記載してはなりません。 

 

（（誤誤っったた記記載載例例））                            （（正正ししいい記記載載例例））  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【書類名】図面  

 

【図１】      【図２】 

 

【書類名】図面  

 

【図１】 

 

 

 

 

 

【図２】 

【書類名】図面  

【図１】 

 

 

 

 

 

【図２】 

【書類名】図面  

【図１】 

 

 

 

 

 

【図２】 
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５． 異なる番号を付した図にまたがって引出線、鎖線、点線等を引いて、符号、図の主要な部分

の名称を一つにまとめて記載してはなりません。 

 

（（誤誤っったた記記載載例例））                                （（正正ししいい記記載載例例））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

６． 図の番号には枝番号を付して「【図１】ａ、【図１】ｂ」のように記載してはなりません。 

  

（（誤誤っったた記記載載例例））                            （（正正ししいい記記載載例例）） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

【書類名】図面  

【図１】 

 

 

 

 

 

【図２】 

ａ ｂ 

ａ ｂ 

【書類名】図面  

【図１】 

 

 

 

 

 

【図２】 

ａ ｂ 

【書類名】図面  

【図１】ａ 

 

 

 

 

 

 

【図１】ｂ 

【書類名】図面  

【図１】 

ａ 

ｂ 

― 619 ―



- 620 - 

 

７． 図の番号は、図の上にすみ付き括弧（【】）を付して正しく記載（コードデータで記載）

し、イメージで記載してはなりません。 

 

（（誤誤っったた記記載載例例））                          （（誤誤っったた記記載載例例））  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（正正ししいい記記載載例例））  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

【書類名】図面  

 

 

【図１】 

【書類名】図面  

図１ 

【書類名】図面  

【図１】 
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〈〈図図面面のの簡簡単単なな説説明明のの記記載載方方法法〉〉  

１．原則として、図面の簡単な説明の図の説明又は符号の説明の前に、それぞれ「【」及び「】」

を付した４桁のアラビア数字で「【００２０】」、「【００２１】」のように発明の詳細な説明か

ら連続した段落番号を付します。この場合において、「【図面の簡単な説明】」又は「【符号の説

明】」の見出しの次に段落番号を付し、これらの見出しの前に段落番号を付してはなりません。 

 

（（記記載載例例））  

【図面の簡単な説明】 

【００２０】 

【図１】 ・・・・・・・・・・・・・・。 

【図２】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

【符号の説明】 

【００２１】 

・ 

 

２．図の説明は、行を改めて「【図１】平面図、【図２】立面図」のように各図ごとに記載しなけ

ればなりません。たとえ複数の図の説明が同じ場合であっても、各図ごとに行を改めて記載しま

す。 

 

（（正正ししいい記記載載例例））  

（１）複数の図の説明が異なる場合  （２）複数の図の説明が同じ場合 

【図面の簡単な説明】 

【００２０】 

【図１】 ・・の平面図 

【図２】 ・・の立面図 

 【図面の簡単な説明】 

【００２０】 

【図１】 ・・の平面図 

【図２】 ・・の平面図 

 

３．分図の集合により構成され、分図の番号を付した図の説明の記載について 

（１）１の分図全体の図番号を用いて包括説明をします。なお、分図それぞれの説明をする必要は

ありませんが、必要に応じて分図ごとの説明をあわせて記載することもできます。 

 

（（正正ししいい記記載載例例））  

【図面の簡単な説明】 

【００２０】 

【図１】 ・・・・・・・・・の平面図。 

【図２】 ・・・・・・・・・の立面図。（ａ）は・・・・・・・・・・・。 

（ｂ）は・・・・・・・・・・・・。 
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（２）１の図に含まれる分図全体の番号を明確にして、分図全部を個別に説明します。この場合、

１の分図全体の包括説明は省略することができます。 

 

（（正正ししいい記記載載例例））  

【図面の簡単な説明】 

【００２０】 

【図１】 ・・・・・・・・・の平面図。 

【図２】 （ａ）は・・・・・・・・・。（ｂ）は・・・・・・・・・・・。 

（ｃ）は・・・・・・・・・・・。 

 

４．図面代用写真について 

図面代用写真については、カラー写真を添付することはできません。カラー写真で提出されても、

特許庁の記録原本には白黒で格納されることになり、公開公報の発行や審査官の審査も当該記録原

本に基づいて行われることになります。また、手続補足書で図面を補足することはできませんの

で、手続補足書でカラー写真を提出することはできません。なお、審査の参考としてカラー写真を

提出したいときは、物件提出書で提出します。（問６－７参照） 
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問問１１－－１１００  外外国国語語書書面面出出願願のの翻翻訳訳文文（（特特））  

（１）外国語書面出願の図面の翻訳文を提出するときに、外国語図面は、図１Ａ、図１Ｂにな

っているときに、図１Ａを【図１】、図１Ｂを【図２】と記載してよいですか。 

（２）また、１ページ目に【図１】【図３】を２ページ目に【図２】を記載してもよいです

か。 

 

答： 
（１）翻訳文には、図１Ａを【図１】、図１Ｂを【図２】と記載して結構です。また、明細書等の

図番号も訂正しなくてはならないときには、【図１Ａ】【図１Ｂ】のように図面の図番号と明

細書等の図番号を完全一致で記載することも可能です。 
 
（２）図面の中で図番号が昇順で記載されていれば、どのページに記載されていても問題ありませ

ん。 
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問問２２－－１１  分分割割出出願願ににおおけけるる提提出出書書面面のの省省略略（（四四法法共共通通））  

分割出願において、もとの出願の願書に記載した優先権の主張の欄を再度記載する必要があり

ますか。 
 

答： もとの特許出願について提出された特許法第44条４項に規定する書面又は書類（新規性喪

失の例外の規定を受けようとする旨の書面、その証明書、国内優先権の主張をする旨を記載

した書面及び先の出願の表示を記載した書面、パリ条約による優先権等の主張等をする旨の

書面及び最初の出願をした同盟国の国・地域名及び出願の年月日を記載した書面、優先権証

明書）については、当該新たな特許出願と同時に提出されたものとみなされる規定となって

いることから、分割出願におけるもとの特許出願において記載した、新規性喪失の例外の規

定の適用を受けようとする際の【特記事項】の欄、優先権の主張をするための【先の出願に

基づく優先権主張】の欄、及び【パリ条約による優先権等の主張】の欄については、分割出

願の願書に記載する必要はありません。また、【提出物件の目録】の欄を設けて「変更を要

しないため省略する。」等と記載することも不要となります。 

また、もとの特許出願について優先権主張書を提出している場合にも、分割出願について

優先権主張書を提出することは不要となります。 
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問問２２－－２２  分分割割出出願願ににおおけけるる国国内内優優先先権権のの主主張張（（特特・・実実））  

国際出願をもとの出願として分割出願する場合にも、国際出願において正規に優先権の主張が

なされていた場合は、分割出願の願書に優先権の主張をする旨の記載がなくても、その主張があ

ったものとみなしているのですか。 
 
答： 国内優先権の主張を伴う国際出願をもとの出願として行う分割出願については、平成１２年

１月１日以降に提出されたのであれば、特許法第 44条第４項の規定により、もとの出願におい

て同法第 41 条第４項の規定による書面が提出され適正に優先権の主張がなされていれば、当

該分割出願の際に当該書面は提出されたものとみなされ、当該分割出願についても同法第 41条

第１項に規定する優先権の主張を伴う出願として扱われます。 
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問問２２－－３３  分分割割出出願願のの代代理理権権のの証証明明  

分割出願をもとの出願と違う代理人が手続する場合、委任状は必要になりますか。 
 
答： 分割出願の手続をした代理人は、中途受任と同様の性格を有することから、新たな代理人に

より手続する場合には、特許法施行規則第４条の３第１項第３号の規定により代理権を証明す

る書面が必要です。 
なお、分割出願の願書に記載された選任した代理人がもとの出願の代理人と違う代理人であ

る場合も、同様の理由から、同条第４項に基づき代理権を証明する書面の提出を求めることと

しています。 
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問問２２－－４４  分分割割出出願願のの願願書書のの原原出出願願のの表表示示  

実用新案登録出願を特許出願に出願変更し、その後分割出願をするのですが、分割出願の願書

の【原出願の表示】の欄に記載する出願日はどのように記載するのですか。 
 
答： 特許法第 44 条第２項の規定による分割に係る新たな出願は、もとの出願の時にしたものとみ

なされます。また、同法第 46 条第５項の規定により出願の変更による新たな出願についても、

もとの出願の時にしたものとみなされます。 
したがって、質問のように出願変更による特許出願をもとの出願とする分割出願に係る【原

出願の表示】の欄に記載する出願日は、実用新案登録出願の出願日となります。 
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問問２２－－５５  分分割割出出願願及及びび変変更更出出願願のの発発明明者者のの減減少少・・氏氏名名のの変変更更（（特特・・実実・・意意））  

分割出願や変更出願をする際、発明者が原出願の発明者と相違（発明者の減少又は氏名の変更）

するときは、どうしたらよろしいでしょうか。 
 
答： 分割出願に係る発明者については、方式審査において、分割出願ともとの出願の発明者の同

一性を確認しています。ただし、出願の分割に係る新たな出願については、もとの出願の発明

者のうちの一部の者のみが発明者であることも想定され得るため、当該一部の発明者のみを分

割出願の発明者とすることも可能です。 
また、変更出願については、法域を異にする出願形式の変更であるから、発明は同一でなけ

ればならず、原則として、出願人の同一性と併せて発明者についても完全な一致を求めていま

す。しかし、出願を変更する場合も、もとの出願に包含されている発明の一部を新たな出願の

権利範囲とすることができ、このような場合は発明者がもとの出願より減少することが想定さ

れ得るため、当該一部の発明者のみを変更出願の発明者とすることも可能です。 
その場合、分割出願又は変更出願の願書には、当該分割又は変更出願に係る発明者のみを記

載し、併せて、【その他】の欄を設け、その旨を記載してください。 
発明者の氏名が婚姻等により変更となった場合にも、分割出願又は変更出願の願書には変更

後の氏名を記載し、併せて、【その他】の欄を設け、その旨を記載してください。 
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問問２２－－６６  平平成成1199年年((22000077年年))３３月月3311日日以以前前のの出出願願をを原原出出願願ととししてて分分割割ででききるる時時期期ににつついいてて（（特特））  

平成 19 年３月 31 日以前の特許出願について、特許査定や拒絶査定後にも、原出願として分割出

願することができますか。 
 
答： 平成 18 年の特許法の改正により、特許法第 44条１項が改正され、もとの特許出願の願書に

添付した明細書等の補正をすることができる時又は期間内以外に、特許をすべき旨の査定（前

置審査及び審判差し戻し審査による特許をすべき旨の査定を除く。）の謄本の送達があった日

から 30日以内と、最初の拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から３月以内に、分割

出願をすることができるようになりました。しかし、当該改正は、平成 18年改正法附則第３条

に、平成 18年改正法の施行の日（平成 19年４月１日）以後の特許出願について適用し、施行

前にした特許出願については、なお従前の例によると規定されているため、平成 19 年３月 31

日以前に出願された特許出願については、平成 18 年改正前の特許法第 44 条１項が適用になり

ます。 

したがって、平成 19 年３月 31 日以前に出願された特許出願（特許法第 44 条２項（同法第

46 条６項において準用する場合を含む。）及び第 46 条の２第２項の規定により、平成 19年３

月 31 日以前にしたものとみなされる特許出願を含む。）については、もとの特許出願の願書に

添付した明細書等の補正をすることができる時又は期間内にのみ、分割出願をすることができ

るものであって、特許査定や拒絶査定後に分割出願をすることはできません。 
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問問２２－－７７  平平成成1199年年((22000077年年))３３月月3311日日以以前前のの出出願願をを原原出出願願ししたた場場合合のの審審判判請請求求時時のの分分割割のの効効力力

（（特特））  

平成 19 年３月 31 日以前の特許出願について、拒絶査定不服審判請求と同時に分割出願をした

場合、その後に審判請求手続が却下された場合は、分割出願は適法になされたものとして扱われ

るでしょうか。 
 
答： 分割出願については、分割可能な時期に適正に行われたものであれば、その後に審判請求が

取り下げられたり、審判請求書が却下処分（特 18 条又は特 133 条）となっても、分割出願の適

正性に影響は及びません。ただし、審判請求に特許法第 135 条による審決却下の対象となる瑕

疵がある場合は、そもそも審判請求に伴う補正可能時期が発生しなかったものとして、当該分

割出願は不適法な手続として却下（特 18条の２）されます。 
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問問２２－－８８  特特許許査査定定後後にに行行うう分分割割出出願願のの時時期期ににつついいてて（（特特））  

特許査定の謄本の送達があった日から 30日以内であれば、特許権の設定の登録後であっても分

割出願をすることができますか。 
 
答： 特許法第 44 条１項２号は、「特許をすべき旨の査定（第 163 条３項において準用する第５１

条の規定による特許をすべき旨の査定及び第 160 条１項に規定する審査に付された特許出願に

ついての特許をすべき旨の査定を除く。）の謄本の送達があつた日から 30 日以内にするとき」

と規定していますが、同項本文において「特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発

明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる」と規定さ

れていることから、もとの特許出願を分割するには、分割する時にもとの特許出願が特許庁に

係属していることが必要になります。 

したがって、特許査定の謄本の送達があった日から 30 日以内（特許法第 108 条３項の規定

により特許料の納付期間が延長になった場合は延長された後の期間内） であっても、特許権の

設定の登録があったときは、当該特許出願が特許庁に係属していないことになるため、当該特

許出願を分割することができません。 

そして、この設定の登録は、特許料の納付書の提出後順次行われていくため、納付書の提出

と同日以前に当該特許出願を分割することが推奨されます。 
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問問２２－－９９  実実用用新新案案登登録録にに基基づづくく特特許許出出願願とと、、抹抹消消登登録録申申請請書書がが同同日日ででなないいととききのの扱扱いいはは？？

（（特特））  

「実用新案登録に基づく特許出願」の際に、基礎とした実用新案登録を放棄しなければならない

とされていますが、インターネット出願ソフトでオンライン出願する日と、抹消登録申請書の郵送

による差出日が同日であれば要件を満たしますか。 
また、提出した抹消登録申請書に不備があって却下となる場合や、抹消登録申請を出し忘れた場合

はどうなるでしょうか。 
 

答： 通常、設定登録後に手続する移転登録申請等を郵便で提出したときは、特許庁に到達した

日が効力発生日とされていますが、質問の場合の実用新案権の放棄による抹消登録申請は、

特許法第19条に規定する「提出の期間の定めがあるもの」として取り扱うこととしていま

す。 

したがって、オンライン出願の日と抹消登録申請書の郵送による差出日が同日であれば、

特許法第46条の２第１項の要件を満たすこととなります。 

なお、抹消登録申請書に不備があり手続補正指令が発せられたものの、その不備を解消す

る補正がなされず当該申請書が却下された場合や抹消登録申請書に補正をすることができな

い不備があり、却下理由通知が発せられた後、却下された場合で申請が取下げられた場合

は、特許出願について却下理由通知書が発せられます。また、抹消登録申請書が特許出願の

際に提出されていない場合も、特許出願について却下理由通知が発せられます。 

これらの場合、当該特許出願に対する却下の処分を行う前に、抹消登録申請書が新たに提

出され、かつ、当該申請書に不備がないときは、当該特許出願の却下理由が解消することに

なります。 

そのため、抹消登録申請書を提出した後、当該特許出願の却下理由通知に対して、抹消登

録申請書を提出した旨の弁明書を提出する必要があります。 
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問問２２－－１１００  実実用用新新案案登登録録にに基基づづくく特特許許出出願願にに不不備備ががああるるとときき、、抹抹消消登登録録申申請請書書のの扱扱いいはは？？

（（特特））  

「実用新案登録に基づく特許出願」の際に、抹消登録申請書を提出しました。抹消登録申請書に

不備はありませんでしたが、特許出願に不備があることに気がつきました。抹消登録申請書と特許

出願はどのようになりますか。 
 
答： 不備の内容が、特許出願の要件を満たしていない場合は、特許出願に却下理由通知が発せら

れます。 
   「実用新案登録に基づく特許出願」については、一般的な特許出願の却下理由に加え、以下

の①～③が却下理由となります。 
①  期間経過 

（ⅰ）実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から３年を経過したとき 

（ⅱ）実用新案技術評価の請求があったとき 
（ⅲ）他人から実用新案技術評価の請求があった旨の最初の通知を受けた日から３０日を

経過したとき（実用新案権者が在外者の場合９０日） 
（Ⅳ）実用新案登録無効審判について最初に指定された答弁書提出期間を経過したとき 

②  抹消登録申請書の提出がない又は申請書の却下 

③  実用新案権者と出願人との不一致  

 
抹消登録申請書に不備がなく、「実用新案登録に基づく特許出願」のみに却下理由があるときは、

抹消登録申請書は登録の目的に「実用新案登録に基づく特許出願の基礎とした実用新案登録に係

る本実用新案権の登録の抹消」と記載することとされており、「実用新案登録に基づく特許出願」

に却下理由があれば、当該出願がないことになり、抹消登録申請書自体にも却下理由があること

になります。 
したがって、抹消登録申請書と「実用新案登録に基づく特許出願」の双方に、却下理由通知を

同時に発することになります。 
 

なお、不備の内容が、却下理由に該当しない方式不備については、「実用新案登録に基づく特許

出願」に手続補正指令が発せられます。 
この場合、「実用新案登録に基づく特許出願」は出願の要件を満たしているため、実用新案権は、

抹消登録申請書により抹消登録されます。 
特許出願の手続補正指令に応答しないと、実用新案権と特許出願の双方を失うこととなるため、

注意が必要です。 
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問問２２－－１１１１  国国内内優優先先権権主主張張をを伴伴うう特特許許出出願願（（特特・・実実））  

国内優先権主張を伴う特許出願について留意すべきことは。 
 
答： 国内優先権主張を伴う特許出願を行う場合の留意点を以下のとおりまとめました。 
（優先権主張の旨を願書に書く場合の例） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【書類名】     特許願 

【整理番号】    Ｐ２０１３－０２ 

【提出日】     令和○○年○月○日 

【あて先】     特許庁長官殿 

【国際特許分類】  Ｈ０１Ｌ ２１／３０ 

Ｇ０３Ｆ １／１６ 

【発明者】 

  【住所又は居所】 北海道札幌市北区北７条西２－８ 

  【氏名】     札幌 太郎 

【特許出願人】 

  【識別番号】   ０１２３４５６７８ 

  【住所又は居所】 宮城県仙台市青葉区本町３－３ 

  【氏名又は名称】 東北特許株式会社 

【代理人】 

  【識別番号】   １０１２３４５６７ 

  【住所又は居所】 広島県広島市中区八丁堀６－３０ 

  【弁理士】 

  【氏名又は名称】 広島 史郎 

【先の出願に基づく優先権主張】 

  【出願番号】   特願２０○○－○○○○○○ 

  【出願日】    令和○○年○月○日 

【手数料の表示】 

  【予納台帳番号】 ０１２３４５ 

  【納付金額】   １４０００ 

【提出物件の目録】 

  【物件名】 特許請求の範囲 １ 

  【物件名】 明細書     １ 

  【物件名】 図面      １ 

  【物件名】 要約書     １ 

  【包括委任状番号】０１２３４５６ 

優先権主張を伴う出願ができる期間は、先

の出願日から１年以内（先の出願が複数のと

きは、最先の出願日から１年以内）です。た

だし、優先期間内に出願できなかったことに

ついて故意によるものではない場合であっ

て、先の出願の日から１年２月以内にその出

願をした時には、優先権の主張をすることが

できます。 

【特許出願人】は、先の出願の出願人と

一致していなければなりません。 

特許法第４１条１項の規定による優先権を

主張しようとする旨等を願書に記載してその

旨等を記載した書面の提出を省略するときは

（すなわち、国内優先権の主張を願書に記載

するときは）、【先の出願に基づく優先権主

張】の欄を設け、【出願番号】及び【出願

日】を記載します。また、複数の出願を基礎

とする場合は、【先の出願に基づく優先権主

張】の欄を繰り返し設けて記載します。 

また、特許法第４１条１項の規定による優

先権を主張しようとする旨等を「優先権主張

書」に記載して提出するときは、最先の優先

日から１年４月が満了する日又は優先権主張

を伴う出願の日から４月の期間が満了する日

のいずれか遅い日までの間（出願審査の請求

又は出願公開の請求があった後の期間を除

く。）に提出します。 

委任による代理人手続の場合は、特別の授

権を得なければ国内優先権の主張及びその取

下げをすることができません。 

したがって、先の出願について代理権を証

明する書面を提出していない場合は、これを

提出する必要があります。 

新規性喪失の例外の規定の適用を受けよう

とする場合において、先の出願について提出

した証明書に変更を要しない場合は、願書に

次のような記載をして提出を省略することが

できます。 

 

【物件名】 発明の新規性の喪失の例外の規

定の適用を受けるための証明書 １ 

【援用の表示】変更を要しないため省略

する。 
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委任状 

令和○○年○月○日 

私は、識別番号１０１２３４５６７（弁理士）広島史郎氏を以て代理人とし

て下記事項を委任します。 

記 

１． 特許出願に関する手続（特願２０△△-△△△△△△） 

１． 上記出願、及び特願２０○○－○○○○○○に基づく特許法第４１

条第１項又は実用新案法第８条第１項の規定による優先権の主張及

び取り下げ 

１． ・・・・・・・ 

    ・ 

    ・ 

 

         住所（居所）  宮城県仙台市青葉区本町３－３ 

         氏名（名称）  東北特許株式会社 

         代表者    伊達 花子         

後後のの出出願願にに関関すするる委委任任状状  

先の出願の番号を特定し記載します 

個別委任状の参考文例 

国内優先権主張に関する

特別授権の文言の記載例 

― 635 ―



 

- 636 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

（（参参考考）） 

先先のの出出願願にに提提出出のの委委任任状状  

この場合、後の出願時には、委任状

を提出する必要はありません 

委任状 

令和○○年○月○日 

私は、識別番号１０１２３４５６７（弁理士）広島史郎氏を以て代理人とし

て下記事項を委任します。 

記 

１． 特許出願に関する手続（特願２０○○－○○○○○○） 

１． 上記出願に基づく特許法第４１条第１項又は実用新案法第８条第１

項の規定による優先権の主張及び取り下げ 

１．・・・・・・・ 

    ・ 

    ・ 

 

         住所（居所）  宮城県仙台市青葉区本町３－３ 

         氏名（名称）  東北特許株式会社 

         代表者    伊達 花子         

国内優先権主張に関する

特別授権の文言の記載例 
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問問２２－－１１２２  国国内内優優先先権権主主張張をを伴伴うう出出願願のの出出願願人人（（特特・・実実））  

先の出願の発明に基づいて共同開発により改良発明がされたので、国内優先権の主張を伴う出

願を予定しています。後の出願に新たな出願人を加えたいのですが、どうすればよいですか。 
 
答： 国内優先権の主張に係る先と後の出願は、出願人の一致が要件とされています（出願後に特

許法第 41 条４項に規定の国内優先権主張書面（「優先権主張書」）の提出により優先権の主張を

行う場合であっても、後の出願の時点において出願人が一致していることが必要です。）。先の

出願について出願人名義変更届を提出して共同出願とし、後の出願を共同で行うか、後の出願

を単独で行い、その後出願人名義変更届を提出する方法があります。 
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問問２２－－１１３３  国国内内優優先先権権のの主主張張をを伴伴うう出出願願とと先先のの出出願願のの出出願願人人のの要要件件（（特特・・実実））  

特許出願Ｘは出願人Ａ、特許出願Ｙは出願人Ｂが行っています（出願は、Ｘ、Ｙの順）。特許出

願Ｙは、出願後に出願人ＢからＡに名義変更されました。この後、特許出願Ｘを先の出願として、

特許出願Ｙに特許法第 41 条第４項に規定する優先権主張書を提出することにより、国内優先権

を主張することはできますか。 
 
答： 特許法第 41 条１項に規定する国内優先権は、先にされた自己の特許出願の発明を含めて包括

的な発明として特許出願をする際に主張することができます。したがって、国内優先権の主張

を伴う出願は、先の出願の出願人である者しかできません。 
ご質問のように、優先権主張書を提出する時に出願Ｘと出願Ｙの出願人が一致している場合

であっても、後の特許出願Ｙは出願人Ｂが行っており先の特許出願Ｘの出願人Ａが行ったもの

ではないため、国内優先権を主張することはできません。 
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問問２２－－１１４４  国国内内優優先先権権のの主主張張をを伴伴うう出出願願とと先先のの出出願願のの発発明明者者のの住住所所（（特特・・実実））  

先の出願に記載された発明者の住所が国内優先権の主張を伴う特許出願をする際に変更され

ていた場合、国内優先権の主張を伴う出願に記載する当該発明者の住所は変更後の住所を記載す

るのですか。また、先の出願に関し、発明者の住所の変更を届け出る必要がありますか。 
 
答： 特許出願の願書に記載する発明者の住所は、出願をする時点の住所を記載するものですから、

国内優先権の主張を伴う出願をする時点で住所が変更になっていた場合は、新しい住所を記載

します。 
また、発明者の住所変更については、法令上何ら規定されていませんので、発明者の住所変更

届を提出する必要はありません。 
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問問２２－－１１５５  国国内内優優先先権権主主張張のの先先のの出出願願（（特特・・実実））  

実用新案登録出願を先の出願として、国内優先権の主張を伴う出願をしたとき、先の出願であ

る実用新案登録出願は登録になることがありますか。 
 
答： 先の出願は、その出願の日から１年４月を経過するとみなし取下げになりますが、その前に

出願の方式及び基礎的要件が完備して設定の登録ができるものについては設定の登録をしま

す。 
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問問２２－－１１６６  国国際際出出願願をを基基礎礎ととすするるパパリリ優優先先権権のの主主張張（（特特・・実実））  

国際出願（ＰＣＴ）を基礎の出願として、パリ条約による優先権の主張をする場合に願書の【パ

リ条約による優先権等の主張】の欄にはどのように記載するのですか。 
 
答： 【パリ条約による優先権等の主張】の【国・地域名】の欄には、政府間機関の名称又は国際

出願の指定国のうち日本以外の一国を記載することになりますが、できる限り「世界知的所有

権機関」と記載してください。 
 

記載例（優先権の基礎となる国際出願の受理官庁が日本である場合） 
【パリ条約による優先権等の主張】 

【国・地域名】 世界知的所有権機関 
【出願日】   ２０○○年○○月○○日 ←国際出願日を西暦で記載 
【出願番号】  ＰＣＴ／ＪＰ○○○○／○○○○○○ ←国際出願番号を記載 

 
ただし、ＤＡＳ（デジタルアクセスサービス）を利用して優先権証明書を提出する場合は、

【国・地域名】の欄に、優先権主張の基礎となる国際出願の受理官庁の国名を記載してくだ

さい。なお、国際出願が優先権主張の基礎の出願となる場合、すべての国際出願について、

国際出願に係る書類を優先権証明書として、ＤＡＳを利用して提出できるわけではありませ

ん。ＤＡＳを利用して国際出願に係る書類を優先権証明書として提出できるのは、その優先

権主張の基礎となる国際出願の受理官庁がＤＡＳに国際出願に係る書類を優先権証明書とし

て提供している場合に限られます。 
 

記載例（優先権の基礎となる国際出願の受理官庁がオーストラリアである場合） 
【パリ条約による優先権等の主張】 

【国・地域名】 オーストラリア 
【出願日】   ２０○○年○○月○○日  ←国際出願日を西暦で記載 
【出願番号】  ＰＣＴ／ＡＵ○○○○／○○○○○○ ←国際出願番号を記載 
【出願の区分】 特許 
【アクセスコード】  ○○○○ 
【優先権証明書提供国（機関）】世界知的所有権機関 
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問問２２－－１１７７  優優先先権権証証明明書書類類等等のの援援用用（（四四法法共共通通））  

一の出願を基礎出願として、パリ条約による優先権主張を伴う出願を２件出願する際に優先権

証明書類等は２通必要ですか。証明書の援用はできないのですか。 
 

答： 他の事件について提出した証明書であってその内容が同一の場合は、その旨を申し出れば当

該証明書を援用することができます（特施規 10 条２項）。 
 

   記載例（証明書を援用する優先権証明書提出書） 

    【提出物件の目録】 

     【物件名】   優先権証明書 １ 

      【援用の表示】特願○○○○－○○○○○○ 
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問問２２－－１１８８  新新規規性性喪喪失失のの例例外外証証明明書書のの援援用用  

（１）新規性喪失の例外証明書を援用して提出したいと思います。新規性喪失の例外証明書提

出書の記載はどのようにするのですか。（特・実・意） 
（２）国内優先権主張を伴う特許出願を行う場合、後の出願の願書に新規性喪失の例外証明書

を援用する旨の表示をしなくても、先の出願について提出した新規性喪失の例外証明書が後の

出願においても提出されたものとみなされますか。（特・実） 

 
答： 
（１）他の事件について提出した証明書であってその内容が同一の場合は、その旨を申し出れば当

該証明書を援用することができます（特施規10条２項）。 
 
記載例（証明書を援用する新規性喪失の例外証明書提出書） 
 【提出物件の目録】 

【物件名】   新規性喪失の例外証明書 １ 
【援用の表示】特願○○○○－○○○○○○ 

 
（２）後の出願の願書に援用する旨の表示をしなければ、先の出願について提出された新規性喪失

の例外証明書が後の出願においても提出されたものとはみなされません。国内優先権主張を伴

う特許出願を行う場合において、先の出願について提出した新規性喪失の例外証明書と変更が

ない場合には、これを援用する旨を願書に表示して提出を省略することができます（特施規31

条１項）。 
 
記載例（新規性喪失の例外証明書の提出を省略する願書） 
【提出物件の目録】 
【物件名】   新規性喪失の例外証明書 １ 
【援用の表示】変更を要しないため省略する。 
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問問３３－－１１  手手続続のの補補正正のの留留意意点点（（特特・・実実））  

手続の補正について留意すべきことは。 

 

答： 手続の補正について、次に掲げるような不備事項を見受けますので、提出する書類の再チェ

ックを実行していただくように、手続を行う上での留意点をまとめました。 

 

（（注注））平平成成１１５５年年７７月月１１日日よよりり特特許許法法施施行行規規則則のの改改正正にに伴伴いい手手続続補補正正書書のの様様式式もも変変更更ににななりりまましし

たたがが、、平平成成１１５５年年６６月月３３００日日以以前前ににさされれたた出出願願のの明明細細書書ににつついいてて補補正正すするる場場合合のの手手続続補補正正書書

のの様様式式はは、、改改正正前前のの様様式式ににななりりまますす。。特特にに「「特特許許請請求求のの範範囲囲」」がが単単独独のの【【書書類類名名】】ででははなな

くく、、明明細細書書のの一一部部にに含含ままれれてていいるる場場合合はは注注意意がが必必要要でですす。。  

  

〈〈特特許許請請求求のの範範囲囲、、明明細細書書、、図図面面又又はは要要約約書書等等のの補補正正にに係係るる手手続続補補正正書書のの作作成成ににつついいてて〉〉  

１．「発明の詳細な説明」の欄の化学式等を含む明細書を補正する場合の作成例 

化学式等を含む明細書の補正をするときは、当該化学式自体を訂正しないときでも、補正後の

内容には必ず化学式等を含めて記載します。【化○】等のみを記載し、化学式等を記載していな

いものを見受けます。 

 

（（正正ししいい記記載載例例））  

【手続補正１】 

【補正対象書類名】 明細書 

【補正対象項目名】 ○○○○ 

【補正方法】    変更 

【補正の内容】 

【○○○○】 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・化○・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【化○】 

ＣＨ３－Ｃ－ＯＨ 

∥ 

Ｏ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

２．【図面の簡単な説明】及び【符号の説明】の欄の補正 

平成15年７月１日より特許法施行規則の改正に伴い【図面の簡単な説明】及び【符号の説明】

の欄を単位として補正をすることはできなくなりました。【図面の簡単な説明】及び【符号の説

明】を補正するときは、【図面の簡単な説明】及び【符号の説明】の項目名の下に付した「段落

番号」を単位に補正するか、又は明細書の「全文」を単位として補正してください。 

【図面の簡単な説明】や【符号の説明】の項目名の下に「段落番号」を付さなかった場合は、

明細書の「全文」を単位として補正しなければなりませんのでご注意ください。 
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３．補正をする単位を異にする２以上の個所の補正 

補正をする単位を異にする２以上の個所を補正するときは、【手続補正○】の欄を繰り返し設

けて記載します。【手続補正○】の欄を繰り返し設けていないものを見受けます。 

 

 

（（正正ししいい記記載載例例））  

【手続補正１】 

【補正対象書類名】 明細書 

【補正対象項目名】 ００１２ 

【補正方法】    変更 

【補正の内容】 

【００１２】 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

【手続補正２】 

【補正対象書類名】 明細書 

【補正対象項目名】 ００１５ 

【補正方法】    変更 

【補正の内容】 

【００１５】 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

（（誤誤っったた記記載載例例：：段段落落番番号号ごごととにに繰繰りり返返さされれてていいなないい））  

【手続補正１】 

【補正対象書類名】 明細書 

【補正対象項目名】 ００１２、００１５ 

【補正方法】    変更 

【補正の内容】 

【００１２】 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

【００１５】 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 
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４．特許請求の範囲に記載した請求項の数を増加又は減少する補正をするときは、「【書類名】特

許請求の範囲」の「全文」を単位として補正しなければなりません。また、明細書の「発明の詳

細な説明」の欄に記載した段落番号【○○○○】の数を増加又は減少する補正をするとき、ある

いは段落番号のない明細書を補正するときは「【書類名】明細書」の「全文」を単位として補正

しなければなりません。請求項の数又は段落番号の数を増加又は減少する補正をするときに、

【請求項○】又は段落番号【○○○○】を単位として補正をしているものを見受けますが、この

ような補正は認められません。 

 

（（正正ししいい記記載載例例））  

【手続補正１】 

【補正対象書類名】 特許請求の範囲 

【補正対象項目名】 全文 

【補正方法】 変更 

【補正の内容】 

【書類名】 特許請求の範囲 

【請求項１】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 ・ 

・（略） 

 ・ 

【請求項○】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

  

（（誤誤っったた記記載載例例：：追追加加すするる請請求求項項ののみみがが記記載載さされれてていいるる））  

【手続補正１】 

【補正対象書類名】 特許請求の範囲 

【補正対象項目名】 請求項○ 

【補正方法】    追加 

【補正の内容】 

【請求項○】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 
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５．明細書の段落番号【○○○○】を単位として補正をする場合において、明細書の特定の段落を

削除するときは、【補正対象項目名】に削除する段落の番号を記載し、【補正方法】に「削除」

と記載してください。この場合、段落番号は残り、内容がない段落となります。 

 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】 明細書 

【補正対象項目名】 ○○○○ 

【補正方法】    削除 

（注）「【補正方法】」が「削除」のときは、「【補正の内容】」の欄は設けません。 

 

また、上記により補正をした後に、再度補正により当該段落番号【○○○○】に記載事項を加

えるときは、次の要領により当該段落番号【○○○○】を変更する補正を行います。 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】 明細書 

【補正対象項目名】 ○○○○ 

【補正方法】    変更 

【補正の内容】 

【○○○○】 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

６．【補正対象項目名】及び【補正の内容】の欄の記載 

【補正対象項目名】には補正をする単位名を正確に記載し（「【」、「】」は付しませ

ん。）、【補正の内容】には【補正対象項目名】に記載した補正をする単位名の前に「【」、後

ろに「】」を付した欄名を最初に記載します（全文又は全図を単位として補正するときは、

「【書類名】○○○○」を最初に記載します。）。補正をする単位名と欄名が整合していないも

のや、【補正の内容】の最初に欄名を記載していないものを見受けます。 

 

（（正正ししいい記記載載例例））  

【手続補正１】 

【補正対象書類名】 特許請求の範囲 

【補正対象項目名】 請求項２ 

【補正方法】    変更 

【補正の内容】 

【請求項２】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 
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（（誤誤っったた記記載載例例：：補補正正対対象象項項目目名名とと補補正正のの内内容容のの欄欄のの最最初初のの【【  】】がが一一致致ししてていいなないい））  

【手続補正１】 

【補正対象書類名】 特許請求の範囲 

【補正対象項目名】 請求項２ 

【補正方法】    変更 

【補正の内容】 

【請求項１】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。  

  

（（誤誤っったた記記載載例例：：補補正正のの内内容容のの欄欄のの最最初初にに【【  】】部部分分がが記記載載さされれてていいなないい））  

【手続補正１】 

【補正対象書類名】 特許請求の範囲 

【補正対象項目名】 請求項２ 

【補正方法】    変更 

【補正の内容】 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。。  

 

７．【補正方法】の欄の記載 

補正方法は、補正をする単位ごとに決定します。例えば、段落番号【０００１】中の記載事項

の一部を削るときに、【手続補正○】の欄の【補正方法】に「削除」と記載しているものを見受

けます。この場合、補正方法には「変更」と記載します。 

 

８．要約書の補正 

要約書を補正するときは、必ず要約書の「全文」を単位として補正しなければなりません。補

正をする単位ではない【課題】、【解決手段】等の部分のみを記載しているものを見受けます。 

また、要約書の補正は特許法施行規則第11条の２の２の規定により特許出願の日（優先権の主

張があるときは優先日、出願日が遡及するときは遡及する出願日）から１年４月以内（出願公開

の請求があった後の期間を除く）とされています。この期間を経過している場合は、要約書の補

正をすることはできません。 

 

９．【補正により増加する請求項の数】の欄の記載 

【補正により増加する請求項の数】の欄は、出願審査の請求後に請求項の数を増加する補正を

する場合にのみ欄を設けて増加する請求項の数を記載します。出願審査の請求と同時又はそれ以

前に補正をする場合、又は出願審査の請求後に補正をする場合であっても補正により請求項の数

が増加しないときは、【補正により増加する請求項の数】の項目名自体を設ける必要はありませ

ん。【補正により増加する請求項の数】の欄に「なし」又は「０」のように記載しているものを

見受けますが記載不要です。
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（（誤誤っったた記記載載例例））  

【補正により増加する請求項の数】  なし  ← （記載不要） 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】 特許請求の範囲 

【補正対象項目名】 全文 

   ・ 

   ・ 

  

10．【発送番号】の欄の記載 

自発的に補正するときは【発送番号】の欄は記載しません。「自発」のように記載しているも

のを見受けます。 

 

（（誤誤っったた記記載載例例））  

【発送番号】           自発  ← （記載不要） 

【補正により増加する請求項の数】 ○ 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】 特許請求の範囲 

【補正対象項目名】 全文 

   ・ 

   ・ 

 

〈〈明明細細書書又又はは図図面面のの実実体体補補正正とと方方式式補補正正にに係係るる手手続続補補正正書書のの提提出出ににつついいてて〉〉  

明細書又は図面の実体補正に係る手続補正書と、方式補正に係る手続補正書とは別の手続補正

書の提出により行うことをお願いします。 

 

〈〈委委任任状状等等のの書書面面のの提提出出をを補補正正のの内内容容ととすするる手手続続補補正正書書のの作作成成ににつついいてて〉〉  

委任状等の書面の提出を補正の内容とする補正を行うときは、手続補正書の【手続補正○】の

欄には、次のように記載します。 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】 特許願 

【補正対象項目名】 委任状 

【補正方法】    追加 

【補正の内容】 

【提出物件の目録】 

【物件名】     委任状   １ 
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〈〈方方式式補補正正にに係係るる手手続続補補正正書書のの提提出出ににつついいてて〉〉  

手続の補正をしなければならないことが明らかな方式不備のある手続（委任状を提出していな

い手続、特定手続を行った旨の申出をしていない手続、記載事項に不備のある手続等）について

は、手続補正指令を待つことなく、自発的に方式補正に係る手続補正書を提出してください。 

 

 

〈〈優優先先権権主主張張のの補補正正ににつついいてて〉〉  

平成２６年の法改正により、優先権の主張をした者は、国内優先権の主張及びパリ条約による

優先権等の主張についての特許願の記載、及び「優先権主張書」について補正できる期間が設け

られましたが（特17条の４）、優先権主張の補正とは、既に主張した優先権主張の記載の誤記を

訂正することであるから、新たな優先権主張を追加する場合は、優先権主張書（特41(4)、特

43(1)）で、国内優先権を取下げ（特42(2)）るときは、「先の出願に基づく優先権主張取下書」

で行います。 
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問問３３－－２２  発発明明者者のの補補正正（（特特・・実実・・意意））  

発明者（実用新案は考案者・意匠は創作者）の補正について教えてください。 

 

答： 発明者の補正を行う場合の留意点を以下のとおりまとめました。 

 

 

 

 

１１．．発発明明者者のの誤誤記記（（同同音音異異字字））のの訂訂正正  

・発明者の表示の誤記を訂正する場合です。 

・発明者の表示の誤記の訂正は「手続補正書」の提出により行います。 

・「誤記の理由を記載した書面」の添付が必要です。なお、誤記の訂正が発明者自体の変更のおそ

れがある場合（例えば、姓及び名又は姓及び住所を同時に訂正する場合等） には発明者相互の宣

誓書の提出を求める場合があります。 

・国内優先権主張を伴う出願の場合であって、発明者の誤記訂正を行う場合は優先権主張の基礎と

なる先の出願と後の出願の両方に手続補正書を提出します。先の出願が既にみなし取下げとなって

いる場合は後の出願についてのみ発明者の補正を行い、【その他】の欄を設けて「先の出願が既に

みなし取下げとなっているため、後の出願に対してのみ発明者の補正を行う旨」を記載してくださ

い。    

・発明者の補正は、原則、発明者の誤記を訂正する場合に限られます。 

・発明者の補正を含む手続の補正は、事件が特許庁に係属している場合に限り認めます（特許

法第17条第1項本文）。 
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手続補正書をオンラインで提出する場合 

手続補正書をオンラインで提出する場合には、当該手続補正書に【その他】の欄を設けて、変更

（追加・削除）の理由を記載することで、手続補足書（理由書の添付）の提出が不要になります。 

  

手手続続補補正正書書記記載載例例  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

【書類名】 手続補正書 

【提出日】 令和○年○月○日 

【あて先】 特許庁長官 殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 特願２０○○－○○○○○○ 

【補正をする者】 

【識別番号】 ０１２３４５６７８ 

【氏名又は名称】  東北特許株式会社 

【代表者】     東北 太郎 

【代理人】 

【識別番号】    １０１２３４５６７ 

【弁理士】 

【氏名又は名称】  広島 史郎 

【手続補正１】 

【補足対象書類名】 特許願 

【補正対象項目名】 発明者 

【補正方法】    変更 

【補正の内容】 

【発明者】 

【住所又は居所】  北海道札幌市北区北８条西２－１－１ 

【氏名】      札幌 太郎 

【発明者】 

【住所又は居所】 愛知県名古屋市中区三の丸２－５－２ 

【氏名】      尾張 次郎 

【その他】 誤記の理由は、○○○○です。 

【補正の内容】には、変更後の発明者全員の

記載が必要です（例えば、発明者が２名いる

場合であって、１名の表示の誤記を訂正する

ときであっても、発明者２名の記載が必要で

す。）。 

手続補正書に【その他】の欄を設けて、変更

（追加・削除）の理由を記載することで理由

書（書面）の添付に代えることができます。 

変更（追加・削除）の理由は、例えば「願書

を作成するときに「○○太郎」を「○○次

郎」とタイプミスをし、その確認を怠ったた

め、誤記したものです。」のように、具体的

に記載してください。 

補正方法は「変更」です。 
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手続補正書を書面で提出する場合 

手続補正書に、変更（追加、削除）の理由を記載した書面を添付して提出します。書面にて提出

した場合、当該手続補正書の電子化手数料は必要です。 

  

手手続続補補正正書書記記載載例例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【書類名】 手続補正書 

【提出日】 令和○年○月○日 

【あて先】 特許庁長官 殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 特願２０○○－○○○○○○ 

【補正をする者】 

【識別番号】 ０１２３４５６７８ 

【氏名又は名称】  東北特許株式会社 

【代表者】     東北 太郎 

【代理人】 

【識別番号】    １０１２３４５６７ 

【弁理士】 

【氏名又は名称】  広島 史郎 

【手続補正１】 

【補足対象書類名】 特許願 

【補正対象項目名】 発明者 

【補正方法】    変更 

【補正の内容】 

【発明者】 

【住所又は居所】  北海道札幌市北区北８条西２－１－１ 

【氏名】      札幌 太郎 

【発明者】 

【住所又は居所】  愛知県名古屋市中区三の丸２－５－２ 

【氏名】      尾張 次郎 

【提出物件の目録】 

【物件名】     理由書 １ 

【補正の内容】には、変更後の発明者全員の

記載が必要です（例えば、発明者が２名いる

場合であって、１名の表示の誤記を訂正する

ときであっても、発明者２名の記載が必要で

す。）。 

変更（追加、削除）の理由を記載した書面に

は、例えば、「願書を作成するときに「○○

太郎」を「○○次郎」とタイプミスをし、そ

の確認を怠ったため、誤記したものです。」

のように、具体的に記載してください。 

補正方法は「変更」です。 
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２２．．発発明明者者のの変変更更（（追追加加・・削削除除））  

・誤記の訂正が、発明者自体の変更になる場合です。 

・発明者の誤記の訂正は「手続補正書」の提出により行います。 

・「手続補正書」には、以下（１）及び（２）の書面の添付が必要になります。 

（１）発明者相互の宣誓書（変更前の願書の発明者の欄に記載のある者と補正後の同欄に記載さ

れる者の全員分の真の発明者である旨又はない旨の宣誓）※譲渡証書等は原則不要です。 

（２）変更（追加、削除）の理由を記載した書面 

 

手続補正書をオンラインで提出する場合 

手続補正書（①）をオンラインで提出する場合には、３日以内を目安に、手続補足書（②）（発

明者相互の宣誓書等必要な書面を添付）の提出が必要です。手続補足書は書面又は電子特殊申請

により提出可能です。書面にて提出された場合であっても、当該手続補足書の電子化手数料は不

要です。 

 

①①手手続続補補正正書書記記載載例例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【書類名】 手続補正書 

【提出日】 令和○年○月○日 

【あて先】 特許庁長官 殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 特願２０○○－○○○○○○ 

【補正をする者】 

【識別番号】 ０１２３４５６７８ 

【氏名又は名称】  東北特許株式会社 

【代表者】     東北 太郎 

【代理人】 

【識別番号】    １０１２３４５６７ 

【弁理士】 

【氏名又は名称】  広島 史郎 

【手続補正１】 

【補足対象書類名】 特許願 

【補正対象項目名】 発明者 

【補正方法】    変更 

【補正の内容】 

【発明者】 

【住所又は居所】  北海道札幌市北区北８条西２－１－１ 

【氏名】      札幌 太郎 

【発明者】 

【住所又は居所】  埼玉県さいたま市中央区新都心１－１ 

【氏名】      大宮 次郎 

【その他】 変更（追加・削除）の理由は、○○○○です。 

（【提出物件の目録】） 

補正方法は「変更」です。 

【補正の内容】には、変更後（追加後・削除

後）の発明者全員を記載します。 

手続補正書に【その他】の欄を設けて、変更

（追加・削除）の理由を記載することで理由

書（書面）の添付に代えることができます。 

変更（追加・削除）の理由は、例えば「代理

人が願書を作成するにあたり、出願人からの

依頼書において、発明者「○○ ○○」の記

載が抜けていたため、特許願の記載を脱漏し

たものです」のように、具体的に記載する必

要があります。 

なお、出願時の特許願に記載すべき発明者を

何らかの理由で記載しなかった場合には、そ

の経緯等を具体的に記載し、発明者を誤記し

た理由（原因）にも言及してください。 

添付する書面について、書面の提出を手続補

足書等により行う場合には、【提出物件の目

録】の欄は記載しません。 
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②②手手続続補補足足書書記記載載例例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【書類名】 手続補足書 

【提出日】 令和○年○月○日 

【あて先】 特許庁長官 殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 特願２０○○－○○○○○○ 

【補足をする者】 

【識別番号】 ０１２３４５６７８ 

【氏名又は名称】  東北特許株式会社 

【代表者】     東北 太郎 

【代理人】 

【識別番号】    １０１２３４５６７ 

【弁理士】 

【氏名又は名称】  広島 史郎   

【補足対象書類名】  手続補正書 

【補足の内容】  発明者相互の宣誓書を提出する。 

【提出物件の目録】 

【物件名】     宣誓書 １ 
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手続補正書を書面で提出する場合 

手続補正書に、発明者相互の宣誓書及び変更（追加、削除）の理由を記載した書面を添付して提

出（書面手続）します。この場合、当該手続補正書の電子化手数料は必要です。 

 

手手続続補補正正書書記記載載例例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【書類名】 手続補正書 

【提出日】 令和○年○月○日 

【あて先】 特許庁長官 殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 特願２０○○－○○○○○○ 

【補正をする者】 

【識別番号】 ０１２３４５６７８ 

【氏名又は名称】  東北特許株式会社 

【代表者】     東北 太郎 

【代理人】 

【識別番号】    １０１２３４５６７ 

【弁理士】 

【氏名又は名称】  広島 史郎 

【手続補正１】 

【補足対象書類名】 特許願 

【補正対象項目名】 発明者 

【補正方法】    変更 

【補正の内容】 

【発明者】 

【住所又は居所】  北海道札幌市北区北８条西２－１－１ 

【氏名】      札幌 太郎 

【発明者】 

【住所又は居所】  埼玉県さいたま市中央区新都心１－１ 

【氏名】      大宮 次郎 

【提出物件の目録】 

【物件名】     宣誓書 １ 

【物件名】     理由書 １ 

 

補正方法は「変更」です。 

【補正の内容】には、変更後（追加後・削除

後）の発明者全員を記載します。 

変更（追加、削除）の理由を記載した書面に

は、例えば「代理人が願書を作成するにあた

り、出願人からの依頼書において、発明者

「○○ ○○」の記載が抜けていたため、特

許願の記載を脱漏したものです」のように、

具体的に記載します。 

なお、出願時の願書に記載すべき発明者を何

らかの理由で記載しなかった場合には、その

経緯等を具体的に記載し、発明者を誤記した

理由（原因）にも言及してください。 
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・宣誓書に押印（外国人の場合は署名）は不要です。 

・宣誓書は、原本の提出のほか、原本の提出に代えてその写しを提出することも可能です。 

（１）発明者を追加する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）発明者を削除する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発明者ａ及びcと非発明者ｂの記名が必

要です。 

なお、宣誓文に発明者の相互関係が記載

されていれば、１名ごとに宣誓書を作成

し提出することもできます。 

宣誓文言として、発明者の相互関係（ａ

及びcが発明者でありｂは発明者でない

旨）を記載する必要があります。 

非発明者ｂには「発明者」の表示を記載

してはいけません。 

 

宣誓書 

                              令和○○年○月○日 

 

下記の出願について、札幌太郎及び発明三郎が真の発

明者であり、尾張次郎は発明者ではないことをここに宣誓

します。 

記 

 

１．出願番号    特願２０○○－○○○○○○ 

２．発明の名称   ○○○の製造方法 

 

発明者 

住所（居所） 北海道札幌市北区北８条西２－１－１ 

氏名     札幌 太郎        

 

 

住所（居所） 愛知県名古屋市中区三の丸２－５－２ 

氏名     尾張 次郎 

 

発明者 

住所（居所） 北海道札幌市北区北８条西２－１－１ 

氏名     発明 三郎        

発明者を削除する場合とは 

出願時→ａ「札幌太郎」と 

    ｂ「尾張次郎」と 

ｃ「発明三郎」の３名 

補 正→ｂ「尾張次郎」を削除する場合 

宣誓書の記載例 

宣誓書に押印（外国人の場合は署名）は

不要です。 

 

宣誓書 

 

                              令和○○年○月○日 

 

下記の出願について、私ども、札幌太郎及び尾張次郎

が真の発明者であることをここに宣誓します。 

 

記 

 

１．出願番号    特願２０○○－○○○○○○ 

２．発明の名称   ○○○の製造方法 

 

発明者 

住所（居所） 北海道札幌市北区北８条西２－１－１ 

氏名     札幌 太郎        

 

発明者 

住所（居所） 愛知県名古屋市中区三の丸２－５－２ 

氏名     尾張 次郎        

発明者を追加する場合とは 

出願時→ａ「札幌太郎」１名 

補 正→ｂ「尾張次郎」を追加する場合 

宣誓書に押印（外国人の場合は署名）は

不要です。 

宣誓文言として、発明者の相互関係（ａと

ｂが共に発明者である旨）を記載する必要

があります。 

発明者全員（ａとｂ）の記名が必要で

す。 

なお、宣誓文に発明者の相互関係が記載

されていれば、１名ごとに宣誓書を作成

し提出することもできます。 
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問問３３－－３３  出出願願人人のの追追加加補補正正  

共同出願すべきところ単独で出願してしまったとき、出願人を追加する補正はできますか。 

 

答： 出願人を追加する補正は、権利の主体の変更となるためできません。（ただし、願書に委任

状が添付されており、その委任状に記載された委任者の記載を代理人が願書の出願人の欄から

脱漏した場合など、出願書類全体から出願人として認定できる場合は補正できます。） 
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問問３３－－４４  国国内内優優先先権権主主張張のの追追加加補補正正（（特特・・実実））  

特許出願をした際、願書に国内優先権の主張の記載をしませんでした。この場合、国内優先

権の主張の記載を追加する補正ができますか。 

 

答： 出願と同時に国内優先権の主張をせず、出願後に優先権主張の追加をする場合は、優先日か

ら１年４月の期間が満了する日又はその特許出願の日から４月の期間が満了する日のいずれか

遅い日までの間（出願審査の請求又は出願公開の請求があった後の期間は除く。）に「優先権

主張書」を提出してください（特許法 41条４項、特許法施行規則 27条の４第２項、27 条の

４の２第３項）。願書を補正することにより国内優先権の主張を追加する手続はできません。 

上記の取扱いは、パリ条約による優先権主張、パリ条約の例による優先権主張においても同

様です。 
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問問３３－－５５  産産業業技技術術力力強強化化法法第第1177条条第第１１項項のの規規定定にによよるる記記載載のの補補正正（（特特））  

特許出願をした際、願書に産業技術力強化法第17条第１項の規定による特定研究開発等成果

に係る出願である旨の記載をしませんでしたが、どうしたらよいですか。 

 

答： 当該特許出願が特許庁に係属している場合は、手続補正書により補正することができます。 

【補正対象書類名】を「特許願」、【補正対象項目名】を「国等の委託研究の成果に係る記

載事項」、【補正方法】を「追加」として、【補正の内容】に「【国等の委託研究の成果に係

る記載事項】」の欄を設け、「令和○年度、○○省、○○委託研究、産業技術力強化法第１７

条第１項の規定の適用を受ける特許出願」又は「令和○年度、○○省、○○請負研究、産業技

術力強化法第１７条第１項の規定の適用を受ける特許出願」のように記載してください。 
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問問３３－－６６  複複数数のの書書類類のの補補正正  

意見書や手続補正書などを提出した場合に、それらの手続の補正を一通の手続補正書でする

ことができますか。 

 

答： 一通の手続補正書では補正をすることはできません。独立した手続を補正するのですから、

原則、補正も独立して行わなければなりません。 

特許法施行規則第１条第２項に「書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに

作成しなければならない。」と規定されています。 

なお、同規則第 11条第２項に該当する場合には、二以上の補正について、一の書面でする

ことができます。 
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問問３３－－７７  補補正正とと同同時時のの出出願願審審査査請請求求のの審審査査請請求求料料（（特特））  

請求項の数を増やす補正と出願審査請求を同時にするとき、審査請求料は、補正後の請求項

の数に基づき納付するのですか。 

 

答： 補正と同時にする出願審査請求の審査請求料は、補正後の請求項の数に基づき納付します。

出願審査請求書の【請求項の数】には補正後の請求項の数を記載してください。なお、手続補

正書の【補正により増加する請求項の数】の記載は不要です。 
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問問３３－－８８  商商標標出出願願のの指指定定商商品品又又はは指指定定役役務務のの補補正正のの留留意意点点  

商標出願の指定商品又は指定役務の補正について留意すべきことは。 

 

 指定商品又は指定役務の一部削除や範囲を減縮する補正、区分の誤記の補正は可能ですが、指指

定定商商品品又又はは指指定定役役務務をを出出願願時時にに表表示示ししたたももののかからら追追加加すするる補補正正ははででききまませせんん。。  

また、本本来来意意図図ししてていいたた内内容容へへのの補補正正ととはは異異ななるるももののででああっったたととししててもも、、手手続続上上、、有有効効なな手手

続続補補正正書書のの提提出出後後はは、、そそのの補補正正書書をを取取りり下下げげるる等等のの手手続続ははででききまませせんん。。  

  

 指定商品・指定役務の補正ができる時期は、事事件件がが審審査査・・審審判判にに係係属属ししてていいるる場場合合に限られま

す。 

 

 商標の指定商品又は指定役務や商品及び役務の区分の補正手続については、次に掲げるような不

備事項が特に多く見受けられるため、手続を行う上での留意点についてまとめました。 

 

＜＜ははじじめめにに＞＞    

出願時の指定商品又は指定役務や商品及び役務の区分を補正する方法には、「全文補正」と「部

分補正」とがあります。 

(1) 全文補正：「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」を単位に補正 

(2) 部分補正：商品・役務が属する区分（第○類）を単位に補正 

 

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 

【第○類】 

【指定商品（指定役務）】△△ 

【第○類】 

【指定商品（指定役務）】△△，△△△，△△△ 

 

 

 

＊指定商品（指定役務）や商品・区分の補正手続に関する詳細は、特許庁ホームページ「手続補正

書（商標出願の指定商品又は指定役務の補正）の書き方について」

（https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/faq-after-filing/hose-

shohyo/index.html）も参照してください。 

 

  

(2)部部分分補正 (1)全全文文補正 
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１１．．指指定定商商品品（（指指定定役役務務））のの一一部部をを変変更更すするる場場合合のの補補正正例例  

  

次の＜図Ａ＞のように、「第９類」と「第１６類」の２区分で出願したとします。 

  

＜＜図図ＡＡ＞＞出出願願時時のの指指定定商商品品（（指指定定役役務務））のの内内容容  

 

 

 

 

 

 

【【第第９９類類のの「「ビビデデオオカカメメララ」」をを削削除除すするる場場合合】】  

第９類の「ビデオカメラ」を削除する補正を行う場合、手続補正書は、次の＜図Ｂ＞又は 

＜図Ｃ＞のように記載します。 

  

＜＜図図ＢＢ＞＞  全全文文補補正正すするる場場合合のの記記載載例例  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

全全文文補補正正する場合は、権利化したい指定商品（指定役務）や区分をすすべべてて記載します。 

ここでは「第９類」の指定商品だけを変更するが、変更を要しない「第１６類」の指定商品 

（「かるた」）も記載しないと、「第１６類」は削除されたことになるので注意が必要です。 

  

  

  

  

  

  

  

    

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 

【第９類】   

【指定商品（指定役務）】家庭用テレビゲームおもちゃ，ビデオカメラ 

【第１６類】   

【指定商品（指定役務）】かるた 

【手続補正１】 

 【補正対象書類名】商標登録願 

 【補正対象項目名】指指定定商商品品又又はは指指定定役役務務並並びびにに商商品品及及びび役役務務のの区区分分 

 【補正方法】   変更 

 【補正の内容】 

  【【指指定定商商品品又又はは指指定定役役務務並並びびにに商商品品及及びび役役務務のの区区分分】】  

   【第９類】 

   【指定商品（指定役務）】家庭用テレビゲームおもちゃ 

   【第１６類】 

   【指定商品（指定役務）】かるた 

ポポイインントト  
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＜＜図図ＣＣ＞＞部部分分補補正正すするる場場合合のの記記載載例例  

 

 

 

 

 

 

 

部部分分補補正正する場合は、【補正対象項目名】の欄に記載した区分の指定商品（指定役務）だけが

変更されます。 

ここでは、「第９類」の指定商品のみが変更され、願書に記載した「第１６類」の指定商品 

（「かるた」）は補正の対象外であるため変更されません。  

【手続補正１】 

【補正対象書類名】 商標登録願 

【補正対象項目名】 第第９９類類 

【補正方法】    変更 

【補正の内容】 

【【第第９９類類】】      

【指定商品（指定役務）】家庭用テレビゲームおもちゃ 

※同じ区分を記載します 

ポポイインントト  
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＜＜誤誤っったた記記載載例例((11))＞＞  第第１１６６類類ががすすべべてて削削除除さされれるる  

次の図のように記載すると、第９類は正しく補正されますが、第１６類は削除されてしまい、意

図しない補正手続となってしまいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【補正対象項目名】の欄に「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」と記載したとき

は、権利化したい区分や指定商品（指定役務）をすべて記載してください。 

 誤って補正により削除した区分や指定商品（指定役務）を、後から別の補正により追加すること

は認められませんのでご注意ください。 

  

  

＜＜誤誤っったた記記載載例例((22))＞＞  「「【【補補正正方方法法】】削削除除」」ととししてて、、削削除除すするる指指定定商商品品をを記記載載  

第９類の指定商品「ビデオカメラ」を削除する場合、次の図のように、【補正の内容】の欄を設

けて、削除する指定商品（「ビデオカメラ」）を記載することはできません。 

  

  

  

  

  

 

 

「【補正方法】削除」は、願書に記載した区分すべての指定商品（指定役務）を削除するときに

記載します。 

    

【手続補正１】 

【補正対象書類名】 商標登録願 

【補正対象項目名】 第９類 

【補正方法】    削削除除 

【【補補正正のの内内容容】】  

【【第第９９類類】】      

【【指指定定商商品品（（指指定定役役務務））】】ビビデデオオカカメメララ 

誤誤っったた例例  

【手続補正１】 

【補正対象書類名】 商標登録願 

【補正対象項目名】 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 

【補正方法】    変更 

【補正の内容】 

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 

【第９類】   

【指定商品（指定役務）】家庭用テレビゲームおもちゃ 

記載不要 

誤誤っったた例例  
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２２．．誤誤っったた区区分分にに記記載載ししたた指指定定商商品品（（指指定定役役務務））のの一一部部をを変変更更すするる場場合合のの補補正正例例  

  

次の＜図Ａ＞のように、第２類「化学品」と「染料」で出願したとします。 

 

＜＜図図ＡＡ＞＞出出願願時時のの指指定定商商品品（（指指定定役役務務））のの内内容容  

 

 

 

  

 

【【第第２２類類のの「「化化学学品品」」をを「「第第１１類類」」にに変変更更すするる場場合合】】  

指定商品「化学品」の区分が「第１類」に該当するため、「化学品」の区分を「第２類」から

「第１類」に変更します。この場合の手続補正書は、次の＜図Ｂ＞又は＜図Ｃ＞のように記載しま

す。 

  

＜＜図図ＢＢ＞＞  全全文文補補正正すするる場場合合のの記記載載例例  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

全全文文補補正正する場合は、権利化したい指定商品（指定役務）や区分をすすべべてて記載します。 

ここで、次の図のように、第１類「化学品」だけ記載してしまうと、第２類「染料」は削除され

たことになるので注意が必要です。 

＜図＞誤った記載例（第２類「染料」が削除される）  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 

【第２類】   

【指定商品（指定役務）】化学品，染料 

【手続補正１】 

 【補正対象書類名】商標登録願 

 【補正対象項目名】指指定定商商品品又又はは指指定定役役務務並並びびにに商商品品及及びび役役務務のの区区分分 

 【補正方法】   変更 

 【補正の内容】 

  【【指指定定商商品品又又はは指指定定役役務務並並びびにに商商品品及及びび役役務務のの区区分分】】  

   【第１類】 

   【指定商品（指定役務）】化学品 

   【第２類】 

   【指定商品（指定役務）】染料 

ポポイインントト  

【手続補正１】 

 【補正対象書類名】商標登録願 

 【補正対象項目名】指指定定商商品品又又はは指指定定役役務務並並びびにに商商品品及及びび役役務務のの区区分分 

 【補正方法】   変更 

 【補正の内容】 

  【【指指定定商商品品又又はは指指定定役役務務並並びびにに商商品品及及びび役役務務のの区区分分】】  

   【第１類】 

   【指定商品（指定役務）】化学品 

誤誤っったた例例  
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＜＜図図ＣＣ＞＞  部部分分補補正正すするる場場合合のの記記載載例例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

複数の区分を補正する場合、補正する区分ごとに【手続補正○】の欄を繰り返し記載します。 

【手続補正１】では、第２類の指定商品を「染料」に変更します。（これにより第２類の指定商

品から「化学品」は削除されます。） 

【手続補正２】では、指定商品「化学品」の正しい区分である「第１類」を追加します。 

 

なお、このとき、区分の数が出願時より１区分追加することとなるため、追加する区分の数に相

当する手数料の納付（１区分につき８，６００円）が必要となります。この場合、手続補正書には

【手数料の表示】の欄を記載し、選択した納付方法により手数料を納付してください。 

 

  

【手続補正１】 

【補正対象書類名】 商標登録願 

【補正対象項目名】 第第２２類類 

【補正方法】    変変更更 

【補正の内容】 

 【第２類】 

 【指定商品（指定役務）】染料 

【手続補正２】 

【補正対象書類名】 商標登録願 

【補正対象項目名】 第第１１類類 

【補正方法】    追追加加 

【補正の内容】 

【第１類】   

【指定商品（指定役務）】化学品 

ポポイインントト  
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＜＜誤誤っったた記記載載例例((11))＞＞  １１つつのの補補正正記記事事でで複複数数のの区区分分をを記記載載  

次のように、【補正対象項目名】の欄に「第１類」「第２類」と区分を複数記載することや、

【補正方法】の欄に「変更」や「追加」などと補正方法を複数記載することは、様式上認められま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数の区分を部分補正により変更するときは、【手続補正１】【手続補正２】のように、補正す

る区分ごとに【手続補正○】の欄を繰り返し設けて記載してください。 

 

 

＜＜誤誤っったた記記載載例例((22))＞＞  【【補補正正対対象象項項目目名名】】とと【【補補正正のの内内容容】】のの欄欄配配下下のの区区分分がが不不一一致致  

ここで、次の図のように、【補正対象項目名】と【補正の内容】欄に記載した区分が一致してい

ない部分補正は認められません。  

 
 
 

  

  

  

  

 

複数の区分を部分補正により変更するときは、【手続補正１】【手続補正２】のように、補正す

る区分ごとに【手続補正○】の欄を繰り返し設けて記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【手続補正１】 

【補正対象書類名】 商標登録願 

【補正対象項目名】 第第２２類類 

【補正方法】    変更 

【補正の内容】 

【【第第１１類類】】      

【指定商品（指定役務）】化学品 

【手続補正１】 

 【補正対象書類名】商標登録願 

 【補正対象項目名】第第１１類類、、第第２２類類 

 【補正方法】   変変更更、、追追加加 

 【補正の内容】 

   【第１類】 

   【指定商品（指定役務）】化学品 

   【第２類】 

   【指定商品（指定役務）】染料 

※同じ区分を記載します 

指定商品（指定役務）や商品・区分の補正手続に関する詳細は、特許庁ホームページ 

「手続補正書（商標出願の指定商品又は指定役務の補正）の書き方について」

（https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/faq-after-

filing/hose-shohyo/index.html）も参照してください。 

誤誤っったた例例  

誤誤っったた例例  
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問問４４－－１１  出出願願人人名名義義変変更更届届関関係係（（四四法法共共通通））  

出願人名義変更届の手続について教えてください。 

 

答： 出願人名義変更届とは 

特許出願における手続を例にすると、出願に係る特許を受ける権利を他者（他社）に譲り渡

したときに承継人又は譲渡人が、また承継したときに承継人がその事実を届け出るものです。 

名義変更には、発生事由により特定承継、一般承継の２種類があります。 

 

１．特定承継 

特許を受ける権利等が譲渡、持分放棄等によって移転される場合をいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 特定承継による名義変更の場合の権利の承継を証明する書面例 

譲譲渡渡  

譲渡証書、又は 権利の承継を証明する契約書等、共有者の同意が必要なときは 

その同意書 

放放棄棄  

持分放棄書 

持持分分のの届届出出又又はは変変更更  

持分証明書、又は 持分の定めを明記した譲渡証書 

  

特許を受ける権利

出
願
人
Ａ

売買、贈与等

営業譲渡等

承
継
人
Ｂ

・特許出願後の特定承継は特許庁長官に出願人の変更を届け出

なければ効力は生じません。 

・出願人が複数名いる場合（共有の場合）は、持分の放棄を届

け出る場合を除き、特定承継に関与しない他の出願人（共

有者）の同意が必要です。 

・基本的に承継人が届け出ますが、譲渡人が届け出ることもで

きます。 

・譲渡証書には、譲渡人及び承継人の記名と、譲渡人の押印

（本人確認できるもの）が必要です。 

・名義変更の届出には、４，２００円の手数料が必要です。 
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２．一般承継 

相続人や合併による存続会社が被相続人又は消滅会社の有していた権利義務を包括的に承継

する場合のように、他人の権利義務の全部又は一部を一括して承継することをいい、相続、包

括遺贈、会社の合併又は分割等があります。 

 

※ 一般承継による名義変更の場合の権利の承継を証明する書面例 

相相続続  

相続関係者の戸籍謄本1、住民票（必要に応じ）、遺産分割協議書（必要に応じ）等 

合合併併  

履歴事項全部証明書2（承継する会社のもの）、閉鎖事項全部証明書2（必要に応じ） 

会会社社分分割割  

履歴事項全部証明書2（承継する会社のもの）等、会社分割承継証明書 

 

（注 1）法定相続情報証明制度の「法定相続情報一覧図の写し※」を提出することで、戸籍謄本等

の提出に代えることができます。 

※「法定相続情報一覧の写し」とは、法定相続情報証明制度（相続人が法務局（登記所）に必要な

書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制

度）により、法務局（登記所）が相続人に交付する書面。 

（注 2）登記事項証明書については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成１

４年法律第１５１号）第 11 条の規定に基づき、特許庁が電子情報処理組織を使用して、証明書面

等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、提出を要しま

せん。詳細は「５．登記事項証明書の添付省略について」をご参照ください。 

  

特許を受ける権利

出
願
人
Ａ

相続等

会社合併、会社分割等

承
継
人
Ｂ

・一般承継があったときは、遅滞なく特許庁長官に届け出なけ

ればなりません。 

・承継人が届け出ます。 

・名義変更の届出に係る手数料は不要です。 
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１１．． 特特定定承承継継（（譲譲渡渡、、持持分分放放棄棄等等））にによよるる出出願願人人名名義義変変更更届届ににつついいてて  

 

出願人名義変更届、手続補足書の記載例  

 

（１）出願人名義変更届を承継人が届け出る場合（承継人手続）の記載例 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

オンラインにより「出願人名義変更届」を提

出し、証明書等を「手続補足書」で提出する

場合、【提出物件の目録】の欄は不要です。 

【書類名】     出願人名義変更届 

【提出日】     令和○年○月○日 

【あて先】     特許庁長官殿 

【事件の表示】 

【出願番号】   特願２０○○－○○○○○○ 

【承継人】 

【識別番号】   １２３４５６７８９ 

【住所又は居所】 北海道札幌市北区北８条西２－１－１ 

【氏名又は名称】 北海道特許株式会社 

【代表者】    札幌 太郎 

【承継人代理人】 

【識別番号】   １０１２３４５６７ 

【弁理士】 

【氏名又は名称】 大宮 次郎 

【選任した代理人】 

【識別番号】   １０１２３４５６８ 

【弁理士】 

【氏名又は名称】 大宮 三郎 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 ０１２３４５ 

【納付金額】   ４２００ 

【提出物件の目録】 

【物件名】    譲渡証書  １ 

【物件名】    委任状   １ 

【識別番号】を記載したときは【住所又は居

所】の欄を省略できます。 

 

代理人によらず承継人自らが手続する場合で

あって、承継人が法人のときは、【氏名又は

名称】の欄の次に【代表者】の欄を設けま

す。 

承継人について代理人の選任の届出を特許を

受ける権利の承継の届出と同時にするとき

は、【承継人代理人】の欄の次に【選任した

代理人】の欄を設けます。また、別途代理人

受任届（代理人選任届）を提出する必要はあ

りません。 

 

承継人代理人（選任した代理人を含む）につ

いては、代理権を証明する書面（委任状）の

提出が必要です。 

手数料は４，２００円です。 

特許印紙で納付するときは、左上に印紙を貼

付し、その下に（ ）で金額を記載します

（この場合は【手数料の表示】の欄は不

要）。 

 

本様式見本は特許の様式となっておりますの

で実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登

録出願の場合は、【出願番号】の「特願」の

表示をそれぞれ「実願」、「意願」、「商

願」とします。 
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（２）出願人名義変更届を譲渡人が届け出る場合（譲渡人手続）の記載例 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持持分分をを届届けけ出出るる場場合合  
 

持分を届け出るときは、【承継人】の次の行に【持分】の欄を設けて、「○／○」のように分数で

記載します（この場合、別途持分証明書等の添付が必要です。）。 
 

【承継人】 

【持分】   １／２ 

【識別番号】 

 

  

【識別番号】を記載したときは【住所又は居

所】の欄を省略できます。 

【承継人】の欄は省略できません。承継人が

法人の場合、【代表者】の欄は不要です。 

代理人によらず譲渡人自らが手続する場合で

あって、譲渡人が法人のときは、【譲渡人】

の欄の【氏名又は名称】の欄の次に【代表

者】の欄を設けます。 

譲渡人代理人については、代理権を証明する

書面（委任状）の提出が必要です。ただし、

譲渡人代理人が既に当該出願の代理人である

場合は、代理権の証明は不要です。 

手数料は４，２００円です。 

特許印紙で納付するときは、左上に印紙を貼

付し、その下に（ ）で金額を記載します

（この場合は【手数料の表示】の欄は不

要）。 

オンラインにより「出願人名義変更届」を提

出し、証明書等を「手続補足書」で提出する

場合、【提出物件の目録】の欄は不要です。 

 

 

【書類名】     出願人名義変更届 

【提出日】     令和○年○月○日 

【あて先】     特許庁長官殿 

【事件の表示】 

【出願番号】   特願２０○○－○○○○○○ 

【承継人】 

【識別番号】   １２３４５６７８９ 

【住所又は居所】 北海道札幌市北区北８条西２－１－１ 

【氏名又は名称】 北海道特許株式会社 

【譲渡人】 

【識別番号】   ０１２３４５６７９ 

【住所又は居所】 宮城県仙台市青葉区本町３－３－１ 

【氏名又は名称】 東北特許株式会社 

【代表者】    伊達 花子 

【譲渡人代理人】 

【識別番号】   １０２３４５６７９ 

【弁理士】 

【氏名又は名称】 広島 史郎 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】 ０１２３４５ 

【納付金額】   ４２００ 

【その他】     譲渡人の手続である。 

【提出物件の目録】 

【物件名】    譲渡証書  １ 

【物件名】    委任状   １ 

本様式見本は特許の様式となっておりますの

で実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登

録出願の場合は、【出願番号】の「特願」の

表示をそれぞれ「実願」、「意願」、「商

願」とします。 

譲渡人が届け出る場合は【手数料の表示】欄

の次に 【その他】の欄を設け、「譲渡人の

手続である。」旨を記載します。 
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証証明明書書等等をを援援用用すするる場場合合  

  

同時に又は既に特許庁長官に提出した証明書等を援用することにより添付省略する場合、【提出物

件の目録】の欄には次のように記載します。 

 
ア．他の事件に提出した証明書を援用する場合 

【提出物件の目録】 

【物件名】        譲渡証書 １ 

【援用の表示】  特願○○○○－○○○○○○に関する令和○○年○○月○○日提出の〇〇

に添付のものを援用する。 

【物件名】      委任状 １ 

【援用の表示】  特許第○○○○○○○号に関する令和○○年○○月○○日提出の移転登録

申請書に添付のものを援用する。 

 

イ．包括委任状を援用する場合 

【提出物件の目録】 

【包括委任状番号】○○○○○○○ 

 

ウ. 包括委任状番号が未通知の場合 

【提出物件の目録】 

【物件名】      委任状  １ 

【援用の表示】  令和○年○月○日提出の包括委任状 

 

証明書を提出するための手続補足書の記載例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）【提出物件の目録】の欄に「証明書等の援用省略」の表示や「包括委任状番号」の記載が 

ある場合は、電子化手数料が必要となるので注意してください。 

（注）なお、戸籍謄本等公的な証明書については原本の提出が必要です。 

【書類名】 手続補足書 

【提出日】 令和○年○月○日 

【あて先】 特許庁長官 殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 特願２０○○－○○○○○○ 

【補足をする者】 

【識別番号】 ０１２３４５６７８ 

【氏名又は名称】 北海道特許株式会社 

【代表者】        札幌 太郎 

【代理人】 

【識別番号】   １０１２３４５６７ 

【弁理士】 

【氏名又は名称】 大宮 次郎         

【補足対象書類名】 出願人名義変更届 

【補足の内容】   権利の承継を証明する書面及び

代理権を証明する書面を提出す

る。 

【提出物件の目録】 

【物件名】    譲渡証書  １ 

【物件名】    委任状   １ 

オンラインにより出願人名義変更届を提出する場

合には、出願人名義変更届の提出日から３日以内

に証明書（譲渡証書や委任状等）を添付した手続

補足書を書面又は電子特殊申請で提出します。 

(書面にて提出した場合であっても、手続補足書

の電子化手数料は不要です。） 

【補足をする者】の欄には、出願人名義変更届

を承継人が届け出る場合は「承継人」、譲渡人

が届け出る場合は「譲渡人」の氏名等を記載し

ます。 

【補足の内容】の欄には、本手続で提出する物

件を「○○を提出する。」のように記載しま

す。 

代理人によらず補足をする者自らが手続する場

合であって、補足をする者が法人のときは、

【補足をする者】の欄の【氏名又は名称】の欄

の次に【代表者】の欄を設けます。 

本様式見本は特許の様式となっておりますので

実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出

願の場合は、【出願番号】の「特願」の表示を

それぞれ「実願」、「意願」、「商願」としま

す。 
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ただし、日本国内の公的機関が発行する証明書のうち、けん制文字等による偽造防止措置が施さ

れているものについては、電子特殊申請による提出が可能です。その際は、当該証明書の原本をス

キャナにより読み取る方法その他これに類する方法により偽造防止措置が確認できる電子的記録を

添付してください。 

なお、上記の方法により提出された公的証明書の真正性に疑義が生じる場合は当該証明書の原本

（書面）の提出を求めることがあります。 
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権利の承継を証明する書面の例 
（１） 譲渡の場合 

  

＜＜記記載載例例＞＞ 

譲譲渡渡証証書書（（自自己己のの持持分分のの全全部部をを譲譲渡渡すするる場場合合）） 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

譲譲渡渡証証書書  
 

令和○○年○○月○○日 

譲受人 

住所（居所） 北海道札幌市北区北８条西２－１－１ 

氏名（名称） 北海道特許株式会社 

代表者    札幌 太郎    殿 

 

譲渡人 

住所（居所） 宮城県仙台市青葉区本町３－３－１ 

氏名（名称） 東北特許株式会社 

代表者    伊達 花子         印 

 

  下記の発明に関する特許を受ける権利を貴殿に譲渡

したことに相違ありません。 

 

記 

 

１． 特許出願の番号 特願２０○○－○○○○○○ 

２． 発明の名称   ○○○○の製造方法 

譲渡人又は譲受人が法人であるときは、「代

表者」の記載が必要です。 

※一部譲渡証書も同様 

法域に合わせ、「下記の発明に関する特許を

受ける権利」の文言を以下のように記載しま

す。 

（実用新案の場合） 

「下記の考案に関する実用新案登録を受ける

権利」 

（意匠の場合） 

「下記の意匠に関する意匠登録を受ける権

利」 

（商標の場合） 

「下記の商標登録出願により生じた権利」 

※一部譲渡証書及び同意書も同様 

共共同同出出願願ににおおいいてて自自己己のの持持分分のの全全ててをを譲譲渡渡すす

るる場場合合、、以以下下ののよよううにに記記載載ししまますす。。  

（共有者に譲渡する場合） 

「下記の発明に関する特許を受ける権利の持

分の全てを貴殿に譲渡したことに相違ありま

せん。」 

（他人に譲渡する場合） 

「下記の発明に係る特許を受ける権利は、東

北特許株式会社と沖縄特許株式会社の共有の

ところ、東北特許株式会社の持分の全てを貴

殿に譲渡したことに相違ありません。」 

書面で提出する場合、譲渡人の欄には、「実

印」又は「実印により証明可能な法人の代表

者印」を押印します。 

法域に合わせ、「１．」「２．」は以下のよ

うに記載します。 

（実用新案の場合） 

１．実用新案登録出願の番号 実願２０～ 

２．考案の名称       ○○～ 

（意匠の場合） 

１．意匠登録出願の番号 意願２０～ 

２．意匠に係る物品   ○○～ 

（商標の場合） 

１．商標登録出願の番号 商願２０～ 

（２．は不要） 

 

※一部譲渡証書及び同意書も同様 

※譲渡証書の記載事項については、発明の名称

に限り、出願番号の記載をもって省略すること

ができます。 
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＜＜記記載載例例＞＞ 

一一部部譲譲渡渡証証書書（（自自己己のの持持分分のの一一部部をを譲譲渡渡すするる場場合合）） 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

＜＜記記載載例例＞＞同同意意書書    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

一一部部譲譲渡渡証証書書  
 

令和○○年○○月○○日 

譲受人 

住所（居所） 北海道札幌市北区北８条西２－１－１ 

氏名（名称） 北海道特許株式会社 

代表者    札幌 太郎    殿 

 

譲渡人 

住所（居所） 宮城県仙台市青葉区本町３－３－１ 

氏名（名称） 東北特許株式会社 

代表者    伊達 花子         印 

 

  下記の発明に関する特許を受ける権利の一部を貴殿

に譲渡したことに相違ありません。 

 

記 

 

１． 特許出願の番号 特願２０○○－○○○○○○ 

２． 発明の名称   ○○○○の製造方法 

共共同同出出願願ににおおいいてて自自己己のの持持分分のの一一部部をを他他人人にに

譲譲渡渡すするる場場合合、、以以下下ののよよううにに記記載載ししまますす。。 

「下記の発明に係る特許を受ける権利は、東

北特許株式会社と沖縄特許株式会社の共有の

ところ、東北特許株式会社の持分の一部（又

は○／○と記載することもできます）を貴殿

に譲渡したことに相違ありません。 

※一部譲渡証書の記載事項については、発明

の名称に限り、出願番号の記載をもって省略

することができます。 

 

同同意意書書  
 

                         令和○○年○○月○○日 

 

住所（居所） 宮城県仙台市青葉区本町３－３－１ 

氏名（名称） 東北特許株式会社 

代表者    伊達 花子    殿 

 

 

住所（居所） 沖縄県那覇市おもろまち

２－１－１ 

氏名（名称） 沖縄特許株式会社 

代表者    石垣 宮子   印 

 

下記の発明に関する特許を受ける権利の貴殿の持分

を北海道特許株式会社に譲渡することに同意します。 

 

記 

 

１．特許出願の番号 特願２０○○－○○○○○○ 

２．発明の名称   ○○○○の製造方法 

書面で提出する場合、同意者の欄には、「実

印」又は「実印により証明可能な法人の代表

者印」を押印します。 

共同出願の場合、各共有者が自分の持分を譲

渡する場合には他の共有者の同意（同意書の

提出）が必要となります。 

 

（例） 

  ａ（東北特許株式会社） 

  ｂ（沖縄特許株式会社） の共有出願 

   

ａ（東北特許株式会社）が 

ｃ（北海道特許株式会社）に譲渡する場合

は、 

ｂ（沖縄特許株式会社）の同意書が必要。 

持持分分のの一一部部をを譲譲渡渡すするる場場合合のの同同意意書書はは、、以以下下

ののよよううにに記記載載ししまますす。。  

「下記の発明に関する特許を受ける権利の貴

殿の持分の一部（又は○／○と記載すること

もできます）を北海道特許株式会社に譲渡す

ることに同意します。」 

同意者が法人であるときは、「代表者」の記

載が必要です。 

※同意書の記載事項については、発明の名称

に限り、出願番号の記載をもって省略するこ

とができます。 
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（２） 持分放棄の場合 

  

＜＜記記載載例例＞＞持持分分放放棄棄書書  

※東北特許株式会社と沖縄特許株式会社の

共有出願である場合 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

持持分分放放棄棄書書  
 

令和○○年○○月○○日 

 

特許出願の番号 特願２０○○－○○○○○○ 

発明の名称   ○○○○の製造方法 

 

 

  上記発明に係る特許を受ける権利は、東北特許株式会

社と沖縄特許株式会社の共有のところ、東北特許株式会

社の共有持分を放棄したことに相違ありません。 

 

 

持分放棄者 

住所（居所） 宮城県仙台市青葉区本町３－３－１ 

氏名（名称） 東北特許株式会社 

代表者    伊達 花子      印 

 

書面で提出する場合、持分放棄者の欄には、

「実印」又は「実印により証明可能な法人の

代表者印」を押印します。 

持分放棄者が法人であるときは、「代表者」

の記載が必要です。 

法域に合わせ、「上記発明に係る特許を受け

る権利」の文言を以下のように記載します。 

（実用新案の場合） 

「上記考案に係る実用新案登録を受ける権

利」 

（意匠の場合） 

「上記意匠に係る意匠登録を受ける権利」 

（商標の場合） 

「上記商標登録出願により生じた権利」 

法域に合わせ以下のように記載します。 

（実用新案の場合） 

１．実用新案登録出願の番号 実願２０～ 

２．考案の名称       ○○～ 

（意匠の場合） 

１．意匠登録出願の番号 意願２０～ 

２．意匠に係る物品   ○○～ 

（商標の場合） 

１．商標登録出願の番号 商願２０～ 

（２．は不要） 

※持分放棄書の記載事項については、発明の

名称に限り、出願番号の記載をもって省略す

ることができます。 
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（３）持分の届出、又は持分の変更をする場合 
  

＜＜記記載載例例＞＞持持分分証証明明書書  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

※譲渡証書又は一部譲渡証書に持分の定めを明記いただくことも可能です。 

 

持持分分証証明明書書  
 

令和○○年○○月○○日 

 

特許出願の番号 特願２０○○－○○○○○○ 

発明の名称   ○○○○の製造方法 

 

  上記発明に関する特許を受ける権利の持分について、

甲は○／○、乙は○／○と定めたことに相違ありませ

ん。 

 

 

（甲）沖縄県那覇市おもろまち２－１－１ 

沖縄特許株式会社 

       代表者 石垣 宮子   印 

（乙）宮城県仙台市青葉区本町３－３－１ 

東北特許株式会社 

       代表者 伊達 花子  印 

持分契約者が法人であるときは、「代表者」

の記載が必要です。 
書面で提出する場合、証明をする者の欄に

は、「実印」又は「実印により証明可能な法

人の代表者印」を押印します。 

法域に合わせ、「上記発明に係る特許を受け

る権利」の文言を以下のように記載します。 

（実用新案の場合） 

「上記考案に係る実用新案登録を受ける権

利」 

（意匠の場合） 

「上記意匠に係る意匠登録を受ける権利」 

（商標の場合） 

「上記商標登録出願により生じた権利」 

法域に合わせ以下のように記載します。 

（実用新案の場合） 

１．実用新案登録出願の番号 実願２０～ 

２．考案の名称       ○○～ 

（意匠の場合） 

１．意匠登録出願の番号 意願２０～ 

２．意匠に係る物品   ○○～ 

（商標の場合） 

１．商標登録出願の番号 商願２０～ 

（２．は不要） 

※持分証明書の記載事項については、発明の

名称に限り、出願番号の記載をもって省略す

ることができます。 
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２２．． 一一般般承承継継（（相相続続、、合合併併、、会会社社分分割割等等））にによよるる出出願願人人名名義義変変更更届届ににつついいてて  

 

出願人名義変更届（一般承継）の記載例 

 

（１） 出願人名義変更届を承継人が届け出る場合（承継人手続）の記載例 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

※証明書等を援用する場合の記載方法及び証明書を提出するための手続補足書の記載例は「１．

特定承継（譲渡、持分放棄等）による出願人名義変更届について」の記載例をご覧ください。 

※登記事項証明書については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成 14 年法

律第 151 号）第 11 条の規定に基づき、特許庁が電子情報処理組織を使用して、証明書面等により

確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、提出を要しません。詳

細は「５．登記事項証明書の添付省略について」をご参照ください。 

 

 

【書類名】     出願人名義変更届（一般承継） 

【提出日】     令和○年○月○日 

【あて先】     特許庁長官殿 

【事件の表示】 

【出願番号】   特願２０○○－○○○○○○ 

【承継人】 

【識別番号】   １２３４５６７８９ 

【住所又は居所】 北海道札幌市北区北８条西２－１－１ 

【氏名又は名称】 北海道特許株式会社 

【代表者】    札幌 太郎 

【承継人代理人】 

【識別番号】   １０１２３４５６７ 

【弁理士】 

【氏名又は名称】 大宮 次郎 

【選任した代理人】 

【識別番号】   １０１２３４５６８ 

【弁理士】 

【氏名又は名称】 大宮 三郎 

【提出物件の目録】 

【物件名】    履歴事項全部証明書 １ 

【物件名】    会社分割承継証明書 １ 

【物件名】    委任状       １ 

承継人が届け出る手続です。 

【識別番号】を記載したときは【住所又は居

所】の欄を省略できます。 

 

代理人によらず承継人自らが手続する場合で

あって、承継人が法人のときは、【氏名又は

名称】の欄の次に【代表者】の欄を設けま

す。 

承継人について代理人の選任の届出を特許を

受ける権利の承継の届出と同時にするとき

は、【承継人代理人】の欄の次に【選任した

代理人】の欄を設けます。その場合、選任し

た代理人の意思確認手続は不要です。また、

別途代理人受任届（代理人選任届）を提出す

る必要はありません。 

 

（相続、合併の場合） 

承継人代理人（選任した代理人を含む）が名

義変更の届出を行う前の代理人と同じ場合

は、代理権を証明する書面（委任状）の提出

は不要です。 

 

（会社分割の場合） 

承継人代理人（選任した代理人を含む）につ

いては、代理権を証明する書面（委任状）の

提出が必要です。 

手数料は無料です。 

オンラインにより「出願人名義変更届（一般承

継）」を提出し、証明書等を「手続補足書」で提出

する場合、【提出物件の目録】の欄は記載しませ

ん。 

本様式見本は特許の様式となっておりますの

で実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登

録出願の場合は、【出願番号】の「特願」の

表示をそれぞれ「実願」、「意願」、「商

願」とします。 

― 680 ―



- 681 - 

 

法域に合わせ以下のように記載します。 

（実用新案の場合） 

１．実用新案登録出願の番号 実願２０～ 

２．考案の名称       ○○～ 

（意匠の場合） 

１．意匠登録出願の番号 意願２０～ 

２．意匠に係る物品   ○○～ 

（商標の場合） 

１．商標登録出願の番号 商願２０～ 

（２．は不要） 

 

権利の承継を証明する書面の例 
 

会会社社分分割割承承継継証証明明書書記記載載例例 
 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

会会社社分分割割承承継継証証明明書書  
 

令和○○年○○月○○日 

承継人 

住所（居所） 北海道札幌市北区北８条西２－１－１ 

氏名（名称） 北海道特許株式会社 

代表者    札幌 太郎    殿 

 

令和○○年○月○日の弊社分割により下記の発明の特許を受

ける権利を貴殿に承継したことに相違ありません。 

 

記 

 

１． 特許出願の番号 特願２０○○－○○○○○○ 

２． 発明の名称   ○○○○の製造方法 

 

被承継人 

住所（居所） 宮城県仙台市青葉区本町３－３－１ 

氏名（名称） 東北特許株式会社 

代表者    伊達 花子         印 

被承継人の「代表者」の記載が必要です。 

事業の一部を承継することで特許を受ける

権利を被承継人と承継人の共有とする（被

承継人に持分が残る）場合は、以下のよう

に記載します。 

 

「令和○○年○月○日の弊社分割により下

記の発明の特許を受ける権利の一部を貴殿

に承継したことに相違ありません。」 

書面で提出する場合、被承継人の欄には、

「実印」又は「実印により証明可能な法人

の代表者印」を押印します。 

法域に合わせ、「下記の発明の特許を受け

る権利」の文言を以下のように記載しま

す。 

（実用新案の場合） 

「下記の考案の実用新案登録を受ける権

利」 

（意匠の場合） 

「下記の意匠の意匠登録を受ける権利」 

（商標の場合） 

「下記の商標登録出願により生じた権利」 

※会社分割承継証明書の記載事項について

は、発明の名称に限り、出願番号の記載をも

って省略することができます。 
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３３．．証証明明書書にに押押印印すするる「「実実印印」」又又はは「「実実印印にによよりり証証明明可可能能なな法法人人のの代代表表者者印印」」ににつついいてて  

「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」（令和2年

12月28日施行）及び「特許登録令施行規則等の一部を改正する省令」（令和3年6月12日施行）によ

り特許庁へ提出する手続書面及び証明書類に係る規定が改正され、押印を存続する手続書面に添付

する証明書への押印は、「本人確認できるもの」となりました。これを受け、出願人名義変更届に

必要な証明書には、全て本人確認が可能な「実印」又は「実印により証明可能な法人の代表者印」

の押印が必要になりました。具体的には、譲渡証書、同意書、持分放棄書、持分証明書、会社分割

承継証明書等があります。なお、委任状、履歴事項全部証明書等の官公庁が作成した証明書への押

印は不要です。 

 

書面により提出する証明書に押印する印、及び本人確認のために必要な証明書は以下のとおりで

す。 

 

（１）個人の場合 

証明書には実印（市区町村に登録済みの印鑑）の押印に加え、印鑑証明書（発行日から 3月以

内のもの）の添付が必要ですが、代理人（本人による手続については手続者本人）による「譲渡

人等の実印である旨」の宣誓があれば、それらの添付は不要です。ただし、押印された実印に関

して合理的な疑義がある場合は、印鑑証明書の提出を求めます。 

（２）法人の場合 

証明書には実印（登記所に登録済みの印鑑）または実印により証明可能な法人の代表者印の押

印に加え、印鑑証明書（発行日から 3か月以内のもの）及び実印による証明書（実印により証明

可能な法人の代表者印の場合のみ）の添付が必要ですが、代理人（本人による手続については手

続者本人）による「譲渡人等の実印である旨」の宣誓があれば、それらの添付は不要です。ただ

し、押印された実印等に関して合理的な疑義がある場合は、印鑑証明書及び実印による証明書の

提出を求めます。 

 

※押印の見直しについての詳細は、以下リンク先を御確認ください。 

https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/oin-minaoshi.html 

※なお、特許庁に提出する書類のうち、現在押印を求められている証明書等を、電子特殊申請によ

り提出する際には、押印に代えて電子署名が必要となります。正しく電子署名が付与されていない

場合、手続補正指令又は手続の却下の対象となります。電子署名の付与にはデジタル庁GPKI電子署

名アプリをご利用ください。詳細につきましては、以下リンク先をご確認ください。 

https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/pcinfo/shien/gpki-app-forjpo.html 

 

代代理理人人（（本本人人にによよるる手手続続ににつついいててはは手手続続者者本本人人））にによよるる「「譲譲渡渡人人等等のの実実印印ででああるる旨旨」」のの宣宣誓誓  

手続書面に【その他】（申請人の識別番号に関する手続では「その他」）の欄を設けて、印鑑証

明書を省略する申請書名、申請日、実印又は実印により証明可能な法人の代表者印である旨を記載

してください。 
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「「譲譲渡渡人人等等のの実実印印ででああるる旨旨」」のの宣宣誓誓のの記記載載例例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「実印による証明書」の文例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

実実印印にによよるる証証明明書書  
 

令和○○年○○月○○日 

 

 

 
 

 

上記の印は、特許庁への届出、申請等において東北特許株式

会社の代表者印（実印）に代えて使用する印に相違ありませ

ん。 

 

届出者 

住所（居所） 宮城県仙台市青葉区本町３－３－１ 

氏名（名称） 東北特許株式会社 

代表者    伊達 花子         印 

実印と異なる法人の代表者印（知的財産

専用代表取締役印、知的財産専用学長

（総長）印、知的財産専用理事長印等）

等の代表者印を押印してください。 

届出者の欄には、「代表者」を記載し、

「実印」を押印してください。 

 

 

【書類名】     出願人名義変更届 

【提出日】     令和○年○月○日 

【あて先】     特許庁長官殿 

【事件の表示】 

【出願番号】   特願２０○○－○○○○○○ 

【承継人】 

【識別番号】   １２３４５６７８９ 

【住所又は居所】 北海道札幌市北区北８条西２－１－１ 

【氏名又は名称】 北海道特許株式会社 

【代表者】    札幌 太郎 

【承継人代理人】 

【識別番号】   １０１２３４５６７ 

【弁理士】 

【氏名又は名称】 大宮 次郎 

【その他】 

①代理人による「譲渡人等の実印である旨」の宣誓の

場合 

「申請人代理人（弁理士）○○が、○年○月○日付譲

渡証書の譲渡人（○○株式会社代表者○○）の「実印

／実印により証明可能な法人の代表者印」であること

を確認しました。」 

②本人（承継人）による「譲渡人等の実印

である旨」の宣誓の場合（本人による手続

の場合） 

 

「申請人○○（○○株式会社代表者○○）

が、○年○月○日付譲渡証書の譲渡人（○

○株式会社代表者○○）の「実印／実印に

より証明可能な法人の代表者印」であるこ

とを確認しました。」 

 

③本人（譲渡人）による実印である旨の宣

誓（本人による手続の場合） 

 

「申請人○○（○○株式会社代表者○○）

の「実印／実印により証明可能な法人の代

表者印」であることに相違ありません。」 

 

本様式見本は特許の様式となっておりますの

で実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登

録出願の場合は、【出願番号】の「特願」の

表示をそれぞれ「実願」、「意願」、「商

願」とします。 
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４４．． 署署名名のの本本人人確確認認ににつついいてて  

「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」（令和 2年

12 月 28 日施行）及び「特許登録令施行規則等の一部を改正する省令」（令和 3年 6月 12 日施

行）により特許庁へ提出する手続書面及び証明書類に係る規定が改正され、押印を存続する手続書

面に添付する証明書への押印は、「本人確認できるもの」となりました。押印についての本人確認

書面が必要になることに合わせ、外国人による証明書類への署名については、申請書等に譲渡人又

は譲受人等の代理人（代理人によらない手続の場合は、手続者本人）による「譲渡人等の意思確認

をした旨」の記載が必要です。 

 

出願人名義変更届に必要な証明書類（権利の承継を証明する書面として、譲渡証書等）につい

て、署名の本人確認に関し、譲渡人又は譲受人等の代理人（代理人によらない手続の場合は、手続

者本人）による「譲渡人等の意思確認をした旨」の記載（記載例参照）をしてください。 

 

「「譲譲渡渡人人等等のの意意思思確確認認ををししたた旨旨」」のの記記載載例例  

 

   

 

【書類名】     出願人名義変更届 

【提出日】     令和○年○月○日 

【あて先】     特許庁長官殿 

【事件の表示】 

【出願番号】   特願２０○○－○○○○○○ 

【承継人】 

【識別番号】   １２３４５６７８９ 

【住所又は居所】 北海道札幌市北区北８条西２－１－１ 

【氏名又は名称】 北海道特許株式会社 

【代表者】    札幌 太郎 

【承継人代理人】 

【識別番号】   １０１２３４５６７ 

【弁理士】 

【氏名又は名称】 大宮 次郎 

【その他】 

承継人（代理人）大宮 次郎が、（現地代理人×××を

通じて）、令和○年○月○日付譲渡証書の譲渡人（△

△コーポレーション代表者○○）の署名に係る意思確

認をした。 

譲渡人又は譲受人等の代理人が、申請書等の

【その他】の欄に、「署名者（譲渡人）の署名

に係る意思確認をした旨」を記載してくださ

い。直接署名者に確認することができない場合

は、現地代理人を経由する等して、署名の真正

性に関し可能な限り確認を行ってください。 

本様式見本は特許の様式となっておりますので

実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出

願の場合は、【出願番号】の「特願」の表示を

それぞれ「実願」、「意願」、「商願」としま

す。 
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（１）署名の真正性に係る認証（面前認証、自認認証等）付譲渡証書等の提出 

署名の真正性に係る認証（『署名者が公証人の面前で証書に署名をした旨』（目撃認証、面前認

証）、『署名者が公証人の面前で証書の署名を自認した旨』（自認認証）、『代理人が公証人の面

前で証書の署名が本人のものであることを自認した旨』（代理自認、代理認証）のような認証で

す。）が付された譲渡証書等及び翻訳文を提出してください。 

 

（２）署名証明書の提出 

外国の官憲が発行した署名証明書、公証人が署名者の署名について認証した証明書及び翻訳文を

提出してください。 

 

※署名の本人確認についての詳細は、以下リンク先をご確認ください。 

https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/shomei_kakunin.html 
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５５．． 登登記記事事項項証証明明書書のの添添付付省省略略ににつついいてて  

令和元年 12月 16 日に施行された「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性

の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用

に関する法律等の一部を改正する法律」（令和元年法律第 16 号）により、行政機関等は、手続の

添付書類の省略等を推進することとされています。 

これを受け、特許庁においては、「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備

等に関する省令」（令和 4年 4月 1日施行）において様式備考の所要の改正を行い、法務省の登記

情報連携システムから登記情報を入手することとしたため、手続書面への登記事項証明書（海外当

局が発行するものを除く。）の添付が不要となりました。 

 

（１） 登記事項証明書の添付不要となる主な手続 

・出願人名義変更届（一般承継） 

・移転登録申請書（一般承継） 

・団体商標登録願 

・地域団体商標登録願 

・予納者の地位の承継届 

・特許料減免申請書（特許法第 109 条に規定する非課税法人等に限る） 

 

（２）手続方法について 

 上記（１）に掲げた手続書面に記載すべき事項として、例えば、出願人名義変更届（一般承継）

の場合では、法人名称及び住所（識別番号を記載して住所の記載を省略することができる場合に

は、識別番号）の記載があれば、特許庁において、当該法人の登記情報を入手しますので、特許関

係法令において、手続をする際に登記事項証明書の添付を要する旨の規定にかかわらず、手続等を

する者に係る同証明書の添付は必要ありません。 

 

※手続書面に記載された法人名称及び住所（識別番号）と、登記事項証明書に係る法人の商号又は

名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載との間で不整合がある場合、承継人である法人の特

定が困難な場合があります。そのため、なるべく【その他】の欄を設けて、会社法人等番号を記載

してください。 
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出願人名義変更届（一般承継）記載例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、以下の場合は、手続書面に【その他】の欄を設けて、手続者以外の法人の情報（当該法人

の名称及び住所、会社法人等番号等）や承継の事実を記載する必要があります。 

 

①①一一のの出出願願人人名名義義変変更更届届（（一一般般承承継継））でで数数次次のの承承継継（（分分割割・・合合併併））をを届届けけ出出るる場場合合ににおおいいてて、、手手続続

者者ででああるる承承継継人人以以外外のの法法人人（（数数次次のの承承継継のの場場合合はは、、そそのの届届出出前前のの名名義義人人等等））にに係係るる登登記記事事項項証証明明書書

のの添添付付をを省省略略すするるとときき  

⇒手続書面に【その他】の欄を設けて、手続者である承継人以外の法人に係る名称及び住所、会 

社法人等番号等を記載してください。 

②②被被承承継継人人とと承承継継人人ととのの間間にに合合併併及及びび分分割割又又はは複複数数のの分分割割のの事事実実ががああるるとときき  

⇒手続書面に【その他】の欄を設けて、「令和○年○月○日の会社合併による承継」のように、 

承継の効力発生日及び承継の原因を記載してください。 

 

※①及び②のいずれの場合についても、なるべく【その他】の欄に会社法人等番号を記載してくだ

さい。 

※登記事項証明書の添付省略についての詳細は、以下リンク先をご確認ください。 

https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/tohki-syoryaku.html 

 

  

【承継人】の欄の住所（識別番号）及び

名称の欄の記載をもって、 

北海道特許株式会社の登記事項証明書の

添付は不要です。 

なるべく会社法人等番号を記載してくだ

さい。 

本様式見本は特許の様式となっております

ので実用新案登録出願、意匠登録出願、商

標登録出願の場合は、【出願番号】の「特

願」の表示をそれぞれ「実願」、「意

願」、「商願」とします。 

【書類名】     出願人名義変更届（一般承継） 

【提出日】     令和○年○月○日 

【あて先】     特許庁長官殿 

【事件の表示】 

【出願番号】   特願２０○○－○○○○○○ 

【承継人】 

【識別番号】   １２３４５６７８９ 

【住所又は居所】 北海道札幌市北区北８条西２－１－１ 

【氏名又は名称】 北海道特許株式会社 

【代表者】    札幌 太郎 

【承継人代理人】 

【識別番号】   １０１２３４５６７ 

【弁理士】 

【氏名又は名称】 大宮 次郎 

【その他】 

商業登記法に規定する会社法人等番号 

北海道特許株式会社：○○○○○○○○○○○○○ 

 

【提出物件の目録】 

 

【物件名】    委任状       １ 
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問問４４－－２２  一一部部承承継継又又はは全全部部承承継継のの判判断断  

名義変更届において、特許を受ける権利を一部承継する場合と、全部承継する場合の届出書

の表示はどこを変えるのでしょうか。それとも、届出書は同一で添付の譲渡証書で区別される

のでしょうか。 

 

答： 出願人名義変更届の届出書には、特許を受ける権利の一部承継又は全部承継の表示をする項

目はありません。 

一部承継か全部承継かの区別は、譲渡証書に記載する「下記の発明に関する特許を受ける権

利を・・・・・・・譲渡したことに相違ありません。」の文章から判断します。 

よって、出願に関して、第三者に特許を受ける権利の一部を譲渡する場合は、譲渡証書に「下

記の発明に関する特許を受ける権利の一部を何某に譲渡したことに相違ありません。」のよう

に記載することになります。 
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問問４４－－３３  名名義義変変更更届届へへのの一一部部譲譲渡渡人人のの持持分分記記載載  

共同出願人Ａ、Ｂのうち、Ｂの持分の１／２をＣへ譲渡し、出願人名義変更届に名義変更後

の出願人Ａ、Ｂ、Ｃの持分の記載をしたいのですが、願書に出願人Ａ、Ｂの持分の記載をして

いなかった場合に、どのように記載するべきでしょうか。 

 

答： ご質問のような場合には、Ａ、Ｂ、Ｃ全員を承継人として出願人名義変更届に記載するとと

もに、各々の承継人の持分を記載し、併せて、ＢからＣへの持分の一部譲渡証書、当該一部譲

渡に関するＡの同意書、並びにＡ、Ｂ、Ｃによる全員の持分を証明する書面を提出してくださ

い（特施規 27 条１項）。 
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問問４４－－４４  名名義義変変更更届届のの証証明明書書  

譲渡人（出願人）が在外者で、譲受人との特許を受ける権利を含めた包括的な譲渡契約はし

ているのですが、契約書（原本）が一通しかないので、その謄本をもって公証人が原本と相違

ないことを証明したものでも認められますか 

 

答： 特許を受ける権利の譲渡を証明する書面については、譲渡人と譲受人との間において特許を

受ける権利に関して譲渡契約を交わした書面を別途作成して、名義変更に関する譲渡証書とし

て提出するのが望ましいのですが、それができないのであれば、既に交わされている譲渡契約

書に、特許を受ける権利の譲渡に係る事件の番号が明記されているときは、その謄本をもって

公証人が原本と相違ないことを証明したものでも認められます。 
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問問４４－－５５  拒拒絶絶査査定定後後のの名名義義変変更更届届  

拒絶査定後に特許を受ける権利の承継がありました。拒絶査定不服審判を請求する予定です

が、この場合、出願人名義変更届の手続をいつしたらよいですか。 

 

答： 拒絶査定後に特許を受ける権利の承継人となった者が拒絶査定不服審判を請求する場合は、

拒絶査定不服審判の請求までに、出願人名義変更届を提出してください。 
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問問４４－－６６  利利益益相相反反行行為為にに該該当当すするる場場合合のの証証明明書書のの提提出出（（四四法法共共通通））  

出願人名義変更において利益相反行為に該当する場合、株主総会等による承認を受け、かつ、

証明書類（株主総会の議事録等）を提出する必要はありますか。 

 

答： 出願人名義変更においては、特許庁へ証明書類（株主総会の議事録等）を提出する必要はあ

りません。ただし、移転登録申請のときと同じように、株主総会等による承認を受ける等の必

要な手続は行う必要があります。 
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問問４４－－７７  出出願願人人ででああるる会会社社がが倒倒産産ししままししたた。。どどののよよううなな手手続続がが必必要要ででししょょううかか？？（（四四法法共共通通））  

 

答： 「会社が倒産した」場合には、その理由として、(1)破産手続開始の決定がなされた、(2)

更生手続開始の決定がなされた、(3)清算が開始された、等が考えられますが、それぞれの

理由により手続が相違しますのでご注意ください（以下、理由ごとに回答します。）。 

 

((11))  破破産産手手続続開開始始のの決決定定ががななさされれたたとときき  

① 破産者が引き続き出願人として手続を行う場合 

破産手続開始の決定がなされても、破産法人は法人として存続することになりますが、

破産手続開始の決定がなされると破産管財人が選出され、破産財団に属する財産の管理処

分権限は破産管財人に専属することになり、破産法第46条において準用する同法第44条１

項の規定により、特許出願に関する手続は中断し、同法第44条２項の規定により、破産管

財人による受継申立ての手続が必要になります。なお、手続が中断した場合には委任によ

る代理人の代理権は消滅するため、従前の代理人が受継申立ての手続を代理するときは、

破産管財人の代理権を証明する書面を添付しなければなりません。 

 

受継申立書（特許法施行規則様式第16）の様式見本 

【書類名】 受継申立書 

（【提出日】 令和  年  月  日） 

 【あて先】 特許庁長官 殿 

 【事件の表示】 

【出願番号】 

【受継申立人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】                 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】              

【申立の内容】 

【提出物件の目録】 

【物件名】 手続を受継する者の権限又は資格を証明する書面  １ 

【物件名】 代理権を証明する書面              １ 
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（注意） 

１ 破産手続開始の決定の場合には【受継申立人】の欄には、破産者の識別番号、住所又

は居所及び氏名又は名称を記載し、【代表者】の欄に「破産管財人 ○○○○」と記載

し、更生手続開始の決定の場合には「更生管財人 ○○○○」と記載します。 

２ 手続を受継する者の権限及び資格を証明する書面は、破産管財人が受継の申立てをす

るときには「破産管財人であることを証明する書面」のように新追行者の権限又は資格

を証明する書面とします。 

② 破産者が特許を受ける権利を譲渡する場合 

破産者が特許を受ける権利を譲渡する場合には、受継申立ての手続を行うことなく、出

願人名義変更届を提出してください。その際に権利の承継を証明する書面は、破産財団の

財産の管理処分権限を有する破産管財人が作成した譲渡証書に、破産管財人であることを

証明する書面（破産手続開始の決定を行った裁判所の裁判所書記官による証明書又は破産

手続開始の決定及び破産管財人の登記のある登記事項証明書）及び印鑑証明書（破産手続

開始の決定を行った裁判所の裁判所書記官による証明書が破産管財人の印鑑証明を兼ねて

いる場合はその証明書又は登記官が作成するもの）を添付してください。 

なお、印鑑証明書については、代理人（本人による手続については手続者本人）による

「破産管財人の実印である旨」の宣誓があれば添付は不要です。ただし、押印された実印

に関して合理的な疑義がある場合は、印鑑証明書の提出を求めます。 

また、特許を受ける権利の処分に関する裁判所の許可書は不要です。 

((22))  更更生生手手続続開開始始のの決決定定ががああっったたとときき  

① 更生会社が引き続き出願人として手続を行う場合 

更生手続開始の決定がなされても、更生会社は、法人として引き続き存続することにな

りますが、更生手続開始の決定がなされると管財人が選出され、更生会社の財産の管理処

分権限は管財人に専属することになり、会社更生法第53条において準用する同法第52条１

項の規定により、特許出願に関する手続は中断し、同法第52条２項の規定により、更生管

財人による受継申立ての手続が必要になります。なお、手続が中断した場合には委任によ

る代理人の代理権は消滅するため、従前の代理人が受継申立ての手続を代理するときは、

更生管財人の代理権を証明する書面を添付しなければなりません。 

② 更生会社が特許を受ける権利を譲渡する場合 

更生会社が特許を受ける権利を譲渡する場合には、受継申立ての手続を行うことなく、

出願人名義変更届を提出してください。その際に権利の承継を証明する書面は、更生会社

の財産の管理処分権限を有する更正管財人が作成した譲渡証書に、更生管財人であること

を証明する書面（更生手続開始の決定を行った裁判所の裁判所書記官による証明書又は更

生手続開始の決定及び管財人の登記のある登記事項証明書）及び印鑑証明書（更正手続開

始の決定を行った裁判所の裁判所書記官による証明書が更正管財人の印鑑証明を兼ねてい

る場合はその証明書又は登記官が作成するもの）を添付してください。 

なお、印鑑証明書については、代理人（本人による手続については手続者本人）による

「更生管財人の実印である旨」の宣誓があれば添付は不要です。ただし、押印された実印
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に関して合理的な疑義がある場合は、印鑑証明書の提出を求めます。 

また、特許を受ける権利の処分に関する裁判所の許可書は不要です。 

((33))  清清算算がが開開始始さされれたたとときき  

① 法人がそのまま出願人として手続を行う場合 

法人が会社の解散を決定したときは、会社の清算を行うことになりますが、清算が終了

するまでは法人はそのまま存続することになります。その場合には清算人又は清算人会が

設置され、会社の代表権限は清算人又は代表清算人に移ることになります。したがって、

清算人又は代表清算人を代表者として手続を行ってください。その場合に、清算人又は代

表清算人であることを証明する書面は特に求めていません。 

② 法人が特許を受ける権利を譲渡する場合 

通常の法人が特許を受ける権利を譲渡する場合と同じです。出願人名義変更届に代表権

限を持つ清算人又は代表清算人の印がある譲渡証書及び印鑑証明書を添付して手続を行っ

てください。 

なお、印鑑証明書については、代理人（本人による手続については手続者本人）による

「清算人又は代表清算人の実印である旨」の宣誓があれば添付は不要です。ただし、押印

された実印に関して合理的な疑義がある場合は、印鑑証明書の提出を求めます。 

 

((注注))出出願願人人がが外外国国人人のの場場合合  

上記（１）から（３）の記載は、破産法や会社更生法の規定が適用される「会社」を前提とした

回答ですので、出願人が外国人（外国法人）である場合には、当該国における上記（１）から

（３）に記載した書面に準じたものを提出してください。 

ただし、破産管財人及び更生管財人であることを証明する書面については、出願人が外国人（外

国法人）である場合には、その提出を不要としていますので、ご留意ください。 
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問問４４－－８８  清清算算結結了了後後のの名名義義変変更更のの届届出出  

共有の特許出願であるが、１社が出願の清算をしないで清算結了をしてしまいました。残っ

た１社が単独の出願人になりたい場合、どのような手続をすればよいですか。 

 

答： 清算した会社の清算結了を解いてもらい、清算中の状態にして持分の譲渡又は放棄による名

義変更届を提出することになります。 
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問問４４－－９９  名名義義変変更更届届のの証証明明書書  

一般承継の名義変更届に添付すべき登記事項証明書は、認証から３月以上経過したものであ

っても認められますか。 

 

答： 添付すべき証明書の内容に変更がないのであれば、３月以上前に発行された登記事項証明書

などの公的証明書をご提出いただいても構いません。 
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問問４４－－１１００  会会社社がが会会社社分分割割さされれままししたた。。そそれれにに伴伴っってて会会社社がが持持っってていいるる特特許許をを受受けけるる権権利利をを分分

割割承承継継会会社社にに承承継継すするるここととににななりりままししたた。。そそのの場場合合のの出出願願人人名名義義変変更更届届ににつついいてて教教ええててくくだだささ

いい。。（（四四法法共共通通））  

 

答： 会社分割による特許を受ける権利の承継は、一般承継となりますので、特許法第34条５項

の規定により、遅滞なく特許庁長官に承継人が届け出なくてはなりません。その場合の出願

人名義変更届は、書類名を「出願人名義変更届（一般承継）」として、権利の承継を証明す

る書面として、会社分割の登記がある登記事項証明書及び被承継人による承継する権利を特

定した証明書を添付しなければなりません。また、会社分割の場合には特許法第11条の代理

権の不消滅には該当しませんので、委任による代理人の代理権は書面をもって証明しなけれ

ばなりません。 

 

承継証明書の記載例 

 

 

 

 

 

 

  

事業の一部を承継することで、特許を受け

る権利を共有する（被承継人に持分が残

る）場合は、以下のように記載します。 

「令和○○年○月○日の弊社分割により下

記の発明の特許を受ける権利の一部を貴殿

に承継したことに相違ありません。」 

被承継人の欄には、「実印」又は「実印に

より証明可能な法人の代表者印」を押印し

ます。 

※※「「実実印印にによよりり証証明明可可能能なな法法人人のの代代表表者者

印印」」ににつついいててのの詳詳細細はは、、問問４４－－１１「「３３．．

証証明明書書にに押押印印すするる「「実実印印」」又又はは「「実実印印にに

よよりり証証明明可可能能なな法法人人のの代代表表者者印印ににつついい

てて」」をを参参照照ししててくくだだささいい。。  

承承継継証証明明書書  
 

令和○○年○○月○○日 

承継人 

住所（居所） 北海道札幌市北区北８条西２－１－１ 

氏名（名称） 北海道特許株式会社 

代表者    札幌 太郎    殿 

 

令和○○年○月○日の弊社分割により下記の発明の特許を受

ける権利を貴殿に承継したことに相違ありません。 

 

記 

 

１． 特許出願の番号 特願２０○○－○○○○○○ 

２． 発明の名称   ○○○○の製造方法 

 

被承継人 

住所（居所） 宮城県仙台市青葉区本町３－３－１ 

氏名（名称） 東北特許株式会社 

代表者    伊達 花子         印 
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問問４４－－１１１１  一一般般承承継継のの手手続続  

外国の子会社Ａが他の子会社Ｂに吸収合併されたので、名義変更届の手続をするのですが、

証明書はどのようなものを添付すればよいですか。なお、合併後、存続会社ＢはＢ′に名称を

変更しています。 

 

答： 添付する証明書については、（１）ＡがＢに吸収合併された事実、（２）ＢがＢ′に名称が

変更された事実について、公証人による証明が必要となります。ただし、Ｂが識別番号を付与

されていた場合であって、Ｂ′への名称変更届を提出しているときは、（１）の事実の公証人

による証明のみで構いません。 

 

 
 

― 699 ―



 

- 700 - 

 

問問５５－－１１  代代理理人人にに関関すするる届届出出書書（（四四法法共共通通））  

代理人に関する届出書の記載方法について教えてください。 

 

答： 代理人に関する届出を行う際の留意点を以下のとおりまとめました。 

１１．．代代理理人人本本人人がが代代理理人人のの受受任任をを届届けけ出出るるとときき、、出出願願人人がが新新ししいい代代理理人人のの選選任任をを届届けけ出出るるとときき  

（（代代理理人人がが増増ええるる））  

・・代代理理人人受受任任届届  

代理人本人が代理人の受任を届け出る手続です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

    

「代理権を証明する書面（委任状）」が必要です。 
１事件に対し、複数の代理人について届け出

るときは、【受任した代理人】の欄を繰り返

し設けて記載します。 

複数の出願人の共通の代理人として受任した

ことを届け出る場合は、【手続をした者】の

欄を繰り返し設けて、該当する出願人を記載

します。 

【書類名】 代理人受任届 

【提出日】 令和○年○月○日 

【あて先】 特許庁長官 殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 特願２０○○－○○○○○○ 

【手続をした者】 

【識別番号】 ０１２３４５６７８ 

【氏名又は名称】  東北特許株式会社 

【代表者】     東北 太郎 

【受任した代理人】 

【識別番号】    １０１２３４５６７ 

【弁理士】 

【氏名又は名称】  広島 史郎   

【提出物件の目録】 

【物件名】     代理権を証明する書面 １ 

本様式見本は特許の様式となっておりますの

で実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登

録出願の場合は、【出願番号】の「特願」の

表示をそれぞれ「実願」、「意願」、「商

願」とします。 
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・・代代理理人人選選任任届届 
出願人（又はその代理人）が、新しい代理人を選任したことを届け出る手続です。 

 

 

 

  

１事件に対し、複数の代理人について届け出る

ときは、【選任した代理人】の欄を繰り返し設

けて記載します。 

出願人が届け出る場合は、代理人の欄は設ける

に及びません。 

複数の出願人の共通の代理人として選任したこ

とを届け出る場合は、【手続をした者】の欄を

繰り返し設けて、該当する出願人を記載しま

す。 

【書類名】 代理人選任届 

【提出日】 令和○年○月○日 

【あて先】 特許庁長官 殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 特願２０○○－○○○○○○ 

【手続をした者】 

【識別番号】 ０１２３４５６７８ 

【氏名又は名称】  東北特許株式会社 

【代表者】     東北 太郎 

【届出の内容】 

【選任した代理人】 

【識別番号】    １０１２３４５６７ 

【弁理士】 

【氏名又は名称】  広島 史郎   

【代理人】 

【識別番号】     １０１２３４５６８ 

【弁理士】  

【氏名又は名称】   大宮 三郎  
【提出物件の目録】 

【物件名】     代理人の選任を証明する書面 １ 

本様式見本は特許の様式となっておりますので

実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出

願の場合は、【出願番号】の「特願」の表示を

それぞれ「実願」、「意願」、「商願」としま

す。 

「代理権を証明する書面（委任状）」が必要です。 
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２２．．代代理理人人本本人人がが代代理理人人のの辞辞任任をを届届けけ出出るるとときき、、出出願願人人がが代代理理権権のの消消滅滅をを届届けけ出出るるとときき  

（（代代理理人人がが減減るる）） 

・・代代理理人人辞辞任任届届 

代理人本人が代理人の辞任を届け出る手続です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

１事件に対し、複数の代理人について届け出

るときは、【辞任した代理人】の欄を繰り返

し設けて記載します。 

「代理権の消滅に関する出願人の意思を証明する書面」は不要

です。 

複数の出願人に係る共通の代理人を辞任した

ことを届け出る場合は、【手続をした者】の

欄を繰り返し設けて、該当する出願人を記載

します。 

【書類名】 代理人辞任届 

【提出日】 令和○年○月○日 

【あて先】 特許庁長官 殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 特願２０○○－○○○○○○ 

【手続をした者】 

【識別番号】 ０１２３４５６７８ 

【氏名又は名称】  東北特許株式会社 

【代表者】     東北 太郎 

【辞任した代理人】 

【識別番号】    １０１２３４５６７ 

【弁理士】 

【氏名又は名称】  広島 史郎   

 

本様式見本は特許の様式となっておりますの

で実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登

録出願の場合は、【出願番号】の「特願」の

表示をそれぞれ「実願」、「意願」、「商

願」とします。 
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・・代代理理権権消消滅滅届届 

出願人（又はその代理人）が代理権の消滅を届け出る手続です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和３年４月１日付けの方式審査便覧の改訂により、「代理人解任届」及び「復代理人解任届」

は廃止されました。（法令上根拠のある特許法施行規則様式９「代理権消滅届」、「復代理権消滅

届」で代替可能であるため。）代理権の消滅に関しては「代理権消滅届」、「復代理権消滅届」を

提出してください。 

 

    

１事件に対し、複数の代理人について届け出

るときは、【代理権の消滅した代理人】の欄

を繰り返し設けて記載します。 

出願人が届け出る場合は、代理人の欄は設け

るに及びません。 

代理権の消滅に関する出願人の意思を証明す

る書面の要否については、出願人による手続

か、代理人による手続かによって異なりま

す。 

① 出願人本人による手続の場合 

「代理権の消滅に関する出願人の意思を

証明する書面」は不要です。 

② 代理人による手続の場合 

代理人による手続の場合は、「代理権の

消滅に関する出願人の意思を証明する書

面」が必要です。 

【書類名】 代理権消滅届 

【提出日】 令和○年○月○日 

【あて先】 特許庁長官 殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 特願２０○○－○○○○○○ 

【手続をした者】 

【識別番号】 ０１２３４５６７８ 

【氏名又は名称】  東北特許株式会社 

【代表者】     東北 太郎 

【届出の内容】 

【代理権の消滅した代理人】 

【識別番号】    １０１２３４５６７ 

【弁理士】 

【氏名又は名称】  広島 史郎   

【代理人】 

【識別番号】    １０１２３４５６８ 

【弁理士】  

【氏名又は名称】  大宮 三郎  

【提出物件の目録】 

【物件名】     代理権の消滅に関する出願人の意思 

を証明する書面 １ 

 

複数の出願人に係る共通の代理人の代理権が

消滅したことを届け出る場合は、【手続をし

た者】の欄を繰り返し設けて、該当する出願

人を記載します。 

本様式見本は特許の様式となっておりますの

で実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登

録出願の場合は、【出願番号】の「特願」の

表示をそれぞれ「実願」、「意願」、「商

願」とします。 
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①①出出願願人人にによよるる手手続続のの場場合合  

「代理権の消滅に関する出願人の意思を証明する書面」は不要 

 

 

 

 

  

  

  

  

②②代代理理人人にによよるる手手続続のの場場合合  

「代理権の消滅に関する出願人の意思を証明する書面」が必要 

 

 

 

 

  

【書類名】 代理権消滅届 

【提出日】 令和○年○月○日 

【あて先】 特許庁長官 殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 特願２０○○－○○○○○○ 

【手続をした者】 

【識別番号】 ０１２３４５６７８ 

【氏名又は名称】  東北特許株式会社 

【代表者】     東北 太郎 

【届出の内容】 

【代理権の消滅した代理人】 

【識別番号】    １０１２３４５６７ 

【弁理士】 

【氏名又は名称】  広島 史郎   

 

【書類名】 代理権消滅届 

【提出日】 令和○年○月○日 

【あて先】 特許庁長官 殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 特願２０○○－○○○○○○ 

【手続をした者】 

【識別番号】 ０１２３４５６７８ 

【氏名又は名称】  東北特許株式会社 

【代表者】     東北 太郎 

【届出の内容】 

【代理権の消滅した代理人】 

【識別番号】    １０１２３４５６７ 

【弁理士】 

【氏名又は名称】  広島 史郎   

【代理人】 

【識別番号】    １０１２３４５６８ 

【弁理士】  

【氏名又は名称】  大宮 三郎  

【提出物件の目録】 

【物件名】     代理権の消滅に関する出願人の意思 

を証明する書面 １ 

 

本様式見本は特許の様式となっておりますの

で実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登

録出願の場合は、【出願番号】の「特願」の

表示をそれぞれ「実願」、「意願」、「商

願」とします。 

出願人「東北特許株式会社」が代理人「広島

史郎」の代理権の消滅を届け出る場合は、

「代理権の消滅に関する出願人の意思を証明

する書面」の添付は不要です。 

本様式見本は特許の様式となっておりますの

で実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登

録出願の場合は、【出願番号】の「特願」の

表示をそれぞれ「実願」、「意願」、「商

願」とします。 

出願人「東北特許株式会社」の代理人「大宮

三郎」が代理人「広島史郎」の代理権の消滅

を届け出る場合は、「代理権の消滅に関する

出願人の意思を証明する書面」の添付が必要

です。 
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３３．．新新ししいい代代理理人人のの選選任任ととととももにに、、ここれれままででのの代代理理人人のの解解任任をを同同時時にに届届けけ出出るるとときき    

（（代代理理人人がが入入れれ替替わわるる）） 

・・代代理理人人変変更更届届  

出願人（又はその代理人）が新しい代理人の選任とともに、これまでの代理人の解任を同時に届け

出る手続です。 

 

   

 

 

 

 

 

  

    

１事件に対し、複数の代理人について届け出

るときは、【選任した代理人】及び【代理権

の消滅した代理人】の欄を繰り返し設けて記

載します。 

出願人が届け出る場合及び代理人が届け出る

場合のいずれについても、「代理人の選任を

証明する書面（委任状）」が必要です。 

オンラインにより「代理人変更届」を提出し、証明

書類を「手続補足書」で提出する場合、【提出物件

の目録】の欄は記載しません。 

代理権の消滅に関する出願人の意思を証明する書面

の要否については、出願人による手続か、代理人に

よる手続かによって異なります。 

① 出願人による手続の場合 

「代理権の消滅に関する出願人の意思を証明す

る書面」は不要です。 

② 代理人による手続の場合 

代理人による手続の場合は、「代理権の消滅に

関する出願人の意思を証明する書面」が必要で

す。 

出願人が届け出る場合は、代理人の欄は設け

るに及びません。 

複数の出願人に係る共通の代理人の交代を届

け出る場合は、【手続をした者】の欄を繰り

返し設けて、該当する出願人を記載します。 

【書類名】 代理人変更届 

【提出日】 令和○年○月○日 

【あて先】 特許庁長官 殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 特願２０○○－○○○○○○ 

【手続をした者】 

【識別番号】 ０１２３４５６７８ 

【氏名又は名称】  東北特許株式会社 

【代表者】     東北 太郎 

【届出の内容】 

【選任した代理人】 

【識別番号】     １０１２３４５６８ 

【弁理士】  

【氏名又は名称】   大宮 三郎 

【代理権の消滅した代理人】 

【識別番号】     １０１２３４５６７ 

【弁理士】 

【氏名又は名称】   広島 史郎   

【代理人】 

【識別番号】     １０１２３４５６９ 

【弁理士】  

【氏名又は名称】   大宮 次郎  

【提出物件の目録】 

【物件名】     代理人の選任を証明する書面 １ 

【物件名】     代理権の消滅に関する出願人の意思 

を証明する書面 １ 

本様式見本は特許の様式となっておりますの

で実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登

録出願の場合は、【出願番号】の「特願」の

表示をそれぞれ「実願」、「意願」、「商

願」とします。 
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①①出出願願人人にによよるる手手続続のの場場合合  

「代理権の消滅に関する出願人の意思を証明する書面」は不要 

 

 

 

 

 

 

 

 

②②代代理理人人にによよるる手手続続のの場場合合 
「代理権の消滅に関する出願人の意思を証明する書面」が必要 

 

 

  

【書類名】 代理人変更届 

【提出日】 令和○年○月○日 

【あて先】 特許庁長官 殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 特願２０○○－○○○○○○ 

【手続をした者】 

【識別番号】 ０１２３４５６７８ 

【氏名又は名称】  東北特許株式会社 

【代表者】     東北 太郎 

【届出の内容】 

【選任した代理人】 

【識別番号】    １０１２３４５６８ 

【弁理士】  

【氏名又は名称】  大宮 三郎 

【代理権の消滅した代理人】 

【識別番号】    １０１２３４５６７ 

【弁理士】 

【氏名又は名称】  広島 史郎    

【提出物件の目録】 

【物件名】     代理人の選任を証明する書面 １ 

【書類名】 代理人変更届 

【提出日】 令和○年○月○日 

【あて先】 特許庁長官 殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 特願２０○○－○○○○○○ 

【手続をした者】 

【識別番号】 ０１２３４５６７８ 

【氏名又は名称】  東北特許株式会社 

【代表者】     東北 太郎 

【届出の内容】 

【選任した代理人】 

【識別番号】    １０１２３４５６８ 

【弁理士】  

【氏名又は名称】  大宮 三郎 

【代理権の消滅した代理人】 

【識別番号】    １０１２３４５６７ 

【弁理士】 

【氏名又は名称】  広島 史郎   

【代理人】 

【識別番号】    １０１２３４５６９ 

【弁理士】  

【氏名又は名称】  大宮 次郎  

【提出物件の目録】 

【物件名】     代理人の選任を証明する書面 １ 

【物件名】     代理権の消滅に関する出願人の意思 

を証明する書面 １ 

本様式見本は特許の様式となっておりますの

で実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登

録出願の場合は、【出願番号】の「特願」の

表示をそれぞれ「実願」、「意願」、「商

願」とします。 

出願人「東北特許株式会社」が代理人「大宮

三郎」の選任と、代理人「広島史郎」の代理

権の消滅を同時に届け出る場合は、「代理人

の選任を証明する書面」が必要です。 

※「代理権の消滅に関する出願人の意思を証

明する書面」の添付は不要です。 

本様式見本は特許の様式となっておりますの

で実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登

録出願の場合は、【出願番号】の「特願」の

表示をそれぞれ「実願」、「意願」、「商

願」とします。 

出願人「東北特許株式会社」の代理人「大宮

次郎」が代理人「大宮三郎」の選任と、代理

人「広島史郎」の代理権の消滅を届け出る場

合は、 

①「代理人の選任を証明する書面」 

②「代理権の消滅に関する出願人の意思を証

明する書面」の添付が必要です。 
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４４．．代代理理権権のの内内容容がが変変わわっったたののでで、、そそのの代代理理権権をを証証明明すするる書書面面（（委委任任状状））をを提提出出すするるとときき 

・・代代理理権権変変更更届届  

出願人（又はその代理人）がその代理権の内容の変更を届け出る手続です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１事件に対し、複数の代理人について届け出

るときは、【代理権を変更した代理人】の欄

を繰り返し設けて記載します。 

オンラインにより「代理権変更届」を提出し、

委任状を「手続補足書」で提出する場合、【提

出物件の目録】の欄は記載しません。 

出願人が届け出る場合は、代理人の欄は設け

るに及びません。 

出願人が届け出る場合及び代理人が届け出る

場合のいずれについても、「代理権を証明す

る書面（委任状）」が必要です。 

複数の出願人に係る共通の代理人の代理権の

変更を届け出る場合は、【手続をした者】の

欄を繰り返し設けて、該当する出願人を記載

します。 

【書類名】 代理権変更届 

【提出日】 令和○年○月○日 

【あて先】 特許庁長官 殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 特願２０○○－○○○○○○ 

【手続をした者】 

【識別番号】 ０１２３４５６７８ 

【氏名又は名称】  東北特許株式会社 

【代表者】     東北 太郎 

【届出の内容】下記の代理人に関する代理権は、添付の代理権

を証明する書面に記載の内容の通り追加・変更します。 

【代理権を変更した代理人】 

【識別番号】    １０１２３４５６７ 

【弁理士】 

【氏名又は名称】  広島 史郎 

【代理人】 

【識別番号】    １０１２３４５６８ 

【弁理士】  

【氏名又は名称】  大宮 三郎  

【提出物件の目録】 

【物件名】     代理権を証明する書面 １ 

 

本様式見本は特許の様式となっておりますの

で実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登

録出願の場合は、【出願番号】の「特願」の

表示をそれぞれ「実願」、「意願」、「商

願」とします。 
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５５．．委委任任状状記記載載例例 

以下の記載例を参考に、作成してください。なお、実際に委任状を作成される際には、出願人と代

理人の間で取り決めた委任事項を記載してください。 

・委任状に押印（外国人の場合は署名）は不要です。 

・委任状は、原本の提出のほか、原本の提出に代えてその写しを提出することも可能です。 

①①代代理理権権をを証証明明すするる書書面面・・代代理理人人のの選選任任をを証証明明すするる書書面面のの記記載載例例  

例：出願人「東北特許株式会社」が「特許三郎」を代理人として選任したことを証明する場合 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

委任状 

令和○年○月○日 

 

私は、識別番号○○○○○○○○○（弁理士）特許 三郎を以て 

代理人として下記事項を委任します。 

 

記 

特願○○○○-○○○○○○に関する一切の件 

 

住所（居所）宮城県仙台市青葉区本町△△ 

           氏名（名称）東北特許株式会社 

代表者 伊達花子 

 

次の事項を代理するためには、特別授権

が必要です。委任状に当該事項を委任す

る旨記載してください。 

・出願の変更 

・出願の放棄、取下げ 

・特許権の存続期間の延長登録の出願の

取下げ 

・請求、申請、申立ての取下げ 

・先の出願に基づく優先権主張、取下げ 

・実用新案登録に基づく特許出願 

・出願公開の請求 

・拒絶査定不服審判の請求 

・特許権の放棄 

・復代理人の選任 

本見本は特許の様式となっておりますので実用新案登録

出願、意匠登録出願、商標登録出願の場合は、【出願番

号】の「特願」の表示をそれぞれ「実願」、「意願」、

「商願」とします。 
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②②代代理理権権のの消消滅滅にに関関すするる出出願願人人のの意意思思をを証証明明すするる書書面面のの記記載載例例  

例:出願人「東北特許株式会社」が代理人「創作太郎」の代理権の消滅を証明する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

証明書 

令和○年○月○日 

 

私は、特願○○○○-○○○○○○に関し、 

（弁理士）創作 太郎の代理権が消滅したことを証明します。 

 

住所（居所）宮城県仙台市青葉区本町△△ 

           氏名（名称）東北特許株式会社 

代表者 伊達花子 

本見本は特許の様式となっておりますので実

用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出

願の場合は、【出願番号】の「特願」の表示

をそれぞれ「実願」、「意願」、「商願」と

します。 
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問問５５－－２２  出出願願係係属属中中のの委委任任状状のの提提出出  

出願時に願書に添付して代理権を証明する書面を提出しなかった場合、出願時以降に提出す

るにはどのような手続をしたらよいですか。 

 

答： 未確定の状態にある代理権の範囲を確定させる意味で代理権の変更に当たると解されるた

め、「代理権変更届」（特施規様式第９備考３参照）により提出してください。 
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問問５５－－３３  出出願願のの代代理理人人以以外外のの者者のの手手続続  

中間手続（審査請求、補正等）を出願の代理人でない者が行った際、委任状を添付しなかっ

たため、代理権を証明する書面を求める補正指令がありました。これに応答して、手続補正書

により委任状を提出しました。事後、その代理人が手続を行う場合、再度委任状を提出しなけ

ればなりませんか。 

 

答： 新たな代理人が委任状を添付して中間手続を行った場合であっても、特許法施行規則第９条

の２に規定する代理人の選任の届出をすることなく、当該代理人が手続を行うときは、その都

度、書面をもってその代理権を証明しなければなりません（特施規４条の３第３項）。 

当該代理人が、引き続き事後の手続をするのであれば、別途代理人選任届又は代理人受任届

を提出してください。なお、代理人選任届や代理人受任届に添付すべき委任状は、先の手続で

提出した委任状の内容が特定の中間手続にのみ限定したものでなく、内容に変更がない場合に

は援用することができます（特施規10条）。 
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問問５５－－４４  復復代代理理人人のの選選任任ににつついいてて  

共同出願人全員の代理人になっていますが、そのうちの１人の出願人からしか復代理人選任

の特別授権をもらっていないときに、共同出願人全員の復代理人を選任することはできます

か。また、１人の出願人の復代理人に選任した場合、以後の手続はできますか。 

 

答： 共同出願人全員の復代理人を届け出るときは、出願人全員についての復代理人選任に関する

特別授権の代理権を証明する書面の提出が必要となります（特９条、特施規４条の３第１

項）。 

なお、復代理人選任の特別授権のある出願人だけの復代理人になることはできますし、ま

た、共同で手続をしなければならない手続以外は、その出願人の復代理人として手続すること

はできます。 
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問問５５－－５５  復復代代理理人人のの代代理理権権のの存存否否  

出願人から復任権のある委任状をもらっている代理人が復代理人を選任した場合で、その後

代理人が辞任し又は解任されたとき、辞任し又は解任された後も引き続き、復代理人は手続で

きるでしょうか。 

 

答： ご質問のような場合には、復代理人の代理権は当然には消滅しないものと解されますので、

引き続き復代理人として手続することができます。なお、代理人の辞任や解任に伴い、復代理

人の代理権も消滅させたい場合は、その旨の届出（復代理権消滅届等）を提出してください。 
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問問５５－－６６  代代理理人人のの順順位位変変更更とと書書類類のの送送付付先先  

代理人（復代理人）の順位変更はできますか。その場合、特許庁からの審査結果等の書類の

宛先はどのようになりますか。 

 

答： 上申書を提出することで、受任済みの代理人の中で筆頭代理人の順位を変更することができ

ます。また、代理人を追加で選任又は受任する場合、当該選任又は受任した代理人が筆頭代理

人となりますが、代理人選任届又は代理人受任届の【その他】欄に、筆頭代理人の順位に変更

がない旨を記載することで、当該新たな代理人を筆頭としないこともできます。また、復代理

人についても代理人と同様にそれらの者の順位を変更、指定することができます。 

特許庁からの審査結果等の書類は、①筆頭出願人の筆頭復代理人、①がいない場合は②筆頭

出願人の筆頭代理人、①②がいない場合は③筆頭出願人に送付されます。 

 

 

  

復代理人あり ①筆頭復代理人
代理人あり

復代理人なし ②筆頭代理人
筆頭出願人

復代理人あり ①筆頭復代理人
代理人なし

復代理人なし ③筆頭出願人
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問問５５－－７７  代代理理人人辞辞任任届届のの多多件件一一通通方方式式  

代理人辞任届を複数件まとめて（多件一通により）提出したいのですが、【事件の表示】の

欄に出願番号を記載する場合、どのように記載したらよいですか。 

 

答： 【事件の表示】の欄には「別紙のとおり」と記載し、別紙に該当する出願番号を記載して届

出書に添付してください。 

なお、この手続をする場合は、オンライン手続ができませんので書面により行ってくださ

い。また、電子化手数料が１件ごとに必要となりますのでご承知ください。 
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問問５５－－８８  優優先先権権証証明明請請求求のの代代理理権権  

優先権証明請求を出願人代理人以外の代理人が請求するときは、代理権を証明する書面が必

要ですか。なお、出願は公開されていません。また、必要である場合、包括委任状は援用でき

ますか。 

 

答： 出願が未公開の案件で出願人代理人以外の代理人が請求する場合は、代理権を証明する書面

（個別委任状）が必要です。なお、委任事項として、優先権証明請求に関する件等の記載があ

ることが必要です。 

包括委任状については、特許法施行規則第９条の３第１項の規定により援用することができ

ません。 
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問問５５－－９９  在在外外者者のの代代理理権権のの証証明明（（四四法法共共通通））  

特許法第８条では、在外者の特許管理人は、委任状がなくても出願の取下げ等の不利益行為に

ついて手続できるとされていますが、実際の取扱いはどうなのでしょうか。 

 

答： 特許法第８条２項ただし書で代理権の範囲が制限できることとなっていますが、委任状の提

出がない場合はその確認ができないため、出願人の保護の観点から特許法施行規則第４条の３

第４項の規定に基づきその代理権の証明を求めることとしています。 
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問問５５－－１１００  出出願願公公開開請請求求のの代代理理権権のの証証明明（（特特））  

出願公開請求を代理人により手続する場合、委任状は必要となりますか。包括委任状を援用す

るとき、委任事項として公開請求について記載されていなければならないでしょうか。 

 

答： 出願公開請求の代理権は、特許法第９条に規定されているとおり、特別授権とされています

ので、当該手続を代理人が行う場合は委任状が必要です。そして、委任事項として出願番号を

特定した出願公開請求に関する記載がなければなりません。また、包括委任状を援用する場合

でも、委任事項として、出願公開請求に関する記載がなければなりません。 
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問問５５－－１１１１  審審査査官官ととのの面面接接等等ののたためめのの代代理理権権のの証証明明（（特特））  

出願の代理人でなければ審査官と面接することができないのでしょうか。 

 

答： 審査官との面接等は、代理人又は復代理人でなければできませんが、出願の代理人又は復

代理人として選任されている必要はありません（代理人選任届又は復代理人選任届（代理人

受任届又は復代理人受任届）の提出は必須ではありません。） 

したがって、審査官との面接等のみ行うのであれば、面接の都度、出願番号の記載のある

委任状(※注)を持参すれば足ります。また、既に特許庁に包括委任状が提出されている場合

には、包括委任状を援用する旨を事前に審査官に連絡し、面接時に包括委任状番号を審査官

に伝えてください（審査官との面接についての詳細は「調整課面接審査管理専門官（内線

3114）」までお問い合わせください。）。 

なお、面接等に際し新たに代理人又は復代理人を選任する場合には、別途代理人選任届等

の提出が必要です。その際には、「特許出願に関する手続」についての委任が必要ですの

で、「審査官との面接等に関する」委任のみの委任状は使用できません。 

※注････復代理人の方は、復代理人としての委任状(①)に加えて、当該復代理人を選任した

代理人が復任権（復代理人を選任する権利）を有することを示す委任状(②)の提出も

必要となります。ただし、②の委任状は、既に包括委任状が提出されている場合は不

要ですので、①の委任状に包括委任状番号を記載したものを提出してください。 
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問問６６－－１１  電電子子化化手手数数料料ににつついいてて（（四四法法共共通通））  

電子化手数料とは何の手続に対する手数料ですか。 

電子化手数料を支払わなかった場合は、どうなるのですか。 

 

答： 電子化手数料とは、「指定特定手続」とされている手続（特許出願、出願審査請求、手続補

正等「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則」第10条に規定する手続のうち

同規則第30条で指定する手続）を「書面」で提出した場合、その書面を電子化するための手数

料です。料金は、「１件につき２，４００円＋１ページにつき８００円」です（令和７年４月

１日現在）。 

（注）当庁では出願及びその後の手続をオンラインで受け付けています。原則、オンライン手続が

可能な手続を「特定手続」として定めています。 

電子化手数料の納付は、特許庁長官が登録する登録情報処理機関「一般財団法人工業所有権

電子情報化センター」から送付される「払込用紙」により行います。 

納付されない場合は、手続補正指令の対象となります。この手続補正指令に従い電子化手数

料を納付しないときは、この対象となった手続は却下処分になりますのでご注意ください。 

なお、手続補正指令に従い電子化手数料を納付するときは、「一般財団法人工業所有権電子

情報化センター」から送付される「払込用紙」により行っていただくことになりますが、紛失

等により「払込用紙」が手元にない場合は、「一般財団法人工業所有権電子情報化センター」

（TEL03-6380-8485）に直接連絡の上、払込用紙の再送付を依頼してください。 
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問問６６－－２２  国国とと国国以以外外のの者者のの共共有有にに係係るる出出願願（（四四法法共共通通））  

国と国以外の者の共有に係る出願の手数料等について教えてください。 

 
答： 国（国とみなされる者を含む。この問において同じ。）以外の共有者の持分の割合に応じた手

数料を払っていただきます（10 円未満の端数は切り捨てます。）。その際には、手続書面に【持

分の割合】の欄を設けて、国以外の者の持分の割合を記載するとともに持分を証明する書面の

提出（※）が必要となります。ただし、既に持分を証明する書面を提出している場合において、

その事項に変更がないときは、その旨を申し出て提出を省略することができます。 

※特許関係の手続については、持分を証明する書面の提出を省略することができます（特許法

施行規則第 27 条第３項ただし書、同条第４項ただし書）。 

 

（（参参考考））  

１． 次の手続の手数料並びに特許料及び若しくは登録料が対象となります。 

◆特許関係 

① 特許出願 

② 外国語書面出願 

③ 先願参照出願の明細書及び必要な図面の提出 

④ 国内書面の提出（特 184 条の５） 

⑤ 検査の申し出（特 184 条の 20） 

⑥ 特許権の存続期間の延長登録の出願 

⑦ 期間延長の請求（手数料令１条２項表７号） 

⑧ 期間延長の請求（手数料令１条２項表８号） 

⑨ 出願審査の請求 

※自己の出願に対するものに限る。 

⑩ 誤訳訂正書の提出（明細書、特許請求の範囲又は図面の補正） 

⑪ 拒絶査定不服審判の請求又はこの審判の確定審決に対する再審の請求 

⑫ 特許の無効の審判の規定による審判の確定審決に対する再審の請求 

※自己の権利に係るものに限る。 

⑬ 訂正審判の請求又はこの審判の確定審決に対する再審の請求 

⑭ 確定した取消決定（異議申立）に対する再審の請求 

※自己の権利に係るものに限る。 

⑮ 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定に係る審判の請求又はこの審判の確定審決に対する

再審の請求 

⑯ 特許権の存続期間の延長登録の無効に係る審判の確定審決に対する再審の請求 

※自己の権利に係るものに限る。 

⑰ 明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求 

⑱ 特許料の納付 

◆実用新案関係 
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① 実用新案登録出願 

② 国内書面の提出（実 48 条の５） 

③ 検査の申し出（実 48 条の 16） 

④ 期間延長の請求（手数料令２条２項表４号） 

⑤ 実用新案技術評価の請求 

※自己の権利・出願に係るものに限る。 

⑥ 明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正 

⑦ 実用新案登録の無効の審判の確定審決に対する再審の請求 

※自己の権利に係るものに限る。 

⑧ 実用新案登録料の納付 

◆意匠関係 

① 意匠登録出願 

② 拒絶査定不服審判の請求又はこの審判の確定審決に対する再審の請求 

③ 補正の却下の決定に対する審判の請求又はこの審判の確定審決に対する再審の請求 

④ 意匠登録の無効の審判の確定審決に対する再審の請求 

※自己の権利に係るものに限る。 

⑤ 意匠登録料の納付 

◆商標関係 

① 商標登録出願 

② 防護標章登録出願・防護標章登録の更新登録出願・重複登録商標の更新登録出願 

③ 期間延長の請求（手数料令４条２項表３号） 

④ 商標権の分割の申請請求 

⑤ 拒絶査定不服審判の請求又はこの審判の確定審決に対する再審の請求 

⑥ 補正の却下の決定に対する審判の請求又はこの審判の確定審決に対する再審の請求 

⑦ 商標登録（防護標章登録を含む。）の無効の審判の確定審決に対する再審の請求 

※自己の権利に係るものに限る。 

⑧ 確定した取消決定（異議申立）に対する再審の請求 

※自己の権利に係るものに限る。 

⑨ 商標登録の取消しの審判の確定審決に対する再審の請求 

※自己の権利に係るものに限る。 

⑩ 商標登録料の納付・防護標章更新登録料の納付・重複登録商標の更新登録料の納付 

⑪ 商標権存続期間の更新登録の申請 
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２． 提出書類の表示方法と証明書について 

① 手続書面に、【持分の割合】欄を設け「○／○」のように国以外のすべての者の持分の割合を

記載します。 

② 持分を証明する書面（持分契約書、持分記載のある譲渡証書等）を提出する場合は、書面又

は電子特殊申請で行ってください。 

   オンラインで出願や名義変更届等の手続を行った場合には、書面又は電子特殊申請によって

「手続補足書」に持分を証明する書面を添付して提出します。 

   なお、証明書が当該事件に対して既に特許庁に提出されており、その内容に変更がないとき

は、その旨を申し出て提出を省略することができます。 

 

３． 国と国以外の者の共有に係る出願について、持分の割合の記載及び証明書の添付がなく、出

願時に手数料１００％を納付した後に、自発補正により、国以外のすべての者の持分の割合を

補正（手続書面への記載と持分を証明する書面の提出）することもできます。 

   ただし、この補正は、過誤納による返還請求について特許法第 195 条 12 項により納付した

日から１年以内と規定していることから、出願から１年以内（出願係属中に限る。）に限られま

す。 

 

４． 国と国以外の者の共有に係る出願について、出願審査請求書を国単独で手続した場合には、

特許法第 195 条４項が適用され、審査請求料は無料となります（実用新案技術評価の請求も同

様。）。 

   なお、審査請求後に補正により請求項を増加する場合は、当該手続補正書を国単独で手続し

た場合であっても、手続補正書提出時の国以外のすべての出願人の持分の割合により手数料を

納付します。 

また、審判請求後に請求項を増加する補正をする場合の審判請求料及び審査請求料、並びに

商標の区分の数の増加を伴う補正をする場合の出願手数料及び審判請求料についても手続補正

書提出時の国等以外のすべての出願人の持分の割合により手数料を納付します。 
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問問６６－－３３  審審査査請請求求料料減減免免措措置置のの後後日日申申請請（（特特））  

出願審査請求書を提出し、正規の手数料の納付が済んだ後で、減免（軽減）を受けられること

がわかったのですが、減免（軽減）申請をすることができますか。 

 

答： 審査請求料の減免（軽減）申請は、出願審査請求書の提出と同時にすべきものであり、

後日の減免の申請は認められません（特許法施行規則第73条２項）。 

ただし、平成31年３月31日以前にした出願審査の請求は改正前の特許法等が適用されるた

め、出願の補正により増加した請求項に係る正規の手数料を納付した手続補正書の提出後で

審査請求料の減免（軽減）を受けることができると判明した場合には、審査請求料の納付日

（手続補正書の提出日）から１年以内（当該特許出願が特許庁に係属している場合に限

る。）に、当該手続補正書に【その他】の欄を追加する手続補正書と、審査請求料減免（軽

減）申請書を提出することにより、審査請求料の減免（軽減）が認められます。 

軽減申請の手続を経済産業局等に行う場合には、審査請求料軽減申請書を経済産業局等に

提出し、特許庁に上記手続補正書を提出することになります。 

また、減免（軽減）申請に伴って提出が必要となる証明書は、本来、申請書が出願審査請

求書の提出と同時に行うべきものであることから、原則、審査請求料の納付日（当該手続補

正書の提出日）時点の証明書が申請書に添付されるべきものとします。 

減免（軽減）が認められる場合には、納付された審査請求料についての過納分の返還を請

求することができます。予納による納付であった場合は、減免（軽減）が認められたときに

予納台帳に加算することにより自動的に返納されますが、その他の納付方法の場合には既納

手数料返還請求書の提出が必要になります。（問６－４参照） 
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問問６６－－４４  過過誤誤納納等等のの手手数数料料返返還還（（四四法法共共通通））  

特許印紙、現金納付、口座振替又は指定立替納付で手数料を納付した場合で、 

① 受理された書類で過誤納であることが分かりました。 

② 提出した書類が、不適法な手続の却下処分（特許法第18条の２第１項本文）又は行政指導

の通知（受理しない旨の通知）を受けました。 

③ 特許出願（商標登録出願）で出願日が認定されず、出願却下処分を受けました。 

どうすれば手数料を返還していただけますか。 

 

答： 納付した日から１年以内（納付した日から６月以上経って不適法な手続についての却下処

分、出願却下処分（特許法第38条の２第８項、商標法第５条の２第５項）又は受理しない旨

の通知がされた場合は、却下処分の謄本の送達又は受理しない旨の通知があった日から６月

以内）に手数料の返還の請求をしてください（返還請求をする者がその責めに帰することが

できない理由によりこの期間内に返還請求をすることができないときは、その理由がなくな

った日から14日（在外者にあっては２月）以内で、かつ、この期間の経過後６月以内に返還

の請求をしてください。）。 

手数料の返還の請求は「既納手数料返還請求書」（特許法施行規則様式第75）を提出して

行います。 
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既納手数料返還請求書の様式見本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意） 

１ 「【返還請求人】」の欄には、当該返還に係る手数料を納付した者を記載します。 

２ 「【返還請求対象書類】」の欄の「【書類名】」及び「【提出日】」には、特許願、出願審査

請求書、手続補正書、出願人名義変更届、期間延長請求書、審判請求書のように返還を請求する

手数料を納付した手続に係る書類名及びその提出年月日を記載します。 

【書類名】 既納手数料返還請求書 

（【提出日】 令和 年 月 日） 

【あて先】 特許庁長官 殿 

【事件の表示】 

  【出願番号】   特願〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇 

【返還請求人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

【代表者】                    

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】                 

【返還請求対象書類】 

【書類名】 

【提出日】 

【納付済金額】 

【適正納付金額】 

【返還請求金額】 

【返還金振込先】 

【金融機関名】 

【口座種別】 

【口座番号】 

【フリガナ】 

【口座名義人】 

【提出物件の目録】 

【物件名】 
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３ 「【納付済金額】」の欄には、当該手続書類に係る納付した手数料の額を「円」、「，」等を

付さず、アラビア数字のみで記載します。 

４ 「【適正納付金額】」の欄には、当該手続書類において適正に納付すべき手数料の額を記載し

ます。なお、不適法な手続の却下処分（特許法第18条の２）又は行政指導の通知（受理しない旨

の通知）に係る場合には「【適正納付金額】」の欄は設けるには及びません。 

５ 「【返還請求金額】」の欄には、返還を請求する手数料の額を記載します。 

６ 「【返還金振込先】」の欄には、次の要領で返還金を受けるべき返還請求人又は代理人の銀行

口座について記載します。「【金融機関名】」には「○○銀行（金庫）○○支店」のように、「【口

座種別】」には「普通預金」又は「当座預金」の別を、「【口座番号】」には「○○○○○○○」

のように口座の番号を、「【フリガナ】」には必ず片仮名で口座名義人の振り仮名を、「【口座

名義人】」には当該口座の名義人の氏名又は名称をそれぞれ記載します。指定立替納付者による

納付においては、【金融機関名】、【口座種別】、【フリガナ】、【口座名義人】及び【口座番

号】の欄には「－」のようにハイフンをそれぞれ記載します。 
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問問６６－－５５  証証明明書書返返還還請請求求（（四四法法共共通通））  

既に特許庁に提出してある譲渡証書や委任状等の証明書の返還について教えてください。 

 

答： 証明書の返還請求は、不備のある証明書を提出したときに、不適法な手続の却下、補正指

令、却下理由通知や行政指導の通知（受理しない旨の通知）を受けた際、その不備のある証

明書の返還を受け、当該証明書の訂正等を行うことにより再提出を簡便にし、手続者の便宜

に資するのが適切であることから、以下の証明書返還請求書の提出により行っているもので

す。 

        したがって、不備のない証明書については返還することはできません。 

    また、電子特殊申請によって提出された証明書についても返還することはできません。 

 

書式（Ａ４サイズ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意） 

１ 「返還請求人（手続をした者）」の欄には、返還を受けようとする証明書の提出に係る手

続書類の手続をした者を記載します。手続をした者が代理人の場合、返還請求人の欄には代

理人本人（出願人の代理人としてではなく）を返還請求人として記載します。 

２ 「返還対象証明書」の「書類名」には、「手続補正書」、「代理人選任届」、「出願人名

義変更届」のように返還を受けようとする証明書の提出に係る手続書類の書類名を、「証明

書名」には「委任状」、「譲渡証書」（複数提出があるときは「○○のもの」のように特定

する）のように返還を受けようとする証明書名を記載します。 

  

証明書返還請求書 

（令和○○年○月○日） 

特許庁長官 殿 

１．事件の表示 

２．返還請求人（手続をした者） 

識別番号 

住所（居所） 

氏名（名称） 

（代表者） 

（電話番号） 

３．返還対象証明書 

書類名 

証明書名 

提出日 
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問問６６－－６６  世世界界知知的的所所有有権権機機関関へへののアアククセセススココーードド付付与与請請求求（（特特・・実実））  

アクセスコード付与請求の手続について留意点を教えてください。 

 

答： 日本の特許出願又は実用新案登録出願に係る書類を、デジタルアクセスサービス（ＤＡ

Ｓ）に登録し、日本国特許庁から世界知的所有権機関を通じて外国の特許庁に提出すること

を希望する場合は、提供を希望する出願書類の出願時又はそれ以降に、出願事件ごとに世界

知的所有権機関へのアクセスコード付与請求書（以下「アクセスコード付与請求書」とい

う。）を特許庁長官に提出してください。 

アクセスコードは日本の特許出願又は実用新案登録出願ごとに付与されることになります

ので、当該出願をもとに複数の国（第二国）へ出願する場合は、同一国で複数の出願とする

場合であっても一つのアクセスコードの付与を請求すれば足りることになります。 

なお、アクセスコード付与を請求したい出願が共同出願である場合、アクセスコード付与

請求書に記載する【手続をした者】は出願人全員を記載する必要はありません。 

また、すでに出願の代理人となっている者がアクセスコード付与請求書を提出する場合に

は委任状の提出は不要ですが、新たな代理人が手続する場合には個別委任状の添付が必要と

なります（包括委任状の援用は認められません。）。この場合の委任状には、「特願

○○○○－○○○○○○のアクセスコード付与請求に関する手続についての一切の件」と記

載していただきますようお願いします。また、アクセスコード付与請求に関連し、委任状の

提出が必要な場合は、書面で提出するようお願いします。 

※ なお、特許出願については、経済安全保障推進法第70条第１項の規定による通知若しくは

特許出願の日から３月以内に同法第66条第３項に定める通知がない場合、同法第77条第２項

の規定による通知を受けた場合又は特許出願の日から３月又は当該期間が経過する前若しく

は同法第67条第１項に規定する保全審査中に放棄、取下げ若しくは却下された場合に、当該

出願に係るアクセスコードが記載された通知書が送付されるため、改めてアクセスコード付

与請求を行う必要はありません。 

また、実用新案登録出願については、保全審査の対象ではありませんが、同法第82条第5

項の規定との関係上、実用新案登録出願に保全対象発明が記載されていないことが確認され

次第随時、特許庁からアクセスコードが記載された通知書が送付されるため、改めてアクセ

スコード付与請求を行う必要はありません。 
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問問６６－－７７  色色彩彩写写真真（（カカララーー写写真真））のの提提出出ににつついいてて（（特特・・実実））  

色彩写真（カラー写真）を提出したい場合は、どのように提出すればいいですか。 

 

答： 色彩写真（カラー写真）については、色彩写真が審査の参考に資する場合に、参考資料等と

して提出することができます。その場合は物件提出書（特許法施行規則様式第22）により提出

してください。その際の【提出する物件】の欄には「カラー写真（図○）」と記載してくださ

い。 

（注）「（図○）」には、カラー写真を提出する図面の図番号を記載してください。 

なお、願書に添付する図面の描き方は、「原則として製図法に従って、黒色で、鮮明にかつ

容易に消すことができないように描くものとし、着色してはならない」（特許法施行規則様式

第30備考４）とされているため、カラー図面を提出することはできません。 
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問問６６－－８８  特特許許出出願願ににおおけけるる拒拒絶絶理理由由通通知知のの応応答答期期間間（（特特））  

（１）国内居住者と在外者の共同特許出願の場合、拒絶理由通知の期間延長は何ヶ月認めら

れますか。 

（２）３月３０日に拒絶理由通知を発送された在外者が２ヶ月の期間延長をした場合、満了

日はいつになりますか。また、更に１カ月の期間延長をした場合、満了日はいつになります

か。 

（３）拒絶理由通知後に国内居住者から在外者へ特許を受ける権利を承継する旨の出願人名

義変更届を提出するとき、当該出願人名義変更届出の提出時期が、①拒絶理由通知書の当初

の応答期間（６０日間）中の場合、②拒絶理由通知書の応答期間中に既に国内居住者として

２ヶ月の期間延長請求をしており当該延長期間中の場合、それぞれの応答期間中に提出した

名義変更後の期間延長請求書はどのように取り扱われるのでしょうか。 

 

答： 

（１）国内居住者と在外者の共同出願の場合、１通で２ヶ月の延長、２通目の請求で更に１ヶ月の

延長が認められます。１通目の請求と２通目の請求を同時にすることもできます。 

（２）手続のできる期間として本来の期間と延長期間とは一体をなすものの、本来の期間と延長期

間は別のものであるため、本来の期間と延長期間のそれぞれについて特許法第３条第１項の規

定により計算を行ったうえで全期間を定め、手続のできる一つの期間として扱います。したが

って、３月３０日に拒絶理由通知の発送があった場合、本来の期間は初日不算入により３月３

１日から起算して３月である６月３０日で満了し、延長期間は翌日の午前零時から始まり初日

を算入するため、その満了日は７月１日から起算して２月である８月３１日となります。ま

た、更に１ヶ月の期間延長をした場合、延長期間は翌日の午前零時から始まり初日を算入する

ため、その満了日は９月１日から起算して１月である９月３０日となります。なお、９月３０

日が閉庁日に当たるときには、翌開庁日が期間の末日となります（特３条２項）。 

（３）①出願人名義変更届提出前に発送された拒絶理由通知で当初指定された指定期間内に、その

後に在外者となった出願人が指定期間の延長を請求するときは、延長を請求する者は在外者と

なりますので、１通目で２ヶ月、２通目で更に１ヶ月の延長が認められます。また、②国内居

住者として既に２ヶ月の期間延長請求を行っている場合であっても同様に、延長を請求する者

は在外者となりますので、２通目で更に１ヶ月の延長が認められます。 

 なお、拒絶査定不服審判請求後の拒絶理由通知（前置審査中のものを含む。）及び特許権の

存続期間の延長登録出願の拒絶理由通知の応答期間については、（１）、（３）①及び②のい

ずれの場合においても、合理的な理由があるときは、期間延長請求書１通で１ヶ月の延長が認

められ、最大で３通提出することができます。 
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問問６６－－９９  出出願願取取下下書書のの撤撤回回  

特許出願について、出願取下げをしたのですが撤回できますか。 

 

答： 出願の取下げについては、提出された出願取下書において方式上の欠陥がない限り、受付し

た日からその効果が発生しますので、撤回することはできません。 
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ⅠⅠ  様様式式一一覧覧  

 

〔特許法施行規則〕 

様 式 手 続 書 類 名 手続・媒体 規 則 

第２ 期間延長請求書 書面・ＯＬ 第４条の2 

第３ 期間延長（期日変更）請求書 書面 第４条の2 

第４ 代表者選定届 書面 第８条 

第５ 代表者選定届 書面 第８条 

第６ 氏名（名称）変更届 書面 第９条 

第７ 住所（居所）変更届 書面 第９条 

第９ 代理人選任届 書面・ＯＬ 第９条の2 

第10 代理人選任（代理人変更、代理権変更、代理権

消滅、復代理人選任、復代理人変更、復代理権

変更、復代理権消滅）届 

書面 第９条の2 

第11 代理人受任届 書面・ＯＬ 第９条の2 

第12 代理人受任（復代理人受任）届 書面 第９条の2 

第12の2 包括委任状援用制限届 書面 第９条の3 

第13 手続補正書 書面・ＯＬ 第11条 

第14 手続補正書 書面 第11条 

第15 手数料補正書 書面 第11条 

第15の2 誤訳訂正書 書面・ＯＬ 第11条の2 

第15の4 弁明書 書面・ＯＬ 第11条の4 

第15の5 弁明書 書面 第11条の4 

第16 受継申立書 書面 第11条の5 

第17 受継申立書 書面 第11条の5 

第18 出願人名義変更届 書面・ＯＬ 第12条 

第20 刊行物等提出書 書面・ＯＬ 第13条の2,第13条の3 

第22 物件提出書 書面 第14条,第27条の5,第27

条の10,第38条の13の2 

第23 物件提出書 書面 第14条,第27条の11 

第26 特許願 書面・ＯＬ 第23条 

第26の2 特許願（外国語書面出願） 書面・ＯＬ 第23条 

第27 特許願（分割） 書面・ＯＬ 第23条 

第28 特許願（変更） 書面・ＯＬ 第23条 

第28の2 特許願（実用新案登録に基づく特許出願） 書面・ＯＬ 第23条 

第29 明細書  書面・ＯＬ 第24条 

第29の2 特許請求の範囲  書面・ＯＬ 第24条の4 
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様 式 手 続 書 類 名 手続・媒体 規 則 

第30 図面 書面・ＯＬ 第25条 

第31 要約書 書面・ＯＬ 第25条の3 

第31の2 外国語明細書 書面・ＯＬ 第25条の5 

第31の2の2 外国語特許請求の範囲 書面・ＯＬ 第25条の5 

第31の3 外国語図面 書面・ＯＬ 第25条の5 

第31の4 外国語要約書 書面・ＯＬ 第25条の6 

第31の5 翻訳文提出書 書面・ＯＬ 第25条の7 

第31の6 明細書（翻訳文） 書面・ＯＬ 第25条の7 

第31の6の2 特許請求の範囲（翻訳文） 書面・ＯＬ 第25条の7 

第31の7 図面（翻訳文） 書面・ＯＬ 第25条の7 

第31の8 要約書（翻訳文） 書面・ＯＬ 第25条の7 

第31の9 回復理由書 書面・ＯＬ 第25条の7,第31条の2,第

38条の2,第38条の6の2 

第32 信託事項変更届 書面 第26条 

第32の2 信託による特許を受ける権利についての変更届 書面 第26条 

第33 受託番号変更届 書面 第27条の2 

第34 新規性の喪失の例外証明書提出書 書面 第27条の3の2 

第36 優先権証明書提出書 書面 第27条の3の3 

第36の2 優先権主張書 書面 第27条の4 

第36の3 回復理由書 書面・ＯＬ 第27条の4の2,第38条の

14 

第37 手続補完書 書面 第27条の8 

第37の2 明細書等提出書 書面 第27条の10 

第37の3 明細書等補完書 書面 第27条の11 

第37の4 意見書（第27条の11第4項の規定による意見書） 書面 第27条の11 

第37の5 明細書等補完書取下書 書面 第27条の11 

第38 出願放棄書 書面・ＯＬ 第28条の2 

第40 出願取下書 書面・ＯＬ 第28条の3 

第42 先の出願に基づく優先権主張取下書 書面・ＯＬ 第28条の4 

第44 出願審査請求書 書面・ＯＬ 第31条の2 

第46 優先審査に関する事情説明書 書面・ＯＬ 第31条の3 

第48 意見書 書面・ＯＬ 第32条 

第50 出願公開請求書 書面・ＯＬ 第38条 

第51 翻訳文 書面・ＯＬ 第38条の2 

第51の2 明細書 書面・ＯＬ 第38条の2 

第51の2の2 特許請求の範囲 書面・ＯＬ 第38条の2 
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様 式 手 続 書 類 名 手続・媒体 規 則 

第51の3 図面 書面・ＯＬ 第38条の2 

第51の4 要約書 書面・ＯＬ 第38条の2 

第52 特許協力条約第19条補正の翻訳文提出書 書面・ＯＬ 第38条の2 

第52の2 意見書 書面 第38条の2の2,第38条の2

の3,第38条の14の2 

第52の3 特許協力条約に基づく規則82の3.1による請求書 書面 第38条の2の2 

第53 国内書面 書面・ＯＬ 第38条の4 

第54 特許協力条約第34条補正の翻訳文提出書 書面・ＯＬ 第38条の6 

第54の2 新規性喪失の例外適用申請書 書面・ＯＬ 第38条の6の4 

第55 特許協力条約第25条の規定による検査の申出書 書面 第38条の8 

第55の2 特許法第67条第２項の延長登録願 書面 第38条の14の3 

第56 特許法第67条第４項の延長登録願 書面 第38条の15 

第56の2 特許法第67条の６第１項の規定による書面 書面 第38条の16の2 

第57 判定請求書 書面 第39条 

第58 裁定請求書 書面 第42条 

第59 裁定請求書 (特許法第92条第４項の規定による

裁定請求） 

書面 第42条 

第60 裁定取消請求書 書面 第43条 

第60の2 営業秘密に関する申出書 書面 第44条の2 

第61 裁定事件答弁書 書面 第44条 

第61の2 特許異議申立書 書面 第45条の2 

第61の3 意見書 書面 第45条の3 

第61の4 訂正請求書 書面 第45条の3 

第61の5 意見書 書面 第45条の3 

第61の6 審判請求書 書面・ＯＬ 第46条 

第62 審判請求書 書面 第46条,第46条の2 

第63 審判事件答弁書 書面 第47条,第47条の2 

第63の2 訂正請求書 書面 第46条の2,第47条 

第63の3 意見書 書面 第47条 

第63の4 審判事件弁駁書 書面 第47条の3 

第63の5 同意回答書 書面 第47条の4 

第63の6 訂正請求申立書 書面 第47条の6 

第64 除斥（忌避）申立書 書面 第48条の2 

第64の2 審理の方式の申立書 書面 第48条の3 

第64の3 口頭審理申立書 書面・ＯＬ 第48条の3 

第65 参加申請書 書面 第49条 
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様 式 手 続 書 類 名 手続・媒体 規 則 

第65の2 証拠説明書 書面・ＯＬ 第50条 

第65の3 証拠説明書 書面 第50条 

第65の4 請求取下書 書面・ＯＬ 第50条の2 

第65の5 請求取下書 書面 第50条の2 

第65の5の2 訂正請求取下書 書面 第50条の2の2 

第65の6 審理再開申立書 書面・ＯＬ 第50条の3 

第65の7 審理再開申立書 書面 第50条の3 

第65の8 営業秘密に関する申出書 書面 第50条の14 

第65の9 口頭審理陳述要領書 書面・ＯＬ 第51条 

第65の10 口頭審理陳述要領書 書面 第51条 

第65の11 証拠申出書 書面・ＯＬ 第57条の3 

第65の12 証拠申出書 書面 第57条の3 

第65の13 証人尋問申出書 書面・ＯＬ 第58条 

第65の14 証人尋問申出書 書面 第58条 

第65の15 尋問事項書 書面・ＯＬ 第58条の2 

第65の16 尋問事項書 書面 第58条の2 

第65の17 回答希望事項記載書面 書面・ＯＬ 第58条の17 

第65の18 回答希望事項記載書面 書面 第58条の17 

第65の19 鑑定の申出書 書面・ＯＬ 第60条 

第65の20 鑑定の申出書 書面 第60条 

第65の21 鑑定事項書 書面・ＯＬ 第60条 

第65の22 鑑定事項書 書面 第60条 

第65の23 録音テープ等の内容説明書 書面・ＯＬ 第61条の11 

第65の24 録音テープ等の内容説明書 書面 第61条の11 

第65の25 検証申出書 書面・ＯＬ 第62条 

第65の26 検証申出書 書面 第62条 

第66 証拠保全申立書 書面 第64条 

第69 特許料納付書(設定) 書面 第69条 

第70 特許料納付書(年金) 書面 第69条 

第70の2 回復理由書 書面 第69条の2 

第71 特許料減免申請書 書面 第72条 

第72 審査請求料減免申請書 書面 第73条 

第73 既納特許料返還請求書 書面 第76条 

第74 出願審査請求手数料返還請求書 書面・ＯＬ 第77条 

第75 既納手数料返還請求書 書面・ＯＬ 第78条 
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〔実用新案法施行規則〕 

様 式 手 続 書 類 名 手続・媒体 規 則 

第１ 実用新案登録願 書面・ＯＬ 第１条の2 

第２ 実用新案登録願（変更・分割）  書面・ＯＬ 第１条の2 

第３ 明細書 書面・ＯＬ 第２条 

第３の2 実用新案登録請求の範囲 書面・ＯＬ 第４条の2 

第４ 図面 書面・ＯＬ 第５条 

第５ 要約書 書面・ＯＬ 第７条 

第６ 実用新案技術評価請求書 書面・ＯＬ 第８条 

第８ 実用新案法第14条の2第1項の訂正に係る訂正書 書面 第10条 

第８の2 実用新案法第14条の2第7項の訂正に係る訂正書 書面 第10条 

第９ 国内処理請求書 書面・ＯＬ 第11条 

第10 国内書面 書面・ＯＬ 第13条 

第11 図面の提出書 書面・ＯＬ 第15条 

第12 特許協力条約第25条の規定による検査の申出書 書面 第17条 

第14 実用新案登録料納付書(年金) 書面 第21条 

第14の2 既納登録料返還請求書 書面 第21条の2 

第14の3 既納手数料（登録料）返還請求書 書面・ＯＬ 第21条の3 

第14の4 回復理由書 書面 第21条の4 

第15 刊行物等提出書 書面・ＯＬ 第22条,第22条の2 

 

〔工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則〕 

様 式 手 続 書 類 名 手続・媒体 規 則 

第１ 識別番号付与請求書 書面 第３条 

第２ 氏名（名称）変更届 書面・ＯＬ 第４条 

第３ 住所（居所）変更届 書面・ＯＬ 第４条 

第６ 包括委任状提出書 書面 第６条 

第７ 包括委任状援用制限届 書面 第７条 

第８ 包括委任状取下書 書面 第８条 

第９ 特許願（追加→独立） ＯＬ 第11条 

第10 特許願（補正却下） ＯＬ 第11条 

第11 意匠登録願（類似→独立） ＯＬ 第11条 

第12 手続補正書 ＯＬ 第11条 

第13 証明請求書 ＯＬ 第11条 

第13の2 証明請求書 ＯＬ 第11条 

第14 優先権証明請求書 ＯＬ 第11条 

第15 登録事項記載書類の交付請求書 ＯＬ 第11条 
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様 式 手 続 書 類 名 手続・媒体 規 則 

第16 ファイル記録事項の閲覧（縦覧）請求書 ＯＬ 第11条 

第17 登録事項の閲覧請求書 ＯＬ 第11条 

第18 ファイル記録事項記載書類の交付請求書 ＯＬ 第11条 

第18の2 ファイル記録事項記載書類の交付請求書 ＯＬ 第11条 

第19 特許料納付書（予納・設定） ＯＬ 第11条 

第20 特許料納付書（予納・年金） ＯＬ 第11条 

第21 実用新案登録料納付書（予納・年金） ＯＬ 第11条 

第22 意匠登録料納付書（予納・設定） ＯＬ 第11条 

第23 意匠登録料納付書（予納・年金） ＯＬ 第11条 

第24 商標登録料納付書（予納・設定） ＯＬ 第11条 

第25 商標登録料納付書（予納・年金） ＯＬ 第11条 

第26 防護標章更新登録料納付書 ＯＬ 第11条 

第28 包括委任状援用制限届 ＯＬ 第11条 

第32 手続補足書 書面 第19条 

第32の2 手続補足書 書面 第19条 

第32の3 手続補足書 書面 第19条の2 

第32の4 手続補足書 書面 第19条の2 

第33 提出物件票 書面 第28条 

第34 予納届 書面 第36条 

第35 予納書 書面・ＯＬ 第38条 

第36 予納者の地位の承継届 書面 第39条 

第37 代理人届 書面 第41条 

第38 包括納付申出書 書面 第41条の3 

第39 包括納付援用制限届 書面 第41条の3 

第40 包括納付取下書 書面 第41条の4 

第40の2 自動納付申出書 書面 第41条の6 

第40の3 自動納付取下書 書面 第41条の7 

 

〔意匠法施行規則〕 

様 式 手 続 書 類 名 手続・媒体 規 則 

第１ 新規性の喪失の例外証明書提出書 書面 第１条 

第１の2 新規性喪失の例外適用申請書 書面 第１条の3 

第２ 意匠登録願 書面・ＯＬ 第２条 

第２の2 意匠登録願（複数） 書面・ＯＬ 第２条の2 

第３ 意匠登録願（分割） 書面・ＯＬ 第２条 
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様 式 手 続 書 類 名 手続・媒体 規 則 

第４ 意匠登録願（変更） 書面・ＯＬ 第２条 

第５ 意匠登録願（補正却下） 書面・ＯＬ 第２条 

第６ 図面 書面・ＯＬ 第３条 

第７ 写真 書面・ＯＬ 第４条 

第８ 見本 書面 第５条 

第９ 特徴記載書 書面・ＯＬ 第６条 

第10 秘密意匠期間変更請求書 書面・ＯＬ 第11条 

第11 意見書 書面・ＯＬ 第13条 

第12 審判請求書（査定系） 書面・ＯＬ 第14条 

第13 審判請求書（当事者系） 書面 第14条 

第14 手続補正書 書面・ＯＬ 第15条 

第14の2 手続補正書（複数） 書面・ＯＬ 第15条 

第15 手続補正書 書面 第15条 

第16 手数料補正書 書面 第15条 

第18 意匠登録料納付書（設定） 書面 第18条 

第19 意匠登録料納付書（年金） 書面 第18条 

第19の2 回復理由書 書面 第18条の6 

第20 既納登録料返還請求書 書面 第18条の2 

第20の2 意匠法第26条の2第1項の規定による請求に基づ

く国際登録を基礎とした意匠権の移転があった

ことによる意匠登録証交付請求書 

書面 第18条の3 

第21 既納手数料返還請求書 書面・ＯＬ 第18条の4 

第22 個別指定手数料返還請求書 書面 第18条の5 

 

 

〔商標法施行規則〕 

様 式 手 続 書 類 名 手続・媒体 規 則 

第１ ぶどう酒又は蒸留酒の産地指定申請書 書面 第１条 

第２ 商標登録願 書面・ＯＬ 第２条 

第３ 団体商標登録願 書面・ＯＬ 第２条 

第３の2 地域団体商標登録願 書面・ＯＬ 第２条 

第４ 商標登録願（分割） 書面・ＯＬ 第２条 

第５ 商標登録願（変更）（団体⇔通常） 書面・ＯＬ 第２条 

第６ 商標登録願（変更）（防護→通常・団体） 書面・ＯＬ 第２条 

第７ 防護標章登録願 書面・ＯＬ 第２条 

第８ 防護標章登録に基づく権利存続期間更新登録願 書面・ＯＬ 第２条 
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様 式 手 続 書 類 名 手続・媒体 規 則 

第８の2 回復理由書 書面 第2条,第10条,第18条の2

及び第20条 

第９ 商標登録願（補正却下） 書面・ＯＬ 第２条 

第９の2 商標法第５条第４項の物件提出書（国際商標登

録出願） 

書面 第４条の8 

第10 手続補完書 書面 第５条 

第10の2 出願時の特例証明書提出書 書面 第６条の2 

第11 出願人名義変更届 書面・ＯＬ 第９条 

第11の3 意見書 書面・ＯＬ 第９条の5 

第12 商標権存続期間更新登録申請書 書面・ＯＬ 第10条 

第13 商標登録異議申立書 書面 第12条 

第14 意見書 書面 第13条 

第14の2 審判請求書（査定系） 書面・ＯＬ 第14条 

第15 審判請求書（当事者系） 書面 第14条 

第15の2 手続補正書 書面・ＯＬ 第16条 

第16 手続補正書 書面 第16条 

第17 商標登録料納付書（設定） 書面 第18条 

第18 商標登録料納付書（分納後期） 書面 第18条 

第19 防護標章更新登録料納付書 書面 第18条 

第20 刊行物等提出書 書面 第19条 

第21 書換登録申請書 書面・ＯＬ 第20条 

第22 既納登録料返還請求書 書面 第18条の3 

第23 既納手数料返還請求書 書面・ＯＬ 第18条の4 

 

※手続・媒体欄が「書面」のみの手続書類については、一部の手続を除き、電子特殊申請による提出が可

能です。詳細につきましては、特許庁ホームページ「申請手続のデジタル化について」

（https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/shinsei_digitalize.html）をご確認ください。 
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Ⅱ
 

主
要

期
間

一
覧

表
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

令
和

７
年

５
月

現
在

）
 

 当
事
者
系
審
判
、
異

議
申
立
、
判
定
に
関
す
る
期
間
は
、
審
判
便
覧
2
5-
01

か
ら
25
-0
4
ま
で
を
参
照
。
 

2
5-
01
.1
主
要
期
間
一
覧
(
1)
（
査
定
系
審
判
、
商
標
登
録
異
議
、
判
定
）
 

2
5-
01
.3
主
要
期
間
一
覧
(
2)
（
無

効
・
訂
正
・
取

消
審

判
） 

2
5-
01
.5
主
要
期
間
一
覧
(
3)
（
特

許
異

議
） 

 （
特
許
（
無
効
・
訂
正
審
判
、
特
許
異
議
申
立
、
判
定
、
再
審
を
除
く
）
）
 

手
続
 

根
拠

条
文

 
初

日
 

起
算

日
 

期
間

（
延

長
）
 

備
考
 

（
第

１
日

目
）
 

国
内

居
住

者
 

在
外

者
 

＜
法
定
期
間
＞
 

 
 

 
 

 
 

明
細
書
・
特
許
請
求
の
範
囲
・
図
面

の
補
正
 

特
１
７
の
２
（
１
）
 

出
願
日
 

－
 

特
許

査
定

謄
本

の
送

達
日

ま
で

（
拒

絶
理

由
通

知
を

受
け

た
後

を
除

く
。
）
 

 

特
１
７
の
２
（
１
）
①
、

③
 

 
拒
絶
理
由
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
☆
）
 

３
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
・
１
月

期
間
満
了
後
：
求
２
月
☆
）
 

・
延
長
登
録
出

願
、
拒
絶
査
定

不
服

審
判

を
除
く
 

・
左
記
は
特
５

０
の

規
定

に
よ

る
指

定
期

間
 

特
１
７
の
２
（
１
）
①
、

③
 

 
拒
絶
理
由
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

（
求
１
月
▲
▼
）
 

３
月
（
求
１
月
×
３
回
▲
▼
）
 

・
延
長
登
録
出

願
、
拒
絶
査
定

不
服
審
判
 

・
左
記
は
特
５

０
の

規
定

に
よ

る
指

定
期

間
 

特
１
７
の
２
（
１
）
②
 

特
許
法
４
８
条
の
７
の
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

３
０
日
又
は
４
５
日
※
 

た
だ

し
拒

絶
理

由
通

知
と

同
時

は
６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

６
０
日
 

た
だ

し
拒

絶
理

由
通

知
と

同
時

は
３
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

・
拒
絶
査
定
不

服
審

判
を

除
く
 

・
左
記
は
特
５

０
の

規
定

に
よ

る
指

定
期

間
 

特
１
７
の
２
（
１
）
②
 

特
許
法
４
８
条
の
７
の
通
知
の
発
送
日
 

    

翌
日
 

    

３
０
日
又
は
４
５
日
※
 

た
だ

し
拒

絶
理

由
通

知
と

同
時

は
６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

６
０
日
 

た
だ

し
拒

絶
理

由
通

知
と

同
時

は
３
月
 

・
拒
絶
査
定
不

服
審
判
 

・
左
記
は
特
５

０
の

規
定

に
よ

る
指

定
期

間
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特
１
７
の
２
（
１
）
④
 

拒
絶
査
定
不
服
審
判
の
請
求
と
同
時
 

－
 

－
 

－
 

 

要
約
書
の
補
正
 

特
１
７
の
３
（
特
施
規
１

１
の
２
の
２
）
 

出
願

日
又

は
優

先
権

の
主

張
を

伴
う

出
願
は
先
の
出
願
の
日
 

翌
日
 

１
年
４

月
●
 

 
 

優
先
権
主
張
書
の
補
正
 

特
１

７
の

４
（

特
施

規
１

１
の

２
の

３
①
）
 

ア
．

 
優
先
日
 

イ
．

 
新
た
な
出
願
の
日
 

 

翌
 
 
日
 

翌
 
 
日
 

１
年
４
月
 

４
月
 

（
上
記
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
◎
）
 

 

 

特
１

７
の

４
（

特
施

規
１

１
の

２
の

３
②
）
 

ア
．

 
優
先
日
 

イ
．

 
も
と
の
出
願
の
日
 

ウ
．

 
新
た
な
出
願
の
日
 

翌
 
 
日
 

翌
 
 
日
 

翌
 
 
日
 

１
年
４
月
 

４
月
 

１
月
 

（
上
記
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
◎
）
 

分
割
・
変
更
・
実

用
新

案
登

録
に

基
づ

く
特

許
出

願
 

新
規
性
例
外
適
用
出
願
 

特
３
０
（
１
）
、
（
２
）

 
特

許
法

２
９

条
１

項
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該
当
す
る
に
至
っ
た
日
 

翌
日
 

１
年
⊿⊿
 

１
年
⊿⊿
 

 

同
上
証
明
書
の
提
出
 

特
３
０
（
３
）
 

出
願
日
 

翌
日
 

３
０
日
 

３
０
日
 

 

外
国
語
書
面
出
願
に
係
る
翻
訳
文
 

特
３
６
の
２
（
２
）
、
（
４
）
（
特
施
規

２
５
の
７
（
４
）
）
 

ア
．

 
出

願
日

又
は

優
先

権
の

主
張

を
伴

う
出
願
は
先
の
出
願
の
日
 

イ
．

 
新

た
な

出
願

日
（

も
と

の
出

願
の

翻
訳

文
提

出
期

間
経

過
後

の
場

合
）
 

ウ
．

 
翻
訳
文
未
提
出
の
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

 
翌

日
 

  
翌
 
 
日
 

１
年
４
月
 

 ２
月
◆
 

  ２
月
 

１
年
４
月
 

 ２
月
◆
 

  ２
月
 

イ
．
は
分
割
・

変
更
・
実
用
新

案
登

録
に

基
づ

く
特

許
出

願
 

ウ
．
は
ア
．
及

び
イ
．
の
期
間

に
翻

訳
文

が
未

提
出

の
場

合
 

手
続
補
完
書
の
提
出
 

特
３
８
の
２
（
３
）（

特
施

規
２
７
の
７
）
、

３
８
の
２
（
９
）
（
特
施

規
２
７
の
９
）
 

ア
．

 
補

完
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

旨
の

通
知
の
発
送
日
 

イ
．

 
出
願
日
 

翌
 
 
日
 

 
翌
 
 
日
 

 

２
月
 

 ２
月
 

２
月
 

 ２
月
 

 

明
細
書
等
提
出
書
の
提
出
 

特
３
８
の
３
（
３

）
（
特
施
規
２
７
の
１

０
（
３
）
）
 

出
願
日
 

翌
 
 
日
 

４
月
 

４
月
 

 

先
の

特
許

出
願

の
認

証
謄

本
等

及
び
翻
訳
文
の
提
出
 

特
３
８
の
３
（
３

）
（
特
施
規
２
７
の
１

０
（
３
）
）
 

出
願
日
 

翌
 
 
日
 

４
月
 

４
月
 

 

明
細
書
等
補
完
書
の
提
出
 

特
３
８
の
４
（
２

）
（
特
施
規
２
７
の
１

１
（
１
）
）
、
３
８
の
４
（
９
）
（
特
施

規
２
７
の
１
１
（
１
２
）

）
 

ア
．

 
明

細
書

又
は

図
面

の
一

部
の

記
載

が
欠

け
て

い
る

旨
の
通

知
の

発
送

日
 

イ
．

 
出
願
日
 

翌
 
 
日
 

  
翌
 
 
日
 

２
月
 

  ２
月
 

２
月
 

  ２
月
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 優
先

権
主

張
基

礎
出

願
の

写
し

及
び
翻
訳
文
の
提
出
 

特
３
８
の
４
（
４

）
（
特
施
規
２
７
の
１

１
（
７
）
）
 

ア
．

 
明

細
書

又
は

図
面

の
一

部
の

記
載

が
欠

け
て

い
る

旨
の
通

知
の

発
送

日
 

イ
．

 
出
願
日
 

翌
 
 
日
 

  
翌
 
 
日
 

２
月
 

  ２
月
 

２
月
 

  ２
月
 

 

意
見
書
の
提
出
 

特
３
８
の
４
（
４

）
（
特
施
規
２
７
の
１

１
（
４
）
）
 

特
許
出
願
を
明
細
書
等
補
完
書
の
提
出
時
 

に
し
た
も
の
と
み
な
し
た
通
知
の
発
送
日
 

翌
 
 
日
 

１
月
 

１
月
 

 

明
細
書
等
補
完
書
の
取
下
げ
 

特
３
８
の
４
（
７

）
（
特
施
規
２
７
の
１

１
（
１
０
）
）
 

特
許

出
願

を
明

細
書

等
補

完
書

の
提

出
時

に
し

た
も

の
と

み
な

し
た

通
知

の
発

送
日
 

翌
 
 
日
 

１
月
 

１
月
 

 

国
内
優
先
権
主
張
を
伴
う
出
願
 

特
４
１
（
１
）
 

先
の
出
願
日
 

翌
日
 

１
年
 

１
年
 

 

優
先
権
主
張
書
の
提
出
 

特
４
１
（
４
）
、
４
３
（

１
）
、
４
３
の

３
（
１
）
、
（
２
）
（
特
施
規
２
７
の
４

の
２
（
３
）
①
）
 

ア
．

 
優
先
日
 

イ
．

 
新
た
な
出
願
の
日
 

翌
 
 
日
 

翌
 
 
日
 

１
年
４
月
 

４
月
 

（
上
記
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
◎
）
 

 

 

特
４
１
（
４
）
、
４
３
（

１
）
、
４
３
の

３
（
１
）
、
（
２
）
（
特
施
規
２
７
の
４

の
２
（
３
）
②
）
 

ア
．

 
優
先
日
 

イ
．

 
も
と
の
出
願
の
日
 

ウ
．

 
新
た
な
出
願
の
日
 

翌
 
 
日
 

翌
 
 
日
 

翌
 
 
日
 

１
年
４
月
 

４
月
 

１
月
 

（
上
記
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
◎
）
 

分
割
・
変
更
・

実
用

新
案

登
録

に
基

づ
く

特
許
出
願
 

国
内
優
先
権
主
張
の
取
下
げ
 

特
４
２
（
２
）（

特
施
規
２
８
の
４
（
２
）
） 

先
の
出
願
日
 

翌
 
 
日
 

１
年
４
月
 

１
年
４
月
 

 

パ
リ
優
先
権
主
張
等
を
伴
う
出
願
 

特
４
３
（
１
）
、
４
３
の
３
（
１
）
、（

２
）
、

パ
リ
条
約
４
条
Ｃ
（
１
）

 
第
１
国
出
願
日
 

翌
日
 

特
１
２
月
 

 
特
１
２
月
 

 
 

優
先
権
証
明
書
類
等
の
提
出
＃
 

特
４
３
（
２
）
、
４
３
の

３
（
３
）
 

優
先
日
 

翌
 
 
日
 

１
年
４
月
 

 
１
年
４
月
 

 
 

特
４
３
（
７
）
、
４
３
の

３
（
３
）
（
特

施
規
２
７
の
３
の
３
（
５

）
）
 

優
先

権
証

明
書

未
提

出
の

通
知

の
発

送
日
 

翌
 
 
日
 

２
月
 

２
月
 

優
先

権
証

明
書

類
等

が
未

提
出
の
場
合
 

特
４
４
（
３
）
、
４
６
（

６
）
、
４
６
の

２
（
５
）
 

ア
．

 
優
先
日
 

イ
．

 
新
た
な
特
許
出
願
の
日
 

翌
 
 
日
 

翌
 
 
日
 

１
年
４
月
 

３
月
 

（
上

記
の

う
ち

い
ず

れ
か

遅
い

日
＊
）
 

１
年
４
月
 

３
月
 

（
上

記
の

う
ち

い
ず

れ
か

遅
い

日
＊
）
 

分
割
・
変
更
・

実
用

新
案

登
録

に
基

づ
く

特
許
出
願
 

優
先

権
証

明
書

類
等

に
記

載
さ

れ
て

い
る

事
項

を
電

磁
的

方
法

に
よ

り
交
換
す
る
た
め
の
書
面
の
提
出
 

特
４
３
（
５
）
 

優
先
日
 

 
翌
 
 
日
 

 
１
年
４
月
 

 
１
年
４
月
 

 
 

特
４
３
（
７
）
 

優
先

権
証

明
書

未
提

出
の

通
知

の
発

送
日
 

翌
 
 
日
 

２
月
 

２
月
 

優
先

権
証

明
書

類
等

が
未

提
出
の
場
合
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 分
割
出
願
 

特
４
４
（
１
）
①
 

－
 

－
 

明
細
書
・
特
許
請
求
の
範
囲
・
図

面
の

補
正

が
で

き
る

時
又

は
期

間
 

明
細
書
・
特
許
請
求
の
範
囲
・
図

面
の

補
正

が
で

き
る

時
又

は
期

間
 

 

特
４
４
（
１
）
②
 

特
許
査
定
謄
本
の
送
達
日
 

 
翌

日
 

 
３
０
日
（
求
３
０
日
★
）
 

 
３
０
日
（
求
３
０
日
★
）
 

 
 

特
４
４
（
１
）
③
 

拒
絶
査
定
謄
本
の
送
達
日
 

翌
日
 

３
月
 

３
月
（
職
１
月
■
）
 

 

出
願
変
更
（
実
→
特
）
 

特
４
６
（
１
）
 

実
願
出
願
日
 

翌
日
 

実
願
の
係
属
中
 

た
だ
し
出
願
の
日
か
ら
３
年
 

実
願
の
係
属
中
 

た
だ
し
出
願
の
日
か
ら
３
年
 

 

出
願
変
更
（
意
→
特
）
 

特
４
６
（
２
）
 

ア
．
意
願
出
願
日
 

 イ
．
意
願
の
拒
絶
査
定
謄
本
の
送
達
日
 

翌
日
 

 
翌

日
 

意
願
の
係
属
中
 

た
だ
し
出
願
の
日
か
ら
３
年
 

３
月
 

意
願
の
係
属
中
 

た
だ
し
出
願
の
日
か
ら
３
年
 

３
月
 

最
初
の
査
定
 

実
用

新
案

登
録

に
基

づ
く

特
許

出
願
 

特
４
６
の
２
（
１
）
 

ア
．

 
実
願
出
願
日
 

イ
．

 
第

三
者

の
技

術
評

価
請

求
に

係
る

最
初
の
通
知
を
受
け
た
日
 

ウ
．

 
無
効
審
判
請
求
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

翌
日
 

 
翌

日
 

３
年
 

３
０
日
（
職
１
５
日
）
 

 ３
０
日
又
は
４
５
日
※
 

３
年
 

３
０
日
（
職
６
０
日
）
 

 ６
０
日
 

 

出
願
審
査
の
請
求
 

特
４
８
の
３
（
１
）
 

出
願
日
 

 
翌

日
 

 
３
年
γ
 

 
３
年
γ
 

 
 

特
４
８
の
３
（
２
）
 

新
た
な
出
願
日
（
も
と
の
出
願
の
審
査
請

求
期
間
経
過
後
の
場
合
）
 

翌
日
 

３
０
日
 

３
０
日
 

分
割
・
変
更
・

実
用

新
案

登
録

に
基

づ
く

特
許
出
願
 

存
続
期
間
の
延
長
登
録
出
願
 

  

特
６
７
の
２
（
３
）
 

設
定
の
登
録
の
日
 

翌
日
 

 
３
月
 

３
月
 

 

特
６
７
の
５
（
３
）
（
特

施
令
３
）
 

（
改
正
前
特
６
７
の
２
（
３
）
㊟
（
改
正

前
特
施
令
３
㊟

）
）
 

政
令
で
定
め
る
処
分
を
受
け
た
日
 

翌
日
 

３
月
 

３
月
 

 

特
許

料
の

納
付

（
第

１
年

か
ら

第
３

年
分

ま
で

）
 

特
１
０
８
（
１
）
、
（
３

）
 

査
定
又
は
審
決
の
謄
本
の
送
達
日
 

翌
日
 

３
０
日
（
求
３
０
日
）
 

３
０
日
（
求
３
０
日
）
 

 

特
許

料
の

納
付

（
第

４
年

以
後

の
各

年
分

）
 

特
１
０
８
（
２
）
 

－
 

－
 

前
年

以
前

♭♭
 

前
年

以
前

♭♭
 

 

特
許
料
の
追
納
 

特
１
１
２
（
１
）
、
（
２

）
 

特
許

法
１

０
８

条
２

項
に

規
定

す
る

期
間
の
満
了
日
 

翌
日
 

 
６
月
 

６
月
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 既
納
特
許
料
の
返
還
請
求
 

特
１
１
１
（
２
）
 

ア
．

 
特
許
料
の
納
付
日
 

イ
．

 
取
消
決
定
又
は
審
決
の
確
定
日
 

翌
日
 

 
当
 
 
日
∞
 

１
年
 

６
月
 

１
年
 

６
月
 

 

拒
絶
査
定
不
服
審
判
の
請
求
 

特
１
２
１
（
１
）
 

拒
絶
査
定
謄
本
の
送
達
日
 

翌
日
 

３
月
 

３
月
（
職
１
月
○
）
 

 

翻
訳
文
の
提
出
 

   

特
１
８
４
の
４
（
１
）
 

 
ア
．

 
優
先
日
（
特
許
協
力
条
約
２
条
）
 

イ
．

 
国
内
書
面
を
提
出
し
た
日
 

 

翌
日
 

翌
日
 

 

３
０
月
 

２
月
 

 

３
０
月
 

２
月
 

イ
．
は
国
内
書

面
提

出
期

間
満

了
前

２
月

か
ら

満
了

日
ま

で
の

間
に

提
出

し
た

場
合
に
限
る
 

特
許

協
力

条
約

１
９

条
補

正
の

翻
訳
文
提
出
 

特
１
８
４
の
４
（
６
）
 

－
 

－
 

国
内

処
理

基
準

時
の

属
す

る
日

◇
 

国
内

処
理

基
準

時
の

属
す

る
日

◇
 

 

国
内
書
面
の
提
出
 

特
１
８
４
の
５
（
１
）
 

優
先
日
（
特
許
協
力
条
約
２
条
）
 

翌
日
 

３
０
月
 

３
０
月
 

 

特
許

協
力

条
約

１
９

条
補

正
の

写
し
の
提
出
 

特
１
８
４
の
７
（
１
）
 

－
 

－
 

国
内

処
理

基
準

時
の

属
す

る
日

◇
 

国
内

処
理

基
準

時
の

属
す

る
日

◇
 

 

特
許

協
力

条
約

３
４

条
補

正
の

翻
訳
文
提
出
 

特
１
８
４
の
８
（
１
）
 

－
 

－
 

国
内

処
理

基
準

時
の

属
す

る
日

◇
 

国
内

処
理

基
準

時
の

属
す

る
日

◇
 

 

特
許

協
力

条
約

３
４

条
補

正
の

写
し
の
提
出
 

特
１
８
４
の
８
（
１
）
 

－
 

－
 

国
内

処
理

基
準

時
の

属
す

る
日

◇
 

国
内

処
理

基
準

時
の

属
す

る
日

◇
 

 

特
許
管
理
人
の
選
任
 

特
１
８
４
の
１
１
（
２
）
、
（
４
）
（
特

施
規
３
８
の
６
の
２
（
１

）
、
（
２
）
）
 

ア
．

 
国
内
処
理
基
準
時
の
属
す
る
日
◇
 

イ
．

 
特

許
管

理
人

の
選

任
の

届
出

が
な

い
旨
の
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

翌
 
 
日
 

－
 

－
 

３
月
 

２
月
 

イ
．
は
ア
．
の

国
内

処
理

基
準

時
の

属
す

る
日

ま
で

に
特

許
管

理
人

の
選

任
の

届
出

が
未

提
出

の
場
合
 

新
規

性
喪

失
の

例
外

の
適

用
書

面
及
び
証
明
書
の
提
出
 

特
１
８
４
の
１
４
（
特
施
規
３
８
の
６
の

３
）
 

国
内
処
理
基
準
時
の
属
す
る
日
◇
 

翌
日
 

３
０
日
 

３
０
日
 

 

特
許

協
力

条
約

２
５

条
に

規
定

す
る
検
査
の
申
出
 

特
１
８
４
の
２
０
（
１
）
（
特
施
規
３
８

の
７
）
 

国
際

出
願

が
取

り
下

げ
ら

れ
た

も
の

と
み
な
す
旨
の
宣
言
、
国
際
出
願
日
の
認
定

の
拒

否
又

は
 

記
録

原
本

を
期

間
内

に
国

際
事

務
局

が
受

領
し

な
か

っ
た

旨
の

認
定
の
通
知
を
し
た
日
 

翌
日
 

２
月
 

２
月
 

 

出
願

審
査

請
求

手
数

料
の

返
還

請
求
 

特
１
９
５
（
１
０
）
 

ア
．

 
特

許
出

願
が

放
棄

さ
れ

、
又

は
取

り
下
げ
ら
れ
た
日
 

イ
．

 
特

許
出

願
が

取
り

下
げ

ら
れ

た
も

の
と
み
な
さ
れ
た
日
 

翌
日
 

  
当

日
∞
 

６
月
 

 ６
月
 

６
月
 

 ６
月
 

 

過
誤
納
手
数
料
の
返
還
請
求
 

特
１
９
５
（
１
２
）
 

手
数
料
の
納
付
日
 

翌
日
 

１
年
 

１
年
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 明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図

面
に
つ
い
て
、
国
際
特
許
出
願
に
含

ま
れ

な
い

も
の

と
す

る
旨

の
請

求
書
の
提
出
 

特
施
規
３
８
の
２
の
２
（

５
）
 

通
知
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

３
０
日
 

３
０
日
 

左
記

は
特

施
規

３
８

の
２

の
２
（
３
）
の

規
定

に
よ

る
指
定
期
間
 

命
令
に
よ
る
登
録
申
請
の
補
正
 

特
登
令
３
８
（
１

）
（
特
登
施
規
１
３
の

２
）
 

指
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

２
月
 

２
月
 

 
 

弁
明
書
の
提
出
 

特
登
令
３
８
（
４

）
（
特
登
施
規
１
３
の

４
（
１
）
）
 

却
下
理
由
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

２
月
 

２
月
 

 
 

＜
指
定
期
間
＞
 

 
 

 
 

 
 

命
令
に
よ
る
方
式
補
正
 

特
１
７
（
３
）
、
１
８
４

の
５
（
２
）
 

指
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

２
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

２
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

延
長

登
録

出
願
、
拒
絶
査
定

不
服

審
判

を
除
く
 

特
１
７
（
３
）
、
１
３
３

（
１
）
 

指
令
書
の
発
送
日
 

 
翌

日
 

３
０
日
 

３
０
日
 

延
長

登
録

出
願
、
拒
絶
査
定

不
服
審
判
 

弁
明
書
の
提
出
 

特
１
８
の
２
（
２
）
 

却
下
理
由
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

２
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

２
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

延
長

登
録

出
願
、
拒
絶
査
定

不
服

審
判

を
除
く
 

特
１
８
の
２
（
２
）
、
１
３
３
の
２
（
２
） 

却
下
理
由
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

３
０
日
 

３
０
日
 

延
長

登
録

出
願
、
拒
絶
査
定

不
服
審
判
 

命
令
に
よ
る
受
継
申
立
書
 

特
２
３
（
１
）
 

受
継
命
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

３
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

 

同
一

人
か

ら
承

継
さ

れ
た

同
日

出
願

又
は

同
日

提
出

の
名

義
変

更
届

の
協
議
命
令
に
よ
る
届
出
 

特
３
４
（
７
）
 

協
議
命
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
〓
）
 

３
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
３
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
〓
）
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
６
０
日
 

拒
絶

査
定

不
服

審
判

を
除

く
 

特
３
４
（
７
）
 

協
議
命
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

３
月
（
求
３
月
）
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
６
０
日
 

拒
絶

査
定

不
服
審
判
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 同
日

に
同

一
の

発
明

に
対

す
る

協
議
命
令
に
よ
る
届
出
 

 

特
３
９
（
６
）
 

協
議
命
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
〓
）
 

３
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
３
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
〓
）
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
６
０
日
 

拒
絶

査
定

不
服

審
判

を
除

く
 

特
３
９
（
６
）
 

協
議
命
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

３
月
（
求
３
月
）
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
６
０
日
 

拒
絶

査
定

不
服
審
判
 

意
見
書
の
提
出
 

 
特
４
８
の
７
 

通
知
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

３
０
日
又
は
４
５
日
※
 

た
だ

し
拒

絶
理

由
通

知
と

同
時

は
６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

６
０
日
 

た
だ

し
拒

絶
理

由
通

知
と

同
時

は
３
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

拒
絶

査
定

不
服

審
判

を
除

く
 

特
４
８
の
７
 

通
知
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

３
０
日
又
は
４
５
日
※
 

た
だ

し
拒

絶
理

由
通

知
と

同
時

は
６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

 

６
０
日
 

た
だ

し
拒

絶
理

由
通

知
と

同
時

３
月
 

拒
絶

査
定

不
服
審
判
 

特
５
０
 

拒
絶
理
由
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
☆
）
 

３
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
・
１
月

期
間
満
了
後
：
求
２
月
☆
）
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
６
０
日
 

延
長

登
録

出
願
、
拒
絶
査
定

不
服

審
判

を
除
く
 

 

特
５
０
、
６
７
の
４
、
６
７
の
８
（
改
正

前
特
６
７
の
４
㊟

）
、
１
５
９
（
２
）
、

１
６
３
（
２
）
 

拒
絶
理
由
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

（
求
１
月
▲
▼
）
 

  

３
月
（
求
１
月
×
３
回
▲
▼
）
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
６
０
日
 

延
長

登
録

出
願

、
拒

絶
査

定
不
服
審
判
 

審
尋
に
対
す
る
回
答
書
の
提
出
 

  

特
１
３
４
（
４
）
 

審
尋
書
の
発
送
日
 

翌
 
 
日
 

６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

（
求
１
月
▲
）
 

３
月
（
求
１
月
×
３
回
▲
）
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
６
０
日
 

拒
絶

査
定

不
服
審
判
 

書
留
郵
便
物
受
領
書
等
の
提
出
 

特
１
３
４
（
４
）
 

物
件
の
提
出
を
求
め
る
通
知
の
発
送
日
 

翌
 
 
日
 

１
０
日
△
 

 
１
０
日
△
 

 
 

特
１
９
４
（
１
）
 

物
件
の
提
出
を
求
め
る
通
知
の
発
送
日
 

翌
 
 
日
 

１
０
日
△
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

１
０
日
△
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

 

当
事

者
に

よ
る

書
類

又
は

物
件

の
提
出
 

特
１
９
４
（
１
）
 

物
件
の
提
出
を
求
め
る
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
〓
）
 

３
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
３
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
〓
）
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
６
０
日
 

 

意
見
書
の
提
出
 

 
特
施
規
３
８
の
２
の
２
（

３
）
 

通
知
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

３
０
日
 

３
０
日
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 意
見
書
の
提
出
 

 
特
施
規
３
８
の
２
の
３
（

１
）
 

通
知
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

３
０
日
 

た
だ

し
明

細
書

、
請

求
の

範
囲

又
は

図
面

（
そ

れ
ら

の
補

充
書

等
を

含
む

）
に

つ
い

て
は

６
０

日
 

３
０
日
 

た
だ
し
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
又

は
図
面
（
そ
れ
ら
の
補
充
書
等
を

含
む
）
に
つ
い
て
は
３
月
 

 

命
令
に
よ
る
書
面
の
提
出
 

特
登
令
３
０
、
特
登
施
規

１
３
（
２
）
 

物
件
の
提
出
を
求
め
る
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

２
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

２
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

 

注
１
．
 
※
は
交
通
不
便
地
居
住
者
（
→
０
４
．
１
０
「
別
表
」
）
の
た
め
。
 

注
２
．
 
（
職
）
は
職
権
延
長
、
（
求
）
は
請
求
延
長
、
（
附
）
は
附
加
期
間
。
 

注
３
．
 
＃
は
国
際
特
許
出
願
の
場
合
、
国
内
書
面
提
出
期
間
満
了
日
か
ら
２
月
以
内
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
特
施
規
３
８
条
の
１
４
）
。
 

注
４
．
 
＊
は
原
出
願
日
が
平
成
１
０
年
１
２
月
３
１
日
以
前
の
場
合
は
、
「
１
年
４
月
」
。
 

注
５
．
 
◇
の
国
内
処
理
基
準
時
は
、
国
内
書
面
提
出
期
間
又
は
翻
訳
文
提
出
特
例
期
間
が
満
了
す
る
時
（
国
内
書
面
提
出
期
間
又
は
翻
訳
文
提
出
特
例
期
間
内
に
出
願
人
が
出
願
審
査
請
求
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
請
求
の
時
。
）
。
 

注
６
．
 
△
は
０
３
．
１
０
を
参
照
。
 

注
７
．
 
◆
は
、
分
割
出
願
、
変
更
出
願
、
実
用
新
案
登
録
に
基
づ
く
特
許
出
願
が
、
原
出
願
の
出
願
日
（
原
出
願
が
パ
リ
優
先
権
主
張
出
願
等
の
場
合
は
、
優
先
日
）
か
ら
１
年
２
月
以
上
経
過
し
て
出
願
さ
れ
た
場
合
は
、
当
該
分
割
出
願
等
の
日

か
ら
２
月
以
内
に
翻
訳
文
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

注
８
．
 
★
は
登
録
料
納
付
延
長
請
求
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
場
合
。
 

注
９
．
 
■
は
拒
絶
査
定
不
服
審
判
請
求
で
き
る
期
間
と
し
て
職
権
延
長
さ
れ
た
期
間
。
 

注
１
０

．
▲

は
指

定
期

間
を

延
長

す
る

合
理

的
理

由
が

あ
る

時
の

み
（

国
内

居
住

者
は

、
引

用
文

献
と

の
対

比
実

験
の

た
め

に
１

月
を

１
回

。
在

外
者

は
、

引
用

文
献

と
の

対
比

実
験

の
た

め
に

１
月

を
１

回
、

翻
訳

の
た

め
に

１
月

を
３

回
ま

で
）。
 

▼
延
長
登

録
出
願
（
特
６
７
の
４
、
６
７
の
８
（
改
正
前
特
６
７
の
４
㊟
）
）
に
つ
い
て
は
、
引
用
文
献
と
の
対
比
実
験
の
た
め
の
延
長
は
不
可
。
 

注
１
１
．
○
延
長
登
録
出
願
に
係
る
拒
絶
査
定
不
服
審
判
請
求
期
間
の
職
権
に
よ
る
延
長
は
行
わ
な
い
。
 

注
１
２
．
□
翻
訳
文

が
提
出
さ
れ
た
外
国
語
特
許
出
願
の
う
ち
、
国
内
書
面
提
出
期
間
内
に
出
願
人
か
ら
出
願
審
査
の
請
求
の
あ
っ
た
国
際
特
許
出
願
で
あ
っ
て
国
際
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
出
願
審
査
の
請
求
が
あ
っ
た
後
を
除
く
。
 

注
１
３
．
◎
出
願
審
査
の
請
求
又
は
出
願
公
開
の
請
求
が
あ
っ
た
後
の
期
間
を
除
く
。
 

注
１

４
．
●

特
許

出
願
（

外
国

語
で

さ
れ

た
国

際
特

許
出

願
を

除
く

）
の

場
合

、
出

願
公

開
の

請
求

が
あ

っ
た

後
の

期
間

を
除

き
、
外

国
語

で
さ

れ
た

国
際

特
許

出
願

で
国

際
公

開
が

さ
れ

て
い

る
場

合
、
出

願
審

査
の

請
求

が
あ

っ
た

後
の

期
間

を
除

く
。

 

注
１

５
．
☆

指
定

期
間

の
延

長
に

つ
い

て
、
国

内
居

住
者

は
指

定
期

間
経

過
前

に
請

求
し

た
場

合
は

２
月

、
指

定
期

間
経

過
後

に
請

求
し

た
場

合
は

２
月

延
長

で
き

る
。
在

外
者

に
つ

い
て

は
指

定
期

間
経

過
前

に
請

求
し

た
場

合
は

１

回
目

で
２

月
、
２

回
目

の
請

求
に

よ
り

１
月

の
合

計
２

回
、
指

定
期

間
経

過
後

に
請

求
し

た
場

合
は

２
月

延
長

で
き

る
。
指

定
期

間
経

過
前

に
延

長
請

求
し

た
場

合
に

は
、
指

定
期

間
経

過
後

の
再

度
の

延
長

請
求

を
行

う
こ

と
は

で
き

な
い

。
ま

た
、

当
初

の
指

定
期

間
内

に
意

見
書

又
は

手
続

補
正

書
を

提
出

し
た

と
き

は
、

指
定

期
間

経
過

後
の

延
長

請
求

を
行

う
こ

と
は

で
き

な
い

。
 

注
１

６
．
▽

指
定

期
間

の
延

長
に

つ
い

て
、
国

内
居

住
者

及
び

在
外

者
は

指
定

期
間

経
過

前
の

請
求

に
よ

り
２

月
、
指

定
期

間
経

過
後

の
請

求
に

よ
り

２
月

延
長

で
き

る
。
指

定
期

間
経

過
前

に
延

長
請

求
し

た
場

合
に

は
、
指

定
期

間

経
過

後
の

再
度

の
延

長
請

求
を

行
う

こ
と

は
で

き
な

い
。

 

注
１

７
．
〓

指
定

期
間

の
延

長
に

つ
い

て
、
国

内
居

住
者

は
指

定
期

間
経

過
前

に
請

求
し

た
場

合
は

２
月

、
指

定
期

間
経

過
後

に
請

求
し

た
場

合
は

２
月

延
長

で
き

る
。
在

外
者

に
つ

い
て

は
指

定
期

間
経

過
前

に
請

求
し

た
場

合
は

３

月
、

指
定

期
間

経
過

後
に

請
求

し
た

場
合

は
２

月
延

長
で

き
る

。
指

定
期

間
経

過
前

に
延

長
請

求
し

た
場

合
に

は
、

指
定

期
間

経
過

後
の

再
度

の
延

長
請

求
を

行
う

こ
と

は
で

き
な

い
。

 

注
１

８
．

♭♭
前

年
以

前
と

は
当

該
年

度
に

入
る

前
ま

で
を

意
味

し
、

例
え

ば
第

４
年

の
特

許
料

は
設

定
の

登
録

の
日

か
ら

３
年

を
経

過
す

る
前

に
納

付
す

る
必

要
が

あ
る

。
ま

た
、

数
年

分
を

一
時

に
前

納
す

る
こ

と
も

可
能

。
 

注
１

９
. 
⊿⊿

特
許

法
２

９
条

１
項

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

に
至

っ
た

日
が

平
成

２
９

年
１

２
月

８
日

以
前

の
場

合
は

、
「

６
月

」
。

 
注

２
０

．
㊟

令
和

２
年

３
月

９
日

ま
で

の
出

願
に

つ
い

て
は

、
環

太
平

洋
パ

ー
ト

ナ
ー

シ
ッ

プ
協

定
の

締
結

及
び

環
太

平
洋

パ
ー

ト
ナ

ー
シ

ッ
プ

に
関

す
る

包
括

的
及

び
先

進
的

な
協

定
の

締
結

に
伴

う
関

係
法

律
の

整
備

に
関

す
る

法
律

（
平

成
２

８
年

法
律

第
１

０
８

号
）

附
則

第
２

条
の

経
過

措
置

の
規

定
に

よ
り

、
改

正
前

の
法

令
が

適
用

さ
れ

る
。

 
注

２
１

．
∞

一
般

に
、

期
間

の
初

日
は

算
入

し
な

い
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
が

（
特

３
条

１
項

１
号

本
文

）
、

出
願
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
及
び
所
定
の
期
間
経
過
に
よ
る
審
決
の
確
定
日
等
は

、
定

め
ら

れ
た

期
間

の
経

過
に

よ
る

「
法

律
効

果
」

を
基

準
と

し
、

期
間

の
末

日
の

午
後

１
２

時
（

２
４

時
）

を
経

過
し

た
時

（
翌

日
午

前
零

時
）

に
確

定
す

る
。

そ
の

初
日

は
午

前
零

時
か

ら
始

ま
り

「
丸

１
日

」
を

欠
く

こ
と

が
な

い
た

め
、

初
日

が
期

間
の

計
算

に
組

み
入

れ
ら

れ
る

（
特

３
条

１
項

１
号

た
だ

し
書

）
。

 

注
２

２
．
γ

経
済

安
全

保
障

推
進

法
第

７
０

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

保
全

指
定

が
さ

れ
た

場
合

は
、
「

特
許

出
願

の
日

か
ら

３
年

を
経

過
し

た
日

」
又

は
「

経
済

安
全

保
障

推
進

法
第

７
７

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

保
全

指
定

の
解

除
又

は
期

間
の

満
了

の
通

知
を

受
け

た
日

か
ら

３
月

を
経

過
し

た
日

」
の

う
ち

い
ず

れ
か

遅
い

日
と

な
る

(
経

済
安

全
保

障
推

進
法

８
２

条
３

項
)
。
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 （
実
用
新
案
（
無
効
審
判
、
判
定
を
除
く
）
）
 

手
続
 

根
拠

条
文

 
初

日
 

起
算

日
 

期
間

（
延

長
）
 

備
考
 

（
第

１
日

目
）
 

国
内

居
住

者
 

在
外

者
 

＜
法
定
期
間
＞
 

 
 

 
 

 
 

明
細

書
・

実
用

新
案

登
録

請
求

の
範
囲
図
面
・
要
約
書
・
優
先
権
主
張

書
の
補
正
 

実
２
の
２
（
１
）
（
実
施
規
１
）
 

出
願
日
 

翌
日
 

１
月
 

１
月
 

 

国
内
優
先
権
主
張
を
伴
う
出
願
 

実
８
（
１
）
 

 
先
の
出
願
日
 

翌
日
 

１
年
 

１
年
 

 

優
先
権
主
張
書
の
提
出
 

実
８
（
４
）
（
実
施
規
２
３
（
２
）
）
 

出
願
日
 

翌
 
 
日
 

１
月
 

１
月
 

 

国
内
優
先
権
主
張
の
取
下
げ
 

実
９
（
２
）
（
実
施
規
２
３
（
２
）
）
 

先
の
出
願
日
 

翌
 
 
日
 

１
年
４
月
 

１
年
４
月
 

 

出
願
変
更
（
特
→
実
）
 

実
１
０
（
１
）
 

ア
．

 
特
願
出
願
日
 

イ
．

 
特

願
の

拒
絶

査
定

謄
本

の
送

達
日
 

翌
日
 

翌
日
 

９
年
６
月
α
 

３
月
α
 

９
年
６
月
α
 

３
月
α
（
職
１
月
■
）
 

 最
初
の
査
定
 

出
願
変
更
（
意
→
実
）
 

実
１
０
（
２
）
 

ア
．

 
意
願
出
願
日
 

イ
．

 
意

願
の

拒
絶

査
定

謄
本

の
送

達
日
 

翌
日
 

翌
日
 

９
年
６
月
 

３
月
 

９
年
６
月
 

３
月
 

 最
初
の
査
定
 

新
規
性
例
外
適
用
出
願
 

実
１
１
（
１
）
（
特
３
０
（
１
）
、
（
２

）
） 

実
用

新
案

法
３

条
１

項
各

号
の

い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
日
 

翌
日
 

１
年
⊿⊿
 

１
年
⊿⊿
 

 

同
上
証
明
書
の
提
出
 

実
１
１
（
１
）
（
特
３
０
（
３
）
）
 

出
願
日
 

翌
日
 

３
０
日
 

３
０
日
 

 

パ
リ
優
先
権
主
張
等
を
伴
う
出
願
 

実
１
１
（
１

）
（
特
４
３
（
１

）
、
４
３

の
３
（
１
）
、
（
２
）
）
、
パ
リ
条
約
４

条
Ｃ
（
１
）
 

第
１
国
出
願
日
 

翌
日
 

特
・
実
１
２
月
 

 
特
・
実
１
２
月
 

 
 

優
先
権
証
明
書
類
等
の
提
出
♯
 

実
１
１
（
１

）
（
特
４
３
（
２

）
、
４
３

の
３
（
３
）
）
 

優
先
日
 

翌
日
 

１
年
４
月
 

１
年
４
月
 

 

実
１
１
（
１

）
（
特
４
３
（
７

）
、
４
３

の
３
（
３
）
）
 

優
先

権
証

明
書

未
提

出
の

通
知

の
発

送
日
 

翌
 
 
日
 

２
月
 

２
月
 

優
先

権
証

明
書

類
等

が
未
提
出
の
場
合
 

実
１
０
（
４

）
、
１
１
（
１

）
（
特
４
４

（
３
）
）
 

優
先
日
 

翌
日
 

１
年

４
月

又
は

新
た

な
出

願
の

日
か

ら
３

月
の

い
ず

れ
か

遅
い

日
＊
 

分
割
・
変
更
出
願
の
場

合
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 優
先

権
証

明
書

類
等

に
記

載
さ

れ
て

い
る

事
項

を
電

磁
的

方
法

に
よ

り
交
換
す
る
た
め
の
書
面
の
提
出
 

実
１
１
（
１
）
（
特
４
３
（
５
）
）
 

優
先
日
 

翌
 
 
日
 

１
年
４
月
 
 

１
年
４
月
 

 

実
１
１
（
１
）
（
特
４
３
（
７
）
）
 

優
先

権
証

明
書

未
提

出
の

通
知

の
発

送
日
 

翌
 
 
日
 

２
月
 

２
月
 

優
先

権
証

明
書

類
等

が
未
提
出
の
場
合
 

分
割
出
願
 

実
１
１
（
１
）
（
特
４
４
（
１
）
）
 

－
 

 
明
細
書
・
実
用
新
案
登
録
請
求

の
範
囲
・
図
面
の
補
正
が
で
き

る
時
又
は
期
間
 

明
細
書
・
実
用
新
案
登
録
請
求
の

範
囲
・
図
面
の
補
正
が
で
き
る
時

又
は
期
間
 

 

明
細

書
・

実
用

新
案

登
録

請
求

の
範
囲
・
図
面
の
訂
正
 

実
１
４
の
２
（
１
）
 

ア
．

 
最

初
の

技
術

評
価

書
の

謄
本

の
送
達
日
 

イ
．

 
無

効
審

判
請

求
書

の
副

本
の

送
達
日
 

翌
日
 

 
翌

日
 

２
月
（
職
１
５
日
）
 

 ３
０
日
又
は
４
５
日
※
 

２
月
（
職
６
０
日
）
 

 ６
０
日
 

 

登
録
料

の
納
付

（
第

１
年

か
ら

第
３

年
分

ま
で

）
 

実
３
２
（
１
）
、
（
３
）
 

出
願
と
同
時
 

翌
日
 

（
求
３
０
日
）
 

（
求
３
０
日
）
 

 

登
録
料

の
納
付

（
第

４
年

以
後

の
各

年
分

）
 

実
３

２
（

２
）

 
－
 

－
 

前
年

以
前

○
 

前
年

以
前

○
 

 

登
録
料
の
追
納
 

実
３
３
（
１
）
、
（
２
）
 

実
用

新
案

法
３

２
条

２
項

に
規

定
す

る
期
間
の
満
了
日
 

翌
日
 

６
月
 

６
月
 

 

既
納
登
録
料
の
返
還
請
求
 

実
３
４
（
２
）
 

ア
．

 
登
録
料
の
納
付
日
 

イ
．

 
処
分
又
は
審
決
の
確
定
日
 

翌
 
 
日
 

当
 
 
日
∞

 

１
年
 

６
月
 

１
年
 

６
月
 

 

翻
訳
文
の
提
出
 

実
４
８
の
４
（
１
）
 

 
ア
.
 
優
先
日
（
特
許
協
力
条
約
２
条
）
 

イ
.
 
国
内
書
面
を
提
出
し
た
日
 

翌
日
 

翌
 
 
日
 

３
０
月
 

２
月
 

３
０
月
 

２
月
 

イ
．
は
国
内
書
面
提
出

期
間

満
了

前
２

月
か

ら
満

了
日

ま
で

の
間

に
提

出
し

た
場

合
に

限
る
 

国
内
書
面
の
提
出
 

実
４
８
の
５
（
１
）
 

優
先
日
（
特
許
協
力
条
約
２
条
）
 

翌
日
 

３
０
月
 

３
０
月
 

 

特
許

協
力

条
約

１
９

条
補

正
の

翻
訳
文
提
出
 

実
４
８
の
４
（
６
）
 

－
 

－
 

国
内

処
理

基
準

時
の

属
す

る
日
◇
 

国
内

処
理

基
準

時
の

属
す

る
日

◇
 

 

図
面
の
提
出
 

実
４
８
の
７
（
１
）
 

－
 

－
 

国
内

処
理

基
準

時
の

属
す

る
日
◇
 

国
内

処
理

基
準

時
の

属
す

る
日

◇
 

 

登
録

料
の

納
付

（
国

際
実

用
新

案
登
録
出
願
）
 

実
４
８
の
１
２
 

ア
.
 
優
先
日
（
特
許
協
力
条
約
２
条
）
 

イ
.
 
国
内
書
面
を
提
出
し
た
日
 

翌
日
 

翌
 
 
日
 

 

３
０
月
 

２
月
 

３
０
月
 

２
月
 

イ
．
は
国
内
書
面
提
出

期
間

満
了

前
２

月
か

ら
満

了
日

ま
で

の
間

に
提

出
し

た
場

合
に

限
る
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 特
許
管
理
人
の
選
任
 

実
４
８
の
１
５
（
２
）
 

ア
．

 
国

内
処

理
基

準
時

の
属

す
る

日
◇
 

イ
．

 
特

許
管

理
人

の
選

任
の

届
出

が
な
い
旨
の
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

 
翌

日
 

－
  

－
 

３
月
 

 ２
月
 

イ
．
は
ア
．
の
国
内
処

理
基

準
時

の
属

す
る

日
ま

で
に

特
許

管
理

人
の

選
任

の
届

出
が

未
提
出
の
場
合
 

新
規

性
喪

失
の

例
外

の
適

用
書

面
及
び
証
明
書
の
提
出
 

実
４
８
の
１
５
（
３
）
 

国
内
処
理
基
準
時
の
属
す
る
日
◇
 

翌
日
 

３
０
日
 

３
０
日
 

 

特
許

協
力

条
約

２
５

条
に

規
定

す
る
検
査
の
申
出
 

実
４
８
の
１
６
（
１
）
 

国
際

出
願

が
取

り
下

げ
ら

れ
た

も
の

と
み
な
す
旨
の
宣
言
、
国
際
出
願
日
の
認
定

の
拒

否
又

は
記

録
原

本
を

期
間

内
に

国
際

事
務

局
が

受
領

し
な

か
っ

た
旨

の
認

定
の
通
知
を
し
た
日
 

翌
日
 

２
月
 

２
月
 

 

過
誤
納
手
数
料
の
返
還
請
求
 

実
５
４
の
２
（
１
１
）
 

手
数
料
の
納
付
日
 

翌
日
 

１
年
 

１
年
 

 

明
細

書
、

実
用

新
案

登
録

請
求

の
範

囲
又

は
図

面
に

つ
い

て
、

国
際

実
用

新
案

登
録

出
願

に
含

ま
れ

な
い

も
の

と
す

る
旨

の
請

求
書

の
提

出
 

実
施
規
２
３
（
４
）
（
特
施
規
３
８
の
２

の
２
（
５
）
）
 

通
知
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

３
０
日
 

３
０
日
 

左
記

は
特

施
規

３
８

の
２
の
２
（
３
）
の
規

定
に
よ
る
指
定
期
間
 

命
令
に
よ
る
登
録
申
請
の
補
正
 

実
登
令
７
（
実
登
施
規
３
（
３

）
）
（
特

登
令
３
８
（
１
）（

特
登
施

規
１
３
の
２
）
） 

指
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

２
月
 

２
月
 

 

弁
明
書
の
提
出
 

実
登
令
７
（
実
登
施
規
３
（
３

）
）
（
特

登
令
３
８
（
４
）
（
特
登
施
規
１
３
の
４

（
１
）
）
）
 

却
下
理
由
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

２
月
 

２
月
 

 

＜
指
定
期
間
＞
 

 
 

 
 

 
 

命
令
に
よ
る
方
式
補
正
 

実
２
の
２
（
４
）
、
４
８
の
５
（
２
）
 

指
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

２
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

２
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

 

弁
明
書
の
提
出
 

実
２
の
５
（
２
）
（
特
１
８
の
２
（
２
）
） 

却
下
理
由
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

２
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

２
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

 

命
令
に
よ
る
受
継
申
立
書
 

実
２
の
５
（
２
）
（
特
２
３
（
１
）
）
 

受
継
命
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

３
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
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 命
令

に
よ

る
基

礎
的

要
件

に
係

る
補
正
 

実
６
の
２
、
１
４
の
３
 

指
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
〓
）
 

３
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
３
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
〓
）
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
６
０
日
 

 

同
一

人
か

ら
承

継
さ

れ
た

同
日

出
願

又
は

同
日

提
出

の
名

義
変

更
届

の
協
議
命
令
に
よ
る
届
出
 

実
１
１
（
２
）
（
特
３
４
（
７
）
）
 

協
議
命
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
〓
）
 

３
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
３
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
〓
）
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
６
０
日
 

 

書
留
郵
便
物
受
領
書
等
の
提
出
 

実
５
５
（
３
）
（
特
１
９
４
（
１
）
）
 

物
件
の
提
出
を
求
め
る
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

１
０
日
△
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

１
０
日
△
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

 

命
令
に
よ
る
図
面
の
提
出
 

実
４
８
の
７
（
２
）
 

指
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

２
月
 

２
月
 

 

意
見
書
の
提
出
 

実
施
規
２
３
（
４
）
（
特
施
規
３
８
の
２

の
２
（
３
）
）
 

通
知
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

３
０
日
 

３
０
日
 

 

意
見
書
の
提
出
 

実
施
規
２
３
（
４
）
（
特
施
規
３
８
の
２

の
３
（
１
）
）
 

通
知
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

３
０
日
 

た
だ
し
明
細
書
、
請
求
の
範
囲

又
は
図
面
（
そ
れ
ら
の
補
充
書

等
を
含
む
）
に
つ
い
て
は
６
０

日
 

３
０
日
 

た
だ
し
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
又

は
図
面
（
そ
れ
ら
の
補
充
書
等
を

含
む
）
に
つ
い
て
は
３
月
 

 

命
令
に
よ
る
書
面
の
提
出
 

実
登
令
７
条
（
実
登
施
規

３
（
３

）
）
（
特

登
令
３
０
（
特
登
施
規
１
３
（
２
）
）
）
 

物
件
の
提
出
を
求
め
る
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

２
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

２
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

 

注
１
．
 
※
は
交
通
不
便
地
居
住
者
（
→
０
４
．
１
０
「
別
表
」
）
の
た
め
。
 

注
２
．
 
（
職
）
は
職
権
延
長
、
（
求
）
は
請
求
延
長
、
（
附
）
は
附
加
期
間
。
 

注
３
．
 
＃
は
国
際
実
用
新
案
登
録
出
願
の
場
合
、
国
内
書
面
提
出
期
間
満
了
日
か
ら
２
月
以
内
（
実
施
規
２
３
条
７
項
で
準
用
す
る
特
施
規
３
８
条
の
１
４
）
。
 

注
４
．
 
＊
は
原
出
願
日
が
平
成
１
０
年
１
２
月
３
１
日
以
前
の
場
合
は
、
「
１
年
４
月
」
。
 

注
５
．
 
◇
の
国
内
処
理
基
準
時
は
、
国
内
書
面
提
出
期
間
又
は
翻
訳
文
提
出
特
例
期
間
が
満
了
す
る
時
（
国
内
書
面
提
出
期
間
又
は
翻
訳
文
提
出
特
例
期
間
内
に
出
願
人
が
国
内
処
理
の
請
求
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
請
求
の
時
。
）
。
 

注
６
．
 
△
は
０
３
．
１
０
を
参
照
。
 

注
７
．
 
■
は
拒
絶
査
定
不
服
審
判
請
求
で
き
る
期
間
と
し
て
職
権
延
長
さ
れ
た
期
間
。
 

注
８
．

 
〓

指
定

期
間

の
延

長
に

つ
い

て
、

国
内

居
住

者
は

指
定

期
間

経
過

前
に

請
求

し
た

場
合

は
２

月
、

指
定

期
間

経
過

後
に

請
求

し
た

場
合

は
２

月
延

長
で

き
る

。
在

外
者

に
つ

い
て

は
指

定
期

間
経

過
前

に
請

求
し

た
場

合
は

３
月

、
指
定
期

間
経
過
後
に
請
求
し
た
場
合
は
２
月
延
長
で
き
る
。
指
定
期
間
経
過
前
に
延
長
請
求
し
た
場
合
に
は
、
指
定
期
間
経
過
後
の
再
度
の
延
長
請
求
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
 

注
９

．
 

▽
指

定
期

間
の

延
長

に
つ

い
て

、
国

内
居

住
者

及
び

在
外

者
は

指
定

期
間

経
過

前
の

請
求

に
よ

り
２

月
、
指

定
期

間
経

過
後

の
請

求
に

よ
り

２
月

延
長

で
き

る
。
指

定
期

間
経

過
前

に
延

長
請

求
し

た
場

合
に

は
、
指

定
期

間

経
過

後
の

再
度

の
延

長
請

求
を

行
う

こ
と

は
で

き
な

い
。

 

注
１

０
.
 
○

前
年

以
前

と
は

当
該

年
度

に
入

る
前

ま
で

を
意

味
し

、
例

え
ば

第
４

年
の

登
録

料
は

設
定

の
登

録
の

日
か

ら
３

年
を

経
過

す
る

前
に

納
付

す
る

必
要

が
あ

る
。

ま
た

、
数

年
分

を
一

時
に

前
納

す
る

こ
と

も
可

能
。

 

注
１

１
．

⊿⊿
実

用
新

案
法

３
条

１
項

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

に
至

っ
た

日
が

平
成

２
９

年
１

２
月

８
日

以
前

の
場

合
は

、
「

６
月

」
。

 

注
１

２
．
∞
一
般
に
、
期
間
の
初
日
は
算
入
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
（
実
２
条
の
５
第
１
項
で
準
用
す
る
特
３
条
１
項
１
号
本
文
）
、
所
定
の
期
間
経
過
に
よ
る
審
決
の
確
定
日
等
は
、
定
め
ら
れ
た
期
間
の
経
過
に
よ
る
「
法
律
効
果
」
を
基

準
と
し
、

期
間
の
末
日
の
午
後

１
２
時
（
２
４
時
）

を
経
過
し
た
時
（
翌

日
午
前
零
時
）
に
確

定
す
る
。
そ
の
初
日

は
午
前
零
時
か
ら
始

ま
り
「
丸
１
日
」
を

欠
く
こ
と
が
な
い
た

め
、
初
日
が
期
間
の

計
算
に
組
み
入
れ
ら

れ
る
（
実
２

条
の
５
第

１
項
で
準
用
す
る
特
３
条
１
項
１
号
た
だ
し
書
）
。
 

注
１
３

．
α

経
済

安
全

保
障

推
進

法
第

７
０

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

保
全

指
定

の
通

知
を

受
け

た
指

定
特

許
出

願
人

は
、

同
法

第
７

７
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
保

全
指

定
の

解
除

又
は

期
間

の
満

了
の

通
知

を
受

け
る

ま
で

の
間

は
、

出
願
変
更

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
経
済
安
全
保
障
推
進
法
７
２
条
２
項
）
。
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 （
意
匠
（
無
効
審
判
、
判
定
、
再
審
を
除
く
）
）
 

手
続
 

根
拠

条
文

 
初

日
 

起
算

日
 

期
間

（
延

長
）
 

備
考
 

（
第

１
日

目
）
 

国
内

居
住

者
 

在
外

者
 

＜
法
定
期
間
＞
 

 
 

 
 

 
 

新
規
性
例
外
適
用
出
願
 

意
４
（
１
）
、
（
２
）
 

意
匠

法
３

条
１

項
１

号
又

は
２

号
に

該
当
す
る
に
至
っ
た
日
 

翌
日
 

１
年
⊿⊿
 

１
年
⊿⊿
 

 

同
上
証
明
書
の
提
出
 

意
４
（
３
）
 

出
願
日
 

翌
日
 

３
０
日
 

３
０
日
 

国
際

意
匠

登
録

出
願

を
除

く
 

新
規

性
喪

失
の

例
外

の
適

用
書

面
及
び
証
明
書
の
提
出
 

意
６
０
の
７
（
１
）
（
意

施
規
１
の
２
）
 

国
際
公
表
が
あ
っ
た
日
 

翌
 
 
日
 

３
０
日
 

３
０
日
 

国
際

意
匠

登
録
出
願
 

出
願
変
更
（
特
→
意
）
 

意
１
３
（
１
）
 

特
許
の
拒
絶
査
定
謄
本
の
送
達
日
 

翌
日
 

３
月
α
 

３
月
α
（
職
１
月
■
）
 

最
初
の
査
定
 

出
願
変
更
（
実
→
意
）
 

意
１
３
（
２
）
 

実
願
が
係
属
し
て
い
る
間
 

－
 

－
 

－
 

 

秘
密
意
匠
の
請
求
 

意
１
４
（
２
）
 

出
願

と
同

時
又

は
設

定
登

録
料

の
納

付
と
同
時
 

－
 

－
 

－
 

 

優
先
権
主
張
を
伴
う
出
願
 

意
１
５
（
１
）
（
特
４
３
（
１
）
、
４
３

の
３
（
１
）
、
（
２
）
）

 
パ
リ
条
約
４
条
Ｃ
（
１
）

、
Ｅ
（
１
）
 

第
１
国
出
願
日
 

翌
日
 

６
月
 

 
６
月
 

 
 

優
先
権
証
明
書
類
等
の
提
出
 

意
１
５
（
１
）
（
特
４
３
（
２
）
、
４
３

の
３
（
３
）
）
 

出
願
日
 

翌
日
 

３
月
 

３
月
 

国
際

意
匠

登
録

出
願

を
除

く
 

意
１
５
（
１
）
（
特
４
３
（
７
）
、
４
３

の
３
（
３
）
）
、
意
６
０

の
１
０
（
２
）

（
特
４
３
（
７
）
）
（
意
施
規
１
９
（
３
）

(
特
施
規
２
７
の
３
の
３
（
５
）
)
 
)
 

優
先

権
証

明
書

未
提

出
の

通
知

の
発

送
日
 

翌
 
 
日
 

２
月
 

２
月
 

優
先

権
証

明
書

類
等

が
未

提
出
の
場
合
 

意
６
０
の
１
０
（
２
）
（
特
４
３
（
２
）
、

意
施
規
１
２
の
２
）
 

国
際
公
表
が
あ
っ
た
日
 

翌
 
 
日
 

３
月
 

３
月
 

国
際

意
匠

登
録
出
願
 

優
先

権
証

明
書

類
等

に
記

載
さ

れ
て

い
る

事
項

を
電

磁
的

方
法

に
よ

り
交
換
す
る
た
め
の
書
面
の
提
出
 

意
１
５
（
１
）
（
特
４
３

（
５
）
）
 

出
願
日
 

翌
日
 

３
月
 

３
月
 

国
際

意
匠

登
録

出
願

を
除

く

意
１
５
（
１
）
（
特
４
３
（
７
）
、
４
３

の
３
（
３
）
）
、
意
６
０

の
１
０
（
２
）

（
特
４
３
（
７
）
）
（
意
施
規
１
９
（
３
）

（
特
施
規
２
７
の
３
の
３

（
５
）
）
)
 

優
先

権
証

明
書

未
提

出
の

通
知

の
発

送
日
 

翌
日
 

２
月
 

２
月
 

優
先

権
証

明
書

類
等

が
未

提
出
の
場
合
 

意
６
０
の
１
０
（
２
）
（
特
４
３
（
５
）
、

意
施
規
１
２
の
２
）
 

国
際
公
表
が
あ
っ
た
日
 

翌
日
 

３
月
 

３
月
 

国
際

意
匠

登
録
出
願
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 補
正
却
下
後
の
新
出
願
 

意
１
７
の
３
（
１
）
 

補
正
却
下
決
定
の
謄
本
の
送
達
日
 

翌
日
 

３
月
 

３
月
 

 

登
録
料
の
納
付
（
第

１
年

分
）

 
意
４
３
（
１
）
、
（
３
）

 
査
定
又
は
審
決
の
謄
本
の
送
達
日
 

翌
日
 

３
０
日
（
求
３
０
日
）
 

３
０
日
（
求
３
０
日
）
 

 

登
録

料
の

納
付

（
第

２
年

以
後

の
各

年
分

）
 

意
４
３
（
２
）
 

－
 

－
 

前
年

以
前

○
 

前
年

以
前

○
 

 

登
録
料
の
追
納
 

意
４
４
（
１
）
、
（
２
）

 
意

匠
法

４
３

条
２

項
に

規
定

す
る

期
間

の
満
了
日
 

翌
日
 

６
月
 

６
月
 

 

既
納
登
録
料
の
返
還
請
求
 

意
４
５
（
特
１
１
１
（
２

）
）
 

ア
．

 
登
録
料
の
納
付
日
 

イ
．

 
審
決
の
確
定
日
 

翌
日
 

 
当
 
 
日
∞
 

１
年
 

６
月
 

１
年
 

６
月
 

 

拒
絶
査
定
不
服
審
判
の
請
求
 

意
４
６
（
１
）
 

拒
絶
査
定
謄
本
の
送
達
日
 

翌
日
 

３
月
 

３
月
 

 

補
正
却
下
決
定
不
服
審
判
の
請
求
 

意
４
７
（
１
）
 

補
正
却
下
決
定
の
謄
本
の
送
達
日
 

翌
日
 

３
月
 

３
月
 

 

補
正
却
下
後
の
新
出
願
（
審
判
）
 

意
５
０
（
１
）
（
意
１
７

の
３
（
１
）
）
 

補
正
却
下
決
定
の
謄
本
の
送
達
日
 

翌
日
 

３
０
日
（
職
１
５
日
）
 

３
０
日
（
職
６
０
日
）
 

 

補
正
 

意
６
０
の
２
４
 

審
査
、
審
判
又
は
再
審
に
係
属
し
て
い
る

間
 

－
 

－
 

－
 

 

過
誤
納
手
数
料
の
返
還
請
求
 

意
６
７
（
８
）
 

手
数
料
の
納
付
日
 

翌
日
 

１
年
 

１
年
 

 

個
別
指
定
手
数
料
の
返
還
請
求
 

意
６
０
の
２
２
（
２
）
 

ア
．

 
出
願
の
取
下
げ
 

イ
．

 
拒

絶
の

査
定

若
し

く
は

審
決

の
確

定
日
 

翌
日
 

 
当
 
 
日
∞
 

６
月
 

６
月
 

国
際

意
匠

登
録
出
願
 

命
令
に
よ
る
登
録
申
請
の
補
正
 

意
登
令
７
（

意
登
施
規
６
（
３

）
）
（
特

登
令
３
８
（
１
）（

特
登
施

規
１
３
の
２
）
） 

指
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

２
月
 

２
月
 

 

弁
明
書
の
提
出
 

意
登
令
７
（
意
登
施
規
６
（
３
）
）
（
特

登
令
３
８
（
４
）（

特
登
施

規
１
３
の
４
）
） 

却
下
理
由
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

２
月
 

２
月
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 ＜
指
定
期
間
＞
 

 
 

 
 

 
 

同
日

に
同

一
又

は
類

似
の

意
匠

に
対
す
る
協
議
命
令
に
よ
る
届
出
 

意
９
（
４
）
 

協
議
命
令
の
発
送
日
 

翌
日
 

４
０

日
又

は
５

５
日

※
（

期
間

満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

 

３
月
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
４
０
日
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

拒
絶

査
定

不
服
審
判
、
国
際

意
匠

登
録

出
願
を
除
く
 

意
９
（
４
）
 

協
議
命
令
の
発
送
日
 

翌
日
 

４
０
日
又
は
５
５
日
※
 

 
３
月
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
４
０
日
 

 

拒
絶

査
定

不
服
審
判
 

意
９
（
４
）
 

協
議
命
令
（
拒
絶
の
通
報
に
添
付
）
の
発

送
日
 

翌
日
 

６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

３
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

国
際

意
匠

登
録
出
願
 

同
一

人
か

ら
承

継
さ

れ
た

同
日

出
願

又
は

同
日

提
出

の
名

義
変

更
届

の
協
議
命
令
に
よ
る
届
出
 

意
１
５
（
２
）
（
特
３
４

（
７
）
）
 

協
議
命
令
の
発
送
日
 

翌
日
 

４
０
日
又
は
５
５
日
※
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

 

３
月
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
４
０
日
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

拒
絶

査
定

不
服

審
判

を
除

く
 

意
１
５
（
２
）
（
特
３
４

（
７
）
）
 

協
議
命
令
の
発
送
日
 

翌
日
 

４
０
日
又
は
５
５
日
※
 

３
月
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
４
０
日
 

拒
絶

査
定

不
服
審
判
 

意
見
書
の
提
出
 

意
１
９
（
特
５
０
）
 

拒
絶
理
由
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

４
０
日
又
は
５
５
日
※
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
☆
）
 

 

３
月
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
４
０
日
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
☆
）
 

拒
絶

査
定

不
服
審
判
、
国
際

意
匠

登
録

出
願
を
除
く
 

意
５
０
（
３
）
（
特
５
０

）
 

拒
絶
理
由
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

４
０
日
又
は
５
５
日
※
 

３
月
（
求
１
月
）
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
４
０
日
 

拒
絶

査
定

不
服
審
判
 

意
１
９
（
特
５
０
）
 

拒
絶
の
通
報
の
発
送
日
 

翌
日
 

６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
☆
）
 

３
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
☆
）
 

国
際

意
匠

登
録
出
願
 

命
令
に
よ
る
方
式
補
正
 

意
６
０
の
４
（
特
１
７
（

３
）
③
）
、
６

８
（
２
）
（
特
１
７
（
３

）
）
 

指
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

３
０
日
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

３
０
日
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

拒
絶

査
定

不
服

審
判

を
除

く
 

意
５
２
（
特
１
３
３
（
１

）
）
 

指
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

３
０
日
 

３
０
日
 

拒
絶

査
定

不
服
審
判
 

弁
明
書
の
提
出
 

意
６
８
（
２
）
（
特
１
８

の
２
（
２
）
）
 

却
下
理
由
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

３
０
日
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

３
０
日
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

拒
絶

査
定

不
服

審
判

を
除

く
 

意
５
２
（
特
１
３
３
の
２

（
２
）
）
 

却
下
理
由
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

３
０
日
 

３
０
日
 

拒
絶

査
定

不
服
審
判
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 証
拠

調
又

は
証

拠
保

全
し

た
と

き
の
意
見
の
申
立
て
 

意
５
２
（
特
１
５
０
（
５

）
）
 

証
拠

調
又

は
証

拠
保

全
の

結
果

の
通

知
の
発
送
日
 

翌
日
 

４
０
日
又
は
５
５
日
※
 

３
月
（
求
１
月
）
 

 

当
事

者
等

が
申

し
立

て
な

い
理

由
の
審
理
に
対
す
る
意
見
の
申
立
て
 

意
５
２
（
特
１
５
３
（
２

）
）
 

審
理
結
果
の
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

４
０
日
又
は
５
５
日
※
 

３
月
（
求
１
月
）
 

 

審
尋
に
対
す
る
回
答
書
の
提
出
 

意
５
２
（
特
１
３
４
（
４

）
）
 

審
尋
書
の
発
送
日
 

翌
 
 
日
 

４
０
日
又
は
５
５
日
※
 

３
月
（
求
１
月
）
 

 

当
事

者
に

よ
る

書
類

又
は

物
件

の
提
出
 

意
６
８
（
２
）
（
特
１
９

４
（
１
）
）
 

物
件
の
提
出
を
求
め
る
通
知
の
日
 

翌
日
 

４
０
日
又
は
５
５
日
※
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

 

３
月
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
４
０
日
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

 

命
令
に
よ
る
受
継
申
立
書
 

意
６
８
（
２
）
（
特
２
３

（
１
）
）
 

受
継
命
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

３
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

 

書
留
郵
便
物
受
領
証
の
提
出
 

意
６
８
（
２
）
（
特
１
９

４
（
１
）
）
 

物
件
の
提
出
を
求
め
る
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

１
０
日
△
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

１
０
日
△
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

 

命
令
に
よ
る
書
面
の
提
出
 

意
登
令
７
（
意
登
施
規
６
（
３
）
）
（
特

登
令
３
０
（
特
登
施
規
１

３
（
２
）
）
）
 

物
件
の
提
出
を
求
め
る
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

２
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

２
月
 

（
期
間
満
了
前
：
求
２
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
▽
）
 

 

注
１
．
 
※
は
交
通
不
便
地
居
住
者
の
た
め
。
 

注
２
．
 
（
職
）
は
職
権
延
長
、
（
求
）
は
請
求
延
長
、
（
附
）
は
附
加
期
間
。
 

注
３
．
 
△
は
０
３
．
１
０
を
参
照
。
 

注
４
．
 
■
は
拒
絶
査
定
不
服
審
判
請
求
で
き
る
期
間
と
し
て
職
権
延
長
さ
れ
た
期
間
。
 

注
５

 
 

☆
指

定
期

間
の

延
長

に
つ

い
て

、
国

内
居

住
者

及
び

在
外

者
は

指
定

期
間

経
過

前
の

請
求

に
よ

り
２

月
、
指

定
期

間
経

過
後

の
請

求
に

よ
り

２
月

延
長

で
き

る
。
指

定
期

間
経

過
前

に
延

長
請

求
し

た
場

合
に

は
、
指

定
期

間

徒
過

後
の

再
度

の
延

長
請

求
を

行
う

こ
と

は
で

き
な

い
。

ま
た

、
当

初
の

指
定

期
間

内
に

意
見

書
を

提
出

し
た

と
き

は
、

指
定

期
間

経
過

後
の

延
長

請
求

を
行

う
こ

と
は

で
き

な
い

。
 

注
６

．
 

▽
指

定
期

間
の

延
長

に
つ

い
て

、
国

内
居

住
者

及
び

在
外

者
は

指
定

期
間

経
過

前
の

請
求

に
よ

り
２

月
、
指

定
期

間
経

過
後

の
請

求
に

よ
り

２
月

延
長

で
き

る
。
指

定
期

間
経

過
前

に
延

長
請

求
し

た
場

合
に

は
、
指

定
期

間

経
過

後
の

再
度

の
延

長
請

求
を

行
う

こ
と

は
で

き
な

い
。

 

注
７

.
 
 

○
前

年
以

前
と

は
当

該
年

度
に

入
る

前
ま

で
を

意
味

し
、

例
え

ば
第

２
年

の
登

録
料

は
設

定
の

登
録

の
日

か
ら

１
年

を
経

過
す

る
前

に
納

付
す

る
必

要
が

あ
る

。
ま

た
、

数
年

分
を

一
時

に
前

納
す

る
こ

と
も

可
能

。
 

注
８

．
 

⊿⊿
意

匠
法

３
条

１
項

１
号

又
は

２
号

に
該

当
す

る
に

至
っ

た
日

が
平

成
２

９
年

１
２

月
８

日
以

前
の

場
合

は
、

「
６

月
」

。
 

注
９

．
 

∞
一
般
に

、
期
間
の
初
日
は
算
入
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
（
意
６
８
条
１
項
で
準
用
す
る
特
３
条
１
項
１
号
本
文
）
、
拒
絶
査
定
の
確
定
日
及
び
所
定
の
期
間
経
過
に
よ
る
審
決
の
確
定
日
等
は
、
定
め
ら
れ
た
期
間
の
経
過
に
よ
る

「
法
律
効

果
」
を
基
準
と
し
、

期
間
の
末
日
の
午
後

１
２
時
（
２
４
時
）

を
経
過
し
た
時
（
翌

日
午
前
零
時
）
に
確

定
す
る
。
そ
の
初
日

は
午
前
零
時
か
ら
始

ま
り
「
丸
１
日
」
を

欠
く
こ
と
が
な
い
た

め
、
初
日
が
期
間
の

計
算
に
組
み

入
れ
ら
れ
る
（
意
６
８
条
１
項
で
準
用
す
る
特
３
条
１
項
１
号
た
だ
し
書
）
。
  

注
１

０
．

α
経

済
安

全
保

障
推

進
法

第
７

０
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
保

全
指

定
の

通
知

を
受

け
た

指
定

特
許

出
願

人
は

、
同

法
第

７
７

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

保
全

指
定

の
解

除
又

は
期

間
の

満
了

の
通

知
を

受
け

る
ま

で
の

間

は
、

出
願

変
更

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
（

経
済

安
全

保
障

推
進

法
７

２
条

２
項

）
。
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 （
商

標
（

無
効

・
商

標
登

録
取

消
審

判
、

商
標

異
議

申
立

、
判

定
、

再
審

を
除

く
）

）
 

手
続
 

根
拠

条
文

 
初

日
 

起
算

日
 

期
間

（
延

長
）
 

備
考
 

（
第

１
日

目
）
 

国
内

居
住

者
 

在
外

者
 

＜
法
定
期
間
＞
 

 
 

 
 

 
 

出
願
時
の
特
例
適
用
出
願
 

商
９
（
１
）
 

博
覧
会
等
に
出
品
又
は
出
展
し
た
日
 

翌
日
 

６
月
 

６
月
 

 

同
上
証
明
書
の
提
出
 

商
９
（
２
）
、
６
８
の
１
１
 

出
願
日
、
国
際
商
標
登
録
出
願
日
 

翌
日
 

３
０
日
▽
 

３
０
日
▽
 

 

優
先
権
主
張
を
伴
う
出
願
 

商
１
３
（
１
）
（
特
４
３
（
１
）
、
４
３

の
３
（
２
）
）
、
６
８
（
１
）
、
パ
リ
条

約
４
条
Ｃ
（
１
）
 

第
１
国
出
願
日
 

翌
日
 

６
月
 

 
６
月
 

 
 

 

優
先
権
証
明
書
類
等
の
提
出
 

商
１
３
（
１
）
（
特
４
３
（
２
）
、
４
３

の
３
（
３
）
）
、
６
８
（
１
）
 

出
願
日
 

翌
日
 

３
月
□
 

３
月
□
 

 

補
正
却
下
後
の
新
出
願
 

商
１
７
の
２
（
１

）（
意
１

７
の
３
（
１

）
）
、

６
８
（
２
）
 

補
正
却
下
決
定
の
謄
本
の
送
達
日
 

翌
日
 

３
月
 

３
月
 

 

出
願
書
類
の
縦
覧
 

商
１
８
（
４
）
、
６
８
（
３
）
 

公
報
発
行
の
日
 

翌
日
 

２
月
 

２
月
 

 

登
録
料
の
納
付
 

商
４
１
（
１
）
、（

２
）
、
４
１
の
２
（
１
）
、

（
２
）
、
６
５
の
８
（
１
）
、
（
２
）
、

（
３
）
 

査
定
又
は
審
決
の
謄
本
の
送
達
日
 

翌
日
 

３
０
日
（
求
３
０
日
）
♯
 

３
０
日
（
求
３
０
日
）
♯
 

 

商
標
権
の
存
続
期
間
の
更
新
登
録
 

の
申
請
 

商
２
０
（
１
）
、
（
２
）
 

商
標
権
の
存
続
期
間
の
満
了
日
前
６
月
 

－
 

存
続

期
間

満
了

前
６

月
か

ら
満

了
の
日
ま
で
 

存
続

期
間

満
了

前
６

月
か

ら
満

了
の
日
ま
で
 

 

商
標
権
の
存
続
期
間
の
更
新
登
録
 

の
申

請
（

存
続

期
間

満
了

日
経

過
後
）
 

商
２
０
（
１
）
、
（
３
）
、
商
施
規
１
０

（
２
）
 

商
標
権
の
存
続
期
間
の
満
了
日
 

翌
 
 
日
 

６
月
 

６
月
 

 

商
標

権
の

存
続

期
間

の
更

新
登

録
料
の
納
付
 

 

商
４
１
（
５
）
 

商
標

権
の

存
続

期
間

の
更

新
登

録
の

申
請
と
同
時
 

－
 

－
 

－
 

 

割
増
登
録
料
の
納
付
 

商
４
３
（
１
）
 

商
標

権
の

存
続

期
間

の
更

新
登

録
の

申
請
（
存
続
期
間
満
了
日
経
過
後
）
と
同
時
 

－
 

－
 

－
 

 

既
納
登
録
料
の
返
還
請
求
 

商
４
２
（
２
）
 

ア
．

 
登
録
料
の
納
付
日
 

イ
．

 
取
消
決
定
又
は
審
決
の
確
定
日
 

翌
日
 

 
当
 
 
日
∞
 

１
年
 

６
月
 

１
年
 

６
月
 

 

拒
絶
査
定
不
服
審
判
の
請
求
 

商
４
４
（
１
）
、
６
８
（
４
）
、
商
附
１

３
、
２
３
 

拒
絶
査
定
謄
本
の
送
達
日
 

翌
日
 

３
月
 

３
月
 

 

― 759 ―



      

 補
正
却
下
決
定
不
服
審
判
の
請
求
 

商
４
５
（
１
）
、
６
８
（
４
）
 

補
正
却
下
決
定
の
謄
本
の
送
達
日
 

翌
日
 

３
月
 

３
月
 

 

補
正
却
下
後
の
新
出
願
（
審
判
）
 

商
５
５
の
２
（
３
）
、
６
８
（
４
）
 

補
正
却
下
決
定
の
謄
本
の
送
達
日
 

翌
日
 

３
０
日
（
職
１
５
日
）
 

３
０
日
（
職
６
０
日
）
 

 

防
護

標
章

登
録

に
基

づ
く

権
利

存
続
期
間
更
新
登
録
出
願
 

商
６
５
の
３
（
２
）
 

防
護

標
章

登
録

に
基

づ
く

権
利

の
存

続
期
間
満
了
前
６
月
 

－
 

防
護

標
章

登
録

に
基

づ
く

権
利

の
存

続
期

間
満

了
前

６
月

か
ら

満
了
の
日
 

防
護

標
章

登
録

に
基

づ
く

権
利

の
存

続
期

間
満

了
前

６
月

か
ら

満
了
の
日
 

 

過
誤
納
登
録
料
の
返
還
請
求
 

商
６
５
の
１
０
（
２
）
 

登
録
料
の
納
付
日
 

翌
日
 

１
年
 

１
年
 

 

補
正
 

商
６
８
の
２
８
 

暫
定
的
拒
絶
通
報
の
発
送
日
 

翌
日
 

審
査
、
審
判
又
は
再
審
に
係
属
し

て
い
る
間
 

 

審
査
、
審
判
又
は
再
審
に
係
属
し

て
い
る
間
 

 

国
際

商
標

登
録
出
願
 

商
６
８
の
４
０
（
１
）
、
商
附
２
４
 

審
査
、
登
録
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の

審
理
、
審
判
又
は
再
審
に
係
属
し
て
い
る

間
 

－
 

－
 

－
 

国
際

商
標

登
録

出
願

を
除

く
 

商
６
８
の
４
０
（
２
）
 

商
標
の
設
定
登
録
料
の
納
付
と
同
時
（
商

標
登

録
出

願
に

係
る

区
分

の
数

を
減

ず
る
補
正
）
 

－
 

－
 

－
 

国
際

商
標

登
録

出
願

を
除

く
 

過
誤
納
手
数
料
の
返
還
請
求
 

商
７
６
（
８
）
 

手
数
料
の
納
付
日
 

翌
日
 

１
年
 

１
年
 

 

書
換
登
録
の
申
請
 

商
附
３
（
２
）
 

存
続
期
間
満
了
前
６
月
の
初
日
 

当
日
 

存
続

期
間

満
了

日
前

６
月

か
ら

存
続
期
間
満
了
日
後
１
年
 

 
 

命
令
に
よ
る
登
録
申
請
の
補
正
 

商
登
令
１
０
（
商

登
施
規

１
７
（
３
）
）

（
特
登
令
３
８
（
１
）
（
特
登
施
規
１
３

の
２
）
）
 

指
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

２
月
▲
 

２
月
▲
 

 

弁
明
書
の
提
出
 

商
登
令
１
０
（
商
登
施
規
１
７
（
３
）
）

（
特
登
令
３
８
（
４
）
（
特
登
施
規
１
３

の
４
）
）
 

却
下
理
由
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

２
月
▲
 

２
月
▲
 

 

＜
指
定
期
間
＞
 

 
 

 
 

 
 

手
続
補
完
書
の
提
出
 

商
５
の
２
（
２
）
、
商
６
８
（
１
）
 

指
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

１
月
又
は
１
月
＋
１
５
日
※
 

＜
期
間

満
了
前
：
求
１
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

２
月
 

＜
期
間
満
了
前
：
求
１
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

 

同
日

に
同

一
又

は
類

似
の

商
品

又
は

役
務

に
対

す
る

協
議

命
令

に
よ

る
届
出
 

商
８
（
４
）
 

協
議
命
令
の
発
送
日
 

翌
日
 

４
０
日
又
は
５
５
日
※
 

＜
期
間
満
了
前
：
求
１
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

３
月
 

＜
期
間
満
了
前
：
求
１
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
４
０
日
 

拒
絶

査
定

不
服
審
判
、
国
際

商
標

登
録

出
願
を
除
く
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商
８
（
４
）
 

協
議
命
令
の
発
送
日
 

翌
日
 

４
０
日
又
は
５
５
日
※
 

 
３
月
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
４
０
日
 

拒
絶

査
定

不
服
審
判
 

商
８
（
４
）
 

協
議
命
令
（
暫
定
的
拒
絶
通
報
に
添
付
）

の
発
送
日
 

翌
 
 
日
 

３
月
 

＜
期
間
満
了
前
：
求
１
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

３
月
 

＜
期
間
満
了
前
：
求
１
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

国
際

商
標

登
録
出
願
 

同
一

人
か

ら
承

継
さ

れ
た

同
日

出
願

又
は

同
日

提
出

の
名

義
変

更
届

の
協
議
命
令
に
よ
る
届
出
 

商
１
３
（
２
）
（
特
３
４
（
７
）
）
 

協
議
命
令
の
発
送
日
 

翌
日
 

４
０
日
又
は
５
５
日
※
 

＜
期
間
満
了
前
：
求
１
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

３
月
 

＜
期
間
満
了
前
：
求
１
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
４
０
日
 

拒
絶

査
定

不
服

審
判

を
除

く
 

商
１
３
（
２
）
（
特
３
４
（
７
）
）
 

協
議
命
令
の
発
送
日
 

翌
日
 

４
０
日
又
は
５
５
日
※
 

 
３
月
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
４
０
日
 

拒
絶

査
定

不
服
審
判
 

意
見
書
の
提
出
 

商
１
５
の
２
、
１
５
の
３
（
１

）
、
６
５

の
５
、
６
８
（
２
）
、
商
附
７
 

拒
絶
理
由
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

４
０
日
又
は
５
５
日
※
 

＜
期
間

満
了
前
：
求
１
月
 

期
間

満
了
後
：
求
２
月
☆
＞
 

３
月
 

＜
期
間
満
了
前
：
求
１
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
☆
＞
 

た
だ
し

代
理
人
だ
け
で
作
成

で
き

る
と
認
め
る
場
合
は
４
０
日
 

国
際

商
標

登
録

出
願

を
除

く
 

商
１
５
の
２
、
１
５
の
３
（
１

）
、
６
５

の
５
、
６
８
（
２
）
、
商
附
７
 

暫
定
的
拒
絶
通
報
の
発
送
日
 

翌
日
 

３
月
 

＜
期
間

満
了
前
：
求
１
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
☆
＞
 

３
月
 

＜
期
間
満
了
前
：
求
１
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
☆
＞
 

国
際

商
標

登
録
出
願
 

商
５
５
の
２
（
１

）
、
商

附
１
６

、
１
９
 

拒
絶
理
由
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

４
０
日
又
は
５
５
日
※
 

３
月
（
求
１
月
）
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
４
０
日
 

拒
絶

査
定

不
服
審
判
 

証
拠

調
又

は
証

拠
保

全
し

た
と

き
の
意
見
の
申
立
て
 

商
５
６
（
１
）
（
特
１
５
３
（
２
）
）
、

６
８
（
４
）
、
商
附
１
７
（
１
）
 

証
拠
調
又
は
証
拠
保
全
の
結
果
の
通
知
 

の
発
送
日
 

翌
日
 

４
０
日
又
は
５
５
日
※
 

３
月
（
求
１
月
）
 

 

弁
明
書
の
提
出
 

商
５
６
（
１

）（
特
１
３
３
の
２
（
２

）
）
、

６
８
（
４
）
、
商
附
１
７
（
１
）
、
２
３
、

（
特
１
８
の
２
（
２
）
）
 

却
下
理
由
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

３
０
日
 

３
０
日
 

 

 

商
７
７
（
２
）
、
商
附
２

７
（
２
）
、
２

３
（
特
１
８
の
２
（
２
）
）
 

却
下
理
由
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

３
０
日
 

＜
期
間

満
了
前
：
求
１
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

３
０
日
 

＜
期
間
満
了
前
：
求
１
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

 

審
尋

を
受

け
た

者
又

は
当

事
者

に
よ
る
書
類
又
は
物
件
の
提
出
 

商
７
７
（
２
）
、
商
附
１

７
（
１
）
、
２

７
（
２
）
 

物
件
の
提
出
を
求
め
る
通
知
の
日
 

翌
日
 

４
０
日
又
は
５
５
日
※
 

３
月
（
求
１
月
）
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 命
令
に
よ
る
方
式
補
正
 

商
７
７
（
２
）
（
特
１
７
（
３
）
）
、
商

附
２
３
、
２
７
（
２
）
 

指
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

１
月
 

＜
期
間

満
了
前
：
求
１
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

２
月
 

＜
期
間
満
了
前
：
求
１
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

国
際

商
標

登
録

出
願

を
除

く
 

商
７
７
（
２
）
（
特
１
７
（
３
）
）
 

指
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

２
月
 

＜
期
間

満
了
前
：
求
１
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

２
月
 

＜
期
間
満
了
前
：
求
１
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

国
際

商
標

登
録
出
願
 

商
５
６
（
１
）
（
特
１
３
３
（
１
）
）
、

商
６
８
（
４
）
、
商
附
１
７
（
１
）
 

指
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

３
０
日
 

３
０
日
 

 

当
事

者
等

が
申

し
立

て
な

い
理

由
の
審
理
に
対
す
る
意
見
の
申
立
て
 

商
５
６
（
１
）
（
特
１
５
３
（
２
）
）
、

６
８
（
４
）
 

審
理
結
果
の
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

４
０
日
又
は
５
５
日
※
 

３
月
（
求
１
月
）
 

 

書
留
郵
便
物
受
領
証
の
提
出
 

商
７
７
（
２
）
（
特
１
９
４
（
１
）
）
、

商
附
２
３
、
２
７
（
２
）
 

物
件
の
提
出
を
求
め
る
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

１
０
日
△
 

＜
期
間

満
了
前
：
求
１
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

１
０
日
△
 

＜
期
間
満
了
前
：
求
１
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

 

当
事

者
に

よ
る

書
類

又
は

物
件

の
提
出
 

商
７
７
（
２
）
（
特
１
９
４
（
１
）
）
、

商
附
２
３
、
２
７
（
２
）
 

物
件
の
提
出
を
求
め
る
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

４
０
日
又
は
５
５
日
※
 

＜
期
間

満
了
前
：
求
１
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

３
月
 

＜
期
間
満
了
前
：
求
１
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

た
だ

し
代

理
人

だ
け

で
作

成
で

き
る
と
認
め
る
場
合
は
４
０
日
 

 

命
令
に
よ
る
受
継
申
立
書
 

商
７
７
（
２
）
（
特
２
３
（
１
）
）
、
商

附
２
３
、
２
７
（
２
）
 

受
継
命
令
書
の
発
送
日
 

翌
日
 

６
０
日
又
は
７
５
日
※
 

＜
期
間
満
了
前
：
求
１
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

３
月
 

＜
期
間
満
了
前
：
求
１
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

 

命
令
に
よ
る
書
面
の
提
出
 

商
登
令
１
０
（
商
登
施
規
１
７
（
３
）
）

（
特
登
令
３
０
（
特
登
施
規
１
３
（
２

）
）
）
 

物
件
の
提
出
を
求
め
る
通
知
の
発
送
日
 

翌
日
 

２
月
 

＜
期
間

満
了
前
：
求
１
月
 

期
間

満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

２
月
 

＜
期
間
満
了
前
：
求
１
月
 

期
間
満
了
後
：
求
２
月
◎
＞
 

 

注
１
．
 
※
は
交
通
不
便
地
居
住
者
の
た
め
。
 

注
２
．
 
（
職
）
は
職
権
延
長
、
（
求
）
は
請
求
延
長
、
（
附
）
は
附
加
期
間
。
 

注
３
．
 
★
「
小
売
等
役
務
に
係
る
使
用
に
基
づ
く
特
例
の
適
用
主
張
書
」
の
応
答
期
間
の
延
長
請
求
は
不
可
。
 

た
だ
し
、
協
議
命
令
に
対
す
る
応
答
期
間
の
延
長
請
求
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
主
張
書
の
提
出
期
間
も
延
長
さ
れ
る
。
 

注
４
．
 
△
は
０
３
．
１
０
を
参
照
。
 

注
５
．
 
■
は
拒
絶
査
定
不
服
審
判
請
求
で
き
る
期
間
と
し
て
職
権
延
長
さ
れ
た
期
間
。
 

注
６
．

 
☆

指
定

期
間

の
延

長
に

つ
い

て
、

国
内

居
住

者
及

び
在

外
者

は
指

定
期

間
経

過
前

に
請

求
し

た
場

合
は

１
月

、
指

定
期

間
経

過
後

に
請

求
し

た
場

合
は

２
月

延
長

で
き

る
。

指
定

期
間

経
過

前
に

延
長

請
求

し
た

場
合

で
あ

っ
て

も
、
指
定

期
間
経

過
後

の
再

度
の

延
長

請
求

が
可

能
。

ま
た

、
当

初
の

指
定

期
間

内
又

は
指

定
期

間
内

に
延

長
請

求
し

た
場

合
の

延
長

さ
れ

た
指

定
期

間
内

に
意

見
書

を
提

出
し

た
と

き
は

、
指

定
期

間
経

過
後

の
延

長
請

求
を

行
う

こ
と

は
で

き
な

い
。
 

注
７
．

 
◎

指
定

期
間

の
延

長
に

つ
い

て
、

国
内

居
住

者
及

び
在

外
者

は
指

定
期

間
経

過
前

に
請

求
し

た
場

合
は

１
月

、
指

定
期

間
経

過
後

に
請

求
し

た
場

合
は

２
月

延
長

で
き

る
。

指
定

期
間

経
過

前
に

延
長

請
求

し
た

場
合

で
あ

っ
て

も
、
指
定

期
間
経
過
後
の
再
度
の
延
長
請
求
が
可
能
。
 

注
８
．

 
▽

書
面

を
提

出
す

る
者

が
期

間
内

に
書

面
を

提
出

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
と

き
は

、
期

間
の

経
過

後
２

月
以

内
に

限
り

、
期

間
延

長
請

求
書

（
期

間
徒

過
）
を

提
出

す
る

こ
と

に
よ

り
、

そ
の

書
面

を
特

許
庁

長
官

に
提

出
す

る
こ

と
が

で
き

る
（

商
９

条
３

項
、

商
施

規
６

条
の

２
第

２
項

、
３

項
）

。
 

注
９
．

 
□

優
先

権
証

明
書

類
等

を
提

出
す

る
者

は
、

期
間

の
経

過
後

２
月

以
内

に
限

り
、

期
間

延
長

請
求

書
（

期
間

徒
過

）
を

提
出

す
る

こ
と

に
よ

り
、

優
先

権
証

明
書

類
等

を
提

出
す

る
こ

と
が

で
き

る
（

商
１

３
条

１
項

（
商

６
８

条
１

項
に

お
い

て
準

用
）

、
商

施
規

７
条

の
２

第
１

項
）

。
 

注
１

０
．

♯
登

録
料

（
前

期
分

割
登

録
料

）
を

納
付

す
べ

き
者

は
、

登
録

料
（

前
期

分
割

登
録

料
）

を
納

付
す

べ
き

期
間

（
期

間
の

延
長

が
あ

っ
た

と
き

は
延

長
後

の
期

間
）

内
に

登
録

料
（

前
期

分
割

登
録

料
）

を
納

付
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

と
き

は
、
期

間
の

経
過

後
２

月
以

内
に

限
り

、
期

間
延

長
請

求
書
（

期
間

徒
過

）
を

提
出

す
る

こ
と

に
よ

り
、
登

録
料
（

前
期

分
割

登
録

料
）
を

納
付

す
る

こ
と

が
で

き
る
（

商
４

１
条

３
項

、
４

１
の

２
第

３
項

、
６

５
の

８
第

４
項

、
商

施
規

１
８

条
５

項
、

６
項

、
７

項
、

８
項

）
。
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 注
１

１
．

▲
商

標
法

に
関

す
る

シ
ン

ガ
ポ

ー
ル

条
約

の
規

定
（

同
条

約
第

１
４

条
、

同
条

約
第

９
規

則
）

に
基

づ
き

、
申

請
人

か
ら

申
し

出
が

あ
っ

た
と

き
は

、
当

該
期

間
の

経
過

後
２

月
に

限
り

、
商

標
登

録
令

第
１

０
条

第
１

項

に
お

い
て

準
用

す
る

特
許

登
録

令
第

３
８

条
第

２
項

及
び

第
３

項
の

規
定

に
よ

る
却

下
を

保
留

す
る

こ
と

と
す

る
。

（
→

方
式

審
査

便
覧

７
０

．
３

０
）

 

注
１

２
．
∞
一
般
に
、
期
間
の
初
日
は
算
入
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
（
商
７
７
条
１
項
で
準
用
す
る
特
３
条
１
項
１
号
本
文
）
、
所
定
の
期
間
経
過
に
よ
る
審
決
の
確
定
日
等
は
、
定
め
ら
れ
た
期
間
の
経
過
に
よ
る
「
法
律
効
果
」
を
基
準
と

し
、
期
間

の
末
日
の
午
後
１
２

時
（
２
４
時
）
を
経

過
し
た
時
（
翌
日
午

前
零
時
）
に
確
定
す

る
。
そ
の
初
日
は
午

前
零
時
か
ら
始
ま
り

「
丸
１
日
」
を
欠
く

こ
と
が
な
い
た
め
、

初
日
が
期
間
の
計
算

に
組
み
入
れ
ら
れ
る

（
商
７
７
条

１
項
で
準

用
す
る
特
３
条
１
項
１
号
た
だ
し
書
）
。
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  Ⅲ 特許・実用・意匠・商標の手数料及び登録料一覧表   令和７年５月１日現在 

特 
 

 
 

 
 

許 

特許出願                                                                           １４，０００円  
出願審査請求                        １３８，０００円＋(請求項の数× ４，０００円) 
 特定登録調査機関が交付した調査報告を提示した場合  １１０，０００円＋(請求項の数×  ３，２００円) 
特許料（平成１６年３月３１日迄に審査請求したもの） 
             第 １年から ３年まで 毎年  １０，３００円＋(請求項の数×   ９００円) 
                         第 ４年から ６年まで 毎年  １６，１００円＋(請求項の数× １，３００円) 
                         第 ７年から  ９年まで 毎年  ３２，２００円＋(請求項の数× ２，５００円) 
                         第１０年から２５年まで 毎年  ６４，４００円＋(請求項の数× ５，０００円) 
   （平成１６年４月１日以降に審査請求したもの） 
             第 １年から ３年まで 毎年   ４，３００円＋(請求項の数×   ３００円) 
                         第 ４年から ６年まで 毎年  １０，３００円＋(請求項の数×   ８００円) 
                         第 ７年から  ９年まで 毎年  ２４，８００円＋(請求項の数× １，９００円) 
                         第１０年から２５年まで 毎年  ５９，４００円＋(請求項の数× ４，６００円) 
名義変更届                                                                           ４，２００円 
期間延長請求書                                                                       ２，１００円 
期間経過後の期間延長請求書                              ４，２００円 
期間経過後の期間延長請求書（特許法第５０条の規定により指定された期間に係るもの）  ５１，０００円 
電子化手数料                               １件につき ２，４００円＋ １ページにつき  ８００円 
                                             (但し、多件１通の場合は別々の書面で行った場合と同額） 
外国語書面出願                                                                     ２２，０００円 
特許法第３８条の３第３項の規定による手続（明細書等提出書）             １４，０００円 
誤訳訂正書                                     １９，０００円 
存続期間の延長登録出願 （医薬品等）                                               ７４，０００円 
存続期間の延長登録出願 （期間補償）                         ４３，６００円 

 

実 

用 

新 

案 

実用新案登録出願                                  １４，０００円 
登録料（平成１７年４月１日以降の出願） 
                         第 １年から ３年まで 毎年   ２，１００円＋(請求項の数×   １００円) 
                         第 ４年から ６年まで 毎年    ６，１００円＋(請求項の数×   ３００円) 
                        第 ７年から１０年まで 毎年  １８，１００円＋(請求項の数×   ９００円) 
実用新案技術評価の請求                              ４２，０００円＋(請求項の数× １，０００円) 
  
名義変更届                                           ４，２００円 
期間延長請求書                                    ２，１００円 
電子化手数料                             １件につき ２，４００円＋ １ページにつき  ８００円 
                                             (但し、多件１通の場合は別々の書面で行った場合と同額） 

 

意 
 
 

 

匠 

意匠登録出願                                                                       １６，０００円 
秘密意匠の請求                                                        ５，１００円 
＊複数意匠一括出願の場合は、それぞれ一意匠につき１６，０００円、一意匠につき５，１００円 
登録料                    第 １年から ３年まで                毎年   ８，５００円 
                          第 ４年から２５年まで                毎年 １６，９００円 
                          ＊第１６年から第２０年については、平成１９年４月１日以降の出願のみ 

＊第２１年から第２５年については、令和 ２年４月１日以降の出願のみ 
名義変更届                                                                           ４，２００円 
期間延長請求書                                                                       ２，１００円 
期間経過後の期間延長請求書                              ４，２００円 
期間経過後の期間延長請求書 
（意匠法第１９条において準用する特許法第５０条の規定により指定された期間に係るもの） ７，２００円 
電子化手数料                               １件につき ２，４００円＋ １ページにつき  ８００円 
                                             (但し、多件１通の場合は別々の書面で行った場合と同額） 

 

商 
 

 
 

標 

商標登録出願・団体商標登録出願                     ３，４００円＋(区分の数×  ８，６００円) 
防護標章登録出願・防護標章更新登録出願          ６，８００円＋(区分の数× １７，２００円) 
設定登録料         （一括納付）                (区分の数× ３２，９００円) 
                           （分納)〔前期・後期とも〕         (区分の数× １７，２００円) 
               ＊前期分の設定登録料の納付日又は納付期限が令和４年４月１日以降の場合 
     防護標章（一括納付のみ）                   (区分の数× ３２，９００円) 
更新登録料         （一括納付）                (区分の数× ４３，６００円) 
                           （分納)〔前期・後期とも〕         (区分の数× ２２，８００円) 

＊前期分の更新登録料の納付日又は納付期限が令和４年４月１日以降の場合 
     防護標章（一括納付のみ）                   (区分の数× ３７，５００円) 
商標権分割申請                                   ３０，０００円 
名義変更届                                      ４，２００円 
期間延長請求書                                    ２，１００円 
期間経過後の期間延長請求書                              ４，２００円 
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商 

標 

電子化手数料                             １件につき ２，４００円＋ １ページにつき  ８００円 

                                             (但し、多件１通の場合は別々の書面で行った場合と同額） 

 

回
復
手
数
料 

(1) 特許                                     ２１２，１００円 
(2) 実用新案                                    ２１，８００円 
(3) 意匠                                      ２４，５００円 
(4) 商標                                      ８６，４００円 

審 

判
・
再 

審
・
判 

定
・
異 

議 

(1) 特許 
  審判（再審）請求                   ４９，５００円＋(請求項の数× ５，５００円) 
  明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正請求       ４９，５００円＋(請求項の数× ５，５００円) 
  特許権の存続期間の延長登録に係る審判（再審）請求                ５５，０００円 
  判定請求                                    ４０，０００円 
  特許異議の申立て                  １６，５００円＋(請求項の数× ２，４００円） 
(2) 実用新案 
  審判（再審）請求                   ４９，５００円＋(請求項の数× ５，５００円) 
  判定請求                                    ４０，０００円 
(3) 意匠 
    審判（再審）請求                                ５５，０００円 
  判定請求                                    ４０，０００円 
(4) 商標 
    審判（再審）請求                 １５，０００円＋(区分の数× ４０，０００円) 
  判定請求                                    ４０，０００円 
  商標登録異議の申立て                 ３，０００円＋(区分の数×  ８，０００円) 
(5) 上記審判事件のうち査定系に係るものの電子化手数料 
                                     １件につき ２，４００円＋ １ページにつき  ８００円 
                                             (但し、多件１通の場合は別々の書面で行った場合と同額） 

期 

間
・
交 
付
・
閲 

覧
・
証 

明 

期間の延長、期日の変更申立て                             ２，１００円 
期間経過後の期間の延長                                ４，２００円 
期間経過後の期間の延長（特許法第５０条の規定により指定された期間に係るもの）    ５１，０００円 
期間経過後の期間の延長 
（意匠法第１９条において準用する特許法第５０条の規定により指定された期間に係るもの） ７，２００円 
特許（登録）証再交付申請                               ４，６００円 
ファイル記録事項記載書類の交付請求 
    書面による請求                                     １，３００円 
    オンライン請求                                           １，０００円  
ファイル記録事項の閲覧請求 
   書面による請求（ＶＤＴ）                                     ９００円 
   オンライン請求                                                ６００円 
登録事項記載書類の交付請求（磁気原簿） 
   書面による請求                                                   １，１００円 
   オンライン請求                                                              ８００円 
登録事項の閲覧請求（磁気原簿） 
   書面による請求（ＶＤＴ）                                    ８００円 
   オンライン請求                                             ６００円 
紙原簿謄本の交付請求                                                       ３５０円 
紙原簿の閲覧請求                                                                        ３００円 
書類謄本の交付請求                                  １，４００円 
書類の閲覧請求                                                                       １，５００円 
証明の請求                                                                            
      書面による請求                                                                 １，４００円 
      オンライン請求                                                                 １，１００円 

裁
定
・
参
加 

裁定請求（特・実・意共通）                                                         ５５，０００円 
裁定請求の取消し請求（特・実・意共通）                                             ２７，５００円 
当事者参加の申請                                                              ５５，０００円 
補助参加の申請                                                         １６，５００円 
異議当事者参加の申請（特・商共通）                           ３，３００円 
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 ◇

 ◇

 ◇

 ◇

◆特許庁所在地 〒１００−８９１５　東京都千代田区霞が関三丁目４番３号
 （郵便の場合、「特許庁担当部署名」を宛先としてください）

◆開　庁　日 月～金曜日（平日）

◆問い合わせ受付時間 ９時から１７時３０分まで

◆電話＜代表＞ ０３−３５８１−１１０１（音声ガイダンスに従って内線番号を操作してください）

　 　 （令和7年4月現在）

担担当当部部署署 連連絡絡番番号号

（Ⅰ）一般的相談について
１．一般的相談

特許庁舎内における相談窓口
独立行政法人  工業所有権情報・研修館 内線2121～2123番
　公報閲覧・相談部　相談担当 Fax　03-3502-8916

　（平日 ９時００分～１７時３０分）
地域における相談窓口

独立行政法人  工業所有権情報・研修館
　知財活用支援センター　地域支援部

近畿地域における相談窓口 直通　06-6486-9122
独立行政法人  工業所有権情報・研修館
　事業推進部 ip-js01@inpit.go.jp

（Ⅱ）出願等手続について
２．出願の事前手続に関すること

出願課 内線2764番
　申請人等登録担当 Fax　03-3501-6010

pa1670@jpo.go.jp
出願課 内線2766番
　申請人等登録担当 Fax　03-3501-6010

pa1670@jpo.go.jp
３．出願（申請）番号に関すること

出願課 内線2762番
　電子記録基準管理班 Fax　03-3580-6901

pa1650@jpo.go.jp
４．出願手続に関すること

審査業務課　方式審査室 内線2616番
　第３担当　 pa1120@jpo.go.jp
審査業務課　方式審査室 内線2617番
　実用新案方式担当 pa1120@jpo.go.jp
審査業務課　方式審査室 内線2654番
　意匠方式担当　 pa1251@jpo.go.jp
審査業務課　方式審査室 内線2657番
　商標方式担当　 pa1200@jpo.go.jp
審査業務課 内線2115番
　基準班 pa0c00@jpo.go.jp

５．国際出願（ＰＣＴ）の手続、出願番号等に関すること（特許・実用新案）
出願課　国際出願室 内線2643番
　受理官庁担当

pa1a31@jpo.go.jp
審査業務課　方式審査室 内線2644番
　指定官庁担当 pa1270@jpo.go.jp

６．意匠の国際出願（ハーグ協定のジュネーブ改正協定）手続に関すること
　意匠の国際登録出願手続に関すること 出願課　国際意匠・商標出願室 内線2683番
　（日本国特許庁を経由して行う国際登録出願手続等） 　ハーグ担当

pa1bd0@jpo.go.jp
　意匠の国際意匠登録出願の方式審査に関すること 出願課　国際意匠・商標出願室 内線2683番
　（日本国特許庁を指定官庁とする意匠登録出願手続等） 　ハーグ担当

pa1bd0@jpo.go.jp

　国際出願の日本への国内移行及び移行後の手続の方式審査に関すること
　（日本国特許庁を指定官庁とする国際出願の国内移行手続等）

Ⅳ　お問合せ先一覧

おお問問合合せせににああたたりり、、次次のの事事項項ををおお読読みみくくだだささいい

 　お問合せの際は、あらかじめ特許庁ホームページ（https://www.jpo.go.jp/index.html）内の「はじめての方へ」、「手続一般」コーナーや「特許」、
「実用新案」、「意匠」、「商標」コーナーなどをご覧いただきますと、より理解が深まります。

　複雑なご相談、ご質問については、できるだけ「郵便」、「ＦＡＸ」、「お問い合わせフォーム」をご利用くださるようお願いいたします。
　その際は必ず、「住所」、「氏名」、「電話番号」、「ＦＡＸ番号」などの事項をご記入ください。記載頂いた個人情報は、法令の定めにより、お問合せ
に関して使用するものであり、それ以外の目的で使用することはありません。

　電話でのお問合せの場合
　最初に、電話に出た者が担当する職員かご確認ください。担当者であれば名乗りますので、できるだけその名前をメモしてください。
　次に、あなた様のお名前、電話番号などをお伺いいたしますので、ご協力をお願いいたします。
　なお、専門的事項のお問合せに対しましては、担当者が不在などのため、即答できないことがあります。

　次のような場合は、回答できないことがありますので、あらかじめご了承ください。

・ 「こんな発明をしたが、これは特許になるか」、「この場合、出願明細書はどのように書けば良いのか」など、発明等に関する個別具体的な判断
や明細書の記述内容に関する場合
・「こんな商標は登録できるか」などの個別具体的な判断に関する場合
・ お名前、ご連絡先などをお答えいただけない場合

　申請人情報の登録（識別番号の付与）、住所・氏名等の変更の届出、包括委
任状の提出に関すること

　予納の届出、口座振替の申出・依頼及び現金による納付書の交付請求に関
すること

　特許、実用新案、意匠、商標について、書面の提出により行われた手続に関
する出願（申請）番号通知及び受領書に関すること（国際出願を除く）

相相談談内内容容

※特許等に関する一般的な相談にお答えします。また、開設している知財相
談・支援ポータルサイトでは、出願書類等の様式集も提供しております。
知財相談・支援ポータルサイト（https://faq.inpit.go.jp）もご利用ください。

※中小企業等が企業経営等の中で抱える知財に関する悩みや課題を一元的
に受け付け、ワンストップで解決支援する「知財総合支援窓口(https://chizai-
portal.inpit.go.jp/)」を全国に開設しております。

※INPITの近畿統括本部（大阪市）に設置している「関西知財戦略支援専門窓
口」では、海外展開を目指す近畿地域の中堅・中小・スタートアップ企業の皆
さま、国内外のビジネス上の取引においてますます重要となってきた「営業秘
密の適切な管理体制の構築・運用」を目指す近畿地域の企業の皆さまに対
し、総合的な支援サービスを提供しております。

　商標の出願手続の方式審査に関すること

参考資料Ⅴ
INPIT知財総合支援窓口一覧
参照

　「方式審査便覧」に関すること

　国際出願の手続の方式審査に関すること
　（日本国特許庁を受理官庁とする国際出願手続等）

　特許の出願手続の方式審査に関すること

　実用新案の出願手続の方式審査に関すること

　意匠の出願手続の方式審査に関すること
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担担当当部部署署 連連絡絡番番号号
７．商標の国際出願（マドリッド協定議定書）手続に関すること

出願課　国際意匠・商標出願室 内線2671番
　本国官庁担当

pa1b00@jpo.go.jp
出願課　国際意匠・商標出願室 内線2672番
　指定国官庁担当

pa1b00@jpo.go.jp
８．電子出願に関すること

電子出願ソフトサポートセンター 直通（東京）03-5744-8534
　（開庁日 ９時～１８時１５分） 　　　（大阪）06-6946-5070

Fax  03-3582-0510
出願課　特許行政サービス室 内線2508番
　特許行政サービス調整班 Fax　03-3501-6010

pa1822@jpo.go.jp
出願課 内線2510番
　申請人等登録担当 Fax　03-3501-6010

pa1670@jpo.go.jp
出願課　国際出願室 内線2643番
　受理官庁担当

pa1a31@jpo.go.jp
特許庁ホットライン 直通 03-3580-5002
　（２４時間 ３６５日）

９．出願書類等の証明・閲覧に関すること
出願課  特許行政サービス室 内線2754番
　証明担当 Fax　03-3501-6010

pa1620@jpo.go.jp
出願課  特許行政サービス室 内線2756番
　閲覧担当 Fax　03-3501-6010

pa1620@jpo.go.jp

（Ⅲ）審査について
１０．事業戦略対応まとめ審査に関すること 内線3107番

pa2160@jpo.go.jp
１１．特許の審査に関すること

調整課  審査基準室 内線3112番

pa2a10@jpo.go.jp
調整課　品質管理室 内線3121番

pa2a30@jpo.go.jp
調整課 内線3107番
　企画調査班

pa2160@jpo.go.jp
調整課　 内線3106番
　審査業務管理班

pa2210@jpo.go.jp
調整課　 内線3106番
　審査業務管理班

pa2210@jpo.go.jp
調整課 　審査基準室 内線3112番

pa2a10@jpo.go.jp
企画調査課 内線2152番
　企画班 pa0920@jpo.go.jp
調整課　地域イノベーション促進室 内線3114番
　面接審査管理専門官

pa2103@jpo.go.jp
調整課 内線3106番
　審査業務管理班

pa2210@jpo.go.jp
調整課　審査推進室 内線2453番
　審査推進企画班 pa2220@jpo.go.jp

１２．実用新案の審査に関すること
調整課  審査推進室 内線2469番
　実用新案業務班 Fax　03-3595-2735

pa0780@jpo.go.jp
調整課  審査基準室 内線3112番

pa2a10@jpo.go.jp
調整課  審査基準室 内線3112番

pa2a10@jpo.go.jp
１３．意匠の審査に関すること

意匠課  意匠審査基準室 内線2910番
pa1d00@jpo.go.jp

意匠課 内線2907番
　企画調査班 pa1530@jpo.go.jp
意匠課  意匠審査基準室 内線2910番

pa1d00@jpo.go.jp
意匠課 内線2905番
　審査支援管理班 pa1520@jpo.go.jp

１４．商標の審査に関すること
商標課  商標審査基準室 内線2807番

pa1t00@jpo.go.jp
商標課 内線2805番
　企画調査班 pa1400@jpo.go.jp
商標課 内線2804番

　審査支援管理班 pa1t70@jpo.go.jp

商標課　地域ブランド推進室 内線2828番
pa1481@jpo.go.jp

　地域団体商標制度に関すること

　技術評価書作成時の評価基準に関すること
　（特許庁HP掲載の「特許・実用新案審査基準第X部 実用新案 第2章」及び
「特許・実用新案審査ハンドブック附属書C」に関すること）
　実用新案の新規性喪失の例外に関すること
　（特許庁HP掲載の「新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手引き」及
び「Q&A集」も御参照ください。）

　意匠の審査基準に関すること

　特許の審査状況伺いの手続に関すること

　先行技術文献調査の外注に関すること

　基礎的要件に関すること

　「商標審査基準」「商標審査便覧」に関すること
　（登録の可否、方式審査事項及び指定商品・役務の表示・区分に関するもの
　商標の早期審査に関すること

　商標の審査状況伺いの手続に関すること
　※審査に継続中の個別の案件の進捗状況に関しては、担当の審査官へお問
い合わせください。

　意匠の早期審査に関すること

　意匠の新規性喪失の例外に関すること

　意匠の審査状況伺い書の手続きに関すること

　特許の審査品質に関すること

　ＰＣＴ国際出願に係る電子出願手続に関すること

　電子出願データの着信状況の確認

　証明に関すること

　特許の新規性喪失の例外に関すること
　（特許庁HP掲載の「新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手引き」及
び「Q&A集」も御参照ください。）
　職務発明に関すること

　面接（出張面接・オンライン面接）に関すること

　特許の優先審査に関すること

　特許の早期審査・スーパー早期審査に関すること

　特許審査ハイウェイに関すること

　電子出願の制度に関すること

　電子出願の電子証明書登録等の手続に関すること

相相談談内内容容

　商標の国際登録出願手続に関すること
　（日本国特許庁を本国官庁とする国際登録出願手続等）

　商標の国際商標登録出願手続の方式審査に関すること
　（日本国特許庁を指定国官庁とする商標登録出願手続等）

　閲覧に関すること

調整課
　企画調査班

　「特許・実用新案審査基準」に関すること
　（特許庁HP掲載の「特許の審査基準のポイント」も御参照ください。）

　インターネット出願ソフトの環境設定・操作方法・仕様・障害など技術的な問い
合わせに関すること
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担担当当部部署署 連連絡絡番番号号
１５．分類関係に関すること

調整課 内線2463番
　特許分類企画班 pa0l10@jpo.go.jp
意匠課 内線2903番
　分類担当 pa1501@jpo.go.jp
商標課 内線2836番
　商標国際分類室 pa1t90@jpo.go.jp

１６．配列表（WIPO標準ST.26形式）の磁気ディスクによる提出に関すること 調整課  審査推進室 内線2456番
　特許分類業務班 pa0762@jpo.go.jp

（Ⅳ）審判の審理について
１７．審判請求の手続きに関すること

審判課 内線3622番
　調査班 Fax　03-3580-9618

pa6120@jpo.go.jp
審判課　審判書記官室 内線3693番
　意匠担当 Fax　03-3580-5388

pa6c08@jpo.go.jp
審判課　審判書記官室 内線3682番
　商標担当 Fax　03-3580-5388

pa6c40@jpo.go.jp
審判課　審判書記官室 内線5801番
　特許・実用担当 Fax　03-3580-5114

pa6c02@jpo.go.jp
審判課　審判書記官室 内線3693番
　意匠担当 Fax　03-3580-5388

pa6c08@jpo.go.jp
審判課　審判書記官室 内線5804番
　商標担当 Fax　03-3580-5388
　 pa6c40@jpo.go.jp

１８．審判請求の審理に関すること
審判部  審判企画室 内線5852番

Fax　03-3580-9618

pa6b00@jpo.go.jp

審判課　審判書記官室 内線5801番
　特許・実用担当 Fax　03-3580-5114

pa6c02@jpo.go.jp
審判課　審判書記官室 内線3693番
　意匠担当 Fax　03-3580-5388

pa6c08@jpo.go.jp
審判課　審判書記官室 内線5804番
　商標担当 Fax　03-3580-5388
　 pa6c40@jpo.go.jp
審判課 内線3622番　
　調査班 Fax　03-3580-9618

pa6120@jpo.go.jp

（Ⅴ）特許（登録）原簿への権利の登録等について
※特許（登録）原簿とは「原簿について」を御参照ください。

１９．特許（登録）原簿への権利の設定・維持の登録に関すること
審査業務課  登録室 内線2707番
　特許担当 pa1300@jpo.go.jp
審査業務課  登録室 内線2709番
　実用新案担当 pa1300@jpo.go.jp
審査業務課  登録室 内線2710番
　意匠担当 pa1300@jpo.go.jp
審査業務課  登録室 内線2713番
　商標担当 pa1300@jpo.go.jp
審査業務課  登録室 内線2706番
　国際意匠・商標担当 pa1300@jpo.go.jp
審査業務課  登録室 内線2704番
　管理班 pa1300@jpo.go.jp
審査業務課  登録室 内線2704番
　管理班 pa1300@jpo.go.jp

２０．特許（登録）原簿への権利の移転の申請等に関すること
審査業務課  登録室 内線2715番
　特実移転担当 pa1360@jpo.go.jp
審査業務課  登録室 内線2717番
　意商移転担当 pa1360@jpo.go.jp
審査業務課  登録室 内線2706番
　国際意匠・商標担当 pa1300@jpo.go.jp
審査業務課  登録室 内線2720番
　特実移転（仮実施権）担当 pa1300@jpo.go.jp

（Ⅵ）特許情報等について
２１．公報に関すること

普及支援課 内線2305番
　公報企画班 pa0620@jpo.go.jp

普及支援課 内線2308番
　品質管理第一担当（公開） pa0570@jpo.go.jp
普及支援課 内線2307番
　品質管理第一担当（特許） pa0570@jpo.go.jp
普及支援課 内線2311番
　品質管理第二担当（意匠・審決） pa0571@jpo.go.jp
普及支援課 内線2313番
　品質管理第二担当（商標） pa0571@jpo.go.jp
普及支援課 内線2326番
　公報管理班 pa05b1@jpo.go.jp

　公報の閲覧・購入
独立行政法人　工業所有権情報・研修館 内線3811番
　公報閲覧・相談部　閲覧担当 Fax　03-3502-8916

ip-sd03@inpit.go.jp

　具体的な案件の公報の発行予定日に関すること
　　※特許公報、登録実用新案公報、意匠公報、商標公報については、登録番号が通知された後にお問い合わせください。

公開特許公報、登録実用新案公報

特許公報

意匠公報、審決公報

　国際意匠・国際商標登録の国内申請（使用権・質権等）に関すること

　仮専用実施権の申請に関すること

　公報全般（公報の仕様も含む）に関すること（ただし、以下の「公報に関するこ
と」の各項目に該当するものを除く）

商標公報、公開・国際商標公報

　権利譲渡又は実施許諾の用意に関する公報掲載の申込書の様式に関するこ
と

公報の閲覧に関すること

　特許の権利設定・維持の登録における特許料納付書の手続に関すること

　実用新案の権利維持の登録における実用新案登録料納付書の手続に関す
ること
　意匠の権利設定・維持の登録における意匠登録料納付書の手続に関するこ
と

　意匠の審判事件等の口頭審理の手続及び巡回審判に関すること

　商標の審判事件等の口頭審理の手続及び巡回審判に関すること

　審判の審理状況伺いの手続に関すること

　特許料等の自動納付に関すること

　特許・実用新案の権利移転の申請に関すること
（特許を受ける権利（出願・審判中）の承継に関する手続は含みません）
　意匠・商標の権利移転の申請に関すること
（特許を受ける権利（出願・審判中）の承継に関する手続は含みません）

　商標の権利設定・維持の登録における商標登録料納付書、商標権存続期間
更新登録申請書の手続に関すること
　国際意匠・国際商標登録の設定に関すること

　包括納付に関すること

　指定商品・役務の区分に関すること

　特許の拒絶査定不服審判の手続に関すること
　特許異議の申立ての手続に関すること

　意匠の拒絶査定不服審判の手続に関すること

　特許分類に関すること

　意匠分類に関すること

　商標の無効審判の手続に関すること
　商標の取消審判の手続に関すること
　商標の判定の手続に関すること

　審判に係る審理に関すること
　特許異議の申立てに係る審理に関すること
　商標登録異議の申立てに係る審理に関すること
　判定に係る審理に関すること

　特許・実用新案の審判事件等の口頭審理の手続及び巡回審判に関すること

　商標の拒絶査定不服審判の手続に関すること
　商標登録異議の申立ての手続に関すること

　特許・実用新案の無効審判の手続に関すること
　特許・実用新案の訂正審判の手続に関すること
　特許・実用新案の判定の手続に関すること

　意匠の無効審判の手続に関すること
　意匠の判定の手続に関すること

相相談談内内容容
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担担当当部部署署 連連絡絡番番号号
２２．特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）に関すること

J-PlatPatヘルプデスク 直通　03-3588-2751
　（平日 ９時～２０時） helpdesk@j-platpat.inpit.go.jp
独立行政法人  工業所有権情報・研修館 内線2413番
　知財情報部　情報提供担当

ip-jh05@inpit.go.jp
２３．画像意匠公報検索支援ツール（Graphic Image Park）に関すること

独立行政法人  工業所有権情報・研修館 内線2413番
　知財情報部　情報提供担当

ip-jh05@inpit.go.jp
２４．その他の特許情報等に関すること

独立行政法人  工業所有権情報・研修館 内線2409番
　知財情報部　特許情報協力担当

ip-jh06@inpit.go.jp
総務課　情報技術統括室 内線2361番
　特許情報企画調査班

pa0630@jpo.go.jp
総務課　情報技術統括室 内線2361番
　特許情報企画調査班 pa0630@jpo.go.jp

（Ⅶ）その他
２５．情報公開及び個人情報保護に関すること 秘書課  情報公開推進室 内線2767番

２６．法律・政令等の制度の改正に関すること 総務課  制度審議室 内線2118番

pa0a00@jpo.go.jp

２７．広報に関すること（特許庁の見学・取材の申込み含む） 総務課 内線2108番

　広報班 pa0270@jpo.go.jp

２８．知的財産権制度説明会に関すること

独立行政法人  工業所有権情報・研修館 内線2120番

　公報閲覧・相談部　調整担当 Fax　03-3502-8916

普及支援課 内線2107番

　地域調整班 pa02C0@jpo.go.jp
２９．知的財産人材育成に関すること

独立行政法人  工業所有権情報・研修館 内線3907番
　知財人材部　知的財産権関連人材担当　Fax　03-5843-7693

ip-jz04@inpit.go.jp
独立行政法人  工業所有権情報・研修館 内線3907番
　知財人材部　電子研修担当　 Fax　03-5843-7693

ip-jz01@inpit.go.jp
３０．中小企業等支援に関すること

総務課 内線2105番
　調整班 pa0260@jpo.go.jp
審査業務課　方式審査室 内線2616番
　第３担当　 pa1120@jpo.go.jp
審査業務課　方式審査室 内線2644番
　指定官庁担当 pa1270@jpo.go.jp
審査業務課  登録室 内線2707番
　特許担当 pa1300@jpo.go.jp
出願課　国際出願室 内線2643番
　受理官庁担当

pa1a31@jpo.go.jp
　知財金融に関すること 普及支援課 内線2145番

　支援企画班 pa02G0@jpo.go.jp
普及支援課 内線2340番
　産業財産権専門官 pa0661@jpo.go.jp

３１．補助金に関すること
国際協力課 内線2577番

　海外展開支援室 pa0842@jpo.go.jp

独立行政法人  工業所有権情報・研修館 内線3852番

　知財活用支援センター　助成事業担当 ip-ct06@inpit.go.jp

３２．知的財産の活用に関すること
独立行政法人  工業所有権情報・研修館 内線3823番
　知財活用支援センター　知財戦略部
　エキスパート支援担当 ip-sr01@inpit.go.jp
独立行政法人  工業所有権情報・研修館 内線3823番
　知財活用支援センター　知財戦略部
　エキスパート支援担当 ip-sr01@inpit.go.jp
独立行政法人  工業所有権情報・研修館 内線3823番
　知財活用支援センター　知財戦略部
　エキスパート支援担当 ip-sr01@inpit.go.jp
独立行政法人  工業所有権情報・研修館 内線3823番
　知財活用支援センター　知財戦略部
　エキスパート支援担当 ip-sr01@inpit.go.jp
独立行政法人  工業所有権情報・研修館 内線3909番
　知財活用支援センター　知財戦略部　
　イノベーション・企画担当 ip-sr05@inpit.go.jp
独立行政法人  工業所有権情報・研修館 内線3909番
　知財活用支援センター　知財戦略部　
　イノベーション・企画担当 ip-sr05@inpit.go.jp
独立行政法人  工業所有権情報・研修館 内線3822番
　知財活用支援センター　知財戦略部　
　スタートアップ支援担当 ip-sr06@inpit.go.jp
独立行政法人  工業所有権情報・研修館 内線3822番
　知財活用支援センター　知財戦略部　
　スタートアップ支援担当 ip-sr06@inpit.go.jp
独立行政法人  工業所有権情報・研修館 内線3822番
　知財活用支援センター　知財戦略部　
　知財交流担当 ip-sr07@inpit.go.jp

３３．模倣品（産業財産権侵害）対策に関すること 国際協力課海外展開支援室 内線2575番
　（政府模倣品・海賊版対策総合窓口） nisemono110@jpo.go.jp

３４．外国の産業財産権制度情報に関すること　（手続相談を除く） 国際協力課 内線2577番
　海外展開支援室 pa0842@jpo.go.jp

具体的案件に関すること（国際出願に係る料金）

　中小企業等に対する知的財産関連支援策に関すること

　中小企業等に対する営業秘密管理の支援（営業秘密支援窓口）
（https://www.inpit.go.jp/katsuyo/tradesecret/madoguchi.html）に関すること

　海外展開を目指す中小企業等に対する知財支援（海外展開知財支援窓口）
(https://www.inpit.go.jp/katsuyo/gippd_madoguchi/index.html)に関すること

スタートアップの成長をサポートする知財支援（スタートアップ知財支援窓口）
(https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ip_startup/index.html)に関すること

大学、研究機関に対する各種知財支援（アカデミア知財支援窓口）
(https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ip_academia/index.html)に関すること

大学等の研究成果の社会実装に向けた知財支援事業（iAca）
(https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ip_academia_haken/index.html)に関すること

競争的研究費による研究成果の社会実装に向けた知財支援事業（iNat）
(https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ipsupport/index.html)に関すること

スタートアップに向けた知財アクセラレーション事業（IPAS）
(https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ipas/index.html)に関すること

IPランドスケープ支援事業（IPL）
(https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ipl/index.html)に関すること

　実施許諾または権利譲渡の用意がある開放特許の活用（開放特許情報デー
タベース）に関すること

　地方実施の外国出願補助金、海外での権利侵害対策及び海外知財訴訟費
用保険の補助金に関すること

　初心者向け説明会に関すること

　画像意匠公報検索支援ツール（Graphic Image Park）の操作方法や運営に関
すること

　PAJ（公開特許公報英文抄録）に関すること

　特許情報提供事業者の特許庁ホームページ掲載に関すること

具体的案件に関すること（審査請求料）※国際出願以外

具体的案件に関すること（審査請求料）※国際出願／指定官庁

具体的案件に関すること（特許料）

　実務者向け説明会・法改正説明会に関すること

　審査請求料・特許料等の減免措置に関すること
減免制度全般に関すること

　知的財産人材のための研修に関すること

　IP ePlat（eラーニング）の操作方法や運営に関すること

　外国特許情報サービス（FOPISER）に関すること

　特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）の操作方法・表示に関する相談

　特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）の運営・講習会に関すること

相相談談内内容容

　INPIT外国出願補助金（出願・中間応答・審査請求にかかる補助金）に関する
こと
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担担当当部部署署 連連絡絡番番号号
３５．特許出願非公開制度に関すること

審査業務課 内線2628番
　非公開制度統括班

調整課 内線3126番
　非公開制度管理班

　手続に関するお問い合わせ

　審査に関するお問い合わせ

　※本制度一般、保全審査、保全指定後に関する事項（実施の許可、適正管理措置、損失補償等）については、内閣府のホームページ
（https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/patent.html）をご参照ください。

　※特許庁が行う第一次審査及び外国出願禁止の事前確認制度に関しては、特許庁ホームページ
（https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/hikokai/index.html）もご覧ください。

相相談談内内容容
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都道府県 郵便番号 設置場所
電子出願用端

末有無

北海道 ０６０－０８０７ 札幌市北区北7条西4丁目1-2 KDX札幌ビル5階 北海道知的財産情報センター ○

青森県 ０３０－８５７０ 青森市長島一丁目１番１号 青森県庁北棟1階 青森県知的財産支援センター内 ○

岩手県 ０２０－０８７８ 盛岡市肴町4-5 カガヤ肴町ビル3階 ○

宮城県 ９８１－３２０６ 仙台市泉区明通2-2 宮城県産業技術総合センター2階 ○

秋田県 ０１０－８５７２ 秋田市山王三丁目1番1号 秋田県庁第二庁舎2階 公益財団法人あきた企業活性化センター内 ○

山形県 ９９０－２４７３ 山形市松栄2-2-1 山形県高度技術研究開発センター1階 ○

福島県 ９６３－０２１５ 郡山市待池台1-12 福島県ハイテクプラザ2階 技術開発室5号室 ○

茨城県 ３１２－０００５ ひたちなか市新光町38番地 ○

栃木県 ３２１－３２２６ 宇都宮市ゆいの杜1丁目5番40号 とちぎ産業創造プラザ内 ○

３７９－２１４７ 前橋市亀里町884-1 群馬産業技術センター1階 ○

３７３－００１９ 太田市吉沢町1058-5 東毛産業技術センター1階 ○

埼玉県 ３３８－０００１ さいたま市中央区上落合2-3-2 新都心ビジネス交流プラザ3階 ○

千葉県 ２６３－００１６ 千葉市稲毛区天台6-13-1 千葉県産業支援技術研究所 天台庁舎内1階 ○

東京都 １０５－０００１ 港区虎ノ門2-9-1 虎ノ門ヒルズ 江戸見坂テラス7階 ○

神奈川県 ２２０－０００５ 横浜市西区南幸2-19-4 南幸折目ビル9階902号室 ○

９５０－０９１５ 新潟市中央区鐙西1-11-1 新潟県工業技術総合研究所2階 ○

９４０－２１０８ 長岡市千秋2-2788-1 千秋が原ビル2階 ○

山梨県 ４００－００５５ 甲府市大津町2192-8 アイメッセ山梨3階 ○

３８０－０９２８ 長野市若里1-18-1 長野県工業技術総合センター3階

３９４－００８４ 岡谷市長地片間町1-3-1 長野県工業技術総合センター1階

４２０－０８５３ 静岡市葵区追手町44-1 静岡県産業経済会館1階

４１０－０８０１ 沼津市大手町1-1-3 沼津産業ビル3階

４３２－８０３６ 浜松市中央区東伊場2-7-1 浜松商工会議所会館8階 浜松地域イノベーション推進機構内 －

ⅤⅤ　　IINNPPIITT知知財財総総合合支支援援窓窓口口一一覧覧

群馬県

新潟県

長野県 ○

静岡県

○
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都道府県 郵便番号 設置場所
電子出願用端

末有無

富山県 ９３０－０８６６ 富山市高田527番地 富山県総合情報センター情報ビル4階432号室 〇

石川県 ９２０－８２０３ 金沢市鞍月2丁目20番地 石川県地場産業振興センター新館1階 ○

岐阜県 ５０９－０１０９ 各務原市テクノプラザ1-1 テクノプラザ5階 ○

愛知県 ４６４－０８５５ 名古屋市千種区千種通7-25-1 サンライズ千種6階 ○

５１４－０００４ 津市栄町1丁目891 三重県合同ビル5階 ○

５１０－０８０５ 四日市市東阿倉川788 三重県産業支援センター北勢支所内 〇

福井県 ９１０－０１０２ 福井市川合鷲塚町61字北稲田10 福井県工業技術センター1階 ○

滋賀県 ５２０－３００４ 栗東市上砥山232 滋賀県工業技術総合センター別館内1階 ○

京都府  ６００－８８１３ 京都市下京区中堂寺南町134 京都リサーチパーク内 京都府産業支援センター2階 ○

 ５５０－０００４ 大阪市西区靱本町1-8-4 大阪科学技術センタービル4階 ○

５７７－００１１ 東大阪市荒本北1-4-1 クリエイション・コア東大阪 南館2階 －

６５０－００４６ 神戸市中央区港島中町6丁目1番地 神戸商工会議所会館4階

６５４－００３７ 神戸市須磨区行平町3-1-12 兵庫県立工業技術センター内 技術交流館1階

奈良県 ６３０－８０３１ 奈良市柏木町129-1 奈良県産業振興総合センター内2階 ○

和歌山県  ６４０－８０３３ 和歌山市本町二丁目1番地 フォルテワジマ6階 ○

６８９－１１１２ 鳥取市若葉台南7-5-1 公益財団法人鳥取県産業振興機構 本部内

６８９－３５２２ 米子市日下1247 公益財団法人鳥取県産業振興機構西部センター内

島根県 ６９０－０８１６ 松江市北陵町1 テクノアークしまね1階 ○

岡山県 ７０１－１２２１ 岡山市北区芳賀5301 テクノサポート岡山3階 ○

広島県 ７３０－００５２ 広島市中区千田町3丁目13番11号 広島発明会館 ○

山口県 ７５ ４－００４１ 山口市小郡令和一丁目1番1号 山口市産業交流拠点施設４階 ○

徳島県 ７７０－８０２１ 徳島市雑賀町西開11-2 徳島県立工業技術センター2階 ○

香川県 ７６１－０３０１ 高松市林町2217-15 香川産業頭脳化センタービル内 ○

愛媛県 ７９1－１１０１ 松山市久米窪田町337-1 テクノプラザ愛媛２階 ○

三重県

大阪府

兵庫県 ○

鳥取県 ○
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都道府県 郵便番号 設置場所
電子出願用端

末有無

高知県 ７８０－０８３３ 高知市南はりまや町2-14-8 濱田ビル2階 ○

８１０－０００１ 福岡市中央区天神4-4-11 天神ショッパーズ福岡8階

８１２－００４６ 福岡市博多区吉塚本町9-15 福岡県中小企業振興センタービル6階

８０４－０００３ 北九州市戸畑区中原新町2-1 北九州テクノセンター1階

佐賀県 ８４０－００４１ 佐賀市城内2丁目9-28 オフィスサガ21 2階 ○

長崎県 ８５６－００２６ 大村市池田2-1303-8 長崎県工業技術センター内 ○

熊本県 ８６０－０８４４ 熊本市中央区水道町7-16 富士水道町ビル2階 ○

大分県 ８７０－１１１７ 大分市高江西1-4361-10 大分県産業科学技術センター内 ○

宮崎県 ８８０－０９５１ 宮崎市大塚町宮田2891 ○

鹿児島県 ８９０－００１６ 鹿児島市新照院町20-2 神田橋ビル1階 ○

沖縄県 ９０１－２１３２ 浦添市伊祖2丁目2番2号 明幸ビル3階 ○

※　ご相談については全国共通ナビダイヤル　００５５７７００－－００８８２２１１００００をご利用ください。（自動的にお近くの窓口におつなぎいたします。）

※　各窓口の営業日、営業時間、電話番号等の詳細については、知財ポータルをご参照ください。

知財ポータル： https://chizai-portal.inpit.go.jp/

福岡県 ○
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令和7年5月現在

担     当 電 話 番 号

〒060-0808

〒980-8403

〒330-9715

中　　　部
経済産業局

〒540-8535

〒730-8531

〒760-8512

〒812-8546

〒900-0006

Ⅵ　各経済産業局及び沖縄総合事務局知的財産室一覧

地 域 経 済 部
産業技術革新課
知 的 財 産 室

022-221-4819

所 在 地

地 域 経 済 部
産業技術革新課
知 的 財 産 室

011-709-5441
北　海　道
経済産業局

札幌市北区北８条西２－１－１
　札幌第１合同庁舎５階

　知的財産室は、地域における中小企業等への産業財産権に関する指導・相談、情報の提供及
び各種説明会の開催などを通じて産業財産に関し総合的な支援を行っています。

東　　　北
経済産業局

仙台市青葉区本町３－３－１
　仙台合同庁舎Ｂ棟３階

関　　　東
経済産業局

082-224-5680
地 域 経 済 部

イノベーション推進課
知 的 財 産 室

地 域 経 済 部
産 業 技 術 課
知 的 財 産 室

06-6966-6016

地 域 経 済 部
産業技術革新課
知 的 財 産 室

地 域 経 済 部
イノベーション推進課

知 的 財 産 室
〒460-8510 名古屋市中区三の丸２－５－２　４階 052-951-2774

048-600-0239
さいたま市中央区新都心１番地１
　さいたま新都心合同庁舎１号館１０階

近　　　畿
経済産業局

大阪市中央区大手前１－５－４４
　大阪合同庁舎第１号館３階

098-866-1730

地 域 経 済 部
産業技術革新課
知 的 財 産 室

092-482-5463

地 域 経 済 部
地 域 経 済 課
知 的 財 産 室

087-811-8519

沖　　　縄
総合事務局

那覇市おもろまち２－１－１
　那覇第２地方合同庁舎２号館９階

中　　　国
経済産業局

広島市中区上八丁堀６－３０
  広島合同庁舎２号館３階

四　　　国
経済産業局

高松市サンポート３－３３
　高松サンポート合同庁舎７階

九　　　州
経済産業局

福岡市博多区博多駅東２－１１－１
　福岡合同庁舎６階

経 済 産 業 部
地 域 経 済 課
知 的 財 産 室
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